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人
的
資
本
投
資
の
時
代
に

清
家
　
篤

巻
頭
寄
稿

欠
の
血
液
製
剤
の
供
給
に
尽
く
し
た
血
液
事
業
従
事
者
、
さ
ら
に
医

療
緊
急
事
態
下
で
も
襲
っ
て
く
る
自
然
災
害
の
被
災
者
救
護
や
復
興

支
援
、内
外
の
人
道
支
援
な
ど
に
従
事
し
た
日
赤
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
々
、
そ
し
て
そ
う
し
た
日
赤
の
活
動
を
日
々
支
え
て
い
る
全

て
の
職
員
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
日
赤

の
職
員
を
誇
り
に
思
う
。

Ⅱ　

ま
す
ま
す
大
切
に
な
る
人
的
資
本

さ
て
い
ま
戦
後
最
大
級
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
焼
け
野
原
か
ら
日
本
を
復
興
さ
せ
た
の
も
人
的
資
本
だ
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
で
あ
る
ジ
ャ
ッ

ク
・
ハ
ー
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
は
そ
の
著
書
で
、
日
独
の
戦
後
復
興
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る

２

。
す
な
わ
ち
戦
争
終
結
時
に
は
、

日
本
も
ド
イ
ツ
も
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
爆
撃
に
よ
っ
て
、
建
物
や
機
械

設
備
な
ど
の
物
的
資
本
は
完
膚
な
き
ま
で
に
破
壊
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
良
く
教
育
を
受
け
た
勤
勉
な
人
材
、す
な
わ
ち
人
的
資
本
は
残
っ

た
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
後
速
や
か
に
、
驚
異
的
な
復
興
を
成
し

遂
げ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
大
き
な
危
機
を
救
う
主
役
は
人
材
、
人
的
資
本
に

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
真
実
だ
。

日
本
赤
十
字
社
社
長

建
物
や
機
械
設
備
な
ど
の
物
的
資
本
に
対
し
て
、
人
的
資
本
は
ユ

ニ
ー
ク
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
柔
軟
に
変
わ
る
こ
と
の
で

き
る
可
変
性
で
あ
る
。
建
物
や
機
械
設
備
な
ど
の
物
的
資
本
は
、
当

初
意
図
さ
れ
た
目
的
以
外
に
は
活
用
し
難
い
の
に
対
し
て
、
人
的
資

本
は
、
戦
後
の
例
で
い
え
ば
戦
場
で
戦
っ
て
い
た
兵
士
も
、
復
員
す

れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
活
動
に
復
帰
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
柔
軟

に
変
化
で
き
る
。

ま
た
建
物
や
機
械
設
備
な
ど
の
物
的
資
本
は
建
設
さ
れ
た
時
や
、

据
え
付
け
ら
れ
た
時
の
性
能
を
維
持
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し

て
、
人
材
と
し
て
の
人
的
資
本
は
、
教
育
や
能
力
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
、

そ
の
能
力
を
高
め
続
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
成
長
可
能
性

も
、
人
的
資
本
の
大
き
な
特
性
と
い
え
る
。

さ
ら
に
建
物
や
機
械
設
備
な
ど
の
物
的
資
本
に
は
絶
対
に
な
い
、

人
的
資
本
に
だ
け
あ
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
心
で
あ
る
。
心

を
持
つ
人
は
、
や
る
気
の
高
い
状
態
、
士
気
の
高
い
状
態
で
は
期
待

以
上
の
能
力
を
発
揮
す
る
し
、
や
る
気
を
無
く
し
て
し
ま
え
ば
、
そ

の
本
来
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
極
め
て
大
切
な
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
人
的
資
本
は
、
と
く
に
日
本
の
よ
う

な
天
然
資
源
の
無
い
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
何
よ
り
大
切
な
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
今
日
の
日
本
は
、
よ
り
高
い
付
加
価
値
を
持
っ
た

Ⅰ　

危
機
を
救
う
人
的
資
本

赤
十
字
の
理
念
は
真
に
素
晴
ら
し
い
。「
苦
し
み
の
中
に
い
る
者

は
、
敵
味
方
の
区
別
な
く
救
う
」
と
い
う
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の

言
葉
、「
博
愛
こ
れ
を
仁
と
い
う
、
仁
と
は
人
を
い
つ
く
し
む
こ
と
」

と
い
う
佐
野
常
民
の
言
葉
、
ど
ち
ら
も
普
遍
的
価
値
を
持
つ
理
念
を

表
す
も
の
だ

１

。
そ
し
て
も
う
一
つ
と
く
に
私
の
心
に
響
く
の
は
、「
人

間
を
救
う
の
は
人
間
だ
」、
と
い
う
日
本
赤
十
字
社
で
今
日
広
く
使
わ

れ
て
い
る
標
語
で
あ
る
。

こ
の
標
語
は
も
と
も
と
労
働
経
済
学
の
研
究
者
で
あ
る
私
自
身
に

と
っ
て
、
文
字
通
り
我
意
を
得
た
り
、
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
あ

ら
ゆ
る
社
会
で
そ
の
危
機
を
救
う
の
は
人
間
、
人
材
で
あ
る
と
私
は

確
信
し
て
い
る
。
そ
れ
は
経
済
学
の
言
葉
で
は
「
人
的
資
本
」（H

um
an 

Capital

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
建
物
や
機
械
設
備
な
ど
の
「
物
的
資
本
」

と
の
対
比
で
使
わ
れ
る
用
語
だ
。

日
本
も
世
界
も
、
二
〇
二
〇
年
初
頭
以
来
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
、

戦
後
最
大
級
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
社
会
を
何
と
か
維

持
で
き
た
の
は
、
こ
の
人
的
資
本
の
お
蔭
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自

ら
の
危
険
を
顧
み
ず
治
療
に
あ
た
っ
た
日
赤
の
医
療
従
事
者
、
不
可
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製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
こ
と
で
世
界
と
競
争
す
る
、
い
わ
ゆ

る
「
知
価
社
会
」
に
突
入
し
て
い
く
。
そ
の
意
味
か
ら
、
こ
れ
か
ら
人

的
資
本
の
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
日
本
の
将
来
は
人
的
資
本
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

人
口
減
で
細
っ
て
い
く
人
的
資
本

問
題
は
日
本
で
は
今
、
そ
の
よ
う
に
大
切
な
人
的
資
本
の
総
量

が
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
人
的
資
本

の
総
量
は
人
口
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
日
本
の
人
口
は
二
〇
一
〇

年
の
約
一
億
二
八
〇
〇
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
、
直
近
で

は
約
一
億
二
六
〇
〇
万
人
と
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
で
約
二
〇
〇
万
人

減
少
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
。
二
〇
二
九
年

に
は
一
億
二
〇
〇
〇
万
人
台
を
切
り
、
さ
ら
に
二
〇
四
二
年
に
は

一
億
一
〇
〇
〇
万
人
台
を
切
る
と
こ
ろ
ま
で
減
少
す
る
。
そ
し
て
今

世
紀
半
ば
過
ぎ
の
二
〇
五
三
年
に
は
一
億
人
の
大
台
を
割
り
込
む
と

予
測
さ
れ
て
い
る

３

。

こ
の
よ
う
に
、
人
口
が
減
少
す
れ
ば
経
済
社
会
の
支
え
手
で
あ
る

労
働
力
人
口
も
減
少
す
る
。
た
だ
し
一
五
歳
か
ら
六
四
歳
を
い
わ
ゆ

る
「
生
産
年
齢
人
口
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
減
少
を
支
え
手
の
減
少
と
見

な
す
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
日
本
で
は
す
で
に
六
五
歳
以

上
人
口
の
中
で
も
九
〇
〇
万
人
以
上
の
人
は
働
い
て
経
済
社
会
を
支

え
て
い
る
か
ら
だ

４

。
大
切
な
の
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
働
く
意
思
の

あ
る
人
の
総
数
を
表
す
「
労
働
力
人
口
」
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
労
働
力
人
口
で
見
て
も
、
こ
の
ま
ま
何
も
し
な
け
れ

ば
、
大
幅
に
減
少
す
る
。
図
表
１
は
こ
れ
か
ら
二
〇
四
〇
年
に
か
け

て
の
労
働
力
人
口
の
推
移
を
予
測
し
た
も
の
で
あ
る

５

。
こ
の
図
表
の

上
半
分
に
示
す
よ
う
に
、
二
〇
一
七
年
に
六
七
〇
〇
万
人
を
超
え
て

い
た
労
働
力
人
口
は
二
〇
四
〇
年
に
は
五
五
〇
〇
万
人
以
下
に
ま
で

減
少
す
る
と
、
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
労
働
力
人
口
の
減
少

は
経
済
社
会
に
大
き
く
三
つ
の
マ
イ
ナ
ス
を
も
た
ら
す
。

ま
ず
は
生
産
の
減
少
で
あ
る
。
国
内
の
生
産
は「
労
働
者
数
」×「
労

働
者
一
人
当
た
り
の
労
働
時
間
」
×
「
労
働
時
間
当
た
り
の
生
産
性
」

で
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
労
働
力
が
減
少
す
る
と
、
一
人
当
た
り

の
労
働
時
間
や
時
間
当
た
り
の
生
産
性
を
相
当
に
引
き
上
げ
な
い
限

り
、
国
内
生
産
は
減
少
す
る
。
ま
た
労
働
力
が
減
る
と
、
そ
れ
を
埋

め
合
わ
せ
る
だ
け
の
賃
金
上
昇
が
な
い
と
雇
用
者
所
得
総
額
も
減
る

か
ら
、
所
得
に
依
存
す
る
消
費
も
減
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
労
働
力
が
減
少
す
る
と
、
労
働
者
と
そ
の
雇
用
主
が
負
担

し
て
い
る
社
会
保
険
料
や
、
労
働
者
の
雇
用
者
所
得
に
課
税
さ
れ
る

所
得
税
も
、
保
険
料
率
や
税
率
を
大
き
く
引
き
上
げ
な
い
限
り
総
額

で
減
少
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
税
や
社
会
保
険
料
を
財
源
と

す
る
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
も
低
下
す
る
。

つ
ま
り
労
働
力
減
少
は
、
生
産
と
い
う
マ
ク
ロ
経
済
の
供
給
面
、

消
費
と
い
う
マ
ク
ロ
経
済
の
需
要
面
で
成
長
を
阻
害
す
る
。
そ
し
て

社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
も
低
下
さ
せ
る
。
日
本
の
経
済
社
会

に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

社
会
保
障
給
付
で
人
的
資
本
を
増
や
す

そ
こ
で
何
と
し
て
も
労
働
力
人
口
の
減
少
を
喰
い
止
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
少
子
化
対
策
を
一
層
強
化
し
て
人
口
そ
の

も
の
の
回
復
を
図
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
仮
に

今
直
ぐ
に
出
生
率
の
回
復
を
見
た
と
し
て
も
、
今
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ

ん
は
こ
れ
か
ら
二
〇
年
く
ら
い
は
学
校
に
通
い
学
ん
で
い
る
期
間
で

あ
り
、
立
派
な
人
的
資
本
と
な
る
準
備
中
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

二
〇
四
〇
年
く
ら
い
ま
で
は
こ
れ
ま
で
の
少
子
化
を
前
提
と
し
た
人

口
動
態
の
下
で
、
で
き
る
だ
け
労
働
力
人
口
を
維
持
す
る
よ
う
な
方

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
重
要
な
の
が
、
ま
だ
増

や
す
余
地
の
あ
る
女
性
や
高
齢
者
の
労
働
力
参
加
で
あ
る
。

こ
の
方
策
に
よ
る
将
来
予
測
が
、
図
表
１
の
下
半
分
に
示
さ
れ

て
い
る
。
現
在
七
五
％
程
度
で
あ
る
三
〇
歳
代
の
女
性
の
労
働
力
率

図表１　労働力人口の見通し
年 2017 年実績値 2025 年予測値 2040 年予測値

労働力参加の適切に進まないケース

　　労働力人口

　　女性 30 歳～ 34 歳の労働力率

　　女性 35 歳～ 39 歳の労働力率

　　男性 60 歳～ 64 歳の労働力率

　　男性 65 歳～ 69 歳の労働力率

6720 万人

75.2％
73.4％
81.7％
56.5％

6341 万人

76.1％
74.5％
81.7％
56.5％

5460 万人

76.1％
74.7％
81.7％
56.5％

労働力参加の適切に進むケース

　　労働力人口

　　女性 30 歳～ 34 歳の労働力率

　　女性 35 歳～ 39 歳の労働力率

　　男性 60 歳～ 64 歳の労働力率

　　男性 65 歳～ 69 歳の労働力率

6720 万人

75.2％
73.4％
81.7％
56.5％

6673 万人

81.5％
83.5％
85.0％
62.7％

6195 万人　

86.3％
92.0％
89.4％
71.6％

（資料出所）厚生労働省「雇用政策研究会報告書」2019 年。　
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を
二
〇
四
〇
年
に
九
〇
％
程
度
に
引
き
上
げ
ら
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
現

在
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
％
台
前
半
と
五
〇
％
台
半
ば
の
六
〇
歳
代
前
半
と

六
〇
歳
代
後
半
の
男
性
の
労
働
力
率
を
二
〇
四
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ

九
〇
％
近
く
と
、
七
〇
％
程
度
に
引
き
上
げ
ら
れ
れ
ば
、
二
〇
四
〇

年
に
も
労
働
力
人
口
を
六
二
〇
〇
万
人
程
度
確
保
で
き
る

６

。

こ
の
よ
う
に
労
働
力
人
口
の
減
少
緩
和
に
は
、
女
性
や
高
齢
者
の

労
働
力
参
加
、
つ
ま
り
就
労
の
促
進
は
必
須
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

た
め
に
社
会
保
障
制
度
も
貢
献
で
き
る
。
ま
ず
女
性
の
就
労
を
進
め
、

か
つ
出
生
率
も
高
め
る
た
め
に
は
、
就
業
と
子
育
て
の
両
立
で
き
る

条
件
を
整
備
す
る
こ
と
は
不
可
欠
だ
。
そ
の
た
め
に
保
育
サ
ー
ビ
ス

や
育
児
休
暇
中
の
所
得
保
障
の
充
実
が
必
要
と
な
る
。

高
齢
者
の
就
労
促
進
の
た
め
に
最
も
重
要
な
の
は
、
高
齢
期
の
健

康
状
態
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
六
〇
歳
代
の
男
性
の
就
業

率
は
、
健
康
状
態
を
改
善
す
る
こ
と
で
三
〇
％
ポ
イ
ン
ト
以
上
高
ま

る
と
い
う
実
証
分
析
の
結
果
も
あ
る

７

。
そ
の
た
め
に
は
、
高
齢
期
の

健
康
寿
命
の
延
伸
は
有
効
だ
。

図
表
２
は
健
康
寿
命
の
ト
レ
ン
ド
を
今
世
紀
初
め
か
ら
見
た
も
の

で
あ
る
。
健
康
の
問
題
で
生
活
等
に
支
障
の
な
い
年
齢
上
限
と
し
て

定
義
さ
れ
る
健
康
寿
命
は
、
現
在
男
性
約
七
二
歳
、
女
性
約
七
五
歳

と
な
っ
て
い
る
。
男
女
と
も
平
均
寿
命
と
健
康
寿
命
の
間
に
は
一
〇

年
程
度
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
る
も
の
の
、
健
康
寿
命
も
平
均
寿
命
と
と

も
に
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
若
い
時
か
ら
の
予
防
医
療
な
ど
を
さ
ら

に
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
寿
命
を
さ
ら
に
延
ば
す
こ
と
は
、

高
齢
者
の
就
労
促
進
の
た
め
に
も
有
効
だ
。

ま
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
も
就
労
の
促
進
に
は
有
効
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
中
高
年
労
働
者
の
離
職
理
由
の
一
つ
は
、
親
や
家
族
の

介
護
の
た
め
の
介
護
離
職
だ
か
ら
で
あ
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
で
親
や
家
族
の
介
護
負
担
を
軽
減
で
き
れ
ば
、
働
き
盛

り
の
中
高
年
労
働
者
の
離
職
も
抑
制
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
人
的

資
本
も
保
全
さ
れ
る
。

Ⅴ　

職
場
で
の
能
力
向
上

こ
の
よ
う
に
人
口
減
少
下
で
も
な
ん
と
か
労
働
力
人
口
の
減
少
幅

を
小
さ
な
も
の
に
す
る
努
力
を
し
て
い
く
こ
と
は
、
人
的
資
本
を
量

的
に
確
保
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
労
働
力
人
口

の
減
少
は
避
け
ら
れ
ず
、
図
表
１
か
ら
分
る
よ
う
に
女
性
や
高
齢
者

の
労
働
力
率
を
か
な
り
高
め
た
と
し
て
も
、
二
〇
四
〇
年
に
か
け
て

労
働
力
人
口
は
五
〇
〇
万
人
程
度
減
少
す
る
。
そ
の
状
況
下
で
生
産

や
消
費
そ
し
て
社
会
保
障
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、
生
産
性
の
向

上
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
教
育
や
企
業
内
で
の
能
力
開
発
で

人
的
資
本
を
質
的
に
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

実
は
日
本
企
業
は
も
と
も
と
企
業
内
で
の
能
力
開
発
は
得
意
で

あ
っ
た
。
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
は
学
卒
一
括
採
用
制
度
で
あ

る
。
未
経
験
の
若
者
を
学
校
卒
業
と
同
時
に
採
用
し
、
仕
事
能
力
を

基
本
か
ら
育
て
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
赤
十

字
社
な
ど
で
も
と
ら
れ
て
い
る
仕
組
み
だ
。

こ
の
学
卒
一
括
採
用
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。
ま
ず
卒
業
後
に

間
を
置
か
ず
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
職
で
職
探
し
と
い
う
失

業
期
間
を
経
ず
に
済
む
た
め
、
日
本
の
若
年
の
失
業
率
は
国
際
的
に

見
て
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
な

ど
で
は
、
卒
業
後
に
職
探
し
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
企
業
の

求
人
は
欠
員
補
充
を
主
と
す
る
の
で
、
若
者
の
失
業
率
は
高
く
な
る
。

若
者
の
失
業
は
経
済
問
題
だ
け
で
な
く
社
会
の
不
安
定
要
因
に
も
な

る
の
で
、
学
卒
一
括
採
用
は
社
会
的
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
い
。

し
か
も
こ
の
制
度
の
お
か
げ
で
、
若
者
は
若
い
時
期
か
ら
し
っ
か

り
と
仕
事
能
力
を
磨
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
企
業
は
そ
の
若
い

人
へ
の
能
力
開
発
費
用
を
、
能
力
の
高
ま
っ
た
後
に
長
く
働
い
て
も

ら
う
こ
と
で
回
収
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者

ゲ
ー
リ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
教
授
の
い
う
人
的
投
資
理
論
の
好
事
例
と
な
っ

て
い
る

８

。
因
み
に
ベ
ッ
カ
ー
教
授
は
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
ノ
ー
ベ
ル

経
済
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
経
済
合
理
性
の
あ
る
仕
組
だ
。

人
的
資
本
投
資
に
よ
っ
て
人
的
資
本
の
質
を
高
め
る
と
い
う
意
味

7 
 

 
〔図表１〕労働力人口の見通し 

     年 2017 年実績値 2025 年予測値 2040 年予測値 

労働⼒参加の適切に進まないケース 

労働⼒⼈⼝ 

   ⼥性 30 歳〜34 歳の労働⼒率 

   ⼥性 35 歳〜39 歳の労働⼒率 

   男性 60 歳〜64 歳の労働⼒率 

   男性 65 歳〜69 歳の労働⼒率 

 

6720 万⼈ 

75.2％ 

73.4％ 

81.7％ 

56.5％ 

 

6341 万⼈ 

76.1％ 

74.5％ 

81.7％ 

56.5％ 

 

5460 万⼈ 

76.1％ 

74.7％  

81.7％ 

56.5％ 

 労働⼒参加の適切に進むケース 

労働⼒⼈⼝ 

⼥性 30 歳〜34 歳の労働⼒率 

   ⼥性 35 歳〜39 歳の労働⼒率 

   男性 60 歳〜64 歳の労働⼒率 

   男性 65 歳〜69 歳の労働⼒率 

 

6720 万⼈ 

75.2％ 

73.4％ 

81.7％ 

56.5％ 

 

6673 万⼈ 

81.5％ 

83.5％ 

85.0％ 

62.7％ 

 

6195 万⼈  

86.3％ 

92.0％ 

89.4％ 

71.6％ 

（資料出所）厚生労働省「雇用政策研究会報告書」2019 年。 

 

〔図表２〕平均寿命と健康寿命 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（資料出所）厚生労働省「簡易生命表」、同「健康日本２１推進専門委員

会資料」などから作成 
図表２　平均寿命と健康寿命

（資料出所）厚生労働省「簡易生命表」、同「健康日本 21 推進専門委員会資料」などから作成
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で
、日
本
の
雇
用
制
度
は
合
理
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
メ
リ
ッ

ト
を
忘
れ
て
、
雇
用
の
流
動
化
や
学
卒
一
括
採
用
の
見
直
し
な
ど
を

強
調
す
る
論
は
、
人
的
資
本
投
資
と
い
う
観
点
か
ら
は
疑
問
で
あ
る
。

む
し
ろ
雇
用
流
動
化
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
仕
事
能
力
を
身
に
付
け
終
え

て
、
企
業
も
投
資
収
益
を
回
収
し
た
中
高
年
労
働
者
で
大
き
い
。

Ⅵ　

考
え
る
力
を
養
う
学
校
教
育

一
方
で
、
学
校
で
の
人
的
資
本
投
資
で
大
切
な
こ
と
は
な
に
か
。

医
師
や
看
護
師
等
の
専
門
職
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
大
学
等
で
高

度
な
専
門
能
力
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
日
赤
で
も
看
護
大
学
、

看
護
専
門
学
校
な
ど
で
専
門
職
の
教
育
に
努
め
て
い
る
こ
と
は
御
存

知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
専
門
職
の
能
力
開
発
は
、
教
育
機

関
の
中
で
も
と
く
に
大
学
院
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

同
時
に
高
等
教
育
機
関
に
求
め
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
役
割

は
、
学
生
に
自
分
の
頭
で
考
え
る
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
と
く
に
現
在
の
よ
う
に
大
き
な
変
化
の
時
代
に
は
、
技
術
や
知

識
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
早
く
陳
腐
化
す
る
か
ら
、
学
校
で
学
ん
だ
こ

と
も
、
職
場
に
お
い
て
さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
こ
れ
は
医
師
や
看
護
師
、
技
術
者
な
ど
の
専
門
職
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
こ
で
大
切
に
な
る
の
は
変
化
へ
の
対
応
力
だ
。
対
応
す
べ
き

変
化
を
見
極
め
、
そ
の
変
化
は
ど
う
し
て
起
き
て
い
る
の
か
を
考
え
、

そ
の
考
え
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
、
正
し
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
そ
の
考
え
に
従
っ
て
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

ま
だ
誰
も
答
え
を
出
し
て
い
な
い
問
題
を
見
つ
け
、
そ
の
問
題
を
説

明
す
る
仮
説
を
作
り
、
そ
の
仮
説
を
誰
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
方
法

で
検
証
し
、
結
論
を
導
く
、
と
い
う
学
問
研
究
の
作
法
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
能
力
は
学
部
レ
ベ
ル
で
も
卒
業
論
文
を
書
い
た
り
す
る
こ

と
で
養
わ
れ
る
。

実
は
日
本
の
歴
史
上
、
最
も
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
時
代
の
一
つ

は
明
治
維
新
前
後
で
あ
っ
た
。
封
建
の
江
戸
時
代
か
ら
近
代
社
会
へ

と
、
政
治
・
社
会
体
制
は
大
転
換
し
た
。
折
し
も
そ
の
半
世
紀
前
か

ら
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
て
い
た
産
業
革
命
と
い
う
技
術
革
新
の
波
も

押
し
寄
せ
、
経
済
や
生
活
様
式
な
ど
も
大
き
く
変
貌
し
た
。

こ
う
し
た
変
化
を
福
澤
諭
吉
は
「
一
身
に
し
て
二
生
を
経
る
」、
つ

ま
り
一
人
の
人
間
で
二
つ
の
人
生
を
経
験
す
る
、
と
表
現
し
た

９

。
そ

の
福
澤
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
先
駆
け
て
佐
野
常
民
も
、
若
い
時
に
学

ん
だ
学
校
が
大
阪
に
あ
っ
た
緒
方
洪
庵
の
適
塾
で
あ
る
。
当
時
最
先

端
の
医
学
、
自
然
科
学
を
教
え
た
蘭
学
塾
で
、
佐
野
も
福
澤
も
こ
こ
で
、

そ
れ
ま
で
の
昔
誰
か
偉
い
人
の
言
っ
た
こ
と
を
暗
記
す
る
儒
学
の
よ

う
な
学
問
で
は
な
く
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
科
学
的
な
思
考
方
法
を

身
に
付
け
た
の
で
あ
る
。

因
み
に
適
塾
で
は
、
佐
野
、
福
澤
だ
け
で
な
く
、
佐
野
の
二
代
後

に
日
赤
社
長
と
な
っ
た
花
房
義
質
や
、
維
新
時
の
函
館
戦
争
で
敵
味

方
な
く
治
療
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
有
名
な
医
師
高
松
凌
雲
な
ど
も
学

ん
で
い
る

10

。
後
に
佐
野
は
花
房
、
高
松
と
一
緒
に
パ
リ
万
博
に
お
い

て
赤
十
字
運
動
の
理
念
を
知
り
、
深
く
共
鳴
す
る
こ
と
に
な
る
。

適
塾
は
勉
強
三
昧
の
学
塾
だ
っ
た
よ
う
だ
。
福
澤
は
そ
の
様
子
を

「
当
時
の
書
生
の
心
の
底
を
叩
い
て
見
れ
ば
、（
略
）
西
洋
日
進
の
書
を

読
む
こ
と
は
日
本
国
中
の
人
に
で
き
な
い
事
だ
、
自
分
た
ち
の
仲
間

に
限
っ
て
斯
様
事
（
こ
ん
な
こ
と
）
が
出
来
る
、
貧
乏
を
し
て
も
難
渋
を

し
て
も
、
粗
衣
粗
食
、
一
身
看
る
影
も
な
い
貧
書
生
で
あ
り
な
が
ら
、

智
力
思
想
の
活
発
高
尚
な
る
こ
と
は
、
王
侯
貴
人
も
眼
下
に
見
下
す

と
云
う
気
位
で
、
只
六
か
し
け
れ
ば
面
白
い
、
苦
中
有
楽
、
苦
即
楽

と
い
う
境
遇
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」11

と
描
写
し
て
い
る
。

明
治
維
新
前
後
の
よ
う
な
激
動
の
大
き
な
変
化
の
時
代
を
先
導
し

た
人
材
は
、
若
い
時
に
こ
う
し
た
学
問
三
昧
の
時
代
を
過
ご
す
こ
と

で
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
力
を
養
っ
た
の
だ
と
思
う
。
当
時
と
は
比

ぶ
る
べ
く
も
な
い
に
せ
よ
、
や
は
り
大
き
な
変
化
の
時
代
で
あ
る
今

日
の
高
等
教
育
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
。

注１　

赤
十
字
の
歴
史
や
活
動
等
に
つ
い
て
は
、
桝
居
学
・
森
正
尚
『
世
界

と
日
本
の
赤
十
字
』
東
信
堂
、
二
〇
一
八
年
に
分
か
り
や
す
く
説
明
さ

れ
て
い
る
。

２　

Jack H
irshleifer, E

conomic Behavior in A
dversity, U

niversity of 
Chicago Press, 1987.

３　

国
立
社
会
保
障
人
口
問
題
研
究
所
「
将
来
人
口
推
計
」
二
〇
二
〇
年
。

４ 　

総
務
省
「
労
働
力
調
査
年
報
」
二
〇
二
一
年
。

５
　
厚
生
労
働
省
「
雇
用
政
策
研
究
会
報
告
」
二
〇
一
九
年
。

６　

日
本
の
六
〇
歳
台
人
口
の
労
働
力
率
は
国
際
的
に
は
既
に
高
い
水
準

に
あ
る
。

７　

清
家
篤
・
山
田
篤
裕
『
高
齢
者
就
業
の
経
済
学
』
日
本
経
済
新
聞
社
、

二
〇
〇
四
年
。

８　

G
ary S. Becker, H

uman Capital, N
BE

R and Colum
bia U

niversity 
Press, 1964.

９　

福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
一
八
七
五
年
、
こ
の
引
用
は
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
版
、
二
〇
〇
九
年
に
よ
る
。

10　

桝
居
孝
・
森
正
尚
『
世
界
と
日
本
の
赤
十
字
』
東
信
堂
、
二
〇
一
四
年
。

11　

福
澤
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』
一
八
九
九
年
、
こ
の
引
用
は
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
版
、
二
〇
〇
九
年
に
よ
る
。
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国際人道法から見た 

ロシア・ウクライナ戦争

特集：国際人道法から見たロシア・ウクライナ戦争

2022年 2月 24日にロシア軍のウクライナ侵攻により始まったロシ
ア・ウクライナ戦争（国際的武力紛争）は国際社会に大きな衝撃を与えた。
戦争の影響は世界全体に及び、国連難民高等弁務官（UNHCR）によれば、
国境を越え近隣諸国に逃れた人々は1,300万人（2022年9月末）を超え、
世界経済や食糧安全保障に与えた影響は、第二次世界大戦後の戦争の中
でも突出して大きなものとなった。また国連は、穀物価格の上昇などで
「94カ国の16億人が影響を受けている」（2022年 6月8日）と指摘し、
国連世界食糧計画（WFP）は「ウクライナでの戦争は、第二次世界大戦後、
体験したことのないような大惨事を地域の農業と世界の食糧供給にもた
らそうとしている」と警鐘を鳴らした。この事態に対し赤十字国際委員
会（ICRC）は、ウクライナ赤十字及び近隣諸国赤十字社と協力して「ウク
ライナ及び近隣諸国の人道危機」に対し広範な人道支援活動を展開した。
一方、この戦争では、国際人道法に違反する多くの戦争犯罪疑惑が指
摘され、その残虐性が国際社会を震撼させた。国際刑事裁判所（ICC）を
はじめとする司法機関は即座に犯罪捜査を開始し、戦争犯罪の真相究明
を進めている。
本特集では、この戦争がもたらした国際人道法上の諸問題を専門家の
論考を通して考える。（赤十字では今回の戦争を「ロシア・ウクライナ国
際的武力紛争」と呼称していることをお断りしておく。）

水インフラや住宅の修繕のため、首都キーウ近郊のボロジャンカに入っ
た ICRCチーム（2022 年 5月）
 ©ICRC  

資料１　ウクライナ地図（濃色部分はロシア軍の支配・侵攻地域；2022年 12月末現在）
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は
じ
め
に
―
公
然
た
る
侵
略
戦
争
の
衝
撃

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、
ロ
シ
ア
軍
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ

り
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
（
国
際
的
武
力
紛
争
）
は
、
世

界
の
人
々
を
震
撼
さ
せ
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
さ
ら
に
侵
攻
が

進
む
に
つ
れ
、
戦
争
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
国
際
人
道
法
に
違
反
す
る

多
く
の
戦
争
犯
罪
疑
惑
が
明
る
み
と
な
り
、
国
際
社
会
の
衝
撃
に
拍

車
を
か
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
（
以
下
、

露
ウ
戦
争
）
は
戦
争
を
禁
止
す
る
法
（Jus ad bellum

） 

と
し
て
の
国
連
憲

章
と
戦
闘
行
為
を
規
制
す
る
法
（Jus in bello

）
と
し
て
の
国
際
人
道
法

の
二
つ
の
国
際
法
シ
ス
テ
ム
が
大
国
に
よ
り
公
然
と
蹂
躙
さ
れ
た
戦

争
と
な
っ
た
。

本
特
集
は
、
露
ウ
戦
争
が
浮
き
彫
り
に
し
た
国
際
人
道
法
の
観
点

か
ら
の
諸
問
題
（Jus in bello

上
の
問
題
）
を
専
門
家
の
論
考
に
よ
り
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
戦
争
に
お
け
る
国
際
社
会
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
支
援
と
の
関
連
で
中
立
法
の
観
点
か
ら
の
論
点
に
も
言
及
す
る
。

本
稿
で
は
、
本
特
集
の
導
入
と
し
て
、
こ
の
戦
争
に
対
す
る
国
際

社
会
の
対
応
を
小
括
し
た
上
で
、
第
Ⅰ
節
「
露
ウ
戦
争
の
特
色
と
提

起
さ
れ
た
諸
問
題
」、
第
Ⅱ
節
「
多
発
す
る
戦
争
犯
罪
疑
惑
」、
第
Ⅲ

節
「
な
ぜ
戦
争
犯
罪
が
多
発
し
た
の
か
」
に
つ
い
て
総
論
的
に
考
察
す

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
提
起
す
る
国
際
人
道
法
上
の
諸
問
題

井
上
忠
男

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

（
日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
特
任
教
授
）

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
本
特
集
の
導
入
と
し
て
の
総
論
的
考
察

る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
人
道
法
に
係
る
個
別
問
題
の
検
討
は
、
本

特
集
の
各
執
筆
者
の
論
考
に
委
ね
る
。
な
お
、本
稿
の
月
日
の
表
記
は
、

特
に
断
り
の
な
い
場
合
は
二
〇
二
二
年
と
す
る
。

⑴
国
連
緊
急
特
別
総
会
が
非
難
決
議

露
ウ
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
、
国
際
社
会
は
国
連
の
場
に
お
い

て
直
ち
に
対
応
を
開
始
し
た
。
二
月
二
五
日
に
開
か
れ
た
国
連
安
全

保
障
理
事
会
は
、
ロ
シ
ア
の
侵
略
は
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
違
反

す
る
国
際
法
違
反
で
あ
る
こ
と
、
武
力
行
使
の
即
時
停
止
と
無
条
件

か
つ
完
全
な
ロ
シ
ア
軍
撤
退
な
ど
を
求
め
る
決
議
案
を
採
択
し
た

が
、
ロ
シ
ア
の
拒
否
権
行
使
に
よ
り
決
議
案
は
否
決
さ
れ
た

１

。
し
か

し
、
三
月
二
日
に
開
か
れ
た
国
連
緊
急
特
別
総
会
（
決
議 E

S-11/1

）
は
、

ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
憲
章
第
二
条
四
項
違
反
の
侵
略
を
強
い
言
葉
で

非
難
し
、
ロ
シ
ア
軍
の
「
即
時
か
つ
無
条
件
の
撤
退
」
を
求
め
る
決
議

案
を
一
四
一
ヵ
国
の
賛
成
多
数
で
採
択
し
た

２

。
こ
の
決
議
に
法
的
拘

束
力
は
な
い
も
の
の
国
際
社
会
は
一
致
し
て
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
攻

を
国
際
法
違
反
（
侵
略
）
と
認
定
し
た
。
ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
二
月

二
六
日
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
に
ロ
シ
ア
を
提
訴
す
る
と
と

も
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
第
四
一
条
に
基
づ
く
暫
定
措
置
を
要
請
し
、
三
月

一
六
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
軍
事
作
戦
の
即
時
停
止
な
ど
を
求
め
る
暫
定
措

置
命
令
を
発
出
し
た
。
こ
れ
に
は
法
的
拘
束
力
が
あ
る
も
の
の
、
ロ

シ
ア
は
こ
れ
を
無
視
し
戦
争
を
継
続
し
た
。
さ
ら
に
一
〇
月
一
二
日

に
開
か
れ
た
国
連
緊
急
特
別
総
会
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

東
部
・
南
部
四
州
の
併
合
を
「
国
際
法
に
違
反
し
無
効
」
と
す
る
非
難

決
議
案
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
保
全
、
国
連
憲
章
の
原
則
の
擁
護
」
を

一
四
三
カ
国
の
賛
成
多
数
で
採
択
し
た

3

。

一
方
、
国
際
社
会
は
欧
米
を
中
心
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
で
結
束

し
、
対
ロ
シ
ア
経
済
制
裁
を
発
動
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
、
財
政
、

人
道
支
援
を
展
開
し
た
。
他
方
で
、
被
害
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
共
感
す

る
一
般
市
民
、
民
間
企
業
等
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支

援
が
欧
米
諸
国
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
募
金
活
動
か
ら
サ
イ
バ
ー
攻

撃
、
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を
駆
使
し
た
情
報
提
供
な
ど
広
範
多

岐
に
わ
た
っ
た
。

⑵
多
発
す
る
戦
争
犯
罪
疑
惑

こ
の
戦
争
で
は
侵
攻
初
期
か
ら
戦
争
犯
罪
疑
惑
が
多
数
報
告
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）、
国
連
人
権
理
事
会
（
Ｕ

Ｎ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
）
独
立
国
際
調
査
委
員
会
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
（
Ｏ
Ｓ

Ｃ
Ｅ
）
モ
ス
ク
ワ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
及
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
当
局
が
戦

争
犯
罪
の
捜
査
を
速
や
か
に
開
始
し
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
三
月
二
日
、
戦
争
犯
罪
を
追
及
す
る
捜
査
の
開
始

を
宣
言
し

４

、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
は
、
三
月
四
日
、
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
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人
権
侵
害
に
対
す
る
国
際
調
査
委
員
会
の
設
置
を
決
議
（A

/H
RC/

RE
S/49/1

）５

し
、
五
月
一
二
日
に
は
キ
ー
ウ
近
郊
で
の
人
権
侵
害
に

つ
い
て
調
査
を
開
始
す
る
決
議
（A

/H
RC/RE

S/S-34/1

）
を
採
択
し

た
６

。
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
管
下
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
人
権
監
視
団
（
Ｈ
Ｒ
Ｍ
Ｍ
Ｕ
）
は
、
軍
事
侵
攻
か
ら
四
月
二
〇
日
ま

で
に
民
間
人
二
、三
四
五
人
が
殺
害
さ
れ
、
二
、九
一
九
人
が
負
傷
し

た
と
発
表
し
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
二
月
二
四
日
以

降
行
わ
れ
た
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
お
よ
び
戦
争
犯
罪
、
人
道

に
対
す
る
罪
に
関
す
る
報
告
」（
四
月
一
三
日
）
は
、「
国
際
人
道
法
の
違

反
容
疑
の
詳
細
な
評
価
及
び
戦
争
犯
罪
の
個
別
事
例
は
特
定
さ
れ
て

い
な
い
が
、
敵
対
行
為
に
お
け
る
ロ
シ
ア
軍
の
国
際
人
道
法
違
反
の

明
確
な
事
例
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
た

７

。
さ
ら
に
、
国
連

人
権
高
等
弁
務
官
は
五
月
五
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
間
人
へ
の
少
な
く

と
も
一
八
〇
件
の
人
権
侵
害
が
確
認
さ
れ
た
と
発
表
し
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
検
事
総
長
は
、
五
月
三
一
日
、「
戦
争
犯
罪
と
見
ら
れ
る
事
例
を
約

一
五
、〇
〇
〇
件
把
握
し
、
八
〇
人
を
訴
追
す
る
方
針
」８

を
公
表
し
た
。

Ⅰ　

露
ウ
戦
争
の
特
色
と
提
起
さ
れ
た
諸
問
題

グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
高
度
に
発
展
し
た
現
代
社

会
で
突
如
、
勃
発
し
た
露
ウ
戦
争
は
、
複
雑
多
様
な
現
代
戦
の
様
相

を
露
わ
に
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
必
ず
し
も
新
た
な
現
象
で
は
な
い
が

戦
争
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
層
的
、
多
面
的
に
捉
え
る
必
要
性
を
痛

感
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
特
色
が
国
際
人
道
法
（
以
下
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）
の
適
用
、

履
行
に
及
ぼ
す
影
響
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
こ

の
戦
争
で
見
ら
れ
た
一
般
市
民
や
民
間
企
業
の
情
報
・
デ
ー
タ
の
活

用
が
戦
争
犯
罪
の
立
証
に
寄
与
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
民
間

セ
ク
タ
ー
の
関
与
は
国
際
人
道
法
の
履
行
確
保
に
一
定
の
影
響
を
及

ぼ
し
得
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

９

。

⑴
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争　
　

通
常
の
武
力
攻
撃
と
サ
イ
バ
ー
空
間
で
展
開
さ
れ
る
サ
イ
バ
ー
攻

撃
な
ど
非
軍
事
的
手
段
と
し
て
の
情
報
戦
（
認
知
戦

：cognitive w
ar-

fare

）
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
は
、
近
年
の
武
力
紛
争

で
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
の
タ
リ
ン
・
マ

ニ
ュ
ア
ル
二
・
〇

：

規
則
二
〇
は
、
武
力
紛
争
の
文
脈
で
の
サ
イ
バ
ー

攻
撃
は
武
力
紛
争
法
（
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）
に
従
う
と
し

10

、
ま
た
国
連
政
府
専

門
家
会
議
（
二
〇
一
三

：A
/68/98

）
は
こ
れ
ら
の
行
為
（state ’s conduct 

of ICT-related activities

）
は
国
際
法
に
従
う
も
の
と
し
て
い
る

11

。
露

ウ
戦
争
で
は
そ
の
一
環
と
し
て
偽
情
報
（
偽
旗
作
戦
）
の
拡
散
に
よ
る

情
報
（
世
論
）
操
作
な
ど
虚
々
実
々
の
神
経
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
特
に

欧
米
諸
国
情
報
圏
と
ロ
シ
ア
系
情
報
圏
の
情
報
発
信
の
対
立
激
化
が

顕
著
と
な
り
、
客
観
的
な
事
実
認
定
を
複
雑
化
さ
せ
た
。
そ
の
一
方

で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
情
報
の
第
三
者
的
評
価
に
よ
る
フ
ァ
ク
ト

チ
ェ
ッ
ク
も
進
み
、
事
実
認
定
に
一
定
の
貢
献
を
し
た
。
将
来
の
戦

争
犯
罪
法
廷
を
含
め
事
実
認
定
は
最
大
の
論
点
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
、
万
人
が
納
得
し
え
る
公
平
中
立
な
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
を
い
か

に
確
立
す
る
か
は
、
こ
の
戦
争
が
提
起
し
た
最
重
要
課
題
の
一
つ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
情
報
が
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
る
一
方
で
、
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
世
界
調
査
（
二
〇
一
九
）
に
よ
れ
ば
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
が
戦
争
犠
牲
者
の
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
役
立
つ
」
と
答
え
た
者
は
ミ
レ
ニ
ア
ル
世

代
の
五
八
％
に
及
ん
で
い
る

12

。

⑵
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
参
加
型
戦
争

情
報
戦
を
加
速
さ
せ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
発
展
は
、
一
般
市
民
が
Ｐ
Ｃ
、

ス
マ
ホ
を
活
用
し
、
ま
た
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
や
ス
ペ
ー
ス
Ｘ
社
な
ど
の
民
間

企
業
が
空
襲
警
報
ア
プ
リ
や
衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム
を
提
供
し
て
ウ
ク

ラ
イ
ナ
を
支
援
す
る
な
ど
、
交
戦
国
の
内
外
か
ら
の
交
戦
国
支
援
が

加
速
し
た
。
他
方
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
は
、
市
民
が
武
器
を
取
り

戦
う
こ
と
を
呼
び
掛
け
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
Ｉ
Ｔ
軍
に
は
一
般
市
民
や
ハ
ッ

カ
ー
集
団
な
ど
約
二
五
万
人
が
参
加
し
た
と
さ
れ
、
ロ
シ
ア
の
サ
イ

バ
ー
集
団
Ｋ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
も
中
国
や
親
ロ
シ
ア
系
ハ
ッ
カ
ー
が

多
数
参
加
し
た
。

こ
う
し
た
平
時
と
戦
時
の
区
別
認
識
を
欠
い
た
一
般
市
民
や
民
間

企
業
の
戦
争
参
加
は
、
そ
の
攻
撃
意
図
、
指
令
系
統
な
ど
不
明
確
で

は
あ
る
が
、
戦
時
の
文
民
保
護
の
敷
居
基
準
と
さ
れ
る
「
敵
対
行
為

へ
の
直
接
参
加
（
Ｄ
Ｐ
Ｈ
）」13

の
観
点
か
ら
こ
れ
ら
行
為
の
法
的
評
価

も
論
点
に
な
る
と
思
わ
る
。

⑶
多
発
す
る
戦
争
犯
罪
疑
惑

こ
の
戦
争
が
明
る
み
に
し
た
広
範
な
戦
争
犯
罪
疑
惑
は
、
国
際

社
会
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
ほ
ど
広
範
な
戦
争
犯
罪
が
大

国
に
よ
り
公
然
と
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
遵
守
に
係
る
当
事
者
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
助
長
し
か
ね

な
い
懸
念
も
残
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
行
為
が
不
処
罰
に
終

わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
惧
れ
は
一
層
高
ま
り
、
結
果
と
し
て
Ｉ
Ｈ
Ｌ

体
系
そ
の
も
の
が
毀
損
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
戦
争
が
今
後

の
武
力
紛
争
に
及
ぼ
す
影
響
は
軽
視
で
き
な
い
。

⑷
核
の
脅
威
の
顕
在
化

ま
た
、
こ
の
戦
争
は
過
去
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
核
を
巡
る
議
論

が
国
際
社
会
を
震
撼
さ
せ
、
議
論
を
加
熱
さ
せ
た
。
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
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原
発
の
攻
撃
は
、
稼
働
中
の
核
施
設
が
直
接
、
戦
闘
の
舞
台
と
な
っ

た
史
上
初
の
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
。
ま
た
核
兵
器
の
使
用
を
仄
め
か
す

ロ
シ
ア
大
統
領
の
威
嚇
発
言
や
ペ
ス
コ
フ
大
統
領
報
道
官
の
「
国
家

存
亡
の
危
機
の
際
に
は
、
核
兵
器
の
使
用
が
で
き
る
」
と
す
る
発
言

は
国
際
社
会
に
衝
撃
を
与
え
、
強
い
非
難
を
浴
び
た
。
か
つ
て
の
戦

数
論
（
戦
時
非
常
事
由

：kriegesräison

）14

を
髣
髴
と
さ
せ
る
主
張
だ
が
、

ロ
シ
ア
の
主
張
は
、
国
家
存
亡
の
危
機
に
際
し
て
は
「
自
衛
の
極
端

な
状
況
に
お
け
る
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た
は
使
用
が
、
合
法
で
あ
る
か

違
法
で
あ
る
か
に
つ
い
て
裁
判
所
は
最
終
的
な
結
論
を
下
す
こ
と
が

で
き
な
い
」15

と
し
た
核
兵
器
使
用
の
合
法
性
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
勧

告
的
意
見
（
一
九
九
六
）
を
正
当
化
事
由
に
援
用
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
放
射
性
物
質
を
拡
散
さ
せ
る
「
汚
い
爆
弾
（dirty bom

b

）」
の

使
用
も
取
り
沙
汰
さ
れ
た
。

⑸
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
と
戦
時
の
中
立
の
議
論

（
１
）
中
立
法
の
視
点
か
ら

欧
米
諸
国
や
日
本
な
ど
西
側
諸
国
は
、
大
規
模
な
対
ロ
シ
ア
経
済

制
裁
に
踏
み
出
す
と
と
も
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
的
、
財
政
的
、

人
道
的
支
援
を
展
開
し
、
そ
の
総
額
は
八
四
二
億
ユ
ー
ロ
（
一
月
二
四

日
～
八
月
三
日
）
に
上
っ
た

16

。
こ
れ
ら
諸
国
の
実
行
は
、
戦
時
に
お
け

る
第
三
国
の
中
立
義
務
（
特
に
公
平
義
務
と
し
て
の
避
止
義
務
、
防
止
義
務
）

を
定
め
た
伝
統
的
な
中
立
法
（
一
九
〇
七
年
一
〇
月
一
八
日
の
ハ
ー
グ
第

五
条
約
、
第
一
三
条
約
）
の
観
点
か
ら
も
議
論
を
呼
ん
だ

17

。

こ
う
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
の
正
当
化
理
論
と
し
て
は
、
⒜
交

戦
国
で
も
中
立
国
で
も
な
い
第
三
の
立
場
と
し
て
の
「
非
交
戦
国

：

non-belligerent

」18

の
理
念
を
援
用
し
、
国
連
の
集
団
安
全
保
障
体
制

下
で
は
違
法
な
戦
争
を
仕
掛
け
た
侵
略
国
に
対
し
個
別
的
自
衛
を
行

う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
支
援
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
違
法
な
戦
争
を
行
わ

な
い
限
り
、
支
援
国
の
中
立
的
地
位
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る

限
定
的
中
立
（qualified neutrality; benevolent neutrality

）
論
、
⒝
ロ
シ
ア

の
国
際
違
法
行
為
、
特
に
一
般
国
際
法
の
強
行
規
範
（jus cogens

）
に

対
す
る
重
大
な
違
反
で
あ
る
侵
略
行
為
に
対
し
て
被
害
国
以
外
の
第

三
国
が
責
任
を
追
及
す
る
権
利
（
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
家
責
任
条

文
四
八
条

：

被
害
国
以
外
の
国
に
よ
る
責
任
の
追
及
）
を
援
用
し
て
の
解
釈
、

⒞
国
連
憲
章
一
〇
三
条
を
根
拠
に
中
立
法
よ
り
も
加
盟
国
の
憲
章
義

務
が
優
先
さ
れ
る
、
な
ど
の
見
解
が
見
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
理
論
は
、
必
ず
し
も
中
立
法
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
中
立
的
立
場
を
宣
言
す
る
イ
ン
ド

19

な
ど
相
当
数
の
諸
国
が

対
ロ
制
裁
に
明
確
な
態
度
を
表
明
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
戦
争
違
法

化
と
集
団
安
全
保
障
体
制
下
の
現
代
に
お
い
て
も
、
戦
争
拡
大
を
防

ぐ
装
置
と
し
て
の
中
立
法
の
理
念
が
無
視
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
も
い
え
る
。

（
２
）
ス
イ
ス
及
び
公
平
な
人
道
的
団
体
の
中
立
の
視
点
か
ら

こ
う
し
た
議
論
の
一
方
で
、
中
立
問
題
は
国
際
人
道
法
の
履
行
確

保
手
段
と
し
て
の
利
益
保
護
国
制
度
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
条
）
や
公
平
で
国
際
的

な
人
道
的
団
体
（
同
八
一
条
二
項
）
の
中
立
、
公
平
な
活
動
に
も
影
を
落

と
し
た
。

永
世
中
立
国
ス
イ
ス
は
、
二
月
二
八
日
、
ロ
シ
ア
制
裁
パ
ッ
ケ
ー

ジ
を
自
国
で
も
適
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
こ
の
事
態
を
受
け

ロ
シ
ア
は
、「
も
は
や
ス
イ
ス
は
中
立
で
は
な
い
」
と
し
て
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
利
益
保
護
国
と
し
て
ス
イ
ス
の
任
務
の
承
認

を
拒
否
し
た

20

。
こ
れ
ま
で
の
武
力
紛
争
で
し
ば
し
ば
利
益
保
護
国

の
任
務
（
グ
ル
ジ
ア
紛
争
な
ど
）
を
担
っ
て
き
た
ス
イ
ス
の
今
回
の
変
化

は
、
利
益
保
護
国
の
有
力
候
補
と
し
て
の
同
国
の
地
位
に
微
妙
な
影

を
落
と
す
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
）
総
裁
の
ロ
シ
ア
外
相
と
の
協
議
が
「
ロ
シ
ア
の
侵
略
を
正
当
化
す

る
行
為
」
と
批
判
さ
れ
た
り

21

、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
「
人
間
の
盾
」
疑
惑
の
公
表
が
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
激
し
い
非
難
を
浴
び
て
謝
罪
に
追
い
や
ら
れ
る
事
態
も
起
き

た
。
紛
争
当
事
国
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
公
平
、
中
立
な
人
道
的
任
務
の

遂
行
を
容
易
に
す
る
よ
う
支
援
（
便
宜
供
与
）
す
る
義
務
を
負
う
（
Ａ
Ｐ

Ⅰ
八
一
条
）
だ
け
で
な
く
、
第
一
追
加
議
定
書
前
文
は
、
議
定
書
及
び

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
「
武
力
行
使
を
正
当
化
し

又
は
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

無
論
、
人
道
活
動
へ
の
批
判
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
戦
時

の
中
立
機
関
に
対
す
る
安
易
な
批
判
は
、
被
保
護
者
に
対
す
る
人
道

団
体
の
円
滑
な
活
動
を
阻
害
す
る
惧
れ
が
あ
る
。

Ⅱ　

多
発
す
る
戦
争
犯
罪
疑
惑

こ
の
戦
争
で
は
、
ロ
シ
ア
軍
の
侵
攻
、
制
圧
地
域
で
多
数
の
戦
争

犯
罪
疑
惑
が
明
る
み
と
な
り
、
国
際
社
会
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

国
連
の
グ
テ
ー
レ
ス
事
務
総
長
は
、
九
月
二
〇
日
の
国
連
総
会
演
説

で
「
戦
争
は
大
規
模
な
人
権
侵
害
や
国
際
人
道
法
違
反
を
伴
う
破
壊

を
引
き
起
こ
し
た
」22

と
指
摘
し
、
九
月
二
三
日
、
国
連
人
権
理
事
会

（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
）
の
付
託
を
受
け
た
独
立
調
査
委
員
会
は
、「
ウ
ク
ラ
イ

ナ
で
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
り
戦
争
犯
罪
が
行
わ
れ
た
」
と
結
論
づ
け
る

報
告
書
を
公
表
し
た

23

。

本
節
で
は
、
露
ウ
戦
争
が
提
起
し
た
Ｉ
Ｈ
Ｌ
上
の
諸
問
題
、
特
に

戦
争
犯
罪
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
、
戦
闘

外
に
あ
る
人
と
も
の
の
保
護
を
目
的
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
を
必
ず
し

も
無
条
件
に
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
（「
条
約
上

の
権
利
の
制
限
」（
文
民
条
約
五
条
）
な
ど
）
を
付
言
し
て
お
く
。
ま
た
、
露

ウ
両
国
は
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
（
以
下
、
Ｇ
Ｃ
Ⅰ
～
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Ｇ
Ｃ
Ⅳ
）、
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
（
以

下
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
）、
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
及
び
同
附
属
書
の

陸
戦
規
則
（
以
下
、
Ｈ
Ｒ
）
な
ど
の
人
道
法
関
連
諸
条
約
、
及
び
拷
問

等
禁
止
条
約
（
Ｃ
Ａ
Ｔ
）、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
（
Ｃ
Ｐ
Ｐ
Ｃ
Ｇ
）、
並
び

に
社
会
権
規
約
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｒ
）
及
び
自
由
権
規
約
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
Ｒ
）
な

ど
主
要
な
国
際
的
人
権
関
連
条
約
の
締
約
・
批
准
国
で
あ
る
。
ま
た
、

両
国
は
、
い
ず
れ
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
非
締
約
国
だ
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

は
二
〇
一
四
年
、
二
〇
一
五
年
に
戦
争
犯
罪
等
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の

管
轄
権
の
受
け
入
れ
を
表
明
し
て
い
る
。

⑴
民
間
人
・
民
用
物
へ
の
無
差
別
攻
撃　

国
際
人
道
法
で
攻
撃
が
禁
止
さ
れ
る
住
宅
、
病
院
、
学
校
、
幼
稚

園
、
商
業
施
設
、
教
会
な
ど
多
く
の
民
用
施
設
が
無
差
別
に
攻
撃
さ

れ
、
多
く
の
民
間
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
市
民
が
避
難
す
る
マ
リ
ウ

ポ
リ
の
劇
場
の
攻
撃
で
は
約
三
〇
〇
人
が
死
傷
し
、幼
稚
園
や
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
へ
の
攻
撃
も
相
次
い
だ
。
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
は
八

月
二
九
日
、
開
戦
か
ら
の
半
年
間
で
五
、六
六
三
人
が
死
亡
し
、
八
、

〇
五
五
人
が
負
傷
し
た
と
し
た

24

。
ま
た
、
市
民
生
活
に
不
可
欠
な
電

気
、
ガ
ス
施
設
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
施
設
へ
の
攻
撃
も
頻
繁
に
行
わ

れ
25

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防
省
は
「
標
的
の
約
七
割
は
、
民
間
施
設
な
ど

を
意
図
的
に
狙
っ
た
も
の
」
と
非
難
し
た
。

Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
、
文
民
／
民
用
物
と
軍
事
目
標
を
区
別
し
、
前
者
へ

の
攻
撃
を
禁
止
す
る
「
区
別
原
則
」（
軍
事
目
標
主
義

：

Ａ
Ｐ
Ⅰ
四
八
条
、

五
二
条
二
項 

）
に
よ
り
無
差
別
攻
撃
を
禁
止
（
同
五
一
条
四
、五
項
）
す
る
。

ま
た
、
過
度
な
傷
害
を
引
き
起
こ
す
攻
撃
を
禁
止
す
る
「
均
衡
性
原

則
」（
同
三
五
条
二
、三
項
、
五
一
条
五
項
⒝
）
及
び
文
民
並
び
に
民
用
物

へ
の
攻
撃
を
差
し
控
え
、
そ
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
す
べ
て

の
実
行
可
能
な
「
予
防
措
置
」
を
講
じ
る
義
務
（
同
五
七
条
二
項
、
五
八

条
）
を
攻
撃
側
、
被
攻
撃
側
双
方
に
課
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
〇
月
中

旬
、
ク
リ
ミ
ア
大
橋
爆
破
へ
の
「
報
復
措
置
」
と
し
て
キ
ー
ウ
な
ど
数

都
市
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
が
続
き
市
民
多
数
が
死
傷
し
た
が
、
Ａ
Ｐ

Ⅰ
五
一
条
六
項
、
五
二
条
一
項
は
、
文
民
た
る
住
民
、
民
用
物
へ
の

報
復
（
復
仇
）
を
禁
止
す
る
。

（
１
）
医
療
施
設
（
病
院
等
）、
学
校
へ
の
攻
撃

マ
リ
ウ
ポ
リ
の
産
科
病
棟
の
入
る
病
院
へ
の
攻
撃
（
三
月
九
日
）
な

ど
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
保
健
省
に
よ
れ
ば
、
八
六
九
の
医
療
施
設
が
破
壊

さ
れ
、
医
療
要
員
一
八
人
が
死
亡
し
た

26

。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
年
次
総
会
は
、
五

月
二
六
日
、
ロ
シ
ア
に
対
し
医
療
施
設
へ
の
攻
撃
を
即
座
に
停
止
す

る
よ
う
求
め
た
。
ま
た
八
月
二
九
日
に
は
、
ス
ロ
ビ
ア
ン
ス
ク
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
緊
急
対
応
班
の
拠
点
が
攻
撃
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
施

設
に
は
明
瞭
に
赤
十
字
標
章
が
表
示
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
上
の
位
置
表
示
を
含
む
）

さ
れ
て
お
り
、
同
社
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
攻
撃
を
強
く
非
難
し
た

27

。　
　

一
方
、
五
月
八
日
に
は
、
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
学
校
が
空
爆
さ
れ
避

難
民
六
〇
人
が
死
亡
、
南
部
ミ
コ
ラ
イ
ウ
の
大
学
に
も
ミ
サ
イ
ル
が

着
弾
す
る
な
ど
攻
撃
が
相
次
い
だ
。
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
れ
ば
、
九
月
五

日
現
在
、
二
、四
六
一
の
教
育
施
設
が
攻
撃
に
よ
る
被
害
を
受
け
た

28

。

Ｇ
Ｃ
Ⅳ
一
八
～
二
〇
条
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
一
二
条
は
、「
医
療
組
織
（
文
民

病
院
）
の
保
護
」
を
特
記
し
、
こ
れ
ら
の
攻
撃
を
禁
止
し
て
い
る
。
医

療
施
設
は
仮
に
敵
に
有
害
な
行
為
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
場
合
で
も
、

適
切
な
警
告
を
発
し
、
警
告
が
無
視
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
保
護
の

資
格
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
一
九
条
一
項
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ

一
三
条
一
項
）。
学
校
施
設
は
特
別
保
護
の
対
象
で
は
な
い
が
民
用
（
民

間
）
施
設
と
し
て
一
般
的
保
護
を
享
受
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
が
軍
事
活

動
に
資
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
で
も
「
軍

事
活
動
に
効
果
的
に
資
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
推

定
」（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
二
条
三
項
）
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
赤
十
字
標
章
等
の
濫
用
、
背
信
的
使
用

ロ
シ
ア
軍
の
軍
用
車
両
等
へ
の
赤
十
字
標
章
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
旗
、

白
旗
（
休
戦
旗
）
な
ど
を
表
示
す
る
事
例
が
指
摘
さ
れ
た

29

。
Ａ
Ｐ
Ⅰ

三
七
、三
八
条
は
休
戦
旗
の
背
信
的
使
用
及
び
赤
十
字
標
章
等
の
濫
用

を
禁
止
し
、
同
三
九
条
二
項
は
、
敵
対
国
の
旗
、
軍
旗
の
使
用
を
禁

止
し
て
い
る
。
ま
た
、
赤
十
字
標
章
の
背
信
的
使
用
は
、
そ
れ
ら
が

故
意
に
行
わ
れ
、死
亡
そ
の
他
の「
重
大
な
傷
害
を
引
き
起
こ
す
場
合
」

に
は
、
第
一
追
加
議
定
書
の
重
大
な
違
反
行
為
（
同
八
五
条
三
項
⒡
）
と

な
る
。　
　
　
　
　
　

（
３
）
文
化
財
、
歴
史
的
建
造
物
の
破
壊
　

ド
ネ
ツ
ク
州
に
あ
る
一
六
世
紀
に
建
設
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
正
教

会
の
ス
ビ
ャ
ト
ホ
ル
ス
ク
修
道
院
の
聖
堂
や
聖
ニ
コ
ラ
ス
教
会
が
攻

撃
さ
れ
る
な
ど
多
く
の
文
化
財
、
歴
史
的
遺
跡
が
破
壊
さ
れ
た
。

ユ
ネ
ス
コ
に
よ
れ
ば
、
九
月
五
日
現
在
、
破
壊
さ
れ
た
文
化
財
は
、

宗
教
施
設
七
九
、歴
史
的
建
造
物
三
六
、文
化
活
動
施
設
三
二
、モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
一
七
、
博
物
館
・
美
術
館
一
三
、
図
書
館
九
の
一
八
六
に
及
ぶ
。

Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
二
条
三
項
、
五
三
条
、
Ｈ
Ｒ
二
七
、五
六
条
は
、
歴
史
的

建
造
物
、
芸
術
品
、
礼
拝
所
へ
の
敵
対
行
為
を
禁
止
し
、
こ
れ
ら
宗
教
、

慈
善
、
教
育
な
ど
に
供
せ
ら
れ
る
建
造
物
は
私
有
財
産
と
同
様
に
取

り
扱
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

（
４
）
核
施
設
な
ど
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
、
施
設
へ
の
攻
撃

ロ
シ
ア
軍
に
よ
り
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
、
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発

が
攻
撃
、
占
拠
さ
れ
、
原
発
施
設
内
に
武
器
を
配
備
し
て
攻
撃
の
拠

点
に
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た

30

。
稼
働
中
の
原
発
へ
の
攻
撃
は

世
界
初
と
さ
れ
る
。
占
拠
後
も
攻
撃
が
続
き
、
露
ウ
双
方
が
相
手
の

攻
撃
と
非
難
、
九
月
一
日
、
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
が
現
地

調
査
を
開
始
し
た

31

。

他
方
で
、
九
月
一
四
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
ク
リ
ビ
ー
リ
フ
の
ダ
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ム
が
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
さ
れ
、
一
〇
〇
軒
以
上
の
住
宅
が
浸
水
し
た
と

報
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
一
〇
月
二
〇
日
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
ロ

シ
ア
軍
が
ヘ
ル
ソ
ン
州
の
水
力
発
電
所
を
攻
撃
し
洪
水
を
引
き
起
こ

す
計
画
が
あ
る
と
の
情
報
を
公
表
し
た
。

Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
六
条
は
、
ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子
力
発
電
所
を
「
危

険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
お
よ
び
施
設
」
と
し
て
攻
撃
を
禁
止
し
、

文
民
、
民
用
物
へ
の
過
度
な
損
傷
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
こ
れ
ら
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
重
大
な
違
反
行
為
と
な
る
。

（
５
）
住
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
の
破
壊

北
部
チ
ェ
ル
ニ
ヒ
ウ
州
な
ど
の
農
地
に
地
雷
を
敷
設
し
て
利
用

で
き
な
く
す
る
行
為
、
農
地
・
穀
物
倉
庫
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
よ
る

焼
失
、
農
業
機
械
の
略
奪
な
ど
も
報
告
さ
れ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
農
業

省
は
、
全
土
の
半
分
約
三
〇
万
平
方
キ
ロ
で
地
雷
の
有
無
の
調
査
が

必
要
と
し
、
欧
州
委
員
会
の
ボ
イ
チ
ェ
ホ
フ
ス
キ
委
員
（
農
業
担
当
）

は
、「
ロ
シ
ア
は
飢
餓
を
侵
攻
の
道
具
と
し
て
利
用
し
て
い
る
」
と
非

難
し
た

32

。
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
や
マ
ク
サ
ー
社
の
衛
星
画
像
分
析
に
よ
れ
ば
、

二
〇
二
一
年
度
比
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
農
地
の
三
〇
％
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
の
三
〇
％
が
攻
撃
で
失
わ
れ
た
と
さ
れ
る

33

。
ま
た
、
九
月
一
一
日

に
は
、
ハ
ル
キ
ウ
州
の
水
道
施
設
へ
の
攻
撃
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
水

道
施
設
、
電
力
施
設
な
ど
の
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
破
壊
も
頻
繁
に
行
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
が
、
文
民
を
飢
餓
に
陥
れ
、
生
命
維
持
を
困
難
に
す

る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
国
際
人
道
法
へ
の
違

反
行
為
の
疑
い
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
四
条
は
、
文
民
を
飢
餓
の
状
況
に
お
く
こ
と
を
禁
じ
、

食
糧
、
食
糧
生
産
の
た
め
の
農
業
地
域
、
作
物
や
供
給
設
備
、
飲
料

水
施
設
な
ど
住
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
へ
の
攻
撃
、
破
壊
、
不
利

用
化
を
禁
止
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
攻
撃
は
、
同
五
二
条
二
項
が
規

定
す
る
「（
そ
の
）
破
壊
、
奪
取
又
は
無
効
化
が
（
略
）
明
確
な
軍
事
的
利

益
を
も
た
ら
す
も
の
」
に
も
該
当
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
人
間
の
盾

チ
ェ
ル
ニ
ヒ
ウ
州
の
ヤ
ヒ
ド
ネ
村
で
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
学
校
を

占
拠
し
て
前
線
拠
点
と
し
、
住
民
三
五
〇
人
以
上
が
二
八
日
間
、
小

学
校
の
地
下
室
に
監
禁
さ
れ
、
携
帯
電
話
な
ど
所
持
品
を
破
壊
さ
れ
、

食
料
、
水
、
ト
イ
レ
を
制
限
さ
れ
た
過
酷
な
生
活
を
強
い
ら
れ
、
死

者
も
出
た
。
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
は
、
ヤ
ヒ
ド
ネ
村
の
事
例
を
「
非
戦
闘
員
を

人
間
の
盾
に
使
用
」
し
た
例
と
し
た
が
、
国
連
報
告
書
（
七
月
一
九
日
）

は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
も
住
民
を
人
間
の
盾
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

Ｇ
Ｃ
Ⅳ
二
八
条
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
一
条
七
項
は
、
被
保
護
者
の
所
在
を

軍
事
行
動
の
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
（
人
間
の
盾
）

を
禁
止
す
る
。

（
７
）
無
差
別
性
の
高
い
兵
器
の
使
用

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
、
対
人
地
雷
、
焼
夷
弾
、
白
燐
弾
、
サ
ー
モ
バ
リ
ッ

ク
兵
器
（
燃
料
気
化
爆
弾
等
）
な
ど
無
差
別
性
が
高
く
過
度
な
傷
害
を
招

き
や
す
い
兵
器
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た

34

。
露
ウ
双

方
と
も
、
一
九
九
七
年
の
対
人
地
雷
禁
止
条
約
、
二
〇
〇
八
年
の
ク
ラ

ス
タ
ー
弾
禁
止
条
約
に
未
加
入
だ
が
、
焼
夷
弾
、
白
燐
弾
、
サ
ー
モ
バ

リ
ッ
ク
兵
器
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
人
口
密
集
地
域
で
使
用
さ
れ
た
場
合
、

無
差
別
に
過
度
の
傷
害
・
苦
痛
を
与
え
る
可
能
性
の
高
い
兵
器
と
さ
れ
、

そ
の
使
用
は
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
三
五
条
二
項
（
過
度
な
傷
害
、
無
用
の
苦
痛
を
与
え

る
兵
器
の
禁
止
）
に
反
す
る
疑
い
が
あ
る
。
ま
た
攻
撃
に
際
し
、
実
行
可

能
な
予
防
措
置
を
講
じ
た
か
否
か
も
問
わ
れ
る
（
同
五
七
条
）。
止
め
処

な
く
登
場
す
る
こ
れ
ら
新
兵
器
は
更
な
る
犠
牲
を
増
大
さ
せ
る
可
能
性

が
高
く
、
当
事
国
に
よ
る
Ａ
Ｐ
Ⅰ
三
六
条
（
新
兵
器
）
に
規
定
す
る
新
兵

器
の
合
法
性
評
価
の
適
確
な
実
施
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
民
間
人
に
対
す
る
残
虐
行
為                                                         

ロ
シ
ア
軍
の
侵
攻
地
域
、
占
領
地
域
で
住
民
の
殺
害
、
拷
問
、
虐

待
が
多
数
報
告
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
は
、
五
月
一
二
日
、

国
際
調
査
委
員
会
に
民
間
人
殺
害
の
調
査
を
要
請
し
た
。
被
保
護
者

に
対
す
る
殺
人
、
拷
問
、
不
法
な
追
放
、
移
送
、
人
質
、
拘
禁
及
び

強
制
的
に
軍
隊
に
服
務
さ
せ
る
こ
と
、
私
有
財
産
の
破
壊
と
徴
発
、

公
正
な
正
式
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
う
こ
と
な
ど
は
、ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
、
第
一
追
加
議
定
書
上
の
重
大
な
違
反
行
為
を
構
成
す
る
。

（
１
）
殺
害
・
暴
力
・
拷
問
・
脅
迫
・
人
質                   

ロ
シ
ア
軍
の
撤
退
後
に
ブ
チ
ャ
や
イ
ジ
ュ
ー
ム
な
ど
で
多
く
の
住

民
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
、
拷
問
の
痕
跡
も
報
告
さ
れ
た
。
マ
リ
ウ
ポ

リ
郊
外
で
も
集
団
墓
地
と
み
ら
れ
る
多
数
の
穴
の
存
在
が
衛
星
写
真

で
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
制
圧
、
占
領
地
域
で
の
住
民
の
殺
害
、
拷
問
、

脅
迫
、
拉
致
・
連
行
、
拘
束
・
監
禁
、
個
人
財
産
の
略
奪
な
ど
が
明

る
み
と
な
っ
た
。
ま
た
、
家
族
を
人
質
に
し
て
の
強
要
・
脅
迫
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
軍
の
居
場
所
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
強
制
的
に
誓
約
、
署
名

さ
せ
る
行
為
な
ど
も
報
じ
ら
れ
た
（
朝
日
新
聞
、
六
月
五
、一
〇
日
）。
Ｇ

Ｃ
Ⅳ
三
二
～
三
四
条
は
、
住
民
の
虐
待
、
殺
戮
、
脅
迫
又
は
恐
喝
に

よ
る
措
置
、
略
奪
及
び
人
質
を
禁
止
し
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
五
一
条
二
項
は
、

住
民
（
文
民
）
に
「
恐
怖
を
広
め
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
暴
力
行

為
又
は
暴
力
に
よ
る
威
嚇
」
を
禁
止
す
る
。
集
団
墓
地
で
発
見
さ
れ

た
多
数
の
住
民
遺
体
の
状
況
は
、
遺
体
の
尊
重
と
墳
墓
に
関
す
る
規

定
（
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
一
三
〇
条
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
三
四
条
一
項
）
に
反
す
る
疑
い
も
あ
る
。

（
２
）
性
暴
力
・
レ
イ
プ

 

国
連
性
的
暴
力
担
当
事
務
総
長
特
別
代
表
は
六
月
六
日
、
性
的
暴

力
が
疑
わ
れ
る
事
例
が
一
二
四
件
報
告
さ
れ
た
と
安
保
理
会
合
で
明

ら
か
に
し
た
。
ま
た
Ｅ
Ｕ
の
ミ
シ
ェ
ル
首
脳
会
議
常
任
議
長
は
「
ロ

シ
ア
軍
は
性
暴
力
を
戦
争
の
武
器
と
し
て
振
り
回
し
て
い
る
」
と
非

難
し
た
（
朝
日
新
聞
、
七
月
二
日
）。
女
性
に
対
す
る
レ
イ
プ
は
数
々
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の
証
言
が
な
さ
れ
、
深
刻
な
人
権
侵
害
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
た
。            

　

Ｇ
Ｃ
Ⅳ
二
七
条
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
七
六
条
は
、
女
性
に
対
す
る
特
別
な
保

護
を
規
定
し
、
名
誉
の
侵
害
、
特
に
「
強
姦
、
強
制
売
い
ん
、
そ
の

他
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
わ
い
せ
つ
行
為
」
を
禁
止
す
る
。

（
３
）
私
有
財
産
の
没
収
、
略
奪
、
破
壊

ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
住
民
の
私
有
財
産
の
掠
奪
、
没
収
、
及
び
軍

事
的
に
絶
対
に
必
要
で
な
い
住
宅
・
農
地
・
そ
の
他
私
有
物
の
破
壊

が
多
数
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
産
の
穀
物
を

組
織
的
に
略
奪
し
、
ロ
シ
ア
産
と
偽
り
シ
リ
ア
、
ト
ル
コ
に
輸
出

し
て
い
る
疑
い
も
報
じ
ら
れ
た
（
朝
日
新
聞
、
六
月
二
九
日
）。
Ｇ
Ｃ
Ⅳ

三
三
、五
三
条
、
Ｈ
Ｒ
四
六
～
四
七
条
は
、
私
有
財
産
の
没
収
、
略
奪
、

破
壊
を
禁
止
す
る
。

（
４
）
住
民
の
強
制
徴
兵

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防
省
は
、
四
月
二
三
日
、
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
東
南
部
占
領
地
域
で
地
元
住
民
を
ロ
シ
ア
軍
の
た
め
に
動
員
し
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
と
の
戦
闘
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
非
難

し
た

35

。
ル
ハ
ン
ス
ク
州
知
事
も
住
民
の
強
制
連
行
、
強
制
徴
兵
を

指
摘
し
た
。
ま
た
東
部
親
ロ
派
地
域
で
も
、
住
民
の
強
制
徴
兵
が
住

民
の
証
言
に
よ
り
明
ら
か
と
な
り
（
朝
日
新
聞
、
一
〇
月
五
日
）、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
四
州
の
併
合
に
よ
り
事
態
が
さ
ら
に
深
刻
化
す
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
た
。
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
五
一
条
は
、
占
領
国
が
占
領
地
の
住
民
に
対
し
、

自
国
の
軍
隊
、
補
助
部
隊
で
勤
務
す
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
を
禁
止

し
、
自
発
的
志
願
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
圧
迫
、
宣
伝
も

禁
止
し
て
い
る
。

（
５
）
住
民
の
強
制
移
送

米
国
務
長
官
は
、
七
月
一
三
日
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
支

配
地
域
か
ら
最
大
一
六
〇
万
人
の
市
民
を
強
制
的
に
ロ
シ
ア
に
移
送

し
た
と
し
て
「
民
間
人
の
保
護
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
著
し

く
違
反
し
て
お
り
戦
争
犯
罪
だ
」
と
非
難
し
た
。
市
民
の
個
人
情
報

や
生
体
情
報
を
収
集
し
て
ロ
シ
ア
へ
の
滞
在
に
同
意
す
る
書
類
に
強

制
署
名
さ
せ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
自
由
に
帰
国
で
き
な
い
よ
う
に
し
た

と
さ
れ
る
。
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
四
九
条
は
、
占
領
地
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、

住
民
を
他
国
の
領
域
に
強
制
移
送
し
、
追
放
す
る
こ
と
を
理
由
の
如

何
を
問
わ
ず
禁
止
し
て
い
る
。
住
民
の
安
全
上
、
軍
事
上
の
理
由
に

よ
る
立
ち
退
き
も
、
物
的
理
由
に
よ
る
止
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き

占
領
地
域
外
へ
移
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
６
）
選
別
収
容
所

ロ
シ
ア
軍
の
侵
攻
・
占
領
地
域
で
住
民
に
対
す
る
尋
問
、
脅
迫
、

拷
問
等
に
よ
り
ロ
シ
ア
に
敵
対
的
な
住
民
を
選
別
（
濾
過
）
し
、
強
制

移
送
す
る
た
め
の
一
時
収
容
施
設
（filtration cam

ps

）
の
存
在
が
報
じ

ら
れ
た

36 
。
こ
こ
で
は
、
ロ
シ
ア
へ
の
忠
誠
を
誓
う
書
類
へ
の
署
名

強
制
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
米
国
務
省
紛
争
監
視
団
は
、
八
月
二
五
日
、

ド
ネ
ツ
ク
州
を
中
心
に
少
な
く
と
も
二
一
カ
所
に
こ
う
し
た
施
設
が

存
在
す
る
と
発
表
し
た
。
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
三
一
条
は
、
肉
体
的
精
神
的
な
強

制
に
よ
る
情
報
取
得
を
禁
じ
、
Ｈ
Ｒ
四
五
条
は
、
強
制
し
て
敵
国
へ

の
忠
誠
を
宣
誓
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

（
７
）
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
殺
害

戦
争
取
材
に
あ
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
（
報
道
関
係
者
）
の
殺
害
、

誘
拐
、
拘
束
、
拷
問
な
ど
も
報
告
さ
れ
た
。
国
境
な
き
記
者
団
（RSF

）

は
八
月
二
二
日
、
開
戦
か
ら
半
年
間
に
殺
害
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
は
八
人
に
及
び
、
負
傷
者
九
人
、
誘
拐
又
は
不
当
拘
束
一
三
人
、

う
ち
四
人
が
拷
問
又
は
虐
待
を
受
け
た
と
発
表
し
た

37

。
報
道
関
係
者

（
軍
に
随
伴
す
る
従
軍
記
者
と
は
地
位
が
異
な
る
）
は
、
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
に
よ
り
文

民
と
し
て
一
般
的
保
護
を
享
受
す
る
ほ
か
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
七
九
条
は
報
道

関
係
者
を
特
記
し
て
保
護
し
て
い
る
。

（
８
）
ロ
シ
ア
化
（
併
合
）
の
促
進

占
領
地
域
に
お
け
る
占
領
国
の
義
務
を
定
め
た
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
二
七
～

四
六
条
、
四
七
～
七
八
条
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
三
、六
九
条
、
Ｈ
Ｒ
四
二
～

五
六
条
な
ど
に
違
反
す
る
疑
い
の
あ
る
事
例
が
多
数
報
告
さ
れ
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
東
部
の
ヘ
ル
ソ
ン
州
、
ル
ハ
ン
ス
ク
州
、
ザ
ポ
リ
ー

ジ
ャ
州
、
ハ
ル
キ
ウ
州
な
ど
で
行
わ
れ
た
住
民
パ
ス
ポ
ー
ト
の
没
収

と
ロ
シ
ア
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
行
（passportization

）38

、
ル
ー
ブ
ル
へ

の
通
貨
変
更
、
教
育
内
容
の
変
更
、
教
師
の
解
雇
と
新
ロ
シ
ア
派
教

師
の
配
置
、
ロ
シ
ア
語
の
公
用
化
、
行
政
長
解
任
と
新
行
政
官
任
命
、

携
帯
電
話
通
信
網
の
ロ
シ
ア
一
体
化
な
ど
に
よ
り
、
占
領
地
域
の
急

速
な
ロ
シ
ア
化
（russification

）39

が
促
進
さ
れ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
文
化
、

慣
習
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
破
壊
が
指
摘
さ
れ
た

40

。
占
領
法
に
よ

れ
ば
、
占
領
は
占
領
国
へ
の
主
権
の
変
更
で
は
な
く
一
時
的
な
事
実

状
態
に
過
ぎ
ず
、
占
領
国
の
権
利
と
義
務
は
一
時
的
、
限
定
的
で
あ
り
、

絶
対
的
必
要
が
な
い
限
り
占
領
地
の
現
行
法
を
尊
重
し
、
現
状
を
維

持
す
る
の
が
原
則
で
あ
り
（
Ｈ
Ｒ
四
三
条
）、
占
領
の
結
果
生
じ
る
政
治

的
、
制
度
的
変
更
に
よ
っ
て
も
条
約
上
の
権
利
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
（
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
四
七
条
）。
し
た
が
っ
て
、
住
民
の
文
化
、
慣
習
に
恒
久

的
な
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
な
社
会
的
、
経
済
的
、
人
口
的
変
化
を

も
た
ら
す
政
策
措
置
を
と
る
こ
と
は
で
き
ず
、
住
民
の
人
格
、
名
誉
、

家
族
の
権
利
、
宗
教
的
信
念
及
び
慣
習
を
尊
重
し
（
同
二
七
条
）、
住

民
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
で
あ
る
食
糧
、
医
療
、
保
健
衛
生
を
確
保
し
（
同

五
五
～
五
六
条
、
Ｈ
Ｒ
四
六
条
）、
公
共
秩
序
・
市
民
生
活
の
回
復
・
維

持
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
九
条
）。
他

方
で
、
占
領
法
は
占
領
地
管
理
の
た
め
に
占
領
国
に
一
定
の
権
利
を

認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
違
法
な
戦
争
を
仕
掛
け
た
侵
略

国
の
利
益
（
四
州
併
合
な
ど
の
既
成
事
実
化
＝
違
法
行
為
で
得
た
利
益
）
を

容
認
す
る
側
面
が
あ
り
、
正
義
の
実
現
と
法
の
平
等
適
用
と
い
うjus 

ad bellum

とjus in bello

の
相
反
を
ど
う
調
和
的
に
評
価
す
る
か
と
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い
っ
た
問
題
も
露
わ
に
し
た

41

。

⑶
捕
虜
に
対
す
る
虐
待

露
ウ
双
方
が
捕
虜
情
報
を
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
一
環
と
し
て

公
開
し
、
個
人
を
特
定
で
き
る
顔
写
真
や
動
画
入
り
の
捕
虜
の
発

言
が
配
信
さ
れ
、
捕
虜
と
そ
の
家
族
の
人
権
や
安
全
の
著
し
い
侵

害
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
最
高

裁
に
よ
る
捕
虜
資
格
を
剥
奪
し
て
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
兵
の
裁
判
（
外
国

人
捕
虜
三
人
を
傭
兵
と
見
な
し
て
訴
追
、
ア
ゾ
フ
大
隊
捕
虜
を
違
法
な
テ
ロ

リ
ス
ト
と
し
て
裁
判
）
も
報
告
さ
れ

42

、
ド
ネ
ツ
ク
州
オ
レ
ニ
ウ
カ
の

捕
虜
拘
留
施
設
へ
の
攻
撃
で
は
多
数
の
捕
虜
が
死
傷
し
た
。
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
被
保
護
者
へ
の
攻
撃
を
禁
止
し
、
特
に
Ｇ
Ｃ
Ⅲ

一
三
、一
四
、一
七
、八
四
条
は
、
捕
虜
の
人
道
的
待
遇
を
求
め
、
侮
辱

及
び
公
衆
の
好
奇
心
か
ら
の
保
護
、
暴
行
、
脅
迫
及
び
捕
虜
に
対
す

る
報
復
措
置
を
禁
止
し
、
適
正
な
尋
問
、
捕
虜
の
軍
事
裁
判
所
で
の

裁
判
（
独
立
、
公
平
に
つ
い
て
保
障
で
き
る
裁
判
所
で
の
裁
判
）
な
ど
を
定

め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
述
の
戦
争
犯
罪
疑
惑
の
事
例
は
、
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
、

現
段
階
で
は
、
こ
の
戦
争
の
広
範
な
戦
争
犯
罪
疑
惑
を
網
羅
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

Ⅲ　

な
ぜ
戦
争
犯
罪
疑
惑
が
多
発
し
た
の

か

：

背
景
要
因
の
考
察

露
ウ
戦
争
で
は
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
広
範
な
戦
争
犯
罪
疑
惑
が
多

発
し
た
の
か
。
い
か
な
る
戦
争
に
お
い
て
も
一
定
数
の
戦
争
犯
罪
が

起
こ
り
得
る
蓋
然
性
は
常
に
存
在
す
る
。
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
存
在
自
体
が
そ

う
し
た
現
実
を
予
見
し
て
い
る
と
い
え
る
。
本
節
で
は
、
戦
争
犯
罪

の
一
般
的
な
背
景
要
因
に
関
す
る
研
究

43

を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
戦

争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
の
背
景
要
因
に
つ
い
て
試
論
的
に
考
察
す
る
。

　⑴
兵
士
の
個
人
特
性
と
環
境
要
因　

殺
人
、
略
奪
、
レ
イ
プ
な
ど
の
戦
争
犯
罪
は
、
伝
統
的
に
兵
士

の
個
人
特
性
（
暴
力
性
、
道
徳
心
の
欠
如
な
ど
）
や
軍
紀
の
乱
れ
に
起
因

す
る
偶
発
的
事
件
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
戦
争
で
も

こ
れ
を
示
唆
す
る
住
民
の
証
言
が
み
ら
れ
る

44

。
他
方
で
、
戦
争
犯

罪
は
兵
士
の
個
人
特
性
よ
り
も
兵
士
が
置
か
れ
た
状
況
や
特
殊
な
環

境
か
ら
生
じ
る
恐
怖
心
や
疲
労
、
極
度
の
心
身
ス
ト
レ
ス
、
神
経
衰

弱
、
及
び
こ
れ
ら
に
起
因
す
る
認
知
力
低
下
（cognitive degradation

）

な
ど
精
神
的
、
環
境
的
要
因
が
複
合
的
に
作
用
し
て
起
こ
る
と
も
指

摘
さ
れ
る

45

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
紛
争
国
一
四
カ
国
を
対
象
に
行
っ
た
調
査

（
一
九
九
九
）
に
よ
れ
ば
、「
民
間
人
が
攻
撃
さ
れ
る
の
は
何
故
か
」
の

質
問
に
対
し
「
法
な
ど
お
構
い
な
し
だ
か
ら
」「（
兵
士
の
）
感
覚
麻
痺
」

と
答
え
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
七
％
、
一
八
％
と
な
り
、「（
戦
争
の
）

法
を
知
ら
な
い
か
ら
」（
一
四
％
）
を
上
回
っ
て
い
る

46

。

⑵
上
官
命
令

多
く
の
戦
争
犯
罪
は
、
そ
の
背
景
に
違
法
な
上
官
命
令
の
介
在
が

あ
る
こ
と
は
過
去
の
戦
争
犯
罪
法
廷
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

戦
争
に
お
け
る
ヴ
ァ
デ
ィ
ム
・
シ
シ
マ
リ
ン
事
件
で
も
こ
の
事
実
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
戦
争
犯
罪
は
、
上
官
の
直
接
、
間
接
の
命
令
の

み
な
ら
ず
、
部
下
の
行
動
に
責
任
を
有
す
る
上
官
が
「
違
反
行
為
を

防
止
し
又
は
抑
止
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
実
行
可
能
な
措
置
を
と
ら

な
か
っ
た
」（
Ａ
Ｐ
Ｉ
八
六
条
二
項
）
場
合
の
不
作
為
も
含
ま
れ
る
。
ま

た
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
八
七
条
は
、
上
官
に
違
反
行
為
を
防
止
す
る
措
置
を
講

ず
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。
既
述
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
調
査
で
は
、「
上
官

命
令
が
民
間
人
へ
の
攻
撃
の
理
由
」
と
答
え
た
者
は
二
四
％
に
及
び
、

二
〇
一
六
年
の
同
様
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
調
査
で
は
、「
戦
闘
員
の
行
動
に

影
響
を
与
え
る
も
の
は
何
か
」
と
の
質
問
に
対
し
「
軍
の
指
導
者
」
と

答
え
た
者
は
最
多
の
八
一
％
に
上
り
、「
処
罰
へ
の
恐
れ
」（
五
〇
％
）

を
大
き
く
上
回
っ
た

47

。

⑶
地
上
戦
の
影
響

一
般
的
に
兵
士
と
住
民
の
物
理
的
距
離
は
、
戦
争
犯
罪
の
多
寡
に

影
響
す
る
と
さ
れ
る

48

。
地
上
部
隊
と
住
民
が
近
接
す
る
場
面
（close 

physical proxim
ity

）
が
多
い
地
上
戦
の
展
開
は
、
兵
士
の
敵
国
住
民
に

対
す
る
侮
蔑
感
や
憎
悪
か
ら
意
図
的
、
偶
発
的
な
戦
争
犯
罪
を
惹
起

し
や
す
い
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
こ
の
戦
争
に
も
妥
当
す

る
と
思
わ
れ
る
。
一
九
八
二
年
三
月
の
英
国
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
間

の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
で
は
空
戦
と
海
戦
が
主
と
な
り
、
島
民

二
〇
〇
名
余
り
も
戦
闘
に
直
接
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
国
際
人
道
法
が
ほ
ぼ
誠
実
に
遵
守
さ
れ
た
戦
争
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
遠
隔
兵
器
（
ド
ロ
ー
ン
な
ど
）
に
よ
る
攻
撃
や
航
空
攻
撃

が
地
上
戦
よ
り
戦
争
犯
罪
を
誘
発
し
に
く
い
と
す
る
根
拠
も
乏
し
く
、

敵
を
仮
想
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
る
想
像
力
や
躊
躇
感
の
欠
如
が
過

度
な
傷
害
を
招
く
可
能
性
も
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑷
戦
闘
員
・
民
間
人
の
混
在

地
上
戦
が
全
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
総
力
戦
（w

hole societies in con-

flict

）
と
な
っ
た
場
合
、
戦
闘
員
と
民
間
人
の
区
別
が
困
難
と
な
り
民

間
人
の
犠
牲
を
増
大
さ
せ
る
蓋
然
性
が
高
い

49

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
（
ア

ゾ
フ
大
隊
）
の
攻
撃
拠
点
と
な
っ
た
ア
ゾ
フ
ス
タ
リ
製
鉄
所
の
例
は
、

多
数
の
民
間
人
の
避
難
所
と
も
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
状
況
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が
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
人
間
の
盾
」
疑
惑
を
生
む
背

景
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
市
民
に
よ
る
自
国
兵
士
へ
の
食
料
、
情
報

の
提
供
な
ど
が
敵
対
行
為
と
見
做
さ
れ
、
住
民
へ
の
攻
撃
を
正
当
化

さ
せ
た
可
能
性
も
市
民
ら
の
証
言
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の

調
査
で
は
、「（
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
っ
た
）
民
間
人
を
攻
撃
す
る
の
は
正

当
で
あ
る
」
と
答
え
た
者
は
、
調
査
対
象
者
の
二
二
％
に
及
ん
だ

50

。

⑸
勝
利
へ
の
執
念

絶
対
に
負
け
ら
れ
な
い
戦
争
と
い
う
状
況
の
中
で
劣
勢
に
置
か
れ

た
部
隊
（U

nequal pow
er

）
は
、
手
段
を
問
わ
な
い
作
戦
を
選
択
す
る
蓋

然
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
軍
事
的
利
益
が
人
道
的
考
慮

に
優
先
し
戦
争
犯
罪
に
至
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
戦
争
で
も
ロ
シ
ア

軍
の
劣
勢
局
面
が
犯
罪
を
誘
発
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の

調
査
で
は
、「
な
ぜ
戦
闘
員
は
民
間
人
を
攻
撃
す
る
の
か
」
の
質
問
に

対
し
、
最
も
高
い
数
値
（
三
〇
％
）
を
示
し
た
の
は
「（
手
段
を
問
わ
な
い
）

勝
利
へ
の
執
念
」
と
な
っ
た

51

。

⑹
低
精
度
の
武
器
使
用

多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
中
部
ク
レ
メ
ン
チ
ェ
ク
の

商
業
施
設
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
（
六
月
二
七
日
）
は
、
精
度
の
低
い
対
艦

用
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
誤
爆
の
可
能
性
を
米
国
防
総
省
高
官
が
示
唆
し

た
。
軍
事
目
標
の
み
を
精
確
に
攻
撃
し
え
な
い
低
精
度
の
武
器
や
精

密
誘
導
兵
器
の
枯
渇
が
住
宅
や
民
間
施
設
の
犠
牲
拡
大
を
招
い
た
と

の
指
摘

52

は
一
定
の
事
実
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
戦
争
に
お
け

る
圧
倒
的
に
多
い
民
間
施
設
へ
の
攻
撃
は
、
誤
爆
や
付
随
的
損
害
で

は
説
明
で
き
な
い
意
図
的
（
未
必
の
故
意
を
含
む
）
な
も
の
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。

⑺
軍
の
体
質
・
文
化

一
般
的
に
軍
組
織
は
権
威
主
義
的
、
全
体
主
義
的
傾
向
が
強
い
と

さ
れ
、
特
に
権
威
主
義
的
国
家
の
軍
組
織
に
こ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ

り
、
命
令
へ
の
絶
対
服
従
を
強
い
る
軍
事
教
練
、
軍
の
体
質
・
文
化

な
ど
の
遠
位
圧
力
（dism

al pressure

）
が
兵
士
の
道
徳
的
判
断
力
を
低
下

さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る

53

。
ま
た
住
民
を
威
嚇
し
、
恐
怖
心
を
与
え
る

軍
事
作
戦
は
ロ
シ
ア
軍
の
常
套
戦
略
と
の
指
摘
も
あ
り

54

、
住
民
居
住

区
へ
の
無
差
別
攻
撃
は
チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争
や
シ
リ
ア
内
戦
の
ア
レ
ッ

ポ
制
圧
で
も
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
軍
の
「
戦
略
的
残
虐
性

（strategic brutality

）」
は
歴
史
的
に
多
数
見
ら
れ
る
と
す
る
指
摘
も
あ

る
55

。
こ
れ
ら
が
事
実
だ
と
し
た
ら
、
軍
の
当
事
者
に
遵
法
意
識
や
人

権
意
識
を
期
待
す
る
の
は
困
難
と
な
る
。
ま
た
、
ブ
チ
ャ
の
虐
殺
に

関
わ
っ
た
疑
惑
が
指
摘
さ
れ
た
部
隊
を
「
英
雄
的
行
為
と
勇
気
を
示

し
た
」
と
し
て
そ
の
功
績
を
称
え
た
大
統
領
の
行
為

56

な
ど
、
犯
罪
を

容
認
、
助
長
す
る
風
土
が
社
会
に
底
流
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
が
軍
の
体
質
と
表
裏
一
体
を
成
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑻
徴
集
兵
、
義
勇
兵
、
傭
兵
、
民
間
軍
事
会
社
の
参
加

こ
の
戦
争
で
は
徴
集
兵
、
義
勇
兵
な
ど
訓
練
が
未
熟
、
ま
た
は
未

訓
練
の
兵
士
が
戦
地
に
投
入
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
傭
兵
や
民
間
軍

事
会
社
の
要
員
な
ど
多
様
な
背
景
を
持
つ
兵
士
が
戦
場
に
投
入
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
要
員
へ
の
国
際
人
道
法
や
交
戦
規
則
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
の
教
育
は

欠
落
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
く
、
こ
う
し
た
混
成
部
隊
を
一
貫
し
て

統
制
す
る
指
揮
系
統
の
不
在
も
疑
わ
れ
る
。
ま
た
戦
地
に
投
入
さ
れ

た
徴
集
兵
の
多
く
が
ロ
シ
ア
極
東
や
南
部
の
貧
し
い
辺
境
地
域
出
身

者
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
地
域
に
日
常
的
に
多
い
と
さ
れ
る
性
暴
力
の
影

響
も
指
摘
さ
れ
る
。
略
奪
行
為
の
多
発
も
ロ
シ
ア
社
会
の
社
会
経
済

的
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
キ
ー
ウ
近

郊
モ
テ
ィ
ジ
ン
村
で
の
住
民
の
殺
害
、
拷
問
に
関
連
し
て
民
間
軍
事

会
社
ワ
グ
ネ
ル
・
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
ロ
シ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
の
傭

兵
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
に
よ
り
訴
追
さ
れ
た
が

57

、
同
社
の
傭
兵
は
シ

リ
ア
内
戦
で
も
殺
人
、
拷
問
に
関
与
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

58

。

⑼
敵
愾
心
を
煽
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
や
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
で
も
民
族
浄
化
の
背
景
要
因
と

し
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
敵
国
住
民
を
正
当
な
攻
撃
目
標
だ
と
信

じ
さ
せ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
は
戦
争
犯
罪
を
助

長
さ
せ
る
要
因
と
な
る

59

。
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ミ
ア
侵
攻
以
来
、
ロ

シ
ア
国
内
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
及
び
同
国
民
を
「
ナ
チ
ス
の
擁
護
者
」

と
見
な
し
、
彼
ら
へ
の
敵
愾
心
を
煽
る
反
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
プ
ロ
バ
ガ

ン
ダ
が
継
続
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
に
敵
国
住
民
へ
の
報
復
感
情
、

暴
力
を
正
当
化
す
る
心
理
が
醸
成
さ
れ
、
捕
虜
や
住
民
へ
の
虐
待
を

助
長
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。
上
述
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
調
査
で
も
、
民
間

人
攻
撃
の
理
由
と
し
て
「
敵
側
へ
の
憎
悪
」
と
回
答
し
た
者
は
二
六
％

に
及
ぶ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

も
と
よ
り
、
戦
争
犯
罪
の
複
雑
多
様
な
背
景
要
因
を
特
定
す
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
の
戦
争
犯
罪
の
捜
査
と
裁
判
過

程
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
少
な
か
ら
ず
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。お

わ
り
に
―
危
惧
さ
れ
る
戦
争
の
モ
ラ
ル
低
下

二
一
世
紀
の
文
明
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
広
範
な
戦
争
犯
罪

が
起
こ
り
得
た
と
い
う
現
実
を
前
に
、
国
際
人
道
法
は
無
力
感
と
挫

折
感
を
禁
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
戦
争
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
履

行
確
保
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
困
難
な
問
題
群
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
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こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
示
唆
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
戦
争
に
内
在

す
る
問
題
群
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
法
体
系
に
関
わ
る
問
題
と
い
う
よ
り
も
、

そ
れ
を
履
行
す
る
国
家
（
指
導
者
）
の
意
思
や
社
会
、
文
化
の
在
り
様

に
関
わ
る
問
題
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
戦
争
の
当
事
国
に
Ｉ
Ｈ

Ｌ
を
遵
守
す
る
意
思
（
文
化
）
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
疑
念
は

拭
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
戦
争
が
見
せ
つ
け
た
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ

戦
争
の
様
相
は
、
今
後
の
武
力
紛
争
当
事
者
の
法
的
、
倫
理
的
な
規

範
意
識
の
低
下
を
助
長
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
義
を
実

現
す
る
場
で
あ
る
司
法
さ
え
も
が
、
見
せ
か
け
の
正
義
の
所
在
証
明

に
利
用
さ
れ
、
国
内
裁
判
が
敵
へ
の
報
復
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る

懸
念
も
拭
い
き
れ
な
い
。
こ
の
戦
争
の
こ
れ
ら
の
負
の
側
面
は
、
今

後
の
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
発
展
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
。
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
の
教
訓
か
ら
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加

議
定
書
の
成
立
が
導
か
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
戦
争
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
法

典
化
の
歴
史
や
核
を
巡
る
議
論
に
新
た
な
扉
を
開
く
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
戦
争
が
も
た
ら
し
た
課
題
に
対
応
す
る

に
は
、
こ
の
戦
争
の
戦
争
犯
罪
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、
そ
の
知

見
を
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
履
行
確
保
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
み
、
法
の
実
効
性
を

高
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
戦
争
の
多
面
的
、
重
層
的
特
質

を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
作
業
は
単
に
法
学
の
領
域
に
止
ま
ら
ず
、
Ｉ

Ｔ
産
業
や
教
育
界
、
社
会
心
理
学
、
軍
事
戦
略
な
ど
広
範
な
領
域
の

専
門
家
を
含
む
包
括
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
で
、
こ
の
戦
争
に
一
般
市
民
や
民
間
企
業
が
多
様
な
形
で
関
与

し
た
こ
と
、
ま
た
戦
時
を
想
定
し
た
ゲ
リ
ラ
戦
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
平
時

か
ら
国
民
に
配
布
す
る
バ
ル
ト
三
国
の
例

60

な
ど
を
想
起
す
れ
ば
、
当

面
、
一
般
市
民
に
対
す
る
平
時
か
ら
の
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
普
及
啓
発
が
喫
緊

の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
戦
争
で
揺
ら
い
だ
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
実
効
性
へ
の
信
頼
を

取
り
戻
す
た
め
に
は
戦
争
犯
罪
を
確
実
に
処
罰
し
、
正
義
を
実
現
す

る
以
外
に
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
世
界
調
査（
二
〇
一
六
）
に
よ
れ
ば
、「
戦

争
犠
牲
者
を
減
ら
す
の
に
有
効
な
方
法
は
何
か
」の
質
問
に
対
し
、「
国

際
法
廷
に
よ
る
残
虐
行
為
の
責
任
追
及
」「
戦
闘
行
為
を
規
制
す
る
法

規
則
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
」
が
そ
れ
ぞ
れ
最
多
の
七
四
％
と
な

り
、「
武
器
の
制
限
」（
五
八
％
）
な
ど
を
凌
駕
し
た

61

。
と
は
い
え
、
司

法
に
よ
る
犯
罪
の
責
任
追
及
は
、
主
権
と
法
の
壁
に
よ
り
そ
の
展
望

は
必
ず
し
も
明
る
く
な
い
。
先
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
調
査
（
二
〇
一
六
）
で

は
、
戦
争
犯
罪
は
、「
国
際
裁
判
所
で
裁
か
れ
る
べ
き
」
と
答
え
た
者

は
、
ロ
シ
ア
で
は
二
一
％
に
止
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
（
六
二
％
）、
英
国

（
五
一
％
）、
米
国
（
四
一
％
）
な
ど
主
要
国
の
中
で
最
低
と
な
っ
た
。
ロ

シ
ア
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
イ
ン
タ
ー
ン
と
し
て
ス
パ
イ
を
潜
入
さ
せ
、
犯
罪

捜
査
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
報
道
も
見
ら
れ
る

62

。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

露
ウ
戦
争
が
奇
し
く
も
浮
き
彫
り
に
し
た
の
は
、
単
に
「
そ
れ
は
違

法
か
合
法
か
」
と
い
っ
た
法
的
評
価
の
問
題
で
は
な
く
、
法
そ
の
も
の

の
存
在
意
義
が
溶
解
し
、「
法
の
支
配
」
が
空
洞
化
し
か
ね
な
い
現
代

世
界
の
危
機
的
状
況
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
の
当
事
国
が
国
際
人
道
法

は
勿
論
、
主
要
な
人
権
関
連
条
約
の
当
事
国
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の

思
い
を
一
層
強
く
さ
せ
る
。
結
局
、
法
が
機
能
す
る
か
否
か
は
法
体

系
の
完
備
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
支
え
る
国
家
と
個
人
の
「
法
を
守
ろ

う
と
す
る
誠
実
な
意
思
」
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
「
意
思
」

な
く
し
て
、
い
か
な
る
法
も
形
骸
化
し
、
時
と
し
て
法
は
武
器
に
さ

え
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
戦
争
が
提
起
し
た
国
際
人
道
法
上
の
諸
問

題
は
、
こ
の
シ
ン
プ
ル
で
普
遍
的
な
課
題
を
露
わ
に
し
た
と
い
え
る
。
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は
じ
め
に

戦
争
が
違
法
化
さ
れ
る
以
前
の
「
交
戦
者
平
等
」
を
前
提
と
し
て
誕

生
し
た
と
言
わ
れ
る
戦
争
法
・
武
力
紛
争
法
・
国
際
人
道
法
（
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）

は
２

、
戦
争
違
法
化
後
も
同
様
に
交
戦
者
間
に
平
等
に
適
用
さ
れ
う

る
の
か
。
違
法
な
侵
略
国
に
対
し
て
も
、
侵
略
犠
牲
国
に
対
し
て
も

同
一
の
義
務
を
課
し
、
同
一
の
権
利
を
付
与
す
る
の
か
。
こ
の
Ｉ
Ｈ

Ｌ
の
差
別
（
平
等
）
適
用
論
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
学
界
に
お

い
て
活
発
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
諸
国

家
に
よ
っ
て
た
び
た
び
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

今
日
で
は
、
後
述
の
よ
う
な
理
由
で
、jus ad bellum

（
Ｊ
Ａ
Ｂ
）
とjus 

in bello

（
Ｊ
Ｉ
Ｂ
）と
は
、そ
の
適
用
上「
分
離
さ
れ
る
」と
い
う
の
が「
定

説
」
と
な
っ
て
い
る
（
分
離
原
則
）。

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
開
始
さ
れ
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
お
よ
び
そ
れ
を
取
り
巻
く
国
際
社
会
の
認
識
は
、
国
際
法
の
発

展
の
現
状
を
踏
ま
え
て
考
え
た
と
き
、
こ
の
「
定
説
」
を
覆
す
特
殊
性

を
有
す
る
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
特
に
注
目
さ
れ
る

の
は
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
武
力
行
使
が
明

白
な
国
連
憲
章
の
違
反
で
あ
る
こ
と
、
い
か
な
る
定
義
に
基
づ
い
て

も
侵
略
行
為
に
該
当
し
、
管
轄
権
が
及
ぶ
の
で
あ
れ
ば
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程

改
正
規
定
に
基
づ
き
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
侵
略
犯
罪
を
構
成
し
う
る

こ
と
で
あ
る
。
正
規
軍
に
よ
る
公
然
の
越
境
攻
撃
が
「
領
土
獲
得
」
の

た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、
典
型
的
な
侵
略
行
為

の
一
例
で
あ
ろ
う

３

。
国
連
安
保
理
に
よ
る
憲
章
三
九
条
に
基
づ
く
侵

侵
略
戦
争
に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
平
等
適
用

新
井
　
京

１

同
志
社
大
学
教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
か
ら
の
示
唆
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略
行
為
の
認
定
は
ロ
シ
ア
の
拒
否
権
行
使
に
よ
り
行
わ
れ
な
か
っ
た

が
４

、
国
連
総
会
が
圧
倒
的
多
数
の
賛
成
で
可
決
し
た
決
議E

S-11/1
は
、「
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
憲
章
二
条
四
項
に

反
す
る
侵
略
を
最
も
強
い
言
葉
で
非
難
」
し
た

５

。
こ
の
よ
う
に
大
多

数
の
国
の
賛
成
に
よ
り
「
集
団
的
に
」
侵
略
国
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た

ロ
シ
ア
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
上
犠
牲
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
平
等
に
扱
わ

れ
う
る
の
か
。

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
〇
二
二
年
に
至
る
国
際
法
の
発
展

が
及
ぼ
す
影
響
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
一
〇
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
カ
ン

パ
ラ
改
正
に
よ
っ
て
侵
略
犯
罪
が
「
定
義
」
さ
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て

国
家
に
よ
る
侵
略
行
為
の
定
義
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
発
展
が
見

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
七
四
年
の
国
連
総
会
「
侵
略
の
定
義
」
決

議
６

の
侵
略
行
為
の
定
義
と
し
て
の
一
応
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
、
そ

の
定
義
に
基
づ
い
て
、
安
保
理
の
決
定
が
存
在
し
な
く
て
も
侵
略
行

為
を
法
的
に
認
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、「
侵
略
は
法
的
に
定
義
さ
れ
て
い
な

い
」７

と
主
張
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
国
際
法
の
発
展
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
が
自
己
完

結
的
な
「
特
別
法
」
の
体
系
と
し
て
武
力
紛
争
時
に
適
用
さ
れ
る
唯

一
の
尺
度
で
あ
る
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日

で
は
、
条
約
体
制
は
「
法
的
真
空
状
態
で
機
能
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
が
一
部
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
よ
り
広
い
枠
組
み
』
の
中
で
機

能
す
る
」８

と
い
う
水
平
的
統
合
の
原
則
が
確
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
反
映
し
て
、
例
え
ば
武
力
紛
争
時
に
お
け
る
国
際
人
権

法
と
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
調
和
的
解
釈
に
つ
い
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
「
欧

州
人
権
条
約
二
条
（
生
命
権
の
保
護
）
は
、
そ
れ
自
体
が
一
部
で
あ
る
と

こ
ろ
の
国
際
法
の
他
の
原
則
、
特
に
武
力
紛
争
の
野
蛮
さ
と
非
人
道

性
を
緩
和
す
る
と
い
う
不
可
欠
で
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
役
割

を
果
た
す
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
可
能
な
限
り
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」９

と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
例
の
普
遍
的
妥
当
性
に
は
議

論
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
か
つ
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
、
特
別
法
優
先
原
則

の
「
誤
用
」
に
よ
り
「
戦
闘
中
…
の
生
命
剥
奪
が
自
由
権
規
約
六
条
に

反
す
る
恣
意
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
武
力
紛
争
法

に
適
用
さ
れ
る
法
に
依
拠
し
て
の
み
決
定
さ
れ
う
る
」10

と
判
断
し
た

よ
う
な
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
を
他
の
国
際
法
の
そ
れ
か
ら
完
全
に
切
り

離
す
立
場
は
説
得
力
を
失
っ
て
い
る

11

。
前
述
の
「
定
説
」
が
、
そ
う

し
た
水
平
的
統
合
、
調
和
的
解
釈
が
Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
の
関
係
に

お
い
て
成
り
立
た
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
て
、
ロ
シ
ア
が
侵
略
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
言
え
る
か
。
前
述
の
国
連
総
会
決
議E

S-11/1

も
、
ロ
シ
ア
の

侵
略
を
非
難
し
つ
つ
、「
全
て
の
当
事
者
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
尊

重
」を
求
め
て
い
る
。
本
稿
執
筆
の
時
点
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
上
旬
）
で
、

侵
略
国
ロ
シ
ア
に
不
利
な
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
差
別
適
用
は
公
然
と
は
主
張
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
被
害
国
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
る
Ｉ
Ｈ

Ｌ
違
反
を
非
難
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
報

告
書

12

が
ロ
シ
ア
を
利
す
る
も
の
と
し
て
批
判
を
浴
び
た
よ
う
に
、
被

害
国
に
有
利
な
差
別
適
用
論
が
様
々
な
セ
ク
タ
ー
で
当
然
の
前
提
と

受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
傾
向
は
あ
る

13

。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
今
の

と
こ
ろ
、
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
使
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
公

表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
誤
っ
た
と
い
う
政
策
的
主
張
、
ま
た
は
ア
ム
ネ

ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
批
判
し
た
内
容
（
文
民
居
住
地
域

近
傍
で
戦
う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
術
）
の
真
実
性
に
関
す
る
疑
い
に
留
ま
っ

て
い
る
が
、
法
的
な
差
別
適
用
論
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
予
断
を
許

さ
な
い
。

ま
た
、
法
的
な
意
味
で
の
差
別
適
用
論
が
公
式
に
は
認
め
ら
れ
ず
、

ロ
シ
ア
の
侵
略
行
為
の
違
法
性
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
正
当
性
が
Ｉ
Ｈ
Ｌ

の
適
用
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
ロ
シ
ア

に
よ
る
侵
略
行
為
の
法
的
責
任
を
追
及
す
る
際
に
、
そ
の
よ
う
な
Ｉ

Ｈ
Ｌ
の
平
等
適
用
と
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、（
仮
説
と
し
て
）
ロ
シ
ア
が
占
領
地
域
に
お
い
て
人
道
法

上
の
占
領
国
の
権
利
を
行
使
し
た
場
合
に
は
、
人
道
法
を
遵
守
し
て

い
た
と
し
て
も
侵
略
行
為
の
一
部
と
評
価
さ
れ
責
任
を
問
わ
れ
う
る

の
か
。（
仮
説
と
し
て
）
ロ
シ
ア
が「
合
法
的
目
標
」を
攻
撃
し
た
行
為
や
、

そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
ロ
シ
ア
の
「
軍
事
的
利
益
」
に
均
衡
す
る
文
民

の
付
随
的
損
害
は
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
に
基
づ
く
責
任
追
及
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
、こ
う
し
た
問
題
は
政
治
的
に（
曖

昧
に
）
処
理
さ
れ
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
近
年
の
国
際
法
の
発

展
に
基
づ
い
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
侵
略
行
為
に
か
か
わ

る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
追
及
の
過
程
で
、
法
的
に
不
可
避
な
問
題

と
な
る
可
能
性
は
あ
る

14

。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
、
今
後
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
法
的
問
題

に
対
応
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
平
等
適
用
原
則
の
内
容
と
正
当
化

根
拠
、
平
等
適
用
原
則
に
対
す
る
あ
り
う
る
挑
戦
、
平
等
適
用
原
則

と
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
追
及
と
の
調
整
の
あ
り
方
に

つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅰ　

Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
分
離

：

そ
の
意

味
と
根
拠

⑴ 

原
則
の
内
実

Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
が
分
離
さ
れ
る
と
い
う
定
説
の
具
体
的
な
意

味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
サ
ッ
ソ
ー
リ
は
次
の
よ
う
な
相

互
に
関
連
し
た
複
数
の
原
則
が
導
か
れ
る
と
主
張
す
る

15

。
第
１
に
、
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「
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
下
に
お
け
る
紛
争
当
事
国
の
平
等
」
の
原
則
で
あ
る
。
武

力
行
使
が
違
法
化
さ
れ
て
い
る
現
代
国
際
法
に
お
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
の

下
で
は
紛
争
当
事
者
が
法
的
に
非
対
称
と
な
る
場
合
が
あ
る

16

。
し
か

し
、
侵
略
側
の
当
事
国
の
行
為
で
あ
る
と
、
反
撃
の
た
め
自
衛
行
動

を
と
る
当
事
国
の
行
為
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
両
者
の
行

為
に
平
等
に
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
れ
の
延
長
線
上
の
議
論
と
し
て
、「
Ｉ
Ｈ
Ｌ
が
Ｊ
Ａ
Ｂ

の
下
で
の
紛
争
の
性
格
付
け
と
は
独
立
に
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
原

則
が
導
か
れ
る
。
今
日
の
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
は
、
事
実
主
義
に
基
づ
き
、

原
則
と
し
て
、
現
実
の
戦
闘
の
状
況
「
の
み
」
に
依
拠
し
て
決
定
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
占
領
に
関
す
る
Ｉ
Ｈ
Ｌ
規
則
の
適
用
は
、
領
有
権
に

関
す
る
当
事
国
の
主
張
と
は
独
立
に
、
従
前
他
国
の
統
治
下
に
あ
っ

た
領
域
を
新
た
に
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
。「
敵
国
に
よ
り
統
治
さ
れ
て
い
た
自
国
の
正
当
な
領
域
を

奪
還
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
地
域
は
占
領
地
域
に
は
該
当
し
な
い
」

と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
は
排
除
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る

17

。

第
三
に
、「
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
考
慮
が
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
解
釈
に
お
い
て
援
用

さ
れ
な
い
」
と
い
う
原
則
も
導
か
れ
う
る
。
例
え
ば
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
下
で

許
容
さ
れ
る
文
民
・
民
用
物
の
付
随
的
損
害
の
範
囲
を
判
断
す
る
際

に
、Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
正
当
性
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
よ
っ

て
、
自
衛
の
た
め
の
行
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
攻
撃
目
標
の
選

択
や
戦
闘
手
段
の
選
択
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

18

。

第
四
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
遵
守
が
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
権
利
行
使
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
は
な
い
こ
と
も
導
か
れ
る
。
Ｉ
Ｈ
Ｌ
遵
守
に
よ
っ
て
侵
略

が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
違
反
そ
の

も
の
が
自
衛
権
行
使
の
合
法
性
を
損
な
う
こ
と
も
な
い
。

⑵
実
定
法
上
の
根
拠

以
上
の
よ
う
な
内
実
の
Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
「
分
離
原
則
」、
お
よ

び
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
平
等
適
用
原
則
に
は
、
実
定
法
上
次
の
よ
う
な
根
拠
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
一
に
条
約
上
の
根
拠
が
あ
る
。
一
九
七
七
年
の
第
一
追
加
議
定

書
前
文
は
、「
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び

こ
の
議
定
書
が
、
武
力
紛
争
の
性
質
若
し
く
は
原
因
又
は
紛
争
当
事

者
が
掲
げ
若
し
く
は
紛
争
当
事
者
に
帰
せ
ら
れ
る
理
由
に
基
づ
く
不

利
な
差
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

て
い
る
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
完
全
に

適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
再
確
認
」
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
は
一
条
に
お

い
て
「
締
約
国
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
（
議
定
書
）

を
尊
重
し
、
且
つ
、
こ
の
条
約
（
同
）
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
を
約

束
す
る
」
と
し
て
お
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
二
条
の
「
す
べ
て

の
…
武
力
紛
争
の
場
合
に
つ
い
て
」
条
約
を
適
用
す
る
と
い
う
文
言

も
踏
ま
え
る
と
、
侵
略
国
と
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
条
約
・
議
定
書

を
適
用
し
な
い
と
い
う
運
用
は
有
り
得
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。

第
二
に
、
少
数
の
例
外

19

を
除
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
非
難
可
能
性

の
如
何
を
問
わ
ず
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
が
平
等
に
適
用
さ
れ
た
一
致
し
た
慣
行

が
あ
る
と
さ
れ
る

20

。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
刑
事
法
廷
や
シ
ェ
ラ
レ
オ

ネ
特
別
裁
判
所
の
判
例
も
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
が
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
」、

戦
争
の
「
政
治
的
動
機
」
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

い
る

21

。

⑶
実
質
的
正
当
化
根
拠

そ
れ
で
は
、
実
質
的
に
、
侵
略
戦
争
に
お
い
て
「
分
離
原
則
」「
平

等
適
用
原
則
」
は
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
の
か
。
大
き
く
分
け
る
と
論

理
的
根
拠
（
客
観
的
根
拠
）
と
人
道
的
根
拠
が
あ
る

22

。
前
者
は
、
戦
争

の
違
法
化
に
よ
っ
て
も
客
観
的
事
実
と
し
て
国
家
間
の
武
力
行
使
は

な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
一
次
規
則
と
し
て
の
Ｊ
Ａ

Ｂ
違
反
が
生
じ
た
際
に
、
二
次
規
則
で
あ
る
Ｊ
Ｉ
Ｂ
が
適
用
さ
れ
る

と
し
て
、
両
者
を
関
係
づ
け
る
。
こ
の
説
明
の
み
で
は
、「
違
法
か
ら

法
は
生
じ
な
い
（ex injuria jus non oritur

）」
原
則
と
の
整
合
性
が
問
題

と
し
て
残
る
。
ま
た
、
戦
争
被
害
を
統
制
す
る
た
め
に
Ｊ
Ｉ
Ｂ
が
適

用
さ
れ
る
必
要
性
は
証
明
さ
れ
る
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
「
平
等
な
」
適
用
が

必
要
で
あ
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
追
加
的
に
援
用
さ

れ
た
の
が
、
多
く
の
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
安
保
理
に
よ
る
侵

略
ま
た
は
平
和
の
破
壊
の
決
定
が
な
さ
れ
ず
、
冷
戦
構
造
（
ま
た
は
昨

今
の
新
冷
戦
構
造
）
を
反
映
し
て
武
力
行
使
の
法
的
評
価
が
分
断
さ
れ

て
い
る
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
。
侵
略
国
を
一
致
し
て
決
定
す
る
こ

と
自
体
が
難
し
く
、
当
事
国
が
相
互
を
侵
略
国
と
し
て
非
難
し
あ
う

状
況
に
お
い
て
、Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
差
別
適
用
が
相
互
に
主
張
さ
れ
れ
ば
、「
底

辺
へ
の
競
争
（race to the bottom

）」
と
い
う
破
滅
的
な
帰
結
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
た

23

。

よ
り
説
得
的
な
の
は
、
人
道
的
根
拠
で
あ
ろ
う
。
武
力
紛
争
に

影
響
を
受
け
る
人
に
対
す
る
人
道
的
保
護
は
、
そ
の
所
属
国
が
侵
略

国
で
あ
る
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
被
害
国
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
同
様
に

必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
個
人
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
地

位
は
、
所
属
国
の
違
法
な
侵
略
行
為
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
人
道
的
観
点
か
ら
す
べ
て
の
個
人
に
平
等
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
人
道
的
保
護
規
定
と
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
そ
れ
以
外
の
規
定
と
を
区

別
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
結
論
と
し
て
Ｉ
Ｈ
Ｌ
全
体
を
平
等
適

用
す
る
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
。

よ
り
実
際
的
に
Ｉ
Ｈ
Ｌ
遵
守
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
必

要
性
も
主
張
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
侵
略
国
と
断
定
さ
れ

た
国
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
基
づ
く
権
利
を
与
え
ず
義
務
の
み
を
遵
守
さ
せ



ウクライナ戦争が提起する国際人道法上の諸問題　4243　人道研究ジャーナルvol.12　 特集 国際人道法から見たロシア・ウクライナ戦争 侵略戦争における国際人道法の平等適用　42

る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
く
、
侵
略
国
に
も
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
遵
守
さ
せ
よ

う
と
す
る
と
、
紛
争
当
事
国
間
の
相
互
主
義
を
機
能
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
分
離
原
則
お
よ
び
Ｉ
Ｈ
Ｌ

の
平
等
適
用
原
則
に
は
、
一
応
の
実
定
法
上
の
根
拠
が
あ
り
、
そ
れ

を
支
え
る
実
質
的
必
要
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
条
約
規
定
や

判
例
・
学
説
が
認
め
る
「
原
則
」
は
極
め
て
一
般
的
な
立
場
の
宣
明
で

あ
っ
て
、
そ
の
射
程
、
具
体
的
義
務
の
内
容
、
義
務
の
性
格
（
絶
対
的

義
務
か
相
対
的
義
務
か
）
な
ど
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
両
原
則
を
必
要
と
す
る
実
質
的
理
由
に
は
説
得
力
が
あ
る
も

の
の
、
そ
れ
が
政
策
的
観
点
か
ら
必
要
性
を
証
明
す
る
に
と
ど
ま
る

の
か
、
さ
ら
に
進
ん
で
法
的
義
務
の
何
ら
か
の
根
拠
と
な
り
う
る
の

か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
の

分
離
原
則
や
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
平
等
適
用
原
則
は
、
経
験
的
に
実
現
が
望
ま

し
い
政
策
目
標
や
、法
的
な
意
味
が
あ
る
と
し
て
も
あ
る
種
の「
原
理
」

で
あ
っ
て
具
体
的
規
則
で
は
な
い
と
い
う
捉
え
方
も
可
能
か
も
し
れ

な
い

24

。そ
こ
で
、次
節
で
は
か
か
る
原
理
に
対
す
る「
あ
り
う
る
挑
戦
」

を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
分
離
が
ど
こ
ま

で
実
現
可
能
で
あ
る
の
か
、
分
離
を
前
提
と
し
た
両
法
の
関
係
性
に

つ
い
て
議
論
を
進
め
る
。

Ⅱ　

平
等
適
用
原
則
へ
の
挑
戦
？

以
上
の
よ
う
な
法
的
・
政
策
的
根
拠
に
よ
り
Ｊ
Ａ
Ｂ
／
Ｊ
Ｉ
Ｂ
分

離
原
則
が
定
説
で
あ
る
と
し
て
、
今
日
の
国
際
法
に
お
い
て
両
者
を

完
全
に
無
関
係
に
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
侵
略
国

に
不
利
な
差
別
適
用
、
被
害
国
に
つ
い
て
Ｉ
Ｈ
Ｌ
遵
守
義
務
を
緩
和

す
る
よ
う
な
優
遇
は
人
道
的
に
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
も
、
Ｊ
Ａ
Ｂ

上
の
合
法
／
違
法
性
が
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
適
用
に
お
い
て
何
の
影
響
も
与
え

な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑴
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
同
時
適
用
原
則

第
一
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
分
離
原
則
の
下

で
も
、
両
者
が
同
時
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
武
力
紛
争

の
「
発
生
」
そ
の
も
の
を
規
律
す
る
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
武
力
紛
争
「
中
」
の
戦
闘

行
為
を
規
律
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｂ
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
時
間
的
に
区
別
し

て
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
武
力
紛
争
中
の
行
為
は
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
み

な
ら
ず
Ｊ
Ａ
Ｂ
に
よ
っ
て
も
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
核
兵
器
意
見
は
、「
自
衛
の
法
の
下
で
均
衡
し
た
武
力

の
行
使
は
、
合
法
と
な
る
た
め
に
は
、
武
力
紛
争
法
の
要
件
、
特
に

人
道
法
の
原
則
と
規
則
の
要
件
を
も
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
た

25

。
そ
の
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
で
の
訴
訟
・
勧
告
的
意
見
手
続
で

は
、
訴
訟
当
事
国
・
意
見
陳
述
国
の
主
張
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
の

判
決
に
お
い
て
も
、
同
一
の
軍
事
行
動
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
上
の
評

価
と
自
衛
に
関
す
る
法
（
Ｊ
Ａ
Ｂ
）
に
関
す
る
評
価
を
併
存
さ
せ
て
い

る
事
例
が
多
い

26

。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
二
月
の
コ
ン
ゴ
領
域
武
力

活
動
事
件
の
賠
償
判
決
は
、
ウ
ガ
ン
ダ
が
賠
償
義
務
を
負
う
対
象
に

は
、「
国
際
人
道
法
ま
た
は
人
権
法
上
の
義
務
違
反
を
伴
わ
な
い
と
し

て
も
、
ウ
ガ
ン
ダ
に
よ
る
す
べ
て
の
Ｊ
Ａ
Ｂ
違
反
と
十
分
な
直
接
因

果
関
係
を
も
つ
文
民
の
移
送
」
が
含
ま
れ
る
と
明
言
し
た

27

。

Ｊ
Ａ
Ｂ
が
武
力
紛
争
継
続
中
に
も
機
能
し
続
け
る
と
い
う
原
則

は
、
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
、
必
要
性
と
均
衡
性
の
範
囲
で
の
み
自
衛

が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
は
、「
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
規
則
の
適
用
は
武
力
紛
争

の
発
生
ま
で
に
限
ら
れ
、
国
家
が
ひ
と
た
び
武
力
紛
争
に
従
事
す
る

と
、
武
力
紛
争
法
と
中
立
法
の
規
則
に
の
み
規
律
さ
れ
る
」
と
の
立

場
が
真
剣
に
主
張
さ
れ
て
い
た

28

。
そ
う
し
た
主
張
で
強
調
さ
れ
た
の

は
、
戦
略
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
戦
術
的
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
判
断
を
行
う
こ
と
は
難
し
く
、
現
場
の
軍
隊
指

揮
官
に
そ
の
よ
う
な
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
必
要
性
や
均
衡
性
の
判
断
を
求
め

る
こ
と
が
現
実
的
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た

29

。
し
か
し
、
現

在
進
行
中
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
判
断
が
可
能
で
あ

る
か
、
可
能
で
あ
る
と
し
て
ど
の
レ
ベ
ル
の
指
揮
官
に
よ
り
判
断
さ

れ
う
る
の
か
は
、
武
力
紛
争
の
規
模
や
現
に
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
る

政
治
的
・
地
理
的
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｊ

Ａ
Ｂ
上
の
判
断
が
即
時
的
に
可
能
な
紛
争
も
あ
る
し
、
そ
れ
が
不
可

能
な
紛
争
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
Ｊ
Ａ
Ｂ

と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
に
お
い
て
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
均
衡
性
や
（
軍
事
的
）
必

要
性
と
い
っ
た
語
が
混
同
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
同
時
適
用
は
、
あ
く
ま
で
も
分
離
原
則
を
前
提

と
し
て
お
り
、
両
者
の
融
合
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
点
は
強
調

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

30

。

⑵
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

こ
の
よ
う
に
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
が
同
時
に
適
用
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ

ら
が
融
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
法
間
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
は
、
両
法

が
「
独
立
に
機
能
す
る
」
と
い
う
一
般
的
原
則
を
示
す
以
上
の
説
明
は

な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
両
法

が
し
ば
し
ば
「
関
係
し
う
る
」
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
31

。平
時
と
戦
時
の
二
元
的
理
解
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
が
相

互
排
他
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
今
日
で
は
支
持
さ
れ
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て
い
な
い
。
そ
れ
に
か
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
関
連
付
け
が
あ
り
う
る

だ
ろ
う
か
。
藤
田
久
一
は
、「
平
等
適
用
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
支
配
の
終
わ

る
範
囲
で
終
わ
り
、
そ
れ
以
外
の
範
囲
で
は
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
規
範
（
侵
略
国

差
別
）
が
妥
当
す
る
」
と
指
摘
し
、
両
者
の
範
囲
の
区
別
基
準
と
し
て

「
時
間
（
時
期
）
的
区
別
」
に
注
目
し
て
い
る

32

。
す
な
わ
ち
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の

平
等
適
用
の
妥
当
す
る
武
力
紛
争
中
（duranto bello

）
と
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
差

別
適
用
が
妥
当
す
る
武
力
紛
争
後
（posto bellum

）
と
い
う
区
別
に
基

づ
き
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
多
く
の
規
定
は
武
力
紛
争
中
に
適
用
さ
れ
、
そ
の

効
果
も
紛
争
中
に
終
わ
る
た
め
、
そ
の
範
囲
で
平
等
適
用
が
作
用
す

れ
ば
十
分
で
あ
り
、
他
方
で
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
差
別
適
用
は
紛
争
中
に
は
提

起
さ
れ
ず
、
紛
争
後
に
問
題
に
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る
見
方

で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
は
、
藤
田
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
重
大

な
弱
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
紛
争
中
と
紛
争
後
の
区
別
は
技
術
的
に

難
し
く
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
中
に
は
軍
事
行
動
終
了
後
も
、
さ
ら
に
平
和
条

約
締
結
後
も
適
用
さ
れ
続
け
る
規
則
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
現

実
的
に
、
紛
争
中
か
ら
同
時
並
行
的
に
Ｊ
Ａ
Ｂ
の
評
価
が
法
的
に
議

論
さ
れ
る
実
例
も
あ
る

33

。
長
期
に
わ
た
る
武
力
紛
争
や
軍
事
占
領
に

お
い
て
、
紛
争
・
占
領
「
終
結
後
」
で
な
く
と
も
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
に
よ
る
評

価
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う

な
紛
争
・
占
領
の
「
終
結
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
よ

り
本
質
的
に
は
、
紛
争
中
に
侵
略
国
が
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
正
な
適
用
か
ら

享
受
し
た
利
益
ま
た
は
犠
牲
国
に
よ
る
違
反
の
効
果
を
、
差
別
適
用

が
妥
当
す
る
紛
争
後
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
も
答
え

が
見
出
せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
紛
争
中
と
紛
争
後
を
区
別
す
る
こ
と

で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
同
時
適
用
を
前
提
と
し
て
、
平
等
適
用
の
妥

当
す
る
範
囲
と
そ
う
で
な
い
範
囲
を
、
個
々
の
ル
ー
ル
の
性
質
に
基

づ
い
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
う
る
。例
え
ば
ク
ィ

ン
シ
ー
・
ラ
イ
ト
は
、
違
法
に
武
力
に
訴
え
た
国
は
占
領
、
軍
隊
の

破
壊
、
外
国
財
産
押
収
な
ど
交
戦
国
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
軍
事
的
必
要
性
に
基
づ
く
破
壊
行
為
の
正
当
化
は
一
切
で
き

な
い
と
し
つ
つ
、
交
戦
国
に
課
さ
れ
る
義
務
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
主
張
し
た

34

。
ま
た
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ン
は
「
許
容
」
規
範

と
「
禁
止
」
規
範
を
区
別
し
、
侵
略
国
に
は
「
禁
止
」
規
範
の
み
が
適
用

さ
れ
、
被
害
国
に
は
両
方
の
規
範
が
適
用
さ
れ
る
と
整
理
し
た

35

。
こ

れ
ら
は
違
法
か
ら
法
は
生
じ
な
い
と
い
う
法
諺
を
違
法
な
戦
争
に
お

い
て
具
現
化
し
た
主
張
で
あ
る
が
、
侵
略
国
が
権
利
を
得
ず
義
務
の

み
を
負
う
、
利
益
を
許
容
さ
れ
ず
禁
止
義
務
に
の
み
従
う
と
す
る
前

提
に
は
現
実
性
が
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｈ
Ｌ
上
の
各
規
範

間
に
は
相
互
連
関
が
あ
り
、
権
利
と
義
務
を
分
離
す
る
こ
と
、
許
容

規
範
と
禁
止
規
範
を
分
離
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
も
不
可
能
だ
と
批

判
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
含
ま
れ
る
規
則
の
不
可
分
性
を
考
え
る
と
、

平
等
適
用
さ
れ
る
べ
き
人
道
的
規
則
と
侵
略
国
に
は
適
用
さ
れ
な
い

そ
れ
以
外
の
規
則
と
を
区
別
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
に
も
現
実
性
が

な
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
が
同
一
の
武
力
行
使
に
関
し
て
、

同
時
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
両
者

間
の
調
整
原
理
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
結
局
両
者
が
独
立
に
別

次
元
で
機
能
し
て
い
る
と
い
う
「
説
明
」
が
な
さ
れ
る
よ
り
他
な
い
状

況
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
、
例
え
ば
Ｉ
Ｈ
Ｌ
上
許
容
さ
れ

う
る
交
戦
行
為
を
侵
略
行
為
が
と
っ
た
場
合
に
、
そ
の
効
果
を
限
定

的
と
は
い
え
認
め
る
べ
き
な
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
侵
略
行
為
の

一
部
と
し
て
い
か
な
る
効
果
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
、と
い
っ

た
現
実
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
ア
カ
ウ

ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
紛
争
終
結
を
待
た
ず
武
力
紛
争
中
か
ら
問
わ
れ
る

今
日
の
法
的
環
境
に
お
い
て
、
ま
た
現
代
の
武
力
紛
争
の
よ
う
に
局

地
的
な
戦
況
の
有
様
や
、
そ
れ
が
紛
争
全
体
の
文
脈
の
中
で
持
つ
意

味
が
周
知
さ
れ
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
・
Ｊ
Ｉ
Ｂ
双
方
の
観
点
か
ら
外
部
的
な
法

的
評
価
が
日
々
容
易
に
行
わ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
理

論
的
に
不
十
分
な
説
明
が
現
実
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
問

題
と
な
り
得
る
点
を
例
示
し
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

⑶
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る（
潜
在
的
）問
題

（
ａ
） 

占
領
国
と
し
て
の
権
利

原
則
と
し
て
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
平
等
適
用
が
好
ま
し
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

侵
略
国
が
得
る
べ
き
で
は
な
い
Ｉ
Ｈ
Ｌ
上
の
「
果
実
」
と
し
て
特
に
否

定
的
に
言
及
さ
れ
る
の
が
、
占
領
地
に
お
け
る
「
占
領
国
の
権
利
」
で

あ
る

36

。
Ｉ
Ｈ
Ｌ
以
外
の
法
的
尺
度
に
よ
る
評
価
が
現
実
的
に
は
困
難

な
戦
闘
地
域
と
異
な
り
、
比
較
的
安
定
し
た
占
領
状
態
に
お
け
る
占

領
軍
の
措
置
は
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
法
的
評
価
、
特
に
Ｊ
Ａ
Ｂ
の

必
要
性
・
均
衡
性
要
件
に
基
づ
く
評
価
の
対
象
と
な
り
や
す
い
。

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
の
下
で
、
占
領
国
は
、「
占
領
軍
の
需
要
の
た
め
」

現
品
徴
発
や
課
役
を
課
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
五
二
条
）、「
敵
国
に

属
し
か
つ
占
領
地
に
在
る
」
公
有
財
産
や
不
動
産
を
管
理
す
る
こ
と

（
五
五
条
）、
お
よ
び
「
作
戦
動
作
に
供
し
う
る
国
有
動
産
」
を
押
収
す

る
こ
と
（
五
三
条
）
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
占
領

地
住
民
の
利
益
で
は
な
く
、
占
領
国
自
体
の
利
益
・
必
要
性
に
基
づ

い
て
認
め
ら
れ
る
「
権
利
」
を
侵
略
国
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い

て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
資
源
や
穀

物
の
徴
発
ま
た
は
押
収
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
み
に
依
拠
し
て
法
的
に
許
容

さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
は
、
占
領
開
始
直
後
か
ら

問
題
に
な
り
得
る
が
、
占
領
が
長
期
化
し
、
占
領
状
況
が
安
定
的
に

推
移
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
問
題
と
な
り
う
る
。
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そ
も
そ
も
占
領
法
は
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
領
域
統

治
の
正
当
性
が
決
定
的
な
影
響
を
有
す
る
法
分
野
で
あ
る
。
エ
リ
ト

リ
ア
・
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
や
ナ
ゴ
ル
ノ
・
カ
ラ
バ
フ
戦
争
で
も
問
題

に
な
っ
た
よ
う
な
係
争
地
域
の
占
領
の
場
合
や
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ

イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
ド
ン
バ
ス
地
域
の
よ
う
に
外
国
軍
進
駐
へ
の「
領

域
国
に
よ
る
同
意
」
の
正
当
性
が
問
わ
れ
る
場
合
に
は
、
占
領
法
の

適
用
可
能
性
そ
の
も
の
が
Ｊ
Ａ
Ｂ
等
の
外
部
的
規
準
に
よ
っ
て
評
価

さ
れ
る
と
い
う
直
接
的
関
係
が
生
じ
る

37

。

（
ｂ
） 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
文
民
の
「
付
随
的
」
損
害

Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
に
お
い
て
侵
略
国
ロ
シ
ア
の
「
軍
事
的
利
益
」
を

認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
よ
り
困
難
な
問
題
と
な
る
の
は
、
ロ

シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
生
じ
る
付

随
的
損
害
の
問
題
で
あ
る
。
紛
争
当
事
国
が
達
成
を
許
さ
れ
る
軍
事

的
利
益
は
「
敵
の
軍
事
力
を
弱
め
る
」
た
め
に
「
で
き
る
だ
け
多
数
の

戦
闘
員
を
戦
闘
外
に
置
く
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
攻
撃
に
あ

た
っ
て
「
紛
争
当
事
者
は
、
…
文
民
た
る
住
民
と
戦
闘
員
と
を
、
ま
た
、

民
用
物
と
軍
事
目
標
と
を
常
に
区
別
し
、
及
び
軍
事
目
標
の
み
を
軍

事
行
動
の
対
象
と
す
る
」
義
務
を
課
さ
れ
る
（
第
一
追
加
議
定
書
四
八
条
）。

他
方
で
、
戦
闘
員
・
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
が
文
民
た
る
住
民
に
一
定

の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
違
法
で
は
な
く
、「
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か

つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
と
の
比
較
に
お
い
て
」、
過
度
で
は
な
い
文

民
・
民
用
物
へ
の
巻
き
添
え
の
死
傷
・
損
傷
は
法
的
に
許
容
さ
れ
る
（
同

五
七
条
二
項
⒜
ⅲ
、
⒝
）。

も
ち
ろ
ん
、
占
領
の
よ
う
な
安
定
的
状
況
と
異
な
り
、
戦
争
の
霧

（fog of w
ar

）
の
中
で
個
々
の
攻
撃
目
標
選
択
や
戦
闘
方
法
の
選
択
に

お
い
て
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
違
法
性
を
加
味
す
る
こ
と
、
特
に
付
随
的
損
害

と
比
較
さ
れ
る
「
軍
事
的
利
益
」
の
程
度
を
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
関
連
付
け
て
措

定
す
る
こ
と
に
は
、
実
務
上
大
き
な
困
難
を
伴
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、

前
述
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
報
告
書
が
指
摘
し

た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
区
別
原
則
違
反
が

38

、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
上
許
容
さ
れ
る
は

ず
の
ロ
シ
ア
側
に
よ
る
付
随
的
損
害
に
比
べ
て

39

、
よ
り
批
判
さ
れ
に

く
い
状
況
も
生
じ
て
い
る
。
直
接
的
に
、
侵
略
国
ロ
シ
ア
は
文
民
の

「
付
随
的
損
害
」
を
正
当
化
し
得
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
が
、
文
民
の
巻
き
添
え
を
最
小
化
す
る
た
め
に
本
来
で
あ
れ
ば
攻

撃
側
と
防
御
側
が
平
等
に
負
っ
て
い
る
は
ず
の
予
防
措
置
を
と
る
義

務
が
、
平
等
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
が
生
ま
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い

40

。

（
ｃ
）
自
由
権
規
約
委
員
会
一
般
的
意
見
三
六

自
由
権
規
約
委
員
会
は
二
〇
一
九
年
に
生
命
権
に
関
す
る
一
般

的
意
見
三
六
を
発
表
し
た
が

41

、
そ
の
七
〇
段
落
が
議
論
を
呼
ん
だ

42

。

同
段
落
は
、
侵
略
行
為
の
帰
結
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
中

で
、「
国
際
法
が
定
義
す
る
侵
略
行
為
に
従
事
す
る
締
約
国
が
生
命
の

剥
奪
を
引
き
起
こ
す
と
き
に
は
、
そ
れ
はipso facto

に
（
そ
の
事
実
に
よ

り
当
然
に
）
六
条
違
反
で
あ
る
」
と
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
意
見

の
別
の
箇
所
（
六
四
段
落
）
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
と

生
命
権
の
関
係
は
相
互
補
完
的
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
従
っ
た
致
死
的
力
の
行
使
は
一
般
的
に
恣
意
的
な

生
命
の
剥
奪
と
は
な
ら
な
い
（
規
約
六
条
違
反
と
は
な
ら
な
い
）
の
に
対

し
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
合
致
し
な
い
そ
れ
は
、
六
条
違
反
の
恣
意
的
生
命

剥
奪
と
み
な
さ
れ
る
と
の
理
解
で
あ
る

43

。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

今
日
で
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
と
人
権
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
特
別
法
優
先
原

則
に
基
づ
い
た
説
明
は
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、ま
た「
一
般
的
に
」

と
い
う
限
定
を
伴
う
こ
と
で
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
合
致
し
た
行
為
で
あ
っ
て

も
規
約
六
条
違
反
と
な
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る

44

。
し
か
し
基
本

的
に
は
、
本
意
見
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
核
兵
器
意
見
が
述
べ
た
武
力
紛
争
時
の

生
命
権
保
障
の
理
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
本
意
見
が
問
題
と
さ
れ
た

の
は
、
六
四
段
落
で
示
さ
れ
た
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
〇
段
落

で
は
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
遵
守
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
ず
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
合
致
し

た
も
の
で
あ
っ
て
も
侵
略
戦
争
に
お
け
る
行
為
が
当
然
に
す
べ
て
生

命
権
の
侵
害
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

45

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

侵
略
国
は
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
遵
守
し
て
も
す
べ
て
の
害
敵
行
為
に
つ
い
て
生

命
権
侵
害
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
遵
守
す
れ
ば
生
命

権
侵
害
が
問
わ
れ
な
い
侵
略
被
害
国
と
の
間
に
、
生
命
権
の
保
障
を

通
じ
た
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
「
差
別
適
用
」
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念

が
生
じ
た
。
ま
た
、
か
か
る
差
別
適
用
に
よ
り
侵
略
国
の
Ｉ
Ｈ
Ｌ
遵

守
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
失
わ
れ
る
と
い
う
懸
念
が
こ
こ
で
も
示
さ
れ

た
46

。さ
ら
に
、
一
般
的
意
見
起
草
の
過
程
に
お
い
て
、
コ
メ
ン
ト
を
求

め
ら
れ
た
多
く
の
国
が
こ
の
段
落
に
反
発
し
た

47

。
そ
こ
で
は
、
Ｊ

Ａ
Ｂ
の
解
釈
が
規
約
人
権
委
員
会
の
管
轄
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、

自
由
権
規
約
の
域
外
適
用
そ
の
も
の
へ
の
疑
念
に
加
え
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
、

Ｊ
Ａ
Ｂ
お
よ
び
人
権
規
約
の
「
規
範
相
互
の
独
立
性
」
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
ド
イ
ツ
は
「
侵
略
行
為
に
お
い
て
人
権
侵
害
が
生
じ
る
と

し
て
も
、
国
際
法
上
の
責
任
の
十
分
な
追
及
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
レ
ジ
ー
ム
の
間
の
明
確
な
区
別
が
重
視
さ
れ
る
べ

き
だ
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る

48

。
し
か
し
他
方
で
、
武
力
紛
争
時
に

は
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
み
が
適
用
法
規
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
批
判
は
ロ

シ
ア
が
示
し
た
の
み
で
あ
り

49

、
Ｊ
Ａ
Ｂ
、
Ｊ
Ｉ
Ｂ
、
人
権
法
の
「
同
時
」

か
つ
「
相
互
独
立
の
」
適
用
の
帰
結
や
、
各
規
範
間
の
調
和
の
あ
り
方

に
つ
い
て
明
確
な
立
場
を
示
す
国
は
な
か
っ
た
。
一
般
的
意
見
三
六

に
対
す
る
諸
国
家
の
態
度
か
ら
示
さ
れ
る
の
は
、
一
方
で
国
際
法
の

相
互
関
連
性
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ

Ｂ
ま
た
は
人
権
法
の
規
範
間
の
独
立
性
が
ど
の
程
度
維
持
さ
れ
る
べ

き
か
に
つ
い
て
定
見
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
近
年
定
義
が
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定
着
し
た
と
は
言
う
も
の
の
侵
略
行
為
の
法
的
帰
結
に
関
し
て
多
く

の
不
明
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
分
離
原
則
お
よ
び
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
平
等
適
用
原

則
は
、
一
般
的
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
一
条
と
第
一
追
加

議
定
書
前
文
、
お
よ
び
国
家
実
行
な
ど
に
法
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。

他
方
で
、
今
日
の
国
際
法
に
お
い
て
は
、
武
力
紛
争
時
に
適
用
さ
れ

る
規
範
は
Ｉ
Ｈ
Ｌ
に
限
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
Ｊ
Ａ
Ｂ
や
国
際
人
権

法
な
ど
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
か
つ
そ

れ
ら
の
間
の
「
調
和
的
」
解
釈
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
と
他
の
考
慮
と
を
、
特
に
個
人
の
保
護
と
切
り
離
す

べ
き
違
法
な
武
力
行
使
に
関
す
る
国
家
の
責
任
と
を
関
係
づ
け
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
分
離
原
則
に
は
、
政
策
的
観
点
か
ら
十
分
か
つ

説
得
的
な
妥
当
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
最
近
の
動
向
は
、
多
く

の
国
が
、
そ
の
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
に
関
す
る
分
離
の
「
原
理
」
を
法
的

観
点
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
し
か
し
、
武
力
紛
争
時
に
お
い
て
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
分
離

を
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
両
法
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い

う
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
問
題
は
、
統
合
的
な
説
明
が
で
き
な
い
ま

ま
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
か
か
る
不
明
確
さ
が
実
際
的
な
問

題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
は
潜
在
し
続
け
て
い
る
。
ロ
シ
ア
・
ウ
ク

ラ
イ
ナ
戦
争
の
よ
う
な
、
明
白
な
侵
略
戦
争
に
お
い
て
は
特
に
そ
の

可
能
性
は
高
ま
り
、
実
際
に
、
若
干
の
法
的
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
現
実
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
は
、
そ

う
し
た
法
的
整
合
性
を
追
究
す
る
必
要
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ

れ
が
経
験
的
に
学
ん
で
き
た
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
分
離
の
重
要
性
が

再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
シ
ア
は
開
戦
当
初
よ
り
、「
特
別

軍
事
作
戦
」
と
し
て
行
わ
れ
る
自
国
の
軍
事
行
動
の
正
当
性
を
主
張

し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
「
戦
争
（
武
力
紛
争
）」
で
は
な
い
と
い
う
自

己
評
価
は
、
主
と
し
て
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
非
難
を
免
れ
る
目
的
で
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
戦
争
目
的
」
の
正
当
性
に
基
づ
く
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の

部
分
的
不
適
用
や
恣
意
的
拡
張
解
釈
、
ひ
い
て
は
自
国
に
有
利
な
差

別
適
用
の
基
盤
と
な
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
二
〇
二
二
年
一
〇
月
、
ロ
シ
ア
は
、
軍
事
目
標
で
あ
る
ケ
ル
チ

海
峡
橋
へ
の
攻
撃
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
る
「
テ
ロ
」
と
み
な
し

50

、
そ

れ
に
対
す
る
「
報
復
」
と
し
て
無
差
別
攻
撃
を
行
っ
た

51

。
ロ
シ
ア
の

こ
う
し
た
行
為
は
、
無
差
別
攻
撃
の
禁
止
、
恐
怖
を
広
め
る
た
め
の

暴
力
行
為
と
威
嚇
の
禁
止
、
文
民
に
対
す
る
復
仇
の
禁
止
と
い
っ
た

Ｉ
Ｈ
Ｌ
（
第
一
追
加
議
定
書
）
上
の
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
当
該
橋
が
軍
事
目
標
で
あ
り
う
る
こ
と
に
触

れ
ず
そ
れ
へ
の
攻
撃
を
犯
罪
行
為
で
あ
る
「
テ
ロ
」
と
見
な
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
事
態
の
主
観
的
評
価
に
基
づ
い
て
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
枠
組

を
逸
脱
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
危
険
な
差
別
適
用
的
姿
勢
は
、
一
部
の
西
側
論
者
の
主

張
に
も
み
ら
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
Ｊ
Ａ
Ｂ
上
の
責
任
を
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用

に
密
接
に
結
び
つ
け
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
違
反
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
戦
闘
員
へ
の
攻
撃
」
も
す
べ
て
が
戦
争
犯
罪
に
該
当

す
る
と
の
主
張
や
、「
強
制
的
に
動
員
さ
れ
た
ロ
シ
ア
兵
も
ま
た
犠
牲

者
」
と
み
な
す
論
者
も
あ
る
か
ら
で
あ
る

52

。

こ
れ
ら
の
主
張
が
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
適
用
確
保
を
大
い
に
妨
げ
、
さ
ら

に
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
規
範
体
系
そ
の
も
の
を
溶
解
さ
せ
う
る
動
き
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｊ
Ａ
Ｂ
と
Ｊ
Ｉ
Ｂ
の
「
正
し
い
」
関
係
性
が
見

出
せ
な
い
間
は
、
両
者
を
分
離
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
く
こ

と
が
最
適
解
で
あ
る
と
い
う
経
験
則
が
あ
ら
た
め
て
裏
付
け
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

注1　

本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
同
志
社
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期

課
程
の
佐
々
木
絃
氏
に
調
査
を
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
た
い
。
た
だ
し
本
稿
に
お
け
る
す
べ
て
の
誤
り
は
筆
者
一
人
の
責

任
で
あ
る
。

２　

戦
争
法
、
武
力
紛
争
法
、
国
際
人
道
法
（
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）
の
語
が
今
日
で

は
ほ
ぼ
相
互
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
以
降
は
Ｉ
Ｈ

Ｌ
の
語
を
用
い
る
。
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
今
日
で
は
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
グ
法
と
ジ
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る
者
に
敵
対
行
為
（conduct of hostilities

）
に
直
接

参
加
す
る
権
利
を
認
め
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
者
が
軍
事
目
標
に
な
る

こ
と
を
許
容
し
て
い
る

１

。
ま
た
、
文
民
を
攻
撃
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
当
事
国
に
義
務
付
け
る
と
共
に

２

、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る

文
民
が
そ
の
よ
う
な
保
護
を
喪
失
す
る
こ
と
も
定
め
る

３

。
さ
ら
に
、

敵
の
支
配
下
に
陥
っ
た
者
の
取
扱
い
も
捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
認
め

る
か
に
応
じ
て
異
な
る
規
律
を
課
し
て
い
る

４

。
本
戦
争
の
参
加
者

の
行
為
と
、
拘
束
さ
れ
た
後
の
処
遇
を
法
的
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、

各
人
の
地
位
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
関
連
規
則
を
確
認
し
た
上
で
（
第
Ⅰ
節
）、
本

戦
争
の
参
加
者
の
地
位
を
整
理
す
る
（
第
Ⅱ
節
）。
そ
の
上
で
、
本
件

に
お
け
る
捕
虜
、
抑
留
者
の
地
位
が
問
題
に
な
る
局
面
で
の
両
国
の

ロ
シ
ア
＝
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
参
加
す
る
者
の
国
際
人
道
法
上
の
地
位

石
井
由
梨
佳

防
衛
大
学
校
人
文
社
会
科
学
群　

准
教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争



ロシア＝ウクライナ戦争に参加する者の国際人道法上の地位　5455　人道研究ジャーナルvol.12　 特集 国際人道法から見たロシア・ウクライナ戦争 ロシア＝ウクライナ戦争に参加する者の国際人道法上の地位　54

対
応
を
検
討
す
る
（
第
Ⅲ
節
）。

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
一
九
〇
七
年
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
、

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
三
条
約
（
Ｇ
Ｃ
Ⅲ
）、
一
九
七
七
年
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
条
約
第
一
追
加
議
定
書
（
Ａ
Ｐ
Ｉ
）
の
当
事
国
で
あ
る

５

。
ま
た
、

ロ
シ
ア
は
一
九
八
九
年
の
傭
兵
の
募
集
、
使
用
、
資
金
提
供
お
よ
び

訓
練
に
反
対
す
る
国
際
条
約
（
傭
兵
禁
止
条
約
）
に
入
っ
て
い
な
い
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
は
同
条
約
の
当
事
国
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
が
支
配
し
て
い

る
地
域
に
お
い
て
は
そ
の
適
用
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
国
連
事
務
総
長
に
通
知
し
て
い
る

６

。
両
国
と
も
国
際
刑
事
裁
判
所

（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
規
程
の
当
事
国
で
は
な
い
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
二
〇
一
四

年
二
月
二
〇
日
以
降
同
国
領
域
内
で
生
じ
た
犯
罪
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
管
轄
権
を
受
諾
し
て
い
る
。

Ⅰ　

国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
自
然
人

の
法
的
地
位

⑴
戦
闘
員

戦
闘
員
と
は
、
衛
生
要
員
及
び
宗
教
要
員
を
除
い
た
紛
争
当
事
国

に
属
す
る
軍
隊
（arm

ed forces

）
の
構
成
員
と
、
群
民
兵
（levée en masse

）

の
構
成
員
で
あ
る

７

。
ま
た
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
は
軍
隊
に
編
入
さ
れ
て

い
な
い
民
兵
と
義
勇
兵
で
あ
っ
て
所
定
の
条
件
を
満
た
す
者
に
戦
闘

員
資
格
を
認
め
る

８

。

軍
隊
の
定
義
は
、
国
際
法
上
は
確
立
し
て
い
な
い
。
Ａ
Ｐ
Ｉ
は
、

部
下
の
行
動
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
司
令
部
の
下
に
あ
る
、
組
織
さ

れ
及
び
武
装
し
た
兵
力
、
集
団
及
び
部
隊
で
あ
り
、
内
部
規
律
が
及

ん
で
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
各
国
が
そ
れ
を
軍
隊
と
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
定
め
る

９

。
Ａ
Ｐ
Ｉ
は
、
軍
隊
に
編
入
さ
れ
て
い
な
い
民
兵

や
義
勇
兵
が
、
Ｇ
Ｃ
Ⅲ
四
条
に
基
づ
い
て
捕
虜
と
な
る
権
利
を
害
す

る
も
の
で
は
な
い

10

。

⑵
文　
民

文
民
と
は
、
戦
闘
員
の
地
位
を
享
受
す
る
部
類
の
い
ず
れ
に
も
属

し
な
い
者
を
い
う

11

。
文
民
で
あ
る
か
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
場
合
に

は
、
文
民
と
み
な
す

12

。
文
民
は
敵
対
行
為
に
参
加
す
る
権
利
は
持
た

な
い
。
直
接
に
敵
対
行
為
に
参
加
し
た
場
合
は
そ
の
保
護
を
喪
失
す

る
13

。紛
争
当
事
国
の
国
民
で
は
な
い
が
報
酬
目
的
で
戦
闘
に
参
加
す
る

傭
兵
（m

ercenary

）
も
、
戦
闘
員
や
捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
持
た
な
い

14

。

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
傭
兵
が
敵
対
行
為
に
参
加
し

て
い
な
い
場
合
に
は
文
民
保
護
を
享
受
す
る
と
し
て
い
る

15

。

⑶
捕
虜
と
抑
留
者

戦
闘
に
参
加
す
る
と
き
に
い
か
な
る
地
位
に
あ
る
か
で
、
敵
の
支

配
下
に
陥
っ
た
と
き
の
拘
束
の
法
的
根
拠
、
待
遇
、
釈
放
条
件
等
が

異
な
る

16

。

戦
闘
員
は
捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
享
受
す
る

17

。
捕
虜
は
戦
闘
員

と
し
て
行
っ
た
適
法
な
敵
対
行
為
に
つ
い
て
の
訴
追
を
免
れ
る
。
し

か
し
国
際
刑
事
法
の
違
反
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
な
い
。
捕
虜
抑
留

の
目
的
は
、
懲
罰
で
は
な
く
、
敵
の
戦
闘
員
を
敵
対
行
為
に
参
加
さ

せ
な
い
よ
う
に
し
、
更
な
る
戦
闘
を
防
止
す
る
点
に
あ
る

18

。
そ
の
た

め
、
関
連
条
約
は
捕
虜
が
不
当
な
待
遇
を
受
け
な
い
よ
う
に
様
々
な

義
務
を
当
事
国
に
課
し
て
い
る
。

な
お
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
で
は
、
戦
闘
員
は
攻
撃
又
は
攻
撃
の
準
備
の
た
め

の
軍
事
行
動
を
行
っ
て
い
る
間
、
自
ら
と
文
民
と
を
区
別
す
る
義
務

を
負
う
と
定
め
る

19

。
そ
れ
が
で
き
な
い
状
況
が
あ
る
場
合
、
交
戦
の

間
と
、
自
己
が
参
加
す
る
攻
撃
に
先
立
つ
軍
事
展
開
中
に
敵
に
目
撃

さ
れ
て
い
る
間
に
、
武
器
を
公
然
と
携
行
す
る
義
務
を
負
う

20

。
し
か

し
こ
の
義
務
を
怠
り
、
紛
争
当
事
者
の
権
力
内
に
陥
っ
た
戦
闘
員
は
、

捕
虜
と
な
る
権
利
を
失
う

21

。
も
っ
と
も
、
当
事
国
は
捕
虜
に
与
え
る

保
護
と
同
等
の
も
の
を
そ
の
者
に
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

22

。
ま
た
、

Ｇ
Ｃ
Ⅲ
は
軍
隊
随
伴
者
や
紛
争
当
事
国
の
商
船
の
乗
組
員
な
ど
、
一

部
の
文
民
に
つ
い
て
捕
虜
資
格
を
認
め
る

23

。

他
方
で
、
敵
対
行
為
に
参
加
し
て
保
護
を
喪
失
し
た
文
民
や
傭

兵
は
、
抑
留
者
と
し
て
当
該
国
の
法
あ
る
い
は
国
際
刑
事
法
に
基
づ

き
責
任
を
問
わ
れ
得
る
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
全
て
の
者

は
人
道
的
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
適
当
な
拘
禁
条
件
の
下
で
、

必
要
と
す
る
医
療
及
び
そ
の
地
位
に
応
じ
た
司
法
的
又
は
手
続
的
保

障
を
享
受
す
る

24

。

Ⅱ　

参
加
者
の
地
位

以
上
を
踏
ま
え
て
、
ロ
シ
ア
＝
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
参
加
者
ら
が

ど
の
よ
う
な
地
位
を
有
す
る
の
か
を
検
討
す
る
。

⑴
ロ
シ
ア
側

（
１
）
ロ
シ
ア
軍
の
構
成
員

ロ
シ
ア
連
邦
軍
は
、
国
防
省
直
轄
の
軍
隊
と
、
安
全
保
障
会
議
直

轄
の
準
軍
事
組
織
等
か
ら
成
る
。
前
者
は
、
陸
軍
、
海
軍
、
航
空
宇

宙
軍
と
、
戦
車
ロ
ケ
ッ
ト
軍
、
空
挺
軍
の
独
立
兵
科
か
ら
成
る
も
の

で
、ソ
連
連
邦
軍
を
継
承
し
て
一
九
九
二
年
に
創
設
さ
れ
た
。
後
者
は
、

内
務
省
直
轄
で
あ
っ
た
国
家
親
衛
隊
を
大
統
領
が
議
長
を
務
め
る
安

全
保
障
会
議
の
直
轄
に
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
六
年
に
創
設
さ
れ
た
。

い
ず
れ
も
最
高
指
揮
官
は
大
統
領
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
＝
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
に
参
加
し
て
い
る
ロ
シ
ア
側
の
二
〇
二
二
年
二
月
時
点
の
戦
力

の
う
ち
、
約
一
九
万
人
が
国
防
省
直
轄
の
軍
隊
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
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構
成
員
は
戦
闘
員
と
捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
。

（
２
）
正
規
軍
に
属
さ
な
い
組
織
の
構
成
員

今
回
の
戦
争
で
は
、
ロ
シ
ア
の
民
間
軍
事
組
織
で
あ
る
「
ワ
グ
ネ

ル
・
グ
ル
ー
プ
」
が
、
東
部
地
方
の
戦
闘
に
、
ロ
シ
ア
人
や
シ
リ
ア

を
含
む
中
東
ア
フ
リ
カ
地
域
か
ら
の
外
国
人
要
員
を
約
二
万
人
派
遣

し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
グ
ル
ー
プ
は
二
〇
一
四
年
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
親
ロ
シ
ア
分
離
派
を
支
援
す
る
た
め
に
ロ
シ
ア

の
オ
リ
ガ
ル
ヒ
が
出
資
し
て
で
き
た

25

。
も
っ
と
も
、
こ
の
グ
ル
ー
プ

は
ロ
シ
ア
国
内
で
も
適
法
な
組
織
で
は
な
く
、
政
府
は
そ
の
存
在
を

正
式
に
は
認
め
て
い
な
い
。
他
方
で
、
同
グ
ル
ー
プ
の
戦
闘
行
動
に

つ
い
て
は
ロ
シ
ア
政
府
が
指
示
を
出
し
て
お
り
、
武
器
や
装
備
も
政

府
が
準
備
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

26

。

同
様
に
軍
に
所
属
し
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
政
府
の
各
部
局

の
指
示
の
下
で
サ
イ
バ
ー
活
動
を
し
て
い
る
組
織
が
あ
る
。
例
え
ば
、

FancyBear 

（A
PT28

） （
参
謀
本
部
情
報
総
局
（
Ｇ
Ｒ
Ｕ
））、CozyBear 

（A
PT29

） （
対
外
情
報
庁
（
Ｓ
Ｖ
Ｒ
））
な
ど
は
外
国
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
フ

ラ
等
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
し
て
い
る
と
い
う
。
民
間
組
織
も
国
家

の
支
援
、
指
揮
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
リ
サ
ー

チ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
始
め
と
す
る
「
ト
ロ
ー
ル
部
隊
」
に
よ
る
情

報
戦
も
あ
る
。

ワ
グ
ネ
ル
・
グ
ル
ー
プ
と
こ
れ
ら
の
軍
隊
に
所
属
し
な
い
サ
イ
バ
ー

部
隊
の
要
員
は
戦
闘
員
の
地
位
を
享
受
し
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
は
敵

対
行
為
に
参
加
し
て
い
る
限
り
は
文
民
保
護
を
享
受
せ
ず
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
拘
束
さ
れ
た
場
合
に
は
捕
虜
と
し
て
の
保
護
を
受
け
な
い
。

（
３
）
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
地
方
の
親
ロ
シ
ア
分
離
派

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
二
〇
〇
四
年
十
一
月
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
に

不
正
が
あ
っ
た
と
し
て
「
オ
レ
ン
ジ
革
命
」
が
生
じ
た
後
、
二
〇
〇
五

年
一
月
に
親
欧
派
の
ユ
シ
チ
ェ
ン
コ
大
統
領
が
政
権
を
掌
握
し
た
。

そ
れ
に
反
発
し
た
ド
ン
バ
ス
地
方
の
親
露
派
が
中
央
政
権
へ
の
抵
抗

運
動
を
開
始
し
た
。

さ
ら
に
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
親
露
派
の
ヤ
ヌ
コ
ビ
ッ
チ
大
統

領
が
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
と
の
協
力
協
定
の
署
名
を
先
送
り
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
こ
と
に
市
民
が
反
発
し
、
二
〇
一
四
年
二
月
に
右
派

勢
力
の
一
部
が
キ
ー
ウ
政
府
の
建
物
を
占
拠
す
る
「
マ
イ
ダ
ン
革
命
」

が
生
じ
た
。
ヤ
ヌ
コ
ビ
ッ
チ
大
統
領
は
ロ
シ
ア
に
逃
亡
し
、同
年
六
月
、

代
行
の
ト
ゥ
ル
チ
ノ
フ
大
統
領
を
経
て
親
欧
派
の
ポ
ロ
シ
ェ
ン
コ
大

統
領
が
就
任
し
た
。
二
〇
一
四
年
三
月
以
降
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
リ

ミ
ア
併
合
が
お
き
、
続
い
て
ド
ネ
ツ
ィ
ク
、
ル
ハ
ン
シ
ク
を
含
む
東

部
地
域
で
ロ
シ
ア
や
親
露
独
立
派
と
の
抗
争
が
激
化
し
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
ド
ネ
ツ
ィ
ク
人
民
共
和
国
（
Ｄ
Ｎ
Ｒ
）、
ル
ハ
ン
シ
ク
人
民

共
和
国
（
Ｌ
Ｎ
Ｒ
）
が
独
立
を
宣
言
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
彼
ら
を
テ

ロ
組
織
と
し
て
指
定
し
て
い
る

27

。
他
方
で
、
ロ
シ
ア
は
二
〇
二
二
年

二
月
、
侵
攻
直
前
に
Ｄ
Ｎ
Ｒ
と
Ｌ
Ｎ
Ｒ
を
国
家
承
認
し
た

28

。

こ
れ
ら
の
「
共
和
国
」
は
そ
れ
ぞ
れ
部
隊
を
持
つ

29

。
し
か
し
こ
れ

ら
の
「
共
和
国
」
は
国
際
法
上
の
国
家
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ

て
そ
れ
ら
の
部
隊
構
成
員
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
関
係
で
は
、
非
国

際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
者
（fighters

）
に
と
ど
ま
り
、
戦
闘
員

と
捕
虜
と
し
て
の
地
位
は
享
受
し
な
い
。

（
４
）
ウ
ク
ラ
イ
ナ
占
領
地
域
に
お
い
て
ロ
シ
ア
軍
が
動
員
し
た
住
民

ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
、
南
部
の
占
領
地
域
に
お
い
て
、
地

元
住
民
を
ロ
シ
ア
軍
の
た
め
に
動
員
し
て
い
る

30

。
Ａ
Ｐ
Ｉ
四
三
条
一

項
は
軍
隊
の
構
成
員
の
国
籍
は
要
件
と
し
て
い
な
い
。
ロ
シ
ア
軍
に

編
入
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
は
、
戦
闘
員
及
び
捕
虜
と
し
て
の
地

位
を
享
受
す
る
。
た
だ
し
敵
軍
に
参
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
法
上
の
責
任
は
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
四
三
条
二
項
の
免
責
の
対
象
外
で

あ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
ら
の
住
民
が
ロ
シ
ア
軍
へ
の
編
入
を
経
ず
に

動
員
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
Ｄ
Ｎ
Ｒ
や
Ｌ
Ｎ
Ｒ
の
部
隊
に
組
み
込
ま

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
。
住
民
ら
が
敵
対
行
為
に
直

接
参
加
し
た
場
合
に
は
、
前
記
（
３
）
項
と
同
じ
扱
い
に
な
る
。

⑵
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側

（
１
）
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
構
成
員

①
概
要

ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
は
国
防
省
直
轄
の
正
規
軍
と
内
務
省
直
轄
の
準
軍

事
組
織
か
ら
成
る

31

。
正
規
軍
は
、
陸
軍
、
海
軍
、
空
軍
と
、
空
挺
部

隊
、
特
殊
作
戦
部
隊
か
ら
成
る
。
海
軍
は
沿
岸
部
の
防
衛
も
任
務
と

す
る
。
準
軍
事
組
織
は
、
国
家
親
衛
隊
（
邦
語
で
は
国
家
警
備
隊
と
も
表

記
さ
れ
る
）、
国
境
警
備
隊
、
領
土
防
衛
隊
な
ど
か
ら
成
る
。
国
境
警

備
隊
の
下
部
組
織
に
法
執
行
機
関
で
あ
る
沿
岸
警
備
隊
が
あ
る
。
準

軍
備
組
織
も
武
力
紛
争
時
に
は
正
規
軍
の
下
で
行
動
す
る

32

。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
は
一
九
九
一
年
に
独
立
し
た
後
、
一
九
九
六
年
に
憲
法
を
制
定

し
、
軍
に
対
す
る
文
民
統
制
を
確
立
し
て
い
る
。
な
お
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
は
徴
兵
制
を
と
る

33

。

前
述
し
た
よ
う
に
二
〇
一
四
年
以
降
、
東
部
の
分
離
派
が
活
発
化

し
た
と
こ
ろ
、
正
規
軍
が
そ
れ
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
政
府
は
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
と
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
）
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
一
連
の
軍
制
改
革
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、

同
国
は
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
人
道
法
に
関
す
る

諸
条
約
を
二
〇
一
五
年
に
批
准
し
た

34

。
本
稿
で
は
（
１
）
内
務
省
管
轄

の
国
家
親
衛
隊
の
拡
張
、（
２
）
市
民
の
組
織
的
抵
抗
運
動
の
取
り
込

み
、（
３
）
外
国
人
義
勇
兵
の
受
け
入
れ
を
通
じ
て
、
軍
を
強
化
し
た
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経
緯
を
追
う
。

②
内
務
省
管
轄
の
国
家
親
衛
隊
の
拡
張

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
一
九
一
九
年
に
ソ
連
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
が

創
設
し
た
内
務
軍
（
国
内
軍
）
を
、
一
九
九
一
年
の
独
立
時
に
承
継
し
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
内
務
省
に
移
管
し
た
。
二
〇
一
四
年
、
前
述
し
た
「
マ

イ
ダ
ン
革
命
」
の
際
に
、
内
務
省
直
轄
の
民
警
で
あ
っ
た
ベ
ル
ク
ト

が
市
民
を
射
殺
す
る
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
、
内
務
軍
と
ベ
ル
ク
ト
が

解
体
さ
れ
、「
国
家
親
衛
隊
法
」
に
基
づ
き
国
家
親
衛
隊
が
創
設
さ
れ

た
35

。
同
法
は
、
国
家
親
衛
隊
を
内
務
省
が
監
督
す
る
「
法
執
行
機
能

を
持
つ
軍
事
組
織
」
と
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
親
衛
隊
は
、

平
時
に
は
対
テ
ロ
活
動
な
ど
を
行
う
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
と
協
力
し

国
に
対
す
る
武
力
侵
略
に
対
応
し
、
そ
の
領
土
防
衛
を
提
供
す
る
役

割
を
も
担
う

36

。

二
〇
一
四
年
以
降
、
東
部
地
方
の
戦
闘
が
激
化
し
た
こ
と
を
受
け

て
、
地
元
の
自
警
団
か
ら
結
成
さ
れ
た
ア
ゾ
フ
大
隊
や
ド
ン
バ
ス
大

隊
な
ど
が
、
東
部
地
域
を
防
衛
す
る
の
に
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
こ
れ
ら
の
自
警
団
な
ど
を
、
順
次
、
国
家
親
衛

隊
に
編
入
し
た
。

た
だ
し
、そ
の
指
揮
命
令
系
統
は
複
雑
で
あ
る
。「
オ
レ
ン
ジ
革
命
」

後
に
憲
法
改
正
が
な
さ
れ
、
内
務
省
下
の
準
軍
事
組
織
に
対
す
る
大

統
領
と
議
会
と
の
権
限
配
分
が
見
直
さ
れ
た

37

。
現
行
法
で
は
、
内
務

省
を
直
轄
す
る
内
務
大
臣
は
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
首
相
が
任
命
し
、

大
統
領
は
任
免
権
を
持
た
な
い
。
そ
し
て
、
国
家
親
衛
隊
の
軍
事
的

活
動
の
指
揮
を
行
う
の
は
内
務
大
臣
で
あ
る

38

。
司
令
官
は
内
務
大
臣

の
推
薦
に
基
づ
き
大
統
領
が
任
命
す
る
が

39

、
下
部
部
隊
の
司
令
官
は

内
務
大
臣
が
任
命
す
る

40

。
そ
の
た
め
、
大
統
領
と
内
務
大
臣
の
権
限

配
分
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
が
定
め

る
「
部
下
の
行
動
に
つ
い
て
当
該
紛
争
当
事
者
に
対
し
て
責
任
を
負

う
司
令
部
」
が
あ
り
、
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
要
件
は
充
足
し
て

い
る
と
言
え
る
。

③
領
土
防
衛
隊
の
創
設

二
〇
一
四
年
以
降
、
上
記
の
自
警
団
の
他
に
、
義
勇
団
と
し
て
活

動
し
て
い
た
組
織
が
存
在
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
二
〇
二
一
年
に「
国

家
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
基
本
法
」
を
制
定
し
、
そ
れ
ら
の
組
織
を
「
領
土
防

衛
隊
」（Territorial D

efense Forces

）
と
し
て
軍
に
編
入
し
た

41

。
特
に
、

二
〇
二
二
年
五
月
の
改
正
に
よ
り
、
国
土
防
衛
任
務
の
準
備
と
執
行

を
準
備
す
る
た
め
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
が
自
発
的
に
結
成
し
た
組

織
が
、「
領
土
防
衛
隊
」
の
一
部
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

42

。

「
国
家
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
と
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
に
よ
り
同
国
の

防
衛
を
促
進
す
る
目
的
で
組
織
さ
れ
実
行
さ
れ
る
も
の
で
、
国
の
主

権
と
領
土
的
一
体
性
を
守
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
侵
略
を
阻
止

す
る
た
め
の
一
連
の
措
置
で
あ
る

43

。
各
州
、
ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
、

キ
ー
ウ
、
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
は
、
領
土
防
衛
地
区
を
設
け

44

、
地
区

内
で
一
定
数
以
上
の
住
民
を
有
す
る
市
町
に
お
い
て
、
資
源
と
人
的

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
考
慮
し
て
部
隊
（unit

）
を
設
け
る

45

。

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
指
揮
は
大
統
領
が
担
う

46

。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の

組
織
、
準
備
、
支
援
と
実
施
に
つ
い
て
は
、
国
軍
の
特
殊
任
務
部
隊

が
担
う

47

。
そ
の
形
態
、
手
段
と
方
法
は
、
軍
司
令
官
の
決
定
に
よ
る
。

さ
ら
に
、
市
民
ら
の
軍
事
訓
練
は
、
軍
が
担
う

48

。
こ
れ
ら
の
行
動
に

は
、
国
家
親
衛
隊
を
含
め
た
内
務
省
管
轄
の
組
織
が
協
力
す
る

49

。

市
民
は
、
徴
兵
制
に
基
づ
き
編
入
さ
れ
る
場
合
と
、
内
閣
が
承
認

し
た
手
続
き
に
沿
っ
て
自
ら
登
録
す
る
場
合
が
あ
る

50

。
二
〇
二
二
年

一
月
の
改
正
に
よ
り
、
市
民
が
自
発
的
に
部
隊
に
参
加
し
、
戦
闘
行

為
を
す
る
こ
と
が
明
文
で
認
め
ら
れ
た

51

。

④
外
国
人
受
け
入
れ
の
拡
張

二
〇
一
四
年
以
降
、
周
辺
国
や
北
ア
フ
リ
カ
諸
国
ら
か
ら
義
勇

兵
と
し
て
参
加
す
る
外
国
人
が
増
加
し
た
。
当
時
は
外
国
人
や
無
国

籍
者
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
に
入
隊
す
る
こ
と
は
禁
止
も
容
認
も
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
彼
ら
の
法
的
地
位
は
不
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
者
が
外
部
資
金
を
得
て
政
府
の
監
督
外
で
武
装
組
織
を
形

成
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た

52

。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
議
会
は
二
〇
一
五
年
に
、

二
〇
一
一
年
外
国
人
と
無
国
籍
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
を
改

正
し
、
外
国
人
が
正
規
軍
に
自
発
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
た

53

。

同
法
は
、
外
国
人
と
無
国
籍
者
が
契
約
に
基
づ
き
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
に

従
事
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
彼
ら
は
同
じ
等
級
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民

と
同
じ
水
準
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
議
会
は
移

民
法
を
改
正
し
て
三
年
間
の
勤
務
を
終
え
た
者
に
市
民
権
の
取
得
を

認
め
る
よ
う
に
し
た

54

。
他
方
で
、
刑
法
を
改
正
し
て
、
傭
兵
禁
止
条

約
の
定
義
に
準
じ
て
傭
兵
を
犯
罪
と
定
め
た

55

。

二
〇
二
二
年
二
月
二
七
日
、
ロ
シ
ア
の
侵
攻
を
受
け
て
政
府
は
国

際
防
衛
外
人
部
隊
を
新
設
し
た

56

。
広
報
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
戦
闘
経

験
が
あ
る
有
国
籍
者
に
限
定
し
て
募
集
し
て
い
る
。
希
望
者
は
大
使

館
の
駐
在
武
官
を
通
じ
て
面
接
と
登
録
を
し
、
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ト

で
現
地
に
赴
き
契
約
す
る
流
れ
で
あ
る
。

⑤
小　
括

二
〇
一
四
年
以
降
、
民
兵
や
外
国
人
義
勇
兵
な
ど
、
国
内
法
上
の

地
位
が
不
明
確
で
あ
っ
た
者
が
い
た
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
そ
の
不
明

確
性
を
解
消
す
る
た
め
に
法
整
備
を
し
た

57

。
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
国
内
法
で
軍
の
構
成
員
と
し
て
認
め
て
お
り
、
そ
の

参
加
者
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
三
条
に
基
づ
き
戦
闘
員
資
格
と
捕
虜
資
格
を

享
受
す
る

58

。

な
お
、
ロ
シ
ア
侵
攻
以
来
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
総
動
員
の
対

象
と
な
る
男
性
の
他
に
、
希
望
す
る
市
民
に
銃
や
手
榴
弾
を
配
布
し
、



ロシア＝ウクライナ戦争に参加する者の国際人道法上の地位　6061　人道研究ジャーナルvol.12　 特集 国際人道法から見たロシア・ウクライナ戦争 ロシア＝ウクライナ戦争に参加する者の国際人道法上の地位　60

市
民
ら
も
自
ら
そ
れ
ら
の
武
器
を
買
い
求
め
て
い
る
。
領
土
防
衛
隊

等
へ
の
編
入
手
続
き
を
経
な
い
で
参
加
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
の

地
位
は
国
際
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の

住
民
ら
が
群
民
兵
に
該
当
す
る
か
が
一
応
問
題
に
な
る
も
の
の
、
Ｇ

Ｃ
Ⅲ
が
定
め
る
要
件
を
充
足
し
な
い
の
で
否
定
的
に
解
さ
れ
る

59

。
そ

こ
で
こ
れ
ら
の
住
民
ら
は
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て
い
る
文
民

と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

60

。「
敵
対
行
為
へ
の
直
接
参
加
」
の

意
義
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る

61

。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
見
解
を
取

る
に
せ
よ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
住
民
が
ロ
シ
ア
軍
に
対
し
て
直
接
的
な
殺

傷
行
為
や
物
の
破
壊
行
為
を
す
れ
ば
保
護
を
喪
失
す
る
。
も
っ
と
も
、

住
民
の
こ
の
よ
う
な
敵
対
行
動
は
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
２
）
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
支
援
を
す
る
外
国
ハ
ッ
カ
ー

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
間
で
は
、
二
〇
一
四
年
前
後
か
ら
既

に
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
相
互
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
陸
軍

の
下
部
組
織
と
し
て
情
報
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
部
隊
を
創
設
し
、
そ
れ
に
対

応
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
と
は
別
に
二
〇
二
二
年
二
月
の
侵
攻
以
降
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
政
府
は
全
世
界
の
ハ
ッ
カ
ー
に
戦
争
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け

た
。
そ
れ
に
応
じ
て
三
〇
万
人
が
テ
レ
グ
ラ
ム
に
登
録
を
し
、
サ
イ

バ
ー
戦
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
、
ロ
シ
ア

の
重
要
拠
点
に
つ
い
て
の
リ
ス
ト
を
配
布
し
、
登
録
者
に
攻
撃
を
促

し
て
い
る

62

。
た
だ
し
個
別
具
体
的
な
指
揮
や
資
金
の
提
供
な
ど
は

行
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
国
際
的
武
力
紛
争
で
一
方
当
事
国
が

全
世
界
の
ハ
ッ
カ
ー
ら
に
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
を
行
っ
た
例
は
今

回
が
初
め
て
だ
と
さ
れ
る
が
、
今
後
こ
の
手
法
が
定
着
す
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。

サ
イ
バ
ー
戦
に
つ
い
て
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
、

二
〇
一
七
年
の
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
二
・
〇
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の

文
脈
に
お
い
て
（in the context of

）
な
さ
れ
た
サ
イ
バ
ー
行
動
は
、
国

際
人
道
法
に
服
す
る
と
す
る

63

。
本
戦
争
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
行

為
が
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
な
さ
れ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
兵
力
と
し
て

評
価
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
彼
ら
は
軍
隊
に
は
属
し
て
お
ら

ず
、
群
民
兵
で
も
な
い
。
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
附
属
書
一
条
と
Ｇ
Ｃ
Ⅲ

四
条
が
定
め
る
軍
隊
に
属
さ
な
い
義
勇
兵
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る

か
が
問
題
と
な
る
が
、結
論
か
ら
言
え
ば
否
定
的
に
解
さ
れ
る
。
ま
ず
、

指
揮
命
令
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い

64

。
さ
ら
に
、
一
部
の
参
加
者
に

つ
い
て
十
分
な
組
織
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
標
章
着
用
要

件
や
、
武
器
公
然
携
行
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
た

だ
し
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る
文
民
と
評
価
で
き
る
可
能
性
は

あ
る
。

Ⅲ　

捕
虜
、
抑
留
者
の
地
位

次
に
、
当
事
国
が
敵
国
の
参
加
者
ら
を
拘
束
し
た
後
の
処
遇
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
捕
虜
や
抑
留
者
の
待
遇
に
つ
い
て
は
双
方

国
に
お
い
て
国
際
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
例
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
そ
の
地
位
自
体
が
争

わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

⑴
ロ
シ
ア
側

ロ
シ
ア
側
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
捕
虜
を
、
ロ
シ
ア
領
域
内
、
Ｄ
Ｎ

Ｒ
、
Ｌ
Ｎ
Ｒ
に
お
い
て
拘
束
し
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
六
月
末
の
段

階
で
は
、
約
六
千
人
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
こ
で
拘
束
し
た
者
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
特
に
次
の
事
件
が
生

じ
、
国
際
的
な
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
二
〇
二
二
年
四
月
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
海
軍
の
第
三
十
六
独
立
海
軍
歩
兵
旅
団
の
構
成
員
で
あ
る
、

モ
ロ
ッ
コ
国
籍
者
一
名
と
英
国
籍
者
二
名
が
マ
リ
ウ
ポ
リ
で
ロ
シ
ア

に
降
伏
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
三
名
は
Ｄ
Ｎ
Ｒ
に
お
い
て
、
彼
ら
が

戦
闘
に
お
い
て
行
っ
た
敵
対
行
為
に
つ
い
て
「
Ｄ
Ｎ
Ｒ
刑
法
」
上
の
罪

で
訴
追
さ
れ
死
刑
判
決
を
受
け
た

65

。ロ
シ
ア
は
彼
ら
が
外
国
人
の「
傭

兵
」
で
あ
り
、
捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
有
さ
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
、

第
三
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
彼
ら
は
正
規
軍
に
所
属
し
て
い
る
の
で

捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
有
し
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
行
っ
た

戦
闘
行
為
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
る

66

。

こ
こ
で
国
際
法
上
の
国
家
と
し
て
の
地
位
を
持
た
な
い
Ｄ
Ｎ
Ｒ

が
訴
追
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
拘
束

で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
彼
ら
が
捉
え
ら
れ
た
の
は
、

マ
リ
ウ
ポ
リ
に
お
け
る
ア
ゾ
フ
ス
タ
ル
製
鉄
所
の
包
囲
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
包
囲
は
ロ
シ
ア
軍
が
行
っ
た
も
の
だ
と
報

道
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
が
「
敵
の
権
力
内
に
陥
っ
た
」
の
は
、

ロ
シ
ア
と
の
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
で
あ
り
、
捕
虜
と
し
て
の

地
位
を
享
受
で
き
る
と
い
え
る
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
六
月
に
欧
州

人
権
裁
判
所
が
ロ
シ
ア
に
対
し
て
死
刑
判
決
の
執
行
を
停
止
し
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
可
能
な
限
り
情
報
提
供
を
す
る
よ
う
に
命
令
を

出
し
て
い
る

67

。

他
に
も
、
二
〇
二
二
年
六
月
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
に
参
加

し
て
い
た
米
国
人
二
名
を
拘
束
し
た
が
、
ロ
シ
ア
は
彼
ら
が
捕
虜
で

は
な
い
と
す
る
見
解
を
表
明
し
て
い
る

68

。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
八

月
、
ロ
シ
ア
最
高
裁
は
ア
ゾ
フ
連
隊
を
テ
ロ
組
織
と
認
定
す
る
判
決

を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
が
彼
ら
の
捕
虜
と
し
て
の
地

位
を
否
定
し
、
刑
罰
を
科
す
可
能
性
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
彼
ら
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
が
定
め
る
「
軍
隊
」
の
構
成
員
で
あ
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る
の
で
、
同
じ
く
捕
虜
の
地
位
を
享
受
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
つ
い
て
は
、
参
加
者
の
国
際
法
上
の
地
位
を
め

ぐ
っ
て
争
い
が
生
じ
て
い
る
事
実
は
確
認
し
て
い
な
い
。
検
察
庁
は

捕
虜
に
関
し
て
「
収
容
条
件
の
監
督
と
国
際
人
道
法
の
遵
守
に
関
す

る
業
務
を
組
織
し
、
捕
虜
の
参
加
を
得
て
行
わ
れ
た
戦
争
犯
罪
の
捜

査
基
準
を
策
定
」
し
た
。
さ
ら
に
、
国
防
省
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
戦
闘

を
行
な
っ
た
ロ
シ
ア
構
成
員
の
リ
ス
ト
を
公
表
し
て
お
り
、
戦
争
犯

罪
の
疑
い
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
表
記
し
て
い
る

69

。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
道
法
違
反
の
訴
追
は
今
後

続
く
見
込
み
で
あ
る

70

。

な
お
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
下
の
モ
ス

ク
ワ
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
き
、
専
門
家
調
査
団
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
現

地
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
団
の
報
告
に
よ
る
と
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
で
は
、

戦
争
開
始
直
後
は
「
全
て
の
捕
虜
を
（
潜
在
的
な
）
犯
罪
者
と
見
な
す
傾

向
」
が
あ
っ
た
と
い
う

71

。
ま
た
初
期
に
は
検
察
庁
は
ロ
シ
ア
人
捕
虜

を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
侵
犯
、
殺
人
、
不
法
入
国
の
罪
で
起
訴
し
て

い
る
。
捕
虜
は
戦
闘
員
と
し
て
行
っ
た
敵
対
行
為
に
つ
い
て
は
免
責

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
訴
追
は
国
際
法
に
違
反
す
る
。
し
か
し
、

現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
対
応
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

終
わ
り
に

国
際
人
道
法
が
自
然
人
の
法
的
地
位
を
定
め
る
の
は
、
主
に
は
戦

闘
に
参
加
す
る
者
と
攻
撃
か
ら
の
保
護
を
享
受
す
る
文
民
を
区
別
し
、

拘
束
さ
れ
た
者
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国

際
人
道
法
は
力
の
行
使
を
制
御
す
る
規
範
で
あ
る
か
ら
、
侵
略
戦
争

の
場
合
は
侵
略
者
に
そ
の
濫
用
を
許
す
構
造
を
残
し
て
い
る
。
ロ
シ

ア
が
区
別
規
則
の
無
視
や
、
捕
虜
及
び
抑
留
者
の
人
道
的
待
遇
義
務

違
反
を
あ
く
ま
で
も
意
図
的
、
戦
略
的
に
行
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る

と
、
法
に
よ
る
抑
止
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
が
自
ら
の
責
任

を
負
わ
な
い
よ
う
な
形
で
、
様
々
な
「
装
置
」
を
利
用
し
て
い
る
こ
と

が
、
法
的
評
価
を
難
し
く
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
が
公
式
に

は
存
在
を
認
め
て
い
な
い
「
ワ
グ
ネ
ル
・
グ
ル
ー
プ
」
を
通
じ
て
戦
闘

を
し
て
い
る
こ
と
や
二
つ
の
「
共
和
国
」
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
そ

の
例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
国
際
人
道
法
上
の
責

任
は
問
え
な
い
と
し
て
も
、
ロ
シ
ア
の
当
該
組
織
に
対
す
る
実
効
的

支
配
等
を
根
拠
に
国
家
責
任
を
問
う
余
地
は
生
じ
る
。

他
方
で
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
法
に
相
手
を
攻
撃
し
、
構
成
員

が
拘
束
さ
れ
た
場
合
に
捕
虜
と
し
て
の
地
位
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
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す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
戦
力
を
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
定
め
る
「
軍
隊
」
に
帰
属

さ
せ
る
の
が
確
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
戦
争
に
な
る
こ

と
を
想
定
し
て
い
た
か
は
別
と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
二
〇
一
四
年

以
降
、
自
警
団
、
義
勇
兵
、
外
国
人
を
軍
に
取
り
込
む
法
制
を
整
え

た
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
の
法
の
濫
用
に
つ
い
て
の
責
任
を
追
及
す
る
た

め
に
必
要
な
改
革
だ
っ
た
と
い
え
る
。

〔
付
記
〕
二
〇
二
二
年
八
月
六
日
の
国
際
人
道
法
刑
事
法
研
究
会
特
別
セ
ミ

ナ
ー
（
於
・
オ
ン
ラ
イ
ン
）
で
本
稿
の
一
部
を
報
告
し
た
。
ま
た
、
松

嵜
英
也
・
津
田
塾
大
学
講
師
か
ら
は
原
稿
に
つ
い
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト

及
び
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
の
過

誤
に
つ
い
て
の
一
切
の
責
任
は
著
者
に
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
示
さ
れ
た

見
解
は
著
者
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
所
属
機
関
の
も
の
で
は
な
い
。

注１　

Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
三
条
二
項
。
各
地
位
の
意
義
に
つ
い
て
はW

illiam
 

Boothby, Law of Targeting 

（O
xford U

niversity Press, 2013

）, p. 129.

２　

Ａ
Ｐ
Ｉ
五
十
一
条
一
項
。

３　

Ａ
Ｐ
Ｉ
五
十
一
条
三
項
。

４　

Ｇ
Ｃ
Ⅲ
四
条
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
四
条
。

５　

両
国
の
条
約
の
加
盟
状
況
に
つ
い
て
は
、International Com

m
ittee 

of the Red Cross, Treaties, States Parties and Com
m

entaries, https://
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vw

TreatiesByCountry.xsp

参
照
。

６　

U
nited N

ations, Reference: C.N
.614.2015.TRE

A
TIE

S-X
V

III.6 

（D
epositary N

otification

）, U
kraine: C

om
m

unication, https://
treaties.un.org/doc/Publication/CN

/2015/CN
.614.2015-E

ng.pdf.

７　

Ｈ
Ｒ
二
条
、
Ｇ
Ｃ
Ⅲ
四
条
Ａ
項
六
号
。

８　

Ｈ
Ｒ
一
条
。

９　

Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
三
条
一
項
。
内
部
規
律
制
度
（an internal disciplinary 

system

）
と
は
国
際
人
道
法
の
遵
守
を
実
施
す
る
た
め
の
制
度
で
あ

り
、
軍
事
刑
法
と
懲
戒
制
度
を
含
む
。International Com

m
ittee of 

the Red Cross 

（ICRC

）, Commenary: Protocol A
dditional to the G

eneva 
Conventions of 12 A

ugust 1949, and Relating to the Protection of V
ictims 

of International A
rmed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 

（Cam
bridge 

U
niversity Press, 1987

）, para. 1675.

10　

Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
四
条
六
項
。IC

RC
, C

onvention (III) R
elative to the 

Treatment of Prisoners of W
ar. G

eneva, 12 A
ugust 1949, Commentary of 

2020 

（Cam
bridge U

niversity Press, 2020

）, para. 1009.

11　

ICRC, International H
umanitarian Law: A

 Comprehensive Introduction 

（2020

）, p. 81.

本
稿
で
は
不
法
戦
闘
員
（unlaw

ful com
batant

）
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
を
認
め
な
い
立
場
に
沿
っ
て
整
理
し
て
い
る
。

12　

Ａ
Ｐ
Ｉ
五
十
条
。

13　

Ａ
Ｐ
Ｉ
五
十
一
条
。

14　

Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
七
条
は
、
傭
兵
を
⑴
武
力
紛
争
に
お
い
て
戦
う
た
め
に

現
地
又
は
国
外
で
特
別
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑵
実
際
に
敵
対
行

為
に
直
接
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
⑶
主
と
し
て
私
的
な
利
益
を
得
た
い

と
の
願
望
に
よ
り
敵
対
行
為
に
参
加
し
、
当
該
紛
争
当
事
者
の
軍
隊
戦

闘
員
に
対
す
る
給
与
額
を
相
当
上
回
る
物
質
的
な
報
酬
を
約
束
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
⑷
紛
争
当
事
者
の
国
民
で
な
く
、
ま
た
、
紛
争
当
事
者
が

支
配
し
て
い
る
地
域
の
居
住
者
で
な
い
こ
と
、
⑸
紛
争
当
事
者
の
軍
隊

の
構
成
員
で
な
い
こ
と
、
⑹
紛
争
当
事
者
で
な
い
国
が
自
国
の
軍
隊
の

構
成
員
と
し
て
公
の
任
務
で
派
遣
し
た
者
で
な
い
こ
と
と
定
義
す
る
。

な
お
、
傭
兵
禁
止
条
約
で
は
傭
兵
の
定
義
に
お
い
て
敵
対
行
為
へ
の
参

加
要
件
を
除
外
し
て
い
る
。
同
条
約
は
加
盟
国
に
対
し
て
、
傭
兵
の
使

用
を
禁
止
し
、
自
国
民
が
傭
兵
に
な
る
こ
と
の
犯
罪
化
等
を
義
務
付
け

る
。

15　

ICRC, supra note 8, para. 1797.

16　

ICRC, supra note 11, p. 81. 

17　

Ｇ
Ｃ
Ⅲ
四
条
Ａ
項
。
戦
闘
員
で
あ
っ
て
も
自
己
識
別
義
務
な
ど
所
定

の
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
捕
虜
と
な
る
権
利
を
失

う
。
た
だ
し
そ
の
場
合
も
捕
虜
に
与
え
る
保
護
と
同
等
の
も
の
を
与
え

ら
れ
る
。
Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
四
条
四
項
。
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
本
件
で
は

関
係
し
な
い
の
で
割
愛
す
る
。

18　

Yoram
 D

instein, The C
onduct of H

ostilities under the L
aw of 

Internatioinal A
rmed Conflict, 2nd ed. 

（Cam
bridge U

niversity Press, 
2010

）, p. 35.

19　

Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
四
条
三
項
。

20　

同
上
。

21　

Ａ
Ｐ
Ｉ
四
十
四
条
四
項
。

22　

同
上
。

23　

Ｇ
Ｃ
Ⅲ
四
条
Ａ
項
四
、五
号
。 

24　

Ａ
Ｐ
Ｉ
七
十
五
条
。

25　

ワ
グ
ネ
ル
・
グ
ル
ー
プ
は
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
中
央
ア
フ
リ
カ
共

和
国
、
リ
ビ
ア
、
マ
リ
で
も
鉱
山
開
発
権
等
の
利
権
と
引
き
換
え
に

活
動
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
組
織
的
な
人
権
侵
害
が
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じ
て
い
る
こ
と
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問
題
と
な
っ
て
い
る
。U

nited N
ations H

um
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Rights O
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R: E

xperts alarm
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w
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ed-governm
ents-use-russian-
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=

E
&

N
ew

sID
=

26961. 
ま
た
、
Ｅ

Ｕ
議
会
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
ワ
グ
ネ
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
、
ロ
シ

ア
の
責
任
を
曖
昧
に
す
る
狙
い
も
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
軍
の
犠
牲
を
回
避

す
る
目
的
も
あ
る
と
し
て
非
難
す
る
と
共
に
、
そ
の
関
係
者
に
資
産

凍
結
と
渡
航
禁
止
を
課
し
て
い
る
。E

uropean Parliam
ent resolution 

of 25 N
ovem

ber 2021 on the hum
an rights violations by private 

m
ilitary and security com

panies, particularly the W
agner G

roup 

（2021/2982

（RSP

）） （2022/C 224/11

）, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/E

N
/TX

T/H
TM

L/?uri=
CE

LE
X

:52021IP0482. 

26　

M
ichael Riepl, Russian Contributions to International H

umanitarian 
Law: A

 Contrastive A
nalysis of Russia’s H

istorical Role and Its Current 
Practice 
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om

os, 2022

）, p. 300.
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二
〇
一
四
年
五
月
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
庁
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
保
安
局

と
共
同
で
、
い
わ
ゆ
る
ド
ネ
ツ
ィ
ク
人
民
共
和
国
お
よ
び
ル
ハ
ン
シ

ク
人
民
共
和
国
の
代
表
に
対
し
て
、
刑
法
（
二
〇
〇
一
年
法
二
三
四
一

Ⅲ
号
）
第
二
五
八
条
の
三
（
テ
ロ
組
織
の
結
成
）
に
基
づ
く
刑
事
手
続

き
を
開
始
し
た
。
刑
法
の
非
公
式
英
訳
と
し
て
、https://sherloc.

unodc.org/cld/uploads/res/docum
ent/ukr/2001/crim

inal-code-
of-the-republic-of-ukraine-en_htm

l/U
kraine_Crim

inal_Code_as_
of_2010_E
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.pdf
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E
xecutive O

rder O
n the Recognition of the D
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n the Recognition of the Lugansk 
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CH
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ination on its m
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N
 A
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RC/33/43/A
dd.3, 29 July 2016, para. 64-66. 

30　

占
領
地
の
住
民
を
強
制
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に
動
員
す
る
こ
と
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四

条
約
五
十
一
条
に
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す
る
。

31　

一
九
九
一
年
法
一
九
三
二
Ⅻ
号
一
条
は
、
戦
闘
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い
て
免
責
さ
れ

る
者
を
定
め
る
。
そ
こ
に
防
衛
に
参
加
す
る
法
執
行
機
関
と
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土
防
衛

隊
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ま
れ
る
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
内
法
制
を
説
明
す
る
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し

て
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estic Im
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entation of 

International H
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anitarian Law
 in U

kraine, ” 2021, https://w
w
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asser.nl/m
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plem
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年
法
六
六
一
Ⅳ
号
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33　

一
九
九
二
年
法
二
二
三
二
Ⅻ
号
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
二
〇
一
三
年
に
志

願
制
に
し
た
が
、
ク
リ
ミ
ア
侵
攻
を
受
け
て
、
二
〇
一
四
年
五
月
に

徴
兵
制
を
復
活
さ
せ
た
。
二
〇
二
二
年
二
月
二
十
四
日
、
ゼ
レ
ン
ス

キ
ー
大
統
領
は
、
ロ
シ
ア
の
侵
攻
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
防
衛
す
る
た

め
に
総
動
員
を
命
じ
る
政
令
に
署
名
し
た
。
同
政
令
は
「
国
家
の
防
衛

を
確
保
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
一
八
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
男
性

の
出
国
を
禁
止
し
、
防
衛
に
協
力
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。« Щ

одо 
обмеж

ень в перетині кордону на виїзд з України окремою
 

категорією
 громадян»
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部
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
の
出
国
制
限
に

つ
い
て
」）
二
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二
二
年
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月
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日
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vw
TreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=

UA
. 

35　

二
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一
四
年
法
八
七
六
Ⅶ
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一
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の
概
要
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解
説
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記

事
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S Library of Congress, “U
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pril 2014, https://w

w
w.loc.gov/item
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36　
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〇
一
四
年
法
八
七
六
Ⅶ
号
一
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項
、
十
二
条
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二
号
、
十
九
号
。

37　

詳
細
は
、
松
嵜
英
也
「
オ
レ
ン
ジ
革
命
後
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る

半
大
統
領
制
の
機
能
不
全
―
執
政
部
門
内
の
紛
争
の
発
生
過
程
の
解

明
」『
ロ
シ
ア
・
東
欧
研
究
』四
十
七
号（
二
〇
一
八
年
）一
一
七
頁;

同「
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
構
造
的
変
容
―
紛
争
後
の
国
軍
改
革

と
自
警
団
の
台
頭
」『
日
本
比
較
政
治
学
年
報
』
二
十
三
号
（
二
〇
二
一

年
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一
三
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、
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四
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文
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制
に
つ
い
て
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Puglisi, “Institutional Failure and C
ivic A

ctivism
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he Potential 
for D

em
ocratic C
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aidan U

kraine, ” in Reforming 
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ilitary Relations in N
ew D

emocracies 

（Springer International 
Publishing, 2017

）, p. 41.
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〇
一
四
年
法
八
七
六
Ⅶ
号
六
条
一
項
。

39　

同
法
七
条
二
項
。

40　

同
法
七
条
三
項
。

41　

二
〇
二
一
年
法
一
七
〇
二
Ⅸ
号
。
同
法
は
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
、

四
月
一
日
、
五
月
三
日
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

42　

同
法
一
条
二
項
。

43　

同
法
一
条
八
項
、
三
条
三
項
。

44　

同
法
四
条
。

45　

同
法
八
条
一
項
。

46　

同
法
七
条
一
項
。
さ
ら
に
十
二
条
が
内
閣
の
権
能
を
詳
細
に
定
め
る
。

47　

同
法
五
条
二
項
。

48　

同
法
六
条
一
項
。
そ
の
よ
う
な
訓
練
等
は
「
徴
兵
制
へ
の
移
行
プ
ロ

セ
ス
に
適
合
す
る
よ
う
に
」「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
原
則
と
ベ
ス
ト
・
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス
に
沿
っ
て
」
行
わ
れ
る
と
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

49　

同
法
十
七
条
一
項
。

50　

同
法
九
条
一
項
。
自
発
的
に
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加
す
る
場
合
の
手
続
き
に
つ
い
て
十

条
が
詳
細
を
定
め
る
。

51　

同
法
九
条
二
項
。

52　

二
〇
一
五
年
法
七
一
六
Ⅷ
号
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二
〇
一
五
年
法
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い
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O
H

CH
R, supra note 29, paras. 51-52. 
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二
〇
一
一
年
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七
七
三
Ⅵ
号
が
外
国
人
と
無
国
籍
者
の
地
位
に
つ

い
て
定
め
る
。
二
〇
一
四
年
四
月
十
五
日
改
正
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
一
時
占
領
地
域
の
者
の
権
利
と
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
な
さ

れ
た
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非
公
式
英
訳
と
し
て International Labour O

rganization, 
U
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w
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lang=

en&
p_isn=

89940&
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U
K

R
&
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524&

p_
classification=

17&
p_classcount=
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参
照
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二
〇
一
五
年
改
正
後
、

入
隊
の
手
続
き
と
し
て
二
〇
一
六
年
に
大
統
領
令
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四
八
号
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三
七
二

号
・
二
〇
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〇
年
九
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日
に
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い
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改
正
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れ
た
。
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O
H

CH
R, supra note 29, para. 53. 

55　

二
〇
〇
一
年
法
二
三
四
一
Ⅲ
号
四
四
七
条
。

56　

International D
efense Legion, https://w

w
w.ukrinform

.net/
rubric-ato/3426983-volunteer-fighters-from

-52-countries-join-
international-legion.htm

l.　

57　

た
だ
し
、民
兵
ら
を
正
規
軍
に
取
り
込
め
て
い
な
い
例
も
あ
る
と
い
う
。

58　

ICRC, Commenary, supra note 8, paras. 1805, 1813.

59　

Ｇ
Ｃ
Ⅲ
四
条
Ａ
項
六
号
参
照
。 

60　

Ａ
Ｐ
Ｉ
五
一
条
三
項
。

61　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
報
告
者
の
解
釈
基
準
に
よ
れ
ば
、
⑴
危
害
の
敷
居
を
越
え

て
い
る
こ
と
、
⑵
直
接
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
、
⑶
行
為
と
交
戦
者

と
の
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。N

ils M
elzer, Interpretive 

G
uidance on the D

irect Participation in H
ostilities under International 

H
umanitarian Law 

（ICRC, 2009

）, p. 43. 

62　

Stefan Soesanto, The IT A
rmy of U

kraine 

（C
enter for Security 

Studies, E
TH

 Z
ürich, 2022

）, https://css.ethz.ch/content/dam
/

ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/
Cyber-Reports-2022-06-IT-A

rm
y-of-U

kraine.pdf.

63　

M
ichael N

. Schm
itt, Tallinn M

anual 2.0 on the International Law 
A

pplicable to Cyber O
perations 

（Cam
bridge U

niversity Press, 2017

）, p. 
375 

（Rule 80

）.

64　

な
お
、
タ
リ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
会
合
で
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の

文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
い
て
バ
ー
チ
ャ
ル

な
組
織
を
形
成
す
る
こ
と
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
と
し
た
。Ibid., 

p. 390 

（para. 13

）.
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具
体
的
に
は
、「
Ｄ
Ｎ
Ｒ
刑
法
」
の
第
三
二
三
条
（
権
力
の
強
制
的

な
奪
取
ま
た
は
権
力
の
保
持
）、
第
四
三
〇
条
（
武
装
紛
争
ま
た
は
傭

兵
と
し
て
の
敵
対
行
為
へ
の
参
加
）、
第
二
三
二
条
（
テ
ロ
活
動
の
訓

練
の
促
進
）
に
規
定
さ
れ
る
犯
罪
の
容
疑
で
訴
追
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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照
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英
国
も
そ
の
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と
を
主
張
し
て
ロ
シ
ア
に
抗
議
し
て
い
る
。
本
件
の

分
析
に
つ
い
て
はLaw

rence H
ill-Caw

thorne, “The Prosecution of 
British Fighters by Pro-Russian Separatists in U

kraine, ” E
JIL: Talk!, 
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E
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R, Press Release, supra note 65

参
照
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68　
The G

uardian, 28 June 2022, https://w
w

w.theguardian.com
/us-

new
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ent. 

69　

D
efense Intelligence of the M

inistry of D
efense, “Servicem

en 
of the Russian A

rm
ed Forces w

ho took part in com
bat actions in 

U
kraine, ” https://gur.gov.ua/en/content/war-crim

inals-rf.htm
l. 

70　

Case N
o. 760/5257/22, decided on 26 M

ay 2022, https://reyestr.
court.gov.ua/Review/104432094. 

既
に
キ
ー
ウ
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、

文
民
を
殺
害
し
た
ロ
シ
ア
兵
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
出
し
て
い
る
。
こ

れ
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
五
十
一
条
と
八
十
五
条
の
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
刑
法
（
二
〇
〇
一
年
法
二
三
四
一
Ⅲ
号
四
百
三
十
八
条
）
が
定
め

る
、「
条
約
と
慣
習
に
反
す
る
戦
争
犯
罪
」の
責
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

⑴
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
内
の
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
攻
撃

原
子
力
発
電
所
が
武
力
紛
争
で
攻
撃
に
よ
り
破
壊
さ
れ
る
か
又
は

正
常
な
機
能
を
喪
失
し
て
核
物
質
が
大
量
に
放
出
さ
れ
れ
ば
、
広
範

囲
の
人
、
物
と
自
然
環
境
に
大
き
な
損
害
が
発
生
し
、
そ
れ
が
長
期

に
亘
り
継
続
す
る
で
あ
ろ
う
。

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
始
ま
っ
た
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
内
の
原
子
力
発
電
所
及
び
他
の
核
施
設
に
対
す
る

攻
撃
や
そ
の
占
領
と
い
う
事
態
を
見
た
。
稼
動
中
の
大
出
力
原
子
力

発
電
所
へ
の
攻
撃
は
、
こ
の
戦
争
で
生
じ
た
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
発
電
所

に
対
す
る
も
の
が
最
初
で

１

、
諸
国
や
関
係
国
際
機
構
は
深
刻
な
事

態
に
至
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
例
え
ば
、
同
年
三
月
二
日
に
国
際
原

子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
事
務
局
長
は
、「
平
和
目
的
（peaceful purposes

）

に
使
用
さ
れ
る
核
施
設
に
対
す
る
い
か
な
る
攻
撃
及
び
そ
の
威
嚇
も

国
連
憲
章
、
国
際
法
及
び
国
際
原
子
力
機
関
憲
章
の
違
反
を
構
成
す

る
」
と
の
二
〇
〇
九
年
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
総
会
に
お
け
る
決
定

２

に
言
及
し

つ
つ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
そ
の
他
の
核
施
設
及

び
核
物
質
の
安
全
を
害
す
る
行
為
を
慎
む
よ
う
要
請
し
た

３

。

⑵
第
一
追
加
議
定
書
第
五
六
条
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
保
護

国
際
人
道
法
（
武
力
紛
争
法
）
の
基
本
原
則
で
あ
る
目
標
区
別
原
則

か
ら
し
て
攻
撃
は
軍
事
目
標
（m

ilitary objectives

）
に
の
み
指
向
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ

る
一
九
七
七
年
の
第
一
議
定
書
（
第
一
追
加
議
定
書
）
第
五
二
条
二
項
は
、

露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
攻
撃
の

国
際
人
道
法
上
の
評
価

真
山
　
全

大
阪
学
院
大
学　

教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
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国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
軍
事
目
標
を
地
上
の
物
に
つ
い
て
は
、

軍
事
活
動
に
効
果
的
に
貢
献
し
、
且
つ
そ
の
時
点
に
お
け
る
破
壊
や

無
効
化
が
明
確
な
軍
事
的
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
定
義
す
る
。
こ

の
定
義
上
、
軍
事
目
標
の
運
用
管
理
者
は
軍
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な

い
か
ら
、
文
民
機
関
が
運
用
管
理
す
る
物
も
軍
事
目
標
に
な
る
。
民

用
物
（civilian objects
）
は
、
軍
事
目
標
以
外
の
物
と
さ
れ
、
保
護
と
尊

重
の
対
象
で
あ
る
。
地
上
に
あ
る
相
手
方
武
力
紛
争
当
事
国
の
民
用

物
に
損
傷
を
与
え
る
こ
と
は
、
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
に
伴
う
過
度
で

は
な
い
付
随
的
損
害
と
し
て
説
明
で
き
る
場
合
で
な
け
れ
ば
違
法
で

あ
る
。

あ
る
物
が
軍
事
目
標
で
あ
る
か
は
、
攻
撃
側
に
よ
っ
て
攻
撃
前
に

確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
軍
事
目
標
で
あ
る
と
の
推
定
は
許
さ

れ
な
い
。
し
か
し
、
他
の
種
類
の
発
電
所
と
同
様
、
原
子
力
発
電
所
は
、

そ
の
機
能
か
ら
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
ほ
と
ん
ど
の
状
況
で
軍

事
目
標
の
要
件
を
満
た
す
で
あ
ろ
う

４

。
発
電
所
攻
撃
そ
れ
自
体
が
国

際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
照
ら
し
て
違
法
と
評

価
さ
れ
た
事
例
は
、
あ
る
と
し
て
も
極
め
て
少
数
と
思
わ
れ
る
。
し

か
る
に
原
子
力
発
電
所
は
、
第
一
追
加
議
定
書
第
五
六
条
に
よ
り
ダ

ム
及
び
堤
防
と
並
ん
で
「
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
及
び
施
設
」

と
さ
れ
、
内
部
に
蓄
え
ら
れ
た
威
力
が
攻
撃
で
放
出
さ
れ
「
重
大
な

損
失
」
が
「
文
民
た
る
住
民
の
間
」
に
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
、
そ
れ
へ
の
攻
撃
が
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
攻
撃
禁
止
を
解
除

で
き
る
例
外
的
場
合
も
厳
し
く
限
定
さ
れ
た
。

第
五
六
条
で
は
、
利
益
保
護
国
監
視
下
で
稼
働
を
停
止
す
る
か
又

は
送
電
先
を
民
用
物
に
限
定
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
原
子
力
発
電
所

の
軍
事
目
標
た
る
性
格
を
払
拭
し
、
民
用
物
化
す
る
こ
と
で
目
標
か

ら
外
す
と
い
っ
た
方
式
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
条
は
、
発
電
所
の

軍
事
目
標
た
る
性
格
を
維
持
さ
せ
た
ま
ま
、
即
ち
、
軍
事
活
動
へ
の

効
果
的
貢
献
を
継
続
さ
せ
た
ま
ま
、
核
汚
染
に
よ
る
重
大
な
損
失
の

発
生
防
止
の
た
め
、
こ
れ
に
攻
撃
か
ら
の
保
護
を
与
え
る
と
い
う
特

異
な
規
定
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
攻
撃
側
よ
り
も
被
攻
撃
側
の
利
益

を
重
視
す
る
規
定
で
あ
る
と
の
批
判
が
生
じ
る
一
方
、
核
汚
染
防
止

を
至
上
の
目
的
と
認
識
し
、
強
固
に
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
の
両
者
の

利
益
均
衡
論
を
排
し
た
の
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
の
見
方
も
で
き
る
。

露
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
第
五
六
条
に
留
保
や
解
釈
宣
言
を
付
さ
ず
に

そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
九
年
と
一
九
九
〇
年
に
第
一
追
加
議
定
書
締
約
国

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ソ
連
邦
崩
壊
間
際
の
こ
と
で
、
北
大
西
洋
条
約

機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
諸
国
が
議
定
書
締
約
国
と
な
っ
て
い
く
過
程
の
中

程
に
あ
た
り
、
英
仏
よ
り
一
〇
年
ほ
ど
も
早
い
。

原
子
力
発
電
所
や
他
の
核
施
設
に
対
す
る
攻
撃
は
、
露
ウ
ク
ラ
イ

ナ
戦
争
に
お
け
る
そ
れ
が
初
め
て
で
は
な
く
、
既
に
イ
ス
ラ
エ
ル
や

米
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
が

５

、
こ
の
両
国
と
も
第
一
追
加
議
定
書

締
約
国
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
同
議
定
書
第

五
六
条
の
適
用
が
注
目
さ
れ
る
初
め
て
の
戦
争
と
な
っ
た
。
原
子
力

発
電
所
攻
撃
に
伴
い
生
じ
る
核
汚
染
の
防
止
の
た
め
国
際
人
道
法
が

新
た
な
方
策
を
検
討
す
べ
き
と
い
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は

第
五
六
条
の
与
え
る
保
護
が
い
か
な
る
も
の
で
、
そ
の
限
界
は
い
ず

れ
に
あ
る
か
を
確
認
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
の

原
子
力
発
電
所
攻
撃
を
評
価
す
る

６

。

原
子
力
発
電
所
攻
撃
か
ら
生
じ
る
核
汚
染
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法

規
則
の
特
定
に
は
、
国
際
人
道
法
、
原
子
力
事
故
関
係
の
規
則

７

を

含
む
国
際
環
境
法
や
国
際
人
権
法
等
の
間
の
効
力
関
係
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
確
認
は
、
核
汚
染
が
武
力
紛
争
当
事
国
の

領
域
を
越
え
て
、
非
当
事
国
領
域
や
い
ず
れ
の
国
の
領
域
で
も
な
い

海
と
空
に
及
ぶ
場
合
に
特
に
重
要
と
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
専

ら
国
際
人
道
法
と
関
連
の
中
立
法
の
規
則
か
ら
の
検
討
に
と
ど
め
る
。

ま
た
、
露
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
国
連
総
会
や
諸
国
に
よ
っ
て
侵
略

と
非
難
さ
れ
た
も
の
の
、
両
国
間
に
国
際
人
道
法
の
平
等
適
用
が
あ

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

Ⅰ　

原
子
力
発
電
所
攻
撃
の
原
則
的
禁
止

と
「
重
大
な
損
失
」
基
準

⑴
ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子
力
発
電
所

第
一
追
加
議
定
書
第
四
編
「
文
民
た
る
住
民
」
第
一
部
「
敵
対
行
為

の
影
響
か
ら
の
保
護
」
第
三
章
「
民
用
物
」
に
あ
る
第
五
六
条
一
項
の

一
文
は
、「
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
及
び
施
設
、
す
な
わ
ち
、

ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子
力
発
電
所
は
、
こ
れ
ら
の
物
が
軍
事
目
標
で

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
危
険
な
力
の

放
出
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
結
果
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損

失
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
攻
撃
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
（W

orks 

or installations containing dangerous forces, nam
ely dam

s, dykes and nu-

clear electrical generating stations, shall not be m
ade the object of attack, 

even w
here these objectives are m

ilitary objectives, if such attack m
ay 

cause the release of dangerous forces and consequent severe losses am
ong 

the civilian population.

）」
と
定
め
た

８

。

危
険
な
内
部
威
力
の
放
出
故
に
第
一
追
加
議
定
書
が
特
別
の
保
護

を
与
え
る
軍
事
目
標
は
、
第
五
六
条
列
挙
の
ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子

力
発
電
所
の
三
種
し
か
な
い
。
内
部
威
力
放
出
に
よ
り
文
民
た
る
住

民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
発
生
す
る
の
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
な

ら
、
い
か
な
る
目
標
で
あ
れ
内
部
威
力
放
出
が
懸
念
さ
れ
れ
ば
攻
撃
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を
原
則
と
し
て
禁
じ
る
と
い
う
構
成
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
い

え
る
。
実
際
に
同
条
起
草
過
程
で
は
、
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標

を
包
括
的
に
保
護
す
る
規
定
案
も
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
容
れ
ら

れ
な
か
っ
た

９

。
内
部
威
力
放
出
型
の
軍
事
目
標
の
全
て
に
同
様
の
特

別
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
諸
国
の
一
致
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五
六
条
は
、
核
施
設
全
般
を
保
護
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
原
子
力
発
電
所
の
み
を
保
護
す
る
。
こ
の
意
味
で
同

条
の
保
護
は
二
重
に
限
定
的
で
あ
る

10

。

特
別
の
保
護
の
一
般
化
の
否
定
を
い
く
ら
か
補
う
の
が
第
五
六
条

六
項
で
あ
る
。
同
項
は
、「
締
約
国
及
び
紛
争
当
事
者
は
、
危
険
な
力

を
内
蔵
す
る
物
に
追
加
的
な
保
護
を
与
え
る
た
め
に
新
た
な
取
極
を

締
結
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
」と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
い
う
取
極
に
は
、

第
五
六
条
列
挙
の
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
三
種
の
運
用
停
止
に

よ
る
民
用
物
化
の
た
め
の
取
極
の
他
に
、
軍
事
目
標
で
あ
る
他
の
核

施
設
、
化
学
工
場
や
燃
料
集
積
施
設
等
に
第
五
六
条
の
保
護
を
付
与

す
る
取
極
が
考
え
ら
れ
る

11

。

こ
れ
は
武
力
紛
争
当
事
国
の
間
の
合
意
で
付
与
さ
れ
る
保
護
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
特
別
取
極
締
結
は
望
ま
し
い
と
し
て
も
締
結
義
務

は
な
い
。
な
お
、
後
述
の
通
り
、
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
は
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
が
仲
介
し
て
こ
の
種
の
取
極
の
締
結
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑵「
重
大
な
損
失
」基
準
設
定
に
よ
る
比
例
性
原
則
か
ら
の
離
脱

第
五
六
条
一
項
は
、
軍
事
目
標
で
あ
る
原
子
力
発
電
所
へ
の
攻
撃

か
ら
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
と
付
随
的
損
害
の
比
較
で
攻
撃
の
合
法

性
が
決
ま
る
と
い
う
比
例
（
均
衡
）
性
原
則
（principle of proportionali-

ty

）
に
は
依
拠
せ
ず
、
内
部
威
力
放
出
に
よ
る
文
民
た
る
住
民
の
間
に

お
け
る
重
大
な
損
失
の
発
生
と
い
う
絶
対
的
な
い
し
固
定
的
な
基
準

を
設
定
し
、
そ
う
し
た
損
失
を
発
生
さ
せ
る
攻
撃
を
原
則
と
し
て
禁

止
し
た
。
こ
の
た
め
、
重
大
な
損
失
を
上
回
る
軍
事
的
利
益
が
攻
撃

か
ら
得
ら
れ
る
と
し
て
も
攻
撃
で
き
な
い
。

重
大
な
損
失
を
定
量
的
に
表
現
し
、
そ
の
発
生
を
予
測
す
る
こ
と

は
過
度
の
付
随
的
損
害
の
場
合
に
同
じ
く
困
難
で
あ
る
。
赤
十
字
国

際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
追
加
議
定
書
注
釈
書
で
も“severe

（
重
大

な
）”

と
は“im

portant ”

や“heavy ”

と
同
義
で
、
そ
の
発
生
可
能
性

は
、
文
民
居
住
地
域
と
の
距
離
、
人
口
密
度
や
地
勢
等
の
客
観
的
要

素
か
ら
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
る

12

。
し

か
し
、
定
量
的
表
現
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
か
ら
「
重
大
な
損
失
」
基

準
や
過
度
基
準
が
意
味
を
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
武

力
紛
争
当
事
国
も
こ
う
し
た
法
的
制
限
を
そ
の
抽
象
性
の
故
に
無
視

す
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
の
行
動
が
そ
の
よ
う
な
制
限
に
反
し
て
い

な
い
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
的
基
準
で
も
攻
撃
抑
制

効
果
を
持
つ
。
ま
た
何
よ
り
も
、
議
定
書
で
禁
止
さ
れ
な
い
攻
撃
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
義
務
は
第
一
追
加
議
定
書
第
五
七
条
二
項
⒜

ⅰ
に
よ
っ
て
攻
撃
側
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
五
六
条

違
反
の
攻
撃
で
は
な
い
こ
と
は
攻
撃
側
が
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

13

。

「
重
大
な
損
失
」
基
準
は
定
量
的
表
現
が
難
し
い
だ
け
に
議
定
書
に
反

し
な
い
攻
撃
で
あ
る
と
の
攻
撃
側
に
よ
る
証
明
も
難
し
く
な
る
。

⑶
重
大
な
損
失
の
発
生
予
測

「
重
大
な
損
失
」
基
準
は
比
例
性
原
則
に
よ
ら
な
い
絶
対
的
基
準
で

あ
る
と
は
い
え
、
攻
撃
側
が
攻
撃
時
に
了
知
し
て
い
る
限
り
の
情
報

に
基
づ
き
損
失
を
予
測
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
重
大
な
損
失
が

生
じ
て
も
そ
の
発
生
予
測
は
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
責
任
を
回
避
で

き
る
。
こ
の
た
め
第
五
六
条
は
、
攻
撃
側
の
主
観
的
判
断
の
余
地
を

小
さ
く
し
よ
う
と
し
、
攻
撃
が
重
大
な
損
失
を
「
も
た
ら
す
と
き
（m

ay 

cause

）」
と
の
文
言
を
用
い
た
と
さ
れ
る

14

。
第
五
一
条
五
項
⒝
や
第

五
七
条
二
項
⒜
ⅲ
で
は
、
過
度
の
付
随
的
損
害
発
生
が
「
予
測
さ
れ

る
（m

ay be expected

）」
な
ら
攻
撃
を
禁
止
す
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
付
随
的
損
害
予
測
は
攻
撃
側
が
そ
の
際
に
了
知
し
て
い
る
情
報

の
み
に
よ
れ
ば
よ
い
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
、
第
五
六
条
で
は
、

客
観
的
に
み
て
了
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
危
険
を
了
知
で
き
ず
に

攻
撃
に
踏
み
切
っ
た
だ
け
で
攻
撃
側
に
責
任
が
生
じ
る
と
の
解
釈
が

そ
の
文
言
か
ら
可
能
と
も
さ
れ
る

15

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
〇
二
二

年
三
月
四
日
か
ら
の
露
軍
の
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
攻
撃
は
、

文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を
発
生
さ
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、

露
軍
が
果
た
し
て
適
切
な
損
害
予
測
を
行
っ
た
上
で
攻
撃
し
た
の
か

が
問
わ
れ
る
。

損
失
予
測
に
つ
い
て
他
の
軍
事
目
標
と
は
異
な
る
配
慮
が
原
子
力

発
電
所
保
護
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
第
一
追
加

議
定
書
締
約
国
と
な
っ
て
原
子
力
発
電
所
の
原
則
的
保
護
を
承
認
す

る
諸
国
に
あ
っ
て
も
、
他
の
軍
事
目
標
攻
撃
と
の
差
異
を
で
き
る
だ

け
小
さ
く
す
る
た
め
、
解
釈
宣
言
を
付
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば

英
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
と
な
る
際
に
第
五
六
条
に
付
し
た
解

釈
宣
言
に
お
い
て
、
攻
撃
側
が
「
知
り
え
た
事
実
か
ら
（in the light of 

the know
n facts

）」
判
断
す
る
と
述
べ
、
他
の
軍
事
目
標
の
場
合
に
近

づ
け
た
。
こ
れ
は
、
攻
撃
側
と
被
攻
撃
側
の
利
益
均
衡
を
幾
分
か
回

復
す
る
試
み
で
あ
る

16

。

⑷
保
護
標
章

第
五
六
条
七
項
一
文
は
、
原
子
力
発
電
所
を
含
む
「
こ
の
条
の
規

定
で
保
護
さ
れ
る
物
の
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
」、
議
定
書
付
属
書

Ｉ
第
一
六
条
の
い
う
「
一
列
に
並
べ
ら
れ
た
三
個
の
明
る
い
オ
レ
ン

ジ
色
の
円
か
ら
成
る
特
別
の
標
章
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
保
護
さ
れ

る
物
を
表
示
で
き
る
」と
規
定
す
る
。
保
護
標
章
表
示
は
任
意
で
あ
り
、
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第
五
六
条
七
項
が
続
け
て
い
う
よ
う
に
、
そ
の
「
表
示
が
な
い
こ
と
は
、

こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
紛
争
当
事
者
の
義
務
を
免
除
す
る
も
の
で

は
な
い
」17

。

し
か
し
、
第
五
七
条
二
項
⒜
ⅰ
に
従
い
、
攻
撃
目
標
が
保
護
対
象

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
「
す
べ
て
の
実
行
可
能
な
措
置
」
を
攻
撃

側
が
誠
実
に
尽
く
し
て
第
五
六
条
列
挙
施
設
以
外
の
軍
事
目
標
で
あ

る
と
判
断
し
て
攻
撃
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
実
は
第
五
六
条
の
保
護

対
象
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
保
護
標
章
を
掲
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
目
標
識
別
上
の
錯
誤
の
唯
一
の
理
由
で
あ
る
と
し
て
被
攻
撃
側

に
責
任
を
転
嫁
す
る
主
張
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
英

は
第
五
六
条
に
つ
い
て
「
特
別
の
標
章
を
含
む
」
知
り
え
た
事
実
か
ら

識
別
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う

18

。
さ
ら
に
保
護
標
章
不
掲
示
が
、「
自

国
の
支
配
の
下
に
あ
る
文
民
た
る
住
民
、
個
々
の
文
民
及
び
民
用
物

を
軍
事
行
動
か
ら
生
じ
る
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
そ
の
他
の
必

要
な
予
防
措
置
」
を
求
め
る
第
五
八
条
⒞
の
違
反
を
構
成
す
る
と
解

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る

19

。

保
護
標
章
表
示
は
義
務
的
で
は
な
い
と
は
い
え
、
保
護
を
確
実
に

す
る
た
め
に
保
護
標
章
を
掲
示
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

20

。
ま
た
、

こ
の
標
章
は
目
視
識
別
用
で
あ
っ
て
、
第
五
六
条
列
挙
施
設
の
電
子

的
識
別
手
段
は
第
一
追
加
議
定
書
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

た
め
、
同
条
六
項
の
い
う
「
追
加
的
な
保
護
」
の
た
め
の
武
力
紛
争
当

事
国
間
の
特
別
取
極
で
電
子
的
識
別
手
段
を
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る

21

。Ⅱ　

重
大
な
損
失
の
発
生
し
な
い
攻
撃

⑴
周
辺
文
民
が
存
在
し
な
い
場
合
及
び
軽
火
器
に
よ
る
攻
撃
の
場
合

第
五
六
条
一
項
は
原
子
力
発
電
所
攻
撃
に
伴
う
内
部
威
力
放
出
に

よ
り
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
発
生
す
る
場
合
の
攻
撃

の
原
則
的
禁
止
を
い
う
か
ら
、
そ
う
し
た
損
失
が
生
じ
な
け
れ
ば
攻

撃
は
許
容
さ
れ
る
。

文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を
生
じ
な
い
状
況
は
い
く
つ

か
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
文
民
た
る
住
民
が
原
子
力
発
電
所
周
辺
の

広
範
囲
に
亘
り
存
在
し
な
け
れ
ば
そ
う
し
た
損
失
は
な
い
。
周
辺
に

文
民
た
る
住
民
が
あ
る
と
し
て
も
、
個
人
携
行
火
器
に
よ
る
攻
撃
な

ら
ば
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
ろ
う

22

。
さ
ら
に
、
原
子
力
発
電
所
の
運

転
停
止
を
強
要
す
る
目
的
で
、
周
辺
へ
の
地
雷
空
中
散
布
に
よ
り
発

電
所
へ
の
接
近
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
サ
イ

バ
ー
攻
撃
や
電
磁
波
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
故
に
よ
り
厳

し
い
か
又
は
緩
や
か
な
規
則
を
適
用
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ず
、

物
理
的
破
壊
を
も
た
ら
す
害
敵
手
段
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
規

則
と
原
則
的
に
同
じ
規
則
で
規
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

23

。
こ
の
た
め
、

サ
イ
バ
ー
手
段
と
電
磁
波
に
よ
る
攻
撃
を
こ
の
文
脈
で
区
別
し
て
論

じ
る
必
要
は
な
い
。

い
ず
れ
の
害
敵
手
段
に
よ
る
に
せ
よ
、
外
部
か
ら
の
炉
心
冷
却
用

電
力
供
給
を
含
む
安
全
確
保
シ
ス
テ
ム
の
完
全
性
が
損
な
わ
れ
る
と

内
部
威
力
放
出
を
招
き
、
重
大
な
損
失
を
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
の

で
、
許
容
さ
れ
る
攻
撃
は
実
際
に
は
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
ろ
う

24

。

⑵
比
例
性
原
則
の
再
浮
上

重
大
で
は
な
い
と
は
い
え
文
民
た
る
住
民
の
間
に
損
失
が
生
じ
た

な
ら
ば
、
第
五
六
条
三
項
が
文
民
は
「
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
国

際
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
保
護
（
次
条
［
第
五
七
条
］
の
予

防
措
置
に
よ
る
保
護
を
含
む
。）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
る
か

ら
、
他
の
種
類
の
軍
事
目
標
攻
撃
の
場
合
と
同
程
度
の
保
護
を
文
民

は
引
き
続
き
受
け
る
。
そ
こ
に
は
第
五
七
条
二
項
⒜
ⅲ
の
定
め
る
過

度
の
付
随
的
損
害
発
生
防
止
規
則
の
適
用
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
重
大

な
損
失
」
基
準
設
定
で
比
例
性
原
則
か
ら
離
れ
た
と
い
え
る
が
、
重

大
な
損
失
の
発
生
を
見
な
い
攻
撃
で
は
、
比
例
性
原
則
が
文
民
た
る

住
民
に
生
じ
た
付
随
的
損
害
の
評
価
に
用
い
ら
れ
、
付
随
的
損
害
が

攻
撃
か
ら
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
に
比
べ
て
過
度
で
な
け
れ
ば
攻
撃

は
禁
止
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
五
六
条
三
項
は
、
文
民
た
る
住
民
に
つ
い
て
の
み
第
一
追
加
議

定
書
の
他
の
規
定
の
下
で
継
続
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
し
、
民
用

物
に
関
し
て
何
も
い
わ
な
い
。
こ
こ
に
条
文
上
は
保
護
の
間
隙
が
あ

る
と
も
思
え
る
が
、
第
五
六
条
は
文
民
た
る
住
民
の
保
護
に
つ
い
て

の
条
文
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
民
用
物
保
護
の
定
め
が
な
く
と
も
第
一

追
加
議
定
書
の
他
の
条
文
に
よ
る
民
用
物
保
護
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
解
さ
な
い
と
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
で
は
他
の
軍
事

目
標
攻
撃
の
場
合
よ
り
周
辺
民
用
物
保
護
の
要
求
の
程
度
が
低
く
な

り
、
原
子
力
発
電
所
の
方
が
法
的
に
攻
撃
し
や
す
い
と
い
う
不
合
理

を
招
く
。
第
八
五
条
三
項
⒞
が
「
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
又
は

施
設
」
攻
撃
に
伴
い
過
度
の
付
随
的
損
害
が
発
生
す
る
場
合
を
議
定
書

の
重
大
な
違
反
行
為
と
定
め
る
際
に
、
文
民
の
他
、
民
用
物
の
損
害

も
付
随
的
損
害
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
解
釈
は
支
持

さ
れ
る
。
原
子
力
発
電
所
攻
撃
で
生
じ
る
自
然
環
境
損
害
に
つ
い
て

は
、
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
生
じ
る
状
況
で
も
例
外

的
に
攻
撃
禁
止
が
解
除
さ
れ
る
第
五
六
条
二
項
と
の
関
連
で
論
じ
る
。

露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
と
ザ
ポ
リ
ー

ジ
ャ
の
両
原
子
力
発
電
所
の
露
軍
に
よ
る
制
圧
の
際
に
は
、
文
民
た

る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
は
発
生
し
な
か
っ
た
。
前
者
は
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
か
ら
キ
エ
フ
に
向
か
う
経
路
上
に
所
在
す
る
か
ら
露
軍
は
こ

れ
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

25

。
同
発
電
所
は
事
故
で
稼

働
を
止
め
て
お
り
、
占
領
管
理
の
対
象
と
は
な
っ
て
も
軍
事
目
標
で
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は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
拠
点
と
な
っ
て

い
る
か
、
他
の
方
法
で
軍
事
活
動
に
効
果
的
に
貢
献
し
て
い
れ
ば
軍

事
目
標
に
か
わ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、稼
働
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ

て
第
五
六
条
が
適
用
さ
れ
るnuclear electrical generating station

で
は

な
く
な
る
か
の
問
題
が
生
じ
る
。
原
子
力
発
電
所
と
は
さ
れ
な
い
な

ら
、
他
の
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
と
同
じ
く
、
攻
撃
時
に
周
辺
に
生
じ

る
損
害
は
比
例
性
原
則
の
み
で
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
核
燃
料
を

格
納
し
た
ま
ま
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
攻
撃
に
伴
う
危
険
は
、
稼

働
原
子
力
発
電
所
へ
の
攻
撃
と
全
く
変
わ
ら
な
い

26

。
ま
た
、
発
電
し

て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
第
五
六
条
の
適
用
対
象
か
ら
外
す
と
、
定

期
整
備
中
で
一
時
的
に
発
電
し
て
い
な
い
原
子
力
発
電
所
も
適
用
か

ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。

ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
は
、
そ
の
出
力
か
ら
し
て
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
軍
や
政
府
機
関
の
他
、
軍
事
目
標
で
あ
る
よ
う
な
交
通
通

信
産
業
施
設
へ
の
給
電
の
か
な
り
の
割
合
を
担
っ
て
い
る
か
又
は
担

い
う
る
と
い
う
意
味
で
軍
事
活
動
に
効
果
的
に
貢
献
す
る
軍
事
目
標

と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
る

27

。
そ
こ
を
防
御
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
と
占

領
す
べ
く
接
近
し
た
露
軍
の
間
で
戦
闘
が
あ
っ
た
が
、
露
軍
が
重
火

器
の
使
用
や
航
空
攻
撃
を
控
え
、
重
大
な
損
失
を
生
じ
さ
せ
な
い
攻

撃
に
と
ど
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
攻
撃
は
直
ち
に
は
違
法
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
通
り
、
個
人
携
行
火
器
に
よ
る
攻
撃
で

も
発
電
所
の
機
能
を
麻
痺
さ
せ
る
行
為
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
重

大
な
損
失
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
、
第
五
六
条
二
項
の
い
う
攻
撃
禁

止
を
解
除
す
る
条
件
に
当
て
は
ま
ら
な
け
れ
ば
そ
う
し
た
攻
撃
も
第

一
追
加
議
定
書
違
反
を
構
成
す
る
。

こ
こ
で
発
電
所
攻
撃
に
伴
う
停
電
で
生
じ
る
損
害
も
付
随
的
損

害
と
い
う
べ
き
か
の
問
題
に
触
れ
た
い
。
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
現
に
支
配
す
る
発
電
所
に
対
す
る
露
軍
の
攻
撃
で
広

域
停
電
が
発
生
し
て
文
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
、
そ
の
故

に
露
は
非
難
さ
れ
た

28

。
発
電
所
は
最
重
要
の
軍
事
目
標
と
し
て
こ

れ
ま
で
の
戦
争
で
は
真
っ
先
に
攻
撃
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
破
壊
に

よ
る
停
電
に
伴
う
損
害
を
付
随
的
損
害
に
算
入
し
た
事
例
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。
サ
イ
バ
ー
手
段
に
よ
る
妨
害
の
場
合
と
同
じ
く
、

停
電
に
よ
る
文
民
運
用
機
器
の
機
能
停
止
で
文
民
に
死
傷
者
が
生
じ

な
け
れ
ば
付
随
的
損
害
と
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
文
民
の
生
活
に
生
じ
る
不
都
合
を
国
際
人
道
法
の
問
題
と
し
て

検
討
す
べ
き
と
い
う
議
論
が
こ
れ
か
ら
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅲ　

重
大
な
損
失
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る

状
況
に
お
け
る
攻
撃
禁
止
解
除

⑴
攻
撃
禁
止
解
除
の
条
件

第
五
六
条
二
項
に
は
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
生
じ

る
と
予
測
さ
れ
る
と
し
て
も
攻
撃
が
許
容
さ
れ
る
例
外
的
場
合
が
規

定
さ
れ
る
。
三
種
の
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
の
内
の
原
子
力
発

電
所
に
つ
い
て
は
、
同
項
⒝
に
お
い
て
「
こ
れ
が
軍
事
行
動
に
対
し

常
時
の
、
重
要
な
か
つ
直
接
の
支
援
を
行
う
た
め
に
電
力
を
供
給
し

て
お
り
、
こ
れ
に
対
す
る
攻
撃
が
そ
の
よ
う
な
支
援
を
終
了
さ
せ
る

た
め
の
唯
一
の
実
行
可
能
な
方
法
（if it provides electric pow

er in regu-

lar, significant and direct support of m
ilitary operations and if such attack 

is the only feasible w
ay to term

inate such support

）」
で
あ
れ
ば
攻
撃
が
許

容
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
る
。
ダ
ム
と
堤
防
の
場
合
に
関
し
同
項
⒜
が

い
う
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
の
一
で
あ
る
「
通
常
の
機
能
以
外
の
機
能
」

に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
条
件
は
同
項
⒝
に
な
い
か
ら
、「
通
常
の
目
的
」

以
外
の
原
子
力
発
電
所
使
用
で
は
攻
撃
禁
止
は
解
除
さ
れ
な
い
が

29

、

文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
生
じ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
攻

撃
を
許
容
す
る
だ
け
に
、
他
の
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
の
場
合
よ
り
も

遙
か
に
厳
し
い
条
件
が
課
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
軍
隊
や
戦
争
遂

行
に
必
要
な
交
通
通
信
産
業
施
設
に
現
に
送
電
し
て
い
る
だ
け
で
直

接
的
支
援
に
該
当
す
る
か
は
争
わ
れ
る

30

。
攻
撃
以
外
の
手
段
が
な
い

と
い
う
非
代
替
性
要
件
に
つ
い
て
は
、
送
電
施
設
の
破
壊
で
電
力
供

給
を
遮
断
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
指
摘
さ

れ
る

31

。

他
の
種
類
の
発
電
所
で
あ
れ
ば
、
第
五
二
条
二
項
の
い
う
よ
う
に

そ
の
「
性
質
、
位
置
、
用
途
又
は
使
用
」
が
「
軍
事
活
動
に
効
果
的
に

貢
献
」
し
、
そ
の
破
壊
が
「
そ
の
時
点
に
お
け
る
状
況
に
お
い
て
明
確

な
軍
事
的
利
益
」
を
も
た
ら
せ
ば
軍
事
目
標
と
さ
れ
攻
撃
対
象
と
な

る
。
し
か
し
、
原
子
力
発
電
所
は
、
軍
事
活
動
へ
の
効
果
的
貢
献
を

継
続
し
て
い
る
軍
事
目
標
で
あ
り
な
が
ら
攻
撃
が
制
限
さ
れ
、
そ
の

点
で
攻
撃
側
と
被
攻
撃
側
の
利
益
不
均
衡
を
生
じ
る
。
他
の
軍
事
目

標
の
場
合
で
も
過
度
の
付
随
的
損
害
を
生
じ
る
と
き
に
は
攻
撃
で
き

ず
、
当
該
軍
事
目
標
が
引
き
続
き
軍
事
活
動
に
効
果
的
な
貢
献
を
し

て
い
て
も
破
壊
で
き
な
く
な
る
か
ら
同
様
の
不
均
衡
が
あ
る
よ
う
に

も
思
え
る
。
し
か
し
、
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
損
失

と
い
う
付
随
的
損
害
を
上
回
る
軍
事
的
利
益
が
攻
撃
か
ら
得
ら
れ
る

と
し
て
も
、
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
が
厳
し
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め

に
一
層
均
衡
を
失
し
て
い
る
と
考
え
る
国
も
あ
る
。

米
は
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
は
他
の
軍
事
目
標
と
同
一
の
基
準
で

評
価
さ
れ
る
べ
き
を
い
う

32

。
即
ち
、
重
大
な
損
失
が
発
生
す
る
か
否

か
で
は
な
く
、
攻
撃
か
ら
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
と
の
比
較
に
お
い

て
過
度
の
付
随
的
損
害
発
生
が
生
じ
た
か
と
い
う
比
例
性
原
則
で
攻

撃
の
合
法
性
は
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
五
六
条
設

定
の
重
大
な
損
失
と
い
う
絶
対
的
基
準
に
よ
る
攻
撃
の
原
則
的
禁
止
、

及
び
そ
う
し
た
損
失
が
発
生
す
る
場
合
に
お
け
る
攻
撃
禁
止
解
除
条

件
の
厳
格
化
の
双
方
が
米
に
は
受
け
容
れ
が
た
い
。
こ
の
第
五
六
条
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に
拘
束
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
が
第
一
追
加
議
定
書
に
米
が
入
ら
な
い

理
由
の
一
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
米
は
第
五
六
条
の
慣
習

法
性
も
当
然
否
定
す
る

33

。

露
が
そ
の
占
領
地
外
に
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
発
電
所
を
軍

事
目
標
と
し
て
攻
撃
し
た
な
ら
、
こ
の
両
国
間
で
は
第
一
追
加
議
定

書
の
適
用
が
あ
る
か
ら
当
該
攻
撃
は
そ
れ
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
。
そ

こ
で
露
に
よ
る
第
五
六
条
違
反
が
あ
れ
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
他
、
こ

の
議
定
書
締
約
国
で
あ
る
諸
国
は
露
を
非
難
し
よ
う
。
米
も
こ
の
議

定
書
に
基
づ
き
対
露
非
難
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
国
同
士
で
結
ば

れ
た
条
約
中
の
慣
習
法
化
し
て
い
な
い
規
定
に
締
約
国
が
違
反
し
た

こ
と
を
非
締
約
国
が
非
難
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑵
重
大
な
損
失
を
発
生
さ
せ
る
攻
撃
と
比
例
性
原
則

第
五
六
条
二
項
の
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
文
民

た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を
生
じ
て
も
原
子
力
発
電
所
を
攻
撃

で
き
る
。
そ
の
際
に
内
部
威
力
放
出
で
周
辺
に
生
じ
る
損
害
は
や
は

り
比
例
性
原
則
で
評
価
さ
れ

34

、
こ
れ
は
、
重
大
な
損
失
の
発
生
し

な
い
状
態
に
お
け
る
攻
撃
に
よ
る
付
随
的
損
害
評
価
と
同
じ
で
あ
る
。

但
し
、
重
大
な
損
失
が
付
随
的
損
害
と
し
て
計
算
さ
れ
る
か
ら
、
そ

れ
が
過
度
と
は
さ
れ
な
い
程
度
に
大
き
な
軍
事
的
利
益
を
攻
撃
側
が

得
ら
れ
る
こ
と
が
同
条
二
項
に
よ
る
攻
撃
を
合
法
化
す
る
た
め
に
必

要
と
な
る
。

第
五
六
条
起
草
中
に
は
他
の
軍
事
目
標
攻
撃
の
場
合
と
同
じ
比
較

基
準
で
は
な
く
、
攻
撃
か
ら
作
戦
遂
行
上
決
定
的
で
あ
る
ほ
ど
に
非

常
に
大
き
な
軍
事
的
利
益
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
付
随
的
損
害
は
過
度

と
み
な
す
べ
き
見
解
も
あ
っ
た

35

。
こ
れ
は
、
軍
事
的
利
益
の
比
重
を

極
小
化
し
、
付
随
的
損
害
が
過
度
と
の
判
定
を
し
や
す
く
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
を
第
五
六
条
二
項
の
よ
う
に
厳
格

化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
付
随
的
損
害
が
過
度
か
否
か
の
判
断
基
準
も

よ
り
攻
撃
側
に
厳
し
く
す
る
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ

た
が
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
比
例
性
原
則
か
ら
離
れ
た
の
は
、「
重
大
な
損
失
」

基
準
設
定
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
第
五
六
条
二
項
で
は
重
大
な
損

失
が
生
じ
て
も
攻
撃
は
厳
し
い
条
件
付
き
な
が
ら
許
容
さ
れ
、
そ
こ

で
生
じ
た
付
随
的
損
害
は
比
例
性
原
則
に
戻
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
但

し
、
そ
の
際
に
も
第
五
六
条
三
項
二
文
に
よ
り
、
同
条
一
項
が
定
め

る
原
子
力
発
電
所
の
「
特
別
の
保
護
が
消
滅
」
し
て
攻
撃
さ
れ
る
と
き

に
は
、「
危
険
な
力
の
放
出
を
防
止
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
実
際
的
な

予
防
措
置
（all practical precautions

）」
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
五
六
条
一
項
の
「
重
大
な
損
失
」
基
準
と
同
様
に

比
例
性
原
則
か
ら
離
脱
し
て
絶
対
的
基
準
を
設
定
し
た
も
の
と
し
て

自
然
環
境
保
護
に
関
す
る
第
三
五
条
三
項
と
第
五
五
条
一
項
が
あ
る
。

そ
こ
で
も
自
然
環
境
損
害
を
攻
撃
か
ら
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
と
の

比
較
で
評
価
せ
ず
、「
自
然
環
境
に
対
し
て
広
範
、
長
期
的
か
つ
深
刻
」

な
損
害
と
い
う
絶
対
的
基
準
を
設
定
し
、
そ
う
し
た
損
害
を
与
え
る

「
戦
闘
の
方
法
及
び
手
段
」
の
使
用
を
禁
止
す
る
。
こ
の
二
規
定
で
は
、

い
か
に
大
き
な
軍
事
的
利
益
が
得
ら
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
基
準
を
超

え
る
損
害
を
自
然
環
境
に
与
え
る
戦
闘
の
方
法
と
手
段
の
使
用
を
認

め
な
い
。
第
三
五
条
三
項
と
第
五
五
条
一
項
は
、
文
字
通
り
超
越
を

許
さ
な
い
絶
対
的
な
上
限
を
設
定
し
た
の
で
あ
り

36

、
そ
れ
は
第
五
六

条
一
項
と
対
照
的
で
あ
る
。

⑶
自
然
環
境
損
害
の
評
価

付
随
的
な
自
然
環
境
損
害
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
は
、
自
然
環

境
が
包
含
す
る
も
の
の
多
様
性
か
ら
必
ず
し
も
一
致
し
た
認
識
が
あ

る
訳
で
は
な
か
っ
た
。
自
然
環
境
が
民
用
物
と
認
識
さ
れ
る
か
が
ま

ず
問
わ
れ
る
が
、
第
三
五
条
三
項
と
第
五
五
条
一
項
が
「
広
範
、
長

期
的
か
つ
深
刻
」
な
自
然
環
境
損
害
の
み
に
言
及
し
、
そ
れ
に
至
ら

な
い
自
然
環
境
損
害
の
発
生
が
許
容
さ
れ
る
と
も
解
せ
る
一
方
、
民

用
物
に
は
そ
う
し
た
制
限
の
な
い
保
護
が
与
え
ら
れ
る
た
め
、
環
境

は
民
用
物
と
は
別
個
の
も
の
と
も
思
え
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

第
五
一
条
五
項
⒝
が
付
随
的
損
害
を
文
民
と
民
用
物
の
巻
き
添
え
損

害
で
あ
る
と
し
て
い
る
た
め
、
自
然
環
境
損
害
は
付
随
的
損
害
か
ら

外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第
一
追
加
議
定
書
を
含
む
国
際
人
道

法
が
そ
の
呼
称
の
通
りanthropocentric

と
い
わ
れ
た
由
縁
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
で
は
、
自
然
環
境
は
民
用
物
と
し
て
か
又
は
自
然

環
境
そ
の
も
の
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
の
認
識
が
一
般
的
で
あ
る

37

。

従
っ
て
、
そ
の
損
害
は
付
随
的
損
害
に
算
入
さ
れ
る
。
こ
れ
を
条

約
と
し
て
初
め
て
示
し
た
の
は
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
規
程
で
、

そ
の
第
八
条
二
項
⒝
ⅳ
は
、
自
然
環
境
損
害
も
付
随
的
損
害
と
認
識

で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

原
子
力
発
電
所
攻
撃
で
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
発

生
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
攻
撃
は
第
五
六
条
一
項
か
ら
し
て
許
容
さ

れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
同
条
一
項
が
過
度
の
付
随

的
損
害
発
生
禁
止
規
則
の
適
用
を
妨
げ
な
い
か
ら
、
核
汚
染
で
文
民
、

民
用
物
や
自
然
環
境
に
生
じ
る
損
害
は
、
他
の
軍
事
目
標
攻
撃
の
場

合
と
同
様
、
比
例
性
原
則
で
評
価
さ
れ
る
。
原
子
力
発
電
所
が
無
人

地
帯
に
あ
り
、
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
生
じ
え
な
い

た
め
攻
撃
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
自
然
環
境
損
害
が
過
度
な
ら

ば
攻
撃
は
違
法
と
さ
れ
る
。

文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
生
じ
る
も
の
の
第
五
六
条

二
項
の
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
が
満
た
さ
れ
て
攻
撃
が
可
能
と
な
る
場

合
も
自
然
環
境
損
害
は
付
随
的
損
害
と
し
て
扱
わ
れ
、
文
民
た
る
住

民
の
間
に
生
じ
た
重
大
な
損
失
及
び
民
用
物
に
生
じ
た
付
随
的
損
害
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に
加
算
さ
れ
る
。
但
し
、
自
然
環
境
損
害
を
含
む
付
随
的
損
害
を
上

回
る
軍
事
的
利
益
が
得
ら
れ
、
従
っ
て
、
過
度
の
付
随
的
損
害
は
存

在
せ
ず
に
第
五
六
条
か
ら
適
法
な
攻
撃
と
さ
れ
て
も
、
そ
の
付
随
的

自
然
環
境
損
害
が
第
三
五
条
三
項
と
第
五
五
条
一 

項
の
い
う
「
広
範
、

長
期
的
か
つ
深
刻
」
と
い
う
絶
対
的
基
準
を
超
え
る
な
ら
、
そ
の
故

に
攻
撃
は
違
法
と
な
る

38

。

核
物
質
に
よ
る
自
然
環
境
汚
染
が
付
随
的
損
害
と
さ
れ
る
と
は
い

え
る
の
で
あ
る
が
、い
か
な
る
程
度
の
汚
染
か
ら
そ
う
な
る
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
自
然
放
射
能
を
ど
の
程
度
上
回
る
核
汚
染
で
あ
れ
ば

損
害
と
認
識
さ
れ
る
か
は
な
お
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
で
放
出
さ
れ
た
核
物
質
に
よ
る
汚

染
が
武
力
紛
争
非
当
事
国
に
及
ぶ
場
合
に
も
問
わ
れ
る
。
武
力
紛
争

当
事
国
の
攻
撃
で
生
じ
る
過
度
で
は
な
い
付
随
的
損
害
を
相
手
方
の

当
事
国
は
受
忍
す
る
義
務
を
国
際
人
道
法
上
は
課
せ
ら
れ
る
。
他
方
、

非
当
事
国
領
域
は
不
可
侵
で
あ
り
、
武
力
紛
争
当
事
国
間
の
攻
撃
か

ら
そ
の
非
当
事
国
の
領
域
に
生
じ
る
核
汚
染
を
当
該
非
当
事
国
が
黙

認
す
る
義
務
は
中
立
法
か
ら
し
て
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る

39

。
非

当
事
国
の
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
に
あ
る
施
設
、
資
源
や
自

然
環
境
へ
の
汚
染
に
つ
い
て
も
そ
の
主
権
的
権
利
と
管
轄
権
か
ら
同

様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ど
の
程
度
の
汚
染
か
ら
非
当
事

国
に
生
じ
た
損
害
と
い
い
う
る
か
が
中
立
法
の
観
点
か
ら
問
題
と
な

る
40

。
Ⅳ　

原
子
力
発
電
所
近
傍
軍
事
目
標
の
保
護

⑴
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
概
念
の
実
質
的
拡
張

「
重
大
な
損
失
」
基
準
と
い
う
比
例
性
原
則
か
ら
離
れ
た
絶
対
的
基

準
に
よ
り
ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子
力
発
電
所
に
原
則
的
保
護
を
与
え

た
こ
と
と
並
ぶ
第
五
六
条
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
近
傍
に
位
置
す
る

軍
事
目
標
に
同
じ
基
準
で
保
護
を
与
え
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
三
種
施
設

の
防
御
施
設
に
対
す
る
攻
撃
を
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
五
六
条
一
項
二
文
は
、「
こ
れ
ら
の
工
作
物
又
は
施
設
の
場
所
又

は
近
傍
に
位
置
す
る
他
の
軍
事
目
標
は
（O

ther m
ilitary objectives locat-

ed at or in the vicinity of these works or installations

）、
当
該
他
の
軍
事

目
標
に
対
す
る
攻
撃
が
こ
れ
ら
の
工
作
物
又
は
施
設
か
ら
の
危
険
な

威
力
の
放
出
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
結
果
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重

大
な
損
失
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
攻
撃
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
ダ
ム
、
堤
防
と
原
子
力
発
電
所
の
本
体
の

場
合
と
同
様
、
重
大
な
損
失
が
発
生
す
る
と
し
て
も
例
外
的
に
攻
撃

禁
止
が
解
除
さ
れ
る
条
件
が
同
条
二
項
⒞
で
規
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
こ
れ
ら
の
軍
事
目
標
が
「
軍
事
行
動
に
対
し
常
時
の
、
重
要
な

か
つ
直
接
の
支
援
を
行
う
た
め
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
対

す
る
攻
撃
が
そ
の
よ
う
な
支
援
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
唯
一
の
実
行

可
能
な
方
法
で
あ
る
場
合
」
と
さ
れ
、
こ
れ
は
同
項
⒝
で
原
子
力
発

電
所
攻
撃
を
例
外
的
に
許
容
す
る
た
め
の
条
件
と
変
わ
ら
な
い
。

近
傍
軍
事
目
標
保
護
規
定
は
、
例
え
ば
、
原
子
力
発
電
所
の
す
ぐ

外
の
海
岸
に
軍
事
目
標
で
あ
る
港
が
あ
る
と
き
に
、
当
該
の
港
へ
の

攻
撃
で
原
子
力
発
電
所
が
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
目
的

で
設
け
ら
れ
た
。
巻
き
添
え
で
損
傷
し
た
原
子
力
発
電
所
か
ら
の
核

物
質
で
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
周

辺
軍
事
目
標
攻
撃
は
比
例
性
原
則
の
下
で
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
損
失
が
発
生
す
る
な
ら
、
近
傍
軍
事
目
標
も
原
子
力
発
電

所
と
同
じ
保
護
を
受
け
る
。
こ
れ
は
、
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標

概
念
を
拡
張
し
て
、
近
傍
軍
事
目
標
を
そ
こ
に
取
り
込
む
に
実
質
的

に
等
し
い
。
攻
撃
側
と
被
攻
撃
側
の
利
益
均
衡
を
重
視
す
る
か
、
又

は
重
大
な
損
失
の
発
生
防
止
を
重
視
す
る
か
で
原
子
力
発
電
所
攻
撃

原
則
的
禁
止
の
評
価
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
子
力
発
電
所

の
道
連
れ
損
害
を
防
ぐ
た
め
の
近
傍
軍
事
目
標
保
護
規
定
の
評
価
も

同
様
に
分
か
れ
る
。

⑵
原
子
力
発
電
所
近
傍
へ
の
軍
事
目
標
設
置
の
回
避

三
種
の
内
部
威
力
放
出
型
の
施
設
の
近
傍
に
あ
る
他
の
軍
事
目
標

は
第
五
六
条
二
項
⒞
に
よ
り
原
則
的
保
護
を
受
け
る
た
め
、
近
傍
地

帯
は
攻
撃
を
免
れ
る
聖
域
に
な
る
。
被
攻
撃
側
は
原
子
力
発
電
所
を

盾
に
し
て
そ
の
周
辺
を
軍
事
的
に
利
用
で
き
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め

第
五
六
条
五
項
は
、「
紛
争
当
事
者
は
、［
第
五
六
条
］
一
に
規
定
す
る

工
作
物
又
は
施
設
の
近
傍
に
い
か
な
る
軍
事
目
標
も
設
け
る
こ
と
を

避
け
る
よ
う
努
め
る（The Parties to the conflict shall endeavour to avoid 

locating any m
ilitary objectives in the vicinity of the works and installations 

m
entioned in paragraph 1

）」
義
務
を
被
攻
撃
側
に
課
し
た

41

。

し
か
し
、
こ
れ
は
努
力
義
務
を
課
す
規
定
で
、
結
果
を
確
保
す
る

義
務
で
は
な
い
た
め
、
被
攻
撃
側
の
近
傍
地
帯
使
用
が
実
際
に
は
で

き
て
し
ま
う
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
上
述
の
第
五
六
条
二
項
二
文
の

場
合
と
同
じ
く
、「
近
傍
」
が
い
か
な
る
範
囲
を
い
う
の
か
も
は
っ
き

り
せ
ず
、
攻
撃
側
と
被
攻
撃
側
は
そ
の
広
狭
を
そ
れ
ぞ
れ
都
合
よ
く

解
釈
す
る
で
あ
ろ
う
。

露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
又
は
露
軍
が
自
己
の
支
配

下
に
あ
る
原
子
力
発
電
所
の
近
傍
を
そ
の
防
御
以
外
の
た
め
の
作
戦

の
拠
点
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
継
続
し
て
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
第
五
六
条
五
項
の
違
反
で
あ
る
。

⑶
原
子
力
発
電
所
防
御
施
設
の
保
護

第
五
六
条
五
項
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
二
文
で
以
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下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
即
ち
、「
保
護
さ
れ
る
工
作
物
又
は
施
設
を

攻
撃
か
ら
防
御
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
構
築
さ
れ
る
施
設
（in-

stallations erected for the sole purpose of defending the protected works 

and installations from
 attack

）
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
し
、
攻
撃
の
対

象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
構
築
さ
れ
る
施
設
が
、

保
護
さ
れ
る
工
作
物
又
は
施
設
に
対
す
る
攻
撃
に
対
処
す
る
た
め

に
必
要
な
防
御
措
置
（defensive actions necessary to respond to attacks 

against the protected works and installations

）
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
敵
対
行
為
に
お
い
て
利
用
さ
れ
ず
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
構
築
さ
れ
る
施
設
の
装
備
が
保
護
さ
れ
る
工
作
物
又
は
施
設
に

対
す
る
敵
対
行
為
を
撃
退
す
る
こ
と
の
み
が
可
能
な
兵
器
（w

eapons 

capable only of repelling hostile actions against the protected works and 

installations

）
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
」
と
定
め
る
。

こ
の
規
定
は
、
被
攻
撃
側
の
軍
事
目
標
近
傍
設
置
防
止
義
務
の
例

外
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
原
子
力
発
電
所
防
御
に
必
要
な
兵

器
し
か
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
衛
生
部
隊
や
文
民
保
護
部
隊
の

よ
う
に
個
人
携
行
火
器
に
限
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く

42

、
必
要
な

防
御
用
兵
器
の
範
囲
は
攻
撃
側
の
使
用
兵
器
で
決
ま
る
と
い
う
解
釈

も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
原
子
力
発
電
所
攻
撃
は
、
歩
兵
の
携
行
火
器

で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
野
砲
、
航
空
機
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
で

な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
対
空
火
器
の
原
子
力
発

電
所
近
傍
配
備
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
防
御
目
的
で
の
そ
の

配
備
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
議
定
書
注
釈
書
で
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え

43

、
飛
来
す
る
軍
用
航
空
機
で
発
電
所
破
壊
を
企
図
す
る
も

の
と
そ
れ
以
外
を
識
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

44

。
別
目
標
に
向

か
う
相
手
方
軍
用
航
空
機
に
原
子
力
発
電
所
防
御
の
対
空
部
隊
が
射

撃
を
加
え
れ
ば
、
当
該
部
隊
は
反
撃
を
受
け
、
原
子
力
発
電
所
の
安

全
も
危
う
く
す
る
。

⑷
原
子
力
発
電
所
防
御
部
隊
の
抵
抗
停
止

文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
が
発
生
す
る
と
し
て
も
原
子

力
発
電
所
攻
撃
禁
止
が
解
除
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
、
第
五
六

条
二
項
⒝
規
定
の
よ
う
に
そ
の
条
件
に
は
発
電
所
の
軍
事
行
動
支
援

を
攻
撃
以
外
の
手
段
で
は
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
含

ま
れ
る
。
こ
の
非
代
替
性
要
件
は
、
原
子
力
発
電
所
が
稼
働
を
自
ら

止
め
る
か
、
又
は
そ
の
防
御
部
隊
が
抵
抗
を
停
止
し
、
近
傍
に
迫
る

相
手
方
部
隊
に
よ
る
占
領
が
可
能
な
状
態
に
な
れ
ば
満
た
さ
れ
な
く

な
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
議
定
書
注
釈
書
も
前
線
に
あ
る
原
子
力
発
電
所
に
つ
い

て
は
、
防
御
部
隊
の
抵
抗
停
止
に
よ
る
攻
撃
か
ら
の
保
護
の
可
能
性

に
言
及
す
る

45

。
無
抵
抗
の
原
子
力
発
電
所
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則

で
い
え
ば
第
二
五
条
の
「
防
守
セ
サ
ル
」
建
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
ま
た
、抵
抗
停
止
と
占
領
へ
の
開
放
で
攻
撃
か
ら
免
れ
る
方
式
は
、

第
一
追
加
議
定
書
第
五
九
条
の
い
う
無
防
備
地
区
の
一
方
的
設
定
に

よ
る
保
護
の
付
与
と
も
類
似
す
る
。

重
大
な
損
失
の
発
生
防
止
の
た
め
に
は
、
原
子
力
発
電
所
を
現
に

管
理
す
る
側
に
よ
る
そ
の
軍
事
目
標
た
る
性
格
の
除
去
や
抵
抗
停
止

は
確
か
に
有
効
で
あ
る
。
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
も
、
ザ
ポ

リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
制
圧
を
企
図
し
て
接
近
す
る
露
軍
に
対
す

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
抵
抗
が
同
発
電
所
を
危
険
に
曝
さ
ず
に
ど
こ
ま

で
可
能
か
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た

46

。
し
か
し
、
重
大
な
損
失
の
発

生
防
止
と
い
う
目
的
を
至
上
の
も
の
と
し
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
抵

抗
停
止
ま
で
推
奨
す
る
く
ら
い
な
ら
、
非
代
替
性
要
件
そ
の
他
の
第

五
六
条
二
項
⒝
の
い
う
条
件
を
満
た
し
て
攻
撃
が
許
容
さ
れ
る
事
態

に
立
ち
至
れ
ば
、
軍
事
目
標
で
あ
る
原
子
力
発
電
所
の
稼
働
や
送
電

の
停
止
を
義
務
的
と
し
、
攻
撃
側
と
被
攻
撃
側
の
利
益
均
衡
を
回
復

さ
せ
た
上
で
保
護
す
る
条
文
構
成
の
方
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

Ⅴ　

攻
撃
に
該
当
し
な
い
措
置

⑴
占
領
と
支
配

第
五
六
条
は
、「
重
大
な
損
失
」
基
準
に
よ
っ
て
原
子
力
発
電
所

を
攻
撃
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
攻
撃
以
外
の
措
置
か

ら
の
保
護
を
特
に
定
め
な
い
。
攻
撃
（attack

）
は
、
第
一
追
加
議
定
書

第
四
九
条
一
項
で
は
「
攻
勢
と
し
て
か
防
御
と
し
て
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
敵
に
対
す
る
暴
力
行
為
（acts of violence against the adversary,  

w
hether in offence or defence

）」
と
定
義
さ
れ
る

47

。
占
領
成
立
ま
で
は

攻
撃
そ
の
他
の
敵
対
行
為
が
な
さ
れ
よ
う
が
、
占
領
そ
の
も
の
は
攻

撃
と
は
区
別
さ
れ
る
。
原
子
力
発
電
所
占
領
は
第
五
六
条
で
は
な
く

占
領
法
規
に
従
っ
て
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
は
稼
働
せ
ず
、
従
っ
て
民
用
物

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
占
領
は
可
能
で
あ
る
。
軍
事
目
標
で
は
な

い
こ
と
は
占
領
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ

原
子
力
発
電
所
は
軍
事
目
標
で
あ
り
、
そ
の
無
効
化
は
第
五
六
条
の

許
容
す
る
攻
撃
や
占
領
で
達
成
さ
れ
る
。

詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
占
領
下
の
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所

か
ら
占
領
地
外
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
に
送
電
が
継
続
さ
れ
て
い
た
と

も
い
う
。
し
か
し
、
占
領
地
域
外
へ
の
送
電
確
保
は
占
領
軍
の
義
務

で
は
な
い
。
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
四
三
条
等
の
占
領
法
規
か
ら
し
て

占
領
軍
は
占
領
地
域
住
民
の
生
活
維
持
の
た
め
一
定
の
責
任
を
負
う

と
し
て
も
、
占
領
地
域
外
住
民
と
の
関
係
で
は
そ
の
よ
う
な
責
任
は

な
い
。
こ
の
た
め
、
電
力
供
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
占
領
地
域

外
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
文
民
が
不
便
を
強
い
ら
れ
る
状
況
が
発
生
し
と
し
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て
も
、
そ
れ
は
占
領
軍
の
国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
し
な
い
。
と
は

い
え
、
こ
れ
ま
で
占
領
地
住
民
へ
の
占
領
地
外
か
ら
の
救
援
物
資
輸

送
を
い
か
に
確
保
す
る
か
が
国
際
人
道
法
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
が
、
こ
の
逆
の
場
合
も
議
論
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑵
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
原
子
力
発
電
所
の
破
壊

自
己
の
支
配
下
の
ダ
ム
や
堤
防
を
破
壊
し
て
冠
水
地
帯
を
出
現
さ

せ
る
こ
と
は
、
相
手
方
部
隊
の
進
攻
遅
滞
の
た
め
有
効
で
あ
る
。
原

子
力
発
電
所
破
壊
に
伴
う
核
汚
染
も
同
様
の
効
果
を
持
つ
。
そ
の
反

面
、
か
か
る
破
壊
は
、
周
辺
の
文
民
、
民
用
物
及
び
自
然
環
境
に
甚

大
な
影
響
を
与
え
る
。
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域

に
あ
る
原
子
力
発
電
所
が
そ
れ
を
支
配
す
る
武
力
紛
争
当
事
国
に
破

壊
さ
れ
る
と
の
懸
念
が
あ
り
、
ダ
ム
と
堤
防
の
破
壊
は
実
際
に
あ
っ

た
と
い
う

48

。

し
か
し
、「
敵
に
対
す
る
」
暴
力
行
為
を
「
攻
撃
」
と
い
う
か
ら
、
自

国
領
域
や
占
領
地
内
で
自
己
支
配
下
の
ダ
ム
、
堤
防
や
原
子
力
発
電

所
を
破
壊
す
る
こ
と
は
攻
撃
に
該
当
せ
ず

49

、
攻
撃
を
制
限
す
る
第

一
追
加
議
定
書
諸
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
。
こ
の
た
め
第
五
六
条

起
草
時
に
「
攻
撃
」
と
並
び
自
己
の
支
配
下
の
施
設
の
「
破
壊
（destruc-

tion

）」
を
禁
止
す
る
案
が
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
中
に

堤
防
破
壊
に
よ
る
独
軍
進
攻
阻
止
を
企
図
し
た
蘭
等
の
反
対
で
結
局

こ
れ
は
条
文
化
さ
れ
な
か
っ
た

50

。

な
お
、
自
己
支
配
下
の
物
を
破
壊
し
つ
つ
部
隊
が
後
退
す
る
焦
土

作
戦
に
関
し
述
べ
る
第
五
四
条
五
項
は
、「
文
民
た
る
住
民
の
生
存
に

不
可
欠
の
物
」
の
破
壊
を
「
絶
対
的
な
軍
事
上
の
必
要
に
よ
っ
て
要
求

さ
れ
る
」
と
き
に
し
か
許
容
し
な
い
。
ダ
ム
と
堤
防
で
あ
れ
ば
、
第

五
四
条
五
項
が
例
示
す
る
飲
料
水
や
灌
漑
の
施
設
に
該
当
す
る
場
合

が
あ
り
え
、
そ
う
で
あ
れ
ば
焦
土
作
戦
的
破
壊
に
制
限
が
生
じ
る

51

。

し
か
し
、
同
項
か
ら
は
、
原
子
力
発
電
所
そ
の
他
の
発
電
所
と
送
電

施
設
が
文
民
の
「
生
存
に
不
可
欠
」
で
あ
る
と
は
解
し
に
く
い
。
従
っ

て
、
原
子
力
発
電
所
を
含
む
発
電
所
の
焦
土
作
戦
と
し
て
の
破
壊
は
、

「
絶
対
的
な
軍
事
上
の
必
要
」
が
な
く
と
も
規
定
上
は
可
能
に
な
っ
て

し
ま
う
。

結
局
、
自
国
領
域
で
自
己
が
支
配
す
る
原
子
力
発
電
所
の
破
壊
に

は
、
第
一
追
加
議
定
書
規
定
に
限
っ
て
い
え
ば
、
自
然
環
境
保
護
に

関
す
る
第
三
五
条
三
項
及
び
第
五
五
条
一
項
の
他
に
は
自
己
支
配
下

の
文
民
と
民
用
物
に
も
必
要
な
予
防
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る

第
五
八
条
⒞
の
適
用
が
あ
る
程
度
と
思
わ
れ
る
。
国
際
的
武
力
紛
争

に
か
か
る
国
際
人
道
法
は
当
然
な
が
ら
相
手
方
武
力
紛
争
当
事
国
と

の
関
係
を
主
に
規
律
す
る
た
め
、
自
国
領
域
内
の
自
国
民
の
扱
い
に

ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
占
領
地
住
民
は
、
相
手
方
の
国
民
で
あ
る
の
で
、
そ
の
保

護
は
国
際
人
道
法
の
本
来
的
な
守
備
範
囲
に
入
り
、
占
領
法
規
に
は

そ
の
た
め
の
細
か
な
規
定
が
あ
る
。
占
領
地
に
あ
る
ダ
ム
、
堤
防
や

原
子
力
発
電
所
の
占
領
軍
に
よ
る
破
壊
も
占
領
法
規
で
そ
の
適
法
性

が
評
価
さ
れ
る
。
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
四
六
条
は
、
占
領
地
住
民
の

生
命
と
財
産
を
尊
重
し
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
義
務
を
占
領
国
に
課

し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
第
五
三
条
は
、
占
領
地
に
あ
る
被
占
領

国
や
そ
の
国
民
の
財
産
の
破
壊
は
、「
軍
事
行
動
に
絶
対
的
に
必
要
と

さ
れ
る
場
合
」に
し
か
許
容
し
な
い
。
住
民
の
立
ち
退
き
も
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
第
四
条
約
第
四
九
条
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
述
の
第
一

追
加
議
定
書
第
三
五
条
三
項
と
第
五
八
条
⒞
の
適
用
は
占
領
地
で
も

あ
る
。
こ
う
し
た
占
領
法
規
の
制
限
内
で
原
子
力
発
電
所
を
破
壊
す

る
こ
と
は
実
際
上
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
自
国
領
域
内
と
占
領
地
内
の
い
ず
れ
に
所
在
す
る
も
の
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
力
発
電
所
の
自
己
破
壊
か
ら
国
際
的
武
力
紛

争
の
非
当
事
国
の
領
域
等
に
生
じ
る
核
汚
染
を
当
該
非
当
事
国
が
黙

認
す
る
義
務
が
な
い
の
は
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
で
生
じ
る
汚
染
の

場
合
に
同
じ
で
あ
る

52

。

Ⅵ　

戦
争
犯
罪
と
し
て
の
処
罰
可
能
性

⑴
第
一
追
加
議
定
書「
重
大
な
違
反
行
為
」処
罰
規
定
と
比
例
性
原
則

第
八
五
条
三
項
⒞
は
、「
第
五
七
条
二
⒜
ⅲ
に
規
定
す
る
文
民
の
過

度
な
死
亡
若
し
く
は
傷
害
又
は
民
用
物
の
過
度
な
損
傷
を
引
き
起
こ

す
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
又
は
施
設

に
対
す
る
攻
撃
を
行
う
こ
と
」
を
第
一
追
加
議
定
書
の
重
大
な
違
反

行
為
と
す
る
。
第
五
六
条
が
保
護
す
る
原
子
力
発
電
所
等
の
内
部
威

力
放
出
型
の
施
設
へ
の
攻
撃
が
重
大
な
違
反
行
為
と
い
う
普
遍
主
義

に
基
づ
き
処
罰
さ
れ
る
戦
争
犯
罪
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

第
五
六
条
一
項
の
禁
じ
る
重
大
な
損
失
を
生
じ
る
攻
撃
や
同
条
二
項

の
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
違
反
の
攻
撃
を
も
っ
て
議
定
書
の
重
大
な
違

反
行
為
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
軍
事
目
標
攻
撃
の
場
合
と

同
じ
く
比
例
性
原
則
に
依
拠
し
て
重
大
な
違
反
行
為
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
攻
撃
が
重
大
な
損
失
を
も
た
ら
さ
ず
、
第
五
六
条
一

項
の
違
反
を
構
成
し
な
く
と
も
、
過
度
の
付
随
的
損
害
が
生
じ
れ
ば

重
大
な
違
反
行
為
と
な
る
。
こ
の
反
対
に
、
重
大
な
損
失
が
生
じ
る

か
又
は
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
違
反
の
攻
撃
で
あ
っ
て
も
、
過
度
の
付

随
的
損
害
を
伴
わ
な
い
と
重
大
な
違
反
行
為
と
い
う
戦
争
犯
罪
に
は

な
ら
な
い
。
ま
た
、
第
五
六
条
一
項
が
重
大
な
損
失
の
発
生
予
測
か

ら
主
観
的
な
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
第
八
五
条
三

項
⒞
で
は
、
過
度
の
付
随
的
損
害
発
生
の
認
識
が
攻
撃
側
に
あ
る
こ

と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
他
の
重
大
な
違
反
行
為
の
主
観
的

要
件
と
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
重
大
な
損
失
の
発
生
を
防
止
す
る
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た
め
に
原
子
力
発
電
所
に
与
え
ら
れ
る
特
別
の
保
護
を
そ
の
ま
ま
反

映
さ
せ
て
重
大
な
違
反
行
為
を
定
義
し
、
そ
れ
を
普
遍
主
義
に
よ
る

処
罰
対
象
と
扱
う
こ
と
で
原
子
力
発
電
所
攻
撃
を
抑
止
す
る
と
い
う

方
式
は
と
ら
れ
ず
、
他
の
物
へ
の
攻
撃
の
場
合
と
同
じ
扱
い
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
攻
撃
で

は
、
第
八
五
条
三
項
柱
書
や
同
項
⒞
が
構
成
要
件
と
す
る
文
民
や
民

用
物
へ
の
過
度
な
付
随
的
損
害
発
生
や
人
の
「
死
亡
又
は
身
体
若
し

く
は
健
康
に
対
す
る
重
大
な
傷
害
」
は
な
く
、
攻
撃
実
行
者
や
そ
の

命
令
者
を
第
一
追
加
議
定
書
の
重
大
な
違
反
行
為
と
し
て
処
罰
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

⑵
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
八
条
二
項
⒝

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
八
条
二
項
⒝
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ

る
法
規
慣
例
に
対
す
る
著
し
い
違
反
で
あ
る
戦
争
犯
罪
を
二
九
に
及

ぶ
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
危
険
な
力
を

内
蔵
す
る
工
作
物
又
は
施
設
」
へ
の
攻
撃
そ
れ
自
体
を
戦
争
犯
罪
と

い
う
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
な
い
。

こ
の
第
八
条
二
項
⒝
は
、
第
一
追
加
議
定
書
の
重
大
な
違
反
行

為
を
取
り
込
む
形
で
起
草
さ
れ
た
。
同
議
定
書
は
、
第
八
五
条
三
項

⒞
で
三
種
の
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
攻
撃
を
そ
の
重
大
な
違
反

行
為
と
は
す
る
が
、
そ
れ
は
上
記
の
通
り
、
重
大
な
損
失
を
発
生
さ

せ
る
攻
撃
や
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
違
反
の
攻
撃
を
も
っ
て
重
大
な
違

反
行
為
と
は
せ
ず
、
他
の
軍
事
目
標
攻
撃
の
場
合
と
同
じ
く
、
過
度

の
付
随
的
損
害
の
発
生
を
も
っ
て
重
大
な
違
反
行
為
と
す
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
戦
争
犯
罪
と
し
て
取
り
込
む
と
し
て
も
、

内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
攻
撃
を
同
規
程
第
八
条
二
項
⒝
で
独
立

の
戦
争
犯
罪
と
し
て
明
示
す
る
必
要
は
な
く
、
単
に
過
度
の
付
随
的

損
害
発
生
に
よ
る
戦
争
犯
罪
に
吸
収
さ
せ
て
し
ま
え
ば
よ
い
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
八
条
二
項
⒝
ⅳ
の
「
明
ら
か
に
過

度
」
の
付
随
的
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
攻
撃
と
い
っ
た
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ

フ
に
い
う
戦
争
犯
罪
と
重
な
る
範
囲
で
処
罰
対
象
と
な
る
に
と
ど
ま

り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
も
原
子
力
発
電
所
を
含
む
内
部
威
力
放
出
型
軍
事

目
標
へ
の
攻
撃
を
特
別
視
し
な
い
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
締
約
国
で
は
な
い
が
同
規
程
第
一
二

条
三
項
に
従
い
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
領
域
内
で
生
じ
た
戦
争
犯
罪
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
処
罰
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
原
子
力
発
電
所
が
軍
事
目
標
で
あ
る
と
し

て
も
、「
明
ら
か
に
過
度
」
の
付
随
的
損
害
の
発
生
は
認
め
ら
れ
な
い

の
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
第
八
条
二
項
⒝
ⅳ
の
い
う
戦
争
犯
罪
の
構
成

要
件
も
満
た
さ
な
い
。

お
わ
り
に

第
一
追
加
議
定
書
第
五
六
条
は
、
ハ
ー
グ
法
的
な
攻
撃
側
と
非
攻

撃
側
の
利
益
均
衡
論
を
排
し
て
特
別
の
保
護
を
原
子
力
発
電
所
に
与

え
た
。
し
か
し
、
原
子
力
発
電
所
の
軍
事
目
標
た
る
性
格
を
維
持
し

た
ま
ま
の
保
護
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
効
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
軍
事
的
必
要
が
増
大
し
て
い
く
と
、
そ
の
保
護
は
ど
こ
か

で
破
綻
す
る
は
ず
で
、
最
終
的
に
は
同
条
二
項
の
い
う
よ
う
に
攻
撃

禁
止
を
解
除
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
文
民
、
民

用
物
及
び
自
然
環
境
は
、
他
の
軍
事
目
標
攻
撃
の
場
合
と
同
じ
く
、

過
度
の
付
随
的
損
害
発
生
を
禁
じ
る
比
例
性
原
則
の
保
護
の
み
を
受

け
る
。

比
例
性
原
則
に
よ
る
保
護
は
原
子
力
発
電
所
攻
撃
に
伴
う
核
汚
染

の
場
合
に
も
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
。
し
か

も
こ
の
原
則
は
慣
習
法
で
あ
る
か
ら

53

、
第
一
追
加
議
定
書
に
入
ら
な

い
イ
ス
ラ
エ
ル
や
米
に
対
し
て
も
拘
束
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
原
子
力
発
電
所
の
特
別
の
保
護
は
な
か
っ
た

の
に
等
し
く
な
る
。
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
限
界
と
認
識
し
た
諸
国
は
、

そ
の
打
破
の
試
み
を
第
一
追
加
議
定
書
採
択
後
間
も
な
い
時
期
に

始
め
た
。
即
ち
、
一
九
七
九
年
に
米
ソ
に
よ
っ
て
放
射
線
兵
器
禁
止

条
約
案
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
軍
縮
会
議
に
提
示
さ
れ
た
際
に
、
非
同
盟

中
立
諸
国
の
支
持
を
得
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
原
子
発
電
所
攻
撃
に

伴
う
核
汚
染
も
放
射
線
兵
器
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
る
も
の
と
捉
え
、

核
物
質
を
放
出
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
で
の
原
子
力
発
電
所
の
攻
撃
と

破
壊
も
禁
止
す
る
提
案
を
し
た
の
で
あ
る

54

。
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で

も
懸
念
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
のdirty bom

b

と
し
て
の
使
用
の
禁

止
と
い
う
経
路
を
通
じ
て
原
子
力
発
電
所
攻
撃
禁
止
を
確
保
し
よ
う

と
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
軍
事
目
標
の
性
格
を
維
持
す

る
原
子
力
発
電
所
を
保
護
す
る
の
で
、
第
一
追
加
議
定
書
第
五
六
条

と
同
じ
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
条
約
も
成
立
し
な

か
っ
た
。

軍
事
目
標
で
あ
る
か
ら
攻
撃
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民

用
物
に
し
て
し
ま
え
ば
よ
く
、
そ
う
な
れ
ば
攻
撃
は
法
的
に
あ
り
え

な
く
な
る
。
武
力
紛
争
当
事
国
間
の
特
別
の
取
極
に
よ
る
原
子
力
発

電
所
安
全
保
護
地
帯
化
と
い
う
か
た
ち
で
の
民
用
物
化
な
い
し
特
別

保
護
対
象
化
の
主
張
が
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
も
な
さ
れ
た
の
は
不

思
議
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
民
用
物
化
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
一
九
五
六

年
に
戦
時
文
民
保
護
に
関
す
る
条
約
草
案
を
提
示
し
た
と
き
か
ら
検

討
さ
れ
て
い
た

55

。
し
か
し
、
第
一
追
加
議
定
書
起
草
過
程
で
は
そ
の

よ
う
な
特
別
取
極
締
結
方
式
は
現
実
的
で
は
な
い
と
し
て
採
用
さ
れ

ず
、
そ
の
発
想
は
、
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
保
護
の
た
め
の
追
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加
的
取
極
締
結
を
推
奨
す
る
第
一
追
加
議
定
書
第
五
六
条
六
項
に
名

残
を
と
ど
め
る
だ
け
と
な
っ
た
。

露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
仲
介
で
特
別
の
取
極
に

よ
る
保
護
付
与
が
検
討
さ
れ
て
い
る

56

。
露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
い

う
特
定
の
武
力
紛
争
に
お
け
る
特
定
の
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、

安
全
保
護
地
帯
に
関
す
る
合
意
達
成
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。

但
し
、
近
代
的
送
電
網
で
は
交
通
通
信
産
業
施
設
そ
の
他
の
軍
事
目

標
へ
の
送
電
だ
け
を
選
択
的
に
止
め
る
こ
と
は
困
難
で
、
発
電
所
の

軍
事
目
標
と
し
て
の
性
格
を
完
全
に
払
拭
す
る
の
は
難
し
い
。
完
全

稼
働
停
止
で
あ
れ
ば
民
用
物
化
す
る
が
、
原
子
力
発
電
所
へ
の
依
存

度
の
高
い
国
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
継
戦
能
力
喪
失
を
意
味
す
る
。
で
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
軍
事
目
標
へ
の
送
電
を
続
け
た
ま
ま
の
安
全
保
護

地
帯
化
な
ら
ば
、
相
手
方
武
力
紛
争
当
事
国
が
そ
の
設
置
に
同
意
す

る
こ
と
は
普
通
は
期
待
で
き
な
い
。
第
一
追
加
議
定
書
の
無
防
備
地

区
に
関
す
る
第
五
九
条
や
非
武
装
地
帯
に
つ
い
て
の
第
六
〇
条
で
も

攻
撃
か
ら
の
免
除
を
獲
得
す
る
た
め
に
軍
事
活
動
停
止
や
軍
事
目
標

撤
去
に
つ
い
て
の
厳
し
い
条
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
発
電
所
の
軍

事
的
重
要
性
か
ら
し
て
原
子
力
発
電
所
安
全
保
護
地
帯
化
で
も
同
等

以
上
に
厳
し
い
条
件
の
設
定
が
な
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
遵
守
を
利
益

保
護
国
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
や
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
監
視
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
な

け
れ
ば
安
全
保
護
地
帯
方
式
の
一
般
化
は
難
し
い
で
あ
ろ
う

57

。

と
は
い
え
、
も
し
安
全
保
護
地
帯
設
置
の
国
家
実
行
が
一
つ
で
も

生
じ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
新
設
や
再
稼
働
に
あ

た
っ
て
、
武
力
紛
争
の
事
態
が
生
じ
た
際
に
は
そ
の
種
の
安
全
保
護

地
帯
設
置
を
相
手
方
武
力
紛
争
当
事
国
と
締
結
す
る
用
意
が
あ
る
か
、

そ
し
て
、
そ
の
締
結
の
前
提
と
し
て
当
該
の
原
子
力
発
電
所
の
軍
事

目
標
た
る
性
格
を
払
拭
な
い
し
極
小
化
す
る
用
意
が
あ
る
か
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

58

。
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, lieber.w

esstpoint.edu/attack-
zaporizhzhia-nuclear-plant, 13 M

arch 2022, pp.5-6; Tibisay M
organdi 

and Batuhan Betin, “Legal Im
plications of the M

ilitary O
perations 

at the Chernobyl and Z
aporizhzhya N

uclear Power Plants, ” 15 A
pril 

2022, ejiltalk.org/legal-im
plications-of-the-m

ilitary-operations-at-
the-chernobyl-and-zaporizhzhya-nuclear-power-plants/, p.2.

16　

U
K

 Statem
ent 

（n

）, 28 Jan 1998, ICRC IH
L D

atabase. https://
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/N

otification. xsp?action=
op

enD
ocum

ent&
docum

entId=
0A

9E
03F0F2E

E
757CC1256402003F

B6D
2. 

英
の
解
釈
宣
言
と
同
じ
解
釈
を
露
が
と
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
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い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
英
は
対
露
非
難
の
範
囲
を
自
ら
縮
減
し
た
こ

と
に
な
る
。

17　

赤
十
字
赤
新
月
標
章
、
衛
生
部
隊
識
別
特
殊
信
号
や
文
民
保
護
組
織

標
章
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約
の
第
三
九
条
、
第
四
四
条

及
び
第
五
三
条
約
、
並
び
に
第
一
追
加
議
定
書
第
八
条
⒨
、
第
一
八
条

六
項
、
同
条
八
項
及
び
第
六
六
条
八
項
等
に
そ
の
濫
用
禁
止
規
定
が
あ

る
。
し
か
し
、
第
一
追
加
議
定
書
第
五
六
条
七
項
規
定
標
章
に
は
類
似

の
濫
用
防
止
規
定
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
濫
用
が
同
議
定
書
第

三
七
条
一
項
の
背
信
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は
あ
り
、
第
八
五
条
三
項

⒡
に
基
づ
き
議
定
書
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
と
も
さ
れ
う
る
。

18　

U
K

 Statem
ent 

（n

）, supra note 16.

19　

W
illiam

 H
. Boothby, The Law of Targeting, O

xford U
P, 2012, p.249.

20　

独
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
連
邦
国
防
省
国
際
人
道
法
教
範
に
掲
載

の
地
図
上
で
自
国
領
域
内
に
あ
る
第
五
六
条
保
護
対
象
を
明
示
し
て

い
る
。
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
稼
働
し
て
い
な
い
も
の
も
示

す
。Bundesm

inisterium
 der Verteidigung, H

umanitäres V
ölkerrecht in 

bewaffneten Konflikten―
H

andbuch―
, D

SK
-AV

207320065,1992, ss.53,55. 

攻
撃
側
の
責
任
転
嫁
の
主
張
を
封
じ
る
た
め
に
も
日
本
も
領
域
内
に
あ

る
三
種
の
内
部
威
力
放
出
型
軍
事
目
標
に
保
護
標
章
を
掲
示
す
る
と

と
も
に
、『
防
衛
白
書
』
やD

efense of Japan

に
掲
載
の
地
図
に
も
示
し
、

且
つ
近
隣
諸
国
に
所
在
を
通
告
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

21　

ICRC A
P Commentary, supra note 9, para.2183.

22　

BPS A
P Commentary, supra note 14, p.396.

23　

真
山
全
、「
原
子
力
施
設
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
と
国
際
法
」、『
読

売
ク
オ
ー
タ
リ
ー
』、
二
〇
一
二
年
春
号
、
二
〇
一
二
年
、
八
四
―

九
三
頁
。
但
し
、
超
高
空
核
爆
発
で
生
じ
る
電
磁
波
を
用
い
た
攻
撃
の

場
合
に
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
が
第
一
追
加
議
定
書
は
核
兵
器
使
用
に
適

用
が
な
い
と
い
う
解
釈
宣
言
を
し
て
い
る
た
め
、
同
議
定
書
適
用
の
有

無
か
ら
し
て
争
わ
れ
れ
る
。
第
一
追
加
議
定
書
が
核
兵
器
使
用
に
適
用

さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
継
注
33
を
見
よ
。

24　

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
は
、
武
力
紛
争
中
の
原
子
力
発
電
所
の
安
全
確
保
の
た

め
の
七
条
件
を
示
す
。 IA

E
A

, N
uclear Safety, Security and Safeguards in 

U
kraine, 2nd Summary Report by the D

irector G
eneral, 28 A

pril-5 September 
2022, 2022, p.7

25　

M
organdi et al., supra note 15, p.1.

26　

Vanda Lam
m

, “Protection of Civilian N
uclear Installations in 

Tim
es of A

rm
ed Conflict, ” Statem

ent m
ade at the H

ungarian Red 
C

ross A
ssociation C

onference in Budapest, 27 N
ov. 2002, p.4, 

https://w
w

w.oecd-nea.org/law
/nlb/nlb-72/029_038pdf/. 

核
燃
料

封
入
前
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
破
壊
さ
れ
た
イ
ラ
ク
の
オ
シ
ラ
ク
原
子
力

発
電
所
の
よ
う
な
稼
働
開
始
前
の
も
の
が
第
五
六
条
で
保
護
さ
れ
る
か

も
同
様
に
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
稼
働
後
に
停
止
し
て
い
る
原
子
力

発
電
所
と
は
異
な
り
、
未
成
で
核
燃
料
封
入
前
の
原
子
力
発
電
所
に
対

す
る
攻
撃
で
は
内
部
威
力
放
出
に
よ
る
重
大
な
損
失
は
発
生
し
え
な
い
。

従
っ
て
、
未
成
原
子
力
発
電
所
も
第
五
六
条
の
保
護
対
象
に
な
る
と
し

て
も
、
そ
れ
へ
の
攻
撃
は
比
例
性
原
則
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
な
お
、
原

子
力
安
全
条
約
第
二
条
ⅰ
も
見
よ
。

27　

特
定
の
発
電
所
の
送
電
先
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
ザ
ポ

リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
は
そ
の
出
力
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
内
の
軍

事
目
標
へ
の
送
電
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

既
に
記
し
た
よ
う
に
、
攻
撃
側
は
単
な
る
推
定
で
は
な
く
、
そ
う
し
た

送
電
が
あ
る
こ
と
の
積
極
的
証
明
を
求
め
ら
れ
る
。
証
明
の
責
任
を
負

う
と
い
う
点
で
攻
撃
側
は
不
利
な
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
を
被
攻
撃
側
は

legal warfare

的
見
地
か
ら
有
効
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。

28　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
発
電
所
や
送
電
施
設
へ
の
攻
撃
は
二
〇
二
二
年
一
〇

月
に
入
っ
て
特
に
激
化
し
て
い
る
。『
朝
日
新
聞
』、
二
〇
二
二
年
一
〇

月
二
八
日
（
夕
刊
）、
同
、
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
日
（
朝
刊
）。
こ
れ

ほ
ど
の
規
模
の
戦
争
で
開
戦
か
ら
半
年
以
上
た
っ
て
も
一
定
の
発
電
所

が
稼
働
し
て
い
た
の
は
む
し
ろ
驚
き
で
あ
る
。
露
軍
の
目
標
選
定
方
針

に
関
心
が
持
た
れ
る
。

29　

原
子
力
発
電
所
の
通
常
の
目
的
が
発
電
と
す
る
と
、
発
電
所
が
発
電

の
他
に
核
兵
器
用
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
生
産
す
る
の
は
そ
の
目
的
外
に
な

る
。
し
か
し
、
同
項
⒝
の
い
う
攻
撃
禁
止
解
除
条
件
は
、
軍
事
行
動

に
対
す
る
常
時
の
直
接
的
支
援
の
た
め
の
「
電
力
を
供
給
」
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
目
的
外
使
用
と
い
う
条
件
が
含
ま
れ
な
い
の
で
、
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
生
産
を
同
時
に
し
て
い
て
も
攻
撃
禁
止
解
除
が
で
き
な
い
と
い
う

見
方
が
あ
る
。”The Sixth A

nnual A
m

erican Red Cross-W
ashington 

College of Law
 Conference on International H

um
anitarian Law

: A
 

W
orkshop on Custom

ary International Law
 and the 1977 Protocols 

A
dditional to the 1949 G

eneva C
onventions, Rem

arks of Judge 
A

braham
 D

. Sofaer, ” A
merican U

niversity International Law Review, 
Vol.2

（2

）, 1987, p.469.

し
か
し
、
核
兵
器
用
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
生
産
が

軍
事
行
動
と
す
れ
ば
、
そ
れ
へ
の
常
時
の
電
力
供
給
が
な
さ
れ
て
い
る

と
捉
え
、
攻
撃
禁
止
を
解
除
で
き
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

30　

ICRC A
P Commentary, supra note 9, para.2163.

31　

Ibid., para.2166. 

32　

Joint C
hiefs of Staff, “Review

 of the 1977 First A
dditional 

Protocol to the G
eneva Conventions of 1949, ” M

em
orandum

 for 
the Secretary of D

efense, JCSM
-152-85, 3 M

ay 1985, p.58.

33　

Ibid., p.62; ”Rem
arks of M

ichael J. M
atheson, ” A

merican U
niversity 

International Law Review, Vol.2

（2

）, 1987, p.427. 

米
は
、
第
五
六
条
四

項
を
含
む
第
一
追
加
議
定
書
の
戦
時
復
仇
禁
止
規
定
の
慣
習
法
性
も
否

定
す
る
。
な
お
、
英
仏
は
じ
め
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
多
く
は
、
第
一
追
加

議
定
書
の
締
約
国
と
な
る
際
に
、
そ
れ
が
核
兵
器
使
用
に
は
適
用
さ
れ

な
い
旨
宣
言
し
、
米
も
締
約
国
で
は
な
い
が
同
じ
見
解
で
あ
る
。
し
か

し
、
第
一
追
加
議
定
書
規
定
で
慣
習
法
化
し
た
も
の
は
そ
の
限
り
で
は

な
い
と
い
う
。
軍
事
目
標
で
あ
る
原
子
力
発
電
所
が
核
兵
器
使
用
に
よ

り
損
傷
す
れ
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
宣
言
か
ら
す
る
と
第
五
六
条
の
適

用
は
な
く
、
第
五
六
条
が
慣
習
法
化
し
て
も
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に

よ
る
原
子
力
発
電
所
の
特
別
に
保
護
も
な
い
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
宣
言

が
留
保
で
は
な
く
解
釈
宣
言
で
あ
る
と
す
る
と
、
露
は
そ
の
よ
う
な
解

釈
宣
言
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
後
に
同
じ
解
釈
を
と
り
う
る

で
あ
ろ
う
。
す
る
と
露
に
よ
る
核
攻
撃
で
原
子
力
発
電
所
が
損
傷
し

て
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
こ
の
議
定
書
を
根
拠
に
露
を
非
難
で
き
な
い
。
こ

こ
で
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
は
対
露
非
難
の
範
囲
を
自
ら
狭
め
る
。
同
じ

こ
と
は
第
一
追
加
議
定
書
締
約
国
で
あ
る
中
国
と
北
朝
鮮
に
つ
い
て
も

い
え
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
よ
る
対
日
核
攻
撃
で
日
本
の
原
子
力
発
電
所

が
破
壊
さ
れ
て
も
第
一
追
加
議
定
書
に
よ
る
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
可

能
性
が
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
宣
言
が
留
保
で
あ
れ
ば
そ
う
は
な

ら
な
い
が
、
日
本
政
府
は
そ
れ
ら
が
留
保
か
解
釈
宣
言
の
い
ず
れ
で

あ
る
か
を
明
言
し
な
い
。A

kira M
ayam

a, “H
ow

 to Conduct Law
fare 

against N
uclear W

eapons M
ore E

ffectively in Japan: A
 V

iew
 from

 
the Law

 of A
rm

ed Conflict, ”

『
国
際
公
共
政
策
研
究
』、
第
二
六
巻
二

号
、
二
〇
二
二
年
、
一
二
五
―
一
二
八
頁
。

34　

付
随
的
損
害
は
、
典
型
的
に
は
対
地
ロ
ケ
ッ
ト
弾
の
よ
う
な
手
段
で

攻
撃
す
る
際
に
、
軍
事
目
標
の
外
に
そ
の
弾
頭
の
爆
発
効
果
と
し
て
生

じ
る
損
害
を
い
う
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

付
随
的
損
害
が
過
度
に
な
る
の
を
防
ぐ
責
任
は
専
ら
攻
撃
側
に
あ
る
と
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い
う
こ
と
に
な
り
、
攻
撃
の
方
法
と
手
段
の
選
択
の
妥
当
性
の
問
題
に

な
る
。
内
部
威
力
放
出
に
よ
る
損
害
が
軍
事
的
利
益
と
の
比
較
対
象
で

あ
る
付
随
的
損
害
に
算
入
さ
れ
る
か
は
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
は
議
論
さ

れ
て
い
な
い
が
、
第
五
六
条
と
の
関
連
の
議
論
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
算

入
が
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。

　
　

内
部
威
力
放
出
に
伴
う
損
害
も
付
随
的
損
害
と
す
る
と
以
下
の
よ
う

な
問
題
が
生
じ
る
。
即
ち
、
内
部
威
力
放
出
と
い
う
軍
事
目
標
側
の
特

殊
事
情
が
周
辺
文
民
の
危
険
を
増
大
さ
せ
、
結
果
と
し
て
攻
撃
を
抑
止

し
て
し
ま
う
点
で
人
間
の
楯
に
よ
る
軍
事
目
標
保
護
と
原
理
的
に
近
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
内
部
威
力
放
出
に
よ
る
周
辺

の
損
害
を
付
随
的
損
害
と
し
て
算
入
す
る
の
が
第
五
六
条
の
前
提
的
な

考
え
方
な
ら
、
同
条
列
挙
以
外
の
軍
事
目
標
に
つ
い
て
も
内
部
威
力
放

出
を
付
随
的
損
害
と
観
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
第

五
六
条
二
項
の
よ
う
な
攻
撃
制
限
を
三
種
以
外
の
危
険
な
威
力
を
内
蔵

の
施
設
に
拡
張
し
、
攻
撃
制
限
を
一
般
化
す
る
の
は
考
え
ら
れ
な
い
と

し
て
も
、
内
部
威
力
放
出
を
付
随
的
損
害
に
算
入
す
る
こ
と
の
一
般
化

を
防
ぐ
こ
と
は
難
し
く
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
軍
事
目
標

に
内
部
威
力
を
意
図
的
に
蓄
積
さ
せ
て
お
い
た
方
が
被
攻
撃
側
に
は
よ

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

35　

ダ
ム
と
堤
防
に
つ
い
て
こ
の
見
解
が
表
明
さ
れ
た
。ICRC A

P 
Commentary, supra note 9, para.2169, n.16. 

第

二

次

大

戦

中

の

一
九
四
三
年
の
英
軍D

am
 Busters

に
よ
る
独
ル
ー
ル
地
方
メ
ー
ネ
・

ダ
ム
等
の
夜
間
爆
撃
は
、
ダ
ム
や
堤
防
の
攻
撃
例
と
し
て
最
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。メ
ー
ネ
・
ダ
ム
爆
撃
で
農
地
三
、〇
〇
〇
ha
が
水
没
し
、一
、

三
〇
〇
の
人
命
が
失
わ
れ
た
。W

. H
ays Parks, “A

ir W
ar and the Law

 
of W

ar, ” A
ir Force Law Review, Vol.32

（1

）, 1990, p.204. 

朝
鮮
戦
争
と

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
も
ダ
ム
と
堤
防
が
攻
撃
を
受
け
た
。Ibid., pp.207-

209; Richard R. Burgess and W
arren E

. Thom
pson, A

D
 Skyraider 

U
nits of the Korean W

ar, O
sprey Pub., 2016, p.26.

36　

村
瀬
信
也
、「
武
力
紛
争
に
お
け
る
環
境
保
護
」、
同
他
編
、『
武

力
紛
争
の
国
際
法
』、
東
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
六
三
五
、六
四
〇
―

六
四
一
頁
。

37　

E
.g., Jean-M

arie H
enckaerts and Louise D

oswald-Beck,  Customary 
International H

umanitarian Law, Vol.1,  Rules, Cam
bridge U

P, 2005, 
pp.143-146. See also, ILC

 D
raft Principles on Protection of the 

E
nvironm

ent in Relation to A
rm

ed Conflicts, ILC, 73rd Session, A
/

CN
.4/L.968, 20 M

ay 2022. 

38　

ICRC A
P Commentary, supra note 9, para.2150.

39　

A
kira M

ayam
a, “Com

bat Losses of N
uclear-Pow

ered W
arships: 

Contam
ination, Collateral D

am
age and the Law, ”U.S. N

aval W
ar 

College,  International Law Studies, Vol.93, 2017, pp.139-140, 142-145.

40　

国
際
環
境
法
関
係
条
約
と
中
立
法
の
効
力
関
係
の
問
題
も
生
じ
る
。

な
お
、
い
か
な
る
程
度
の
核
汚
染
か
ら
適
用
対
象
に
な
る
か
に
関
す
る

国
際
環
境
法
関
係
条
約
規
定
と
し
て
例
え
ば
以
下
が
あ
る
。
原
子
力
事

故
通
報
条
約
第
一
条
、
原
子
力
損
害
補
完
的
補
償
条
約
第
一
条
⒡
ⅳ
。

41　

ダ
ム
併
設
の
水
力
発
電
所
も
近
傍
軍
事
目
標
た
り
う
る
。See, BPS 

A
P Commentary, supra note 14, p.397.

こ
れ
は
ダ
ム
か
ら
あ
ま
り
引
き

離
し
て
設
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
ダ
ム
破
壊

を
伴
わ
な
い
併
設
水
力
発
電
所
爆
撃
が
要
求
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
例
が

あ
る
。Parks,  supra note 35, p.209.

42　

国
際
人
道
法
の
保
護
対
象
に
よ
る
自
己
防
御
を
許
容
す
る
条
約
規
定

は
こ
れ
が
唯
一
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
衛
生
部
隊
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第

一
条
約
第
二
二
条
、
同
第
二
条
約
第
三
五
条
、
及
び
第
一
追
加
議
定
書

第
一
三
条
二
項
で
一
定
の
武
装
が
認
め
ら
れ
る
。
文
民
保
護
部
隊
も
第

一
追
加
議
定
書
の
第
六
五
条
及
び
第
六
七
条
で
そ
の
要
員
の
武
装
が
限

定
的
に
で
き
る
。
衛
生
要
員
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
非
戦
闘
員
の
自
己
防
御
の
た
め
の
武
装
が
許
容
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
。
第
五
六
条
が
保
護
す
る
原
子
力
発
電
所
防
御
部
隊
に
つ

い
て
も
、
戦
闘
員
の
他
、
陸
上
及
び
海
上
の
文
民
警
察
等
の
文
民
警
備

要
員
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
海
上
警

察
船
艇
の
扱
い
は
第
一
追
加
議
定
書
第
四
九
条
三
項
か
ら
同
議
定
書
の

適
用
外
に
な
る
の
で
、
第
五
六
条
五
項
の
保
護
を
そ
れ
に
及
ぼ
す
た
め

に
は
別
段
の
説
明
が
必
要
に
な
る
。
文
民
は
敵
対
行
為
に
直
接
に
参
加

す
る
場
合
に
は
文
民
と
し
て
の
保
護
を
失
う
が
、
保
護
対
象
を
防
護
す

る
た
め
の
抵
抗
で
は
そ
の
保
護
は
奪
わ
れ
な
い
と
解
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
文
民
の
抵
抗
を
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
の
問
題
も
あ
る
。

文
民
で
も
無
差
別
の
射
撃
を
行
う
戦
闘
員
か
ら
自
己
を
防
御
で
き
る
こ

と
は
否
定
し
え
な
い
が
、
無
差
別
の
、
従
っ
て
国
際
人
道
法
違
反
の
爆

撃
か
ら
自
己
の
居
住
地
区
を
守
る
た
め
の
文
民
対
空
誘
導
弾
部
隊
編
成

ま
で
許
容
さ
れ
る
と
も
思
え
な
い
。

43　

ICRC A
P Commentary, supra note 9, para.2175.

44　

BPS A
P Commentary, supra note 14, p.399; Boothby, supra note 19, 

p.249.  

45　

ICRC A
P Commentary, supra note 9, para.2176.

46　

M
organdi et al., supra note 15, p.3.

47　

第
四
九
条
二
項
か
ら
し
て
、
自
国
領
域
で
あ
る
が
相
手
方
占
領
下
に

あ
る
目
標
へ
の
暴
力
行
為
も
攻
撃
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

48　

開
戦
後
ま
も
な
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
露
軍
の
キ
エ
フ
へ
の
進
攻
経
路

上
に
あ
る
ド
ニ
エ
プ
ル
川
支
流
の
水
門
を
破
壊
し
た
。『
朝
日
新
聞
』、

二
〇
二
二
年
六
月
一
〇
日
（
朝
刊
）。
さ
ら
に
同
国
は
、
露
軍
占
領
下
の

同
国
へ
ル
ソ
ン
州
カ
ホ
ウ
ス
カ･

ダ
ム
の
破
壊
を
露
軍
が
企
図
し
て
い

る
と
非
難
し
て
い
る
。『
朝
日
新
聞
』、二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
二
日
（
朝

刊
）。

49　

BPS A
P Commentary, supra note 14, p.396.

50　

Ibid., p.396;  ICRC A
P Commentary, supra note 9, para.2152. 

自
己

の
支
配
下
の
ダ
ム
と
堤
防
の
破
壊
例
と
し
て
、
中
国
軍
（
一
九
三
八
年
、

黄
河
）
や
独
軍
（
一
九
四
四
年
、
独
占
領
下
の
蘭
）
に
よ
る
も
の
が
挙
げ

ら
れ
る
。Parks,  supra note 35, pp.203-204.

51　

Lam
m

, supra note 26, p.8.

52　

See, ILC D
raft Principles on Protection of the E

nvironm
ent in 

Relation to A
rm

ed Conflicts, supra note 37, Principle 21, Prevention 
of Transboundary H

arm
.

53　

第
一
追
加
議
定
書
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
い
う
よ
う
に
核
兵
器
使
用
に

適
用
が
な
い
と
し
て
も
、
比
例
性
原
則
は
慣
習
法
で
あ
っ
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
諸
国
も
慣
習
法
と
し
て
の
こ
の
原
則
が
核
兵
器
使
用
の
場
合
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
前
掲
注
33
も
参
照
の
こ
と
。

54　

Carnahan, supra note 5, pp.533-534; 

黒
崎
輝
、「
原
子
力
平
和
利
用

推
進
国
の
軍
縮
外
交
―
イ
ラ
ク
原
子
炉
爆
撃
事
件
と
原
子
力
施
設
攻

撃
禁
止
問
題
へ
の
日
本
の
取
り
組
み
」、『
學
士
會
報
』、
第
八
九
四
号
、

二
〇
一
二
年
、
二
一
―
二
五
頁
。 

55　

 BPS A
P Commentary, supra note 14, pp.393-394.

56　

IA
E

A
, “IA

E
A

 Proposal for N
uclear Safety and Security 

Protection Zone W
ins Support as Talks Begin on its Establishm

ent, ” 
22 Sept. 2022, https://w

w
w.iaea.org/new

scenter/new
s/iaea-

proposal-for-ukraine-nuclear-safety-and-security-protection-zone-
w

ins-support-as-talks-begin-on-its-establishm
ent. 

露
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦

争
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
は
な
く
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
安
全
保
護
地
帯
設
置
を
主
導

し
て
い
る
。
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
本
来
的
な
任
務
の
他
に
武
力
紛
争
の
事
態
で
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い
か
な
る
機
能
を
果
た
す
べ
き
か
は
イ
ス
ラ
エ
ル
や
米
に
よ
る
核
施
設

攻
撃
を
契
機
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
取
極
が
実

際
に
締
結
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
露
に
よ
る
侵
略
の
帰
結
の
一
と

も
い
え
る
の
で
、
条
約
と
し
て
の
有
効
性
を
ど
う
説
明
す
る
か
の
問
題

も
生
じ
る
。

57　

原
子
力
発
電
所
は
民
用
物
化
に
よ
る
保
護
の
可
能
性
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
核
施
設
の
内
に
は
核
兵
器
製
造
目
的
の
も
の
も
あ

り
、
そ
れ
ら
の
民
用
物
化
は
不
可
能
で
あ
る
。
軍
艦
で
あ
る
原
子
力
潜

水
艦
そ
の
他
の
原
子
力
推
進
艦
艇
の
民
用
物
化
も
全
く
あ
り
え
な
い
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
軍
事
目
標
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
物
の
使
用
が

禁
止
さ
れ
な
い
以
上
、
危
険
な
内
部
威
力
が
放
出
さ
れ
る
と
し
て
も
こ

れ
ら
を
攻
撃
せ
ざ
る
を
え
な
い
。M

ayam
a, supra note 39, p.154.

58　

全
国
知
事
会
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
三
〇
日
に
日
本
政
府
に
対
し
、

「
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
関
す
る
緊
急
要
請
」
を
行
っ

た
。
そ
の
二
項
で
は
、
原
子
力
発
電
所
攻
撃
が
懸
念
さ
れ
る
事
態
で
は

国
民
保
護
法
に
基
づ
き
「
原
子
力
事
業
者
に
対
し
運
転
停
止
を
命
じ
る

な
ど
、
迅
速
に
対
応
」
を
求
め
、
さ
ら
に
、
原
子
力
事
業
者
が
緊
急
の

場
合
に
は
「
国
か
ら
の
命
令
を
待
た
ず
に
直
ち
に
運
転
を
停
止
で
き
る

よ
う
」
国
は
事
業
者
を
指
導
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
際

人
道
法
か
ら
見
れ
ば
、
稼
働
停
止
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
民
用
物
化
の

要
求
に
他
な
ら
な
い
。

害
敵
手
段
（
兵
器
）
の
法
規
制

岩
本
誠
吾

京
都
産
業
大
学
客
員
教
授

は
じ
め
に
（
兵
器
の
法
規
制
）

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
、
プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
大
統
領
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
「
特
別
軍
事
作
戦
」
の
開
始
を
宣
言
し
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
北
部
・
東
部
・
南
部
国
境
の
三
方
向
か
ら
一
斉
に
侵
攻
し
た
。

そ
の
国
際
法
的
根
拠
と
し
て
、
自
国
民
保
護
の
た
め
の
個
別
的
自
衛

権
お
よ
び
ロ
シ
ア
が
二
月
二
一
日
に
国
家
承
認
し
た
「
ド
ネ
ツ
ク
人

民
共
和
国
」
と
「
ル
ハ
ン
ス
ク
人
民
共
和
国
」
と
の
間
に
翌
二
二
日
に

締
結
し
た
友
好
協
力
相
互
援
助
条
約
に
基
づ
く
集
団
的
自
衛
権
が
援

用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
法
的
根
拠
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
北
部
お

よ
び
南
部
へ
の
ロ
シ
ア
の
進
軍
は
、
ま
っ
た
く
説
明
が
つ
か
な
い
。

三
月
二
日
に
、
国
際
連
合
（
国
連
）
の
緊
急
特
別
総
会
は
、
そ
の
軍
事

侵
攻
を
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
侵
略
（aggression against U

kraine

）」

と
い
う
最
も
強
硬
な
文
言
で
の
非
難
決
議
（A

/RE
S/E

S-11/1

）
を
圧
倒

的
多
数
決
（
賛
成
一
四
一
、
反
対
五
、
棄
権
三
五
、
欠
席
一
二
）
に
よ
り
採

択
し
、
ロ
シ
ア
の
主
張
す
る
法
的
根
拠
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。

国
連
総
会
決
議
が
認
定
し
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍

事
侵
攻
が
明
白
な
国
連
憲
章
違
反
や
国
際
法
違
反
で
あ
る
こ
と
に
疑

う
余
地
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
国
際
法
違
反
と
は
、
戦
争
自
体
に

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
使
え
る
兵
器
と
使
え
な
い
兵
器
の
区
別
は
あ
る
の
か
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関
す
る
法
（
ユ
ス
・
ア
ド
・
ベ
ル
ム
）
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
国
連
憲
章

二
条
四
項
（
武
力
不
行
使
原
則
）
に
違
反
す
る
と
い
う
意
味
で
の
法
的
評

価
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
戦
争
中
の
具
体
的
な
個
々
の
戦
闘
行

為
に
関
す
る
法
（
ユ
ス
・
イ
ン
・
ベ
ロ
）
の
側
面
、
い
わ
ゆ
る
、
国
際
人

道
法
（
＝
武
力
紛
争
法
）
に
基
づ
く
法
的
評
価
も
存
在
し
、
そ
の
側
面
で

の
国
際
法
違
反
の
存
否
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
際
人
道
法
と
は
、
概
説
す
れ
ば
、
交
戦
国
間
を
規
律
す
る
交
戦

法
規
と
、
交
戦
国
と
非
交
戦
国
の
間
を
規
律
す
る
中
立
法
規
に
大
別

さ
れ
る
。
前
者
は
、
さ
ら
に
、
傷
病
兵
、
難
船
者
、
捕
虜
お
よ
び
文

民
な
ど
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
を
規
定
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
と
、
戦
闘

の
害
敵
手
段
（
兵
器
）
お
よ
び
そ
の
使
用
方
法
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
法

に
区
分
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
兵
器
に
関
す
る
国
際
人
道
法
に
は
、
兵

器
自
体
に
関
す
る
兵
器
法
（w

eapons law

）
と
兵
器
の
使
用
方
法
に
関

す
る
標
的
化
法
（targeting law

）
が
あ
る
。
前
者
の
兵
器
法
に
は
、
法

原
則
と
し
て
、
戦
闘
員
保
護
の
た
め
の
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵

器
禁
止
原
則
（
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
三
五

条
二
項
）、
文
民
保
護
の
た
め
の
無
差
別
的
性
質
を
有
す
る
兵
器
禁
止

原
則
（
同
五
一
条
四
項
ｂ
）、
そ
し
て
、
地
球
環
境
保
護
の
た
め
の
環
境

破
壊
兵
器
禁
止
原
則
（
同
三
五
条
三
項
）
が
あ
る
。

他
方
、
兵
器
自
体
は
合
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
使
用
方
法
の
合
法

性
を
問
う
標
的
化
法
は
、
法
原
則
と
し
て
、
戦
闘
員
と
文
民
、
軍
事

目
標
と
民
用
物
を
区
別
す
る
区
別
原
則
（
同
四
八
条
）、
戦
闘
員
・
軍
事

目
標
を
攻
撃
す
る
際
に
予
期
さ
れ
る
軍
事
的
利
益
に
対
し
て
巻
き
添

え
に
よ
る
文
民
・
民
用
物
の
付
随
的
損
害
が
過
度
に
な
る
と
予
期
さ

れ
る
場
合
の
攻
撃
は
禁
止
さ
れ
る
比
例
原
則
（
同
五
一
条
五
項
ｂ
）、
そ

し
て
、
巻
き
添
え
に
よ
る
文
民
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
の

実
行
可
能
な
措
置
を
行
う
予
防
原
則
（
同
五
七
条
二
項
）
が
あ
る
。

新
聞
・
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
、兵
器
が
違
法
な
の
か
（
使

え
な
い
兵
器
な
の
か
）、
兵
器
の
使
用
方
法
が
違
法
な
の
か
（
使
え
る
兵
器

だ
が
、
そ
の
使
い
方
が
違
法
な
の
か
）、
あ
ま
り
明
確
に
意
識
さ
れ
ず
に
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
兵
器
使
用
の
違
法
性
に
関
す
る
報
道
が
散
見
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
侵
略
側
の
ロ
シ
ア
で
あ
れ
、
自
衛
側
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で

あ
れ
、
国
際
人
道
法
は
平
等
に
適
用
さ
れ
る
（
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
前
文
）
た
め
に
、
以
下
で
は
、
両
国
が
戦
闘

行
為
中
に
使
用
し
た
特
定
の
兵
器
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
、
兵
器

法
や
標
的
化
法
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
に
国
際
法
上
評
価
さ
れ
る
の

か
を
考
え
て
み
る
。

Ⅰ　

火
炎
瓶
（
通
称
、
モ
ロ
ト
フ
・
カ
ク
テ
ル

１

）

火
炎
瓶
（petrol bom

b

、 M
olotov Cocktail

）
は
、
日
本
で
は
一
九
六
〇

～
七
〇
年
代
の
学
生
運
動
で
の
武
装
闘
争
手
段
の
印
象
が
強
い
が
、

も
と
も
と
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
冬
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
お
よ
び
ハ

ン
ガ
リ
ー
動
乱
で
抵
抗
側
の
対
戦
車
兵
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た

古
い
歴
史
が
あ
る
。
今
回
の
ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
攻
に
お
い
て
も
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
一
般
市
民
は
、
迫
り
来
る
ロ
シ
ア
軍
の
戦
車
や
装
甲
輸

送
車
両
等
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
火
炎
瓶
を
侵
攻
直
後
か
ら
自
家
製

造
し
始
め
、
そ
れ
を
実
戦
使
用
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
も
、
一
般

市
民
向
け
に
火
炎
瓶
の
製
造
方
法
や
使
用
方
法
を
公
開
し
、
そ
れ
ら

を
奨
励
し
た
。　

火
炎
瓶
は
、
ガ
ラ
ス
瓶
に
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
可
燃
性
液
体
を
充
填

し
、
瓶
の
蓋
に
燃
焼
の
た
め
の
発
火
装
置
を
施
し
た
即
席
爆
弾
で
あ

る
。
そ
の
火
炎
瓶
は
、【
図
１　

通
常
兵
器
関
連
条
約
と
当
事
国
の
関

係
】
に
あ
る
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅰ
と
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅲ
に
関
連
し
そ
う
に
思
え
る
。

Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅰ
は
、
人
体
内
に
入
っ
た
場
合
に
Ｘ
線
で
検
出
不
可
能
な

破
片
に
よ
っ
て
傷
害
を
与
え
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
効
果
と
す
る
兵

器
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。
火
炎
瓶
の
第
一
義
的
効
果
は
、
標
的

を
発
火
・
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
（
焼
夷
的
効
果
）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
使
用

は
、
た
と
え
Ｘ
線
で
検
出
不
可
能
な
ガ
ラ
ス
片
に
よ
る
付
随
的
効
果

に
よ
り
戦
闘
員
に
障
害
を
与
え
た
と
し
て
も
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ⅰ
の
違
反
に

は
該
当
し
な
い
。
火
炎
瓶
の
使
用
は
、
む
し
ろ
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅲ
に
規

制
さ
れ
る
。

そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
焼
夷
兵
器
と
は
、「
物
に
火
災
を
生
じ
さ
せ

図１　通常兵器関連条約と当事国の関係
（2022 年 9 月 23 日現在 ICRC 資料より著者作成）

CCW CCWP I CCW PII
CCW 改

PII
CCW 
PIII

CCW 
PIV

オタワ

条約

オスロ

条約

当事国数 125 118 95 106 115 109 164 110

ロシア ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

ウクライナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

＊ CCW は 1980 年の特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWP Ⅰは同条約議定書Ⅰ（検出不可

能な破片兵器議定書）、CCWP Ⅱは同条約議定書Ⅱ（地雷、ブービートラップ及び他の類

似装置議定書）、CCW改PⅡは1996年の同条約改正議定書Ⅱ、CCWPⅢは同条約議定書Ⅲ（焼

夷兵器使用禁止制限議定書）、CCWP Ⅳは 1995 年の同条約議定書Ⅳ（盲目化レーザー兵器

議定書）、オタワ条約は 1997 年の対人地雷禁止（オタワ）条約、オスロ条約は 2008 年の

クラスター弾条約を指す。
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又
は
人
に
火
傷
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
設
計

さ
れ
た
武
器
又
は
弾
薬
類
」（
一
条
一
項
）
で
あ
る
。
焼
夷
兵
器
は
、「
火

炎
放
射
機
、
火
炎
瓶
（fougasses

）２

、
砲
弾
、
ロ
ケ
ッ
ト
弾
、
弾
、
地
雷
、

爆
弾
、
及
び
焼
夷
物
資
を
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
そ
の
他
の
容
器
の

形
態
」
を
取
る
（
一
条
一
項
⒜
）。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
の
製
造
・
使
用
す

る
火
炎
瓶
は
、「
焼
夷
物
資
を
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
そ
の
他
の
容
器

の
形
態
」
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
焼
夷
兵
器
の
一
種
で
あ
る
と
言

え
る
。

Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅲ
は
、
兵
器
法
上
、
焼
夷
兵
器
の
使
用
を
包
括
的
に
禁

止
し
て
お
ら
ず
、
焼
夷
兵
器
使
用
の
合
法
性
を
前
提
に
、
焼
夷
兵
器

に
よ
る
延
焼
性
の
無
差
別
的
効
果
を
考
慮
し
て
、
そ
の
使
用
方
法
を

厳
格
に
制
限
し
て
い
る
。
人
口
周
密
地
域
内
の
軍
事
目
標
へ
の
焼
夷

兵
器
に
よ
る
空
中
投
下
攻
撃
、
空
中
投
下
以
外
の
方
法
に
よ
る
人
口

周
密
地
域
内
の
軍
事
目
標
へ
の
攻
撃
お
よ
び
焼
夷
兵
器
に
よ
る
森
林

攻
撃
は
、
禁
止
さ
れ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
に
よ
る
単
独
の
軍
事
目

標
（
進
軍
中
の
露
軍
戦
車
等
）
へ
の
火
炎
瓶
の
投
擲
は
、
上
記
の
使
用
方

法
の
禁
止
に
該
当
せ
ず
、
兵
器
法
で
も
標
的
化
法
で
も
、
国
際
法
上
、

合
法
的
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
火
炎
瓶
は
、
対
人
使
用

の
場
合
に
極
め
て
残
虐
な
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
も
し

敵
戦
闘
員
（
ロ
シ
ア
兵
）
に
も
っ
ぱ
ら
使
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
不
必

要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
禁
止
原
則
に
照
ら
し
て
、
厳
格
に
解
釈
さ

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
英
国
防
省
の
『
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
焼
夷
兵
器
を
対
人
（
対
戦
闘
員
）
に
使
用
す
べ
き
で

な
い
と
し
て
い
る
（
六
・
一
二
・
六
）。

Ⅱ　

白
リ
ン
弾

三
月
二
四
日
に
東
部
ル
ハ
ン
ス
ク
州
知
事
が
州
内
の
六
都
市
で
白

リ
ン
弾
が
使
用
さ
れ
た
と
非
難
し
、
さ
ら
に
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
・
ウ

ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
も
三
月
二
四
日
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
サ
ミ
ッ
ト
や
Ｇ
７
会

合
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
演
説
で
、
ロ
シ
ア
軍
が
白
リ
ン
弾
を
民
間
人

に
使
用
し
た
と
非
難
し
た
。
新
聞
等
で
は
、
白
リ
ン
弾
は
、
摂
氏

二
〇
〇
〇
度
以
上
の
高
温
で
一
五
〇
ｍ
範
囲
内
の
人
も
動
物
も
焼
き

尽
く
す
極
め
て
非
人
道
的
な
兵
器
と
し
て
喧
伝
さ
れ
、
兵
器
そ
の
も

の
が
国
際
法
違
反
で
あ
る
か
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
白
リ
ン

弾
は
、
そ
れ
自
体
、
非
人
道
的
な
違
法
兵
器
な
の
か
。

白
リ
ン
は
空
気
に
触
れ
る
と
自
然
発
火
し
白
煙
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
か
ら
、
白
リ
ン
弾
は
発
煙
弾
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、

焼
夷
効
果
（
軍
事
的
効
果
）
が
低
い
の
で
、
焼
夷
弾
と
し
て
軍
事
作
戦
で

使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅲ
で
も
、
焼
夷
効
果
が
付
随

的
な
発
煙
弾
は
、
焼
夷
兵
器
に
含
ま
れ
な
い
（
一
条
一
項
⒝
ⅰ
）。
つ
ま

り
、
白
リ
ン
弾
は
、
焼
夷
兵
器
で
も
な
く
、
そ
れ
自
体
、
合
法
兵
器

で
あ
る
と
言
え
る
。
一
方
で
、
そ
の
使
用
方
法
が
問
題
と
な
る
。

米
軍
は
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
の
イ
ラ
ク
で
の
フ
ァ
ル
ー
ジ
ャ

作
戦
で
、
煙
幕
で
敵
の
視
界
を
遮
断
す
る
と
い
う
白
リ
ン
弾
の
本
来

の
用
途
と
は
別
に
、
当
該
兵
器
を
活
用
し
た
。
そ
れ
は
、
塹
壕
に
潜

む
敵
を
白
リ
ン
弾
の
炎
と
白
煙
で
炙
り
出
し
た
後
に
、
榴
弾
で
殲
滅

す
る
と
い
う
戦
法
に
お
け
る
心
理
的
兵
器
と
し
て
の
活
用
で
あ
っ
た
。

も
し
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
に
白
リ
ン
弾
を
実
際
に
使
用
し
た

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
付
随
的
な
焼
夷
効
果
と
と
も
に
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
戦
闘
員
の
恐
怖
心
を
煽
る
心
理
的
効
果
を
考
慮
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
間
人
に
対
し
て

白
リ
ン
弾
を
使
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
攻
撃
は
、
白
リ
ン
弾
に

関
係
な
く
、
標
的
化
法
の
区
別
原
則
に
違
反
す
る
。
加
え
て
「
文
民

た
る
住
民
の
間
に
恐
怖
（terror

）
を
広
め
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す

る
暴
力
行
為
」
は
禁
止
さ
れ
る
（
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
二
項
）
こ
と
か

ら
、
二
重
の
意
味
で
の
違
法
で
悪
質
な
民
間
人
攻
撃
で
あ
る
と
言
え

る
。
英
国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
前
述
の
焼
夷
兵
器
と
同

様
に
、
白
リ
ン
弾
も
、
付
随
的
効
果
の
焼
夷
効
果
を
意
図
し
て
の
対

人
使
用
を
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
（
六
・
一
二
・
六
）。　

な
お
、
白
リ
ン
弾
が
使
用
さ
れ
た
と
の
様
々
な
映
像
が
報
道
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
物
体
は
、
散
布
さ
れ
な
が
ら
落
下
し
て
く
る
光
の

数
の
多
さ
か
ら
、
実
際
、
ロ
シ
ア
製
グ
ラ
ド
多
連
装
ロ
ケ
ッ
ト
シ
ス

テ
ム
の9M

22S

ロ
ケ
ッ
ト
弾
の9N

510

焼
夷
子
弾
（
テ
ル
ミ
ッ
ト
焼
夷

剤
を
充
填
）
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。
映
像
か
ら
焼
夷
兵
器
が

使
用
さ
れ
た
事
実
は
確
認
で
き
る
が
、
白
リ
ン
弾
の
使
用
か
否
か
の

詳
細
な
事
実
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
白
リ
ン
弾
使

用
発
言
は
、
単
な
る
事
実
の
誤
認
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ロ
シ
ア
に

負
の
心
象
を
与
え
る
情
報
戦
・
宣
伝
戦
の
一
環
な
の
か
。
国
際
法
評

価
を
厳
格
に
す
る
た
め
に
も
、
フ
ァ
ク
ト
・
チ
ェ
ッ
ク
は
重
要
、
か
つ
、

大
前
提
で
あ
る
。

Ⅲ　

対
人
地
雷

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
（
Ｈ
Ｒ
Ｗ
）
の
報
告

書
『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
地
雷
使
用
』（
二
〇
二
二
年
六
月
）
に
よ
れ
ば
、

ロ
シ
ア
軍
は
、
軍
事
侵
攻
以
降
、
少
な
く
と
も
七
種
類
の
対
人
地
雷

を
少
な
く
と
も
四
州
（
ド
ネ
ツ
ク
、
ハ
ル
キ
ウ
、
キ
ー
ウ
、
ス
ー
ム
ィ
ー
）

で
使
用
し
た
と
い
う
。
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
対
人

地
雷
禁
止
（
オ
タ
ワ
）
条
約
を
批
准
し
て
お
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
当
該

条
約
に
違
反
し
て
対
人
地
雷
を
使
用
し
た
と
い
う
情
報
は
、
確
認
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
戦
闘
事
態
は
、
オ
タ
ワ
条
約
未
批
准
国
ロ
シ
ア

が
当
該
条
約
批
准
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
内
に
お
い
て
対
人
地
雷
を

使
用
し
た
と
い
う
非
対
称
性
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
対
車
両
（
戦
車
）
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地
雷
に
つ
い
て
は
、
両
国
と
も
同
等
に
、
そ
し
て
、
広
範
に
使
用
し

て
い
る
（
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
手
動
敷
設
式TM

-62

シ
リ
ー
ズ
の
対
車

両
地
雷
）。

ま
ず
、
対
人
地
雷
の
使
用
は
、
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
の

か
。
ロ
シ
ア
は
、
オ
ワ
タ
条
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
慣
習
法
に
は

拘
束
さ
れ
る
。
で
は
、オ
タ
ワ
条
約
の
内
容（
対
人
地
雷
の
使
用
禁
止
）
は
、

す
で
に
一
般
慣
習
法
に
な
っ
て
い
る
か
。
当
該
条
約
の
当
事
国
数
は

一
六
四
か
国
と
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
が
、
米
、
中
、
露
の
軍
事
大
国

を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
韓
国
、
北
朝
鮮
な
ど
約
三
〇

か
国
が
オ
タ
ワ
条
約
に
未
加
入
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
時
点
で
は
、

対
人
地
雷
の
使
用
禁
止
が
慣
習
国
際
法
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。他

方
、
ロ
シ
ア
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
改
Ｐ
Ⅱ
に
よ
り
法
的
に
拘
束
さ
れ

る
。
当
該
議
定
書
に
よ
れ
ば
、
八
ｇ
以
上
の
鉄
片
が
内
蔵
さ
れ
て
い

な
い
探
知
不
可
能
な
対
人
地
雷
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
る
（
四
条
）。
遠

隔
散
布
型
対
人
地
雷
の
使
用
は
、
九
〇
％
以
上
の
信
頼
性
で
三
〇
日

以
内
に
自
己
破
壊
す
る
装
置
付
き
で
、
か
つ
、
九
九
・
九
％
以
上
の
信

頼
性
で
一
二
〇
日
以
内
に
自
己
不
活
性
化
す
る
装
置
付
き
で
な
け
れ

ば
、
禁
止
さ
れ
る
（
六
条
）。
ま
た
、
遠
隔
散
布
型
で
は
な
く
、
自
己

破
壊
装
置
も
自
己
不
活
性
化
装
置
も
な
い
旧
式
の
対
人
地
雷
の
使
用

は
、
軍
事
要
員
の
監
視
や
囲
い
表
示
が
あ
る
地
域
内
で
し
か
認
め
ら

れ
な
い
（
五
条
）。

ロ
シ
ア
軍
の
使
用
し
た
対
人
地
雷
は
、M

O
N

-50

指
向
性
地
雷
、

M
O

N
-100

指
向
性
地
雷
、O

Z
M

-72

跳
躍
型
破
片
地
雷
、PM

N
-4

爆
風
地
雷
、PO

M
-2/PO

M
-2R

遠
隔
散
布
地
雷
、PO

M
-3

（
通
称
メ

ダ
リ
オ
ン
）
跳
躍
型
ス
マ
ー
ト
地
雷
の
七
種
類
で
あ
る
。
Ｈ
Ｒ
Ｗ
報
告

書
後
に
も
、PFM

-1

空
中
散
布
型
地
雷
（
通
称
、
バ
タ
フ
ラ
イ
、
緑
の
オ

ウ
ム
、
花
び
ら
）
や
そ
の
改
良
型PFM

-1S

の
使
用
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
自
己
破
壊
装
置
付
き
のPO

M
-3

は
、
従
来
の
加
圧
式
や
接

触
感
知
式
と
異
な
り
、
接
近
す
る
人
間
に
よ
る
振
動
だ
け
を
感
知
す

る
振
動
感
知
式
対
人
地
雷
で
あ
り
、
半
径
一
六
ｍ
以
内
の
人
間
を
金

属
片
で
死
傷
さ
せ
、
地
雷
除
去
者
の
接
近
も
拒
む
最
新
型
の
ス
マ
ー

ト
地
雷
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
対
人
地
雷
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
改
Ｐ
Ⅱ

の
技
術
的
要
件
に
合
致
し
て
い
る
か
。

自
己
破
壊
装
置
や
自
己
不
活
性
化
装
置
の
な
いPFM

-1

は
、
Ｃ
Ｃ

Ｗ
Ｐ
改
Ⅱ
上
、
明
ら
か
に
違
法
兵
器
で
あ
る
。
自
己
破
壊
装
置
付
き

のPFM
-1S

、PO
M

-2/PO
M

-2R

お
よ
びPO

M
-3

は
、
三
〇
日
以

内
の
自
己
破
壊
率
が
九
〇
％
以
上
・
一
二
〇
日
以
内
の
自
己
不
活
性

化
率
が
九
九
・
九
％
で
な
け
れ
ば
、
違
法
兵
器
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
ス

マ
ー
ト
対
人
地
雷
は
、
当
該
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
非
遠
隔
散
布
型
の
旧
式
対
人
地
雷
の
使
用
は
、
敷
設
要

件
に
合
致
し
な
け
れ
ば
、
違
法
行
為
と
な
る
。
一
般
的
に
、
ロ
シ
ア

軍
は
、
戦
闘
状
況
が
不
利
と
な
り
撤
退
す
る
前
に
、
対
人
地
雷
を
故

意
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
闘
員
に
で
は
な
く
、
一
般
住
民
に
対
し
て
無
差

別
的
に
散
布
・
敷
設
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
対
人
地
雷
の

違
法
な
使
用
方
法
で
あ
る
（CCW

改PII

三
条
八
項
）。

Ⅳ　

ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
（
偽
装
兵
器
ま
た
は
仕
掛
け
兵
器
）

ロ
シ
ア
軍
は
、
軍
事
侵
攻
当
初
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
北
部
国
境
よ
り
進

軍
し
首
都
キ
ー
ウ
近
郊
ま
で
接
近
し
た
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
強
烈

な
反
抗
に
よ
り
四
月
初
頭
に
は
完
全
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
撤

退
（
解
放
）
後
の
北
部
地
域
に
残
さ
れ
た
も
の
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
撤
退

前
に
仕
掛
け
た
多
数
の
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

玩
具
や
ぬ
い
ぐ
る
み
、
地
面
に
置
か
れ
た
宝
飾
品
（
指
輪
、
宝
石
、
ネ
ッ

ク
レ
ス
）、
民
間
車
両
の
ト
ラ
ン
ク
、
冷
蔵
庫
や
洗
濯
機
、
ピ
ア
ノ
、

さ
ら
に
、
遺
体
に
も
起
爆
装
置
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
。

ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
と
は
、
殺
傷
目
的
の
「
外
見
上
無
害
な
物
を

何
人
か
が
動
か
し
若
し
く
は
こ
れ
に
接
近
し
又
は
一
見
安
全
と
思
わ

れ
る
行
為
を
行
っ
た
時
に
突
然
に
機
能
す
る
装
置
」（CCW

改PII

二

条
四
項
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
間
抜
け
な
者
（booby

）
が
一
見
安
全
と

思
わ
れ
る
も
の
に
触
っ
て
起
爆
・
作
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
者
を

殺
傷
す
る
罠
（trap

）
で
あ
る
。
で
は
、
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
は
、
国
際

法
上
、
違
法
な
兵
器
な
の
か
。

Ｃ
Ｃ
Ｗ
改
Ｐ
Ⅱ
上
、
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
は
、
一
般
的
に
禁
止

さ
れ
た
違
法
兵
器
で
は
な
く
、
戦
闘
地
域
で
戦
闘
員
に
対
し
て
使
用

す
る
こ
と
は
合
法
的
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
背
信
的
で
無
差
別

的
な
性
質
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
使
用
は
厳
格
に
制
限

さ
れ
て
い
る
。
次
の
三
つ
の
事
例
で
は
、
そ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
。

第
一
に
、
以
下
の
も
の
に
取
り
付
け
た
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
使
用

は
、
如
何
な
る
状
況
下
で
も
禁
止
さ
れ
る
（
七
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、

⒜
国
際
保
護
標
章
、
⒝
死
傷
者
、
⒞
墓
地
や
墓
、
⒟
医
療
施
設
・
機
器
・

用
品
・
輸
送
手
段
、
⒠
児
童
用
玩
具
、
⒡
食
料
・
飲
料
、
⒢
厨
房
用

品
・
器
具
、
⒣
宗
教
関
連
品
、
ⅰ
歴
史
的
建
造
物
、
芸
術
品
や
礼
拝
所
、

⒥
動
物
や
そ
の
死
体
。
第
二
に
、「
外
見
上
無
害
で
持
運
び
可
能
な
物

の
形
態
を
し
た
」
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
る
（
七
条

二
項
）。
つ
ま
り
、
起
爆
装
置
を
「
持
運
び
可
能
な
物
」
や
無
害
の
「
形

態
を
し
た
」
物
、
す
な
わ
ち
、
形
は
似
て
い
る
が
、
本
物
で
は
な
く
、

無
害
に
「
見
え
る
」
よ
う
に
作
ら
れ
た
偽
物
へ
の
装
着
が
禁
止
さ
れ
る
。

反
対
解
釈
を
す
れ
ば
、
持
運
び
不
可
能
な
も
の
（
た
と
え
ば
、
住
宅
の
門

や
扉
）
へ
の
仕
掛
け
や
、
無
害
な
物
に
見
え
る
・
似
て
い
る
物
で
は
な

く
、
無
害
な
物
そ
の
も
の
（
例
え
ば
、
カ
メ
ラ
そ
の
も
の
）
に
仕
掛
け
る

こ
と
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、
地
上
戦
闘

が
急
迫
し
て
い
な
い
か
発
生
し
て
い
な
い
文
民
集
中
地
域
で
の
ブ
ー
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ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
（
七
条
三
項
）。

ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
う
ち
、
玩
具
や
死
体
に

装
着
し
た
仕
掛
け
兵
器
は
Ｃ
Ｃ
Ｗ
改
Ｐ
Ⅱ
七
条
一
項
に
反
す
る
違
法

兵
器
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
ほ
と
ん
ど

の
事
例
は
、
同
軍
が
撤
退
し
戻
っ
て
き
そ
う
に
な
い
非
戦
闘
の
一
般

住
民
地
域
で
の
使
用
で
あ
り
、
同
改
正
議
定
書
七
条
三
項
違
反
の
使

用
例
に
該
当
す
る
。
加
え
て
、
同
軍
は
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
記
録

義
務
お
よ
び
そ
の
効
果
か
ら
の
文
民
保
護
の
予
防
義
務
（
九
条
）
を
実

際
に
果
た
し
て
い
る
の
か
も
、
敵
対
行
為
の
終
了
後
の
地
雷
除
去
活

動
の
際
に
問
わ
れ
る
。
ロ
シ
ア
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
と
も
に
、
Ｃ
Ｃ

Ｗ
改
Ｐ
Ⅱ
の
批
准
国
で
あ
る
。

Ⅴ　

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
（
集
束
爆
弾
）

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
と
は
、
地
上
発
射
型
の
砲
弾
・
ロ
ケ
ッ
ト
弾
お
よ

び
空
中
投
下
型
の
爆
弾
（
親
爆
弾
）
の
中
に
子
弾
が
搭
載
さ
れ
、
発
射
・

投
下
後
に
子
弾
が
広
範
囲
に
散
布
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
兵
器

は
、
軽
装
甲
車
両
、
軍
隊
・
軍
事
標
的
の
集
積
地
と
い
っ
た
広
範
な

領
域
標
的
や
散
在
標
的
を
効
果
的
に
攻
撃
す
る
地
域
制
圧
兵
器
（area 

w
eapon

）
で
あ
り
、
軍
事
的
有
用
性
が
高
い
。
半
面
、
放
出
さ
れ
る
子

弾
の
高
い
不
発
率
（
一
〇
％
～
三
〇
％
）
か
ら
、
武
力
紛
争
後
に
「
第
二

の
対
人
地
雷
」
と
し
て
無
差
別
的
兵
器
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
二
〇
〇
八
年
に
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
使
用
、
開
発
、
生
産
、

保
有
な
ど
を
禁
止
す
る
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
（
オ
ス
ロ
）
条
約
が
採
択
さ
れ

た
。
現
在
、
条
約
当
事
国
数
が
一
一
〇
か
国
と
な
っ
て
い
る
が
、
ロ

シ
ア
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
当
該
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
。ク
ラ
ス
タ
ー

弾
は
、
無
差
別
的
で
非
人
道
的
な
忌
む
べ
き
兵
器
で
は
あ
る
と
し
て

も
、
当
事
国
数
お
よ
び
軍
事
大
国
（
米
・
中
・
露
）
の
未
加
入
か
ら
、
そ

の
包
括
的
禁
止
が
慣
習
国
際
法
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。し
た
が
っ

て
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
使
用
さ
れ
た
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
そ

の
も
の
は
、
国
際
法
上
違
法
な
兵
器
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
連
合
に
よ
る
『
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
モ
ニ

タ
ー
二
〇
二
二
』
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
日
現
在
、
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
二
四
州
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
〇
州
で
、220m

m
 9M

27K

シ

リ
ー
ズ
の
ウ
ラ
ガ
ン
（
ハ
リ
ケ
ー
ン
）
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
含
む
六
種
類
の

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
攻
撃
を
、
数
百
回
実
施
し
た
模
様
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
も
、
ロ
シ
ア
軍
を
押
し
戻
す
た
め
に
ロ
シ
ア
支
配
地
域
の
少
な

く
と
も
三
か
所
（
ハ
ル
キ
ウ
、
ド
ネ
ツ
ク
、
へ
ル
ソ
ン
）
で
ク
ラ
ス
タ
ー
弾

を
使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。

多
く
の
国
家
や
国
際
機
関
が
非
難
す
る
の
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
そ

の
も
の
よ
り
も
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
「
人
口
密
集
地
」

で
の
使
用
に
つ
い
て
で
あ
る（「
Ⅺ　
ま
と
め
に
代
え
て
」で
言
及
）。
特
に
、

病
院
、
学
校
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
へ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
攻
撃
は
、

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
関
係
な
く
、
標
的
化
法
の
区
別
原
則
に
違
反
す
る

無
差
別
攻
撃
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
常
の
砲
弾
よ
り
も
軍
事
的
破
壊

力
の
高
い
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
使
用
が
、
意
図
的
に
一
般
住
民
へ
の
付

随
的
被
害
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
使
用
は
、

標
的
化
法
に
違
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
白
リ
ン
弾
と
同
様
に
、
一
般

住
民
に
「
恐
怖
（terror

）
を
広
め
る
」
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
暴
力

行
為
で
あ
る
と
言
え
る
（
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
二
項
）。

Ⅵ　

フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
（
矢
弾
）

ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
が
ロ
シ
ア
軍
か
ら
首
都
キ
ー
ウ
北
西
近
郊
の
ブ

チ
ャ
・
イ
ル
ピ
ン
地
区
を
奪
回
し
た
一
か
月
後
に
Ｃ
Ｎ
Ｎ
記
者
が
現

地
入
り
し
て
、【
図
２　

フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
】
が
示
す
よ
う
に
、
同
兵

器
の
使
用
が
判
明
し
た
（
二
〇
二
二
年
五
月
一
六
日
付
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ス
よ

り
）。フ

レ
シ
ェ
ッ
ト
（
仏
語 fl échette

、
矢
）
と
は
、
先
端
が
ダ
ー
ツ
の
よ

う
に
鋭
く
尖
っ
て
後
部
に
四
つ
の
フ
ィ
ン
が
付
い
た
長
さ
四
㎝
・
幅

二
～
四
㎜
ぐ
ら
い
大
き
さ
の
金
属
製
の
矢
で
あ
る
。
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト

弾
（fl échette shells

）
は
、
五
、〇
〇
〇
～
八
、〇
〇
〇
本
の
矢
が
空
爆
用

ミ
サ
イ
ル
や
戦
車
用
砲
弾
に
充
填
さ
れ
た
榴
散
弾
で
、
貫
通
力
や
殺

図２　民家から見つかった複数のフレシェット弾 /DavidvonBlohn/CNN
　（2022 年 5 月 16 日 CNN ニュースより）
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傷
力
に
優
れ
て
い
る
。
当
該
兵
器
は
、
開か

い
か
つ
ち

闊
地
に
多
数
集
結
し
た
歩

兵
や
部
隊
へ
の
攻
撃
に
使
用
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
、
砲
弾
な
ど
が
発

射
後
に
空
中
で
炸
裂
し
て
大
量
の
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
が
縦
三
〇
〇
ｍ
・

横
一
〇
〇
ｍ
の
広
さ
に
わ
た
っ
て
円
錐
状
に
散
布
さ
れ
る
。
フ
レ

シ
ェ
ッ
ト
は
、
人
体
へ
の
衝
撃
で
矢
の
部
分
が
フ
ッ
ク
の
よ
う
に
曲

が
り
、
フ
ィ
ン
の
部
分
は
分
離
し
人
体
の
別
の
部
位
を
破
壊
し
、
ま

た
は
、
そ
れ
ら
が
ダ
ム
ダ
ム
弾
の
よ
う
に
転
げ
ま
わ
る
特
徴
を
有
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
は
、
対
人
用
の
地
域

制
圧
兵
器
と
し
て
高
い
軍
事
的
効
果
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
他
方

で
、
敵
戦
闘
員
に
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
非
人
道
的
兵
器
で
あ
る

と
も
言
わ
れ
て
き
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
、
米
軍
の
使
用
す
る
当

該
兵
器
は
、
ハ
チ
の
巣
弾
（beehive rounds

）
と
称
さ
れ
た
。
当
該
兵
器

は
、
二
〇
〇
八
～
九
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
軍
事
作
戦
以

降
、
近
年
、
実
戦
で
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
で
は
、
ロ
シ
ア

軍
使
用
の
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
は
、
国
際
法
上
、
違
法
兵
器
で
あ
る
か
。

同
兵
器
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
案
に
関
す
る
国

際
人
道
法
外
交
会
議
（
一
九
七
四
～
七
七
年
）
や
Ｃ
Ｃ
Ｗ
国
連
会
議

（
一
九
七
九
～
八
〇
年
）
に
お
い
て
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
破
砕
兵
器

と
し
て
審
議
の
対
象
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
、
そ
れ
を
特

定
し
て
禁
止
す
る
Ｃ
Ｃ
Ｗ
議
定
書
の
作
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
フ

レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
は
、
合
法
性
の
疑
わ
し
い
兵
器
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
Ｘ
線
で
検
出
不
可
能
な
破
片
を
使
用
し
た
兵
器
に
該
当
し
な
い

こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅰ
に
よ
る
禁
止
兵
器
（
違
法
な
兵
器
）
に
は
該
当

し
な
い
。
し
か
し
、「
国
連
ガ
ザ
紛
争
事
実
調
査
委
員
会
報
告
書
（A

/

H
RC/12/48, 25 Septem

ber 2009

）
は
、
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
が
、
特
に
文

民
の
住
宅
地
域
で
の
使
用
に
は
適
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
（
九
〇
三

項
）。ロ

シ
ア
軍
使
用
の
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
は
、
ブ
チ
ャ
・
イ
ル
ピ
ン
地

区
の
住
宅
の
庭
、
壁
そ
し
て
殺
害
さ
れ
た
多
数
の
文
民
の
遺
体
か
ら

発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
使
用
は
、
標
的
化
法
の
区
別
原
則
を

侵
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
戦
闘
員
に
対
し
て
さ
え
不
必
要
苦
痛
を
与

え
る
と
疑
わ
れ
て
い
る
兵
器
を
文
民
に
対
し
て
故
意
に
使
用
し
た
と

い
う
二
重
の
意
味
で
極
め
て
残
忍
な
戦
闘
行
為
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

Ⅶ　

サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
（
燃
料
気
化
爆
弾
）

二
月
二
八
日
に
、
駐
米
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
は
、
詳
細
に
触
れ
な
か
っ

た
が
、
ロ
シ
ア
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
真
空

爆
弾
（vacuum

 bom
b

）
を
使
用
し
た
」
と
非
難
し
た
。
ま
た
、
三
月
九

日
に
、
英
国
防
省
は
、
ロ
シ
ア
が
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
（
燃
料
気
化
爆

弾
）
の
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
使
用
を
認
め
た
、
と
公
表
し
た
。
ロ
シ
ア

が
使
用
を
認
め
たTO

S-1A

兵
器
シ
ス
テ
ム
（
多
連
装
ロ
ケ
ッ
ト
ラ
ン

チ
ャ
ー
）
は
、
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
を
主
兵
装
と
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、TO

S-1A

の
使
用
は
、
通
常
、
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
の
使
用
を

意
味
す
る
が
、
実
際
に
発
射
さ
れ
た
か
否
か
は
、
三
月
段
階
で
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
使
用
し
た
と
さ
れ
る
真
空

爆
弾
ま
た
は
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
爆
弾
と
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
兵

器
な
の
か
、
そ
し
て
、
国
際
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
。

サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
（therm

obaric bom
b

）
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の

熱
（therm

os

）
と
圧
力
（baros

）
を
合
わ
せ
た
造
語
で
あ
り
、
熱
、
爆
風
、

加
圧
力
お
よ
び
衝
撃
波
を
発
生
さ
せ
る
地
域
制
圧
兵
器
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
燃
料
気
化
爆
弾
（Fuel A

ir E
xplosives, FA

E

）
の
次
世
代
型
気
化

爆
弾
で
あ
る
。
従
来
の
Ｆ
Ａ
Ｅ
は
、
可
燃
性
と
揮
発
性
の
あ
る
液
体

燃
料
（
た
と
え
ば
、
酸
化
エ
チ
レ
ン
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
空

中
で
散
布
さ
れ
、
空
気
と
燃
料
と
の
混
合
物
（
エ
ア
ロ
ゾ
ル
雲
）
を
形
成

し
、
遅
動
起
爆
装
置
に
よ
っ
て
爆
発
す
る
。
爆
発
時
に
は
必
要
な
酸

素
を
大
気
中
か
ら
取
り
込
む
こ
と
で
、
通
常
の
爆
薬
よ
り
重
量
効
率

が
よ
く
、
Ｔ
Ｎ
Ｔ
爆
薬
の
数
倍
の
威
力
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
。
ち

な
み
に
、
大
気
中
の
酸
素
を
取
り
込
む
こ
と
か
ら
、
当
該
兵
器
は
真

空
爆
弾
（vacuum

 bom
bs

）３

と
も
称
さ
れ
る
。
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
は
、

液
体
燃
料
の
代
わ
り
に
、
個
体
化
合
物
を
気
化
さ
せ
て
粉
塵
と
強
撚

性
ガ
ス
と
の
混
合
ガ
ス
を
遅
動
起
爆
装
置
で
爆
発
さ
せ
る
。

Ｆ
Ａ
Ｅ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
初
め
て
米
軍
に
よ
り
実
戦
使
用
さ

れ
た
。
そ
の
使
用
目
的
は
、
地
雷
原
や
ペ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
地
域
の

啓
開
お
よ
び
掩
蔽
壕
に
潜
む
敵
兵
士
へ
の
攻
撃
で
あ
っ
た
。
こ
の
爆

風
兵
器
は
、そ
の
破
壊
的
威
力
か
ら
、無
差
別
的
効
果
や
特
に
対
人
（
敵

兵
士
）
使
用
の
場
合
の
不
必
要
な
苦
痛
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
国
際

法
上
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
、
国
際
人
道
法
外
交
会
議
お

よ
び
Ｃ
Ｃ
Ｗ
国
連
会
議
で
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
圧
倒
的
な

軍
事
的
効
果
か
ら
、
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
と
同
様
に
、
Ｆ
Ａ
Ｅ
を
違
法

兵
器
と
し
て
禁
止
す
る
Ｃ
Ｃ
Ｗ
議
定
書
の
作
成
は
、実
現
さ
れ
な
か
っ

た
。
加
え
て
、
Ｆ
Ａ
Ｅ
は
、
焼
夷
効
果
を
第
一
義
的
効
果
と
し
て
設

計
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
焼
夷
兵
器
で
は
な
く
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅲ
に
も

規
制
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
Ｆ
Ａ
Ｅ
そ
れ
自
体
は
、
兵
器
法
に
お
い
て
、

フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
と
同
様
に
、
合
法
性
の
疑
わ
し
い
兵
器
で
は
あ
る

が
、
違
法
な
兵
器
と
は
言
え
な
い
。
Ｆ
Ａ
Ｅ
の
発
展
型
で
あ
る
サ
ー

モ
バ
リ
ッ
ク
弾
の
国
際
法
的
評
価
も
、
同
じ
法
的
評
価
を
受
け
る
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
標
的
化
法
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
た
め
に
、
ロ
シ
ア
の
サ
ー

モ
バ
リ
ッ
ク
弾
が
、
実
際
に
、
何
時
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ど
の
よ
う
な

場
所
ま
た
は
環
境
で
、
ど
の
よ
う
な
標
的
に
向
け
て
使
用
さ
れ
た
の

か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
被
害
状
況
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
事

実
確
認
が
必
要
と
な
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
駐
米
大
使
の
発
言
で
は
、サ
ー

モ
バ
リ
ッ
ク
弾
の
使
用
事
例
が
確
認
で
き
な
い
。
も
し
当
該
兵
器
が
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一
般
住
民
の
居
住
地
域
に
向
け
て
発
射
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
軍
事

目
標
が
そ
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
区
別
原

則
お
よ
び
比
例
原
則
に
違
反
す
る
無
差
別
攻
撃
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅷ　

高
出
力
レ
ー
ザ
ー
兵
器

五
月
一
八
日
に
、
ロ
シ
ア
の
ボ
リ
ゾ
フ
副
首
相
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

で
の
軍
事
作
戦
で
ド
ロ
ー
ン
（
小
型
無
人
機
）
な
ど
を
攻
撃
す
る
新
型

レ
ー
ザ
ー
兵
器
を
投
入
し
て
い
る
と
公
表
し
た
（
ロ
イ
タ
ー
、
五
月
一
八

日
）。
そ
の
レ
ー
ザ
ー
兵
器
ザ
デ
ィ
ラ
は
、
五
㎞
先
の
ド
ロ
ー
ン
を
五

秒
以
内
に
燃
焼
さ
せ
、
物
理
的
に
破
壊
で
き
る
性
能
を
有
し
、
す
で

に
最
初
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
使
用
理
由
は
、
対
空
防
御
シ
ス
テ
ム
の96K

6
パ
ン
ツ
ィ
リ-S1

や9K
330

ト
ー
ル
と
い
っ
た
高
価
な
ミ
サ
イ
ル
を
使
い
果
た
さ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
（
時
事
通
信
、
五
月
一
九
日
）。

今
回
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
、
ド
ロ
ー
ン
が
、

監
視
・
偵
察
用
、
輸
送
用
お
よ
び
攻
撃
用
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
は
、民
生
用
の
改
造
ド
ロ
ー
ン
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
製
の
攻
撃
型R18

、
ト
ル
コ
製
の
攻
撃
型
バ
イ
ラ
ク
タ

ルTB2

、米
国
製
の
自
爆
突
入
型
ス
イ
ッ
チ
ブ
レ
ー
ド300/600

、ポ
ー

ラ
ン
ド
製
の
自
爆
突
入
型
ウ
ォ
ー
メ
イ
ト
、
米
国
製
の
監
視
・
偵

察
型
ピ
ュ
ー
マ
な
ど
多
種
多
様
な
ド
ロ
ー
ン
を
対
戦
車
攻
撃
用
と
し

て
活
用
し
て
い
る
。
ロ
シ
ア
軍
も
、
自
国
製
自
爆
突
入
型
のK

U
B-

BLA

やZ
A

LA
 K

Y
B

を
使
用
し
、
イ
ラ
ン
製
の
攻
撃
型
シ
ャ
ハ

ド129

を
七
月
以
降
大
量
に
輸
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ド
ロ
ー
ン
攻
撃
対
策
と
し
て
、
費
用
対
効
果
の
い
い

ハ
ー
ド
キ
ル

４

用
レ
ー
ザ
ー
兵
器
ザ
デ
ィ
ラ
を
投
入
し
た
の
で
あ
る
。

レ
ー
ザ
ー
は
、
低
出
力
と
高
出
力
の
レ
ー
ザ
ー
に
区
分
さ
れ
る
。

低
出
力
レ
ー
ザ
ー
は
、
民
生
用
（
た
と
え
ば
、
レ
ー
ザ
ー
メ
ス
）
に
も
軍

事
用
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
低
出
力
レ
ー
ザ
ー
の
軍
事
利
用
と
し

て
、
戦
闘
補
助
用
レ
ー
ザ
ー
装
置
の
測
遠
器
や
目
標
指
示
器
が
実
戦

使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
戦
闘
用
（
対
歩
兵
用
）
兵
器
と

し
て
研
究
開
発
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
対
歩
兵
用
レ
ー
ザ
ー
兵
器
の

実
戦
配
備
の
直
前
の
一
九
九
五
年
に
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
Ⅳ
が
締
結
さ
れ
、「
永

久
に
失
明
を
も
た
ら
す
よ
う
に
特
に
設
計
さ
れ
た
レ
ー
ザ
ー
兵
器
」

の
使
用
は
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
非
人
道
的
な
兵
器
と
し
て
禁
止

さ
れ
た
（
一
条
）。

他
方
、
高
出
力
レ
ー
ザ
ー
は
、
近
年
、
ミ
サ
イ
ル
迎
撃
用
や
衛
星

攻
撃
用
な
ど
対
物
破
壊
用
兵
器
と
し
て
研
究
開
発
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
成
果
の
一
つ
が
、
ロ
シ
ア
軍
の
ザ
デ
ィ
ラ
で
あ
る
。
レ
ー
ザ
ー
兵

器
は
、
レ
ー
ザ
ー
の
直
進
性
か
ら
、
軍
事
目
標
に
確
実
に
指
向
で
き

る
の
で
、
無
差
別
的
兵
器
で
は
な
く
、
兵
器
法
上
、
合
法
な
兵
器
で

あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
レ
ー
ザ
ー
兵
器
が
ド
ロ
ー
ン
と
い
う
軍
事
目

標
の
撃
墜
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
標
的
化
法
上
、
全
く
問
題
が
な
い
。

国
際
法
で
問
題
に
な
る
の
は
、
民
間
人
に
対
す
る
使
用
は
区
別
原

則
に
反
す
る
こ
と
か
ら
論
外
と
し
て
、
当
該
兵
器
の
対
戦
闘
員
使
用

に
つ
い
て
で
あ
る
。
高
出
力
レ
ー
ザ
ー
兵
器
は
、
製
造
経
費
と
軍
事

的
利
益
（
戦
闘
員
一
人
の
死
傷
）
を
比
較
衡
量
し
て
、
も
と
も
と
、
費

用
対
効
果
が
悪
く
、
最
初
か
ら
対
人
用
殺
傷
用
に
は
設
計
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
も
し
当
該
兵
器
が
、
本
来
の
対
物
使
用
の
目
的
で
は
な

く
、
対
戦
闘
員
用
に
使
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
兵
器
法
上
、

不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
標
的
化
法
上
、

比
例
原
則
に
違
反
す
る
戦
闘
行
為
と
評
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
軍

の
レ
ー
ザ
ー
兵
器
ザ
デ
ィ
ラ
が
、
実
際
、
ど
れ
ほ
ど
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍

の
ド
ロ
ー
ン
を
効
果
的
に
撃
墜
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
物
的
軍
事
目

標
以
外
の
対
人
使
用
の
事
例
は
な
か
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
事
実
確

認
が
望
ま
れ
る
。

Ⅸ　

サ
イ
バ
ー
行
動
（cyber operation

）

ロ
シ
ア
は
、
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ミ
ア
併
合
で
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
（hybrid w

arfare

）５

を
、
今
回
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
軍
事
侵
攻
で
も
実
践
し
て
い
る
。
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
二
月

二
四
日
午
前
六
時
に
「
特
殊
軍
事
作
戦
」
の
開
始
を
表
明
し
た
後
に
軍

事
侵
攻
を
し
た
。
他
方
で
、
そ
の
一
時
間
前
の
五
時
頃
か
ら
、
ロ
シ

ア
か
ら
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
サ
イ
バ
ー
行
動
は
本
格
化
し
て
い
っ
た
。

そ
の
対
象
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
が
指
揮
命
令
系
統
の
通
信
手
段
と
し

て
利
用
し
て
い
た
米
国
衛
星
通
信
企
業
の
ビ
ア
サ
ッ
ト
社
の
衛
星
通

信
網K

A
-SAT

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
、
サ
イ
バ
ー

行
動
に
よ
り
、
こ
の
衛
星
通
信
を
送
受
信
す
る
地
上
局
の
モ
デ
ム
と

ル
ー
タ
ー
に
、
ワ
イ
パ
ー

６

型
の
新
種
マ
ル
ウ
ェ
ア
「
ア
シ
ッ
ド
レ
イ

ン
（A

cid Rain

、
酸
性
雨
）」
を
感
染
さ
せ
、
通
信
障
害
を
引
き
起
こ
し
た
。

そ
の
影
響
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
だ
け
で
な
く
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
で

数
千
人
お
よ
び
欧
州
内
で
数
万
人
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

（
ド
イ
ツ
の
五
八
〇
〇
の
風
力
発
電
機
を
含
む
）
に
も
及
ん
だ
。
ロ
シ
ア
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
通
信
環
境
が
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
最
中
に
、
軍
事

侵
攻
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
通
信
障
害
が
三
日

間
続
い
た
け
れ
ど
も
、
幸
い
、
衛
星
通
信
網
ス
タ
ー
リ
ン
ク
を
擁
す

る
米
宇
宙
企
業
の
ス
ペ
ー
ス
Ｘ
社
が
二
月
二
七
日
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

た
め
に
代
替
通
信
網
を
稼
働
さ
せ
た
こ
と
で
、
衛
星
通
信
に
よ
る
ウ

ク
ラ
イ
ナ
軍
の
指
揮
命
令
系
統
は
回
復
し
た
。

で
は
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
攻
と
ほ
ぼ
同
時
に
実
施
さ
れ
た
サ
イ

バ
ー
行
動
は
、
国
際
法
上
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
。
国
際

法
が
サ
イ
バ
ー
行
動
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
二
〇
一
三
年
の
国
連
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政
府
専
門
家
会
合
報
告
書
（A

/68/98, par. 19

）
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、

一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
サ
イ
バ
ー
戦
闘
手
段
に
は

国
際
人
道
法
上
の
兵
器
法
が
、
そ
し
て
、
サ
イ
バ
ー
戦
闘
方
法
に
は

標
的
化
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
従
来
の
三
種
類
の
ワ
イ
パ
ー
型
マ
ル
ウ
ェ
ア
（H

erm
etic 

W
iper, Isaac W

iper and Caddy W
iper

）
は
、
感
染
し
た
後
に
シ
ス
テ
ム

内
の
特
定
デ
ー
タ
を
消
去
・
破
壊
し
、
特
定
の
デ
バ
イ
ス
を
機
能
不

全
に
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
に
発
覚
し
た
米
国
・

イ
ス
ラ
エ
ル
共
同
開
発
の
ス
タ
ッ
ク
ス
ネ
ッ
ト
も
、
ド
イ
ツ
・
シ
ー

メ
ン
ス
社
の
産
業
用
機
器
と
い
う
特
定
の
標
的
を
狙
う
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
ワ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
他
方
、
従
来
よ
り
も
破
壊
力
の
強
い
ア
シ
ッ

ド
レ
イ
ン
・
マ
ル
ウ
ェ
ア
は
、
そ
の
よ
う
な
特
定
デ
ー
タ
を
標
的
化

し
た
配
慮
が
な
く
、
総
当
た
り
攻
撃
（brute force attack

）
を
す
る
こ

と
で
シ
ス
テ
ム
内
の
デ
ー
タ
を
こ
と
ご
と
く
削
除
・
破
壊
す
る
と
い

う
。
本
マ
ル
ウ
ェ
ア
は
、
特
定
の
標
的
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
通
信
網
）
だ

け
に
作
用
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
お
ら
ず
、
モ
デ
ム
や
ル
ー
タ
ー

へ
の
感
染
が
一
般
市
民
そ
の
他
の
ユ
ー
ザ
ー
に
も
拡
散
す
る
こ
と
は

十
分
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
以
外
の

一
般
ユ
ー
ザ
ー
の
被
害
が
発
生
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ッ
シ
ド
レ
イ

ン
と
い
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
イ
ル
ス
は
、
兵
器
法
上
の
無
差
別
的

兵
器
禁
止
原
則
に
抵
触
す
る
サ
イ
バ
ー
戦
闘
手
段
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
（
二
〇
一
七
年
の
タ
リ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
二
．〇
規
則
一
〇
五
参
照
）。

次
に
、
当
該
手
段
の
使
用
は
国
際
人
道
法
上
の
「
攻
撃
」
に
該
当
す

る
か
否
か
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

第
一
追
加
議
定
書
で
は
、
攻
撃
と
は
、「
攻
勢
と
し
て
で
あ
る
か
防
御

と
し
て
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
敵
に
対
す
る
暴
力
行
為
」（
四
九
条
）
で

あ
る
と
定
義
す
る
。
タ
リ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
二
．〇
で
は
、
ヒ
ト
に
対

す
る
殺
傷
、
モ
ノ
に
対
す
る
損
害
・
破
壊
を
引
き
起
こ
す
こ
と
（
規
則

九
二
）
と
規
定
さ
れ
る
。
本
サ
イ
バ
ー
行
動
が
国
際
人
道
法
上
の
攻
撃

基
準
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
、
学
説
上
、
議
論
が
対
立
し
て
い
る
。

一
方
で
、
今
回
の
サ
イ
バ
ー
行
動
は
、
物
理
的
損
害
・
破
壊
は
な
く
、

機
能
障
害
し
か
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
の
で
、
攻
撃
に
該
当
し
な

い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

他
方
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
も
の
を
機
能
不
全
に
す
る
た
め
の
行
動

は
、
キ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
手
段
か
サ
イ
バ
ー
手
段
か
で
機
能
不
全
に
さ
れ

る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
敵
対
行
為
規
則
下
で
は
攻
撃
を
構
成
す
る
」

と
い
う
法
的
立
場
を
示
し
て
い
る
（
第
三
二
回
赤
十
字
・
赤
新
月
国
際

会
議
「
国
際
人
道
法
と
現
代
武
力
紛
争
の
課
題
」
報
告
書
二
〇
一
五
年
、
三
二

IC/15/11
）。
当
該
サ
イ
バ
ー
行
動
は
、
確
か
に
、
モ
デ
ム
な
ど
の
物

理
的
破
壊
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
が
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
に
そ
の
修
理

能
力
が
な
く
、
結
果
的
に
ビ
ア
サ
ッ
ト
社
に
モ
デ
ム
の
部
品
交
換
を

強
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
モ
デ
ム
の
物
理
的
破
壊
と
同

じ
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
へ
の

通
信
妨
害
を
狙
っ
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
行
動
は
、
兵
器
法
に

反
す
る
違
法
な
サ
イ
バ
ー
兵
器
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（cyber-attack

）

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
、
ロ
シ

ア
軍
・
政
府
系
ハ
ッ
カ
ー
お
よ
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
Ｉ

Ｔ
軍
の
双
方
が
、
入
り
乱
れ
て
サ
イ
バ
ー
行
動
を
頻
繁
に
実
行
し
て

い
る
。
サ
イ
バ
ー
戦
は
、
目
に
見
え
な
い
戦
争
（invisible w

ar

）
な
の

で
、
事
実
関
係
の
把
握
や
確
認
は
、
物
理
的
な
戦
闘
行
為
以
上
に
困

難
を
伴
う
。
今
後
、他
の
サ
イ
バ
ー
行
動
を
法
的
評
価
す
る
た
め
に
は
、

よ
り
詳
細
な
事
実
関
係
の
究
明
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅹ　

大
量
破
壊
兵
器
（
核
兵
器
、
生
物
・
細
菌
兵
器

お
よ
び
化
学
兵
器
）

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
い
て
、
上
記
の
通
常
兵
器
以
外

に
、
大
量
破
壊
兵
器
が
、
実
際
、
使
用
さ
れ
た
の
か
、
今
後
、
使
用

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
使
用
さ
れ
た
場
合
の
国
際

標
的
評
価
は
ど
う
な
の
か
、
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
生
物
兵
器
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
、【
図

３
．
大
量
破
壊
兵
器
関
連
条
約
と
当
事
国
の
関
係
】
が
示
す
よ
う
に
、

図３　大量破壊兵器関連条約と当事国の関係
（2022 年 9 月 23 日現在 ICRC 資料より著者作成）

BWC CWC TPNW

当事国数 183 193 68

ロシア ○ ○ ×

ウクライナ ○ ○ ×

＊ BWC は 1972 年の生物毒素兵器禁止条約、CWC は 1993 年の化学兵器禁止条約、TPNW は

2017 年の核兵器禁止条約を指す。
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一
九
七
二
年
の
生
物
毒
素
兵
器
禁
止
条
約
（
Ｂ
Ｗ
Ｃ
）
を
批
准
し
て
い

る
。
本
条
約
は
、
無
差
別
的
性
質
を
有
す
る
違
法
兵
器
で
あ
る
生
物

兵
器
の
「
使
用
の
可
能
性
を
完
全
に
無
く
す
」（
前
文
）
た
め
に
締
結
さ

れ
た
軍
縮
条
約
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
シ
ア
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
、

当
該
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
、
取
得
お
よ
び
保
有
が
禁
止
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ロ
シ
ア
は
、
三
月
一
一
日
の
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
緊

急
会
合
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
米
国
の
支
援
を
受
け
て
生
物
兵
器
を
開

発
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
米
国
は
、
当
該
発
言

を
軍
事
侵
攻
の
正
当
化
の
た
め
の
偽
旗
作
戦
（false flag operation

）
の

一
環
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
が
生
物
・
化
学
兵
器
を
使
用
す
る
恐
れ
が
あ

る
と
反
論
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
生
物
兵
器
を
開
発
し
て
い
る
事
実

は
、
三
月
一
五
日
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
フ
ァ
ク
ト
・
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
的
に
、
ロ
シ
ア
の
当
該
主
張
は
フ
ェ
イ

ク
ニ
ュ
ー
ス
、
偽
旗
作
戦
ま
た
は
情
報
戦
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、ロ
シ
ア
は
、Ｂ
Ｗ
Ｃ
を
批
准
し
な
が
ら
、一
九
七
九
年
の
ス
ヴ
ェ

ル
ド
ロ
フ
ス
ク
事
件

７

が
示
す
よ
う
に
、
Ｂ
Ｗ
Ｃ
に
違
反
し
な
が
ら
秘

密
裏
に
生
物
兵
器
の
生
産
・
保
有
を
継
続
し
て
い
た
。
一
九
九
二
年

に
エ
リ
ツ
ィ
ン
・
ロ
シ
ア
大
統
領
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｃ
違
反
の
攻
撃
用
生
物

兵
器
研
究
の
禁
止
令
を
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
大
統
領
令
が
、
現

在
、
ど
の
程
度
ま
で
遵
守
さ
れ
て
い
る
の
か
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ

り
、
ロ
シ
ア
が
生
物
兵
器
を
保
有
し
使
用
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の

疑
念
は
、
一
向
に
晴
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
化
学
兵
器
に
関
し
て
、
両
国
は
、
一
九
九
三
年
の
化
学
兵

器
禁
止
条
約
（
Ｃ
Ｗ
Ｃ
）
の
当
事
国
で
あ
る
。
本
条
約
は
、
一
九
二
五

年
の
ガ
ス
議
定
書
の
義
務（
無
差
別
的
性
質
を
有
す
る
化
学
兵
器
の
使
用
禁

止
義
務
）
を
補
完
し
、「
化
学
兵
器
の
使
用
の
可
能
性
を
完
全
に
無
く

す
」（
前
文
）
た
め
に
締
結
さ
れ
た
軍
縮
条
約
で
あ
る
。
そ
の
故
、
ロ
シ

ア
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
、
化
学
兵
器
の
使
用
だ
け
で
な
く
、
開
発
、
生
産
、

取
得
、
貯
蔵
、
保
有
お
よ
び
移
譲
が
禁
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
四
月

一
一
日
に
、
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
東
部
の
マ
リ
ウ
ポ
リ
で
化

学
物
資
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
が
浮
上
し
た
。
翌

一
二
日
に
、リ
ズ
・
ト
ラ
ス
英
国
外
相
が
マ
リ
ウ
ポ
リ
で
の
攻
撃
で「
化

学
物
資
を
使
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
ツ
ィ
ー
ト
し
、
同
日
、
ブ

リ
ン
ケ
ン
米
国
務
長
官
も
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
化
学
兵
器
の
使
用
は
確

認
で
き
な
い
が
、「
強
い
症
状
を
引
き
起
こ
す
化
学
物
資
を
混
入
し
た

催
涙
ガ
ス
を
含
め
、
様
々
な
暴
動
鎮
剤
を
使
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
」

と
語
っ
た
。

プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
二
七
日
に
、
Ｃ
Ｗ
Ｃ
に

従
い
す
べ
て
の
化
学
兵
器
の
廃
棄
作
業
が
完
了
し
た
と
発
表
し
、
さ

ら
に
、
米
国
に
よ
る
化
学
兵
器
廃
棄
の
遅
れ
を
批
判
し
た
ほ
ど
で
あ

る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
の
元
ロ
シ
ア
情
報
機

関
員
（
セ
ル
ゲ
イ
・
ス
ク
リ
パ
リ
親
子
）
襲
撃
事
件
や
二
〇
二
〇
年
八
月

の
反
体
制
派
指
導
者
（
ア
レ
ク
セ
イ
・
ナ
ワ
リ
ヌ
イ
）
毒
殺
未
遂
事
件
で

化
学
兵
器
の
ノ
ビ
チ
ョ
ク
（
神
経
剤
）
を
使
用
し
た
疑
い
が
あ
る
。
ロ

シ
ア
は
、
今
で
も
化
学
兵
器
を
生
産
し
保
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
わ
れ
続
け
て
い
る
。
米
国
や
日
本
が
、
化
学
兵
器
・
生
物
兵

器
対
応
の
防
護
マ
ス
ク
・
防
護
衣
な
ど
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
に
提
供
し

て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
し
ロ
シ
ア
が
化
学
兵
器
を
使

用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
Ｗ
Ｃ
一
条
一
項
ｂ
（
使
用
の
禁
止
）
に
違
反
し

た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
米
国
の
主
張
す
る
よ
う
に
化
学
兵
器
で
は

な
く
暴
動
鎮
圧
剤
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
使
用
は
Ｃ
Ｗ
Ｃ
一
条
五
項
（
暴

動
鎮
圧
剤
を
戦
争
の
方
法
と
し
て
使
用
し
な
い
こ
と
）
に
違
反
す
る
。
国

際
法
上
禁
止
さ
れ
た
違
法
兵
器
で
あ
る
化
学
兵
器
の
使
用
ま
た
は
暴

動
鎮
圧
剤
の
戦
争
の
方
法
と
し
て
の
使
用
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、

許
さ
れ
な
い
。

最
後
に
、
核
兵
器
に
関
し
て
、
そ
の
使
用
の
可
能
性
が
危
惧
さ

れ
て
い
る
。
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
九
月
二
一
日
の
テ
レ
ビ
演
説
で
、

東
部
・
南
部
四
州
（
ド
ネ
ツ
ク
、
ル
ハ
ン
ス
ク
、
ザ
ポ
ロ
ジ
ェ
、
へ
ル
ソ

ン
）
の
住
民
投
票
実
施
の
承
認
お
よ
び
部
分
的
動
員
令
の
発
令
と
と
も

に
、「
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
る
」
と
核
兵
器
の
使
用
も
辞
さ
な
い
姿

勢
を
示
し
た
。
翌
二
二
日
に
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
安
全
保
障
会
議
副

議
長
（
前
大
統
領
）
も
、「
戦
略
核
を
含
む
す
べ
て
の
兵
器
を
使
い
（
領
土
）

を
防
衛
す
る
」
と
、
具
体
的
に
戦
略
核
に
言
及
し
て
、
軍
事
支
援
す

る
欧
米
諸
国
を
牽
制
し
た
。
も
と
も
と
、
ロ
シ
ア
の
核
ド
ク
ト
リ
ン

（
二
〇
二
〇
年
六
月
二
日
の
「
核
抑
止
の
ロ
シ
ア
連
邦
国
家
政
策
の
基
本
原
則

に
関
す
る
ロ
シ
ア
大
統
領
令
」
一
九
項
）
に
よ
れ
ば
、
核
兵
器
の
使
用
に
踏

み
切
る
条
件
の
一
つ
に
、「
通
常
兵
器
で
の
ロ
シ
ア
へ
の
侵
略
に
よ
っ

て
、
国
家
が
存
立
の
危
機
に
瀕
し
た
時
」
を
挙
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
、

九
月
末
の
四
州
で
の
住
民
投
票
の
結
果
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
九

月
三
〇
日
に
当
該
地
域
の
ロ
シ
ア
領
へ
の
編
入
を
宣
言
し
た
。
そ
う

な
れ
ば
、
同
地
域
は
ロ
シ
ア
「
領
土
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
外
国
勢
力

に
よ
る
そ
れ
へ
の
軍
事
攻
撃
は
ロ
シ
ア
へ
の
侵
略
に
該
当
し
、
核
兵

器
使
用
の
必
要
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
シ
ア
軍
は
、
四
月
上
旬
に
北
部
キ
ー
ウ
近
郊
か
ら
の
完
全
撤
退

を
し
、
東
部
お
よ
び
南
部
戦
線
に
注
力
し
た
。
し
か
し
、
欧
米
諸
国

か
ら
の
高
性
能
兵
器
の
供
与
の
効
果
が
出
始
め
た
九
月
頃
か
ら
、
ロ

シ
ア
の
進
軍
が
阻
止
さ
れ
、
膠
着
状
態
と
な
り
、
押
し
戻
さ
れ
、
そ

し
て
、
部
分
的
に
ロ
シ
ア
の
占
領
地
域
が
奪
還
・
開
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

ロ
シ
ア
軍
は
、
現
在
の
不
利
な
戦
況
か
ら
、
最
低
限
の
目
標
と
す
る

東
部
ド
ン
バ
ス
地
域
の
制
圧
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ロ
シ
ア
の

劣
勢
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
反
転
攻
勢
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
ロ
シ
ア
（
プ
ー

チ
ン
）
は
、
戦
況
悪
化
を
挽
回
す
る
起
死
回
生
の
策
と
し
て
、
核
兵
器

の
使
用
を
選
択
す
る
と
い
う
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
が
よ
り
現
実
味
を
帯

び
て
く
る
。
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核
兵
器
の
法
的
評
価
を
概
説
す
れ
ば
、
合
法
説
（
核
兵
器
禁
止
条
約

は
あ
る
が
、
そ
れ
が
慣
習
法
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
合
法
）、
条
件
付
き

合
法
（
違
法
）
説
（
区
別
原
則
・
軍
事
目
標
主
義
を
遵
守
し
、
無
差
別
攻
撃
に

該
当
し
な
け
れ
ば
、
合
法
）、
絶
対
違
法
説
（
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
、
ま

た
は
、
無
差
別
的
効
果
を
有
す
る
兵
器
に
該
当
す
る
の
で
、
違
法
）
が
あ
る
。

一
九
九
六
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
「
核
兵
器
使
用
の
合
法
性

事
件
」
の
勧
告
的
意
見
で
は
、
核
兵
器
の
使
用
は
、
一
般
的
に
は
国

際
人
道
法
の
規
則
に
違
反
す
る
（
主
文
２
Ｅ
前
段
）
が
、
国
家
存
亡
の
危

機
の
よ
う
な
自
衛
の
極
限
的
状
況
で
は
、
違
法
か
否
か
を
断
言
で
き

な
い
と
述
べ
て
い
る
（
主
文
２
Ｅ
後
段
、
裁
判
官
の
投
票
結
果
は
八
対
七
）。

も
し
、
ロ
シ
ア
が
編
入
し
た
「
領
土
」
を
守
る
た
め
に
核
兵
器
を
使
用

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
今
ま
で
の
通
常
兵
器
に
よ
る
戦
闘
状

況
と
全
く
異
な
る
フ
ェ
ー
ズ
に
踏
み
入
れ
、
極
め
て
深
刻
な
事
態
を

招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
の
核
兵
器
使
用
は
、
国
家
存
続
の
危
機

的
状
況
の
有
無
や
そ
の
被
害
状
況
を
含
め
て
、
総
合
的
か
つ
厳
格
に

国
際
法
的
評
価
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅺ　
ま
と
め
に
代
え
て
（
新
た
な
検
討
枠
組
み
）

以
上
、
国
際
人
道
法
（
兵
器
法
と
標
的
化
法
）
に
基
づ
き
国
際
法
的
評

価
を
試
み
た
害
敵
手
段
（
兵
器
）
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
に
よ
る
火
炎
瓶

の
使
用
を
除
き
、
ロ
シ
ア
側
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
に
対
し
て
使
用
し
た

（
対
人
地
雷
、
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
、
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
、
高
出
力
レ
ー
ザ
ー

兵
器
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
、
サ
イ
バ
ー
行
動
）、
使
用
し
た
と
疑
わ
れ
た
（
白

リ
ン
弾
、
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
）、
そ
し
て
、
今
後
、
使
用
す
る
か
も
し

れ
な
い
（
大
量
破
壊
兵
器
）
害
敵
手
段
（
兵
器
）
で
あ
っ
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
は
、
軍
事
侵
攻
し
て
き
た
ロ
シ
ア
軍
に
対
抗
し
て

敵
対
行
為
（
兵
器
の
使
用
）
を
行
う
の
で
、
戦
闘
員
以
外
の
一
般
の
ロ
シ

ア
市
民
を
攻
撃
し
殺
傷
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
ロ
シ
ア
軍

は
、
戦
闘
員
・
軍
事
目
標
と
一
般
住
民
・
民
用
物
が
混
在
す
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
領
内
に
軍
事
侵
攻
し
た
こ
と
か
ら
、
特
に
、
文
民
の
住
居
地

域
（
市
町
村
）
で
の
戦
闘
行
為
（
市
街
戦
）
は
、
一
般
住
民
・
民
用
物
に
被

害
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
極
め
て
高
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、ロ
シ
ア
軍
は
、

兵
器
法
で
の
無
差
別
的
兵
器
禁
止
原
則
や
標
的
化
法
で
の
区
別
原
則
、

比
例
原
則
お
よ
び
予
防
原
則
の
厳
守
に
よ
っ
て
、
文
民
保
護
を
よ
り

一
層
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ロ
シ
ア
軍
は
、
今
ま
で
の
軍
事
作
戦
か
ら
、
文
民
被

害
を
積
極
的
に
回
避
し
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
、
敢
え
て
一
般
住
民

を
攻
撃
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
全
く
の
国
際
法
違
反
で

あ
る
当
該
作
戦
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
に
強
烈
な
恐
怖
心
を
植
え
付

け
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
戦
意
を
打
ち
砕
き
、
そ
し
て
、
軍
事
的
勝
利

を
目
論
ん
で
い
る
と
さ
え
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
側
に
戦
意
喪
失
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
憎
悪
や
敵
愾
心
を
高
め
、

戦
意
高
揚
に
つ
な
が
る
、
ロ
シ
ア
側
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
の
逆
効
果

し
か
生
ま
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
関
係
に

お
い
て
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
。
国
際
人
道
法
は
、
軍

事
的
利
益
と
人
道
的
考
慮
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
す
る
と
言
わ
れ

る
が
、
や
は
り
、
ロ
シ
ア
は
、
文
民
保
護
を
要
請
す
る
国
際
人
道
法

の
遵
守
が
自
国
に
十
分
利
益
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
、
国
際
人
道
法
の
法
原
則
の
履
行
を
補
強
す
る
国
際
的
な

動
き
と
し
て
、「
人
口
密
集
地
で
の
爆
発
性
兵
器
（explosive w

eapons in 

populated areas, E
W

IPA

）」
の
使
用
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
人
口

密
集
地
内
の
軍
事
目
標
に
対
す
る
爆
発
性
兵
器
、
特
に
被
弾
地
域
の

広
範
な
爆
発
性
兵
器
（explosive w

eapons w
ith w

ide im
pact area

）
の
使

用
に
よ
る
深
刻
な
文
民
被
害

８

に
つ
い
て
、
二
〇
一
一
年
の
シ
リ
ア
内

戦
以
降
、
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
、
赤

十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
、「
特
定
の
兵
器
に
関
す
る
法
的
禁

止
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
無
差
別
的
影
響
が
生
じ
得
る
著
し
い

可
能
性
が
あ
る
の
で
、
被
弾
地
域
の
広
範
な
爆
発
性
兵
器
を
人
口
密

集
地
で
は
回
避
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、
二
〇
一
一
年
以
降
、
主
張
し

続
け
て
い
る
（
第
三
一
回
赤
十
字
・
赤
新
月
国
際
会
議
「
国
際
人
道
法
と
現
代

武
力
紛
争
の
課
題
」
報
告
書
二
〇
一
一
年
、31IC/11/5.1.2

）。

今
回
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と

が
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
軍
は
、
五
月
以
降
、
精
密
誘
導
弾

を
使
い
尽
く
し
、
そ
の
不
足
分
を
補
う
た
め
に
無
誘
導
弾
の
使
用
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
無
誘
導
弾
は
、
そ
れ
自
体
、
違
法

兵
器
で
は
な
い
に
し
て
も
、
観
測
し
な
が
ら
数
発
試
射
す
る
こ
と
で

軍
事
目
標
の
着
弾
地
点
を
確
定
し
、
そ
の
後
に
一
斉
射
撃
を
す
る
と

い
う
射
撃
の
補
正
・
調
整
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
人
口
密
集
地
で
の

無
誘
導
弾
数
発
の
試
射
は
、
無
差
別
攻
撃
と
な
る
恐
れ
が
十
分
あ

る
。
無
誘
導
弾
以
外
に
も
、
被
弾
地
域
の
広
範
な
爆
発
性
兵
器
と
し

て
、
桁
外
れ
の
破
壊
力
を
有
す
る
兵
器
（
サ
ー
モ
バ
リ
ッ
ク
弾
）
や
地
域

制
圧
兵
器
（
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
や
フ
レ
シ
ェ
ッ
ト
弾
）
お
よ
び
多
連
装
ロ
ケ
ッ

ト
兵
器
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
あ
る
。
軍
事
目
標
が
あ
る
と
し
て
も
、
住

民
地
域
で
の
当
該
兵
器
の
使
用
は
、
無
誘
導
弾
と
同
様
に
、
甚
大
な

文
民
被
害
を
惹
起
す
る
結
果
と
な
る
可
能
性
が
高
い
（
事
実
、
そ
の
よ

う
な
悲
劇
的
な
結
果
を
招
い
て
い
る
）。

こ
の
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ａ
問
題
は
、
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
・
総
会
第

一
委
員
会
、
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
（U

N
O

CH
A

）
お
よ
び
特

定
通
常
兵
器
条
約
（
Ｃ
Ｃ
Ｗ
）
締
約
国
会
議
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
国
連
事
務
総
長
は
、
二
〇
一
七
年
に
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
使
用

の
人
道
的
影
響
に
つ
い
て
の
政
治
宣
言
を
作
成
す
る
た
め
の
建
設

的
議
論
を
行
う
よ
う
に
勧
告
し
（S/2017/414, par. 80

（e

））、
翌
年
の

二
〇
一
八
年
に
軍
縮
の
新
た
な
議
題
の
一
つ
に
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ａ
問
題
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を
取
り
上
げ
た
（Securing O

ur Common Future: A
n A

genda for D
isarmament

）。

同
年
の
国
連
総
会
第
一
委
員
会
で
は
、
五
〇
カ
国
が
、
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ａ

に
関
す
る
共
同
声
明
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
に
よ
り
惹
起
さ
れ
る
人

道
的
危
害
に
深
刻
な
懸
念
を
表
明
し
た
。
二
〇
一
九
年
に
は
、
国
連

の
枠
外
で
「
市
街
戦
（U

rban W
arfare

）
で
の
文
民
保
護
」
ウ
ィ
ー
会
議

が
開
催
さ
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
主
導
の
下
で
、
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
使
用

に
よ
る
人
道
的
影
響
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
政
治
宣
言
の
作
成
が

開
始
さ
れ
た
。
こ
の
政
治
宣
言
は
、
新
た
な
法
規
範
の
作
成
や
爆
発

性
兵
器
の
使
用
禁
止
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
通
の
法
的
・

政
治
的
基
準
を
設
定
し
、
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
意
見
交
換
を

促
進
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
の
兵
器
使
用
問
題
は
、
現
行
の

国
際
人
道
法
上
の
法
規
制
か
ら
だ
け
で
な
く
、
上
記
の
よ
う
な
Ｅ
Ｗ

Ｉ
Ｐ
Ａ
の
使
用
問
題
ま
た
は
市
街
戦
で
の
文
民
保
護
と
い
う
新
た
な

基
準
設
定
動
向
の
文
脈
か
ら
も
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

文
民
被
害
の
軽
減
の
た
め
に
、「
使
え
る
兵
器
か
、
使
え
な
い
兵
器
か
」

の
議
論
だ
け
で
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
「
使
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
兵

器
か
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
兵
器
か
」
の
検
討
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。　

 

脱
稿

：

二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
日

注１　

そ
の
名
称
は
、
一
九
三
九
年
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
冬
戦
争
時
に
、
ソ
連

外
相
モ
ロ
ト
フ
が
無
差
別
爆
撃
に
つ
い
て
追
及
さ
れ
た
際
に
「
パ
ン
を

投
下
し
た
」
と
強
弁
し
た
こ
と
か
ら
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
側
は
ソ
連
軍
の

ク
ラ
ス
タ
ー
焼
夷
弾
を
「
モ
ロ
ト
フ
の
パ
ン
籠
」
と
呼
び
、
そ
の
お
返

し
に
、対
戦
車
用
火
炎
瓶
を「
モ
ロ
ト
フ（
に
捧
げ
る
特
製
）・
カ
ク
テ
ル
」

と
皮
肉
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

２　

fougasses

（
仏
語
、
フ
ー
ガ
ス
）
は
、
地
面
の
窪
み
に
仕
掛
け
た
爆

薬
で
石
や
破
片
を
放
出
す
る
「
フ
ー
ガ
ス
地
雷
」（stone fougasse, shell 

fougasse

）
や
、
火
炎
を
放
出
す
る
こ
と
か
ら
埋
設
型
火
炎
野
外
装
置

（flam
e fougasse

）
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。「
フ
ー
ガ
ス
」
の
日
本
語
公
定

訳
が
「
火
炎
瓶
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
適
切
な
日
本
語
訳
か
は

疑
問
で
あ
る
。

３　

Ｆ
Ａ
Ｅ
は
大
気
中
の
酸
素
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
敵
兵
士
が
酸
素
を

吸
え
ず
、
も
が
き
苦
し
み
、
窒
息
死
す
る
の
で
、
不
必
要
な
苦
痛
を
与

え
る
非
人
道
的
兵
器
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
る
。
敵
兵
士
の
死
亡
は
、
強
烈
な
爆
風
に

よ
り
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
地
面
に
叩
き
付
け
ら
れ
た
打
撲
ま
た
は
衝
撃
波

に
よ
る
圧
死
や
臓
器
・
肺
胞
の
破
裂
に
起
因
す
る
。

４　

ド
ロ
ー
ン
の
迎
撃
方
法
に
は
、
電
波
妨
害
（
ジ
ャ
ミ
ン
グ
）
に
よ
り

そ
の
機
能
を
停
止
さ
せ
る
ソ
フ
ト
キ
ル
と
対
空
機
関
砲
の
よ
う
に
ド

ロ
ー
ン
を
物
理
的
に
爆
破
さ
せ
る
ハ
ー
ド
キ
ル
の
二
種
類
が
あ
る
。

５　

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
と
は
、『
防
衛
白
書
二
〇
二
二
』
に
よ
れ
ば
、「
軍

事
と
非
軍
事
の
境
界
を
意
図
的
に
曖
昧
に
し
た
手
法
」
で
あ
り
、
た
と

え
ば
、
国
籍
を
隠
し
た
不
明
部
隊
を
用
い
た
作
戦
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に

よ
る
通
信
・
重
要
イ
ン
フ
ラ
の
妨
害
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
デ
ィ
ア

を
通
じ
た
義
情
報
の
流
布
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う
。

６　

ワ
イ
パ
ー
（w

iper

）
型
マ
ル
ウ
ェ
ア
と
は
、
シ
ス
テ
ム
上
の
デ
ー
タ

を
消
去
・
破
壊
し
、
デ
ー
タ
を
再
び
使
用
で
き
な
く
す
る
こ
と
で
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
を
機
能
不
全
に
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
イ
ル
ス
で

あ
る
。

７　

一
九
七
九
年
三
月
三
〇
日
に
、
ソ
連
・
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
市
内

に
あ
る
微
生
物
・
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
か
ら
炭
疽
菌
（
生
物
兵
器
）
が
漏

出
し
た
事
件
。

８　

二
〇
二
〇
年
に
爆
発
性
兵
器
に
よ
る
死
傷
者
数
は
一
八
、七
四
七

人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
文
民
は
一
一
、〇
五
六
人
で
あ
っ
た
（O

CH
A

, 
E

xplosive W
eapons in Populated A

reas

）。
人
口
密
集
地
で
の
爆
発
性

兵
器
が
使
用
さ
れ
た
場
合
、
文
民
の
死
傷
者
が
八
八
％
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
他
の
地
域
で
は
一
六
％
で
あ
っ
た
（
二
〇
二
一
年
の
「
武
力

紛
争
に
お
け
る
文
民
保
護
」
事
務
総
長
報
告
書
、S/2021/423, par.10

）。
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は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
二
十
四
日
に
発
生
し
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
は
、
様
々
な
国
際
法
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
が
、
人

道
回
廊
（hum

anitarian corridors

）
の
設
置
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
人

道
回
廊
は
住
民
が
戦
火
を
逃
れ
る
た
め
に
移
動
し
、
あ
る
い
は
人
道

支
援
物
資
を
運
搬
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
は
国
際
人
道
法
、
と
く
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
そ
の
追
加
議
定

書
の
明
白
な
根
拠
が
な
い
。
国
際
人
道
法
に
条
文
上
の
根
拠
が
あ
る

の
は
、
病
院
地
帯
、
病
院
地
区
、
安
全
地
帯
、
中
立
地
帯
、
無
防
備

地
区
、
非
武
装
地
帯
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
正
式
に
設
置
さ
れ
た
事

例
は
皆
無
で
あ
る
。
一
方
で
、
条
約
上
の
根
拠
が
な
く
て
も
、「
安

全
地
帯
（safe zones 

あ
る
い
はsafe areas

）」
や
「
保
護
地
帯
（protective 

zones

）」、
あ
る
い
は
「
安
全
通
路
（safe passages

）」
が
設
け
ら
れ
た
事

例
は
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
存
在
す
る
。

本
稿
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
戦
争
で
注
目
を
浴
び
た
人
道

回
廊
の
設
置
を
考
え
る
う
え
で
、
第
一
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
お

よ
び
そ
の
追
加
議
定
書
で
規
定
さ
れ
て
い
る
地
帯
、
地
区
に
つ
い
て
、

条
文
お
よ
び
コ
メ
ン
タ
リ
ー
か
ら
検
討
を
行
う
。
第
二
に
、
安
全
地

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
文
民
の
保
護

河
合
利
修

日
本
大
学
法
学
部　

教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
人
道
回
廊
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
何
か
？

帯
が
当
事
者
の
合
意
や
国
連
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
、「
安
保
理
」
と

い
う
）
の
決
議
で
設
置
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
、

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
シ
リ
ア
に
お
け

る
紛
争
を
見
て
い
く
。
第
三
に
、
現
在
発
生
し
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・

ロ
シ
ア
戦
争
に
お
け
る
人
道
回
廊
の
設
置
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え

で
、
第
一
と
第
二
の
視
点
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
考
慮
に
入
れ
な
が

ら
、
人
道
回
廊
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
同
時

に
課
題
を
提
起
し
た
い
。

な
お
、
先
述
の
よ
う
に
人
道
回
廊
の
他
に
、
同
じ
よ
う
な
様
々

な
呼
び
名
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
そ
の
設

置
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
人
道
回
廊
が
第
一
の
研
究
対
象
で
あ
る
た
め
、

人
道
回
廊
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
際
は
、
Ⅲ
章
に
あ
る
よ
う
に
紛

争
の
影
響
か
ら
民
間
人
な
ど
の
避
難
を
主
に
目
的
と
し
た
地
域
で
あ

り
、
安
全
通
路
も
同
じ
意
味
を
も
つ
。
そ
の
他
、
条
約
上
の
病
院
地
帯
、

病
院
地
区
、
中
立
地
帯
、
無
防
備
地
区
、
非
武
装
地
帯
と
、
こ
れ
ま

で
当
事
者
の
合
意
や
安
保
理
決
議
で
設
置
さ
れ
た
安
全
地
帯
や
文
民

保
護
区
な
ど
は
い
ず
れ
も
主
に
民
間
人
な
ど
を
戦
闘
の
影
響
か
ら
保

護
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
用
語
を

使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
人
道
回
廊
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
用

語
を
総
称
す
る
際
は
、
安
全
地
帯
と
す
る
。

最
後
に
、
人
道
回
廊
は
、
関
連
条
約
の
条
文
上
、
明
白
な
規
定
が

な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
本
稿
は
人
道
回
廊
に
関
連
す
る
課

題
を
提
起
す
る
こ
と
を
限
界
と
し
、
今
後
の
立
法
の
可
能
性
や
、
そ

の
具
体
的
な
方
法
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
ま
た
、
安
全
地
帯
に
お
い

て
は
、
難
民
法
と
人
権
法
も
そ
の
適
用
が
論
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
難
民
法
と
人
権
法
に
は
立
ち
入
ら
な
い

１

。

Ⅰ　

条
約
上
の
規
定

⑴
病
院
地
帯
お
よ
び
病
院
地
区

病
院
地
帯
は
「
戦
地
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改

善
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」

（
以
下
、「
第
一
条
約
」
と
い
う
）
と
「
戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
す

る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」（
以
下
、「
第

四
条
約
」
と
い
う
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
条
約
第
二
十
三
条
に
よ

る
と
、締
約
国
は
平
時
あ
る
い
は
敵
対
行
為
の
開
始
後
、傷
病
者
を「
戦

争
の
影
響
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
る
病
院
地
帯
及
び
病
院

地
区
を
設
定
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
地
帯
あ
る
い
は

地
区
の
設
定
を
締
約
国
は
「
で
き
る
（m

ay

）」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
締
約
国
の
義
務
で
は
な
い
が
、
第
一
条
約
に
挿
入
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
所
の
設
定
が
人
道
上
重
要
で
あ
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
た

２

。「
地
区
（locality

）」
は
「
限
ら
れ
た
地
域
の
特
定
の
場
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所
を
意
味
し
、
通
常
、
ビ
ル
を
含
む
」
の
に
対
し
、「
地
帯
（zone

）」
は

「
比
較
的
広
い
地
域
を
意
味
し
、
一
つ
ま
た
は
複
数
の
地
区
を
含
む
こ

と
も
あ
る
」３

。
傷
病
者
の
定
義
は
こ
こ
で
は
な
い
が
、
第
一
条
約
の

規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
人
の
傷
病
者
を
指
す

４

。

文
民
保
護
を
定
め
る
第
四
条
約
第
十
四
条
に
も
同
様
の
規
定
が
あ

る
が
、
保
護
の
対
象
お
よ
び
名
称
が
異
な
る
。
保
護
の
対
象
は
「
傷
者
、

病
者
、
老
者
、
十
五
歳
未
満
の
児
童
、
妊
産
婦
及
び
七
歳
未
満
の
幼

児
の
母
」で
あ
る
。ま
た
、「
病
院
及
び
安
全
の
た
め
の
地
帯
及
び
地
区
」

と
、「
安
全
」
と
い
う
用
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
対
象
は
、

第
四
条
約
第
二
編
「
戦
争
の
影
響
に
対
す
る
住
民
の
一
般
的
保
護
」
に

規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
文
民
を
指
す

５

。
こ
の
よ
う
な
場
所
を
設

定
す
る
の
は
締
約
国
の
義
務
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、「
地
帯
」
と
「
地

区
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
約
と
同
様
で
あ
る

６

。

右
記
の
と
お
り
、
軍
人
と
文
民
の
傷
病
者
の
保
護
の
た
め
に
病
院

地
帯
の
設
定
が
第
一
条
約
と
第
四
条
約
に
よ
り
別
個
に
規
定
さ
れ
た

が
、
軍
人
と
文
民
の
傷
病
者
の
た
め
の
病
院
地
帯
が
別
々
に
設
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
一
の
病
院
地
帯
で
軍
人
と
文
民
の
傷
病
者

を
保
護
す
る
「
弾
力
性
」
が
あ
る

７

。

⑵
中
立
地
帯

第
四
条
約
は
中
立
地
帯
の
設
置
を
規
定
し
て
い
る
。
第
十
五
条
は
、

紛
争
当
事
国
が
「
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
内
に
」
中
立
地
域
を
設

定
す
る
こ
と
を
、
中
立
国
ま
た
は
人
道
的
団
体
を
と
お
し
て
「
敵
国
に

提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
中
立
地
帯
に
避
難
す
る
の

は
軍
人
と
文
民
両
方
の
傷
病
者
と
敵
対
行
為
に
参
加
し
て
い
な
い
文

民
で
あ
る
（
一
項
⒜
）。
こ
の
中
立
地
帯
は
、「
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
る

地
域
内
に
」
設
定
し
、
紛
争
当
事
国
が
「
敵
国
に
提
案
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
一
項
の
規
定
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戦
争
の
状
況

が
刻
々
と
変
化
す
る
な
か
で
、
あ
る
特
定
の
地
帯
の
傷
病
者
お
よ
び

文
民
す
べ
て
を
守
る
た
め
に
緊
急
的
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
る

８

。
病

院
地
帯
は
、
戦
線
か
ら
離
れ
た
場
所
に
傷
病
者
保
護
の
た
め
に
恒
久

的
に
設
置
さ
れ
る
が
、
中
立
地
帯
は
、
戦
闘
か
ら
文
民
と
軍
人
の
傷

病
者
を
保
護
す
る
た
め
に
戦
闘
地
域
に
暫
定
的
に
設
置
さ
れ
る

９

。

⑶
無
防
備
地
区

無
防
備
地
区
は
一
九
〇
七
年
の
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条

約
」
に
附
属
す
る
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
」
第
二
十
五
条

に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
が

10

、「
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関

す
る
追
加
議
定
書
（
議
定
書
Ｉ
）」（
以
下
、「
第
一
追
加
議
定
書
」
と
い
う
）

第
五
十
九
条
に
も
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
五
十
九
条
一
項

に
よ
り
、
無
防
備
地
区
へ
の
攻
撃
は
禁
止
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
項

は
無
防
備
地
区
を
「
軍
隊
が
接
触
し
て
い
る
地
帯
の
付
近
又
は
そ
の

中
に
あ
る
居
住
地
区
で
あ
っ
て
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
に
よ
る
占
領

に
対
し
て
開
放
さ
れ
る
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
無
防
備
地
区
の

宣
言
は
「
紛
争
当
事
者
の
適
当
な
当
局
」
に
よ
り
一
方
的
に
な
さ
れ
る

が
（
二
項
）、「
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
」
に
向
け
て
こ
の
宣
言
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
項
）。

⑷
非
武
装
地
帯

第
一
追
加
議
定
書
第
六
十
条
に
規
定
さ
れ
る
非
武
装
地
帯
の
定
義

は
、
無
防
備
地
区
の
よ
う
に
明
確
で
は
な
く
、
非
武
装
地
帯
が
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
⒜

す
べ
て
の
戦
闘
員
が
撤
退
し
て
お
り
並
び
に
す
べ
て
の
移
動
可
能
な

兵
器
及
び
軍
用
設
備
が
撤
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

⒝
固
定
さ
れ
た
軍

事
施
設
の
敵
対
的
な
使
用
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
。 

⒞
当
局
又
は
住
民

に
よ
り
敵
対
行
為
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
。 

⒟
軍
事
上
の
努
力
に
関

連
す
る
活
動
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
。」（
三
項
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

無
防
備
地
区
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
無
防
備
地
区
で
は
「
軍

事
活
動
を
支
援
す
る
活
動
が
行
わ
れ
な
い
」（
第
五
十
九
条
二
項
⒟
）
の

に
対
し
、
非
武
装
地
帯
で
は
「
軍
事
上
の
努
力
に
関
連
す
る
活
動
が

終
了
し
て
い
る
こ
と
」（
第
六
十
条
三
項
⒟
）
と
規
定
さ
れ
、
無
防
備
地

区
よ
り
少
し
広
い
意
味
に
な
っ
て
い
る

11

。

非
武
装
地
帯
は
、
紛
争
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
し
（
第
六
十

条
一
項
）、
そ
の
合
意
は
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
項
）。
合

意
さ
れ
た
非
武
装
地
帯
に
軍
事
行
動
を
拡
大
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

る
が
（
一
項
）、
無
防
備
地
区
の
よ
う
に
攻
撃
の
禁
止
を
規
定
し
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
軍
事
行
動
は
「
敵
対
行
為
に
関
連
す
る
す
べ
て

の
運
動
お
よ
び
活
動
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
攻
撃
も
含
ま
れ

る
と
解
さ
れ
て
い
る

12

。

な
お
、
無
防
備
地
区
と
非
武
装
地
帯
は
、
第
一
お
よ
び
第
四
条
約

に
規
定
さ
れ
て
い
る
病
院
地
帯
や
安
全
地
帯
と
異
な
り
、
傷
病
者
を

は
じ
め
と
す
る
特
定
の
人
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
は
く
、
あ
る

特
定
の
地
区
に
い
る
全
て
の
人
を
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る

13

。
し
か
し
、
無
防

備
地
区
は
一
方
的
に
宣
言
を
行
う
の
に
対
し
、
非
武
装
地
帯
は
紛
争

当
事
者
の
合
意
に
よ
る
点
は
異
な
る

14

。

Ⅱ　

安
全
地
帯
設
置
の
具
体
例

⑴
概　
観

以
上
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
関
連
す
る
規

定
に
基
づ
く
安
全
地
帯
の
設
置
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
人
道
法
の

規
定
に
基
づ
く
設
置
は
皆
無
で
あ
り
、
実
例
と
し
て
は
ま
ず
、
と
く
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に
一
九
九
〇
年
代
に
安
保
理
決
議
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
安
全
地

帯
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
規
定
さ
れ
た
安
全
地
帯
は

紛
争
当
事
国
の
合
意
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
る
が
、
安
保
理
決
議
に
基

づ
き
設
置
さ
れ
る
も
の
は
当
事
国
の
合
意
な
く
設
定
さ
れ
る

15

。
最

初
の
事
例
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
九
九
一
年
の
イ

ラ
ク
北
部
に
お
け
る
「
安
全
な
避
難
所
（safe havens

）」
の
設
置
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
安
保
理
決
議
六
八
八
（
一
九
九
一
）
は
「
安
全
な
避
難
所
」

に
つ
い
て
は
直
接
言
及
し
て
お
ら
ず

16

、
決
議
に
言
及
の
あ
る
最
初
の

事
例
は
以
下
の
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
多
く
の
事
例
は
武
力
紛
争
の
現
実
に
際
し
て
、
様
々

な
形
で
傷
病
者
や
民
間
人
を
保
護
す
る
場
所
が
当
事
者
間
の
合
意
の

も
と
設
定
さ
れ
た
安
全
地
帯
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
、

一
九
三
六
年
に
マ
ド
リ
ッ
ド
に
お
い
て
、
一
九
三
七
年
に
は
上
海
に

お
い
て
中
立
地
帯
が
設
置
さ
れ
、
大
戦
後
の
一
九
四
八
年
に
は
エ
ル

サ
レ
ム
に
安
全
地
帯
が
設
置
さ
れ
た

17

。
ま
た
、
戦
後
に
お
い
て
は
、

一
九
七
一
年
に
ダ
ッ
カ
、
一
九
七
四
年
に
ニ
コ
シ
ア
、
一
九
七
五
年

に
サ
イ
ゴ
ン
と
プ
ノ
ン
ペ
ン
、
一
九
七
九
年
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
い

て
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（International Com

m
ittee of the Red Cross: 

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
準
備
に
よ
り
安
全
地
帯
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た

18

。

本
章
に
お
い
て
は
、
安
全
地
帯
設
置
の
経
緯
お
よ
び
そ
の
効
果

が
あ
る
程
度
、
あ
る
い
は
は
っ
き
り
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
事
例
と

し
て
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、

南
ス
ー
ダ
ン
、
シ
リ
ア
に
お
け
る
事
例
を
見
て
い
く

19

。
取
り
上
げ
る

順
序
は
、
安
全
地
帯
が
設
置
さ
れ
た
年
代
順
と
す
る
。

な
お
、
内
戦
の
事
例
も
入
っ
て
い
る
が
、
前
章
で
説
明
し
た
安
全

地
帯
を
規
定
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
追
加
議
定
書
は
、
国
家
間

の
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、内
戦
に
も
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
に
共
通
す
る
第
三
条
（
以
下
、「
共
通
第
三
条
」
と
い
う
）
が
適

用
さ
れ
る
。
共
通
第
三
条
は
戦
闘
に
直
接
参
加
し
な
い
者
を
人
道
的

に
扱
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
一
項
（
一
））。
そ
し
て
、「
赤
十
字
国
際

委
員
会
の
よ
う
な
公
平
な
人
道
的
機
関
」
に
よ
る
紛
争
当
事
者
へ
の

役
務
の
提
供
を
定
め
て
い
る
（
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
安
全
地
帯
の

規
定
は
な
い
も
の
の
、
共
通
第
三
条
か
ら
人
道
的
な
目
的
の
た
め
紛

争
当
事
者
は
安
全
地
帯
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
は
安
全
地
帯
設
置
を
提
案
し
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
の
活
動
に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
に
お
け
る「
赤
十
字
ボ
ッ
ク
ス（Red 

C
ross Box

）」の
設
置

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
領
有
権
を
主
張
す
る
南
大
西
洋
に
あ
る
フ
ォ
ー

ク
ラ
ン
ド
諸
島
（
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
マ
ル
ビ
ナ
ス
諸
島
）
に
一
九
八
二
年
四

月
二
日
に
侵
攻
、
イ
ギ
リ
ス
と
戦
闘
状
態
に
入
り
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン

ド
紛
争
が
発
生
し
た
。
紛
争
は
六
月
十
四
日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
降

伏
で
終
了
し
た
。
こ
の
紛
争
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
海
軍
の
艦
船
を
派

遣
し
、
海
戦
が
発
生
し
た
が
、
そ
の
際
に
設
定
さ
れ
た
の
が
「
赤
十

字
ボ
ッ
ク
ス
」
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
提
案
し
、
書
面
に
よ
る
合

意
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
の
北
の
公
海
上
に

直
径
約
二
十
海
里
の
中
立
地
帯
が
設
定
さ
れ
た

20

。
こ
の
中
で
は
、
病

院
船
が
停
泊
し
、
船
内
で
傷
病
兵
が
救
護
さ
れ
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス

と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
傷
病
兵
が
交
換
さ
れ
た

21

。

「
海
上
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
状
態
の
改
善

に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」（
以

下
、「
第
二
条
約
」
と
い
う
）
は
第
二
十
二
条
か
ら
三
十
五
条
で
病
院
船
に

つ
い
て
定
め
、
傷
病
者
お
よ
び
難
船
者
を
保
護
す
る
病
院
船
を
攻
撃

し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛

争
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
「
赤
十
字
ボ
ッ
ク
ス
」
の
よ
う
な
中
立
地
帯

を
設
置
す
る
条
約
上
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
マ
ル
セ
ル
・

ジ
ュ
ノ
ー
は
「
赤
十
字
ボ
ッ
ク
ス
」
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
、「
正

し
く
こ
の〔
第
二
〕条
約
の
精
神
と
合
致
し
た
」と
述
べ
て
い
る

22

。ジ
ュ

ノ
ー
は
海
上
に
お
け
る
中
立
地
帯
の
設
置
に
つ
い
て
、「
状
況
が
許
し
、

ま
た
、
求
め
ら
れ
れ
ば
、
即
座
に
つ
く
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
り
、

法
の
適
用
に
お
い
て
は
或
る
程
度
の
弾
力
性
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
」

と
記
し
た

23

。
条
約
の
条
文
が
な
く
と
も
、
柔
軟
性
を
も
っ
て
、
紛
争

当
事
者
が
状
況
に
対
応
し
た
例
と
い
え
る
。

⑶
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
安
全
地
帯
の
設
置

冷
戦
の
崩
壊
に
と
も
な
い
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
（
以

下
、「
旧
ユ
ー
ゴ
」
と
い
う
）
も
解
体
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
過
程
に
お

い
て
、
熾
烈
な
紛
争
が
発
生
し
た
。
一
九
九
一
年
六
月
に
ス
ロ
ベ
ニ

ア
が
短
期
間
の
戦
争
の
あ
と
独
立
、
そ
の
後
、
ク
ロ
ア
チ
ア
と
セ
ル

ビ
ア
人
と
の
間
で
戦
闘
状
態
が
発
生
し
、
そ
こ
に
旧
ユ
ー
ゴ
連
邦
軍

が
介
入
し
た
。
停
戦
が
一
九
九
一
年
一
一
月
に
成
立
し
た
が
、
そ
の

停
戦
を
監
視
す
る
た
め
に
安
保
理
は
一
九
九
二
年
二
月
二
十
一
日
に

国
連
保
護
軍
（U

nited N
ations Protection Force: U

N
PRO

FO
R

）
の
創
設

を
決
定
し
た

24

。
ク
ロ
ア
チ
ア
は
一
九
九
一
年
六
月
二
十
五
日
に
独
立

し
た
が
、
次
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
独
立
を
め
ぐ
り
、

一
九
九
二
年
四
月
か
ら
ム
ス
リ
ム
人
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア

人
の
間
で
紛
争
が
発
生
し
た
。
民
族
間
の
対
立
は
激
化
し
、「
民
族
浄

化
」
と
よ
ば
れ
る
虐
殺
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、
一
九
九
三
年
四
月
十
六
日
、
安
保

理
は
決
議
八
一
九
に
よ
り
、
憲
章
第
七
章
の
も
と
で
、
当
事
者
に
対

し
て
「
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
と
そ
の
周
辺
を
、
い
か
な
る
武
力
攻
撃
ま

た
は
そ
の
他
の
敵
対
行
為
の
な
い
安
全
地
帯
と
し
て
扱
う
よ
う
」
要

求
し
た

25

。
さ
ら
に
、
安
保
理
は
一
九
九
三
年
五
月
六
日
の
決
議
で
、
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憲
章
第
七
章
の
も
と
で
行
動
し
、
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
に
加
え
て
首
都

サ
ラ
エ
ボ
と
「
特
に
ト
ゥ
ズ
ラ
、
ゼ
パ
、
ゴ
ラ
ズ
デ
、
ビ
ハ
ー
ク
の

都
市
」
お
よ
び
「
そ
の
周
辺
」
を
「
安
全
地
帯
」
と
宣
言
し
た

26

。
こ
の

決
議
を
う
け
て
、
一
九
九
三
年
六
月
四
日
に
安
保
理
は
、
憲
章
第
七

章
の
も
と
で
、「［
安
全
地
帯
の
完
全
な
尊
重
を
確
保
す
る
］
目
的
の

た
め
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
の
任
務
を
拡
大
し
、
決
議
八
二
四

（
一
九
九
三
）
に
あ
る
安
全
地
帯
に
お
い
て
、
安
全
地
帯
に
対
す
る
攻
撃

を
阻
止
で
き
る
よ
う
に
す
る
（
以
下
省
略
）」
こ
と
を
決
議
し
た

27

。
安

全
地
帯
の
設
置
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
九
九
五
年
四
月
に
停
戦
が
終
了

す
る
と
、
戦
闘
が
激
化
し
、
文
民
へ
の
大
規
模
な
攻
撃
が
行
わ
れ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ソ
マ
ル
ガ
委
員
長
は
、
一
九
九
五
年
六
月
六
日
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
に
お
い
て
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
理
事
国
十
五
カ
国
の
代

表
に
対
し
て
、
文
民
の
犠
牲
に
つ
い
て
「
深
い
憂
慮
」
を
表
明
し
、
人

道
問
題
に
つ
い
て
最
低
限
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
至
る
よ
う
紛
争
当
事

者
に
求
め
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ア
ピ
ー
ル
を
伝
え
た

28

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ア

ピ
ー
ル
の
な
か
で
は
、
安
全
地
帯
と
さ
れ
た
ト
ゥ
ズ
ラ
、
サ
ラ
エ
ボ
、

ゴ
ラ
ズ
デ
に
お
い
て
子
ど
も
、
老
人
、
そ
し
て
病
院
に
い
る
傷
病
者

ま
で
が
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

29

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
通
常
、

武
力
紛
争
に
お
い
て
紛
争
当
事
者
に
公
に
状
況
の
改
善
を
求
め
る
こ

と
は
控
え
る
た
め
、
こ
の
場
合
は
、
大
規
模
な
国
際
人
道
法
の
違
反

行
為
が
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

⑷
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
文
民
保
護
区
の
設
置

一
九
五
六
年
に
ス
ー
ダ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
て
以
来
、

ス
ー
ダ
ン
の
南
部
と
北
部
は
長
い
間
、
内
戦
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
二
〇
一
一
年
一
月
に
か
け
て
南
部
ス
ー
ダ
ン
で
住
民
投
票
が
行

わ
れ
、
そ
の
結
果
、
二
〇
一
一
年
七
月
九
日
に
南
ス
ー
ダ
ン
が
ス
ー

ダ
ン
か
ら
独
立
し
た
。
そ
の
前
日
、安
保
理
決
議
一
九
九
六（
二
〇
一
一
）

に
よ
り
、
憲
章
第
七
章
の
も
と
で
、
当
初
一
年
の
期
限
付
き
で
国

連
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（U

nited N
ations M

ission in the 

Republic of South Sudan: U
N

M
ISS

）
が
結
成
さ
れ
た

30

。
そ
の
目
的
は
、

「
平
和
と
安
全
を
強
固
に
し
、（
中
略
）
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
お
け
る

発
展
の
条
件
の
確
立
を
助
け
る
」
こ
と
で
あ
り

31

、
そ
の
具
体
的
な
活

動
の
な
か
に
は
、「
と
り
わ
け
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
政
府
が
そ
の
よ

う
な
安
全
を
提
供
し
て
い
な
い
場
合
に
、
身
体
的
暴
力
の
差
し
迫
っ

た
脅
威
の
下
で
文
民
を
保
護
す
る
」
こ
と
が
あ
っ
た

32

。
そ
の
後
、
南

ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
事
態
が
悪
化
し
、 

二
〇
一
三
年
十
二
月
二
十
四

日
、
安
保
理
は
決
議
の
前
文
の
な
か
で
、「
国
際
連
合
施
設
に
集
ま
っ

て
い
る
者
に
対
す
る
暴
力
を
慎
む
こ
と
を
要
求
し
」
て
、
文
民
保
護

と
人
道
援
助
の
た
め
に
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
人
員
を
増
強
す
る
こ
と
を

決
定
し
た

33

。
さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
七
日
に
は
、
安
保
理

決
議
二
一
五
五
（
二
〇
一
四
）
に
よ
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
職
務
権
限

を
当
初
の
平
和
構
築
や
国
家
建
設
か
ら
文
民
保
護
、
人
権
保
護
、
人

道
支
援
に
変
更
し
た

34

。

南
ス
ー
ダ
ン
に
お
い
て
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
も
と
で
文
民
保

護
区
（protection of civilian sites: PoC sites

）
が
設
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ

は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
安
全
地
帯
の
設
置
と

は
違
い
、
安
保
理
決
議
で
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
南
ス
ー
ダ

ン
に
お
け
る
状
況
が
悪
化
し
、
文
民
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
基
地
に

逃
げ
こ
み
、
文
民
保
護
区
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

35

。
安
保
理
が
こ

の
保
護
区
を
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
が
管
理
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
こ
と

は
な
い
が
、
右
記
の
決
議
二
一
五
五
に
よ
り
文
民
保
護
を
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ

Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
任
務
と
し
、
ま
た
、「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
文
民
保
護
〔
区
〕

の
範
囲
内
お
よ
び
そ
の
公
共
の
安
全
と
防
護
」
の
維
持
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ

Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
文
民
保
護
の
活
動
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

36

。
南
ス
ー
ダ
ン
で

は
暴
力
の
悪
化
に
よ
り
、
文
民
保
護
区
が
形
作
ら
れ
、
安
保
理
決
議

に
よ
り
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
が
こ
こ
に
お
け
る
文
民
保
護
を
任
務
と
し

た
の
で
あ
る
。

⑸
シ
リ
ア
内
戦
に
お
け
る
人
道
回
廊
の
設
置

二
〇
一
〇
年
十
二
月
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
か
ら
始
ま
っ
た
、
中
東
地
域

に
お
け
る
民
主
化
運
動
と
も
い
え
る
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
シ
リ
ア
に
も

二
〇
一
一
年
に
波
及
し
た
。
当
初
は
シ
リ
ア
の
ア
サ
ド
政
権
と
反
政

府
勢
力
と
の
争
い
で
あ
っ
た
が
、
ア
サ
ド
政
権
を
支
持
し
て
い
た
ロ

シ
ア
は
、
二
〇
一
五
年
に
空
爆
を
行
う
な
ど
、
紛
争
に
直
接
介
入
し

た
。
ア
メ
リ
カ
も
シ
リ
ア
領
内
に
お
け
る
化
学
兵
器
の
使
用
に
対
し

て
、
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
行
い
、
ま
た
、
ク
ル
ド
人
勢
力
を
支
援
し
て
、

軍
を
駐
留
さ
せ
た

37

。
内
戦
は
激
化
し
、
難
民
が
大
量
に
発
生
、
ト
ル

コ
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
国
に
難
民
が
流
入
し
、
あ
る
い
は
シ
リ
ア

内
で
国
内
避
難
民
と
な
っ
た

38

。
シ
リ
ア
内
戦
に
お
い
て
は
、
い
く
つ

か
の
安
全
地
帯
が
設
置
さ
れ
て
き
た
が

39

、
こ
こ
で
は
二
〇
一
六
年
の

ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
人
道
回
廊
の
設
置
を
扱
う
。

ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
戦
闘
が
激
し
く
な
っ
た
二
〇
一
六
年
、
ロ
シ

ア
と
シ
リ
ア
の
政
府
は
ア
レ
ッ
ポ
の
東
部
に
お
け
る
人
道
回
廊
設
置

を
表
明
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
こ
れ
を
受
け
て
、
民
間
人
の
安
全
と
尊
重

を
呼
び
か
け
た

40

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
と
、
同
委
員
会
と
シ
リ
ア
赤
新

月
社
は
、
二
〇
一
六
年
、
二
五
〇
〇
〇
名
以
上
の
人
々
が
ア
レ
ッ
ポ

東
部
か
ら
ア
レ
ッ
ポ
近
郊
と
イ
ド
リ
ブ
へ
避
難
で
き
る
よ
う
支
援
し

た
41

。
も
っ
と
も
、
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所 

（U
N

 O
ffice for the 

Coordination of H
um

anitarian A
ffairs: O

CH
A

）
の
八
月
十
―
十
一
日
の

情
報
に
よ
る
と
、
ア
レ
ッ
ポ
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
非
常
に
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た

42

。
ま
た
、
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
に
関
す
る
独
立
国

際
調
査
委
員
会
の
二
〇
一
七
年
三
月
十
日
付
報
告
書
は
人
道
回
廊
に

は
言
及
し
て
い
な
い
が
、二
〇
一
六
年
十
二
月
ま
で
断
続
的
に
ア
レ
ッ



ロシア・ウクライナ戦争と文民の保護　124125　人道研究ジャーナルvol.12　特集 国際人道法から見たロシア・ウクライナ戦争 ロシア・ウクライナ戦争と文民の保護　124

ポ
東
部
が
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

43

。
さ
ら
に

Ａ
Ｐ
通
信
の
報
道
に
よ
る
と
、
ロ
シ
ア
と
シ
リ
ア
、
お
よ
び
反
対
派

双
方
が
人
道
回
廊
へ
の
攻
撃
を
行
っ
た

44

。
シ
リ
ア
に
お
け
る
人
道
回

廊
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
情
報
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
集
め
ら

れ
る
資
料
か
ら
総
合
す
る
と
、
人
道
回
廊
の
設
置
に
よ
り
住
民
の
避

難
が
な
さ
れ
た
の
は
確
か
な
よ
う
だ
が
、
ア
ク
セ
ス
の
遮
断
や
回
廊

へ
の
攻
撃
な
ど
の
行
為
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

Ⅲ　

人
道
回
廊
の
設
置
に
つ
い
て

⑴
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
人
道
回
廊
の
設
置

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
と
「
人
道
回
廊
ま
た
は
安
全
通
路
と
は
、
あ
る

特
定
の
地
域
に
お
い
て
限
ら
れ
た
期
間
内
に
安
全
な
通
行
を
見
込
む

た
め
の
武
力
紛
争
の
当
事
者
間
の
合
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
間
人
が

立
ち
去
り
、
人
道
援
助
が
届
き
、
そ
し
て
傷
病
者
や
死
者
を
避
難
さ

せ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
」45

。
二
〇
二
二
年
二
月
二
十
四
日
に

ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
て
十
日
ほ
ど
し
た
頃
、
人
道
回
廊

の
報
道
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
主
要
な
新
聞
を
検
索
す
る
と
、

二
〇
二
二
年
三
月
四
日
あ
る
い
は
五
日
に
「
人
道
回
廊
」
が
初
め
て
記

事
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
が
二
回
目
の
停

戦
協
議
を
お
こ
な
い
、
人
道
回
廊
を
設
置
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
と

す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
朝
日
新
聞
は
三
月
四
日
夕
刊
で
こ

れ
を
報
道
し
、「
双
方
が
、
民
間
人
の
避
難
の
た
め
の
人
道
回
廊
を
共

同
で
確
保
す
る
こ
と
へ
の
理
解
に
達
し
た
」
と
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
代

表
団
の
ポ
ド
リ
ャ
ク
大
統
領
府
長
官
顧
問
の
発
言
と
、「
今
日
解
決
し

た
最
も
大
事
な
問
題
は
、
戦
闘
地
域
に
取
り
残
さ
れ
た
民
間
人
の
救

済
だ
」
と
す
る
ロ
シ
ア
代
表
団
の
メ
ジ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
補
佐
官
の

発
言
を
紹
介
し
て
い
る

46

。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に

よ
る
ロ
シ
ア
指
定
の
「
人
道
回
廊
」
拒
否
の
報
道
が
あ
り
、
そ
の
後
は
、

た
と
え
ば
、
四
月
二
十
一
日
に
当
事
国
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
東
部
マ
リ

ウ
ポ
リ
の
住
民
を
避
難
さ
せ
る
「
人
道
回
廊
」
の
設
置
を
合
意
し
た
が
、

機
能
し
て
い
な
い
と
報
道
さ
れ
た

47

。
六
月
十
七
日
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ

東
部
ル
ガ
ン
ス
ク
州
の
セ
ベ
ロ
ド
ネ
ツ
ク
で
ロ
シ
ア
が
一
方
的
に
設

置
し
た
人
道
回
廊
に
つ
い
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
が
妨
害
し
た
と
す
る

ロ
シ
ア
国
防
省
の
発
表
が
報
道
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
最
後
に
、
人
道

回
廊
に
つ
い
て
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た

48

。

実
際
に
人
道
回
廊
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
戦
争
が
終
結
し
た
後
の

検
証
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
在
戦
争
が
進
行
し
て
い
る
と
き
に
そ

れ
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
断
片
的
な
情
報
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
報
道
か
ら
は
人
道
回
廊
設
置
の
困
難
な

状
況
が
読
み
取
れ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
が
設
置
に
合
意
し
た

こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
が
、
そ
の
合
意
に
の
っ
と
っ
て
迅
速
に
人
道

回
廊
が
形
成
さ
れ
、
民
間
人
の
避
難
に
利
用
さ
れ
て
人
道
的
な
目
的

が
達
成
さ
れ
た
と
す
る
情
報
は
少
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
も
二
〇
二
二
年

三
月
五
日
付
の
ニ
ュ
ー
ス
・
リ
リ
ー
ス
に
お
い
て
、
マ
リ
ウ
ポ
リ
と

ヴ
ォ
ル
ノ
ヴ
ァ
ー
ハ
に
お
け
る
安
全
通
路
は
三
月
五
日
に
、
実
施
で

き
な
い
と
認
め
て
い
る

49

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
安
全
通
路
を
利
用
し
て
マ
リ

ウ
ポ
リ
か
ら
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
ま
で
千
名
以
上
の
民
間
人
を
移
送
し
た

の
は
四
月
五
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た

50

。
そ
の
後
も
、

何
回
か
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
人
道
回
廊
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
情
報

量
は
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
か
ら
二
〇
二
二
年
二
月
以
降
の
人
道
回
廊
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
将
来
の
検
証
に
よ
り
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
必
要
が
あ
る
が
、

報
道
や
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
声
明
か
ら
、
い
く
つ
か
の
課
題
は
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
Ⅰ
章
と
Ⅱ
章
の
内
容
と
あ
わ
せ
て
、

国
際
人
道
法
と
人
道
回
廊
設
置
に
関
し
て
以
下
、
三
点
を
特
に
記
す
。

⑵
人
道
回
廊
の
設
置
と
国
際
人
道
法

（
１
）
紛
争
当
事
者
の
合
意
の
必
要
性

：

当
事
者
の
合
意
は
重
要
で

あ
る
。
第
一
追
加
議
定
書
が
定
め
る
無
防
備
地
区
の
よ
う
に
、
当
事

者
の
一
方
の
宣
言
に
よ
る
安
全
地
帯
も
あ
る
が
、
条
約
上
の
安
全
地

帯
の
設
置
が
皆
無
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
場
所
が
実
際
に

は
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
時

に
お
け
る
「
赤
十
字
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、
ま
さ
に
当
事
者
の
合
意
に
よ
り

安
全
地
帯
が
設
立
さ
れ
、
傷
病
者
の
救
護
が
行
わ
れ
た
例
で
あ
る
。

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
例
の
よ
う
に
安
保
理
決
議
に

よ
る
安
全
地
帯
の
設
置
も
可
能
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
ら

な
い
安
全
地
帯
の
設
置
は
問
題
と
な
る
。
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
は
安
全

地
帯
と
さ
れ
た
が
、
一
九
九
五
年
七
月
に
同
地
が
陥
落
す
る
と
、
虐

殺
が
行
わ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
要
員
も
含
ま
れ
て
い
た

51

。

ま
た
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
文
民
保
護
区
に
つ
い
て
も
、
何
万
人

も
の
命
を
救
う
一
方
で
、
保
護
区
内
に
お
け
る
暴
力
が
問
題
に
な
る

な
ど
、
課
題
も
呈
さ
れ
た

52

。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
で
露
呈
し
た
の
は
、
一
方
の
当
事
者
が
安
保
理
の
常
任
理
事
国

の
場
合
、安
保
理
決
議
の
採
択
が
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る

53

。し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
安
保
理
決
議
に
基
づ
か
な
い
人
道
回
廊
の

設
置
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
設
置
が
最
も
確
実
な
方

法
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
２
）
中
立
組
織
の
関
与

：

二
〇
二
二
年
三
月
初
旬
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
お
け
る
人
道
回
廊
の
設
置
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
関
与
が
ど
の

程
度
あ
っ
た
か
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、
人
道
回
廊
内
に
お
け
る
民

間
人
の
移
送
が
進
ま
な
い
な
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
仲
介
の
努
力
を
し
た

こ
と
、
そ
し
て
、
実
際
に
民
間
人
の
移
送
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
関
わ
っ
た
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こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
よ
う
な
中
立
組
織
が
関
与
す
る
必
要
性
を
表

し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
事
例
で
も
安
全
地
帯
の
設
置
は
し
ば

し
ば
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
が

54

、
右
記
の
事
例
に
お

い
て
も
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
い
て
「
民
族
浄
化
」

活
動
が
激
化
し
た
た
め
、
一
九
九
二
年
十
月
三
十
日
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は

関
係
す
る
政
府
に
声
明
書
を
配
布
し
、
同
地
域
に
お
い
て
保
護
地
域

（protected zones

）
を
設
定
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た

55

。
シ
リ
ア
に
お
け

る
人
道
回
廊
に
は
問
題
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
活
動
に

よ
り
、
人
々
が
避
難
で
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
条
約
上
の
安
全
地
帯
に
関
す
る
規
定
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
地
帯
・
病
院
地
区
・
安
全
地
帯
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
も
利
益
保
護
国
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
こ
れ
ら
の
「
設
定

及
び
承
認
を
容
易
に
す
る
た
め
に
仲
介
を
行
う
よ
う
勧
誘
さ
れ
る
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
一
条
約
第
二
十
三
条
三
項
ま
た
は
第
四
条
約
第

十
四
条
第
三
項
）。
こ
こ
で
は
、「
設
定
及
び
承
認
」
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
傷
病
者
や
文
民
の
た
め
の
人
道
活
動
を
、
紛
争
当
事
者

の
合
意
の
も
と
に
行
う
こ
と
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
で
定
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
こ
の
よ
う
な
地
帯
に
お
い
て
、
人
道
活
動

を
実
際
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
条
約
第
九
条
、
第
四
条
約
第
十
条
）。

人
道
回
廊
は
条
約
に
は
規
定
が
な
い
も
の
の
、
安
全
地
帯
の
設
置
と

そ
こ
で
の
活
動
に
お
け
る
中
立
機
関
と
し
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
役
割
の

重
要
性
を
条
約
は
示
唆
し
て
い
る
。

国
連
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
国
連
が
政
治
的
な
機
関
で
あ
る
こ
と

か
ら
注
意
を
要
す
る
。
例
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
法
律
顧
問
の
ジ
ャ
ン
―

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
安
保
理
決
議
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
安
全
地
帯
の
設
置
は
、
国
際
人
道
法

に
定
め
て
い
る
よ
う
な
戦
闘
の
影
響
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な

地
帯
で
は
な
く
、「「
民
族
浄
化
」政
策
に
対
し
て
少
数
者
を
保
護
す
る
」

目
的
が
あ
る
と
し
た

56

。
こ
れ
は
「
紛
争
の
そ
の
過
程
に
影
響
を
与
え

よ
う
と
す
る
」
安
保
理
の
試
み
で
あ
っ
て
、jus in bello

と
い
う
よ
り
は

jus ad bellum

の
方
策
で
あ
る
と
評
し
た

57

。
そ
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、

安
全
地
帯
と
さ
れ
た
地
域
で
、
無
差
別
攻
撃
や
虐
殺
が
発
生
し
た
の

で
あ
る
。
国
連
が
安
全
地
帯
設
置
や
そ
の
な
か
の
活
動
に
関
わ
る
こ

と
に
よ
り
救
助
さ
れ
る
人
も
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
本
来
政
治

的
で
あ
る
国
連
の
関
与
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
人
の
移
動

：

国
際
人
道
法
で
規
定
の
あ
る
、
あ
る
い
は
具
体

例
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
安
全
地
帯
と
、
人
道
回
廊
の
最
大
の
違
い
は
、

前
者
は
固
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
傷
病
者
や
民
間
人
が
攻
撃
さ

れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
主

な
目
的
は
人
を
安
全
な
場
所
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
人
道
回
廊
に
お
い
て
も
民
間
人
の
保
護
や
物
資
の
配
給
は
必
要

に
応
じ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
安
全
な
場
所
へ
の
人
の

移
動
が
人
道
回
廊
の
お
も
な
役
割
で
あ
る
こ
と
は
強
調
す
べ
き
で
あ

る
。国

際
人
道
法
が
人
の
移
動
に
十
分
考
慮
を
払
っ
て
き
た
か
に
つ
い

て
は
、
条
約
の
条
文
に
は
あ
ま
り
そ
れ
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。
第
四

条
約
第
三
十
五
条
は
被
保
護
者
が
「
領
域
を
去
る
権
利
」
を
定
め
て

い
る
が
、
被
保
護
者
は
紛
争
当
事
国
の
領
域
に
あ
る
外
国
人
で
あ
り
、

紛
争
当
事
国
の
国
民
は
含
ま
れ
な
い

58

。
ま
た
、
第
一
追
加
議
定
書
第

七
十
三
条
に
よ
り
、
難
民
は
第
四
条
約
の
被
保
護
者
と
し
て
保
護
さ

れ
る
が
、
難
民
は
敵
対
行
為
が
始
ま
る
前
に
難
民
と
認
定
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

59

。
こ
の
よ
う
に
、
人
の
移
動
に
つ
い
て
、
国

際
人
道
法
の
規
定
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

右
記
の
と
お
り
、
当
事
者
の
合
意
の
も
と
、
し
か
も
中
立
組
織
と
し

て
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
仲
介
お
よ
び
関
与
の
も
と
、
自
由
で
し
か
も
安
全

な
移
動
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注１　

International Review of the Red Cross
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岩
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迷
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〇
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〇
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。
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〇
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入
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。

48　
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻　

人
道
回
廊
、
成
功
せ
ず　

露
「
妨
害
さ
れ
た
」

セ
ベ
ロ
ド
ネ
ツ
ク
」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
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。
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ニ
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さ
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第
三
十
五
条
は
第
三
編
第
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部
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紛

争
当
事
国
の
領
域
に
あ
る
外
国
人
」
に
規
定
が
あ
る
。

59　

Ibid., pp. 1462-63.

は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
以
降
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
（
以
下
、
本
事
態
）
を
「
侵
略
（aggression

）」
と
表
現
す
る
国
際
連
合
（
以

下
、
国
連
）
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
、
安
保
理
）
決
議
提
案
は
ロ
シ
ア
の

拒
否
権
行
使
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
一
方
で

１

、
国
連
緊
急
特
別
総
会
決

議
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
侵
略
を
認
定
し
た

２

。
ま
た
、
二
〇
二
二

年
三
月
一
六
日
の
国
際
司
法
裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
条
約
上
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
申
立
て
事
件
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
対
ロ
シ
ア
）

仮
保
全
措
置
命
令
で
は
、
ロ
シ
ア
に
対
し
、
軍
事
作
戦
の
即
時
停
止
、

お
よ
び
指
示
・
支
援
す
る
軍
・
非
正
規
武
装
組
織
や
管
理
・
支
配
す

る
組
織
・
個
人
が
軍
事
作
戦
を
進
め
な
い
こ
と
の
確
保
を
命
じ
、
ま

た
両
国
に
対
し
て
、
紛
争
を
悪
化
・
拡
大
さ
せ
紛
争
解
決
を
困
難
に

す
る
よ
う
な
行
動
を
取
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
た

３

。
さ
ら
に
、
国
際
刑

事
裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
は
本
事
態
に
対
し
て
の
事
態
付
託
を
四
三

か
国
か
ら
受
け
、
捜
査
を
開
始
し
て
い
る

４

。
こ
れ
ら
の
手
続
か
ら
は
、

国
境
を
越
え
た
軍
事
行
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
国
連
総

会
の
基
準
に
お
い
て
侵
略
を
構
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
侵
攻
下
で
重

大
な
国
際
犯
罪
（
中
核
犯
罪
）
が
行
わ
れ
て
い
る
高
い
蓋
然
性
を
示
す
。

侵
略
の
法
的
帰
結

越
智
　
萌

立
命
館
大
学
大
学
院
国
際
関
係
研
究
科　

准
教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
国
と
指
導
者
の
責
任
を
ど
う
追
及
す
る
の
か
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し
か
し
、
こ
れ
ら
が
国
際
法
違
反
だ
と
し
て
、
侵
略
国
と
そ
の
指
導

者
に
は
ど
の
よ
う
な
責
任
が
ど
の
よ
う
に
追
及
さ
れ
得
る
の
か
、
言

い
換
え
れ
ば
、
現
代
の
国
際
法
制
度
は
侵
略
の
ど
の
部
分
を
ど
の
よ

う
に
禁
止
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
違
反
に
つ
い
て
い
か
な
る
法
的
帰

結
を
準
備
し
て
い
る
の
か
、
は
必
ず
し
も
包
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
本
事
態
が
構
成
す
る
と
さ
れ
る
侵
略
の
国
際
法
に
お

け
る
あ
り
得
る
法
的
帰
結
に
つ
い
て
、
国
家
責
任
と
個
人
責
任
と
い

う
二
つ
の
異
な
る
責
任
形
態
に
関
す
る
現
行
法
と
過
去
の
実
践
の
観

点
か
ら
検
討
す
る
。
た
だ
し
本
稿
は
、
本
事
態
に
関
し
て
確
認
さ
れ

て
き
た
事
実
と
さ
れ
る
出
来
事
へ
の
規
範
の
あ
て
は
め
を
行
う
も
の

で
は
な
い

５

。
そ
れ
は
、
侵
略
の
実
際
の
法
的
帰
結
は
往
々
に
し
て
、

責
任
法
の
諸
原
則
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
た
、「
侵
略
戦
争
（A

 w
ar of 

aggression

）」
の
終
わ
り
方
に
依
存
し
た
形
で
処
理
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、本
稿
は
国
連
憲
章
と
そ
こ
に
法
典
化
さ
れ
た
慣
習
国
際
法
、

お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
絞
っ
て
検
討
す
る
が
、
自
衛
権
行
使
や
い
わ

ゆ
る
人
道
的
介
入
と
い
っ
た
違
法
性
阻
却
事
由
や
責
任
阻
却
事
由
の

検
討
は
紙
幅
の
関
係
上
射
程
外
と
し
た
い
。

Ⅰ　

侵
略
の
定
義

⑴
背　
景

侵
略
行
為
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
相
矛
盾
す
る
要
請
の
均
衡
を
図

る
本
質
的
に
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

６

。
侵
略
と
い
う
用
語

は
、
一
九
世
紀
に
締
結
さ
れ
た
多
く
の
同
盟
条
約
の
中
で
同
盟
を
発

動
す
る
事
態
の
ひ
と
つ
を
表
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た

７

。
国

際
連
盟
規
約
一
〇
条
で
は
「
外
部
ノ
侵
略
」
に
対
し
て
「
聯
盟
各
国
ノ

領
土
保
全
及
現
在
ノ
政
治
的
独
立
」
を
「
擁
護
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
」
し
た
。

一
九
二
七
年
九
月
二
四
日
に
国
際
連
盟
総
会
は
侵
略
戦
争
を
国
際
犯

罪
で
あ
る
と
宣
言
す
る
決
議
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た

８

。
そ
の
後
侵

略
の
定
義
を
含
む
条
約
の
作
成
が
模
索
さ
れ
た
が
、
実
際
に
成
立
し

た
の
は
ソ
連
と
そ
の
周
辺
七
か
国
に
よ
る
一
九
三
三
年
「
侵
略
の
定

義
に
関
す
る
条
約
」
の
み
で
あ
る

９

。

一
九
四
五
年
に
発
効
し
た
国
連
憲
章
は
、
武
力
の
行
使
と
武
力
に

よ
る
威
嚇
を
一
般
的
に
禁
止
し
た
（
二
条
⑷
）
上
で
、
そ
の
例
外
と
し

て
自
衛
権
の
行
使
（
五
一
条
）
と
安
保
理
を
中
心
と
す
る
集
団
安
全
保

障
の
制
度
を
お
い
た
（
七
章
）。
七
章
下
の
措
置
を
と
る
た
め
の
条
件

と
し
て
、
安
保
理
は
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
、
平
和
の
破
壊
又
は
侵

略
行
為
の
存
在
」
を
決
定
す
る
（
三
九
条
）。
国
連
憲
章
起
草
時
に
は
侵

略
を
定
義
す
る
た
め
の
様
々
な
提
案
が
行
わ
れ
た
が
、
採
択
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
の
韓
国
に
対
す
る
北
朝
鮮
に
よ
る
大
規
模

な
武
力
攻
撃
が
あ
り
、
安
保
理
は
「
韓
国
に
対
す
る
侵
略
の
告
発
」
と

い
う
議
題
を
掲
げ
た
も
の
の
、
決
議
で
は
「
平
和
の
破
壊
」
を
構
成
す

る
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
た

10

。
そ
の
後
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
安
保
理

の
実
行
は
、
侵
略
の
語
を
含
む
複
数
の
決
議
案
が
否
決
さ
れ
る
な
ど
、

特
定
の
事
態
を
侵
略
と
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
慎
重
で
あ
っ
た
と

い
え
る

11

。

⑵
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
国
連
総
会
決
議
三
三
一
四

一
九
七
〇
年
代
以
降
安
保
理
は
、
複
数
の
決
議
に
お
い
て
侵
略
行

為
と
し
て
非
難
す
る
実
行
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
の

決
議
で
は
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
に
よ
る
ザ
ン
ビ
ア
や
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
に

対
す
る
武
力
行
使

12

、
南
ア
フ
リ
カ
に
よ
る
ア
ン
ゴ
ラ
や
レ
ソ
ト
、
ボ

ツ
ワ
ナ
に
対
す
る
武
力
行
使
に
つ
い
て
「
侵
略
的
行
為
」
や
「
侵
略
行

為
」、「
侵
略
」
と
表
現
し
て
い
る

13

。
ま
た
、
外
国
に
よ
り
派
遣
さ

れ
た
傭
兵
に
よ
る
武
力
の
行
使
に
つ
い
て
「
傭
兵
侵
略
（m

ercenary 

aggression

）」
や
「
武
力
的
侵
略
行
為
」
と
し
て
非
難
し
た
も
の
も
あ
る

14

。

た
だ
し
こ
れ
ら
の
実
行
は
、
国
連
憲
章
三
九
条
に
基
づ
い
た
侵
略
行

為
の
決
定
を
行
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

安
保
理
決
議
に
お
け
る
侵
略
と
の
表
現
の
採
用
に
呼
応
し
て
、
国

連
総
会
は
、「
潜
在
的
侵
略
者
を
抑
止
す
る
効
果
」
や
安
保
理
に
よ
る

「
侵
略
行
為
の
決
定
と
こ
れ
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
を
容
易

に
す
る
こ
と
」
な
ど
を
目
指
し
て
、
一
九
七
四
年
一
二
月
に
「
侵
略
の

定
義
」
に
関
す
る
決
議
三
三
一
四
（X

X
IX

）（
以
下
、
三
三
一
四
決
議
）
を

コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
し
た

15

。

三
三
一
四
決
議
で
は
、
侵
略
を
「
国
家
に
よ
る
他
の
国
家
の
主
権
、

領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
、
又
は
国
際
連
合
の
憲

章
と
両
立
し
な
い
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
武
力
の
行
使
（use of arm

ed 

force

）
で
あ
っ
て
、
こ
の
定
義
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
」（
一

条
）
と
し
た

16

。
こ
の
よ
う
な
違
法
な
武
力
行
使
の
う
ち
侵
略
に
当
た

る
行
為
と
は
具
体
的
に
は
、「
⒜
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の
領
域
に

対
す
る
侵
攻
若
し
く
は
、
攻
撃
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
か
か

る
侵
入
若
し
く
は
攻
撃
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
軍
事
占
領
、
又
は
武

力
の
行
使
に
よ
る
他
国
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
併
合
、
⒝
一
国
の

軍
隊
に
よ
る
他
国
の
領
域
に
対
す
る
砲
爆
撃
、
又
は
一
国
に
よ
る
他

国
の
領
域
に
対
す
る
兵
器
の
使
用
、
⒞
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の

港
又
は
沿
岸
の
封
鎖
、
⒟
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の
陸
軍
、
海
軍

若
し
く
は
空
軍
又
は
船
隊
若
し
く
は
航
空
隊
に
関
す
る
攻
撃
、
⒠
受

入
国
と
の
合
意
に
も
と
づ
き
そ
の
国
の
領
域
内
に
あ
る
軍
隊
の
当
該

合
意
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
条
件
に
反
す
る
使
用
、
又
は
、
当
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該
合
意
の
終
了
後
の
か
か
る
領
域
内
に
お
け
る
当
該
軍
隊
の
駐
留
の

継
続
、
⒡
他
国
の
使
用
に
供
し
た
領
域
を
、
当
該
他
国
が
第
三
国
に

対
す
る
侵
略
行
為
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
国
家

の
行
為
、
⒢
上
記
の
諸
行
為
に
相
当
す
る
重
大
性
を
有
す
る
武
力
行

為
を
他
国
に
対
し
て
実
行
す
る
武
装
し
た
集
団
、
団
体
、
不
正
規
兵

又
は
傭
兵
の
国
家
に
よ
る
若
し
く
は
国
家
の
た
め
の
派
遣
、
又
は
か

か
る
行
為
に
対
す
る
国
家
の
実
質
的
関
与
」
の
七
つ
の
行
為
で
あ
る

（
三
条
）。

た
だ
し
こ
の
リ
ス
ト
は
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
く
、
安
保
理
に

よ
っ
て
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
も
侵
略
を
構
成
す
る
と
決
定
さ

れ
得
る
（
四
条
）。
ま
た
、
三
条
に
列
挙
さ
れ
た
行
為
の
最
初
の
使
用

は
、「
侵
略
行
為
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
一
応
の
証
拠
を
構
成
す
る

が
、
当
該
行
為
や
そ
の
結
果
が
十
分
な
重
大
性
を
有
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
事
実
等
に
よ
り
、
安
保
理
に
よ
り
後
に
侵
略
と
の
決
定

が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
決
定
さ
れ
得
る
（
同
）。
さ
ら
に
、「
こ
の
定

義
中
の
い
か
な
る
規
定
も
、
特
に
武
力
の
行
使
が
合
法
的
で
あ
る
場

合
に
関
す
る
規
定
を
含
め
て
、
憲
章
の
範
囲
を
い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
も
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
」（
六

条
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
三
三
一
四
決
議
の
定
義
は
あ
く
ま
で

国
連
憲
章
と
そ
れ
に
定
め
ら
れ
る
安
保
理
の
権
限
の
範
囲
内
に
あ
る

概
念
の
一
つ
の
あ
り
得
る
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

三
三
一
四
決
議
の
機
能
と
し
て
、
安
保
理
決
議
起
草
や
議
論
の
際
の

指
針
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

17

、
そ
の

後
の
安
保
理
の
実
行
で
は
決
議
内
で
明
示
的
に
三
三
一
四
決
議
に
言

及
し
て
い
る
も
の
は
な
い

18

。

こ
の
よ
う
に
、
安
保
理
に
よ
る
侵
略
の
定
義
の
拡
大
・
縮
小
の
可

能
性
は
あ
り
得
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
三
三
一
四
決
議
三
条
に

定
義
さ
れ
た
行
為
を
「
侵
略
」
と
し
て
以
下
論
じ
る
。

Ⅱ　

侵
略
に
つ
い
て
の
国
家
責
任

⑴
侵
略
に
よ
る
国
際
違
法
行
為
責
任

19

「
国
家
に
よ
る
す
べ
て
の
国
際
違
法
行
為
は
、
そ
の
国
家
の
国
際
責

任
が
必
然
的
に
伴
う
」（
国
家
責
任
条
文
一
条
）
が
、
侵
略
行
為
に
つ
い

て
国
家
に
国
際
責
任
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
侵
略
行
為

を
行
わ
な
い
国
家
の
義
務
が
あ
り
、
そ
の
違
反
が
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
第
二
に
、
そ
の
違
反
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る

（
二
条
）20

。

⒜
侵
略
行
為
を
行
わ
な
い
義
務

三
三
一
四
決
議
で
は
、「
侵
略
は
、
国
際
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
」（
五

条
）
と
宣
言
し
た
。
し
か
し
こ
の
規
定
は
、
形
式
上
は
一
般
に
法
的
拘

束
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
国
連
総
会
決
議
の
一
文
に
す
ぎ
な
い

21

。

国
際
責
任
が
発
生
す
る
の
は
、
あ
る
国
の
行
為
が
侵
略
だ
か
ら
で
は

な
く
、
侵
略
を
構
成
す
る
各
種
の
国
際
違
法
行
為
に
該
当
す
る
か
ら

で
あ
り
、
国
家
間
の
国
際
責
任
を
議
論
す
る
上
で
侵
略
の
定
義
へ
の

該
当
性
の
認
定
そ
れ
自
体
は
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
。
現
行
法
の

下
で
は
、
厳
密
に
は
傘
的
な
概
念
で
あ
る
侵
略
と
い
う
現
象
下
に
お

い
て
行
わ
れ
た
個
別
の
国
際
法
違
反
を
特
定
す
る
作
業
を
通
じ
て
の

み
、
国
際
責
任
を
論
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
三
三
一
四
決
議
三
条
に
よ
れ
ば
侵
略
と
は
「
国
家
に
よ
る

他
の
国
家
の
主
権
、
領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
、

又
は
国
際
連
合
の
憲
章
と
両
立
し
な
い
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
武
力

の
行
使
」
で
あ
る
か
ら
、
論
理
必
然
的
に
、
多
国
間
条
約
で
あ
り
慣

習
法
と
一
致
す
る
と
さ
れ
る
国
連
憲
章
二
条
⑷
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る

武
力
行
使
に
該
当
す
る
。
ロ
シ
ア
が
他
の
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ

な
い
武
力
行
使
を
行
っ
た
と
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
義
務
違
反
が
成

立
し
得
る
。「
武
力
行
使
」
と
は
、
軍
隊
に
よ
る
他
国
領
域
へ
の
侵
攻

（
三
三
一
四
決
議
三
条
⒜
等
）
と
い
っ
た
直
接
的
な
も
の
や
、
他
国
に
対

し
て
武
力
行
使
を
行
う
不
正
規
兵
や
武
装
集
団
の
自
国
領
域
で
の
組

織
化
、
他
国
の
反
乱
団
体
へ
の
武
器
支
援
と
い
っ
た
間
接
的
な
武
力

行
使
も
含
ま
れ
る
（
友
好
関
係
原
則
宣
言
一
原
則
八
、九
項
）。
そ
の
う
ち
、

「
最
も
重
大
な
形
態
の
武
力
行
使
」
は
「
武
力
攻
撃
」（
国
連
憲
章
五
一
条
）

と
さ
れ
、「
よ
り
重
大
で
な
い
形
態
」
の
武
力
行
使
の
例
と
し
て
、
反

乱
団
体
に
対
す
る
武
器
や
兵
站
そ
の
他
の
支
援
が
あ
げ
ら
れ
る

22

。

三
三
一
四
決
議
三
条
⒢
の
実
質
的
関
与
に
反
乱
団
体
へ
の
資
金
提

供
と
い
っ
た
支
援
も
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
単
に
資
金
を
提
供
す
る

こ
と
は
武
力
行
使
に
は
当
た
ら
な
い
た
め
侵
略
で
は
な
い

23

。
ま
た
、

三
三
一
四
決
議
三
条
⒠
外
国
駐
留
軍
の
合
意
に
反
し
た
使
用
や
駐
留

は
、
そ
の
規
模
や
効
果
に
よ
っ
て
は
武
力
行
使
を
構
成
し
な
い
場
合

も
あ
り
得
る
。
さ
ら
に
、
三
三
一
四
決
議
三
条
⒡
、
す
な
わ
ち
自
国

領
域
を
侵
略
国
の
た
め
に
提
供
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
性
質
に

よ
っ
て
は
そ
れ
自
体
が
直
接
武
力
行
使
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
侵
略

を
構
成
し
な
い
。

そ
の
他
、
網
羅
的
に
論
じ
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
が
、

侵
略
は
武
力
不
行
使
原
則
違
反
以
外
に
も
数
々
の
国
際
違
法
行
為
を

構
成
し
得
る
。
他
国
の
領
域
主
権
（
領
土
保
全
原
則
）
の
侵
害
は
主
権
侵

害
を
構
成
し

24

、
二
国
間
に
友
好
条
約
等
が
あ
れ
ば
そ
れ
ら
の
違
反
を

も
構
成
す
る

25

。
外
国
駐
留
軍
を
用
い
て
侵
略
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、

地
位
協
定
等
の
違
反
を
も
構
成
す
る
。
侵
略
が
強
制
の
諸
手
法
を
用

い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
国
家
主
権
の
原
則
に
基
づ
い
て
個
々
の
国

家
が
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ

れ
ば

26

、
慣
習
法
上
の
不
干
渉
原
則
違
反
を
構
成
す
る
。
海
洋
上
の
武

力
行
使
は
、
同
時
に
公
海
自
由
原
則
と
い
っ
た
海
洋
法
の
諸
原
則
の

違
反
を
構
成
し
得
る
し
、
侵
略
過
程
で
発
生
し
た
環
境
破
壊
に
つ
い
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て
は
関
連
す
る
環
境
条
約
上
の
諸
規
範
の
違
反
と
な
り
得
る
。
さ
ら

に
、
自
国
領
域
を
侵
略
国
に
提
供
す
る
行
為
は
、
自
国
領
域
を
他
国

の
権
利
を
侵
害
す
る
形
で
使
用
さ
せ
な
い
義
務
に
違
反
し
、
い
わ
ゆ

る
領
域
使
用
の
管
理
責
任
を
発
生
さ
せ
得
る

27

。

⒝
帰
　
属

国
家
が
侵
略
に
該
当
す
る
諸
行
為
に
つ
い
て
有
責
と
な
る
た
め
に

は
、
当
該
行
為
を
実
行
す
る
自
然
人
の
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
必

要
が
あ
る
。
基
本
的
に
侵
略
行
為
の
大
半
を
占
め
る
軍
隊
の
使
用
は
、

国
家
機
関
の
使
用
で
あ
っ
て
、
国
家
機
関
の
行
為
は
国
際
法
上
の
国

家
の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
（
国
家
責
任
条
文
四
条
）。
ま
た
、「
機
関
は
、

国
内
法
に
従
い
、
そ
の
地
位
を
有
す
る
個
人
又
は
構
成
体
を
含
む
」

（
同
）
た
め
、
軍
隊
の
構
成
員
に
よ
る
行
為
や
、
侵
略
を
計
画
、
準
備

し
命
令
す
る
国
の
行
政
機
関
の
構
成
員
の
行
為
も
ま
た
、
国
家
の
行

為
と
み
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
侵
略
は
他
国
に
い
る
非
国
家
主
体
へ

の
実
質
的
関
与
を
通
じ
て
も
な
さ
れ
得
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
非
国

家
主
体
が
「
事
実
上
、
国
家
の
命
令
、
指
揮
、
統
治
に
よ
り
行
動
し

て
い
る
場
合
」
に
は
、
当
該
主
体
の
行
為
そ
れ
自
体
が
支
援
国
の
行

為
と
考
え
ら
れ
る
（
八
条
）。

侵
略
国
を
支
援
す
る
場
合
は
、「
他
国
に
よ
る
国
際
違
法
行
為
遂
行

の
支
援
又
は
援
助
を
す
る
国
家
」
と
み
な
さ
れ
、
特
に
、「
そ
の
国
家
が
、

国
際
違
法
行
為
の
事
情
を
認
識
し
て
、
そ
の
行
為
を
行
い
」
か
つ
「
そ

の
国
家
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
行
為
が
、
国
際
法
違
反
で
あ
る
場
合
」

に
は
、
支
援
ま
た
は
援
助
す
る
こ
と
に
対
す
る
国
際
責
任
を
負
う

（
一
六
条
）。

⑵
国
家
責
任
の
実
施

（
１
）
国
際
請
求

被
害
国
（
四
二
条
⒜
）
は
責
任
国
に
対
し
て
国
際
請
求
（claim

）
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
請
求
で
は
、
責
任
国
に
対
し
て
違
法

行
為
の
中
止
や
再
発
防
止
の
保
証
、
賠
償
（
原
状
回
復
、
金
銭
賠
償
、
陳

謝
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
部
）。
国
際
責
任
に
対
す
る
賠
償

義
務
は
、「
国
際
違
法
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
完
全
な
賠
償
義
務
」

で
あ
り
、「
損
害
に
は
、
国
際
違
法
行
為
に
よ
り
生
じ
た
い
か
な
る
損

害
（
物
理
的
・
倫
理
的
を
問
わ
ず
）
も
含
ま
れ
る
」（
三
一
条
）。
基
本
的
に
は
、

ま
ず
外
交
ル
ー
ト
で
請
求
が
行
わ
れ
、
当
事
国
は
そ
れ
に
つ
い
て
交

渉
を
行
い
、
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
限
り
、
非
裁
判

手
続
や
国
際
裁
判
と
い
っ
た
紛
争
解
決
手
続
に
進
む
こ
と
に
な
る
が

28

、

外
交
実
務
に
お
い
て
は
複
数
の
方
法
に
よ
る
問
題
の
解
決
を
同
時
並

行
的
に
進
め
る
こ
と
も
少
な
く
な
い

29

。

被
害
国
以
外
の
国
家
も
、「
違
反
さ
れ
た
義
務
が
、
そ
の
国
家
を
含

む
国
家
集
団
に
対
し
て
義
務
を
負
わ
せ
、
か
つ
、
集
団
の
共
同
利
益

保
護
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
場
合
」（
当
事
国
間
対
世
的
義
務
）
か
、
ま

た
は
「
違
反
さ
れ
た
義
務
が
、
国
際
社
会
全
体
に
対
し
て
義
務
を
負

わ
せ
て
い
る
場
合
」（
対
世
的
義
務
）に
は
、国
際
請
求
を
行
い
得
る（
四
八

条
⑴
）。
こ
の
場
合
の
請
求
は
、「
国
際
義
務
違
反
の
停
止
、
お
よ
び
、

再
発
防
止
の
確
証
な
ら
び
に
保
証
」
や
「
違
反
さ
れ
た
義
務
の
被
害
国

ま
た
は
受
益
者
の
利
益
の
賠
償
義
務
の
履
行
」
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
（
同
⑵
）30

。

（
２
）
合
意
に
よ
る
処
理

侵
略
戦
争
の
責
任
は
、
過
去
、
平
和
条
約
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
例

も
多
い
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
五
二
条
に
よ
れ
ば
、「
国

際
連
合
憲
章
に
規
定
す
る
国
際
法
の
諸
原
則
に
違
反
す
る
武
力
に
よ

る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
の
結
果
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
無
効
で
あ

る
」。
ま
た
、
特
に
侵
略
に
関
し
て
は
、
三
三
一
四
決
議
五
条
が
「
侵

略
の
結
果
も
た
ら
せ
ら
れ
る
い
か
な
る
領
域
の
取
得
又
は
特
殊
権
益

も
合
法
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
合
法
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
範
に
も

関
わ
ら
ず
多
く
の
平
和
条
約
が
国
際
法
上
有
効
な
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
被
侵
略
国
の
「
同
意
す
る
自
由
」、
被

侵
略
国
に
よ
る
無
効
抗
弁
の
放
棄
、
被
侵
略
国
に
よ
る
違
法
行
為
に

対
す
る
最
適
な
賠
償
の
内
容
選
択
の
権
利
、
と
い
っ
た
説
明
の
可
能

性
が
あ
る

31

。

（
３
）
過
去
の
事
例

以
下
、
非
常
に
表
面
的
で
は
あ
る
が
、
戦
後
賠
償
事
例
の
概
要
を

紹
介
す
る
。

⒜
第
二
次
世
界
大
戦
の
賠
償

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
争
開
始
責
任
は
、
敵
対
行
為
終
了
後
に

占
領
期
、
お
よ
び
多
様
な
平
和
条
約
等
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
侵
略
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
三
か
国
が
す
べ
て
敗
戦
し
、
占

領
下
に
お
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
。

　
ⅰ
日
本

32

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
く
金
銭
的
な
戦
後
処
理
と

し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し
て
五
億
五
千
万
米
ド
ル
、
ベ
ト
ナ
ム
に

対
し
て
三
千
九
百
万
米
ド
ル
の
賠
償
を
行
い
、
そ
の
他
の
当
事
国
は

賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
一
四
条
⒜
一
）。

た
だ
し
、
当
事
国
に
対
し
て
在
外
財
産
の
処
分
権
を
認
め
た
（
一
四
条

⒜
二
）。
ま
た
、
捕
虜
に
対
す
る
償
い
と
し
て
赤
十
字
国
際
委
員
会
に

対
し
て
支
払
っ
た
英
貨
換
算
四
五
〇
万
ポ
ン
ド
は
、
同
委
員
会
が
各

国
へ
分
配
し
、
国
内
で
は
各
国
が
裁
量
に
よ
り
配
分
方
法
を
決
定
し

た
（
一
六
条
）。
そ
の
他
に
つ
い
て
、
条
約
当
事
国
は
相
互
に
す
べ
て

の
請
求
権
を
放
棄
し
た
（
一
四
条
⒝
、
一
九
条
）。

戦
後
日
本
よ
り
分
離
し
た
地
域
の
分
離
に
伴
う
財
産
・
請
求
権
の

問
題
は
、
日
本
と
当
該
地
域
の
当
局
間
の
特
別
取
極
の
主
題
と
す
る
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こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
四
条
⒜
）。
韓
国
と
は
一
九
六
五
年
の
日
韓
請

求
権
・
経
済
協
力
協
定
に
よ
り
財
産
・
請
求
権
問
題
の
解
決
を
確
認

し
た
上
で
、
五
億
米
ド
ル
の
経
済
協
力
（
無
償
三
億
米
ド
ル
、
有
償
二
億

米
ド
ル
）
を
実
施
し
た
。
北
朝
鮮
と
の
財
産
・
請
求
権
問
題
に
つ
い
て

は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
一
七
日
の
日
朝
平
壌
宣
言
で
、
今
後
の
国
交

正
常
化
交
渉
に
お
い
て
財
産
お
よ
び
請
求
権
の
相
互
放
棄
の
基
本
原

則
に
従
っ
て
具
体
的
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。
台
湾
と
の
間
の
財

産
・
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
華
平
和
条
約
に
お
い
て
、
日

本
政
府
と
中
華
民
国
政
府
の
間
の
特
別
取
極
の
主
題
と
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
日
中
国
交
正
常
化
が
実
現
し
た
た
め
、

日
華
平
和
条
約
は
そ
の
存
続
の
意
義
を
失
い
終
了
し
た
と
さ
れ
る
。

ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
と
は
、
個
別

の
平
和
条
約
に
基
づ
い
て
行
っ
た
。
結
果
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
二
億
米

ド
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
二
億
二
千
三
百
八
万
米
ド
ル
の
賠
償
を
供

与
し
た
。
イ
ン
ド
は
賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
。
ソ
連
と
の
間
で
は
、

一
九
五
六
年
の
日
ソ
共
同
宣
言
に
基
づ
き
、
ソ
連
は
日
本
に
対
す
る

賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
、
日
ソ
双
方
は
戦
争
の
結
果
と
し
て
生
じ
た

す
べ
て
の
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
し
て
い
る
。

　
ⅱ
ド
イ
ツ

33

ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
は
、
伝
統
的
な
国
際
法
上
の
戦
争
賠
償
と
い

わ
ゆ
る
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
大
別
さ
れ
、
侵
略
そ
の
も

の
に
関
す
る
賠
償
は
前
者
に
当
た
る
。
米
英
仏
ソ
間
の
ポ
ツ
ダ
ム
協

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
ド
イ
ツ
賠
償
処
理
の
枠
組
み
に
よ
り
、
連
合

国
が
被
っ
た
損
害
の
最
大
限
度
の
賠
償
を
行
う
と
し
、
デ
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
（
工
場
施
設
の
撤
去
解
体
）
お
よ
び
在
外
資
産
の
処
理
に
よ
る
現
物

賠
償
主
義
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
人
の
一
定
の
生
活
水
準
の
維
持
の
範
囲

で
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
一
九
四
六
年
三
月
に
連
合
国
管
理

理
事
会
が
「
賠
償
及
び
ド
イ
ツ
の
戦
後
経
済
水
準
に
関
す
る
計
画
」
を

策
定
し
、
ド
イ
ツ
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
工
業
水
準
案
に
基
づ
い
て
具

体
的
な
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ソ
連
の
占
領

地
域
に
お
い
て
は
、
生
産
物
賠
償
を
含
め
た
「
不
断
の
搾
取
政
策
」
に

よ
る
賠
償
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。

西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
一
九
五
四
年
の
パ
リ
諸
条
約
が
あ
る
が
、

日
本
に
お
け
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
と
異
な
り
、
東
西
冷

戦
構
造
に
よ
る
対
立
に
よ
り
占
領
終
了
に
際
し
て
平
和
条
約
が
締
結

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
賠
償
問
題
の
解
決
は
延
期
さ
れ
た
。
し
か

し
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
際
し
て
も
こ
の
問
題
が
国
際
法
に
基
づ
い

て
明
示
的
に
規
律
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ⅲ
イ
タ
リ
ア

34

イ
タ
リ
ア
と
連
合
国
と
の
平
和
条
約
は
一
九
四
七 

年
二 

月
一
〇 

日
に
パ
リ
で
調
印
さ
れ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
侵
略
し
た
各
国
に
対
し

て
賠
償
金
の
支
払
い
が
課
さ
れ
た
。
内
訳
は
、
ソ
連
に
一
億
米
ド
ル
、

ギ
リ
シ
ャ
一
億
五
〇
〇
万
米
ド
ル
、
ア
ル
バ
ニ
ア
五
〇
〇
万
米
ド

ル
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
一
億
二
五
〇
〇
万
米
ド
ル
、
エ
チ
オ
ピ
ア

二
五
〇
〇
万
米
ド
ル
で
あ
る
。
米
国
、
英
国
等
の
連
合
国
の
多
く
は

賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
が
、
自
国
民
の
正
当
な
賠
償
請
求
を
満
た

す
範
囲
内
で
自
国
内
の
イ
タ
リ
ア
の
資
産
を
利
用
す
る
こ
と
、
お
よ

び
イ
タ
リ
ア
国
内
に
あ
る
自
国
と
自
国
民
の
資
産
の
返
還
と
、
損
壊

し
た
場
合
に
は
必
要
額
の
三
分
の
二
を
リ
ラ
建
て
で
弁
償
す
る
こ
と

が
平
和
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

（
ｂ
）近
年
の
実
行

こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
侵
略
に
つ
い
て
の
国
際

責
任
の
処
理
実
践
で
は
、
多
国
間
で
の
平
和
条
約
や
二
国
間
で
の
国
交

正
常
化
条
約
、
ま
た
は
請
求
権
協
定
等
で
処
理
さ
れ
た
も
の
と
、
占
領

期
に
現
物
賠
償
主
義
が
と
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
賠
償
の
算
定
は
、
違

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
の
額
で
は
な
く
、
戦
勝
国
が
戦
争
の
た
め
に

被
っ
た
す
べ
て
の
損
害
に
対
す
る
包
括
的
支
払
い
の
形
を
と
る
こ
と
が

多
く
、
賠
償
責
任
原
則
が
完
全
な
形
で
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た

35

。
し
か
し
近
年
で
は
以
下
の
と
お
り
、
武
力
行
使
や
内
政

干
渉
に
関
し
て
、
安
保
理
に
よ
る
強
制
措
置
と
し
て
の
補
償
委
員
会
や
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
裁
判
を
通
じ
て
賠
償
額
算
定
を
行
っ
た
例
も
あ
る
。

　
ⅰ
湾
岸
戦
争

安
保
理
は
、
イ
ラ
ク
が
「
違
法
な
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
と
占
領
の
結

果
と
し
て
の
、
外
国
政
府
、
国
民
お
よ
び
企
業
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る

直
接
の
損
失
、
環
境
損
害
お
よ
び
天
然
資
源
の
枯
渇
を
含
む
損
害
、

ま
た
は
権
利
侵
害
に
つ
い
て
、
国
際
法
上
賠
償
責
任
を
負
う
」
と
し
、

こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
、
国
連
憲
章
七
章
下
の
措
置
と
し
て
、
基

金
の
設
置
と
、
こ
の
基
金
を
管
理
す
る
た
め
の
国
連
補
償
委
員
会
を

設
置
し
た

36

。
同
委
員
会
は
、
そ
の
組
織
構
成
、
請
求
手
続
上
の
特
徴
、

適
用
規
則
の
観
点
か
ら
従
来
の
戦
後
処
理
の
枠
組
と
は
異
な
る
特
殊

な
も
の
で
あ
り

37

、
紛
争
と
な
っ
た
請
求
を
解
決
す
る
事
実
認
定
機
能

（
準
司
法
的
機
能
）
を
行
使
す
る
本
質
的
に
政
治
的
な
機
関
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た

38

。
補
償
委
員
会
は
実
損
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
決
定
す

る
た
め
に
被
請
求
国
イ
ラ
ク
を
排
除
し
た
混
合
方
式
を
採
用
し
、
外

国
政
府
と
国
際
組
織
が
請
求
を
付
託
で
き
る
。
個
人
が
受
け
た
損
害

に
つ
い
て
は
、「
居
住
国
」
の
政
府
が
カ
テ
ゴ
リ
ご
と
に
取
り
ま
と
め

て
一
括
し
て
請
求
さ
れ
る

39

。

委
員
会
は
総
額
で
五
二
四
億
ド
ル
の
賠
償
を
求
め
、
二
〇
二
二
年

一
月
に
イ
ラ
ク
は
支
払
い
を
完
了
し
、
同
年
二
月
に
委
員
会
の
任
務

は
終
了
し
た

40

。

ⅱ
コ
ン
ゴ
領
域
に
お
け
る
武
力
活
動
事
件（
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

（
Ｄ
Ｒ
Ｃ
）対
ウ
ガ
ン
ダ
）41

侵
略
に
対
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
賠
償
裁
定
を
侵
略
国
が
履
行
し
た
事
例

も
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
九
日
の
コ
ン
ゴ
領
域
に
お
け
る
武
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力
活
動
事
件
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
の
ウ
ガ

ン
ダ
の
責
任
を
認
め
た
。
第
一
に
、
一
九
九
八
年
八
月
の
ウ
ガ
ン
ダ

軍
に
よ
る
Ｄ
Ｒ
Ｃ
領
域
へ
の
進
駐
に
関
し
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
領
土
に
お
け

る
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
対
す
る
軍
事
活
動
、
イ
ト
ゥ
リ
占
領
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ 

の
領

土
で
活
動
す
る
非
正
規
勢
力
に
対
す
る
積
極
的
な
軍
事
的
、
物
流
的
、

経
済
的
、
財
政
的
支
援
に
よ
り
、
武
力
不
行
使
原
則
と
不
干
渉
原
則

に
違
反
し
た
こ
と
。
第
二
に
、
ウ
ガ
ン
ダ
に
よ
る
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
文
民
に

対
す
る
殺
害
、
拷
問
、
お
よ
び
そ
の
他
の
形
態
の
非
人
道
的
な
扱
い
、

村
や
民
用
の
建
物
の
破
壊
、
子
ど
も
兵
の
訓
練
、
民
族
紛
争
の
扇
動
、

紛
争
終
結
の
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
占
領
国

と
し
て
の
イ
ト
ゥ
リ
地
区
に
お
け
る
人
権
お
よ
び
国
際
人
道
法
の
不

尊
重
、
国
際
人
権
法
お
よ
び
国
際
人
道
法
上
の
義
務
違
反
。
第
三
に
、

Ｄ
Ｒ
Ｃ
領
土
内
に
お
け
る
ウ
ガ
ン
ダ
軍
の
構
成
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
天
然
資
源
の
略
奪
や
搾
取
、
お
よ
び
イ
ト
ゥ
リ
の
占
領
国
と
し
て

天
然
資
源
の
略
奪
や
搾
取
の
行
為
を
防
止
す
る
義
務
の
不
履
行
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
九
日
の
判
決

で
、
ウ
ガ
ン
ダ
は
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
、
人
に
対
す
る
損
害
と
し
て

二
億
二
千
五
百
万
米
ド
ル
、
財
産
に
対
し
て
四
千
万
米
ド
ル
、
天
然

資
源
に
関
係
す
る
損
害
に
つ
い
て
六
千
米
ド
ル
の
賠
償
を
認
定
し
、

こ
れ
ら
を
二
〇
二
二
年
九
月
一
日
か
ら
の
五
年
間
、
分
割
で
支
払
う

こ
と
を
命
じ
た
。
ウ
ガ
ン
ダ
は
こ
れ
に
従
い
、
三
億
二
千
五
百
万
米

ド
ル
の
う
ち
六
千
五
百
万
米
ド
ル
を
二
〇
二
二
年
九
月
一
二
日
に
Ｄ

Ｒ
Ｃ
へ
支
払
っ
た

42

。

Ⅲ　

侵
略
に
つ
い
て
の
個
人
責
任

国
家
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
侵
略
行
為
に
よ
り
違
反
さ
れ
た
数

多
く
の
国
際
違
法
行
為
を
特
定
し
、
そ
れ
ら
違
反
に
よ
る
損
害
に
つ

い
て
個
別
具
体
的
に
賠
償
を
請
求
す
る
制
度
が
発
展
・
利
用
さ
れ
て

い
る
。
他
方
、
侵
略
行
為
を
行
っ
た
個
人
に
目
を
向
け
れ
ば
、
国
家

指
導
者
の
個
人
の
「
処
罰
」
と
い
う
形
で
、
侵
略
と
い
う
国
際
共
同
体

に
お
け
る
重
大
な
道
徳
違
反
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
の
試
み
が

発
展
し
て
き
た
。

⑴
背　
景

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
軍
事
法
廷
（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
廷
）
を

設
立
し
た
ロ
ン
ド
ン
憲
章
は
、「
侵
略
戦
争
ま
た
は
国
際
条
約
、
協
定

も
し
く
は
保
証
に
違
反
す
る
戦
争
の
計
画
、
準
備
、
開
始
も
し
く
は

遂
行
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
各
行
為
の
い
ず
れ
か
の
達
成
を
目
的
と
す

る
共
通
の
計
画
も
し
く
は
共
同
謀
議
へ
の
参
加
」（
六
条
⒜
）
を
平
和
に

対
す
る
罪
と
し
て
定
義
し
た
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
廷
に
お
い
て
は
、
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス
が
平
和

に
対
す
る
罪
の
み
で
有
罪
と
な
り
、
他
一
一
名
の
ナ
チ
ス
幹
部
・
協

力
者
は
同
罪
に
つ
い
て
戦
争
犯
罪
と
と
も
に
有
罪
と
な
り
、
絞
首
刑

や
禁
固
刑
を
宣
告
さ
れ
た

43

。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
廷
で
訴
追
さ
れ
な

か
っ
た
大
臣
や
官
僚
二
一
名
を
訴
追
し
た
裁
判
で
あ
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ

ル
ク
後
続
裁
判
に
お
け
る
大
臣
事
件
で
も
同
罪
に
つ
い
て
訴
追
が
行

わ
れ
、
五
名
が
有
罪
と
な
っ
た
が
、
軍
事
指
導
者
を
扱
っ
た
軍
指
導

者
事
件
や
産
業
・
経
済
指
導
者
を
扱
っ
た
Ｉ
．Ｇ
．フ
ァ
ー
ベ
ン
事
件

や
ク
ル
ッ
プ
事
件
で
も
平
和
に
対
す
る
罪
は
訴
因
に
上
が
っ
て
い
た

も
の
の
い
ず
れ
も
有
罪
に
は
至
ら
な
か
っ
た

44

。
ま
た
、
同
様
の
規
定

を
用
い
た
極
東
国
際
軍
事
法
廷
（
東
京
法
廷
）
で
は
、
東
条
英
機
を
含

む
二
四
名
が
平
和
に
対
す
る
罪
で
有
罪
と
な
り
、
絞
首
刑
や
禁
固
刑

を
宣
告
さ
れ
た

45

。

そ
の
後
、
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
の
一
九
五
四
年
「
人
類
の
平
和

と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
草
案
」
で
は
、
侵
略
犯
罪
は
国
際
法
に
基

づ
く
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、「
国
家
的
ま
た
は
集
団
的

自
衛
以
外
の
目
的
で
、
ま
た
は
国
際
連
合
の
権
限
あ
る
機
関
の
決
定

ま
た
は
勧
告
に
従
っ
て
、
他
の
国
家
に
対
す
る
武
力
の
国
の
当
局
に

よ
る
採
用
を
含
む
」
も
の
と
の
定
義
を
提
案
し
て
い
る

46

。
三
三
一
四

決
議
で
も
、「
侵
略
戦
争
は
、
国
際
の
平
和
に
対
す
る
犯
罪
」
と
宣
言

し
て
い
る
（
五
条
）。

⑵
国
際
刑
事
裁
判
所（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）規
程
に
お
け
る「
侵
略
犯
罪
」

（
１
）
経
　
緯

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
訴
追

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
各
種
の
国
際
的
な
刑
事
法
廷
は
、
い
ず
れ

も
平
和
に
対
す
る
犯
罪
や
侵
略
犯
罪
（crim

e of aggression

）
に
つ
い
て

の
管
轄
権
を
設
定
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
八
年
に
採

択
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
（
規
程
）
は
、「
国
際
社
会
全

体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
侵
略
犯

罪
」
を
あ
げ
た
（
規
程
五
条
⑴
⒟
）。
し
か
し
同
時
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
こ
の

犯
罪
に
つ
い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
の
は
、「
…
侵
略
犯
罪
を
定
義
し
、

及
び
裁
判
所
が
こ
の
犯
罪
に
つ
い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
条
件
を
定

め
る
規
定
が
採
択
さ
れ
た
後
」
に
延
期
し
た

47

。

二
〇
一
〇
年
に
ウ
ガ
ン
ダ
の
カ
ン
パ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
検
討
会
議
は
、
侵
略
犯
罪
を
定
義
し
、
管
轄
権
を
行
使
す
る
条

件
を
定
め
た
改
正
案
を
採
択
し
た
（
カ
ン
パ
ラ
改
正
）48

。
二
〇
一
七
年

一
二
月
一
五
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
二
〇
一
八

年
七
月
一
七
日
以
降
に
生
じ
た
侵
略
犯
罪
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄

権
を
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
ト
す
る
こ
と
を
決
定
し
た（
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン

決
議
）49

。
た
だ
し
、
本
稿
執
筆
時
点
ま
で
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
事
態

付
託
や
捜
査
開
始
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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（
２
）
侵
略
犯
罪
の
定
義

Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
侵
略
犯
罪
の
実
行
行
為
は
、「
そ
の
性
質
、
重
大

性
お
よ
び
規
模
に
よ
り
国
際
連
合
憲
章
の
明
白
な
違
反
を
構
成
す
る

侵
略
行
為
」
を
「
計
画
、
準
備
、
開
始
ま
た
は
実
行
」
す
る
こ
と
を
い

う
が
（
規
程
八
条
の
二
⑴
）、
こ
の
前
提
と
な
る
「
侵
略
行
為
」
の
定
義
は
、

お
よ
そ
三
三
一
四
決
議
と
同
一
で
あ
り
、
ま
た
⑵
で
三
三
一
四
決
議

と
の
一
致
を
宣
言
し
て
い
る

50

。
た
だ
し
、「
侵
略
の
行
為
」
の
中
で

も
よ
り
重
大
な
も
の
の
み
が
侵
略
犯
罪
の
前
提
と
な
る
と
の
ド
イ
ツ

が
主
導
し
た
議
論
の
名
残
を
受
け

51

、「
そ
の
性
質
、
重
大
性
お
よ
び

規
模
に
よ
り
国
際
連
合
憲
章
の
明
白
な
違
反
を
構
成
す
る
」
も
の
に

限
定
さ
れ
た
。

規
程
八
条
の
二
の
犯
罪
構
成
要
件
文
書
で
は
、
よ
り
詳
細
な
要
件

と
し
て
、「
犯
罪
実
行
者
は
、
侵
略
行
為
を
計
画
、
準
備
、
開
始
、
又

は
実
行
し
た
」⑴
、「
犯
罪
実
行
者
は
、
侵
略
行
為
を
行
っ
た
国
の
政

治
的
又
は
軍
事
的
行
動
を
実
効
的
に
支
配
し
又
は
指
示
す
る
地
位
に

あ
る
者
で
あ
っ
た
」⑵
、「
犯
罪
実
行
者
は
、
当
該
武
力
行
使
が
国
連

憲
章
違
反
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
事
実
的
状
況
を
意
識
し
て
い
た
」

⑷
、「
犯
罪
実
行
者
は
、
事
実
的
状
況
が
国
連
憲
章
の
明
白
な
違
反
を

構
成
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
」⑹
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

し
か
し
、
行
為
者
が
武
力
行
使
に
関
し
て
、
国
連
憲
章
に
合
致
し
て

い
な
い
か
の
法
的
検
討
を
し
た
か
ど
う
か
の
証
明
⑵
や
、
検
察
官
が

国
連
憲
章
違
反
の
「
明
白
な
（m

anifest

）」
性
質
に
つ
い
て
法
的
検
討
を

し
た
か
ど
う
か
の
証
明
は
必
要
な
い
⑷
。
な
お
、「
明
白
な
」
と
い
う

用
語
は
「
客
観
的
な
基
準
」
で
あ
る
⑶
。

（
３
）
個
人
責
任
の
態
様

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
⑶
の
二
は
、「
侵
略
犯
罪
に
関
し
て
、
本
条

の
規
定
は
、
国
の
政
治
的
又
は
軍
事
的
行
動
を
実
効
的
に
支
配
し
又

は
指
示
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
の
み
適
用
す
る
」
と
規
定
し

て
お
り
、
個
人
の
刑
事
責
任
を
規
定
す
る
二
五
条
の
人
的
範
囲
を
こ

れ
ら
の
者
に
絞
っ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
軍
事
裁
判
で

は
、
認
識
、
政
策
形
成
ま
た
は
影
響
、
お
よ
び
政
策
を
助
長
す
る
行
為
、

と
い
う
三
要
件
を
満
た
す
か
否
か
の
、「
形
成
ま
た
は
影
響
」 

基
準
が

採
用
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
採
用
し
た
と
さ
れ
る
侵
略
犯

罪
規
定
の
国
の
政
治
的
ま
た
は
軍
事
的
行
動
を
支
配
ま
た
は
指
示
し

て
い
る
事
実
を
重
視
し
た
「
支
配
ま
た
は
指
示
」
基
準
で
は
、
人
的
処

罰
範
囲
が
狭
い
と
の
分
析
が
あ
る

52

。
他
方
で
、
実
質
的
に
両
基
準
を

比
較
す
る
と
、
戦
後
軍
事
裁
判
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ 

規
程
に
お
け
る
基
準
に
差

異
は
な
く
、
人
的
処
罰
範
囲
は
維
持
さ
れ
て
き
た
と
の
主
張
も
あ
る

53

。

⑶
個
人
責
任
の
実
施

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、「
こ
の
規
程
に
定
め
る
国
際
的
な
関
心
事
で
あ
る
最

も
重
大
な
犯
罪
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
権
限
を

有
」
す
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
一
条
）。
具
体
的
に
は
、
管
轄
下
に
あ
る
犯
罪

を
行
っ
た
個
人
を
拘
束
し
、
裁
判
し
、
判
決
を
言
い
渡
し
、
刑
を
宣

告
し
、執
行
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
宣
告
で
き
る
刑
は
、

最
長
三
〇
年
か
終
身
の
拘
禁
刑
、
罰
金
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
・
財
産
・

資
産
の
没
収
で
あ
る
（
七
七
条
）。
ま
た
、
被
害
者
に
対
し
、
原
状
回

復
や
補
償
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
と
い
っ
た
賠
償
を
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
（
七
五
条
）。

し
か
し
、
侵
略
犯
罪
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の
国
に
対
し
、
カ
ン

パ
ラ
改
正
へ
の
同
意
要
件
に
よ
る
「
拒
否
権
的
な
権
限
」
が
付
与
さ
れ

た
54

。
そ
の
た
め
、
安
保
理
に
よ
る
事
態
付
託
の
場
合
以
外
に
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
非
締
約
国
に
よ
る
、
ま
た
は
非
締
約
国
に
対
す
る
侵
略
行

為
に
関
し
て
は
管
轄
権
を
行
使
で
き
な
い
（
一
五
条
の
二
）。
ウ
ク
ラ
イ

ナ
も
ロ
シ
ア
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
締
約
国
で
は
な
い
た
め

55

、
そ
も
そ
も
カ

ン
パ
ラ
決
議
を
受
諾
で
き
ず
、
本
事
態
に
関
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
管
轄
権

行
使
が
で
き
な
い
。
安
保
理
に
よ
る
事
態
付
託
の
場
合
に
は
こ
う
し

た
同
意
要
件
は
問
題
と
な
ら
な
い
が
（
一
五
条
の
三
、ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ

ン
決
議
）、
ロ
シ
ア
が
常
任
理
事
国
で
あ
る
以
上
、
事
態
付
託
は
望
め

な
い
。
そ
の
た
め
本
事
態
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
管
轄
権
を
行
使
し
得

る
の
は
、
侵
略
下
で
行
わ
れ
た
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と

い
っ
た
侵
略
以
外
の
管
轄
犯
罪
に
限
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
カ
ン
パ
ラ
改
正
に
付
さ
れ
た
「
了
解
」
に
は
、
こ
の
改
正

は
「
他
国
に
よ
り
行
わ
れ
た
侵
略
行
為
に
関
し
て
国
家
管
轄
権
を
行

使
す
る
権
利
も
義
務
も
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
な
い
」

と
し
た

56

。
こ
れ
ら
の
処
置
に
よ
り
、
カ
ン
パ
ラ
改
正
は
結
果
的
に
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
垂
直
的
補
完
的
処
罰
も
、
諸
国
に
よ
る
水
平
分
散
的

処
罰
を
も
抑
制
す
る
形
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

57

。
こ
の
よ
う

に
、
個
人
責
任
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
そ
の
定
義
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
管
轄
権
の
制
限
が
あ
る
と
い
う
困
難
が
あ
る
。
こ

れ
ら
を
受
け
、
本
事
態
を
巡
っ
て
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
廷
の
よ
う

な
特
別
法
廷
の
設
置
を
呼
び
掛
け
る
具
体
的
提
案
も
あ
る
が

58

、
選
別

性
等
の
理
由
か
ら
反
対
す
る
見
解
も
あ
り

59

、
実
現
可
能
性
は
依
然
不

透
明
で
あ
る
。

お
わ
り
に

国
際
法
に
お
け
る
侵
略
概
念
は
、
現
代
国
際
秩
序
に
お
い
て
最

も
重
大
な
法
的
帰
結
を
導
き
得
る
行
動
の
代
名
詞
で
あ
る
が
、
そ
の

概
念
自
体
が
国
際
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
か
は
必
ず

し
も
自
明
で
は
な
い
。
国
際
政
治
の
平
面
で
は
、
そ
れ
は
安
保
理
に

よ
る
強
制
措
置
の
ト
リ
ガ
ー
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
国
際
的
に
生

じ
た
事
実
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
刻
印
す
る
強
烈
な
呼
称
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
、
あ
る
国
家
の
行
動
を
「
侵
略
的
（aggressive

）」
と
形
容
す

る
こ
と
に
は
規
範
的
に
も
重
大
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
受
け
止
め
ら

れ
る
。
し
か
し
法
実
践
上
は
、
国
際
法
上
の
侵
略
と
は
、
数
え
き
れ

な
い
ほ
ど
の
量
の
諸
義
務
の
同
時
違
反
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
傘

的
概
念
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
侵
略
に
は
「
そ
れ
自
体
に
蓄
積
さ

れ
た
悪
全
体
が
含
ま
れ
て
」60

お
り
、
侵
略
は
「
本
事
態
に
お
け
る
す

べ
て
の
犯
罪
の
母
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る

61

。
侵
略
は
平
和
条
約
や
国

境
画
定
条
約
、
不
可
侵
条
約
、
友
好
条
約
と
い
っ
た
国
家
間
の
関
係

を
規
律
す
る
個
別
の
条
約
の
違
反
だ
け
で
な
く
、
友
好
関
係
原
則
宣

言
や
国
連
憲
章
で
も
確
認
さ
れ
た
慣
習
国
際
法
で
あ
る
武
力
不
行
使

原
則
や
不
干
渉
原
則
等
の
違
反
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
侵

略
の
過
程
で
生
じ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
、
投
資
協
定
や
環
境
条
約
、

人
権
条
約
等
の
数
多
く
の
個
別
の
条
約
の
違
反
が
そ
の
傘
の
下
に
含

ま
れ
得
る
。
法
律
家
が
侵
略
の
法
的
帰
結
を
論
じ
る
に
は
、
厳
密
に

は
こ
れ
ら
の
中
の
い
ず
れ
の
国
際
義
務
の
違
反
が
あ
る
の
か
を
特
定

す
る
前
提
的
な
作
業
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
個
人
の
国
際
刑
事
責
任
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
侵
略
は
重
大

な
法
的
帰
結
を
よ
り
直
接
的
に
も
た
ら
し
得
る
。
国
家
に
よ
る
侵
略

行
為
は
、
か
つ
て
平
和
に
対
す
る
罪
と
呼
ば
れ
た
国
際
法
上
の
「
最

高
の
犯
罪
（suprem

e crim
e

）」62

で
あ
る
侵
略
犯
罪
を
国
の
指
導
者
が

行
っ
た
こ
と
の
前
提
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
略
は
基
本
的
に

国
家
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
一
方
で
、
国
家
を
動
か
し
た
個
人
の

刑
事
責
任
を
惹
起
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
侵
略
行
為
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
誰
彼
か

の
刑
事
責
任
が
立
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
侵
略
を
行
う
に
は
多

数
の
自
然
人
が
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
自
然
人
の
い
ず
れ

の
具
体
的
行
為
が
侵
略
犯
罪
を
構
成
す
る
の
か
、
そ
し
て
誰
が
有
責

な
の
か
は
、
物
理
的
実
体
の
な
い
国
家
を
動
か
し
た
自
由
意
志
を
持

つ
物
理
的
存
在
で
あ
る
人
々
の
具
体
的
な
行
動
を
分
析
し
な
け
れ
ば

判
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
「
特
別
軍
事
作
戦
」
と
し
て
ロ
シ
ア

に
よ
る
武
力
侵
攻
が
開
始
さ
れ
て
以
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
内
で
の

武
力
紛
争
当
事
者
に
よ
る
様
々
な
国
際
法
違
反
行
為
を
訴
え
る
報
道

が
連
日
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
な
か
で
も
、
夥
し
い
数
の
残
虐
行

為
が
こ
れ
ま
で
「
戦
争
犯
罪
（w

ar crim
es

）」
と
い
う
名
の
下
で
激
し
く

非
難
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
戦
争
犯
罪
と
い
う
言
葉
は
本
来
、
国
際
法
の
平
面
と
国
内
法
の

平
面
の
間
だ
け
で
な
く
、
各
国
国
内
法
の
平
面
の
間
で
も
異
な
る
意

味
合
い
を
持
つ
、
高
度
に
多
義
的
で
専
門
的
な
法
概
念
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
個
々
の
国
際
法
違
反
行
為
の
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
枠
組

み
と
し
て
こ
れ
を
用
い
る
際
に
は
、
い
か
な
る
保
護
法
益
を
実
現
し

よ
う
と
す
る
の
か
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
こ
の
戦
争
犯
罪
と
は
一
体
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
誰
が
、

誰
を
、
何
の
た
め
に
裁
く
た
め
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
国
際
法
は

そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
多

元
化
す
る
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
論
じ
る
こ

と
で
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
で
今
後
展
開
が
注
目
さ
れ
る
戦

多
元
化
す
る
戦
争
犯
罪
の
保
護
法
益
と
国
際
法
の
存
在
理
由

黒
﨑
将
広

防
衛
大
学
校
総
合
安
全
保
障
研
究
科　

教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
誰
が
、
誰
を
、
何
の
た
め
に
裁
く
の
か
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争
犯
罪
の
処
罰
の
行
方
を
構
造
的
に
考
え
て
い
く
た
め
の
視
点
を
提

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

１

。

Ⅰ　

戦
争
犯
罪
概
念
の
多
元
化

―
何
の
た
め

に
裁
く
の
か

⑴
広
義
の
戦
争
犯
罪
か
ら
中
核
犯
罪
へ

戦
争
犯
罪
は
、
一
般
的
に
は
、
大
別
し
て
広
義
の
そ
れ
と
狭
義
の
そ

れ
と
に
分
け
ら
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
。「
広
義
の
戦
争
犯
罪
」
と
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
枢
軸
国
に
よ
る
国
際
法
上
の
個
人
の
犯
罪
を
国
際
裁

判
所
で
裁
い
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
（
一
九
四
五
～
四
六
年
）
と
東
京

裁
判
（
一
九
四
六
～
四
八
年
）
が
対
象
と
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
平
和

に
対
す
る
罪
（
侵
略
犯
罪
）、（
通
例
の
）
戦
争
犯
罪
、
そ
し
て
人
道
に
対

す
る
犯
罪
を
総
称
し
た
も
の
を
指
す

２

。
さ
ら
に
一
九
四
八
年
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
の
成
立
と
と
も
に
誕
生
し
た
集
団
殺
害
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）

犯
罪
も
ま
た
、
第
二
次
大
戦
時
の
交
戦
国
に
よ
る
非
人
道
的
行
為
の
反

省
か
ら
、
ま
た
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
か
ら
独
立
す
る
形
で
生
ま
れ
た

と
い
う
経
緯
か
ら
、
こ
れ
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
い
ず

れ
の
犯
罪
も
、
今
日
で
は
「
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重

大
な
犯
罪
」
と
し
て
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）（
二
〇
〇
二
年
～
）
の
対

象
犯
罪
と
な
っ
て
い
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
五
条
一
項
）。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
「
広
義
の
戦
争
犯
罪
」
に
含
め
ら
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
集
団
殺
害
犯
罪
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
今

日
、
戦
争
（
武
力
紛
争
）
と
の
関
連
性
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
事

実
、
集
団
殺
害
犯
罪
に
つ
い
て
は
「
平
時
に
行
わ
れ
る
か
戦
時
に
行

わ
れ
る
か
を
問
わ
ず
」
成
立
す
る
こ
と
が
す
で
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条

約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
一
条
）。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て

も
、
か
つ
て
一
九
四
五
年
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｍ

Ｔ
）
憲
章
（
第
六
条
⒞
）
や
一
九
四
六
年
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｍ
Ｔ

Ｆ
Ｅ
）
憲
章
（
第
五
条
ハ
）３

、一
九
九
三
年
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所

（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
規
程
（
第
五
条
）
で
は
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
が
求
め
ら
れ

て
い
た
が
、
そ
の
後
の
一
九
九
四
年
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
規
程
（
第
三
条
）
や
一
九
九
八
年
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
（
第
七
条
）
で
は

そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
武
力
紛
争
の
枠
組
み
に
収

ま
ら
な
い
個
々
の
犯
罪
構
成
要
件
の
多
元
的
な
展
開
を
迎
え
た
今
で

も
な
お
、
以
上
の
個
々
の
犯
罪
を
「
広
義
の
戦
争
犯
罪
」
と
総
称
す
れ

ば
戦
争
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
無
用
の
混
乱
と
誤
解
を
招
く
お
そ
れ

が
あ
る
た
め
、
近
年
で
は
こ
れ
に
代
わ
っ
て
国
際
法
上
の
中
核
犯
罪

（core crim
es

）
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

⑵
狭
義
の
戦
争
犯
罪

（
１
）
国
際
法
上
の
「
戦
争
犯
罪
」
と
国
内
法
上
の
「
戦
時
犯
罪
」
と
の
区
別

こ
れ
に
対
し
て
「
狭
義
の
戦
争
犯
罪
」
と
は
、
武
力
紛
争
時
に
当
該

紛
争
と
の
関
連
で
個
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
各
種
法
益
侵
害
行
為
の
う

ち
、
国
際
的
ま
た
は
国
内
の
裁
判
機
関
で
処
罰
可
能
な
も
の
を
広
く

指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
内
実
は
、
条
約
ま
た
は
安
保

理
決
議
に
よ
り
国
際
法
上
定
義
さ
れ
た
も
の
と
各
国
国
内
法
に
よ
り

定
義
さ
れ
た
も
の
と
で
異
な
る
。「
狭
義
の
戦
争
犯
罪
」
と
い
え
ば
か

つ
て
は
後
者
の
場
合
の
み
を
指
し
、
日
本
で
は
「
戦
時
犯
罪
」
ま
た
は

「
戦
時
重
罪
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

４

。
と
こ
ろ
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・

東
京
裁
判
以
後
、
個
人
の
刑
事
責
任
を
国
際
裁
判
機
関
で
裁
く
た
め

に
国
際
法
が
戦
争
犯
罪
と
は
何
か
を
直
接
定
義
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

保
護
法
益
が
互
い
に
異
な
る
国
際
法
上
と
国
内
法
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の

犯
罪
に
つ
い
て
戦
争
犯
罪
と
い
う
同
一
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
疑

義
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

５

―
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
本

稿
で
は
便
宜
上
、
前
者
の
場
合
を
「
戦
争
犯
罪
」
と
呼
び
、
後
者
の
場

合
を
「
戦
時
犯
罪
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る

６

―
。

（
２
）
国
際
法
上
の
戦
争
犯
罪

―
国
際
社
会
全
体
の
法
益
の
保
護

国
際
法
上
の
戦
争
犯
罪
と
は
、
国
際
裁
判
機
関
で
処
罰
可
能
な
個

人
の
国
際
人
道
法
違
反
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
処
罰
の
主
た
る

目
的
は
、
人
道
法
違
反
に
対
す
る
応
報
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
人

道
法
違
反
の
予
防
ま
た
は
抑
止
を
通
じ
て
同
法
の
目
的
で
あ
る
人
間

の
尊
重
と
「
人
道
の
基
本
的
考
慮
（elem

entary considerations of hum
an-

ity

）」
を
中
核
と
し
た
国
際
社
会
全
体
の
法
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ

る
と
い
え
る

７

。
し
か
し
、
処
罰
対
象
と
な
る
同
法
の
違
反
行
為
の
範

囲
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
裁
く
裁
判
所
の
設
立
文
書
毎
に
異
な
っ
て
お

り
、
ど
こ
ま
で
国
際
人
道
法
の
履
行
確
保
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
は
個
別
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｉ
Ｍ
Ｔ
憲
章
（
第
六
条
⒝
）
や
Ｉ
Ｍ
Ｔ
Ｆ
Ｅ
憲
章
（
第
五
条
ロ
）
に
お
い

て
戦
争
犯
罪
と
は
、
第
二
次
大
戦
に
か
か
る
「
戦
争
法
規
又
は
戦
争

慣
例
の
違
反
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
（
第

一
～
三
条
）
で
も
、
一
九
九
一
年
以
後
の
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
に
お
け
る
人

道
法
の
著
し
い
違
反
行
為
（serious violations

）
に
限
定
さ
れ
た
上
で
、

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
（grave breaches

）
と

戦
争
法
規
慣
例
の
違
反
が
対
象
と
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程（
第
四
条
）

で
は
、
一
九
九
四
年
の
間
に
行
わ
れ
た
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
に
か
か
る
人

道
法
の
著
し
い
違
反
行
為
と
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
第
三

条
と
一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
二
追
加
議
定
書
の
違
反
の
み
が
対

象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
各
規
程
に
よ
っ
て
戦
争
犯
罪
の
内

容
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
性
質
の
異
な
る
武
力
紛
争
で
の
違
反
行
為

に
特
化
し
た
各
臨
時
裁
判
機
関
の
管
轄
権
と
そ
の
役
割
に
対
す
る
制

約
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
常
設
の
国
際
裁
判
機
関
で
あ
り
、
特
定

の
武
力
紛
争
に
特
化
し
た
も
の
で
も
な
い
。
現
在
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
（
第

八
条
）
で
は
二
〇
〇
二
年
七
月
の
発
効
後
に
生
じ
た
国
際
的
武
力
紛
争
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と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
双
方
に
適
用
可
能
な
国
際
人
道
法
の
著
し

い
違
反
行
為
が
広
く
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
と
す
る
戦
争
犯
罪
と
定
義
さ
れ
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
、
同
諸
条
約
共
通
第
三
条
の

著
し
い
違
反
、
お
よ
び
適
用
可
能
な
法
規
慣
例
に
対
す
る
そ
の
他
の

著
し
い
違
反
が
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
戦
争
犯
罪
と
な

る
具
体
的
な
人
道
法
違
反
行
為
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、

例
示
列
挙
が
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
国
際
刑
事
裁
判
機
関
の

諸
規
程
と
は
対
照
的
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
一
転
し
て
限
定
列
挙
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
同
規
程
に
つ
い
て
は
、
改
正
を
重
ね
る
こ

と
で
戦
争
犯
罪
と
な
る
人
道
法
の
著
し
い
違
反
の
具
体
的
行
為
の
範

囲
を
拡
大
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
他
の
人
道
法
違
反
行
為

の
処
罰
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
行
為
を
も
対
象
犯
罪
と
す
る
国
際
裁
判

機
関
が
別
途
設
置
さ
れ
な
い
限
り
、
自
国
の
戦
時
犯
罪
に
対
し
て
管

轄
権
を
持
つ
各
国
の
裁
判
機
関
に
よ
る
刑
事
罰
か
、
あ
る
い
は
軍
隊

指
揮
官
等
に
よ
る
懲
戒
罰
に
委
ね
ら
れ
る
よ
り
他
は
な
い
と
い
え
る

だ
ろ
う

８

。

（
３
）
国
内
法
上
の
戦
時
犯
罪

―
国
家
安
全
保
障
上
の
法
益
と
諸
国
の

共
通
法
益
の
保
護

こ
れ
に
対
し
て
国
内
法
上
の
戦
時
犯
罪
と
は
、
戦
時
ま
た
は
武
力

紛
争
時
の
行
為
を
理
由
に
各
国
で
処
罰
対
象
と
な
る
国
内
法
益
侵
害

行
為
を
い
う
。
い
か
な
る
行
為
が
戦
時
犯
罪
に
該
当
す
る
か
は
、
国

際
人
道
法
違
反
を
構
成
要
件
と
す
る
か
ど
う
か
も
含
め
、
基
本
的
に

各
国
が
自
国
の
保
護
す
る
法
益
に
照
ら
し
て
国
内
法
に
よ
り
独
自
に

定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
該
犯
罪
は
、
人
道
法
違
反
だ
け
で
な

く
各
国
独
自
の
国
内
戦
時
法
規
違
反
を
も
含
み
得
る
こ
と
か
ら
、
人

道
法
違
反
の
み
を
対
象
と
す
る
国
際
法
上
の
戦
争
犯
罪
と
は
異
な
り
、

国
に
よ
っ
て
は
敵
の
間
諜
行
為
（espionage

）
や
自
国
民
に
よ
る
戦
時

反
逆
（w

ar treason

）
の
よ
う
な
人
道
法
上
禁
止
さ
れ
な
い
行
為
ま
で
を

も
包
み
得
る
こ
と
と
な
る

９

。
実
際
、
日
本
で
も
例
え
ば
自
衛
隊
法

は
、
武
力
紛
争
時
を
想
定
し
た
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
職
務
離
脱
や

上
官
命
令
へ
の
反
抗
・
不
服
従
、
部
隊
不
法
指
揮
等
の
行
為
に
対
し

て
刑
事
罰
を
科
し
て
い
る
が
（
第
一
二
二
条
）10

、
こ
う
し
た
行
為
も
ま

た
、
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
日
本
の
戦
時
犯
罪
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
〇
〇
一
年
以
後
の
対
テ
ロ
戦
争
を
契
機
に
論

争
を
呼
ん
で
き
た
米
国
の
戦
時
犯
罪
も
ま
た
独
自
の
コ
モ
ン
ロ
ー
体

系
を
背
景
と
し
て
お
り
、
人
道
法
違
反
行
為
と
そ
れ
以
外
の
国
内
法

益
侵
害
行
為
と
の
関
係
で
注
目
を
集
め
て
い
る

11

。

戦
時
犯
罪
の
処
罰
は
ま
た
、
か
つ
て
は
国
際
法
上
の
権
利
と
し
て

戦
争
ま
た
は
武
力
紛
争
の
当
事
国
（
交
戦
国
）
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い

た
た
め
、
捕
え
た
個
人
を
当
該
犯
罪
で
処
罰
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
も
、
主
に
自
国
の
安
全
や
公
共
秩
序
の
維
持
と
い
う
法
益
に
照
ら

し
た
そ
の
国
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

12

。
こ
の
た
め
、
国
家
元
首

の
地
位
や
上
官
命
令
抗
弁
を
含
む
自
国
へ
の
忠
誠
等
に
基
づ
く
免
責

や
赦
免
（am

nesty

）
等
に
加
え
、
紛
争
時
ま
た
は
そ
の
後
の
混
乱
を
含

む
各
国
事
情
を
反
映
し
た
様
々
な
理
由
か
ら
不
処
罰
（im

punity

）
と
さ

れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
時
犯
罪
処
罰

の
目
的
と
は
、
本
質
的
に
は
処
罰
国
の
安
全
保
障
上
の
法
益
を
保
護

す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。

し
か
し
な
が
ら
国
際
人
道
法
違
反
に
対
応
す
る
戦
時
犯
罪
の
場
合
、

当
該
犯
罪
の
処
罰
は
人
道
法
の
国
内
執
行
と
い
う
側
面
も
有
す
る
以

上
13

、
こ
う
し
た
交
戦
国
の
事
情
で
そ
の
処
罰
が
し
か
る
べ
く
行
わ

れ
な
い
と
な
れ
ば
、
同
法
の
履
行
ま
た
は
効
果
的
な
実
施
が
著
し
く

損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
お
よ
び
第
一
追
加
議
定
書
は
、
重
大
な
違
反
行
為
の
不
処

罰
が
締
約
国
内
で
生
じ
な
い
よ
う
、
当
該
行
為
と
自
国
と
の
結
び
つ

き
に
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
自
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
す

る
よ
う
、
普
遍
的
管
轄
権
の
設
定
を
す
べ
て
の
締
約
国
に
義
務
づ
け

た
（
第
一
条
約
第
四
九
・
五
〇
条
、
第
二
条
約
第
五
〇
・
五
一
条
、
第
三
条
約
第

一
二
九
・
一
三
〇
条
、
第
四
条
約
第
一
四
六
・
一
四
七
条
、
お
よ
び
第
一
追
加

議
定
書
第
八
五
条
）14

。
日
本
が
自
国
の
刑
法
（
第
四
条
の
二
）
と
国
際
人

道
法
違
反
行
為
処
罰
法
に
基
づ
い
て
人
道
法
の
的
確
な
実
施
を
確
保

す
る
態
勢
を
敷
い
て
い
る
の
も
、
こ
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違
反
の
な
か
で
も
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
交
戦
国
の

個
別
法
益
を
侵
害
す
る
犯
罪
か
ら
全
締
約
国
の
共
通
法
益
を
侵
害
す

る
犯
罪
へ
と
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
同
違
反
の
不
処
罰
の

問
題
を
制
度
的
に
克
服
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

お
よ
び
第
一
追
加
議
定
書
が
果
た
し
た
人
道
法
の
履
行
確
保
に
お
け

る
意
義
は
確
か
に
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
そ
れ
は
、
国
際

法
の
履
行
を
国
内
法
で
間
接
的
に
担
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
く
、
国
際
法
そ
れ
自
体
で
こ
れ
を
直
接
的
に
担
保

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

―
実
際
、

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
一
部
の
大
陸
法
系
諸
国
で
は
、
被
疑
者
の
行
為

が
人
道
法
違
反
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
処
罰
は
当
該
違
反

行
為
に
「
い
く
ら
か
類
似
性
の
あ
る
」
自
国
の
犯
罪
を
根
拠
に
行
わ
れ

て
い
た

15

―
。
こ
れ
は
、
違
反
者
が
最
終
的
に
相
応
の
刑
罰
さ
え

受
け
る
な
ら
人
道
法
違
反
を
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
し
よ
う

が
国
際
法
上
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
し
よ
う
が
関
係
な
い
、
と
い
う
応

報
的
な
刑
罰
論
か
ら
す
る
と
些
細
な
問
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
国
際
人
道
法
違
反
を
、
例
え
ば
手
続
証
拠
規
則
や
欠
席
裁

判
を
含
む
公
正
な
裁
判
基
準
が
異
な
る
特
定
の
国
の
普
通
刑
法
犯
罪

や
軍
事
刑
法
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
れ
ば
、
そ
れ
は
果
た
し
て
国
際
人
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道
法
違
反
を
処
罰
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
際
人
道
法
が

保
護
す
る
法
益
と
は
何
か

―
つ
ま
り
、
人
道
法
は
何
の
た
め
に
存

在
し
、
そ
の
違
反
は
何
の
た
め
に
裁
か
れ
る
の
か

―
を
考
え
る
こ

と
の
意
味
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
誰
が
誰
を
裁
く
の
か

と
い
う
問
題
と
無
関
係
で
は
な
い
。

Ⅱ　

国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
戦
争
犯
罪

処
罰
―
誰
が
、
誰
を
裁
く
の
か

⑴
管
轄
権
と
そ
の
限
界

以
上
の
よ
う
な
戦
時
犯
罪
処
罰
を
支
え
る
保
護
法
益
の
国
内
的
性

格
に
鑑
み
れ
ば
、
国
際
人
道
法
違
反
を
裁
く
の
に
最
も
相
応
し
い
場

は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
特
定
の
国
内
法
秩
序
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
、

国
際
社
会
を
代
表
す
る
多
国
籍
の
裁
判
官
に
よ
り
こ
れ
を
国
際
法
の

名
の
下
で
直
接
裁
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
裁
判
機
関
を
お
い
て

他
に
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
際
法
が
国
家
の
み
を
拘
束
す
る
諸
国
家

間
の
法
か
ら
個
人
を
も
拘
束
す
る
国
際
社
会
の
法
へ
と
発
展
を
遂
げ

た
の
で
あ
る
な
ら
、
国
際
人
道
法
違
反
は
、
締
約
国
間
の
共
通
法
益

を
侵
害
す
る
国
内
犯
罪
と
し
て
の
戦
時
犯
罪
で
は
な
く
、
国
際
社
会

全
体
の
法
益
を
侵
害
す
る
国
際
犯
罪
と
し
て
の
戦
争
犯
罪
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
国
際
社

会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪
」
の
一
つ
と
し
て
戦
争

犯
罪
を
裁
く
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
存
在
す
る
現
状
で
は
、
同
裁
判
所
が
人
道
法

違
反
を
裁
く
の
に
最
も
相
応
し
い
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
も
限
界
は
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
対
象
と
す
る
戦
争
犯
罪
は
す
べ
て
の
人
道
法
違
反
行
為
を

網
羅
し
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
、
同
裁
判
所
は
国
家
の
刑
事
裁
判
権

を
補
完
す
る
役
割
に
徹
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
前
文
第

一
〇
段
落
・
第
一
条
）。
こ
れ
は
、
た
と
え
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
を
構
成

す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
、
ま
た
は
行
わ
れ
て
い
る
と
信
ず
る
に
足
り

る
合
理
的
な
基
礎
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
管
轄
権
を
有

す
る
国
が
当
該
犯
罪
に
つ
い
て
自
国
内
で
捜
査
ま
た
は
訴
追
し
て
い

る
限
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
こ
れ
を
裁
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
例
外
は
、
そ
の
国
が
対
象
犯
罪
を
「
捜
査
又
は
訴
追
を
真

に
行
う
意
思
又
は
能
力
」
が
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
「
新
た
な
措
置
を

正
当
化
す
る
十
分
な
重
大
性
」
が
あ
る
こ
と

―
受
理
許
容
性

―

を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
自
ら
判
断
す
る
場
合
に
す
ぎ
な
い
（
第
一
七
条
）。
こ
う
し
た

Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
期
待
さ
れ
た
国
内
処
罰
の
補
完
的
役
割
は
、
国
連
の
強
制

措
置
と
し
て
国
内
裁
判
所
に
優
越
す
る
管
轄
権
を
付
与
さ
れ
て
い
た

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
と
は
対
照
的
で
あ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
九
条
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
第
八
条
）。

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
多
く
の
国
々
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
国
際
人
道
法
違
反
は
国
際
法
上
の
戦
争

犯
罪
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
場
で
確
実
に
裁
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
二
〇
ヵ
国
以
上
の
締
約
国
は
そ
れ
を
求
め
て
い
な
い

と
い
う
合
意
さ
れ
た
意
思
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
様
々
な
理

由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
そ
の
一
つ
と
し
て
、
紛
争
後
の
被
害

者
と
の
和
解
や
政
治
的
安
定
を
実
現
す
る
に
は
、
た
と
え
国
際
社
会

全
体
の
法
益
保
護
を
一
定
程
度
犠
牲
に
し
て
で
も
犯
罪
行
為
地
国
で

の
修
復
的
司
法
を
担
う
国
内
裁
判
機
関
に
よ
っ
て
中
核
犯
罪
が
裁
か

れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
移
行
期
正
義
の
議
論
が
あ
る
。東
チ
モ
ー

ル
や
コ
ソ
ヴ
ォ
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
等
に
か
か
る
紛
争

事
案
で
様
々
な
国
際
的
要
素
と
国
内
的
要
素
を
併
せ
持
っ
た
混
合
型

（hybrid

）・
国
際
化
型
（internationalized

）
の
裁
判
機
関
が
設
置
さ
れ
て

き
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
が
背
景
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う

16

。

ま
た
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
国
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
対
象
犯
罪
を
裁
く
こ

と
を
認
め
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
二
〇
二
二
年
九
月
時
点
で
の
締
約

国
数
は
一
二
三
ヵ
国
で
あ
る
が
、
非
締
約
国
の
中
に
は
国
連
安
保
理

常
任
理
事
国
の
米
国
や
ロ
シ
ア
も
含
ま
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
が
脱
退
し
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い
。
も
っ
と
も
非
締
約
国

が
関
係
す
る
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
次
の
場
合
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
こ
れ
を

裁
く
こ
と
は
制
度
上
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
行
為
地
国
も

し
く
は
犯
罪
被
疑
者
の
国
籍
国
の
い
ず
れ
か
が
締
約
国
で
あ
る
場
合
、

非
締
約
国
が
管
轄
権
を
受
諾
す
る
場
合
、
ま
た
は
対
象
犯
罪
が
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
態
を
国
連
安
保
理
が
国
連
憲
章
第
七
章
に
基

づ
く
措
置
と
し
て
付
託
す
る
場
合
で
あ
る
（
第
一
二
・
一
三
条
）。
他
方

で
、
そ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
拘
束
力
あ
る
安
保
理
決
議
で
そ

れ
を
求
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
非
締
約
国
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
協
力
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
訳
で
は
な
い

17

。
こ
れ
は
欠
席
裁
判
や
独
自
の
捜
査
権

限
が
認
め
ら
れ
な
い
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
と
っ
て
（
規
程
第
六
〇
条
一
項
・
六
三
条
・

第
九
部
）、
公
判
手
続
に
不
可
欠
と
な
る
発
付
し
た
逮
捕
状
執
行
や
被

疑
者
の
身
柄
確
保
、
証
拠
収
集
等
を
著
し
く
困
難
に
す
る
も
の
と
な

り
得
る
。

⑵
指
導
者
責
任
と
上
官
命
令
抗
弁

こ
う
し
た
限
界
を
抱
え
つ
つ
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
誰
を
裁
く
の
か

―

つ
ま
り
、
誰
を
処
罰
す
れ
ば
人
道
法
違
反
を
裁
い
た
こ
と
に
な
る
の

か

―
と
い
う
問
題
も
ま
た
、
戦
争
犯
罪
の
責
任
の
所
在
を
明
ら
か

に
す
る
上
で
は
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
対
象
と
す
る
戦

争
犯
罪
そ
の
他
の
中
核
犯
罪
は
往
々
に
し
て
国
家
や
軍
隊
そ
の
他
武

装
組
織
に
よ
っ
て
組
織
的
に
行
わ
れ
る
た
め
、
計
画
や
命
令
等
を
通

じ
て
当
該
犯
罪
を
主
導
し
た
指
導
者
を
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と

は
肝
要
で
あ
る

18

。
そ
の
た
め
の
法
理
と
し
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
東

京
裁
判
で
は
共
同
謀
議
な
ど
が
、
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
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裁
判
で
は
共
同
犯
罪
企
画
（joint crim

inal enterprise

）
な
ど
が
用
い
ら

れ
て
き
た
が
、
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
は
不
当
に
処
罰
範
囲
を

拡
大
し
得
る
も
の
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
も
き
た
。
そ
う
し
た
経
緯

を
踏
ま
え
つ
つ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
、
国
家
元
首
等
の
公
的
資
格
に
関

係
な
く
（
第
二
七
条
）、
指
導
者
が
い
か
な
る
場
合
に
犯
罪
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、「
単
独
で
、
他
の
者
と
共

同
し
て
、
又
は
他
の
者
が
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
か
否
か
に
か
か

わ
り
な
く
当
該
他
の
者
を
通
じ
て
当
該
犯
罪
を
行
う
こ
と
」
と
い
っ

た
、
間
接
共
同
正
犯
（indirect co-perpetration

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
（
第

二
五
条
三
項
⒜
）。

さ
ら
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
、
一
九
四
五
年
の
米
国
軍
事
審
問
委
員

会
（m

ilitary com
m

issions

）
に
よ
る
戦
時
犯
罪
処
罰
（
山
下
事
件
）
を
契
機

に
独
自
に
発
展
し
て
き
た
上
官
責
任
、
す
な
わ
ち
部
下
に
よ
る
犯
罪

行
為
に
対
す
る
上
官
の
指
揮
管
理
（com

m
and and control

）
責
任
も
認

め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
管
理
の
内
容
は
部

下
に
よ
る
犯
罪
行
為
の
防
止
や
処
罰
の
た
め
に
上
官
が
と
る
自
己
の

権
限
内
で
必
要
か
つ
合
理
的
な
措
置
を
含
む
一
方
、
上
官
の
了
知
に

つ
い
て
は
、
軍
隊
の
指
揮
官
と
文
民
の
上
官
と
で
異
な
る
基
準
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
実
質
的
な
管
理
の
下

に
あ
る
部
下
が
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
か
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

知
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
を
「
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
場
合
に
は

責
任
が
問
わ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
知
ら
な

く
て
も
そ
れ
を
明
ら
か
に
示
す
情
報
を
「
意
識
的
に
無
視
し
た
」
場
合

に
の
み
責
任
を
問
わ
れ
る
（
第
二
八
条
）。

最
後
に
、
上
官
と
部
下
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
刑
事
責
任
の
も
う
一

つ
の
問
題
と
し
て
、
上
官
命
令
の
抗
弁
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
定
め
ら
れ

て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る

19

。
戦
争
犯
罪
の
刑
事
責
任
が
誰
に
対
し

て
ま
で
及
ぶ
の
か
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
こ
の
抗
弁
が
最
も
論
争
を

呼
ん
だ
問
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
が

20

、
同
規
程
で
は
次
の
三
つ

の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
責
任
阻
却
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
犯
罪
の
実
行
行
為
者
が
政
府
ま
た
は
上
官
の
命

令
に
従
う
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
そ
の
命
令
が
違
法
で

あ
る
こ
と
を
当
該
者
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
そ
の

命
令
が
明
白
に
違
法
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
上
官
命
令
抗
弁
は
少
な
く
と
も
明
文
上
は
戦
争

犯
罪
の
場
合
を
想
定
し
て
お
り

21

、
集
団
殺
害
犯
罪
ま
た
は
人
道
に

対
す
る
犯
罪
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
実
行
す
る
よ
う
命
令
す

る
こ
と
が
明
白
に
違
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
第
三
の
要
件
を
充
足
せ
ず
、

当
該
抗
弁
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
第
三
三
条
）。

Ⅲ　

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
け

る
戦
争
犯
罪
処
罰

⑴「
広
義
の
戦
争
犯
罪
」
―
侵
略
犯
罪
、
集
団
殺
害
犯
罪
、
お
よ

び
人
道
に
対
す
る
犯
罪

以
上
を
踏
ま
え
て
次
に
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
目
を
向
け

て
み
よ
う
。
ま
ず
、
同
紛
争
で
生
じ
た
疑
い
の
あ
る
「
広
義
の
戦
争

犯
罪
」
の
中
で
現
在
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
管
轄
権
行
使
の
対
象
と
な
り
得

る
の
は
、
侵
略
犯
罪
を
除
く
集
団
殺
害
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、

そ
し
て
戦
争
犯
罪
で
あ
る

22

。
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
も
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
の
非
締
約
国
で
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
に
ロ
シ
ア
が
ク
リ
ミ
ア

半
島
と
ド
ン
バ
ス
地
方
に
軍
事
介
入
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
を
受
諾
す
る
宣
言
（
第
一
二
条
三
項
）
を
す
で

に
二
度
に
わ
た
り
行
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
日
本
を
含
む
締
約
国

四
三
ヵ
国
に
よ
る
付
託
に
基
づ
き
二
〇
二
二
年
三
月
二
日
に
検
察
官

が
捜
査
を
開
始
し
た
結
果
（
第
一
三
条
⒜
・
一
四
条
）、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に

お
い
て
対
象
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
態
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ

Ｃ
は
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

23

。
な
お
、
そ
こ
で

は
ロ
シ
ア
側
の
行
為
だ
け
で
な
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
行
為
も
対
象
と

な
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

他
方
、
侵
略
犯
罪
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
管
轄
権
行
使
の
た

め
の
特
別
の
条
件
が
別
途
定
め
ら
れ
て
お
り
、
犯
罪
行
為
地
国
と
犯

罪
被
疑
者
国
籍
国
の
双
方
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
締
約
国
で
あ
り
、
か
つ

侵
略
犯
罪
に
関
す
る
同
規
程
の
改
正
を
受
諾
し
て
い
る
か
（
第
一
五

条
の
二
）、
あ
る
い
は
国
連
安
保
理
に
よ
り
事
態
の
付
託
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
第
一
五
条
の
三
）。
今
回
の
紛
争
で
は

一
四
一
ヵ
国
の
国
々
が
国
連
総
会
決
議E

S-11/1

で
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
侵
略
行
為
と
し
て
非
難
し
た
も
の
の

24

、
上
述

の
よ
う
に
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
双
方
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
非
締
約

国
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
ロ
シ
ア
は
安
保
理
に
よ
る
付
託
を
妨
げ

る
拒
否
権
を
持
つ
常
任
理
事
国
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

今
回
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
侵
略
犯
罪
に
つ
い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
道
は
事

実
上
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
も
こ
う
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
管
轄
権
行
使
が
一
部
の
犯
罪
に

つ
い
て
可
能
に
な
る
と
し
て
も
、
検
察
官
に
よ
る
有
罪
の
証
明
に
つ

い
て
は
「
合
理
的
な
疑
い
」
を
超
え
た
裁
判
所
の
「
確
信
」
を
可
能
に
す

る
ほ
ど
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
（
規
程
第
六
六
条
）、
以
上
の
対

象
犯
罪
の
成
立
を
見
込
む
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
の

際
た
る
も
の
が
集
団
殺
害
犯
罪
だ
ろ
う
。
集
団
殺
害
罪
と
は
、「
国
民

的
、
民
族
的
、
人
種
的
又
は
宗
教
的
な
集
団
の
全
部
又
は
一
部
に
対

し
、
そ
の
集
団
自
体
を
破
壊
す
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
」
殺
害
等
の

行
為
を
い
う
が
（
第
六
条
）、
そ
の
よ
う
な
「
集
団
」
の
存
在
と
そ
れ
を
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「
破
壊
す
る
意
図
」

―
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
意
図
（genocidal 

intent

）

―
の
存
在
が
重
要
な
要
件
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
当
該
犯
罪

が
認
定
さ
れ
た
事
例
は
旧
ユ
ー
ゴ
や
ル
ワ
ン
ダ
で
の
虐
殺
と
少
な
い

と
い
う
事
実
も
ま
た
、
そ
の
成
立
の
困
難
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
繰

り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
の
紛
争
で
は
、
ブ

チ
ャ
や
イ
ル
ピ
ン
、
マ
リ
ウ
ポ
リ
、
イ
ジ
ュ
ー
ム
等
の
各
地
に
お
い

て
ロ
シ
ア
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
虐
殺
行
為
が
集
団
殺
害
犯
罪
に
該
当

し
得
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
法
的
に
は
ど
れ
だ
け
の
現
地
住
民

が
殺
害
さ
れ
た
か
で
は
な
く

―
実
際
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
し
ば
し

ば
大
量
虐
殺
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
が
適
切
で
は
な
い

―
、
被
疑

者
個
人
が
「
集
団
自
体
を
破
壊
す
る
意
図
」
を
も
っ
て
殺
害
等
の
行
為

を
行
っ
た
こ
と
を
裁
判
所
に
確
信
さ
せ
る
程
に
立
証
で
き
る
か
ど
う

か
が
鍵
と
な
る
。

む
し
ろ
以
上
の
虐
殺
行
為
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
構
成
す
る

可
能
性
の
方
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、

「
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
広
範
又
は
組
織
的
な
も
の

の
一
部
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
行
う
」

殺
人
や
拷
問
、
強
姦
等
の
行
為
を
い
う
。
同
犯
罪
の
成
立
に
重
要
な

の
は
、
攻
撃
の
対
象
が
非
軍
事
目
標
で
あ
る
「
文
民
た
る
住
民
」
で
あ

る
こ
と
、
攻
撃
が
「
国
又
は
組
織
の
政
策
」
の
下
で
「
広
範
又
は
組
織

的
な
も
の
の
一
部
と
し
て
」
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
被
疑
者
が
自

己
の
行
為
を
そ
う
し
た
性
格
を
持
つ
攻
撃
で
あ
る
と
「
認
識
（know

l-

edge

）」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
第
七
条
）。

⑵
戦
争
犯
罪

戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
並
ん
で
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
お
け
る
事
態
で
成
立
す
る
可
能
性
が
最
も
高
い
だ
ろ
う

―

な
お
、
同
一
の
実
行
行
為
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
戦
争
犯
罪
の
両

方
を
構
成
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る

―
。
実
際
、
国
連
総
会
決
議

E
S-11/1

で
も
ロ
シ
ア
に
よ
る
国
際
人
道
法
違
反
が
非
難
さ
れ
た

25

。

た
だ
し
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
ロ
シ
ア
側
だ
け
で
な
く
ウ

ク
ラ
イ
ナ
側
の
行
為
に
つ
い
て
も
個
人
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
対
象
と
す
る
戦
争
犯
罪
は
、
上
述
の
よ
う
に
国
際
人
道

法
の
著
し
い
違
反
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
行
為
を
い
う
が
、
人
道
に
対

す
る
犯
罪
の
よ
う
に
組
織
的
な
政
策
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と

ま
で
を
構
成
要
件
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
は
確
か
に
「
計
画
若
し
く
は
政
策
の
一
部
と
し
て
又
は
大

規
模
に
行
わ
れ
た
」
も
の
に
言
及
し
て
い
る
が
、「
特
に
」
と
い
う
文

言
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
対
象
と
す
る
戦
争
犯
罪
は
そ
れ

に
限
定
さ
れ
な
い
（
第
八
条
一
項
）。
ま
た
主
観
的
要
素
に
つ
い
て
も
、

集
団
殺
害
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成

要
件
と
し
て
特
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
適

用
す
る
刑
法
の
一
般
原
則
に
従
い
、「
故
意
に
及
び
認
識
し
て
客
観
的

な
要
素
を
実
行
す
る
場
合
に
の
み
」
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
第
三
〇
条
）。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
事
態
で
戦
争
犯
罪
を
構
成
し
得
る
具
体
的

な
行
為
に
つ
い
て
は
様
々
な
も
の
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
双
方
の
側
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
捕
虜

の
殺
害
そ
の
他
非
人
道
的
取
扱
い
等
の
戦
争
犯
罪
（
第
八
条
二
項
⒜
ⅰ
・

ⅱ
）・
ⅲ
・
⒱
・
ⅵ
）
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

26

。
む
ろ
ん
、
個

別
に
見
れ
ば
ロ
シ
ア
の
側
に
よ
る
無
辜
の
文
民
の
犠
牲
を
伴
う
戦
争

犯
罪
の
疑
い
が
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
占
領
地
で
文
民
を
殺
害
し
た
り
、
ロ

シ
ア
軍
の
た
め
に
強
制
し
て
捕
虜
と
共
に
服
務
さ
せ
た
り
（
同
項
⒜
ⅰ
・

⒱
）、
人
道
回
廊
等
を
通
じ
た
救
済
品
の
分
配
を
故
意
に
妨
げ
る
こ
と

で
飢
餓
の
状
態
を
故
意
に
利
用
し
た
り
す
る
（
同
項
⒝

（xxv）
））
等
の
疑
い

が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

27

。
さ
ら
に
、
適
正
な
手
続
き
を
欠
い

た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
の
文
民
を
対
象
と
し
た
抑
留
や
拷
問
そ
の
他

の
虐
待
、
占
領
地
に
お
け
る
略
奪
行
為
や
現
地
住
民
の
ロ
シ
ア
へ
の

追
放
等
の
戦
争
犯
罪
（
同
項
⒜
ⅱ
・
ⅲ
）・
ⅵ
～
ⅷ
・
⒝

（xvi）
）
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
信
頼
に
足
る
証
拠
が
あ
る
と
の
踏
み

込
ん
だ
見
方
も
あ
る

28

。
対
照
的
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
各
地
で
行
わ
れ
て

き
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
一
連
の
攻
撃
に
つ
い
て
の
戦
争
犯
罪
の
立
証
に

は
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
言
語
に
絶
す
る
攻
撃
の
惨

状
が
連
日
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
個
々
の
攻
撃

の
国
際
人
道
法
上
の
適
法
性
評
価
は
「
攻
撃
の
結
果
で
は
な
く
、
む

し
ろ
紛
争
当
事
者
に
よ
る
事
前
の
評
価
（ex ante evaluation

）」
に
基
づ

い
て
な
さ
れ
る
う
え
、
攻
撃
に
関
す
る
一
般
原
則
、
す
な
わ
ち
区
別

原
則
、
比
例
性
原
則
お
よ
び
予
防
原
則
の
解
釈
適
用
を
行
う
際
に
は
、

そ
れ
ら
が
定
め
る
複
雑
な
諸
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
追
加
議
定
書
第
五
一
条
五
項
⒝
・
五
二
条
二

項
・
五
七
条
）29

。
そ
の
た
め
に
は
攻
撃
国
ロ
シ
ア
と
被
攻
撃
国
ウ
ク
ラ

イ
ナ
双
方
の
軍
事
計
画
の
情
報
が
不
可
欠
と
な
る
た
め
、
仮
に
ウ
ク

ラ
イ
ナ
か
ら
の
協
力
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
肝
心
の
攻
撃
国
で
あ

る
ロ
シ
ア
か
ら
の
協
力
が
な
け
れ
ば
戦
争
犯
罪
の
成
否
を
判
断
す
る

こ
と
は
著
し
く
困
難
と
な
る
だ
ろ
う

30

。

⑶
戦
時
犯
罪

し
か
も
戦
争
犯
罪
は
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違
反
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
人
道
法
違
反
行
為
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯

罪
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
実
際
、
例
え
ば
攻
撃
の
際
の
予
防
原
則
そ
れ

自
体
の
違
反
は
戦
争
犯
罪
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
し
、
い
わ
ゆ

る
「
誤
爆
」
と
称
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
故
意
で
な
い
非
軍
事
目
標
へ
の
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攻
撃
等
も
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
国
際
刑
事
裁
判

の
対
象
に
な
ら
な
い
人
道
法
違
反
行
為
の
実
行
者
と
そ
れ
を
指
揮
監

督
し
た
上
官
の
処
罰
は
、
管
轄
権
を
持
つ
国
に
よ
る
戦
時
犯
罪
処
罰

と
懲
戒
罰
に
委
ね
ら
れ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ

に
し
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
補
完
性
原
則
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
仮
に
戦

争
犯
罪
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
集
団
殺
害
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る

犯
罪
と
い
っ
た
他
の
対
象
犯
罪
の
場
合
と
同
様
に
、
裁
判
権
は
一
義

的
に
は
締
約
国
の
国
内
裁
判
所
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
国
際
人
道
法
違
反
の
処
罰
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
設
置
さ
れ

た
今
で
も
な
お
、
国
内
制
度
で
あ
る
戦
時
犯
罪
処
罰
制
度
が
基
本
な

の
で
あ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
庁
に
よ
れ
ば
、
本
稿
執
筆
時
点
で
三
万
六
千
件

以
上
の
戦
争
法
規
慣
例
反
の
国
内
犯
罪
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
刑
法
第
四
三
八

条
）
が
認
知
さ
れ
て
い
る

31

。
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
兵
に

よ
る
文
民
の
殺
害
を
裁
い
た
シ
シ
マ
リ
ン
事
件
を
嚆
矢
と
し
て
す
で

に
公
判
手
続
が
進
行
ま
た
は
終
了
し
て
い
る
が
、
証
拠
収
集
を
始
め

と
し
て
他
国
か
ら
様
々
な
司
法
上
の
援
助
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い

え
32

、
そ
の
膨
大
な
数
の
犯
罪
認
知
件
数
は
、
国
民
総
動
員
令
に
基
づ

い
て
敵
対
行
為
と
法
執
行
活
動
の
双
方
を
強
い
ら
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
と
っ
て
は
到
底
容
易
に
扱
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

33

。
む
ろ

ん
、
こ
の
う
ち
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
行
為
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
行
っ
た
ま
た
は
命
じ
た
者
を
日
本
を
含
む
同
条
約
の
他

の
締
約
国
に
引
き
渡
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
受
理
許
容
性
の

判
断
如
何
に
よ
っ
て
は
、
重
大
な
違
反
行
為
を
含
む
国
際
人
道
法
の

著
し
い
違
反
行
為
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
裁
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
人
道
法
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
現
行
国
際
法
上
そ
の
処
罰
は
義
務

的
で
は
な
い
た
め
、
懲
戒
罰
の
可
否
も
含
め
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ

ア
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
広
義
の
戦
争
犯
罪
」
と
も
称
さ
れ

て
き
た
中
核
犯
罪
を
特
定
の
国
の
法
益
侵
害
行
為
と
し
て
裁
く
こ
と

が
ど
こ
ま
で
国
際
社
会
全
体
の
法
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
の
か

は
、
国
際
法
の
存
在
理
由
に
か
か
わ
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
る

34

。
今

回
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
け
る
集
団
殺
害
犯
罪
、
人
道

に
対
す
る
犯
罪
、
そ
し
て
戦
争
犯
罪
と
そ
れ
以
外
の
人
道
法
違
反
の

処
罰
を
め
ぐ
っ
て
、
国
際
法
と
各
国
の
国
内
法
が
ど
の
よ
う
な
相
互

作
用
を
実
現
す
る
の
か

―
あ
る
い
は
し
な
い
の
か

―
は
、
国
際

社
会
、
そ
し
て
国
際
法
の
国
際
社
会
の
法
と
し
て
の
成
熟
度
な
い
し

到
達
点
を
示
す
一
つ
の
重
要
な
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
戦
争
犯
罪
」
は
多
元
的
な
法
制
度
上
の
概
念
で
あ
る
。
国
際
法
で

定
義
さ
れ
る
犯
罪
を
理
由
に
個
人
を
国
際
裁
判
所
で
直
接
裁
く
国
際

法
の
平
面
で
は
、
平
和
に
対
す
る
罪
（
侵
略
犯
罪
）、
戦
争
犯
罪
、
人
道

に
対
す
る
犯
罪
、
そ
し
て
集
団
殺
害
犯
罪
が
「
広
義
の
戦
争
犯
罪
」
と

し
て
総
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
戦
争
犯
罪
だ
け
が
「
狭
義
の
戦

争
犯
罪
」
と
し
て
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
集
団

殺
害
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
戦
争
ま
た
は
武
力
紛
争
と
の
結

び
つ
き
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
を
戦
争
犯

罪
と
称
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
国
際
法
の
平
面
で
は
、「
狭
義
の

戦
争
犯
罪
」
だ
け
が
戦
争
犯
罪
と
称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
の
国
際
法
上
の
戦
争
犯
罪
と
は
、
武
力
紛
争
に
適
用
さ

れ
る
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違
反
を
指
す
。
と
こ
ろ
が
、
国
内
法
の

平
面
に
お
い
て
戦
争
犯
罪
（
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
戦
時
犯
罪
」）
と
は
、

武
力
紛
争
時
に
お
け
る
そ
の
国
の
国
内
法
益
侵
害
行
為
を
指
す
。
そ

こ
に
は
国
際
人
道
法
違
反
と
な
る
行
為
が

―
著
し
い
違
反
行
為
で

あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と

―
必
ず
し
も
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
際
法
上
の
戦
争
犯
罪
と
国
内
法
上
の

戦
争
犯
罪
は
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
各
国
国
内
法
の
間
に

お
い
て
も
戦
争
犯
罪
の
内
容
は
多
様
な
も
の
と
な
り
得
る
。

国
際
法
で
定
義
さ
れ
る
戦
争
犯
罪
を
ど
こ
ま
で
自
国
の
国
内
法
上

の
戦
争
犯
罪
（
戦
時
犯
罪
）
に
反
映
さ
せ
る
か
は
、
そ
の
国
次
第
で
あ
る
。

国
内
裁
判
所
が
自
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
を
裁
く
も
の
で
あ
る
限
り
、

国
際
法
が
戦
争
犯
罪
を
い
か
な
る
行
為
と
定
義
し
よ
う
と
も
、
自
国

の
裁
判
所
で
こ
れ
を
直
接
適
用
す
る
こ
と
を
そ
の
国
が
認
め
な
い
限

り
、
関
係
は
な
い
。
各
国
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
自
国
が
自
国
の

裁
判
所
で
裁
く
た
め
に
自
国
の
国
内
法
で
戦
争
犯
罪
を
ど
の
よ
う
に

定
義
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
な
る
自
国
の
法
益
を
保
護
し
た
い
の

か
で
あ
る
。

国
際
法
上
の
戦
争
犯
罪
、
す
な
わ
ち
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違

反
は
、
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
犯
罪
の
一
つ
と

し
て
、
各
国
の
国
内
犯
罪
と
は
性
質
上
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
裁
く
こ
と
に
特
化
し

た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
呼
ば
れ
る
国
際
裁
判
所
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
上
官

責
任
や
上
官
命
令
抗
弁
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
、
誰
を
い
か
な
る
手

続
で
裁
く
の
か
を
規
律
し
た
独
自
の
戦
争
犯
罪
処
罰
制
度
が
国
際
法

制
度
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、

対
象
犯
罪
の
処
罰
に
際
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
よ
う
に
各
国

の
裁
判
管
轄
権
に
優
先
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
限

界
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
は
一
義
的
に
は
規
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程
締
約
国
の
国
内
犯
罪
（
戦
時
犯
罪
）
処
罰
に
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
が
十

分
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
の
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
裁
判
管
轄
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
戦
争
犯
罪

に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
条
約
で

列
挙
さ
れ
て
い
な
い
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違
反
以
外
の
人
道
法
違

反
行
為
ま
で
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
戦
争
犯
罪
処
罰
の
目
的
が
国
際
人
道
法
の
履

行
確
保
に
あ
る
な
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
国
際
社
会
は
未
だ
十
分

な
国
際
刑
事
裁
判
制
度
を
持
つ
に
至
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

国
際
法
の
下
で
あ
ろ
う
と
国
内
法
の
下
で
あ
ろ
う
と
、
犯
罪
を

構
成
す
る
行
為
が
罰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
過
程
で
な
さ
れ
る
事
実
認
定
の
積
み
重
ね
も
、
歴
史
の
真
実
を

明
ら
か
に
す
る
社
会
の
営
み
と
し
て
重
大
な
意
義
を
有
す
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
法
の
裁
き
を
受
け
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
な
ぜ
そ
の
行

為
が
処
罰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
理
由
が
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
犯
罪
類
型
毎
に
異
な
る
保
護
法
益
が
存
在

す
る
以
上
、
処
罰
理
由
も
そ
れ
に
応
じ
て
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。

我
々
が
連
日
目
に
す
る
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
で
生
じ
た
と

さ
れ
る
「
戦
争
犯
罪
」
の
意
味
、
そ
し
て
そ
の
処
罰
の
行
方
や
在
り

方
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
概
念
の
持
つ
多
元
的
な

性
格
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
者
が
そ
こ
で
裁
か
れ
る

の
か
、
そ
れ
は
国
際
法
上
の
犯
罪
を
直
接
の
理
由
に
裁
か
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
国
内
法
上
の
犯
罪
を
直
接
の
理
由
に
裁
か
れ
る
の
か
。
そ

し
て
そ
れ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ロ
シ
ア
、
第
三
国
、
国
際
社
会
、
そ
し

て
被
害
者
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
す
の
か

35

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が

抱
え
る
膨
大
な
件
数
の
国
内
処
罰
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
受
理
許
容
性
の
観
点

か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
も
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。戦

争
犯
罪
処
罰
は
、
国
際
法
と
は
何
か

―
国
家
間
の
法
な
の
か

国
際
社
会
の
法
な
の
か

―
、
そ
し
て
国
際
人
道
法
は
何
の
た
め
に

存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
本
質
的
な
問
い
に
か
か
わ
る
問
題

で
あ
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
東
京
裁
判
以
降
は
、
第
二
次
大
戦
後

の
国
際
法
秩
序
の
一
つ
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
、
国
際
法
を
直
接
適

用
し
て
そ
の
違
反
者
を
裁
く
国
際
刑
事
裁
判
の
是
非
や
実
施
の
在
り

方
を
め
ぐ
っ
て
、
国
際
社
会
は
国
際
的
平
面
と
国
内
的
平
面
の
間
で

統
合
と
分
裂
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に

お
け
る
戦
争
犯
罪
処
罰
は
、
改
め
て
こ
の
国
際
法
の
進
化
の
度
合
い

を
測
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

 

（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
日
脱
稿
）

注１　

戦
争
犯
罪
処
罰
に
つ
い
て
は
日
本
で
も
数
多
く
の
文
献
が
存
在
す
る
。

さ
し
あ
た
り
、
黒
﨑
将
広
＝
坂
元
茂
樹
＝
西
村
弓
＝
石
垣
友
明
＝
森
肇

志
＝
真
山
全
＝
酒
井
啓
亘
『
防
衛
実
務
国
際
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一

年
）（
真
山
全
担
当
箇
所
）、
尾
﨑
久
仁
子
『
国
際
人
権
・
刑
事
法　

第

二
版
』（
信
山
社
、
二
〇
二
一
年
）、
村
瀬
信
也
＝
洪
恵
子
（
編
）『
国
際

刑
事
裁
判
所
―
最
も
重
大
な
国
際
犯
罪
を
裁
く　

第
二
版
』（
東
信
堂
、

二
〇
一
四
年
）
等
を
参
照
。

２　

実
際
、
両
裁
判
の
被
告
人
は
「
主
要
（
重
大
）
戦
争
犯
罪
人
（the m

ajor 
war crim

inals

）」
と
総
称
さ
れ
て
い
た
（
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章
第
一
条

お
よ
び
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章
第
一
条
）。

３　

も
っ
と
も
、
Ｉ
Ｍ
Ｔ
憲
章
や
Ｉ
Ｍ
Ｔ
Ｆ
Ｅ
憲
章
上
の
人
道
に
対
す

る
罪
は
、
少
な
く
と
も
文
言
上
は
「
戦
前
若
し
く
は
戦
時
中
に
な
さ
れ

た
」
行
為
と
の
規
定
が
示
す
よ
う
に
平
時
に
も
及
ぶ
広
が
り
を
見
せ
て

い
た
が
、「
裁
判
所
に
よ
っ
て
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
、
平
和
に
対
す
る

罪
や
通
例
の
戦
争
犯
罪
の
「
結
果
と
し
て
」
ま
た
は
そ
れ
と
「
関
連
し

て
」
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と

に
は
注
意
を
要
す
る
。
藤
田
久
一
『
戦
争
犯
罪
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）
一
三
七
頁
（
一
一
〇
―
一
一
三
、一
二
二
―
一
二
三
頁
）

参
照
。

４　

例
え
ば
、立
作
太
郎
『
戦
時
国
際
法
論
』（
日
本
評
論
社
、一
九
四
四
年
）

四
五
―
五
三
頁
。

５　

See, e.g., The U
K

 M
ilitary M

anual 

（1958

）; Belgium
’s Law

 of 
W

ar M
anual 

（1983

） in International Com
m

ittee of the Red Cross, 
Practice Relating to Rule 156. D

efinition of W
ar Crim

es, Custom
ary 

IH
L D

atabase, at https://ihl-databases.icrc.org/custom
ary-ihl/eng/

docs/v2_rul_rule156 

（as of O
ctober 3, 2022

）.

６　

ち
な
み
に
、
両
者
は
、
と
も
に
英
語
で
はwar crim

es 

（crim
e de 

guerre/K
riegsverbrechen

）
と
表
記
さ
れ
る
な
ど
、
必
ず
し
も
区
別
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
らwar crim

es

が
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
文
脈
に
照
ら
し
て
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

７　

See, e.g., Legality of the Threat or U
se of N

uclear W
eapons, A

dvisory 
O

pinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, p. 257, para. 79.

８　

See, e.g., The O
ffice of G

eneral Counsel of the U.S. D
epartm

ent 
of D

efense, Law
 of W

ar M
anual 

（hereinafter: U.S. Law
 of W

ar 
M

anual

）, June 2015 

（U
pdated D

ecem
ber 2016

）, pp. 1117-1118, 
para. 18.19.1.

９　

See, e.g., ibid., p. 1094, para. 18.9.5.3.

10　

ま
た
、
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
物
資
の
収
用
等
の
際
の
立
入
検
査
拒

否
・
忌
避
（
自
衛
隊
法
一
二
三
条
～
一
二
五
条
、
米
軍
等
行
動
関
連
措

置
法
第
一
七
条
）や
捕
虜
待
遇
に
か
か
る
医
療
従
事
者
の
秘
密
漏
洩（
捕

虜
取
扱
い
法
第
一
八
三
条
）
に
対
し
て
も
刑
事
罰
が
あ
る
。
国
民
保
護

法
も
指
定
行
政
機
関
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
命
令
に
従
わ
な

か
っ
た
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
し
て
い
る
（
第
一
八
八
条
）。

11　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、U.S. Law

 of W
ar M

anual, pp. 1093-94, 
para. 18.9.5. 

黒
﨑
将
広
「
交
戦
の
不
法
性
と
交
戦
者
の
不
法
性
―
米
国

ク
ヴ
ィ
リ
ン
事
件
最
高
裁
判
決
の
理
論
構
成
」
岩
沢
雄
司
＝
森
川
幸
一

＝
森
肇
志
＝
西
村
弓
（
編
） 『
国
際
法
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
小
寺
彰
先
生

追
悼
論
文
集
』 （
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
七
三
一
―
七
四
七
頁;

「『
対

テ
ロ
戦
争
』
へ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
適
用
―
ハ
ム
ダ
ン
事
件
」
森

川
幸
一
＝
兼
原
敦
子
＝
酒
井
啓
亘
＝
西
村
弓
（
編
）『
国
際
法
判
例
百
選

（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
二
二
八
―
二
二
九
頁
参
照
。

12　

Lassa O
ppenheim

, International Law, A
 Treatise: D

isputes, W
ar and 

N
eutrality, Vol. II 

（1906

）, pp. 266-267: 

「
国
際
法
は
も
っ
ぱ
ら
国
家
間
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の
み
の
法
で
あ
る
か
ら
、
私
人
が
武
器
を
と
る
こ
と
や
敵
対
行
動
を
と

る
の
を
禁
ず
る
国
際
法
諸
規
則
は
存
在
し
得
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ

う
な
行
動
を
と
る
私
人
は
、
軍
隊
の
構
成
員
が
有
す
る
特
権
を
享
受
し

な
い
が
ゆ
え
に
、
敵
国
は
、
慣
習
国
際
法
規
則
に
則
り
、
当
該
個
人
を

戦
時
犯
罪
人
と
み
な
し
て
処
罰
す
る
権
利
を
有
す
る
。
私
人
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
武
力
に
よ
る
敵
対
行
為
は
、
そ
れ
が
交
戦
行
為
に
つ
い
て
認

め
ら
れ
た
諸
規
則
に
実
際
に
反
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
敵
が
当
該

行
為
を
違
法
な
交
戦
行
為
と
み
な
し
て
処
罰
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
戦
時
犯
罪
と
な
る
の
で
あ
る
」。

13　

See, e.g., H
ersch Lauterpacht, “T

he Law
 of N

ations and the 
Punishm

ent of W
ar Crim

es, ” in E
lihu Lauterpacht ed., International 

Law, Being the Collected Papers of H
ersch Lauterpacht, Q

.C., L.L.D
., 

F.B.A
.: D

isputes, W
ar and N

eutrality, Parts IV
-X

IV
, Vol. 5 

（Cam
bridge 

U
niversity Press, 2004

）, p. 491.

14　

他
方
、
そ
の
他
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
防
止
に

必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
に
と
ど
ま
っ
た
（
第
一
条
約
第

四
九
条
、
第
二
条
約
第
五
〇
条
、
第
三
条
約
第
一
二
九
条
、
第
四
条
約

第
一
四
六
条
、
お
よ
び
第
一
追
加
議
定
書
第
八
六
条
一
項
、
第
八
七

条
）。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
追
加
議
定
書
第
八
五
条
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸

条
約
の
重
大
な
違
反
と
は
別
の
概
念
と
し
て
同
諸
条
約
の
「
著
し
い
違

反
（serious violations

）」
を
設
定
し
、
国
連
と
協
力
し
て
単
独
ま
た
は

共
同
し
て
行
動
す
る
よ
う
締
約
国
に
求
め
て
い
る
が
、
何
が
「
著
し
い

違
反
」
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
に
つ
い
て
ま
で
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
処
罰
義
務
を
課
す
も

の
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。

15　

Richard R. Baxter, “The M
unicipal and International Law

 Basis of 
Jurisdiction over W

ar Crim
es, ” in D

etlev F. Vagts, Theodor M
eron, 

Stephen M
. Schw

ebel, Charles K
eever 

（eds.

）, H
umanizing the Laws 

of W
ar: Selected W

ritings of Richard Baxter 

（O
xford U

niversity Press, 
2013

）, p. 59, pp. 60-61.

16　

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
下
谷
内
奈
緒
「
移
行
期
正
義
に
お
け
る

刑
事
処
罰
の
位
置
づ
け
」『
法
律
時
報
』
九
三
巻
七
号
（
二
〇
二
一
年
）

一
三
頁
。

17　

た
だ
し
、M

asahiro K
urosaki, “T

he Fight against Im
punity 

for C
ore International C

rim
es: Reflections on the C

ontribution 
of N

etw
orked E

xperts to a R
egim

e of A
ggravated State 

Responsibility, ” in H
olly Cullen, Joanna H

arrington and Catherine 
Renshaw

 

（eds.

）, The Role of E
xperts and N

etworks in International Law 

（Cam
bridge U

niversity Press, 2017

）, p. 257.

18　

こ
の
点
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
木
原
正
樹
『
国
際
犯
罪
の

指
導
者
処
罰
―
国
際
刑
事
裁
判
所
の
理
論
と
実
践
を
中
心
に
』（
法
律
文

化
社
、
二
〇
二
一
年
）、
佐
藤
宏
美
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
し
て

の
指
導
者
責
任
」『
世
界
法
年
報
』
第
三
七
号
（
二
〇
一
七
年
）。

19　

上
官
命
令
抗
弁
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
佐
藤
宏
美
『
違
法
な
命
令
の

実
行
と
国
際
刑
事
責
任
』（
有
信
堂
、
二
〇
一
〇
年
）。

20　

See, e.g., Lauterpacht, supra note 13, pp. 504-510.

21　

な
お
、
侵
略
犯
罪
の
場
合
に
は
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
上
官
命
令
抗

弁
が
認
め
ら
れ
得
る
と
見
る
も
の
と
し
て
、
黒
﨑
他
『
前
掲
書
（
注
一
）』

（
真
山
担
当
部
分
）、
七
五
一
―
七
五
二
頁
。

22　

久
保
田
隆
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
『
戦
争
犯
罪
』
と
国
際
刑
事
法
」

国
際
法
学
会
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
メ
ン
トN

o. 2022-11

（
二
〇
二
二
年
六

月
一
三
日
）
も
参
照
。

23　

See International Crim
inal Court, Situation in U

kraine, ICC-01/22, 
at https://w

w
w.icc-cpi.int/ukraine 

（as of O
ctober 3, 2022

）: 

「
こ

れ
ら
の
付
託
を
通
し
て
付
与
さ
れ
た
全
般
的
な
管
轄
権
の
範
囲
（the 

overall jurisdictional param
eters

）
に
従
い
、
か
つ
捜
査
の
焦
点
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
当
該
事
態
の
範
囲
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月

二
一
日
以
降
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
の
各
地
で
す
べ
て
の
者
が
行
っ
た
過

去
と
現
在
の
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
ま
た
は
集
団
殺
害
犯
罪

の
い
か
な
る
容
疑
も
網
羅
し
て
い
る
」。

24　

A
/RE

S/E
S-11/1, p. 3, para. 2. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
黒
﨑
将
広

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
国
際
法
秩
序
の
行
方
―
『
平
和
の
た
め
の
結
集
』

は
国
際
社
会
全
体
の
共
通
利
益
の
法
制
度
化
を
促
す
か
」『
安
全
保
障
研

究
』
第
四
―
二
巻
（
二
〇
二
二
年
六
月
）
六
六
―
八
〇
頁
も
見
よ
。

25　

A
/RE

S/E
S-11/1, p. 3, paras. 11-12.

26　

See, e.g., O
rganization for Security and Co-operation in E

urope 
O

ffice for D
em

ocratic Institutions and H
um

an Rights, Report on 
V

iolations of International H
um

anitarian and H
um

an Rights Law, 
W

ar Crim
es and Crim

es A
gainst H

um
anity Com

m
itted in U

kraine 
since 24 February 2022 by Professors W

olfgang Benedek, Veronika 
B

ílková and M
arco Sassòli 

（hereinafter: O
SC

E
 W

ar C
rim

es 
Report

）, O
D

IH
R.G

A
L/26/22Rev.1, 13 A

pril 2022., pp. 10-16.

27　

See ibid., pp. 16-17, 22, 24.

28　

See ibid., pp. 18, 22-24.

29　

Ibid., p. 25.

黒
﨑
将
広
「
戦
場
に
お
け
る
武
力
紛
争
法
の
支
配

―
軍

事
的
必
要
性
と
人
道
性
の
比
較
衡
量
と
軍
隊
指
揮
官
の
事
前
評
価
」『
法

学
教
室
』
五
〇
九
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）
も
参
照
。

30　

た
だ
し
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
の
情
報
が
十
分
に
得
ら
れ
な
く
て
も
、
一

連
の
攻
撃
パ
タ
ー
ン
か
ら
故
意
に
よ
る
人
道
法
違
反
の
攻
撃
で
あ
る

と
評
価
す
る
こ
と
は
方
法
論
上
可
能
か
も
し
れ
な
い
。See O

SCE
 W

ar 
Crimes Report, pp. 25-36.

31　

Prosecutor G
eneral ’s O

ffice of U
kraine, C

rim
es C

om
m

itted 
D

uring Full-Scale Invasion of the RF, at https://w
w

w.gp.gov.ua/ 

（as 
of O

ctober 3, 2022

）

32　

See, e.g., ICC, Statem
ent by ICC Prosecutor, K

arim
 A

.A
. K

han 
Q

C
: O

ffice of the Prosecutor joins national authorities in Joint 
Investigation Team

 on international crim
es com

m
itted in U

kraine, 
25 A

pril 2022; U.S. D
epartm

ent of State, The E
uropean U

nion, 
the U

nited States, and the U
nited K

ingdom
 establish the A

trocity 
Crim

es A
dvisory G

roup 

（ACA

） for U
kraine, M

ay 25, 2022. 

欧
州

安
全
保
障
協
力
機
構
（O

SCE
: O

rganization for Security and Co-
operation in E

urope

）
の
専
門
家
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
マ
ン
デ
ー
ト
の
一
つ

も
ま
た
、
関
連
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
将
来
管
轄
権

を
持
ち
得
る
国
内
・
地
域
・
国
際
裁
判
機
関
の
た
め
に
戦
争
犯
罪
等
に

関
す
る
「
情
報
を
収
集
・
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。O

SCE
 

W
ar Crim

es Report, pp. 1-2.

33　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
公
正
な
裁
判
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

G
aiane N

uridzhanian, “Prosecuting war crim
es: are U

krainian courts 
fit to do it?, ” E

JIL:Talk!, A
ugust 11, 2022, at https://w

w
w.ejiltalk.

org/prosecuting-war-crim
es-are-ukrainian-courts-fit-to-do-it/ 

（as of 
O

ctober 3, 2022

）.

34　

こ
の
点
は
、
国
際
刑
事
法
は
果
た
し
て
国
際
法
な
の
か
と
い
う
問
題

に
も
つ
な
が
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、山
本
草
二『
国
際
法（
新
版
）』（
有

斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
五
四
一
―
五
六
一
頁
参
照
。

35　

こ
の
関
連
で
、
締
約
国
で
あ
る
日
本
が
、
自
国
の
普
通
刑
法
を
中
心

と
し
つ
つ
国
際
人
道
法
違
反
行
為
処
罰
法
で
こ
れ
を
補
う
こ
と
で
Ｉ
Ｃ

Ｃ
の
対
象
犯
罪
を
処
罰
す
る
態
勢
を
敷
い
て
い
る
こ
と
の
是
非
は
―
た

と
え
そ
れ
が
、
対
象
犯
罪
の
国
内
不
処
罰
の
事
態
を
回
避
し
つ
つ
、
Ｉ
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Ｃ
Ｃ
に
よ
る
管
轄
権
行
使
を
容
易
に
す
る
た
め
に
政
策
上
敢
え
て
そ
う

し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
―
今
回
の
紛
争
を
契
機
に
改
め
て
問
わ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
真
山
全
「
日
本
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程

加
入
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
協
力
法
」
黒
﨑
他
『
前
掲
書
（
注
一
）』（
真
山
担
当
部
分
）

七
五
六
―
七
五
七
頁
も
参
照
。

 

は
じ
め
に

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
以
降
に
発
生
し
た
武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
、

国
家
対
国
家
の
紛
争
で
あ
る
国
際
的
武
力
紛
争

１

よ
り
も
、
少
な
く
と

も
紛
争
当
事
者
の
一
方
を
武
装
集
団
と
す
る
非
国
際
的
武
力
紛
争

２

の

方
が
、
残
酷
さ
を
増
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
二
〇
二
二
年
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
（
以
下
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
と
呼
ぶ
）
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
お
よ

そ
四
半
世
紀
が
経
っ
た
現
在
で
も
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
非
国
際
的

武
力
紛
争
と
同
じ
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
甚
大
な
被
害
を
生
じ
さ
せ

得
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
我
々
に
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
国

連
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
権
監
視
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
約
五
八
〇
〇

人
の
市
民
が
死
亡
し
、
約
八
三
〇
〇
人
の
市
民
が
負
傷
し
た
と
報
告

し
て
い
た
も
の
の
、
現
実
の
死
傷
者
数
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
多
い
こ

と
に
言
及
し
て
い
た

３

。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
は
、
こ
れ
だ
け
甚
大
な
被
害
を
生
じ
さ
せ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
武
力
紛
争
法
上
、
様
々
な
論
点
を
惹
起
す
る
こ
と

に
な
る
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
住
民
の
地
位
、
原
子
力
発
電
所
へ

の
攻
撃
を
契
機
と
す
る
害
敵
方
法
、
サ
イ
バ
ー
戦
を
端
緒
と
す
る
害

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
け
る
第
三
国
に
よ
る
軍
事
援
助

川
岸
　
伸

静
岡
大
学 

准
教
授

特
集

：

国
際
人
道
法
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

―
中
立
法
を
め
ぐ
っ
て
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敵
手
段
、
人
道
回
廊
の
設
定
に
伴
う
文
民
の
保
護
、
国
際
刑
事
裁
判

所
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
な
ど
、
極
め
て
多
岐
に
亘
る
論
点

が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に

お
け
る
第
三
国
に
よ
る
軍
事
援
助
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い
て
米
国
に
代
表
さ
れ
る
第
三
国
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
武
器
を
供
与
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事

援
助
を
実
施
し
て
き
た
と
い
う
事
実
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
立
法
が
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う

の
も
、
交
戦
国
と
第
三
国
と
の
間
の
関
係
は
中
立
法
に
よ
っ
て
規
律

さ
れ
（
交
戦
国
と
交
戦
国
と
の
間
の
関
係
は
交
戦
法
規
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

る
）、
第
三
国
は
交
戦
国
に
対
し
て
中
立
法
上
の
義
務
を
負
う
と
捉
え

ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
本
稿
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
け
る
第
三
国
に
よ

る
軍
事
援
助
が
中
立
法
上
合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を

検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訳
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
戦
争
違
法
化
・
武
力
不
行
使
原
則

の
確
立
し
た
現
代
国
際
法
に
お
い
て
中
立
法
が
ど
の
よ
う
な
規
則

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
未
だ
未
解
決
の
難
問
に
解
答

す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
本
稿
の
目
的
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
紛
争
が
中
立
法
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
の
か
と
い
う
問

題
を
第
三
国
に
よ
る
軍
事
援
助
に
関
す
る
国
家
実
行
を
素
材
と
し
な

が
ら
試
論
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
目
的
に
徴
し
て
、
ま

ず
、
本
稿
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
の
経
過
を
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
に

す
る
（
Ⅰ
）。
次
に
、
本
稿
は
中
立
法
上
何
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
整
理
す
る
（
Ⅱ
）。
そ
の
上
で
、
本
稿
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
紛
争
が
中
立
法
に
与
え
る
示
唆
を
試
論
的
に
検
討
し
（
Ⅲ
）、
結
論

を
示
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
開
始
か
ら
僅
か

数
ヶ
月
以
内
に
入
手
し
た
断
片
的
な
資
料
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た

た
め
、
検
討
が
あ
く
ま
で
も
素
描
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を

予
め
断
っ
て
お
く
。

Ⅰ　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
の
経
過

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、
ロ
シ
ア
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
集
団
殺

害
を
実
行
し
た
と
一
方
的
に
疑
わ
れ
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
（
ド
ネ

ツ
ク
と
ル
ガ
ン
ス
ク
）
の
住
民
を
保
護
す
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
な

が
ら

４

、「
特
別
軍
事
作
戦
」
と
呼
ぶ
作
戦
を
開
始
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
侵
攻
す
る
こ
と
に
な
る
。
翌
日
の
二
〇
二
二
年
二
月
二
五
日
、「
特

別
軍
事
作
戦
」
を
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
違
反
す
る
侵
略
で
あ
る

と
す
る
決
議
草
案
が
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
提
出
さ
れ
た

５

も
の
の
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
拒
否
権
行
使
の
結
果
、
採
択
さ
れ
な
か
っ
た

６

。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
事
態
に
直
面
し
て
国
連
総
会
は
、
第
一
一
緊
急
特

別
会
合
を
開
催
し
、
二
〇
二
二
年
三
月
二
日
、「
特
別
軍
事
作
戦
」
を

国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
違
反
す
る
侵
略
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
域
内
か
ら
の
ロ
シ
ア
軍
の
即
時
撤
退
を
要
請
す
る
決

議
を
採
択
す
る
こ
と
に
な
る

７

。

国
連
総
会
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
侵
略
で
あ
る
と
さ
れ
た
ウ
ク
ラ

イ
ナ
紛
争
に
顕
著
で
あ
っ
た
の
は
、
第
三
国
の
対
応
で
あ
っ
た
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
紛
争
が
開
始
さ
れ
て
以
降
、
第
三
国
は
、
資
金
を
提
供
し
、

武
器
を
供
与
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事
援
助

を
実
施
し
て
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
第
三
国
に
つ
い
て
は
、日
本
、

米
国
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
と

い
っ
た
Ｇ
７
の
主
要
七
ヶ
国
に
加
え
て
、
欧
州
連
合
の
加
盟
国
、
さ

ら
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
国
家
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
き

た
８

。
ま
た
こ
の
う
ち
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
多
く
の
軍
事
援
助
を

実
施
し
て
い
る
上
位
五
ヶ
国
の
第
三
国
と
し
て
は
、
第
一
位
に
米
国

が
、
第
二
位
に
イ
ギ
リ
ス
が
、
第
三
位
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
、
第
四
位

に
ド
イ
ツ
が
、
第
五
位
に
カ
ナ
ダ
が
そ
れ
ぞ
れ
ラ
ン
ク
し
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る

９

。

で
は
、
中
で
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
最
も
多
く
の
軍
事
援

助
を
実
施
し
て
き
た
米
国
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
軍
事
援
助
を
実

施
し
て
き
た
の
か
。
一
方
で
、
資
金
の
提
供
と
し
て
は
、
米
国
は
約

一
三
〇
億
米
ド
ル
に
及
ぶ
資
金
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
提
供
し
て

き
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

10

。
他
方
で
、
武
器
の
供
与
と
し
て
は
、
米

国
は
ミ
サ
イ
ル
、
ド
ロ
ー
ン
、
装
備
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
供
与

し
て
き
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

11

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｍ
Ｓ
と
呼
ば
れ
る
地
対
空
ミ
サ
イ
ル
シ
ス
テ
ム
、
ス
テ
ィ
ン
ガ
ー
対

空
シ
ス
テ
ム
、
ジ
ャ
ベ
リ
ン
対
戦
車
ミ
サ
イ
ル
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ゴ
ー

ス
ト
ド
ロ
ー
ン
、
榴
弾
砲
、
迫
撃
砲
、
Ｔ
Ｏ
Ｗ
と
呼
ば
れ
る
対
戦
車

ミ
サ
イ
ル
、
通
信
諜
報
装
備
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る

12

。

米
国
に
よ
る
軍
事
援
助
は
、
一
応
、
こ
の
よ
う
に
資
金
の
提
供
と
武

器
の
供
与
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、資
金
の
提
供
は
、

あ
く
ま
で
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
自
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る

武
器
を
入
手
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

13

。
こ
の
点
に

鑑
み
る
と
、
米
国
に
よ
る
軍
事
援
助
は
、
実
質
的
に
言
え
ば
、
武
器

の
供
与
を
第
一
義
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る

14

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
連
総
会
に
よ
っ
て
侵
略
で
あ
る
と
さ
れ
た

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
つ
い
て
は
、
第
三
国
の
対
応
が
特
筆
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
第
三
国
が
資
金
の
提
供
・
武

器
の
供
与
な
ど
を
通
じ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事
援
助
を
実
施

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

15

。
中
で
も
、
米
国
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
対
す
る
軍
事
援
助
は
規
模
の
観
点
に
お
い
て
群
を
抜
い
て
大
き
い
。

で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
は
中
立
法
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
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の
か
。
第
三
国
に
よ
る
軍
事
援
助
に
関
す
る
国
家
実
行
、
と
り
わ
け
、

米
国
の
国
家
実
行
を
素
材
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
い
に
接
近

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
目
的
か
ら
は
、
中
立
法
上

何
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
前
提
的
に
整
理
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
整

理
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ　

中
立
法
上
の
争
点

⑴
従
来
の
中
立
法
の
内
容

従
来
、
中
立
法
上
、
第
三
国
は
交
戦
国
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
中

立
国
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
も

の
の
、
戦
争
に
参
加
し
な
い
限
り
は
当
然
に
中
立
国
に
な
る
と
捉
え

ら
れ
て
き
た

16

。
こ
の
こ
と
は
、
中
立
法
が
こ
れ
ま
で
交
戦
国
と
中
立

国
と
い
う
二
つ
の
立
場
の
存
在
の
み
を
認
め
て
き
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る

17

。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
あ
る
第
三
国
が
中
立
国
に
な
れ
ば
、

当
該
第
三
国
は
交
戦
国
に
対
し
て
中
立
法
上
の
義
務
を
負
う
も
の
と

捉
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
中
立
法
上
の
義
務
と
し
て
は
、
容
認
義
務
、

防
止
義
務
、
避
止
義
務
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
七
年
の
陸
戦
中
立
条
約
と
海
戦
中

立
条
約

18

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た

19

こ
と
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
こ
れ
ら
の
条
約
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
確

認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
容
認
義
務
は
、
交
戦
国
が
戦
争
遂
行
に
あ
た
っ
て
実
施

す
る
行
為
に
よ
っ
て
中
立
国
国
民
に
対
し
て
及
ぼ
す
不
利
益
に
つ
い

て
は
、
中
立
国
は
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
容
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
義
務
を
意
味
し
て
い
る

20

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
容
認

義
務
に
対
応
し
て
、
交
戦
国
は
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
中
立
国
国
民

に
対
し
て
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
戦
時
禁
制
品
、
封
鎖
、
非
中
立
役
務
、
非
常
徴
用
権
な

ど
の
各
制
度
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
陸
戦
中
立
条
約

第
一
九
条
は
「
中
立
国
ノ
領
土
ヨ
リ
来
リ
タ
ル
鉄
道
材
料
ニ
シ
テ
該

中
立
国
又
ハ
私
立
會
社
若
ハ
個
人
ニ
属
シ
及
属
ス
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ

ハ
、
必
要
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
及
程
度
ニ
於
テ
ス
ル
ノ
外
、
交
戦
者

ニ
於
テ
之
ヲ
徴
發
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
、
非
常
徴
用

権
の
制
度
を
置
い
て
い
る

21

。

第
二
に
、
防
止
義
務
は
、
中
立
国
が
自
国
領
域
を
交
戦
国
の
戦
争

遂
行
に
あ
た
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

義
務
を
意
味
し
て
い
る

22

。
こ
の
防
止
義
務
は
、
陸
戦
中
立
条
約
と
海

戦
中
立
条
約
に
お
い
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
陸
戦

中
立
条
約
第
五
条
は
「
中
立
国
ハ
、
其
ノ
領
土
ニ
於
テ
第
二
条
乃
至

第
四
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
一
切
ノ
行
為
ヲ
寛
容
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
し
て
い
る
。
陸
戦
中
立
条
約
第
二
条
・
第
三
条
・
第
四
条
は
、
中

立
領
土
の
通
過
、
通
信
機
関
の
設
置
、
戦
闘
部
隊
の
編
成
と
い
う
交

戦
国
に
よ
る
行
為
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
中
立
国
は
、
こ
れ
ら
の

交
戦
国
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
交
戦
国
に
よ
っ
て
自
国
領
域
が

利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
若
干
の

違
い
が
中
立
国
領
土
に
お
け
る
防
止
義
務
と
中
立
国
領
海
に
お
け
る

防
止
義
務
と
の
間
に
あ
る

23

。

第
三
に
、
避
止
義
務
は
、
中
立
国
が
交
戦
国
の
一
方
に
対
し
て
戦

争
遂
行
に
あ
た
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接
の
援
助
を
与
え
て
は
な
ら
な

い
義
務
を
意
味
し
て
い
る

24

。
海
戦
中
立
条
約
第
六
条
は
「
中
立
国
ハ
、

如
何
ナ
ル
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
問
ハ
ス
、
交
戦
国
ニ
対
シ
直
接
又

ハ
間
接
ニ
軍
艦
、
弾
薬
又
ハ
一
切
ノ
軍
用
材
料
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
」
と
規
定
し
、
避
止
義
務
を
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
避
止

義
務
は
中
立
国
が
国
家
と
し
て
援
助
す
る
状
況
に
当
て
は
ま
る
の
で

あ
っ
て
、
中
立
国
国
民
が
私
人
と
し
て
援
助
す
る
状
況
に
当
て
は
ま

ら
な
い
。
陸
戦
中
立
条
約
第
七
条
と
海
戦
中
立
条
約
第
七
条
が
共
に

「
中
立
国
ハ
、
交
戦
者
ノ
一
方
又
ハ
他
方
ノ
為
ニ
ス
ル
兵
器
、
弾
薬
其

ノ
他
軍
隊
又
ハ
艦
隊
ノ
用
ニ
供
シ
得
ヘ
キ
一
切
ノ
物
件
ノ
輸
出
又
ハ

通
過
ヲ
防
止
ス
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
た
め
で
あ
る

25

。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
中
立
法
上
の
義
務
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
無
差
別
戦
争
観
の
登
場
と
連
動
し
て
、
第
三
国
に
課
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
26

。
中
立
法
上
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
簡
略
化
し
て
ま
と
め
れ
ば
、

第
三
国
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
回
避
し
、
交
戦
国
の
双
方
に

対
し
て
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も

の
で
あ
る

27

。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
従
来
、
そ
も
そ
も
、
戦
争
に
訴

え
る
こ
と
は
自
由
で
あ
っ
て
、
交
戦
国
の
い
ず
れ
か
一
方
を
正
当
と

し
、
交
戦
国
の
い
ず
れ
か
他
方
を
不
正
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
無
差
別
戦
争
観
が
介
在
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
き
た

28

。
こ
の
無

差
別
戦
争
観
の
影
響
の
下
、
第
三
国
は
、
あ
く
ま
で
も
交
戦
国
の
双

方
に
対
し
て
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
唱
え
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る

29

。

⑵
従
来
の
中
立
法
の
内
容
の
修
正
論

こ
の
よ
う
に
、
従
来
、
中
立
法
は
交
戦
国
と
中
立
国
と
い
う
二
つ

の
立
場
の
存
在
の
み
を
認
め
た
上
で
、
容
認
義
務
、
防
止
義
務
、
避

止
義
務
と
い
う
義
務
を
中
立
国
に
課
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

無
差
別
戦
争
観
、
す
な
わ
ち
、
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
は
自
由
で
あ
っ
て
、

交
戦
国
の
一
方
ま
た
は
他
方
を
正
当
ま
た
は
不
正
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
戦
争
観
が
こ
の
背
後
に
存
在
し
た
と
一
般
的
に
理
解

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
特
に
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
こ
の
中
立
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法
の
内
容
に
対
し
て
懐
疑
的
な
見
方
が
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
提
示

さ
れ
て
い
る

30

。
こ
れ
ら
の
多
く
の
論
者
は
、
無
差
別
戦
争
観
が
否
定

さ
れ
、
戦
争
違
法
化
・
武
力
不
行
使
原
則
が
確
立
し
た
現
代
国
際
法

に
お
い
て
は
、
中
立
法
の
内
容
を
従
来
と
同
じ
よ
う
に
把
握
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
興
味
深
い
の
は
、

こ
の
主
張
を
現
実
の
国
家
実
行
と
し
て
具
体
化
し
た
の
が
第
二
次
世

界
大
戦
参
戦
前
の
米
国
の
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
主
張
の
骨
子
を
よ
り
良
く
捉
え
る
目
的
か
ら
、
こ
の
米

国
の
立
場
を
取
り
上
げ
よ
う
。

第
二
次
世
界
大
戦
参
戦
前
、
米
国
は
武
器
貸
与
法
を
制
定
し
、
イ

ギ
リ
ス
な
ど
の
連
合
国
に
対
し
て
軍
事
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
た

31

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
米
国
の
司
法
長
官
を
務

め
たJackson

の
正
当
化
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る

32

。Jackson

は
「
私

は
中
立
の
特
別
な
規
則
が
一
九
世
紀
に
結
晶
化
し
、
様
々
な
ハ
ー

グ
条
約
に
お
い
て
大
幅
に
法
典
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
否
定
し
な

い
」33

と
し
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
が
陸
戦
中
立
条
約
な
ど
の
ハ
ー

グ
条
約
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か

し
、Jackson

は
「
こ
れ
ら
の
規
則
の
適
用
可
能
性
は
［
新
し
い
規
則

に
］
取
っ
て
代
え
ら
れ
た
」34

と
し
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
が
修
正

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
要
因
と
し

て
、Jackson

は
「
政
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
た
め
に

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
が
我
々
と
、
そ
の
他
の
諸
国
と
締
結
し

た
一
九
二
八
年
不
戦
条
約
は
戦
争
違
法
化
を
決
定
的
に
し
、
必
然
的

に
中
立
義
務
概
念
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」35

と
し
、
不
戦
条
約

を
軸
と
す
る
戦
争
違
法
化
に
言
及
し
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
は
戦
争
違
法
化
に
よ
っ
て

修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。Jackson

は
「
文
明
世
界
は
不
戦
条

約
に
違
反
す
る
侵
略
国
と
い
わ
れ
な
き
攻
撃
の
犠
牲
国
の
双
方
に
厳

格
な
公
平
さ
を
持
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
最
早
主
張
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」36

と
説
い
て
い
る
。
戦
争
違
法
化
は
、
侵
略

国
と
被
侵
略
国
と
い
う
二
つ
の
存
在
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
戦
争
違
法
化
に
よ
っ
て
不
正
な
交
戦
国
と
正
当
な

交
戦
国
と
い
う
二
つ
の
存
在
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結

果
、
第
三
国
に
つ
い
て
は
、
侵
略
国
と
被
侵
略
国
の
双
方
に
中
立
で

い
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
差
別
的
行
動
を
取
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、被
侵
略
国
を
援
助
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、

Jackson

は
「
米
国
そ
の
他
の
諸
国
は
一
九
二
八
年
以
降
国
際
法
制
度

に
お
け
る
戦
争
と
中
立
の
位
置
が
一
九
二
八
年
以
前
の
も
の
と
最
早

同
じ
で
な
い
と
い
う
事
実
を
根
拠
に
差
別
的
行
動
を
取
る
権
利
を
持

つ
」37

と
し
、「
現
状
に
お
い
て
米
国
は
連
合
国
を
合
法
的
に
援
助
す

る
こ
と
が
で
き
る
」38

と
結
論
付
け
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
のJackson

の
正
当
化
の
論
理
構
成
で
あ
る
。

Jackson

は
「
一
方
で
、
中
立
の
絶
対
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
、
他
方
で
、

交
戦
の
絶
対
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
現
実
の
国
家
実
行
の
基
準
と
一
致

せ
ず
、
一
定
の
不
公
平
な
行
為
が
中
立
法
上
合
法
と
な
る
第
三
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
」39

と
論
じ
て
い
る
。
従
来
、
中
立
法
は
交
戦

国
と
中
立
国
と
い
う
二
つ
の
立
場
の
存
在
の
み
を
認
め
て
き
た
も
の

の
、Jackson

は
も
う
一
つ
の
立
場
が
交
戦
国
と
中
立
国
と
の
間
に
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
構
成
の
結
果
、Jackson

は
、
第

三
国
と
し
て
、
交
戦
国
と
見
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
従
来
の
中
立
法
上

の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
被
侵
略
国
を
援
助
す
る
こ
と
が
で
き

る
）
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、

戦
争
違
法
化
・
武
力
不
行
使
原
則
の
確
立
し
た
現
代
国
際
法
に
お
い

て
従
来
の
中
立
法
の
内
容
は
修
正
さ
れ
た
の
か
、
修
正
さ
れ
た
と
し

て
、
ど
の
程
度
修
正
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
に
解
明

さ
れ
た
と
言
う
に
は
程
遠
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
説
上
は
、
論

争
が
継
続
し
て
い
る

40

。

Ⅲ　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
が
中
立
法
に
与
え

る
示
唆

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
け
る
第
三
国
に
よ
る
軍
事
援
助
が
中
立

法
上
合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
合
法
で
あ

る
と
評
価
す
る
論
者

41

も
い
れ
ば
、
違
法
で
あ
る
と
評
価
す
る
論
者

42

も
い
る
。
し
か
し
、
戦
争
違
法
化
・
武
力
不
行
使
原
則
の
確
立
し
た

現
代
国
際
法
に
お
い
て
従
来
の
中
立
法
の
内
容
は
修
正
さ
れ
た
の
か
、

修
正
さ
れ
た
と
し
て
、
ど
の
程
度
修
正
さ
れ
た
の
か
と
い
う
中
立
法

上
の
争
点
が
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
問
題
に
確
定
的
な
結
論
を
下
す
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
本
稿

は
、
こ
の
中
立
法
上
の
争
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

紛
争
は
中
立
法
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
の
か
、
よ
り
特
定
し

て
言
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
は
今
後
の
中
立
法
の
あ
り
方
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
試
論

的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
確
認
し
た
通
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い
て
は
、
Ｇ
７

の
主
要
七
ヶ
国
に
加
え
て
、
欧
州
連
合
の
加
盟
国
そ
の
他
の
諸
国
が

資
金
を
提
供
し
、
武
器
を
供
与
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に

対
し
て
軍
事
援
助
を
実
施
し
て
対
応
し
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
を
想
起
す
る
と
、
こ
れ
ら
第
三
国
は
避

止
義
務
に
違
反
し
た
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
第
三
国
は
、
一
見
す
る
と
、
交
戦
国
の
一
方

に
対
し
て
戦
争
遂
行
に
あ
た
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接
の
援
助
を
与
え

て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら

第
三
国
は
従
来
の
中
立
法
の
内
容
、
特
に
避
止
義
務
に
関
連
し
て
ど

の
よ
う
な
正
当
化
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
管
見
の
限
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り
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い

て
の
包
括
的
な
調
査
を
す
る
だ
け
の
資
料
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
関
連
の
国
家
実
行
を
特
定
す
る
こ

と
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
注
目

す
べ
き
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事
援
助
を
最
も
大
規
模
に
実

施
し
て
い
る
米
国
が
中
立
法
上
の
正
当
化
を
試
み
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
米
国
議
会
の
立
法
補
佐
機
関
で
あ
る
米

国
議
会
調
査
局
の
見
解
か
ら
一
定
程
度
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

43

。

二
〇
二
二
年
四
月
二
六
日
、
米
国
議
会
調
査
局
は
「
国
際
中
立
法
と

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
米
国
の
軍
事
援
助
」44

と
題
す
る
報
告
書
を
公

表
し
て
い
る
。
ま
ず
、
同
報
告
書
は
「
中
立
法
は
、
諸
国
が
中
立
国

と
交
戦
国
の
相
互
的
な
権
利
義
務
の
制
度
を
発
展
さ
せ
た
一
七
世
紀

と
一
八
世
紀
の
国
家
実
行
に
ル
ー
ツ
を
持
っ
て
い
る
」45

と
し
た
上
で
、

「
中
立
国
は
敵
対
行
為
に
参
加
し
な
い
義
務
を
、
ま
た
交
戦
国
に
対
す

る
行
為
に
お
い
て
公
平
で
あ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
」46

と
し
、
中
立

法
が
一
七
・
一
八
世
紀
に
起
源
を
有
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
中
立
法
が
主

と
し
て
公
平
の
義
務
か
ら
構
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ

の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
同
報
告
書
は
「
中
立
法
の
多
く
の
側
面
に

つ
い
て
は
、
一
九
〇
七
年
［
ハ
ー
グ
］
平
和
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ

た
二
つ
の
条
約
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」47

と
し
、
中
立
法
が

陸
戦
中
立
条
約
と
海
戦
中
立
条
約
に
お
い
て
基
本
的
に
規
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

し
か
し
、
次
に
、
同
報
告
書
は
「
中
立
法
の
幾
つ
か
の
側
面
は

二
〇
世
紀
の
展
開
に
よ
っ
て
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
」48

と
し
、
中
立
法

が
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
従
来
と
異
な
る
局
面
を
迎
え
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
同
報
告
書
は
「
第
一
次
世
界
大
戦
後
、

国
際
制
度
は
国
家
間
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争

を
制
限
し
ま
た
は
禁
止
す
る
そ
の
後
の
努
力
を
変
化
さ
せ
始
め
た
」49

と
し
な
が
ら
、「
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
、
ほ
と
ん
ど
の
事
態
に
お

い
て
武
力
行
使
を
禁
止
し
、
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す

る
よ
う
加
盟
国
に
要
請
す
る
国
連
憲
章
第
二
条
に
結
実
す
る
こ
と
に

な
っ
た
」50

と
し
、
特
に
戦
争
違
法
化
・
武
力
不
行
使
原
則
に
言
及
し

て
い
る
。
こ
の
結
果
、
同
報
告
書
は
「
国
家
と
学
者
は
中
立
国
と
交

戦
国
と
い
う
二
元
的
制
度
が
最
早
妥
当
し
て
い
な
い
こ
と
、
国
家
が

違
法
な
戦
争
の
犠
牲
国
を
積
極
的
に
援
助
す
る
こ
と
の
で
き
る
中
間

的
な
立
場
を
現
代
国
際
法
が
許
容
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
始
め
た
」

51

と
し
、
交
戦
国
と
中
立
国
と
い
う
二
つ
の
立
場
の
間
に
も
う
一
つ

の
立
場
が
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
第
三
国
は
被
侵
略
国
を
援

助
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
同
報
告
書
が
こ
の
立
場

を
「
限
定
中
立
（qualified neutrality

）」・「
友
好
中
立
（benevolent neutral-

ity

）」・「
非
交
戦
状
態
（non-belligerency

）」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う

52

。

こ
の
よ
う
に
同
報
告
書
は
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
を
確
認
し
た

上
で
、
こ
の
内
容
が
戦
争
違
法
化
・
武
力
不
行
使
原
則
を
背
景
と
し

て
修
正
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
同
報

告
書
は
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
と
し
て
は
、
交
戦
国
と
中
立
国
と

い
う
二
つ
の
立
場
の
存
在
の
み
を
認
め
て
い
た
も
の
の
、
現
在
は
「
限

定
中
立
」・「
友
好
中
立
」・「
非
交
戦
状
態
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
立

場
が
交
戦
国
と
中
立
国
と
の
間
に
あ
っ
て
第
三
国
は
被
侵
略
国
を
援

助
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
主
張
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
参
戦
前
の
米
国
の
立
場
を
表
し

たJackson

の
正
当
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
際
、
同
報
告
書
は
「
米
国
が
第
二
次
世
界
大
戦
に

参
戦
す
る
前
、
当
時
の
司
法
長
官
で
あ
っ
たJackson

は
イ
ギ
リ
ス
へ

の
戦
争
供
給
を
貸
与
す
る
た
め
に
米
国
の
政
策
の
合
法
性
を
正
当
化

す
る
に
あ
た
っ
て
限
定
中
立
の
立
場
を
詳
述
し
て
い
た
」53

と
し
た
上

で
、「
二
〇
二
二
年
四
月
六
日
に
議
会
を
通
過
し
た
二
〇
二
二
年
ウ
ク

ラ
イ
ナ
武
器
貸
与
法
は
限
定
中
立
に
関
す
るJackson

の
正
当
化
を

推
進
し
た
武
器
貸
与
法
の
雛
型
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
」54

と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い
て
米
国
は
第
二
次

世
界
大
戦
参
戦
前
の
自
国
の
立
場
と
同
じ
立
場
に
依
拠
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る
軍
事
援
助
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
お
い
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
最
も
大
規
模

な
軍
事
援
助
を
実
施
し
て
い
る
米
国
は
、
こ
の
よ
う
に
従
来
の
中
立

法
の
内
容
の
修
正
論
と
い
う
論
法
に
立
脚
し
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

紛
争
に
お
い
て
米
国
以
外
の
第
三
国
が
米
国
の
論
法
と
同
じ
論
法
に

立
脚
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
資
料
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
確
実
な
の
は
、
米
国
以
外
の
第
三
国
の
国
家
実
行
の
結
論
だ

け
に
注
意
を
払
え
ば
、
米
国
と
同
様
、
従
来
の
中
立
法
の
内
容
を
修

正
す
る
内
容
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑

み
る
と
、
米
国
以
外
の
第
三
国
が
米
国
の
論
法
と
同
じ
論
法
に
立
脚

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
肯
定
す
る
こ
と
ま
で
は
難
し
い

に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ

る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う

55

。
仮
に
こ
の
試
論
的
な
検
討
が
正
し
い
な
ら

ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
は
今
後
の
中
立
法
の
あ
り
方
に
対
し
て
従
来

の
中
立
法
の
内
容
を
修
正
す
る
と
い
う
方
向
性
を
暗
示
し
て
い
る
も

の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

今
回
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
違
法
な
武
力
行
使
を
行
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使
し
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る

56

。
こ
の
点
を
考
慮
す

る
と
、
確
か
に
第
三
国
が
違
法
な
武
力
行
使
の
犠
牲
国
で
あ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
は
一
定
の
合
理
性
を

持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
今
後
の
中
立
法
の
あ

り
方
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
訳
で
は
な

い
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
の
推
移
を
見
守
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
外
の

紛
争
も
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

57

。

注１　

国
際
的
武
力
紛
争
は
、
国
家
対
国
家
の
紛
争
以
外
に
、
民
族
解
放

紛
争
と
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ
る
紛
争
を
内
容
と
し
て
い
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。D

apo A
kande, “Classification of A

rm
ed 

Conflicts, ” in Ben Saul and D
apo A

kande 
（eds.
）, The O

xford G
uide to 

International H
umanitarian Law 

（O
xford U

niversity Press, 2020

）, pp. 
33-40. 

も
っ
と
も
、
民
族
解
放
紛
争
と
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ
る

紛
争
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
と
の
関
連
性
が
極
め
て
希
薄
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
て
、
本
稿
は
便
宜
的
に
国
家
対
国
家
の
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争

と
同
一
視
す
る
こ
と
に
す
る
。

２　

非
国
際
的
武
力
紛
争
は
、
一
国
の
領
域
内
に
生
じ
る
政
府
対
武
装
集

団
の
紛
争
ま
た
は
武
装
集
団
対
武
装
集
団
の
紛
争
を
内
容
と
し
て
い
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。Ibid., pp. 40-44.

３　

“U
kraine: M

ore than 14000 casualties to date but ‘actual num
bers 

are likely considerably higher ’, ” U
N

 N
ews, Septem

ber 9, 2022 at 
https://new

s.un.org/en/story/2022/09/1126391 

（as of O
ctober 

12, 2022

）. 

４　

U.N
. D

oc. S/2022/154.

５　

U.N
. D

oc. S/2022/155.

６　

U.N
. D

oc. S/PV. 8979, p. 6.

７　

U.N
. D

oc. A
/RE

S/E
S-11/1.

８　

こ
れ
ら
第
三
国
に
つ
い
て
は
、
キ
ー
ル
世
界
経
済
研
究
所
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
が
詳
し
い
。
同
研
究
所
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
軍
事
援

助
を
実
施
し
て
い
る
国
家
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
整
理
し
て
い
る
。

K
iel Institute for the W

orld E
conom

y, U
kraine Support Tracker: A

 
D

atabase of M
ilitary, Financial and H

um
anitarian A

id to U
kraine, 

at https://w
w

w.ifw
-kiel.de/topics/w

ar-against-ukraine/ukraine-
support-tracker/?cookieLevel=

not-set 

（as of Septem
ber 20, 2022

）.

９　

K
atharina Buchholz, “W

here M
ilitary A

id to U
kraine C

om
es 

From
, ” Statista, Septem

ber 8, 2022, at https://w
w

w.statista.com
/

chart/27278/m
ilitary-aid-to-ukraine-by-country/ 

（as of Septem
ber 

20, 2022

）.

10　

C
ongressional Research Service, U.S. Security A

ssistance to 
U

kraine, at https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/
IF12040 

（as of Septem
ber 29, 2022

）.

11　

Ibid.

12　

Ibid.

13　

Ibid.

14　

同
様
の
こ
と
は
欧
州
連
合
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
一
方
で
、
資
金
の
提
供
と
し
て
は
、
欧
州
連
合
は
約
二
五

憶
ユ
ー
ロ
に
及
ぶ
資
金
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
提
供
し
て
き
た

と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。Congressional Research Service, Russia ’s 

Invasion of U
kraine: E

uropean U
nion Responses and Im

plications 
for U.S.-E
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〇
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あ
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さ
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〇
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し
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憶
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あ
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す
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す
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す
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=
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2
月

24
日

ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
侵
攻

25
日

ロ
シ
ア
軍
の
即
時
撤
退
を
求
め
る
安
保
理
決
議
案
が
ロ

シ
ア
の
拒
否
権
行
使
で
否
決

ロ
シ
ア
軍
が
チ
ョ
ル
ノ
ー
ビ
リ
原
発
を
占
拠

26
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ロ
シ
ア
を
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）

に
提
訴

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
が
義
勇
兵
募
集
を
呼
び
か
け

28
日

国
連
緊
急
特
別
総
会
を
開
催
。
初
の
停
戦
協
議

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
が
一
億

ス
イ
ス
フ
ラ
ン
の
資
金
援
助
要
請
を
発
出
（
四
月
一
二

日
に
は
五
・
五
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
に
拡
大
）。
翌
二
九
日

に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
も
一
・
五
億
ス

イ
ス
フ
ラ
ン
の
資
金
援
助
要
請
を
発
出
（
四
月
三
〇
日

に
三
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
に
拡
大
）

3
月

2
日

国
連
緊
急
特
別
総
会
が
ロ
シ
ア
軍
の
即
時
撤
退
な
ど
求

め
る
決
議
を
採
択
（
賛
成
一
四
一
カ
国
、棄
権
三
五
カ
国
、

反
対
五
カ
国
）

国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
が
戦
争
犯
罪
、
人
道
に

対
す
る
罪
、
集
団
殺
害
の
捜
査
開
始
を
宣
言

日
本
赤
十
字
社
が
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
救
援
金
」

募
集
を
開
始

3
日

人
道
回
廊
の
設
置
に
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
初
め
て

合
意
。
二
回
目
の
停
戦
協
議

4
日

国
連
人
権
理
事
会
が
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
人
権
侵
害
に
対

す
る
国
際
調
査
委
員
会
の
設
置
決
議
を
採
択

ロ
シ
ア
軍
が
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
を
攻
撃
。
安
保
理
緊

急
会
合
が
攻
撃
を
非
難
（
世
界
初
の
稼
働
中
原
発
へ
の

攻
撃
。
ハ
ル
キ
ウ
の
核
関
連
施
設
も
攻
撃
）

9
日

ロ
シ
ア
軍
が
マ
リ
ウ
ポ
リ
の
産
科
病
棟
な
ど
を
空
爆
。

子
ど
も
な
ど
約
二
〇
人
が
死
傷

13
日

Ｗ
Ｈ
Ｏ
・
ユ
ニ
セ
フ
・
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
が
医
療
施
設
攻
撃

の
即
時
停
止
を
求
め
共
同
声
明
（
四
月
七
日
時
点
で

一
〇
〇
件
の
医
療
施
設
攻
撃
を
確
認
）

16
日

マ
リ
ウ
ポ
リ
の
劇
場
を
空
爆
。
避
難
民
約
三
〇
〇
人
が

犠
牲

Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
ロ
シ
ア
の
軍
事
作
戦
の
即
時
停
止
な
ど
を
求

め
る
暫
定
措
置
命
令
を
発
出

24
日

国
連
緊
急
特
別
総
会
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
道
状
況
改
善

を
求
め
る
決
議
を
採
択

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
マ
ウ
ラ
ー
総
裁
、
ラ
ブ
ロ
フ
外
相
と
対
談
。

人
道
ア
ク
セ
ス
の
尊
重
、
文
民
・
民
用
物
、
捕
虜
・
抑

留
者
、
行
方
不
明
者
の
保
護
等
に
か
か
る
協
力
を
要
請

29
‐
30
日

ト
ル
コ
で
停
戦
交
渉

30
日

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
が
人
口
密
集
地
で
ク
ラ
ス
タ
ー

弾
が
使
用
さ
れ
た
と
報
告

資
料
２　
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
主
な
出
来
事

31
日

ブ
チ
ャ
市
長
が
ブ
チ
ャ
の
奪
還
を
発
表
、
同
地
で
の
惨

状
が
報
告

4
月

3
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
が
キ
ー
ウ
近
郊
ブ
チ
ャ
で
民
間
人

四
一
〇
人
の
遺
体
発
見
と
発
表

7
日

国
連
緊
急
特
別
会
合
で
ロ
シ
ア
の
国
連
人
権
理
事
会
理

事
国
資
格
停
止
の
決
議
を
採
択

13
日

欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
お
け
る
「
国
際
人
道
法
・
人
権
法
違
反
、
戦
争
犯

罪
、
人
道
に
対
す
る
罪
に
関
す
る
報
告
」
を
公
表
（
七

月
一
四
日
に
は
第
二
版
の
報
告
）

21
日

米
宇
宙
企
業
が
マ
リ
ウ
ポ
リ
近
郊
の
集
団
墓
地
と
み
ら

れ
る
衛
星
写
真
を
公
表

22
日

マ
リ
ウ
ポ
リ
市
当
局
が
集
団
墓
地
を
発
見
と
発
表

国
連
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
権
監
視
団
（
Ｈ
Ｒ
Ｍ
Ｍ
Ｕ
）
が
四

月
二
〇
日
ま
で
に
民
間
人
二
、
三
四
五
人
が
殺
害
さ
れ
、

二
、九
一
九
人
が
負
傷
と
発
表

26
日

国
連
事
務
総
長
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
と
会
談
。
ア
ゾ
フ

ス
タ
リ
製
鉄
所
の
避
難
民
退
避
で
「
原
則
合
意
」
を
発
表
。

国
連
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
退
避
支
援
に
。

27
日

プ
ー
チ
ン
大
統
領
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
演
説

で
核
戦
力
の
使
用
を
仄
め
か
す

5
月

1
日

ア
ゾ
フ
ス
タ
リ
製
鉄
所
の
避
難
民
約
一
〇
〇
人
が
退
避
。

国
連
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
支
援

4
日

ア
ゾ
フ
ス
タ
リ
製
鉄
所
か
ら
民
間
人
三
四
四
人
が
退
避

5
日

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
間
人
へ
の
少

な
く
と
も
一
八
〇
件
の
人
権
侵
害
を
確
認
と
公
表
（
安

保
理
会
合
に
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
で
報
告
）

6
日

安
保
理
が
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
平
和
と
安
全
の
維
持
に
深

い
懸
念
を
表
明
す
る
」
と
初
の
議
長
声
明
を
採
択

8
日

ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
学
校
を
空
爆
。
避
難
民
六
〇
人
が
死

亡

12
日

国
連
人
権
理
事
会
特
別
会
合
が
キ
ー
ウ
近
郊
で
の
民
間

人
殺
害
の
調
査
を
国
際
調
査
委
員
会
に
要
請
す
る
決
議

を
採
択
（
賛
成
三
三
、
反
対
二
、
棄
権
一
二
）

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
、
国
外
に
逃
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
が

六
〇
〇
万
人
を
超
え
た
と
発
表

13
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
戦
争
犯
罪
裁
判
を
開
始
（
シ
シ
マ
リ
ン

被
告
）

14
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
庁
、
ロ
シ
ア
軍
の
学
校
な
ど
教
育
施

設
の
攻
撃
で
約
一
、七
五
〇
カ
所
が
被
害
、
う
ち
一
四
五

カ
所
が
全
壊
と
発
表

17
日

Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
戦
争
犯
罪
捜
査
団
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
派
遣
（
ロ

シ
ア
連
邦
捜
査
委
員
会
は
ア
ゾ
フ
大
隊
兵
士
を
戦
争
犯

罪
容
疑
で
調
査
す
る
と
表
明
）

18
日

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を

申
請
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19
日

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
ア
ゾ
フ
ス
タ
リ
製
鉄
所
の
投
降
ウ
ク
ラ
イ

ナ
兵
を
捕
虜
と
認
定
（
ロ
シ
ア
は
ア
ゾ
フ
大
隊
捕
虜
を

戦
争
犯
罪
者
と
し
て
訴
追
を
表
明
。
ロ
シ
ア
下
院
は
ナ

チ
ス
の
犯
罪
者
と
自
国
兵
士
の
捕
虜
交
換
を
禁
止
す
る

法
案
を
審
議
）

23
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
裁
判
所
が
露
兵
に
終
身
刑
判
決

24
日

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
脱
出
難
民
が
六
六
〇
万
人

に
達
し
た
と
発
表

26
日

Ｗ
Ｈ
Ｏ
年
次
総
会
が
ロ
シ
ア
非
難
決
議

31
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
検
察
総
長
、
一
五
、〇
〇
〇
件
の
ロ
シ
ア
軍

の
戦
争
犯
罪
を
把
握
と
発
表

6
月

1
日

ユ
ニ
セ
フ
、
侵
攻
に
よ
り
少
な
く
と
も
子
ど
も
二
四
三

人
が
死
亡
、
四
一
五
人
が
負
傷
、
五
二
〇
万
人
が
人
道

支
援
を
必
要
と
発
表

6
日

国
連
事
務
総
長
特
別
代
表
が
「
性
暴
力
事
例
が
一
二
四

件
報
告
さ
れ
た
」
と
発
表

ウ
ク
ラ
イ
ナ
内
務
次
官
、
国
民
の
死
傷
者
が
約
四
万
人

に
の
ぼ
る
と
公
表

7
日

ロ
シ
ア
軍
検
察
当
局
、
徴
集
兵
を
軍
事
作
戦
に
投
入
し

た
と
し
て
将
校
十
二
人
の
処
分
を
公
表

8
日

国
連
が
「
黒
海
封
鎖
で
穀
物
価
格
が
上
昇
、
九
四
ヵ
国

の
一
六
億
人
に
影
響
」
と
報
告
書
を
公
表

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
集
計
で
難
民
が
七
〇
〇
万
人
を
超
え
る

9
日

ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
の
裁
判
所
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の

外
国
人
兵
士
三
人
に
死
刑
を
宣
告

13
日

ロ
シ
ア
軍
が
ハ
ル
キ
ウ
で
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
七
回
使

用
と
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
公
表

17
日

Ｉ
Ｃ
Ｃ
カ
ー
ン
主
席
検
察
官
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ

現
地
事
務
所
を
開
設
す
る
と
発
表

22
日

国
境
な
き
記
者
団
、
死
亡
し
た
写
真
家
は
ロ
シ
ア
軍
に

処
刑
さ
れ
た
と
発
表

29
日

ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
捕
虜
交
換
が
行
わ
れ
る

7
月

5
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
復
興
会
議
（
ス
イ
ス
）
が
復
興
計
画
に
約

一
〇
〇
兆
円
必
要
と
発
表

14
日

ロ
シ
ア
の
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
説
明
責
任

会
議
Ｕ
Ａ
Ｃ
（
ハ
ー
グ
）
で
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す

る
罪
の
調
査
へ
の
国
際
協
力
に
四
〇
カ
国
が
共
同
声
明

22
日

穀
物
輸
出
の
た
め
の
海
上
輸
送
再
開
の
合
意
文
書
に
ロ

シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ト
ル
コ
、
国
連
の
四
者
が
署
名

8
月

2
日

ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
医
療
施
設
へ
の
攻
撃
が
八
八
四
カ
所

に
の
ぼ
り
、
ス
タ
ッ
フ
一
八
人
が
死
亡
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ

当
局
が
発
表
。

10
日

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
「
ウ
ク
ラ

イ
ナ
軍
に
『
人
間
の
盾
』
疑
惑
」
と
発
表
。
ウ
ク
ラ
イ

ナ
が
こ
れ
を
非
難
。

中
旬

ザ
ボ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
へ
の
攻
撃
相
次
ぐ

14
日

四
二
カ
国
が
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
か
ら
ロ
シ
ア
軍
撤
退

を
求
め
る
共
同
声
明

18
日

国
連
事
務
総
長
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
、
エ
ル
ド
ア

ン
大
統
領
が
三
者
会
談
（
食
糧
輸
出
、
サ
ボ
リ
ー
ジ
ャ

原
発
の
攻
撃
、
捕
虜
収
容
所
の
攻
撃
な
ど
を
協
議
）

9
月

1
日

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
発
の
調
査
を
開
始

12
日

イ
ジ
ュ
ー
ム
で
多
数
の
住
民
の
殺
害
、
拷
問
の
痕
跡
を

発
見

14
日

ク
リ
ビ
ー
リ
フ
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
）
の
ダ
ム
攻
撃
で

住
宅
が
浸
水

19
日

南
ウ
ク
ラ
イ
ナ
原
発
（
南
部
ミ
コ
ラ
イ
ウ
州
）
へ
の
ミ

サ
イ
ル
攻
撃
が
報
じ
ら
れ
る

21
日

ロ
シ
ア
が
予
備
役
の
部
分
的
動
員
令
を
発
動

侵
攻
後
最
大
の
捕
虜
交
換
を
実
施
。
外
国
人
、
傭
兵
を

含
む
約
三
〇
〇
人
の
捕
虜
が
帰
国

23
日

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
国
際
独
立
調
査
委
員
会
が
「
ロ
シ
ア
が
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
戦
争
犯
罪
を
行
っ
た
」
と
す
る
報
告
書
を

発
表

27
日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
南
部
四
州
で
併
合
に
向
け
た
住
民
投
票

を
実
施

住
民
投
票
に
関
す
る
国
連
安
保
理
緊
急
会
合
を
開
催

10
月

8
日

ク
リ
ミ
ア
橋
が
爆
破
さ
れ
る

10
日

ロ
シ
ア
・
ベ
ラ
ル
ー
シ
が
合
同
軍
編
成
を
発
表

10
日
～

キ
ー
ウ
な
ど
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
で
多
数
の
死
傷
者
。

イ
ン
フ
ラ
施
設
へ
の
攻
撃
相
次
ぐ

国
連
緊
急
特
別
総
会
が
ロ
シ
ア
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
非

難ロ
シ
ア
・
ベ
ラ
ル
ー
シ
が
合
同
軍
編
成
を
発
表

12
日

国
連
緊
急
特
別
総
会
が
四
州
の
併
合
を
非
難
す
る
決
議

案
を
採
択

17
日

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
捕
虜
二
一
八
人
を
交
換避難者の車列をザポリージャへ先導する

ICRC車両
 ©ICRC　  
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
の
多
発
は
、
国
際
社
会
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
の
戦
争
を
戦
っ
た
ロ
シ
ア
人
と
ウ
ク
ラ

イ
ナ
人
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
戦
争
を
理
解
し
、
国
際
人
道
法
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
と
も
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
軍

の
非
人
道
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
中
で
、
こ
う
し
た
一
方
的
な
憶

見
の
危
う
さ
を
世
界
の
意
識
調
査
は
示
唆
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
二
〇
一
九
年
に
一
六
の
国
、
地
域
の
ミ
レ
ニ
ア
ル

世
代
（
二
〇
～
三
五
歳
）
を
対
象
に
実
施
し
た
「
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代

に
と
っ
て
の
戦
争
（M

illennials on W
ar

）」
調
査
で
は
、「
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
た
者
は
、
全
体

で
は
五
四
％
で
あ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
い
ず

れ
も
七
六
％
で
あ
り
、
米
国
（
六
五
％
）
や
英
国
（
七
一
％
）
よ
り
も

高
く
、
シ
リ
ア
（
八
一
％
）
に
次
ぐ
認
知
度
の
高
さ
を
示
し
た
。
ま

た
、
二
〇
一
六
年
の
世
界
一
六
カ
国
を
対
象
に
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の

「People on W
ar

」
調
査
で
は
、「
軍
事
情
報
を
得
る
た
め
に
拷
問
は

許
さ
れ
る
か
」
の
質
問
に
対
し
、「
は
い
」
と
答
え
た
者
は
、
ロ
シ
ア

二
〇
％
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
二
一
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
米
国
は
四
六
％
、

フ
ラ
ン
ス
、
英
国
は
共
に
二
六
％
と
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
よ

り
高
い
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
「
戦
争
で
傷
つ
い
た
者
は
、
健
康
ケ

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
観
を
探
る

―
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
世
界
調
査
が
浮
き
彫
り
に
す
る
意
識
の
実
際

ア
を
受
け
る
べ
き
か
」
の
質
問
に
対
し
、「
強
く
そ
う
思
う
」
と
答
え

た
者
は
、
ロ
シ
ア
六
二
％
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
八
三
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、

米
国
四
九
％
、
英
国
五
三
％
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

国
際
人
道
法
へ
の
「
違
反
者
を
誰
が
裁
く
べ
き
か
」
に
つ
い
て
の

質
問
で
は
、「
国
際
裁
判
所
」
と
答
え
た
者
は
、
ロ
シ
ア
が
二
一
％

と
な
り
、
ロ
シ
ア
を
含
む
主
要
国
（
英

：

五
一
％
、
米

：

四
一
％
、

仏

：

六
二
％
）
の
中
で
最
少
と
な
り
、「
紛
争
国
の
政
府
」
と
答
え
た

者
は
三
五
％
（
英
二
〇
％
、
米
二
一
％
、
仏
二
一
％
）
と
最
多
と
な
っ

た
。
こ
の
結
果
を
見
る
限
り
、
ロ
シ
ア
で
は
戦
争
犯
罪
は
自
国
政

府
で
裁
く
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
主
要
国
よ
り
高
い
傾
向
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
よ
る
ロ
シ
ア
軍

の
戦
争
犯
罪
裁
判
の
前
途
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
こ
と
を
予
想

さ
せ
る
結
果
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

編
集
部

注

：

調
査
内
容
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
下
記
サ
イ
ト

を
参
照
く
だ
さ
い
。https://w

w
w.icrc.org/sites/default/files/

w
ysiw

yg/cam
paign/m

illennials-on-w
ar/icrc-m

illennials-on-
war_full-report.pdf　

戦
禍
に
身
を
置
く
人
々
に
寄
り
添
い
、
命
と
尊
厳
を
守
る
こ
と
を

使
命
と
す
る
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）。
世
界
の
紛
争
地
で
展

開
し
て
い
る
そ
の
活
動
は
、
多
岐
に
わ
た
る
。
生
活
の
自
立
支
援
や

食
料
・
水
・
避
難
所
の
提
供
、
離
散
家
族
の
連
絡
回
復
・
再
会
支
援
、

住
宅
や
イ
ン
フ
ラ
の
修
繕
、
戦
争
捕
虜
や
被
拘
束
者
の
訪
問
、
戦
傷

外
科
や
ト
ラ
ウ
マ
ケ
ア
な
ど
、
紛
争
の
最
前
線
で
現
場
の
人
道
ニ
ー

ズ
に
応
え
て
い
る
。
同
時
に
、
政
府
や
反
政
府
勢
力
、
ゲ
リ
ラ
勢
力

な
ど
す
べ
て
の
紛
争
当
事
者
と
対
話
し
て
、
民
間
人
に
不
必
要
な
苦

し
み
が
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
、
戦
時
の
決
ま
り
ご
と
で
あ
る
国
際
人

道
法
を
説
く
。
戦
時
下
の
人
々
が
何
を
望
み
、
ど
う
し
た
ら
苦
し
み

や
悲
し
み
、
痛
み
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
す
べ
て
の
人

が
人
間
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
、
そ
し
て
、
尊
厳
の
あ
る
人
生
を

送
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
役
目
だ
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
二
〇
一
四
年
以
来
、
東
部
の
ド
ン
バ
ス
地
方
が

紛
争
状
態
に
あ
り
、
私
た
ち
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
地
元
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤

十
字
社
と
一
緒
に
、
破
壊
さ
れ
た
住
宅
や
イ
ン
フ
ラ
の
修
繕
、
食
料

や
衛
生
用
品
、
医
療
物
資
の
支
援
な
ど
を
通
し
て
現
地
の
人
々
に
寄

り
添
っ
て
き
た
。
冬
が
特
に
厳
し
い
た
め
、
住
宅
に
防
寒
設
備
を
施

し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
化
を
図
り
、
戦
線
付
近
に
暮
ら
す
数
万
人

国
際
人
道
法
の
守
護
者
と
し
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

眞
壁
仁
美

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
駐
日
代
表
部　

広
報
統
括
官 

解
　
説

―
捕
虜
、〝
人
道
回
廊
〟、
核
の
脅
威
な
ど
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
み
る
役
割
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に
暖
を
と
る
た
め
の
燃
料
や
現
金
を
渡
す
な
ど
し
て
、
住
民
が
暖
か

く
安
全
に
冬
を
越
す
こ
と
も
長
年
の
優
先
課
題
の
一
つ
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
八
年
に
わ
た
る
紛
争
状
態
の
中
で
、
水
や

ガ
ス
、
電
気
の
供
給
も
限
ら
れ
、
凍
て
つ
く
寒
さ
や
情
勢
不
安
に
加

え
て
、
近
年
で
は
コ
ロ
ナ
禍
も
重
な
り
、
住
民
は
さ
ら
な
る
支
援
を

必
要
と
し
て
い
た
。
紛
争
下
で
の
人
道
支
援
と
民
間
人
保
護
を
主
な

仕
事
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
一
般
市
民
や
主
要
な
イ
ン
フ
ラ
が
戦
闘

行
為
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
紛
争
当
事
者
と
の
対
話
を
続
け
て

き
た
。
そ
う
し
た
対
話
は
、
守
秘
義
務
に
則
っ
て
二
者
間
で
、
非
公

開
で
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
二
〇
二
一
年
の
秋
頃
か
ら
、
現
地
で
の
人

道
支
援
を
強
化
す
る
準
備
を
整
え
て
い
た
。

Ⅰ　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
明
記
さ
れ
て

い
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
活
動

一
般
の
寄
付
に
よ
っ
て
人
道
的
な
活
動
を
す
る
日
本
赤
十
字
社
と

大
き
く
異
な
る
点
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
活
動
費
が
、
戦
争
の
ル
ー
ル
を

定
め
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
加
入
し
て
い
る
各
国
政
府
か
ら
の
自

発
的
な
拠
出
金
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
全
体
の
活
動

費
の
九
割
以
上
を
そ
う
し
た
拠
出
金
で
賄
っ
て
い
る
。
一
九
六
カ
国

が
加
入
し
て
い
る
同
条
約
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
協
定
や
規
約
か
ら

正
式
な
地
位
と
人
道
的
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
唯
一
無
二
の
組
織

長引く紛争にコロナ禍が重なり、数年
前からウクライナ東部の人道ニーズは
膨らむ一方だった。パンデミック以降
は、衛生用品の配付やワクチン接種な
ども支援している（2020年 3月）
 🄫ICRC

2014 年から紛争状態にあるウクライ
ナでの活動は、すでに８年に及ぶ。特
に極寒の冬は、暖をとるための燃料供
給や住宅などの防寒対策が欠かせない
（2017年 2月）
 🄫ICRC

で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
国
際
人
道
法
の
守
護
者
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
四
つ
の
条
約
と
二
つ
の
追
加
議
定
書
に
は
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
立
場
と
役
割
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

主
な
活
動
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

• 

関
係
国
の
同
意
を
得
た
紛
争
犠
牲
者
の
保
護

• 

締
約
国
に
お
け
る
自
発
的
な
負
傷
者
の
収
容
、
看
護

• 

捕
虜
や
被
拘
束
者
の
訪
問
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約

：

一
二
五
、 

一
二
六
条
）

• 

安
否
調
査
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約

：

二
六
条
な
ど
）

• 

赤
十
字
通
信
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約

：
二
五
条
な
ど
）

こ
の
よ
う
に
、
国
際
社
会
に
与
え
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
う
え

で
、
次
の
四
つ
を
活
動
の
柱
と
し
て
い
る
。

①
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
の
保
護
活
動

戦
闘
の
混
乱
に
よ
っ
て
離
散
し
た
家
族
の
連
絡
回
復
・
再
会
支
援

や
行
方
不
明
者
の
追
跡
調
査
に
加
え
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
な
ら
で
は
の
活

動
と
し
て
、
収
容
所
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
定
期
的
な
訪
問

が
あ
る
。
国
際
人
道
法
の
守
護
者
・
番
人
と
し
て
、
戦
争
捕
虜
や
被

拘
束
者
に
対
す
る
拷
問
や
虐
待
を
防
ぎ
、
人
道
的
な
処
遇
を
受
け
て

い
る
か
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
。
定
期
的
に
訪
問
す
る
こ
と
で
拘
束

状
況
や
実
態
、
消
息
の
把
握
が
可
能
と
な
り
、
改
善
の
必
要
が
あ
る

場
合
は
当
局
に
要
請
す
る
。憎
し
み
が
さ
ら
な
る
暴
力
を
生
む
と
い
っ

た
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
も
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
重
要
な
使
命
だ
。

②
物
資
の
配
付
な
ど
を
行
う
援
助
活
動

食
料
や
生
活
必
需
品
の
配
付
の
み
な
ら
ず
、
少
額
融
資
や
職
業
訓

練
な
ど
を
通
じ
た
生
活
の
自
立
や
社
会
復
帰
支
援
、
医
療
や
水
・
衛

生
環
境
の
整
備
、
障
が
い
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
な
ど
が

あ
る
。
紛
争
現
場
で
は
迅
速
な
対
応
が
必
要
と
な
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
は
世
界
各
地
に
人
と
物
資
の
輸
送
体
制
を
整
え
て
有
事
に
対
応
し

て
い
る
。

③
国
際
人
道
法
の
普
及
や
遵
守
を
促
し
、
民
間
人
の
被
害
を
防
ぐ
予

防
活
動

戦
闘
員
で
は
な
い
一
般
市
民
を
多
く
巻
き
込
む
無
差
別
殺
戮
の
可

能
性
を
秘
め
た
兵
器
の
使
用
は
、
国
際
法
に
違
反
す
る
。
そ
う
し
た

兵
器
の
使
用
禁
止
な
ど
を
定
め
た
国
際
人
道
法
の
尊
重
と
遵
守
を
交

戦
中
の
関
係
当
局
に
呼
び
か
け
、
民
間
人
の
被
害
を
最
小
限
に
留
め

る
よ
う
促
す
こ
と
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
与
え
ら
れ
た
重
要
な
役
割
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
予
防
と
は
、
戦
争
や
戦
闘
行
為
に
至
る
事
態
を
防
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ぐ
こ
と
で
は
な
く
、
紛
争
当
事
者
の
行
き
過
ぎ
た
行
為
に
よ
り
民
間

人
の
被
害
が
出
な
い
よ
う
予
防
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
各
国
の
教

育
当
局
や
諸
機
関
に
対
し
て
も
、
国
際
人
道
法
を
教
え
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
へ
の
支
援
な
ど
、
技
術
面
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。

④
赤
十
字
運
動
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
連
携

赤
十
字
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
唱
え
た
「
傷

つ
い
た
人
々
を
敵
味
方
の
区
別
な
く
救
う
こ
と
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
、
そ
し
て
世
界
に
一
九
二
あ
る
各
国

の
赤
十
字
社
、
赤
新
月
社
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
三

つ
の
機
関
を
総
称
し
て
「
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
」（
赤
十
字
運
動
）

と
呼
ぶ
。
紛
争
地
域
で
は
、
現
地
の
言
語
や
土
地
勘
、
情
勢
や
事
情

に
長
け
て
い
る
地
元
の
赤
十
字
社
、
赤
新
月
社
の
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
の
緊
密
な
連
携
が
欠
か
せ
な
い
。

Ⅱ　

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
る
国
際

的
武
力
紛
争

話
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
武
力
紛
争
に
戻
す
。
八
年
に
わ
た
る

紛
争
が
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
を
境
に
、
一
気
に
激
化
・
拡
大

し
た
。
以
降
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
の
活
動
拠
点
を
六
カ

所
か
ら
一
〇
カ
所
に
増
や
し
、
職
員
も
一
時
は
二
〇
〇
人
以
上
補
充

- 4 - 

紛争地域では、現地の⾔語や⼟地勘、情勢や事情に⻑けている地元の⾚⼗字社、⾚新⽉社のス

タッフやボランティアとの緊密な連携が⽋かせない。 

 

【ロシアとウクライナによる国際的武⼒紛争】 

話をウクライナにおける武⼒紛争に戻す。８年にわたる紛争が、2022 年２⽉ 24 ⽇を境に、⼀気に

激化・拡⼤した。以降、ICRC はウクライナ国内の活動拠点を 6 カ所から１０カ所に増やし、職員も

⼀時は 200 ⼈以上補充して約 850 ⼈態勢で喫緊の⼈道ニーズに対応すべく取り組んできた。⾃

分たちの安全も確保しなければならないため、戦闘が激しくなると移動が⼀切禁⽌される。したがって、

ICRC の現地の対応は⼤海の⼀滴にすぎず、とても⽀援が追い付いていない現状がある。 

 

優先順位としては、戦時下の緊急⽀援＝⾐⾷住の提供だ。⽔や⾷料、⽑布やマットレスなどの⽣

活必需品、衛⽣⽤品の配付に加えて、安全に避難させることや避難場所を提供する。また、病院や

地⽅機関に対しても、医薬品や衛⽣⽤品などの物資を供給しつつ、コロナ対策として衛⽣的な環境

の整備や提供に加えて、患者の搬送や国外の病院への移送、こころのケアなど精神⾯のサポートも

⾏っている。 

 

紛争当事者には、⺠間⼈はどこにいようと、戦闘⾏為の影響から守られなければならないこと、そして、

ICRC を含めた⼈道⽀援組織は、助けを求める⼈々に援助を届けるために、活動が妨げられてはな

らないこと、を訴えている。事実上世界のすべての国がジュネーヴ諸条約に加⼊していることから、戦

し
て
約
八
五
〇
人
態
勢
で
喫
緊
の
人
道
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
べ
く
取
り

組
ん
で
き
た
。
自
分
た
ち
の
安
全
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、戦
闘
が
激
し
く
な
る
と
移
動
が
一
切
禁
止
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
現
地
の
対
応
は
大
海
の
一
滴
に
す
ぎ
ず
、
と
て
も
支
援

が
追
い
付
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
現
状
が
あ
る
。

優
先
順
位
と
し
て
は
、
戦
時
下
の
緊
急
支
援
＝
命
を
つ
な
ぐ
た
め

の
衣
食
住
の
提
供
だ
。
水
や
食
料
、
毛
布
や
マ
ッ
ト
レ
ス
な
ど
の
生

活
必
需
品
、
衛
生
用
品
の
配
付
に
加
え
て
、
安
全
に
避
難
さ
せ
る
こ

と
や
避
難
場
所
の
提
供
を
行
う
。
ま
た
、
病
院
や
地
方
機
関
に
対
し

て
も
、
医
薬
品
や
衛
生
用
品
な
ど
の
物
資
を
供
給
し
つ
つ
、
コ
ロ
ナ

対
策
と
し
て
衛
生
的
な
環
境
の
整
備
を
支
援
し
、
患
者
の
搬
送
や
国

外
の
病
院
へ
の
移
送
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
な
ど
精
神
面
の
サ
ポ
ー
ト
も

行
っ
て
い
る
。

紛
争
当
事
者
に
は
、
民
間
人
は
ど
こ
に
い
よ
う
と
戦
闘
行
為
の

影
響
か
ら
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
助
け
を
求

め
る
人
々
に
援
助
を
届
け
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
を
含
め
た
人
道
支

援
組
織
の
活
動
が
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
を
訴
え
て
い
る
。

事
実
上
世
界
の
す
べ
て
の
国
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
加
入
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
戦
争
や
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
国
家
は
、
自
分
た
ち

が
か
つ
て
交
わ
し
た
国
際
的
な
約
束
を
守
る
義
務
が
あ
る
。
敵
側
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
戦
い
に
は
全
く
関
係
の
な
い
一
般
市
民
を
傷
つ
け

た
り
、
民
家
を
焼
き
討
ち
し
た
り
、
拷
問
や
性
暴
力
、
捕
虜
へ
の
虐

待
な
ど
を
行
う
こ
と
は
ご
法
度
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
赤
十
字
は
中
立
な
人
道
支
援
組
織
で
あ
る
た
め
、
メ

デ
ィ
ア
が
多
用
す
る
「
ロ
シ
ア
侵
攻
」
は
使
わ
な
い
。
一
〇
月
半
ば
に

は
、「
激
化
・
拡
大
」
の
表
現
も
不
可
と
な
り
、「（
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
間
の
）
国
際
的
武
力
紛
争
」「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
武
力
紛
争
」
と

表
現
を
厳
格
化
し
て
い
る
。
中
立
、
独
立
、
公
平
を
掲
げ
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
は
、
紛
争
当
事
者
と
守
秘
義
務
に
則
っ
て
二
者
間
で
対
話
し
、
内

容
も
原
則
非
公
開
な
た
め
、
紛
争
当
事
者
と
ど
の
問
題
を
話
し
合
い
、

ど
ん
な
要
請
を
し
て
い
る
の
か
が
表
に
出
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い

と
言
っ
て
よ
い
。A

cceptance 

とA
ccess

（
活
動
を
受
け
入
れ
て
も
ら

い
、
ア
ク
セ
ス
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
）
を
維
持
す
る
た
め
に
、
表
現
に

細
心
の
注
意
を
払
う
。
た
と
え
ば
、
前
出
の 

〝
ロ
シ
ア
に
よ
る
軍
事

侵
攻
〟 

で
あ
っ
た
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
が
認
定
し
て
い
な
い 

〝
ロ
ヒ

ン
ギ
ャ
〟 

な
ど
は
使
用
不
可
で
あ
る
。

二
〇
二
一
年
の
後
半
か
ら
私
た
ち
が
最
も
恐
れ
て
い
た
の
は
、
圧

倒
的
な
軍
事
力
を
も
っ
て
市
街
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

町
や
イ
ン
フ
ラ
が
破
壊
さ
れ
、
住
民
は
逃
げ
ま
ど
い
、
多
く
の
命
が
奪

わ
れ
て
、
人
々
が
心
に
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
る
、
と
い
っ
た
事
態
だ
。
そ

れ
が
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
前
線
に
あ
る
地
域
で
は
、

食
べ
る
物
も
水
も
、
電
気
も
、
医
療
も
全
く
足
り
て
お
ら
ず
、
携
帯
電
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話
な
ど
で
通
信
で
き
る
環
境
も
ほ
ぼ
壊
滅
状
態
だ
。
紛
争
下
に
な
い
地

域
で
も
、
物
価
が
上
昇
し
、
物
流
が
滞
っ
て
い
る
。
逃
げ
た
く
て
も
逃

げ
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
人
も
多
く
存
在
し
、
激
し
い
戦
闘
で
町
な
か

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
や
、
高
齢
や
病
気
な
ど
が
理
由
で
移

動
が
で
き
ず
、
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
も
い
る
。
そ
の
多
く
は
一
人
で

暮
ら
し
て
い
て
、
心
に
深
い
傷
を
負
っ
て
い
る
。

Ⅲ　

〝
人
道
回
廊
〟
と
避
難
者
の
ケ
ア

現
地
の
同
僚
の
話
で
は
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
私

た
ち
に
会
う
と
涙
を
流
し
て
語
り
だ
す
と
い
う
。

「
亡
く
な
っ
た
長
男
が
眠
る
墓
を
放
っ
て
逃
げ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
」

「
子
ど
も
や
孫
は
避
難
し
た
が
、
自
分
た
ち
は
高
齢
で
、
夫
は
体
が

不
自
由
。
ほ
か
の
人
の
迷
惑
に
な
る
だ
け
だ
か
ら
自
宅
に
残
る
」

「
恐
怖
に
お
び
え
る
妻
と
地
下
に
逃
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
そ

の
う
ち
妻
が
食
事
を
と
ら
な
く
な
り
、
あ
る
朝
冷
た
く
な
っ
て
い
た
。

こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ん
て
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
、
平
和
で

元
気
な
う
ち
に
自
分
た
ち
が
計
画
し
て
い
た
こ
と
を
実
行
し
て
お
く

べ
き
だ
っ
た
」

ほ
か
に
も
、「
自
宅
で
死
を
迎
え
た
い
」
と
避
難
を
拒
む
高
齢
の
男

性
や
、
飼
っ
て
い
る
犬
や
鶏
、
そ
し
て
家
庭
菜
園
の
世
話
を
す
る
た

め
に
残
る
人
々
な
ど
、あ
げ
た
ら
き
り
が
な
い
。
自
分
の
故
郷
や
日
常
、

大
切
な
も
の
を
失
い
た
く
な
い
、
置
き
去
り
に
し
た
く
な
い
、
と
戦

禍
に
身
を
置
き
続
け
て
い
る
人
た
ち
は
た
く
さ
ん
い
る
。

私
た
ち
が
、
避
難
希
望
者
を
よ
り
安
全
な
場
所
へ
と
送
り
届
け
る

際
に
も
、
家
族
が
別
れ
を
惜
し
む
場
面
に
遭
遇
す
る
。
た
い
て
い
避

難
す
る
の
は
女
性
と
子
ど
も
で
、
成
人
男
性
は
少
な
い
。
あ
る
子
ど

も
は
、「
ど
う
し
て
家
を
出
て
お
父
さ
ん
と
離
れ
な
い
と
い
け
な
い
の

か
」
全
く
理
解
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
。
こ
の
ま
ま
戦
闘
が

続
け
ば
、
次
い
つ
会
え
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
現
地
の
通
信
回
線
は

ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
の
で
、
い
つ
再
び
会
話
が
で
き
る
の
か

紛争当事者や国連と連携し、アゾフス
ターリ製鉄所を含めたマリウポリからの
民間人避難を複数回実施（2022年5月）
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も
わ
か
ら
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
重
要
な
活
動
の
一
つ
で
あ
る
離
散
家

族
の
連
絡
回
復
・
再
会
支
援
は
、
身
内
の
安
否
を
知
ら
せ
た
り
、
家

族
間
で
連
絡
を
取
れ
る
よ
う
仲
立
ち
す
る
こ
と
で
「
心
の
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
」
の
維
持
を
実
現
す
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
再
会
で
き
る
よ
う

力
を
尽
く
す
。

戦
火
に
取
り
残
さ
れ
た
人
を
避
難
さ
せ
る
と
き
に
用
い
る
〝
人
道

回
廊
〟
は
、
設
置
で
き
る
範
囲
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
理
想
的
な
解

決
策
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、〝
人
道
回
廊
〟
は
、
国
際
人
道
法
上
明

確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
民
間
人
は
ど
こ
に
い
よ
う
と
戦
闘
行
為

の
影
響
か
ら
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
人
道

支
援
組
織
に
は
助
け
を
求
め
る
人
々
に
援
助
を
提
供
す
る
権
利
が
あ

る
こ
と
、
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
〝
人

道
回
廊
〟を
積
極
的
に
は
用
い
ず
、〝
安
全
な
避
難
経
路
〟も
し
く
は〝
人

道
支
援
の
た
め
の
安
全
な
経
路
〟
と
表
現
す
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、〝
人
道
回
廊
〟
の
設
置
に
つ
い
て
、
当
事
者

間
で
合
意
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
民
間
人
は
戦
闘
下
で
保
護
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
て
身
動
き
の
取
れ
な
い

人
々
が
安
全
を
求
め
て
避
難
す
る
行
為
は
、
い
か
な
る
と
き
も
許
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
よ

う
に
公
平
を
掲
げ
る
人
道
支
援
団
体
は
、
武
力
紛
争
下
に
あ
る
人
々

に
保
護
と
支
援
を
提
供
す
る
た
め
に
、
必
要
な
と
き
に
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
活
動
を
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
う
い

こ
と
だ
。
特
例
と
し
て
の
〝
回
廊
〟
設
置
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
戦

闘
に
民
間
人
を
巻
き
込
ん
で
は
な
ら
な
い
の
だ
。
ま
た
、
設
置
・
実

施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
域
か
ら
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

ま
た
は
避
難
を
望
ま
な
い
民
間
人
が
い
れ
ば
、
国
際
人
道
法
の
も
と

保
護
さ
れ
、
人
道
援
助
の
対
象
と
な
る
。

戦
争
で
日
常
を
奪
わ
れ
た
人
々
に
は
、
公
平
に
人
道
支
援
を
提
供

す
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
で
は
ロ
シ
ア
赤
十

字
社
も
例
に
も
れ
ず
、
主
に
避
難
し
て
き
た
人
々
の
支
援
を
ロ
シ
ア

南
部
で
行
っ
て
い
る
。
食
料
や
衣
服
、
衛
生
用
品
な
ど
の
物
資
配
付

に
加
え
て
、
財
政
面
で
も
避
難
先
の
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
。
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
も
実
施
し
て
い
て
、
大
人
だ
け
で
な
く
、
幼
い
子
ど
も
用
に
避

難
所
の
一
角
に
お
も
ち
ゃ
や
ぬ
い
ぐ
る
み
を
置
い
て
、
お
遊
戯
を
す

る
ス
ペ
ー
ス
な
ど
も
設
け
て
い
る
。
赤
十
字
や
赤
新
月
の
マ
ー
ク
を

身
に
着
け
る
ス
タ
ッ
フ
は
、
ど
の
国
で
あ
ろ
う
と
、
政
治
や
戦
争
の

局
面
と
は
全
く
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
人
々
に
寄
り
添
い
、
純
粋
に

人
道
的
立
場
か
ら
仕
事
を
す
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
、
年
の
瀬
が
押
し
迫
っ
た
十
二
月
、
赤
十
字
は

三
度
攻
撃
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
。
ま
ず
、
ヘ
ル
ソ
ン
で
は
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
赤
十
字
社
救
急
救
命
チ
ー
ム
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
一
名
が
砲
撃
に

巻
き
込
ま
れ
て
命
を
落
と
し
、
ド
ネ
ツ
ク
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
支
援
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す
る
病
院
が
攻
撃
を
受
け
て
患
者
二
名
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
翌
日
に
は
、
同
じ
ド
ネ
ツ
ク
で
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
事
務
所
が
砲
撃
を
受

け
、
死
傷
者
は
出
な
か
っ
た
も
の
の
、
建
物
と
車
両
数
台
が
損
傷
し
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
す
ぐ
さ
ま
、
こ
う
し
た
一
連
の
行
為
を
強
く
非
難
す
る

声
明
を
出
す
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
双
方
の
紛
争
当
事

者
に
対
し
て
、
人
道
支
援
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、
尊
重
す

る
こ
と
を
要
請
し
た
。

近
年
、
殊
に
市
街
戦
に
よ
る
民
間
人
や
民
用
物
へ
の
被
害
が
看
過
で

き
な
い
と
し
、
赤
十
字
は
世
界
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
す
る
な
ど
し

て
声
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
口
密
集
地
で
重
火
器
が
使
用
さ

れ
て
し
ま
う
と
、
多
く
の
死
傷
者
が
出
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
暮
ら

す
民
間
人
に
と
て
つ
も
な
い
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
は
自
明
の
理
だ
。

Ⅳ　

捕
虜
な
ど
敵
側
の
手
に
落
ち
た
人
々

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
支
援
・
保
護
対
象
は
、
戦
闘
行
為
に
直
接
参
加
し
て

い
な
い
民
間
人
、
傷
病
者
（
戦
闘
員
も
含
む
）、
そ
し
て
捕
虜
な
ど
敵
の

手
に
落
ち
て
捕
ら
わ
れ
人
た
ち
だ
。
民
間
人
へ
の
無
差
別
兵
器
の
使

用
禁
止
同
様
、
負
傷
兵
や
捕
虜
へ
の
人
道
的
処
遇
に
つ
い
て
も
、
国

際
人
道
法
の
原
則
や
ル
ー
ル
を
守
る
よ
う
紛
争
当
事
者
に
直
接
訴
え

る
。
こ
れ
も
、
ロ
シ
ア
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
間
の
武
力
紛
争
の
み
な
ら
ず
、

ロシア南部のロストフ州では、地元赤十字社が
ウクライナからの避難者にこころのケアを提供
している。避難所にぬいぐるみや遊具などを置
いて、子どもが安心できる空間づくりも

🄫ロシア赤十字社

マリウポリの住民など 1,000 人以上の避難
を支援。ＩＣＲＣチームには、地雷や不発弾
など放置された武器を扱う専門家や医師も含
まれ、安全に避難できるよう万全を期した
（2022年 4月） ©ICRC

世
界
各
地
で
一
貫
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
で
は
、
紛
争
当
事
国
の
軍
隊
の
構
成
員
や

軍
隊
に
随
伴
す
る
人
々
、
た
と
え
ば
、
従
軍
記
者
や
軍
需
品
の
供
給

者
な
ど
が
、
敵
の
権
力
内
に
陥
っ
た
場
合
に
捕
虜
と
し
て
定
義
さ
れ

る
。
収
容
当
局
は
、
捕
虜
に
対
し
て
肉
体
的
・
精
神
的
拷
問
な
ど
威

圧
的
か
つ
強
制
的
な
尋
問
を
し
て
は
な
ら
ず
、
捕
虜
の
氏
名
、
階
級
、

軍
や
連
隊
な
ど
の
登
録
番
号
以
外
は
、
情
報
の
提
供
を
強
要
で
き
な

い
。
ま
た
、
戦
闘
員
は
、
戦
争
犯
罪
な
ど
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合

は
司
法
上
・
懲
戒
上
の
措
置
を
執
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ル
ー
ル
に

則
っ
て
戦
闘
に
従
事
し
て
い
る
限
り
裁
判
に
か
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
収
容
施
設
の
宿
営
条
件
も
、
自
国
の
軍
隊
の
宿
営
と
同
等
に
良

好
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
捕
虜
の
食
事
習
慣
や
宗
教
的
信

条
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
伝
染
病
防
止
の
た

め
の
衛
生
環
境
も
整
え
、
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
妨
げ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
敵
対
行
為
が
終
了
し
た

後
は
、
遅
滞
な
く
解
放
・
送
還
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

何
よ
り
捕
虜
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
職
員
の
定
期
的
な
訪
問
を
受
け

る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
拘
束
当
局
に
対
し
て
、
非
人

道
的
な
扱
い
の
疑
い
が
あ
れ
ば
文
書
化
し
、
懸
念
を
伝
え
、
人
道
法

上
の
義
務
を
全
う
す
る
よ
う
非
公
開
で
直
接
伝
え
る
。
人
々
の
苦
し

み
を
防
ぎ
、
命
を
守
る
こ
と
を
究
極
の
目
標
と
し
て
、
武
力
紛
争
の

当
事
者
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
べ
く
私
た
ち
は
行
動
し
て
い
る
が
、

捕
虜
を
は
じ
め
国
際
人
道
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
人
々
の
生

命
や
尊
厳
、
健
全
性
を
守
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
、
紛
争
当
事

者
な
の
だ
。

ま
た
当
局
は
、
捕
虜
と
そ
の
家
族
の
心
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
維
持

す
る
べ
く
、
通
信
で
き
る
よ
う
便
宜
を
図
り
、
医
療
ケ
ア
な
ど
の
必

要
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
も
継
続
的
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
武
力

紛
争
と
い
う
苦
悩
に
満
ち
た
状
況
下
で
も
、
捕
虜
と
そ
の
家
族
は
希

望
を
失
う
こ
と
な
く
日
々
を
過
ご
し
、
人
間
の
尊
厳
が
保
た
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

Ⅴ　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
中
央
追
跡
調
査
局

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
は
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
中
央
追
跡
調
査
局

に
対
し
て
、
公
的
な
ル
ー
ト
で
あ
れ
私
的
な
ル
ー
ト
で
あ
れ
、
捕
虜

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
し
て
一
元
管
理
し
、
紛
争
当
事
者

や
家
族
に
伝
え
る
と
い
う
特
別
な
役
割
を
与
え
て
い
る
。
敵
の
手
に

落
ち
た
捕
虜
の
状
況
の
把
握
に
加
え
て
、
家
族
に
も
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
捕
虜
が
行
方
不
明
に
な
る
事
態
を
防
ぐ
。
紛
争
当
事
国

は
、
必
要
な
情
報
を
収
集
・
一
元
化
し
、
中
央
追
跡
調
査
局
を
通
じ
て
、

敵
対
す
る
相
手
側
に
集
め
た
情
報
を
共
有
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。 
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二
〇
二
一
年
に
設
立
一
五
〇
周
年
を
迎
え
た
中
央
追
跡
調
査
局

は
、
ロ
シ
ア
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
間
の
国
際
的
武
力
紛
争
を
担
当
す
る
事

務
局
を
早
速
設
置
。
行
方
不
明
と
な
っ
た
兵
士
や
民
間
人
の
追
跡
調

査
、
家
族
へ
の
情
報
提
供
、
ケ
ア
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。 

ま
た
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
は
、
安
否
に
つ
い
て
の
知
ら
せ
を
待
ち
わ
び
る
家
族
に
対
し
て

も
多
種
多
様
な
問
い
合
わ
せ
窓
口
を
設
け
、
入
手
し
た
情
報
を
責
任

も
っ
て
す
ぐ
さ
ま
家
族
の
も
と
に
届
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
た
く

さ
ん
の
問
い
合
わ
せ
の
電
話
や
メ
ー
ル
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

Ⅵ　

全
捕
虜
へ
の
継
続
的
な
ア
ク
セ
ス
を
主
張

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
二
月
末
以
降
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
双
方
に
捕
ら

わ
れ
た
兵
士
た
ち
に
数
回
面
会
で
き
た
が
、
数
千
に
及
ぶ
と
い
わ
れ

て
い
る
捕
虜
全
員
に
会
う
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

五
月
、
戦
闘
員
が
退
避
し
て
い
た
東
部
マ
リ
ウ
ポ
リ
の
ア
ゾ
フ
ス

タ
ー
リ
製
鉄
所
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
中
立
な
仲
介
者
と
し
て
、
紛
争

当
事
者
と
連
携
し
た
う
え
で
、安
全
な
経
路
を
辿
っ
て
中
に
い
る
人
々

を
導
き
出
す
手
助
け
を
し
た
。
ま
た
、
そ
の
時
点
で
捕
虜
と
な
っ
た

戦
闘
員
の
情
報
を
登
録
し
、該
当
す
る
国
際
人
道
法
の
諸
規
則
に
従
っ

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
後
に
訪
問
し
、
そ
の
処
遇
を
確
認
し
、
家
族
と
通

信
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

同
月
に
は
二
度
、
オ
レ
ニ
ウ
カ
の
収
容
施
設
を
訪
問
し
、
捕
虜
の

ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
、
施
設
用
に
給
水
タ
ン
ク
を
届
け
る
な
ど
し

た
が
、
個
別
面
談
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
七
月
末
に
、
オ
レ
ニ

ウ
カ
の
収
容
施
設
が
攻
撃
さ
れ
た
と
の
一
報
を
受
け
た
直
後
、
私
た

ち
は
、
負
傷
者
が
治
療
を
受
け
て
い
る
場
所
や
遺
体
が
搬
送
さ
れ
た

可
能
性
の
あ
る
場
所
、
お
よ
び
捕
虜
が
移
送
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る

施
設
へ
の
立
ち
入
り
を
要
請
。
負
傷
者
の
避
難
支
援
に
加
え
て
、
医

療
品
や
防
護
具
、
法
医
学
用
の
物
資
の
寄
付
を
打
診
し
た
。
し
か
し
、

返
答
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

年
末
に
や
っ
と
、
相
当
数
の
捕
虜
を
複
数
回
に
わ
た
り
訪
問
で

マリウポリのアゾフスターリ製鉄所。民
間人への避難支援に加えて、製鉄所から
出てきた戦闘員（負傷兵も含む）数百人
の登録作業も実施
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き
、
健
康
状
態
や
待
遇
を
確
認
。
書
籍
や
衛
生
用
品
、
毛
布
、
防
寒

着
な
ど
を
渡
す
と
同
時
に
、
家
族
に
宛
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
受
け
取

り
、届
け
る
こ
と
が
で
き
た
。Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ミ
リ
ア
ナ
・
ス
ポ
リ
ア
リ
ッ

チ
総
裁
は
、「
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
す
べ
て
の
捕
虜
を
定
期
的
に
訪

問
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
語
り
、
十
二
月

上
旬
に
捕
虜
の
家
族
と
の
対
話
集
会
に
出
席
し
た
際
に
は
、「
全
員

と
会
え
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
す
」
と
誓
っ
た
。
一
連
の
訪

問
が
実
現
し
た
こ
と
は
大
き
な
進
展
で
あ
る
一
方
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、

ど
こ
に
収
容
さ
れ
て
い
よ
う
と
す
べ
て
の
捕
虜
に
一
対
一
で
継
続
し

て
面
会
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
訴
え
て
い
く
。

あ
ら
ゆ
る
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
捕
虜
の
待
遇
を
決
め
る

の
は
関
係
国
と
収
容
し
て
い
る
当
局
だ
。
敵
の
手
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
捕
虜
の
身
の
安
全
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
は
保
証
で
き
な
い
。
そ
う
し

た
権
限
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
は
な
い
。
紛
争
当
事
者
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条

約
に
則
っ
て
捕
虜
を
人
道
的
に
扱
い
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
妨
害
さ
れ
る
こ

と
な
く
す
べ
て
の
捕
虜
と
面
会
で
き
る
よ
う
に
す
る
義
務
を
負
っ
て

い
る
。
暴
力
行
為
や
脅
し
、
公
衆
の
好
奇
心
、
そ
し
て
戦
闘
の
影
響

か
ら
捕
虜
を
確
実
に
守
る
こ
と
も
重
要
だ
。
メ
デ
ィ
ア
や
報
道
機
関

の
取
材
を
捕
虜
が
受
け
る
際
も
、
本
人
の
意
思
を
確
認
し
た
う
え
で

取
材
に
応
え
て
も
ら
い
、
了
承
し
た
場
合
で
も
個
人
が
特
定
で
き
な

い
よ
う
加
工
を
し
、
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

メ
デ
ィ
ア
側
に
も
そ
う
し
た
配
慮
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

Ⅶ　

戦
争
と
い
う
狂
気
の
中
で
人
間
性
を
保
つ

ザ
ポ
リ
ー
ジ
ャ
原
子
力
発
電
所
や
そ
の
周
辺
に
お
け
る
戦
闘
、
核

兵
器
や
〝
汚
い
爆
弾
〟
の
使
用
に
よ
り
、
時
空
を
超
え
た
、
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
人
道
上
の
影
響
が
容
易
に
予
想
で
き
る
。
二
次
災
害
の

リ
ス
ク
を
は
ら
む
場
所
が
戦
場
と
な
っ
た
場
合
、
何
百
万
も
の
人
や

環
境
に
壊
滅
的
な
影
響
を
与
え
、
長
き
に
わ
た
り
苦
し
む
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
放
射
能
が
漏
れ
た
場
合
、
被
爆
地
で
人
道
支
援
を
行
う

こ
と
は
、
不
可
能
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
非
常
に
困
難
、
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
は
公
言
し
て
や
ま
な
い
。
紛
争
当
事
者
は
、
そ
う
し
た
危
険
な
軍

事
行
動
を
匂
わ
せ
る
こ
と
自
体
を
今
す
ぐ
や
め
、
国
際
社
会
も
ウ
ク

ラ
イ
ナ
で
今
日
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
何
と
し
て
も
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

赤
十
字
は
中
立
と
独
立
、
公
平
を
掲
げ
る
組
織
で
、
純
粋
に
紛
争

の
被
害
か
ら
民
間
人
を
守
り
、
救
う
こ
と
を
目
的
に
活
動
す
る
た
め
、

「
武
器
を
捨
て
て
戦
闘
を
終
わ
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
意
見
・
調
停
す
る

こ
と
は
し
な
い
。
紛
争
解
決
や
和
平
合
意
の
よ
う
な
、
政
治
的
な
交

渉
や
働
き
か
け
は
国
連
な
ど
多
国
間
で
果
た
さ
れ
る
べ
き
役
割
だ
か

ら
だ
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
そ
こ
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
あ
く
ま
で
も
人
道
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的
な
支
援
に
徹
す
る
。「
紛
争
の
政
治
的
解
決
」
で
は
な
く
、「
戦
時

下
の
人
間
の
尊
厳
を
保
つ
」
こ
と
が
究
極
の
活
動
目
的
で
あ
る
。

現
在
、
私
た
ち
が
報
道
な
ど
で
見
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状
況
は
、

い
か
に
あ
っ
け
な
く
戦
争
が
起
こ
り
、
そ
れ
ま
で
の
穏
や
か
な
日
常

が
破
壊
さ
れ
て
い
く
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
誰
で
あ
っ
て
も
、
ど
こ

に
い
て
も
、
突
然
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
、
悲
劇
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ

と
が
あ
り
う
る
、
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
こ
と
が
実
際
起
こ
っ
て
い
る
。

国
際
人
道
法
は
、
そ
う
し
た
悲
劇
の
な
か
で
も
人
々
が
人
間
ら
し

く
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
時
に
禍
根
を
残
す
こ
と

な
く
、
平
和
へ
の
歩
み
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の

だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
日
本
は
、
見
事
に
戦
後
復
興
を
遂
げ
た

が
、
被
ば
く
者
や
空
襲
を
経
験
し
た
人
々
、
戦
争
で
大
切
な
人
を
失
っ

た
人
々
な
ど
、
心
身
両
面
に
追
っ
た
傷
は
な
か
な
か
癒
え
な
い
。
化

学
兵
器
を
使
う
と
環
境
も
汚
染
さ
れ
る
。
地
雷
が
埋
め
ら
れ
る
と
安

心
し
て
出
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
家
族
を
殺
さ
れ
、
母

国
を
追
わ
れ
た
人
が
恨
み
や
復
讐
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
、
テ
ロ
リ

ス
ト
や
子
ど
も
兵
士
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
戦
争
の
禍
根
や
負
の

遺
産
が
、
あ
と
あ
と
新
た
な
暴
力
や
悲
劇
を
生
み
か
ね
な
い
。

「
戦
争
に
ル
ー
ル
な
ん
て
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
、
そ
も
そ
も
守

る
人
な
ん
て
い
る
の
か
」
と
い
う
声
も
、
講
演
な
ど
を
し
て
い
る
と

よ
く
聞
く
。
武
器
を
も
っ
て
戦
う
人
が
い
る
限
り
、
戦
後
の
復
興
や
、

人
々
が
日
常
を
取
り
戻
す
う
え
で
、
こ
の
戦
時
の
決
ま
り
ご
と
は
必

須
だ
。
戦
争
と
い
う
狂
気
の
中
で
も
人
間
性
を
保
つ
こ
と
で
、
戦
闘

員
も
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
の
傷
が
深
く
な
ら
ず
に
済
む
。
私
た
ち
赤

十
字
は
あ
き
ら
め
ず
対
話
を
し
続
け
、
紛
争
当
事
者
の
人
間
性
に
も

訴
え
続
け
た
い
。

捕虜の家族との会合に出席するＩＣＲＣスポリアリッチ総裁
（2022 年 12月）
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は
じ
め
に

：

い
ま
だ
見
え
な
い
全
容

二
〇
二
二
年
二
月
に
火
ぶ
た
を
切
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
に

お
い
て
は
、
本
稿
執
筆
時
点
（
八
月
末
）
で
難
民
・
国
内
避
難
民
が
約

一
三
〇
〇
万
人
に
達
し
、
全
人
口
（
約
四
一
六
〇
万
）
の
お
よ
そ
三
人
に

一
人
が
住
処
を
追
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
て
い
る

１

。
三
〇
〇
万
人
超
の

難
民
が
身
を
寄
せ
る
最
大
受
入
国
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
は
じ
め
、
ル
ー
マ

ニ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ス
ロ
バ
キ
ア
等
の
周
辺
国
に
も
多
大
な
影
響

を
与
え
て
お
り
、こ
れ
を
受
け
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟（
以
下「
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｃ
」）
に
お
い
て
は
、
こ
の
危
機
を
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
及
び
影
響
を
受

け
た
国
々
に
お
け
る
危
機
（U

kraine and im
pacted countries crisis

）」
と

よ
び
、
当
面
二
年
超
の
支
援
を
計
画
し
て
い
る

２

。
言
い
換
え
れ
ば
、

地
理
的
に
も
時
間
的
に
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
人
道
ニ
ー
ズ
へ
の
対

応
が
必
要
で
あ
り
、
支
援
の
出
口
戦
略
を
語
る
に
は
程
遠
い
状
況
に

あ
る
。

ま
た
、
国
際
人
道
法
の
理
念
も
厳
し
い
現
実
に
直
面
し
て
い
る
。

解
　
説

―
一
世
紀
半
の
尺
度
で

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
と
国
際
赤
十
字

齊
藤
彰
彦

日
本
赤
十
字
社
広
報
室
主
査
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
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二
〇
二
二
年
七
月
一
一
日
時
点
の
国
連
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
文
民
の

死
者
が
五
〇
二
四
人
、
負
傷
者
が
六
五
二
〇
人
と
さ
れ
る
が

３

、
実
際

に
は
は
る
か
に
多
い
と
の
指
摘
も
あ
る

４

。
さ
ら
に
は
、
本
来
人
道
法

で
保
護
さ
れ
る
医
療
施
設
へ
の
攻
撃
が
三
六
六
件
、
教
育
施
設
へ
の

攻
撃
が
二
四
二
〇
件
に
達
し

５

、
攻
撃
の
実
に
七
割
近
く
が
文
民
や
民

用
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る

６

。
こ
の
こ
と
は
、
人
道
法

の
最
重
要
原
則
で
あ
る
戦
闘
員
・
軍
事
目
標
と
文
民
・
民
用
物
と
を

区
別
し
、
戦
闘
は
前
者
に
限
定
す
る
と
い
う
「
区
別
原
則
」
の
不
遵
守

を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
般
の
人
道
危
機
を
総
括
す
る
に
は
明
ら
か
に
時

期
尚
早
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
れ
を
十
分
自
覚
し
つ
つ
、
若
干
広
い

ス
コ
ー
プ
か
ら
こ
の
危
機
と
国
際
赤
十
字
の
動
き
を
概
観
す
る
。
つ

ま
り
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
」）
は
こ
の
危
機
を
「
八

年
に
わ
た
る
紛
争
」
と
呼
称
す
る
よ
う

７

、二
〇
一
四
年
か
ら
す
で
に

そ
の
萌
芽
は
み
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
国
際
赤
十
字
に
お
い
て
は
古

く
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ
ア
の
赤
十
字
社
を
は
じ
め
と
す
る
赤
十

字
機
関
が
存
在
し
、
同
地
で
の
様
々
な
人
道
危
機
に
対
応
し
て
き
た
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
前
史
に
も
ふ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
延
長
線
上
に

あ
る
目
下
の
国
際
赤
十
字
の
対
応
を
概
観
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
膨

大
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
情
報
に
動
揺
し
つ
つ
あ
る
我
々
が
こ
の
危
機

に
向
き
合
う
際
の
一
つ
の
確
か
な
「
立
ち
位
置
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
試
み
た
い
。

Ⅰ　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
赤
十
字

：

人
道
の
先
駆
者

「
国
際
赤
十
字
」
と
は
、
第
一
に
一
八
六
三
年
に
設
立
さ
れ
主
に
紛

争
地
で
の
活
動
に
従
事
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
第
二
に
世
界
一
九
二
の
国

と
地
域
で
活
動
す
る
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
（
以
下
「
各
国
赤
十
字

社
」）、
第
三
に
一
九
一
九
年
に
設
立
さ
れ
各
国
赤
十
字
社
の
連
合
体

で
あ
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
い
う
赤
十
字
機
関
の
総
称
を
指
す
。
と
り
わ
け
、

武
力
紛
争
と
い
う
今
回
の
文
脈
に
お
い
て
は
多
く
の
報
道
等
が
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
の
活
動
に
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
特
集

の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部 

眞
壁 

仁
美 

広
報
統
括
官
に
よ
る
論
考
に

譲
り
た
い
。
ま
た
、
以
下
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
主
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ

と
ロ
シ
ア
の
赤
十
字
社
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
活
動
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
と
し
た
い
。

⑴
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社：

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
人
道
外

交
の
展
開

ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
は
古
く
は
ロ
シ
ア
赤
十
字
社
の
地
方
支
部

と
い
う
形
で
一
八
六
七
年
に
そ
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
赤
十

字
社
と
し
て
は
一
九
一
八
年
に
旧
ソ
連
を
構
成
す
る
赤
十
字
機
関
の

地
域
的
連
合
体
「
赤
十
字
・
赤
新
月
社
ソ
ビ
エ
ト
連
盟
」
の
一
部
と
し

て
誕
生
し
た

８

。
ソ
連
崩
壊
に
伴
う
一
九
九
二
年
か
ら
独
立
し
た
同

社
は
現
在
、
職
員
約
五
〇
〇
人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
約
三
千
人
、
全
国

二
〇
〇
の
支
部
を
擁
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
最
大
の
人
道
支
援
機
関
と
し

て
活
動
し
て
い
る

９

。　

目
下
の
同
社
の
動
き
と
し
て
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
各
地
で
の
食
料
・

医
薬
品
・
現
金
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
や
生
活
必
需
品
の
バ
ウ
チ
ャ
ー

と
い
っ
た
救
援
物
資
の
配
布
、
高
齢
者
・
女
性
・
児
童
・
障
が
い
者

を
は
じ
め
と
す
る
文
民
の
避
難
支
援
、
救
急
法
の
指
導
や
地
雷
リ
ス

ク
の
啓
発
活
動
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
な
ど
で
あ
り
、
二
〇
二
二
年

二
月
か
ら
約
五
か
月
間
で
五
四
八
万
人
以
上
が
こ
れ
ら
の
支
援
を
裨

益
し
て
い
る

10

。
ま
た
、
赤
十
字
活
動
の
特
色
の
一
つ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
参
画
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
今
回
の
危
機
以
降
、
日
常
的
に
多
く

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
現
地
住
民
）
が
様
々
な
場
面
で
活
動
を
支
え
て
お

り
、
そ
の
数
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
は
じ
め
避
難
民
受
入
国
全
体
で

一
〇
万
人
以
上
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
と
し
て
は
危
機
以
降
八
千
人
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
中
）
と
も
い
わ
れ
る

11

。
こ
の
よ
う
に
、
危
機
の
前

か
ら
そ
の
最
中
、
そ
し
て
来
る
べ
き
復
興
期
を
通
じ
て
長
く
現
地
の

人
々
に
寄
り
添
い
続
け
る（
そ
し
て
時
に
住
民
自
身
が
そ
の
担
い
手
に
も
な

る
）
存
在
と
し
て
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
は
支
援
現
場
の
中
核
に
位

置
し
て
お
り
、
国
際
赤
十
字
の
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
被

災
地
赤
十
字
社
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
・
各
国
赤
十
字
社
・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
が
補
完
・

協
働
す
る
形
で
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
を
発
揮
し
て
い
る

12

。

な
お
、
同
国
で
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
が
活
か
さ
れ
た
例
と

し
て
、
同
社
の
独
立
前
の
一
九
八
六
年
四
月
に
生
じ
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
原
発
事
故
が
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
福
島
原
発
事
故
と
並
ん

で
今
日
ま
で
唯
一
、
国
際
原
子
力
事
象
評
価
尺
度
（
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
）
の
最

高
レ
ベ
ル
七
（
深
刻
な
事
故
）
に
分
類
さ
れ
る
こ
の
事
故
で
は
、
広
島
原

爆
の
約
四
〇
〇
倍
相
当
の
放
射
線
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ

13

、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
、
ロ
シ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
わ
た
る
推
定
八
四
〇
万
人
が
放
射

線
に
さ
ら
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
累
計
約
三
五
万
人
が
移
住
を
強
い
ら

れ
た
と
い
わ
れ
る

14

。
ま
た
、
健
康
面
で
は
、
事
故
当
時
、
児
童
・
青

少
年
だ
っ
た
被
災
者
の
甲
状
腺
が
ん
も
二
〇
一
五
年
ま
で
に
数
千
件

報
告
さ
れ
て
お
り
、
被
ば
く
の
影
響
の
追
跡
調
査
と
そ
の
医
療
的
対

応
・
研
究
は
今
日
に
続
く
課
題
で
も
あ
る

15

。

こ
の
事
故
の
直
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
の
社
長
に
就
任
し
た

の
が
イ
ヴ
ァ
ン
・
ウ
シ
チ
ェ
ン
コ
医
師
で
あ
る
。
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト

政
府
に
よ
る
情
報
統
制
が
布
か
れ
る
中
で
社
を
率
い
る
こ
と
と
な
っ

た
ウ
シ
チ
ェ
ン
コ
社
長
は
、
こ
の
問
題
を
同
年
の
赤
十
字
国
際
会
議

（
四
年
に
一
度
開
催
さ
れ
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
締
約
国
政
府
と
国
際
赤
十
字
の
全

構
成
員
が
参
加
）
で
と
り
あ
げ
、
こ
の
こ
と
で
事
故
は
国
際
的
に
注
目

さ
れ
、国
外
か
ら
の
支
援
を
招
く
契
機
と
な
っ
た

16

。
予
て
よ
り
広
島
・
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長
崎
の
原
爆
病
院
を
中
心
に
被
ば
く
医
療
の
知
見
を
有
す
る
日
本
赤

十
字
社
に
お
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
、
朝
日
新
聞
社
な
ど
と

と
も
に
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
被
災
者
支
援
事
業
」
を
た
ち
あ

げ
、
複
数
回
に
わ
た
る
日
本
か
ら
の
医
師
の
派
遣
と
、
ロ
シ
ア
・
ウ

ク
ラ
イ
ナ
・
ベ
ラ
ル
ー
シ
か
ら
の
医
師
・
児
童
の
日
本
へ
の
受
入
れ

を
行
い
、
病
院
研
修
や
慰
問
活
動
な
ど
を
実
施
し
た

17

。　

そ
の
後
に
生
じ
た
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
、
日
本
で
開
催
さ
れ

た
支
援
国
赤
十
字
社
会
議
に
来
日
し
た
ウ
シ
チ
ェ
ン
コ
社
長
は
、
そ

の
講
演
で
震
災
犠
牲
者
に
哀
悼
の
意
を
さ
さ
げ
る
と
と
も
に
、
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
対
応
が
依
然
現
在
進
行
形
の
問
題
で
あ
り
、

改
め
て
原
子
力
災
害
対
応
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
核
の
問
題
は
こ

れ
ま
で
、
そ
の
平
和
的
・
軍
事
的
利
用
の
双
方
に
お
い
て
、
事
故
等

の
危
機
的
事
態
に
ど
う
人
道
的
に
対
処
す
る
か
と
い
う
視
点
が
し
ば

し
ば
欠
落
し
て
い
た
が
、
ウ
シ
チ
ェ
ン
コ
社
長
に
よ
る
国
際
的
な
議

論
の
率
先
は
、ま
さ
に
こ
の
視
点
の
欠
落
を
補
う
今
日
の「
人
道
外
交
」

の
先
鞭
を
つ
け
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る

18

。

⑵
ロ
シ
ア
赤
十
字
社：

国
際
人
道
法
へ
の
貢
献

次
に
ロ
シ
ア
赤
十
字
社
だ
が
、
そ
の
歴
史
は
長
く
、
最
初
の
赤
十

字
機
関
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
誕
生
し
た
四
年
後
の
一
八
六
七
年
、
当
時
の
ロ

シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

19

。
皇
帝
は

同
社
を
そ
の
妻
マ
リ
ア
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ナ
の
庇
護
下
に
お
き
、

設
立
後
す
ぐ
に
生
じ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
で
は
早

速
、
傷
病
兵
の
救
護
活
動
を
開
始
し
た

20

。
そ
の
後
、
同
社
は
幾
度
も

の
戦
時
救
護
活
動
を
経
験
し
、
急
速
な
成
長
を
遂
げ
た

21

。
こ
の
ほ
か
、

ロ
シ
ア
赤
十
字
社
は
、
例
え
ば
一
八
八
〇
～
九
〇
年
代
に
開
催
さ
れ

た
複
数
回
の
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
履
行

監
視
機
関
の
設
置

22

や
基
金
の
設
立

23

な
ど
様
々
な
制
度
上
の
提
言
も

行
っ
て
お
り
、
そ
の
黎
明
期
か
ら
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
た
。

ま
た
、
前
後
す
る
が
、
今
日
の
国
際
人
道
法
に
は
赤
十
字
の
創
始

者
デ
ュ
ナ
ン
の
率
先
に
よ
る
戦
場
の
傷
病
兵
の
救
護
に
関
す
る
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
（
一
八
六
四
年
）
に
由
来
す
る
紛
争
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す

る
諸
規
則
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
）
と
紛
争
当
事
者
の
敵
対
行
為
の
規
制
に
関

す
る
諸
規
則
（
ハ
ー
グ
法
）
と
い
う
二
つ
の
系
譜
が
あ
る
が
、
後
者
の

ハ
ー
グ
法
は
ロ
シ
ア
皇
帝
の
率
先
に
よ
り
生
ま
れ
た
一
八
六
八
年
の

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
宣
言

24

や
一
八
九
九
年
と
一
九
〇
七
年
に
開

催
さ
れ
た
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
に
由

来
し
て
い
る

25

。
さ
ら
に
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
一
八
五
四
～
一
八
五
六
年
）

に
お
け
る
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
活
動
は
デ
ュ
ナ
ン
と
並
ん
で
傷
病
兵

の
救
護
活
動
の
先
駆
的
事
例
で
も
あ
る
ほ
か

26

、
ロ
シ
ア
（
及
び
ウ
ク
ラ

イ
ナ
）
は
今
日
の
多
く
の
国
際
人
道
法
関
連
条
約
も
批
准
し
て
お
り

27

、

同
地
に
は
古
く
か
ら
法
の
支
配
と
戦
場
に
お
け
る
「
人
道
」
精
神
の
息

吹
が
み
ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

現
在
の
ロ
シ
ア
赤
十
字
社
は
、
職
員
三
〇
〇
人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

約
二
万
人
、
全
国
六
〇
〇
の
地
域
支
部
を
擁
し

28

、
緊
急
救
援
、
医
療
、

社
会
福
祉
、
救
急
法
の
普
及
、
献
血
な
ど
の
分
野
で
活
動
し
て
お
り

29

、

今
回
の
危
機
に
お
い
て
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
と
同
じ
く
、
危

機
以
前
の
二
〇
一
四
年
か
ら
国
際
赤
十
字
の
一
員
と
し
て
人
道
支
援

に
従
事
し
て
い
る
。
目
下
の
同
社
の
動
き
と
し
て
は
、
約
一
四
八
万

人
が
ロ
シ
ア
領
域
に
避
難
し
て
い
る
と
さ
れ
る
中
、
同
国
内
の

一
三
〇
〇
か
所
以
上
の
一
次
避
難
所
な
ど
に
身
を
寄
せ
る
約
二
〇
万

人
を
対
象
に
、
救
援
物
資
（
二
〇
二
二
年
七
月
一
四
日
時
点
で
一
六
〇
〇
ト

ン
以
上
）
の
配
布
、
医
療
支
援
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
、
離
散
家
族
の

再
会
支
援
活
動
な
ど
を
展
開
し
て
い
る

30

。

な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
ロ
シ
ア
連
邦
が
誕
生
し
た
一
九
九
二
年
か
ら

モ
ス
ク
ワ
に
代
表
部
を
置
き
、
人
道
法
の
普
及
や
離
散
家
族
支
援
な

ど
の
分
野
で
同
地
の
各
国
赤
十
字
社
と
連
携
・
協
働
し

31

、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ

も
一
九
九
三
年
か
ら
地
域
事
務
所
を
置
き
、
周
辺
国
も
含
む
同
地
で

の
自
然
災
害
や
保
健
衛
生
分
野
で
の
活
動
を
行
っ
て
い
る

32

。
ま
た
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
は
、
一
九
九
五
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
政
府
と
協
定
を
結
び
キ
ー
ウ
に
代
表
部
を
設
け

33

人
道
法
の
普
及
な

ど
に
従
事
し
て
い
る
ほ
か

34

、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社

に
よ
る
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
被
災
者
支
援
事
業
や
災
害
救
援
、

感
染
症
へ
の
対
応
、
ま
た
同
社
の
組
織
基
盤
強
化
な
ど
に
長
く
従
事

し
て
い
る

35

。

以
上
、
同
地
に
お
け
る
国
際
赤
十
字
の
展
開
を
駆
け
足
で
み
て
き

た
が
、
こ
う
し
た
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
赤
十
字
機
関
と
そ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
以
下
に
み
る
危
機
へ
の
対
応
基
盤
と
な
っ
て

い
る
。Ⅱ　

「
八
年
」
の
人
道
状
況

：

武
力
紛
争
が

す
べ
て
で
は
な
い

冒
頭
で
ふ
れ
た
「
八
年
に
わ
た
る
紛
争
」
と
い
わ
れ
る
時
間
の
中
で
、

同
地
で
は
い
か
な
る
人
道
問
題
が
生
じ
、
国
際
赤
十
字
は
こ
れ
に
ど

う
対
応
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
六
日

付
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
「
冬
季
と
物
資
不
足
が
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
人
道
的
対
応
に
与
え
る
圧
力
」
は
そ
の
一
部
を
端
的
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
表
題
が
示
す
よ
う
、
同
国
は
こ
れ
ま

で
幾
度
と
な
く
厳
冬
期
に
お
け
る
人
道
状
況
の
悪
化
（
凍
死
傷
者
の
発

生
な
ど
）
に
苦
し
み
、
加
え
て

36H
IV

/A
ID

S

や
結
核
な
ど
の
感
染
症

の
蔓
延
に
も
直
面
し
て
き
た

37

。
さ
ら
に
同
リ
リ
ー
ス
は
、
二
〇
一
三

年
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
騒
擾
（civil unrest

）38

以
来
、
一
四
〇
万
人
の
国

内
避
難
民
が
生
じ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
の
ウ
シ
チ
ェ
ン
コ
社
長

に
よ
れ
ば
、「
状
況
は
危
機
的
で
、
一
四
〇
万
も
の
避
難
民
が
住
処
を
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追
わ
れ
三
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
々
の
多
く
が
国
際
的

な
支
援
に
頼
り
続
け
て
い
る
状
況
」
で
あ
り
、
加
え
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の

欧
州
地
域
代
表
部
は
、「
雇
用
の
機
会
が
奪
わ
れ
、
救
援
物
資
の
市
場

価
格
は
三
倍
近
く
に
達
し
、
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。
人
々
は
こ
の

忘
れ
ら
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
危
機
を
思
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
」
と
訴

え
て
い
る

39

。

こ
う
し
た
中
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
に
お
い
て
は
二
〇
一
三

年
か
ら
社
内
に
緊
急
対
応
チ
ー
ム
を
設
け
、
主
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部

か
ら
の
避
難
民
の
救
援
活
動
に
あ
た
っ
て
き
た
。
二
〇
一
五
年
六
月

一
日
時
点
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
報
告
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
の
約

三
五
〇
〇
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
職
員
が
計
三
一
八
ト
ン
相
当
の
食

料
や
冬
季
対
策
の
た
め
の
救
援
物
資
を
五
〇
万
人
以
上
に
配
布
し
、

救
急
法
の
講
習
や
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
を
実
施
し
た
ほ
か

40

、
ロ
シ
ア

赤
十
字
に
お
い
て
も
、
ロ
シ
ア
領
域
内
の
避
難
民
約
三
七
万
人
に
対

し
、
四
五
の
支
部
と
二
五
〇
人
以
上
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
救
援
物
資

の
配
布
等
を
行
っ
た

41

。　

ま
た
、
中
長
期
的
視
点
か
ら
、
二
〇
一
四
年
の
紛
争
に
参
加
し
た

退
役
軍
人
に
対
す
る
生
計
手
段
（livelihoods

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
設
け
ら

れ
て
い
る
。
人
々
が
兵
士
に
な
る
背
景
に
は
し
ば
し
ば
生
活
の
必
要

が
指
摘
さ
れ
る
が
、
二
〇
一
九
年
四
月
二
六
日
付
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
記

事
は
こ
の
対
応
例
の
一
つ
と
し
て
養
蜂
で
生
計
を
立
て
る
退
役
軍
人

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
二
万
五
千
人
以
上

が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
に
よ
る
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

裨
益
し
、
加
え
て
中
小
企
業
や
そ
の
他
事
業
の
助
成
金
支
援
な
ど
も

行
わ
れ
た

42

。　

な
お
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世

界
的
蔓
延
が
今
回
の
危
機
の
追
加
的
負
荷
と
な
っ
て
い
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
国
際
赤
十
字
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
に
開
催
さ

れ
た
赤
十
字
国
際
会
議
が
「
行
動
の
時

：

エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
と
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
へ
の
対
応
」
と
い
っ
た
決
議
を
採
択
し
て
い
る
よ
う
に
、
グ

ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
の
基
礎
保
健
対
応
の
重
要
性
は
以
前
か
ら
（
と
り
わ

け
二
〇
一
五
年
の
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
エ
ボ
ラ
危
機
以
降
）
認
識
さ
れ
て

お
り

43

、ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
は
二
〇
一
九
年
に「
過
去
四
年
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
最
大
規
模
」
と
も
い
わ
れ
る
、
麻
疹
（
は
し
か
）
の
発
生
も
報
告

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
に
よ
れ
ば
、
同
国

の
は
し
か
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
は
世
界
最
低
レ
ベ
ル
で
あ
る
ほ
か

44

、

同
じ
く
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
が
作
成
し
た
二
〇
二
一
年
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け

る
支
援
計
画
で
は
、
過
去
七
年
間
で
紛
争
に
よ
り
一
万
三
千
人
以
上

が
死
亡
、
一
五
〇
万
人
が
避
難
民
と
し
て
登
録
さ
れ
、
三
五
〇
万
人

が
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
中
、
予
防
接
種
率
も
九
〇
年
代
か
ら
減

少
傾
向
に
あ
り
、
医
療
ケ
ア
の
変
革
こ
そ
が
「
最
も
困
難
な
課
題
」
の

一
つ
と
も
さ
れ
て
い
る

45

。
こ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
今
回
の
危
機
以

降
は
コ
ロ
ナ
対
応
と
紛
争
犠
牲
者
対
応
の
二
重
の
負
担
を
強
い
ら
れ

る
医
療
従
事
者
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
（
燃
え
尽
き
症
候
群
）
も
報
じ
ら
れ
て

お
り

46

、
状
況
は
よ
り
深
刻
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
国
は
す

で
に
様
々
な
複
合
的
人
道
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
今
回
の
危
機
は
そ

う
し
た
諸
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
対
処
療
法
的

措
置
に
と
ど
ま
ら
な
い
一
層
の
包
括
的
・
長
期
的
対
応
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る

47

。

Ⅲ　

大
河
の
一
滴

：

二
〇
二
二
年
二
月
か

ら
の
半
年
間
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト 

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
以
降
、
国
際
赤
十
字
に
お
い
て
も
事
態

は
急
速
な
展
開
を
み
せ
た
。
そ
の
皮
切
り
の
一
つ
と
し
て
、
同
年
三

月
一
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
共
同
で
声
明
を
発
出
し
、
喫
緊

の
人
道
ア
ク
セ
ス
の
確
保
と
こ
の
た
め
の
諸
国
の
協
力
・
団
結
を
呼

び
か
け
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
今
後
数
年
に
わ
た
り
欧
州
最
大
の
人
道

危
機
の
一
つ
に
な
る
と
の
警
鐘
を
発
し
た

48

。

ま
ず
資
金
面
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
に
お
い
て
は
二
月
末
時

点
で
約
一
四
〇
億
円
の
暫
定
援
助
要
請
を
発
出
し
、
続
く
四
月
に

七
二
八
億
円
相
当
に
額
を
拡
大
し
た
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
お
い
て
も
金
額
は
異

な
る
が
同
様
の
動
き
で
あ
る
）49

。
こ
れ
を
う
け
日
本
赤
十
字
社
に
お
い

て
は
、
三
月
二
日
に
救
援
金
の
募
集
を
開
始
し
、
八
月
五
日
時
点
で

国
内
か
ら
六
三
億
三
、三
〇
八
万
五
、一
五
七
円
（
七
二
、四
六
九
件
）
が

寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
順
次
速
や
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
活

動
財
源
に
充
当
（
送
金
）
し
て
い
る
。

次
に
活
動
面
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
三
月
一
二
日
に
最
初
の
活

動
戦
略
（O

perational Strategy

）
を
発
出
し
、
そ
の
三
本
柱
と
し
て
「
水

と
衛
生
（W

A
SH

）
を
含
む
医
療
と
ケ
ア
」「
シ
ェ
ル
タ
ー
、
現
金
給
付
、

生
計
支
援
を
含
む
統
合
的
支
援
」「
保
護
と
予
防
」
を
掲
げ
、
赤
十
字

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
総
力
を
挙
げ
た
支
援
を
う
た
っ
た

50

。　

こ
れ
に
つ
づ
き
各
国
赤
十
字
社
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
国
際

的
調
整
の
も
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ
ア
の
赤
十
字
社
は
も
ち
ろ
ん
、

二
月
か
ら
の
半
年
間
で
四
八
の
各
国
赤
十
字
社
が
現
地
お
よ
び
周
辺

国
に
お
い
て
活
動
を
展
開
し

51

、
こ
れ
に
は
、
避
難
民
の
保
護
、
避
難

の
誘
導
、
避
難
所
支
援
、
保
健
医
療
、
水
と
衛
生
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、

現
金
・
バ
ウ
チ
ャ
ー
配
布
、
離
散
家
族
の
再
会
支
援
活
動
な
ど
が
含

ま
れ
る

52

。
こ
の
点
、
日
本
赤
十
字
社
に
お
い
て
は
、
現
地
医
療
施
設

の
多
く
が
機
能
不
全
に
陥
り
約
一
四
五
〇
万
人
が
何
ら
か
の
医
療
支

援
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
中

53

、
国
際
救
援
の
経
験
者
（
医

療
従
事
者
）
を
中
心
に
主
と
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
周
辺
国
に
現
地
入
り
し
、

そ
の
強
み
と
す
る
医
療
分
野
で
の
人
的
・
物
的
支
援
を
実
施
・
拡
大

中
で
あ
る

54

。

他
方
、
人
道
状
況
の
厳
し
さ
を
物
語
る
数
値
と
し
て
、
同
戦
略
は
、
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被
害
額
一
一
兆
円
以
上
に
の
ぼ
る
イ
ン
フ
ラ
損
壊
、
食
料
・
医
療
資

材
の
圧
倒
的
不
足
と
さ
ら
な
る
悪
化
、
東
部
を
中
心
と
し
た
水
不

足
、
物
資
高
騰
、
来
る
べ
き
冬
季
へ
の
備
え
、
人
身
売
買
や
性
的
搾
取
、

コ
ロ
ナ
対
応
を
は
じ
め
と
す
る
感
染
症
対
応
、
避
難
民
の
九
割
が
女

性
・
児
童
・
高
齢
者
・
障
が
い
者
と
い
っ
た
脆
弱
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々

が
占
め
、
こ
れ
に
伴
う
安
全
な
住
居
、
教
育
の
機
会
の
欠
落
、
こ
こ

ろ
の
ケ
ア
な
ど
の
諸
問
題
を
指
摘
し
て
い
る

55

。
こ
れ
に
対
し
、
既

述
の
と
お
り
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
支
援
対
象
は
当
面
二
年
四
か
月
に
わ
た
る

三
六
〇
万
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
の
人
道
ニ
ー
ズ
の

パ
イ
か
ら
す
れ
ば
ほ
ん
の
一
握
り
で
あ
る

56

。
さ
ら
に
は
、
上
述
の
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
援
助
要
請
の
充
足
率
は
八
月
二
六
日
時
点
で
約
四
八
％
で

あ
り
、
財
源
も
い
ま
だ
盤
石
で
は
な
い
。

加
え
て
、
こ
れ
も
既
述
の
と
お
り
今
回
の
支
援
活
動
に
は
被
災

者
も
含
む
多
く
の
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
画
し
て
い
る
が
、
こ

の
点
、
人
道
法
上
保
護
さ
れ
る
多
く
の
医
療
施
設
や
赤
十
字
施
設
へ

の
攻
撃

57

、
ま
た
、
赤
十
字
標
章
の
濫
用

58

な
ど
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
人
々
の
安
全
確
保
と
そ
の
た
め
の
人
道
法
順
守
の
は
た
ら

き
か
け
な
ど
活
動
の
安
全
上
の
対
応
も
引
き
続
き
急
務
で
あ
る

59

。

な
お
、
長
期
戦
が
予
想
さ
れ
る
支
援
の
持
続
可
能
性
と
い
う
観

点
か
ら
、
赤
十
字
活
動
に
対
す
る
理
解
促
進
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

戦
闘
地
域
な
ど
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
で
活
動
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
を
は
じ
め

と
す
る
国
際
赤
十
字
に
お
い
て
は
そ
の
公
平
・
中
立
の
立
場
の
堅
持

か
ら
様
々
な
誤
解
（
例
え
ば
人
道
支
援
を
装
っ
て
一
方
の
軍
事
活
動
に
加
担

し
て
い
る
等
）
や
活
動
に
対
す
る
疑
義
（
人
々
の
医
療
や
個
人
情
報
を
悪
用

し
て
い
る
等
）
が
生
じ
て
お
り

60

、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
戦
略
に
お
い
て
も
レ

ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
（
組
織
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
判
）
に
対

す
る
警
戒
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

61

。
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
者
に
対
し
て

も
公
平
・
中
立
の
態
度
に
徹
す
る
と
い
う
人
道
支
援
の
基
本
原
則
は
、

当
該
紛
争
当
事
者
の
支
配
下
に
あ
る
被
災
者
へ
の
人
道
ア
ク
セ
ス
の

実
現
に
不
可
欠
な
態
度
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
自
ら
の
マ
ン
デ
ー
ト

と
そ
の
理
念
の
一
貫
し
た
説
明
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

62

。

お
わ
り
に

：

グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
人
道
」
の
実

現
に
向
け
て

本
稿
で
見
て
き
た
国
際
赤
十
字
に
よ
る
人
道
支
援
は
今
回
に
限
ら

ず
あ
く
ま
で
処
方
箋
と
し
て
の
緊
急
避
難
的
措
置
で
あ
り
、
問
題
の

根
治
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
政
治
的
努
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
人
道

面
に
お
け
る
当
面
の
課
題
と
し
て
は
、
支
援
の
持
続
可
能
性
の
底
上

げ
と
、
と
り
わ
け
戦
禍
の
危
険
か
ら
避
難
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
人
々

の
救
命
・
救
護
活
動
、
そ
し
て
人
道
支
援
の
中
立
・
公
平
原
則
へ
の

理
解
促
進
が
引
き
続
き
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
り
マ
ク
ロ
的
な
視
点
か
ら
、
本
稿
で
み
て
き
た

二
〇
二
二
年
以
前
の
人
道
状
況
と
今
回
の
危
機
と
の
連
続
性
へ
の
着

目
は
、
何
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ
ア
と
い
う
文
脈
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
日
本
で
は
、
今
般
の
危
機
以
降
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
難
民
と
他
国
の
難
民
・
避
難
民
へ
の
対
応
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
す

る
声
が
き
か
れ
る
が
、
確
か
に
公
平
原
則
に
忠
実
に
従
え
ば
、
そ
の

よ
う
な
対
応
の
違
い
を
人
道
支
援
側
に
お
い
て
正
当
化
す
る
理
由
は

見
出
し
が
た
い
。
敷
衍
す
れ
ば
、
例
え
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
・
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
中
東
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
に
お
け
る
人

道
状
況
は
、
今
回
の
危
機
と
の
比
較
に
お
い
て
決
し
て
劣
後
す
る
も

の
で
は
な
い
。
事
態
の
収
束
と
真
の
公
平
原
則
の
実
現
に
は
、
他
の

危
機
を
後
回
し
に
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
「
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
」
で
は

な
く
、
限
ら
れ
た
人
道
リ
ソ
ー
ス
を
ど
う
実
効
的
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル

に
配
分
し
て
い
く
か
と
い
う
態
度
（
す
な
わ
ち
公
平
で
あ
る
こ
と
）
も
求

め
ら
れ
る
だ
ろ
う

63

。

ま
た
、
よ
り
構
造
的
・
中
長
期
的
に
見
た
場
合
の
国
際
赤
十
字
特

有
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
同
地
に
お
け
る
赤
十
字
機
関
の
「
独
立
」

に
伴
う
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
赤
十
字
に
は
人
道

第
一
主
義
に
由
来
す
る
赤
十
字
社
の
政
府
（
い
わ
ば
政
治
的
利
害
）
か

ら
の
「
独
立
」
と
赤
十
字
機
関
間
の
無
用
な
競
合
を
避
け
る
「
一
国
一

社
（
単
一
）
の
原
則
」
が
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
が
実
効
支
配
を
拡
大
す
る

ク
リ
ミ
ア
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
に
お
け
る
赤
十
字
活
動
の
支
障
な
き

（
も
っ
ぱ
ら
人
道
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
）
支
援
の
遂
行
に
対
す
る
継
続
し
た
モ

ニ
タ
ー
も
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
原
則
の
維
持
が
困
難
に
な
っ

た
例
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
赤
十
字
機
関
間

の
調
整
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
パ
レ
ス
チ
ナ
赤
新
月
社
の
活
動
は
た
び

た
び
イ
ス
ラ
エ
ル
当
局
の
治
安
措
置
に
阻
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
、

国
際
赤
十
字
に
お
い
て
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ダ
ビ
デ
の
赤
盾
社
と
パ
レ

ス
チ
ナ
赤
新
月
社
間
で
結
ば
れ
て
い
る
「
活
動
上
の
了
解
覚
書
（
Ｍ
Ｏ

Ｕ
）」
の
遵
守
状
況
の
モ
ニ
タ
ー
を
続
け
て
い
る

64

。
公
平
・
中
立
原
則

を
掲
げ
る
赤
十
字
に
と
っ
て
極
め
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
政
治
的
問
題

だ
が
、
国
際
法
上
の
地
位
が
不
確
か
な
領
域
に
お
け
る
人
々
の
人
道

状
況
へ
の
注
視
が
必
要
で
あ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ
ア
の
赤
十
字

社
に
加
え
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
な
ど
の
国
際
的
地
位
を
有
す
る

機
関
が
こ
れ
を
補
い
、
人
道
の
空
白
地
帯
を
生
ま
な
い
努
力
も
重
要

で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
の
さ
さ
や
か
な
ま
と
め
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
み
て

き
た
同
地
に
根
付
い
て
き
た
人
道
の
精
神
と
こ
れ
が
示
し
て
き
た
知

恵
と
連
帯
、
い
わ
ば
国
際
赤
十
字
の
「
世
界
性
」
に
今
一
度
立
ち
返
る

こ
と
が
、
一
刻
も
早
い
危
機
の
収
束
と
人
々
の
分
断
の
修
復
を
も
た

ら
す
根
源
的
な
力
の
一
つ
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
こ
の

危
機
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
確
か
な
「
立
ち
位
置
」
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
同
時
に
、目
下
の
危
機
の
ス
ケ
ー
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ル
と
緊
急
度
に
比
す
れ
ば
、
極
め
て
小
さ
な
立
ち
位
置
の
確
認
に
す

ぎ
ず
、
当
面
は
こ
れ
を
踏
み
台
に
し
た
一
刻
も
早
い
復
興
期
へ
の
移

行
が
何
よ
り
望
ま
れ
て
い
る
。（
了
）

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
国
際
部
国
際
救
援

課
矢
田
結
主
事
（
本
年
五
月
か
ら
約
二
か
月
間
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
事

務
所
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
等
に
リ
エ
ゾ
ン
と
し
て
派
遣
）
か
ら
多
く
の
助
言
・

資
料
の
提
供
を
得
た
。
こ
こ
に
謝
辞
を
表
明
し
た
い
。
他
方
、
本
稿

は
筆
者
個
人
の
資
格
に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
属
組
織

の
見
解
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。　

注１　

U
N

H
CR U

kraine, Internally D
isplaced Persons 

（ID
P

）, https://
w

w
w.unhcr.org/ua/en/internally-displaced-persons

２　

二
〇
二
二
年
二
月
二
八
日
に
発
出
さ
れ
た
連
盟
の
緊
急
ア
ピ
ー
ル

（
国
際
援
助
要
請
）
は
、
二
〇
二
四
年
二
月
二
九
日
ま
で
の
期
間
で

三
六
〇
万
人
を
対
象
と
し
た
支
援
計
画
を
発
表
し
て
い
る
。IFRC, 

O
perational Strategy E

urope region: U
kraine and impacted countries 

（23 M
ay 

2022

）, at https://prddsgofilestorage.blob.core.w
indow

s.net/api/
event-featured-docum

ents/file/M
G

R65002os2_8K
vO

E
CT.pdf

３　

U
N

 O
H

C
H

R, U
kraine: civilian casualty update 12 July 2022, 

at https://w
w

w.ohchr.org/en/new
s/2022/07/ukraine-civilian-

casualty-update-12-july-2022

４　

BBC, “W
ar in U

kraine: C
an w

e say how
 m

any people have 

died, ” 

（1 July 2022

）, at  https://w
w

w.bbc.com
/new

s/w
orld-

europe-61987945. 

な
お
、
戦
闘
員
の
死
傷
も
決
し
て
軽
視
で
き
な
い

が
、
こ
ち
ら
の
数
字
も
情
報
源
に
よ
り
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
例
え
ば

同
記
事
は
、
ロ
シ
ア
兵
の
死
者
に
つ
い
て
、
三
五
四
五
〇
人
（
ウ
ク
ラ

イ
ナ
国
防
省
六
月
二
七
日
付
）、
一
五
〇
〇
〇
人
（
英
国
政
府
四
月
二
五

日
付
）、
四
〇
一
〇
人
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
ロ
シ
ア
六
月
二
四
日
付
）、
一
三
五
一

人（
ロ
シ
ア
国
防
省
五
月
二
五
日
付
）と
い
っ
た
数
値
を
紹
介
し
て
い
る
。

５　

IF
R

C
, “Situational O

verview
: U

kraine and im
pacted 

countries crisis, ” 

（8 A
ugust 2022

）, at https://go.ifrc.org/
em

ergencies/5854#
details

６　

C
N

N
, “U

kraine defense spokesperson says an estim
ated 70%

 
of Russian attacks are on non-m

ilitary targets, ” 

（15 July 2022

）, at 
https://edition.cnn.com

/europe/live-new
s/russia-ukraine-w

ar-
new

s-07-15-22/index.htm
l

７　

IC
R

C
, “H

um
anitarian crisis in U

kraine and neighbouring 
countries, ” at https://w

w
w.icrc.org/en/hum

anitarian-crisis-ukraine

８　

U
kraine Red Cross Society, “H

istory of U
krainian Red Cross, ” at 

https://redcross.org.ua/en/about-urcs/history/

９　

IFRC, Federation-W
ide D

atabank and Reporting System
 

（FD
RS

） 

（2020

）, at https://data.ifrc.org/FD
RS/national-societies ; U

kraine 
Red Cross Society, “D

irections and work results during the war, ” at 
https://redcross.org.ua/en/

10　

日
本
赤
十
字
社
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機

：

紛
争
激
化
か
ら
一
〇
〇

日
、
四
〇
〇
万
人
以
上
を
支
援
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
（
速
報

一
六
）」（
二
〇
二
二
年
六
月
九
日
）
ほ
か
。at https://w

w
w.jrc.or.jp/

international/new
s/2022/0609_026441.htm

l

11　

IFRC, “U
kraine: Six m

onths in, IFRC warns of ripple effects and 

m
ounting hum

anitarian needs, ” 

（23 A
ugust 2022

） at https://w
w

w.
ifrc.org/press-release/ukraine-six-m

onths-ifrc-w
arns-ripple-effects-

and-m
ounting-hum

anitarian-needs 

た
だ
し
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
参
加
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
流
動
性
も
あ
り
、
正
確
な
時
点
や
国
別
の
定
か
な

数
字
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

12　

個
々
の
人
道
危
機
に
お
い
て
い
ず
れ
の
赤
十
字
機
関
が
主
導
的
役

割
（lead role

）
を
担
う
か
は
、
紛
争
や
自
然
災
害
な
ど
の
文
脈
、
ま

た
現
地
赤
十
字
社
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
等
の
状
況
要
素
を
総
合
的
に
加

味
し
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
七
年
に
赤

十
字
代
表
者
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
機

関
の
国
際
的
活
動
の
組
織
に
関
す
る
協
定
（
い
わ
ゆ
る
「
セ
ビ
リ
ア
合

意
」）」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。A

greem
ent on the O

rganization of 
the International A

ctivities of the Com
ponents of the International 

Red Cross and Red Crescent M
ovem

ent 

（26 N
ovem

ber 1977

）, at 
https://casebook.icrc.org/case-study/seville-agreem

ent, 

13　

IA
E

A
, Ten Years A

fter Chernobyl: W
hat D

o W
e Really Know? 

（IA
E

A
, 

1996

）, p.8

14　

U
N

, “’D
isasters know

 no borders ’ says G
uterres, 35 years on 

from
 Chernobyl nuclear accident, ” 

（26 A
pril 2021

）, at https://
new

s.un.org/en/story/2021/04/1090602

15　

U
N

, “O
ne in four thyroid cancer cases registered near Chernobyl 

site likely caused by radiation exposure – new
 U

N
 study, ” 

（25 A
pril 

2018

）, at https://new
s.un.org/en/story/2018/04/1008292  

正
確

に
は
、
一
九
八
六
年
時
点
で
被
災
地
に
居
住
し
て
い
た
一
八
歳
以
下
の

住
民
の
う
ち
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
間
に
約
二
万
件

の
甲
状
腺
が
ん
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
原
子
放
射
線
の
影
響
に
関
す
る

国
連
科
学
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｒ
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
人
に
一

人
（
つ
ま
り
約
五
千
人
）
が
事
故
に
起
因
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
関
連
し
て
国
連
総
会
は
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
九
日
に
そ
の
決

議
（A

/RE
S/71/125

）
に
お
い
て
事
故
が
あ
っ
た
四
月
二
六
日
を
国
際

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
災
害
想
起
デ
ー
と
し
、
事
故
の
影
響
に
対
す
る
継
続

し
た
モ
ニ
タ
ー
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

16　

日
本
赤
十
字
社
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
社
長
が
講
演: 
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
赤
十
字
の
二
五
年
」『
赤
十
字N

E
W

S

（
二
〇
一
一
年
一
二
月
号
）』
八
頁
。at https://w

w
w.jrc.or.jp/vcm

s_lf/
sekijujishinbun859.pdf

17　

日
本
赤
十
字
社
『
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故
被
災

者
救
援
事
業
実
施
報
告
書

： 

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
に
光
を
』（
非
売
品
、

一
九
九
五
年
）

18　
「
人
道
外
交
」に
つ
い
て
、例
え
ば
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
は
そ
の
目
的
と
し
て「
脆

弱
な
人
々
の
利
益
に
対
す
る
政
策
決
定
者
及
び
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー

に
よ
る
よ
り
頻
繁
な
考
慮;

政
策
決
定
者
に
対
す
る
よ
り
一
層
の
ア
ク

セ
ス
と
影
響;

各
国
赤
十
字
社
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
よ
り
一
層
の
人
道
ア
ク

セ
ス
と
ス
ペ
ー
ス
」
な
ど
の
実
現
、
達
成
を
掲
げ
る
（
一
部
）。IFRC, 

H
umanitarian D

iplomacy Policy 

（20 July 2017

）, at https://w
w

w.ifrc.
org/docum

ent/hum
anitarian-diplom

acy-policy 

19　

A
ndré D
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。
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イ
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ア
ク
セ
ス
日
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す
べ
て

二
〇
二
二
年
八
月
一
九
日
で
あ
る
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ま
た
国
際
赤
十
字
の
援
助
要
請
は

実
際
に
は
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
Ｃ
Ｈ
Ｆ
）
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
１
Ｃ
Ｈ
Ｆ

≒

一
四
一
円
と
し
て
す
べ
て
円
換
算
と
し
て
表
記
し

た
。

ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
戦
争
・
兵
器
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
へ
の

意
識
に
関
す
る
考
察

角
田
敦
彦

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長
・
研
究
員
／
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
准
教
授

Ⅰ　

問
題
の
所
在

人
類
の
起
源
を
何
時
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
説
の
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
五
〇
〇
万
年
前
に
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
出
現
し

た
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
（
猿
人
）
と
す
る
説
が
有
力
と
思
わ
れ
る
。

人
類
が
文
字
を
残
す
よ
う
に
な
っ
た
紀
元
前
三
千
年
以
前
の
先
史
に

つ
い
て
は
依
然
解
明
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
も
多
く
あ
る
が
、
近
年
考

古
学
等
の
発
展
に
よ
り
多
く
の
謎
が
解
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、

人
類
は
大
小
多
く
の
戦
争
を
経
験
し
、
そ
の
歴
史
は
戦
争
の
歴
史
で

も
あ
る
と
も
言
え
よ
う
（M

acN
eill, 2014

）。
ま
た
、
戦
争
に
よ
る
犠
牲

者
は
、
産
業
革
命
後
の
科
学
技
術
の
発
達
と
と
も
に
新
た
な
兵
器
の

出
現
と
そ
の
威
力
の
増
大
に
よ
り
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
山
本

（
一
九
九
二
）
に
よ
れ
ば
、
一
六
世
紀
以
降
五
〇
〇
年
間
の
紛
争
犠
牲
者

の
中
で
、
二
〇
世
紀
中
の
犠
牲
者
の
割
合
は
六
五
・
八
％
と
圧
倒
的
に

多
い
。
こ
れ
は
、
兵
器
の
性
能
向
上
に
よ
る
も
の
と
、
空
爆
な
ど
民

間
人
を
巻
き
込
む
都
市
部
へ
の
攻
撃
な
ど
に
よ
り
多
く
の
民
間
人
が

犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

国
際
人
道
法
で
は
、
非
人
道
的
な
兵
器
、
す
な
わ
ち
戦
闘
員
と
民

間
人
と
を
区
別
し
な
い
無
差
別
か
つ
必
要
以
上
の
苦
痛
を
与
え
る
よ

解
　
説

―
日
本
と
世
界
の
同
世
代
の
意
識
の
違
い
に
焦
点
を
あ
て
て
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う
な
大
量
破
壊
兵
器
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
核
兵
器
に
つ
い

て
は
国
際
司
法
裁
判
所
（
一
九
九
六
）
の
判
断
に
よ
っ
て
一
般
的
に
人

道
の
原
則
に
違
反
す
る
と
の
判
断
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

無
差
別
兵
器
の
一
部
に
つ
い
て
は
す
で
に
個
々
の
条
約
等
で
禁
止
さ

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
条
約
の
採
択
お
よ
び
発
効
は
各

国
の
政
治
的
な
思
惑
も
あ
り
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
重
要
な
条
約

が
採
択
・
発
効
し
て
も
、
当
該
条
約
に
関
係
す
る
主
要
な
国
が
批
准

し
な
け
れ
ば
実
効
性
を
持
ち
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
後
の
国
際
連
盟
に
そ
の
提
唱
国
で
あ
る
米
国
を
は
じ
め
主
要
国

が
加
盟
し
な
か
っ
た
た
め
、
国
際
協
調
と
い
う
重
要
な
使
命
を
果
た

せ
ず
、
設
立
か
ら
わ
ず
か
二
〇
年
後
に
再
び
世
界
を
戦
禍
に
巻
き
込

む
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
歴
史
的
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。二

〇
一
七
年
に
採
択
さ
れ
た
核
兵
器
禁
止
条
約
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
」）

は
五
四
か
国
が
批
准
し
、
二
〇
二
一
年
一
月
に
発
効
し
た
（U

nited 

N
ations, 2021

）
も
の
の
、
依
然
と
し
て
米
、
露
な
ど
の
核
保
有
国
や
核

の
傘
下
に
あ
る
日
本
は
署
名
す
ら
し
て
お
ら
ず
条
約
の
実
効
性
は
不

透
明
な
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
際
機
関
が
十
分
に
そ
の
機
能

を
果
た
せ
な
か
っ
た
り
、
人
道
上
重
要
な
条
約
が
形
骸
化
し
た
り
し

て
、
国
際
協
調
や
非
人
道
的
な
兵
器
の
禁
止
な
ど
を
含
む
国
際
人
道

法
の
履
行
確
保
は
困
難
な
道
を
歩
ん
で
い
る
。

一
方
で
、
条
約
の
批
准
に
か
か
る
手
続
き
は
国
に
よ
り
違
い
は
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
日
本
の
場
合
、
立
法
府
で
あ
る
国
会
の
承
認
を

得
た
後
、批
准
書
を
提
出
す
る
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

戦
争
や
兵
器
へ
の
世
論
・
国
民
の
意
識
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
」）
は
、
紛
争
犠
牲
者
等
の
保

護
等
を
定
め
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
創
設
者
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

履
行
確
保
や
条
約
改
正
草
案
の
起
草
な
ど
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
（1999, 2016

）
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
そ
の
追
加
議

定
書
の
周
年
記
念
な
ど
の
機
会
を
と
ら
え
数
次
に
わ
た
り
、
紛
争
国

と
非
紛
争
国
と
に
お
い
て
市
民
の
戦
争
や
核
兵
器
等
大
量
破
壊
兵
器

を
含
む
兵
器
の
製
造
や
使
用
に
関
す
る
意
識
調
査
を
実
施
し
て
き
た
。

ま
た
、
直
近
の
調
査
（ICRC, 2019

）
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
対
象

一
六
か
国

１

の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
を
対
象
に
調
査
（
以
下
「
世
界
調
査
」）

を
行
っ
て
い
る
。

ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
と
は
、
一
般
的
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
成
人

を
迎
え
た
世
代
と
言
わ
れ
、
現
在
二
〇
代
前
半
か
ら
三
〇
代
後
半
の

年
齢
層
の
こ
と
を
言
う
が
、
こ
の
世
代
に
つ
い
てH

ancock

（2011

）

は
、
同
性
婚
な
ど
性
の
多
様
性
や
政
治
・
政
策
な
ど
に
関
す
る
議
論

を
通
じ
て
、一
九
六
〇
年
代
こ
ろ
ま
で
に
出
生
し
た
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー

と
呼
ば
れ
る
世
代
と
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
と
の
世
代
間
比
較
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
そ
れ
ま
で
の
他
の
世
代
よ
り
も
政

治
へ
の
関
心
が
高
く
、
人
種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
宗
教
の
多
様
性
に
も

寛
容
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
岡
（
二
〇
二
一
）
は
、
日
本
人

大
学
生
一
三
二
名
を
対
象
に
Ｔ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
を
批
准
し
な
い
日
本
政
府
の

方
針
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
っ
て
い
る
か
の
意
識
調
査
を

実
施
し
た
結
果
、
回
答
者
の
半
数
近
く
が
政
府
の
方
針
に
反
対
の
立

場
を
取
っ
て
い
る
一
方
で
、
国
防
上
の
理
由
か
ら
核
の
傘
の
必
要
性

を
認
め
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
杉
田
ら

（
一
九
九
四
）
は
、
大
学
生
五
八
一
名
を
対
象
に
、「
優
勝
劣
敗
」
な
ど

の
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
項
目
、
憲
法
お
よ
び
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
関
す
る
項

目
、
戦
争
防
止
へ
の
態
度
、
戦
争
は
人
間
の
本
能
に
由
来
す
る
こ
と

を
否
定
す
る
「
セ
ビ
リ
ア
宣
言
」
に
つ
い
て
質
問
紙
に
よ
る
調
査
を
実

施
し
、D

avid A
dam

s

ら
が
一
九
八
六
年
に
米
国
の
大
学
生
を
対
象

に
実
施
し
た
同
様
の
調
査
結
果
と
比
較
し
た
。

さ
ら
に
、
総
務
省
情
報
通
信
政
策
研
究
所
（
二
〇
二
二
）
に
よ
れ
ば
、

日
本
に
お
け
る
「
目
的
別
利
用
メ
デ
ィ
ア
の
年
代
別
の
傾
向
」
に
つ
い

て
、「『
い
ち
早
く
世
の
中
の
で
き
ご
と
や
動
き
を
知
る
』
に
つ
い
て

は
、（
中
略
）『
テ
レ
ビ
』
と
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』
に
関
し
て
は
、
前
回

令
和
二
年
度
調
査
結
果
と
同
様
に
、
一
〇
代
、
二
〇
代
、
三
〇
代
及

び
四
〇
代
が
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』
を
、
五
〇
代
及
び
六
〇
代
が
『
テ

レ
ビ
』
を
最
も
利
用
し
て
い
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。」
と
述

べ
て
い
る
。

ま
た
、
同
調
査
で
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
項
目
別
の
利
用

時
間
と
行
為
者
率
」
で
、
平
均
利
用
時
間
を
見
る
と
、
平
成
二
四
年

の
調
査
開
始
以
来
、
初
め
て
全
年
代
で
「
動
画
投
稿
・
共
有
サ
ー
ビ

ス
を
見
る
」「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
見
る
・
書
く
」
が
「
メ
ー
ル
を

読
む
・
書
く
」
を
上
回
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
回
調
査
対
象
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
（
以
降
）
の
世
代
で

は
、
世
の
中
の
情
報
の
入
手
や
自
ら
の
情
報
発
信
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
い
る
実
態
が
み

ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
年
齢
的
に
も
今
後
社
会
の
中
心
と
な
り
国
家

の
政
策
決
定
に
も
影
響
を
与
え
う
る
世
代
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
意
味
で
重
要
な
調
査
と
い
え
る
一
方
で
、
国
際
人
道
法
な
ど

戦
争
・
紛
争
に
関
す
る
国
際
的
な
枠
組
み
や
、
大
量
破
壊
兵
器
の
規

制
と
い
っ
た
具
体
的
か
つ
広
範
な
質
問
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
過
去
に
実
施
し
て
き
た
調
査
で
は
、
世
界
で
唯
一
戦
争

に
よ
る
核
攻
撃
を
経
験
し
た
日
本
が
対
象
国
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
。そ

こ
で
筆
者
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
許
諾
を
得
て
日
本
国
内
で
同
様
の

調
査
を
実
施
し
、
世
界
調
査
の
結
果
と
比
較
し
た

２

。
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本
稿
で
は
、
上
記
調
査
の
結
果
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
世
界
と

日
本
と
の
意
識
の
共
通
点
や
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
社
会
の

中
心
的
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
に
対
し

て
戦
争
の
ル
ー
ル
や
非
人
道
的
行
為
の
抑
止
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
か
検
討
を
試
み
る
。

Ⅱ　

調
査
の
概
要

調
査
は
、
東
京
都
、
京
都
府
、
広
島
県
、
長
崎
県
、
沖
縄
県
の

五
つ
の
都
府
県
を
対
象
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
無
記
名
ア
ン
ケ
ー

ト
を
用
い
、
同
都
府
県
に
居
住
す
る
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
男
女
一
、

〇
三
三
人
か
ら
回
答
を
得
た

３

。（
表
１
）

調
査
項
目
は
、
基
本
的
にM

illennials on W
ar

の
調
査
項
目
に
し

た
が
い
、
①
基
本
属
性
、
②
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
関
心
事
、
③
戦
争

に
関
す
る
未
来
予
想
、
④
核
兵
器
等
大
量
破
壊
兵
器
に
対
す
る
考
え
、

⑤
気
候
変
動
や
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
戦
争
、
⑥
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
と
戦
争
、
の
六
項
目
と
し
た
。

１
．
調
査
の
時
期

４ 

　
　

二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
四
日
～
一
九
日

２
．
参
加
者
数

　
　

一
、〇
三
三
名
（
男
性　

四
六
五
名
、
女
性
五
六
八
名
）

３
．
居
住
地
（
表
１
）

表１　回答者の居住都府県別内訳

全体
回答数 ％

1,033 100.0 

1 東京／東京都 23 区 504 48.8 

2 東京／東京都 23 区以外 134 13.0 

3 京都府／京都市 96 9.3 

4 京都府／京都市以外 25 2.4 

5 広島県／広島市 109 10.6 

6 広島県／広島市以外 28 2.7 

7 長崎県／長崎市 48 4.6 

8 長崎県／長崎市以外 16 1.5 

9 沖縄県／那覇市 56 5.4 

10 沖縄県／那覇市以外 17 1.6

４
．
職
業

調
査
参
加
者
は
、
一
般
社
員
と
管
理
職
を
含
む
会
社
勤
務
の
者
が

四
一
％

５ 

、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
が
一
三
％
、
学
生
が
九
％
な
ど

と
な
っ
た
。（
図
１
）

５
．
戦
争
（
紛
争
）
体
験

世
界
調
査
に
参
加
し
た
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
二
七
％
が
戦
争
を
直

接
体
験

６

し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
は
九
四
％
が
直
接
体

験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た

７

。 

（
図
２
）

図１　あなたの職業をお知らせください。

4 
 

7 ⻑崎県／⻑崎市 48 4.6 
8 ⻑崎県／⻑崎市以外 16 1.5 
9 沖縄県／那覇市 56 5.4 

10 沖縄県／那覇市以外 17  1.6  

 

4. 職業 

 調査参加者は、⼀般社員と管理職を含む会社勤務の者が 41％5、パート・アルバイトが
13％、学⽣が 9％などとなった。（図 1） 

図１ あなたの職業をお知らせください。 
 

5. 戦争（紛争）体験 

 世界調査に参加したミレニアル世代の 27％が戦争を直接体験6しているのに対し、⽇本
においては 94％が直接体験したことがなかった。7（図 2） 

41%

2%
6%

5%
2%1%

4%

13%

8%

9%

7% 2%
会社勤務（⼀般社員）
会社勤務（管理職）
会社経営（経営者・役員）
公務員・教職員・⾮営利団体職員
派遣社員・契約社員
⾃営業（商⼯サービス）
ＳＯＨＯ
農林漁業
専⾨職（弁護⼠・税理⼠等・医療関連）
パート・アルバイト
専業主婦・主夫
学⽣
無職
その他の職業

図 2　あなたは戦争や武力闘争を直接体験したことがありますか

5 
 

 
図 2 あなたは戦争や武⼒闘争を直接体験したことがありますか 

 

III.結果の概要8 
1. ミレニアル世代の関⼼：⾃国の問題に関⼼が⾼い⼀⽅、環境などグローバルな問題に、

より関⼼が⾼い⽇本のミレニアル世代 
 ⽇本のミレニアル世代の 48％は、⾃国の問題を第⼀に考えているが、20％は⾃国

と世界の問題を同じように⽬を向けている。 
 世界のミレニアル世代が、⼈々が最も影響を受けている問題として、汚職、失業お

よび貧困といった⽐較的⾝近な政治・経済の問題を挙げているのに対して、⽇本の
ミレニアル世代は、気候変動や⾃然災害、貧困や戦争といったグローバルな問題を
上位に挙げている。（図 3） 

2%

27%

94%

72%

3%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⽇本

世界

はい、あります いいえ、ありません わからない 答えたくない
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Ⅲ　

結
果
の
概
要

８ 
１
．
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
関
心：

自
国
の
問
題
に
関
心
が
高
い
一
方
、

環
境
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
、
よ
り
関
心
が
高
い
日
本
の
ミ

レ
ニ
ア
ル
世
代

• 
 

日
本
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
四
八
％
は
、
自
国
の
問
題
を
第
一

に
考
え
て
い
る
が
、
二
〇
％
は
自
国
と
世
界
の
問
題
に
同
じ
よ

う
に
目
を
向
け
て
い
る
。

• 
 

世
界
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
が
、
人
々
が
最
も
影
響
を
受
け
て
い
る

問
題
と
し
て
、
汚
職
、
失
業
お
よ
び
貧
困
と
い
っ
た
比
較
的
身
近

な
政
治
・
経
済
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
ミ

レ
ニ
ア
ル
世
代
は
、気
候
変
動
や
自
然
災
害
、貧
困
や
戦
争
と
い
っ

た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
を
上
位
に
挙
げ
て
い
る
。（
図
３
）

２
．
戦
争
の
未
来
予
想:

世
界
戦
争
が
起
こ
る
確
率
は
低
い
が
、
戦

争
の
増
加
に
は
悲
観
的
な
見
方
も

• 
 

世
界
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
半
数
近
く
（
四
二
％
）
が
、「
自
分
は

戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
日
本
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
四
人
に
一
人
（
二
六
％
）
程

度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

• 
 

自
分
が
生
き
て
い
る
間
に
第
三
次
世
界
大
戦
が
起
こ
る
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
世
界
調
査
で
は
「
起
こ
る
」（
四
六
％
）
と
「
起
こ

ら
な
い
」（
四
七
％
）
と
が
ほ
ぼ
同
数
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
日

本
調
査
で
は
四
人
に
一
人
（
二
五
％
）
が
「
起
こ
る
」
と
回
答
し
、

約
四
割
が
「
起
こ
ら
な
い
」（
三
九
％
）
と
予
測
し
て
い
る
。

• 
 

今
後
、
世
界
で
戦
争
が
増
え
る
か
の
見
通
し
に
つ
い
て
、「
今
後

五
年
以
内
」「
こ
の
先
二
〇
年
間
」「
こ
の
先
五
〇
年
間
」
で
質
問
し

た
と
こ
ろ
、
世
界
調
査
で
は
「
今
後
五
年
以
内
」
で
は
七
〇
％
が

「
増
え
る
」
ま
た
は
「
同
数
く
ら
い
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、「
こ
の

先
二
〇
年
間
」「
こ
の
先
五
〇
年
間
」
で
は
そ
れ
ら
の
割
合
は
徐
々

に
減
少
し
、「
減
少
す
る
」「
起
こ
ら
な
い
」
の
割
合
が
増
加
す
る
。

• 
 

一
方
、
日
本
調
査
で
は
「
増
え
る
」
ま
た
は
「
同
数
く
ら
い
」
と

考
え
る
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
八
二
％
、
八
〇
％
、
七
五
％
と
わ
ず

か
に
減
少
し
て
い
る
が
、
世
界
調
査
と
比
べ
て
悲
観
的
な
予
測

と
な
っ
て
い
る
。（
図
４
）

３
．
核
兵
器
等
大
量
破
壊
兵
器：

核
兵
器
の
危
険
性
に
敏
感
な
日
本

の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代

• 
 

世
界
と
日
本
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
約
八
割
が
、
核
兵
器
や
生

物
・
化
学
兵
器
を
人
類
脅
威
と
捉
え
そ
の
使
用
に
反
対
し
て
お

り
、
特
に
核
の
保
有
、
製
造
に
つ
い
て
は
約
七
割
が
反
対
し
て

図 3　以下の問題のなかで、どれが世界の人々に最も影響を及ぼしている重要課題だと思い
ますか。（複数回答）
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図 3 以下の問題のなかで、どれが世界の⼈々に最も影響を及ぼしている重要課題だと思い
ますか。（複数回答） 
 
2. 戦争の未来予想：世界戦争が起こる確率は低いが、戦争の増加には悲観的な⾒⽅も 
 世界のミレニアル世代の半数近く（42％）が、「⾃分は戦争に巻き込まれる可能性

がある」としているのに対して、⽇本のミレニアル世代は４⼈に⼀⼈（26％）程度
にとどまっている。 

 ⾃分が⽣きている間に第三次世界⼤戦が起こる可能性については、世界調査では

14%

20%

20%

20%

27%

27%

29%

36%

47%

49%

49%

50%

54%

41%

27%

32%

41%

52%

24%

47%

47%

40%

45%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

汚職

不⼗分なヘルスケア

移⺠の増加

教育へのアクセス困難

脆弱な経済

失業

核兵器

テロリズム

貧困の増加

地球温暖化

戦争や武⼒紛争

⾃然災害

世界 国内



ミレニアル世代の戦争・兵器・ジュネーヴ諸条約への意識に関する考察　218219　人道研究ジャーナルvol.12　 ミレニアル世代の戦争・兵器・ジュネーヴ諸条約への意識に関する考察　218解説

い
る
。

• 
 

し
か
し
、「
今
後
一
〇
年
間
で
核
兵
器
が
使
わ
れ
る
か
」
に
つ
い

て
、「
ま
ず
使
わ
れ
な
い
」
と
考
え
る
割
合
は
、
世
界
調
査
で

五
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
調
査
で
は
三
五
％
に
と
ど

ま
り
、「
使
わ
れ
る
」
と
考
え
る
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
、
世
界
と

日
本
と
も
に
約
四
割
に
上
っ
た
。

• 
 

他
方
、
核
兵
器
に
よ
っ
て
自
国
が
安
全
に
な
る
と
考
え
る
ミ
レ

ニ
ア
ル
世
代
は
、
世
界
調
査
で
は
三
〇
％
で
あ
る
の
に
対
し
て

日
本
調
査
で
は
八
％
で
あ
っ
た
。
反
対
に
危
険
に
な
る
と
考
え

る
割
合
は
、
世
界
で
は
三
三
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で

は
四
四
％
に
の
ぼ
っ
た
。

• 
 

自
国
の
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
加
入
に
つ
い
て
は
、
世
界
調
査
、

日
本
調
査
と
も
に
半
数
以
上
が
賛
成
と
回
答
し
、
反
対
を
大
き

く
上
回
っ
た
。
た
だ
し
、
世
界
調
査
で
は
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」

と
す
る
回
答
が
反
対
意
見
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
点
も
留
意
す
べ

き
で
あ
る
。（
図
５
）

４
．
気
候
変
動
や
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
紛
争
等：

気
候
変

動
は
戦
争
の
発
生
に
直
接
的
な
影
響
が
な
い
と
考
え
る
が
、
デ
ジ

タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
は
負
の
イ
メ
ー
ジ
も

• 

気
候
変
動
が
戦
争
を
起
こ
り
や
す
く
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
世

図 4　これから世界で戦争は増えると思いますか、それとも減ると思いますか、あるいは同
数くらいだと思いますか
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「起こる」（46％）と「起こらない」（47％）とがほぼ同数となったのに対して、⽇
本調査では４⼈に⼀⼈（25％）が「起こる」と回答し、約４割が「起こらない」（39％）
と予測している。 

 今後、世界で戦争が増えるかの⾒通しについて、「今後 5 年以内」「この先 20 年間」
「この先 50 年間」で質問したところ、世界調査では「今後 5 年以内」では 70％が
「増える」または「同数くらい」と回答しているが、「この先 20 年間」「この先 50
年間」ではそれらの割合は徐々に減少し、「減少する」「起こらない」の割合が増加
する。 

 ⼀⽅、⽇本調査では「増える」または「同数くらい」と考える割合がそれぞれ 82％、
80％、75%とわずかに減少しているが、世界調査と⽐べて悲観的な予測となってい
る。（図 4） 

 
図 4 これから世界で戦争は増えると思いますか、それとも減ると思いますか、あるいは同
数くらいだと思いますか 
 
3. 核兵器等⼤量破壊兵器：核兵器の危険性に敏感な⽇本のミレニアル世代 
 世界と⽇本のミレニアル世代の約８割が、核兵器や⽣物・化学兵器を⼈類脅威と捉
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37%
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65%
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13%
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こ の 先 ５ ０ 年 間

こ の 先 ２ ０ 年 間

今 後 ５ 年 以 内

⽇
本

世
界

増える 同数くらい 減少する 起こらない

界
調
査
、
日
本
調
査
と
も
に
「
影
響
が
あ
る
」
と
「
影
響
は
な
い
」

と
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。

• 
 

ド
ロ
ー
ン
な
ど
自
律
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
出
現
と
、
戦
争
に
お
け
る

民
間
人
の
犠
牲
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
世
界
調
査
で
は
「
少

な
く
な
る
」（
三
二
％
）「
多
く
な
る
」（
三
六
％
）
が
ほ
ぼ
同
数
で

あ
っ
た
が
、
日
本
調
査
に
お
い
て
は
「
少
な
く
な
る
」
と
考
え
る

ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
一
二
％
に
と
ど
ま
り
、「
多
く
な
る
」
は
世

界
調
査
と
ほ
ぼ
同
数
（
三
五
％
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
回
答
者
の

約
半
数
が「
変
わ
ら
な
い
」「
わ
か
ら
な
い
」と
回
答
し
た
。（
図
６
）

• 
 

一
方
、
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
戦
争
犠
牲
者
の
ニ
ー
ズ

対
応
に
役
立
つ
か
に
つ
い
て
は
、
世
界
調
査
で
は
五
八
％
が
「
そ

う
思
う
」
と
回
答
し
、
日
本
調
査
の
三
八
％
を
大
き
く
上
回
っ
た
。

５
．
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
戦
争：

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
認
知
と

そ
の
効
果
に
は
相
関
関
係
が

• 

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
存
在
や
目
的
の
認
識
の
有
無
は
、
同
条

約
が
戦
争
の
被
害
軽
減
に
有
効
か
の
判
断
に
影
響
を
与
え
て
い

る
。（
図
７
ー
１
＆
図
７
ー
２
）

 

図 5　わが国が核兵器禁止条約に加入することに賛成か
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えその使⽤に反対しており、特に核の保有、製造については約 7 割が反対している。 
 しかし、「今後 10 年間で核兵器が使われるか」について、「まず使われない」と考

える割合は、世界調査で 54％であるのに対して、⽇本調査では 35％にとどまり、
「使われる」と考えるミレニアル世代は、世界と⽇本ともに約 4 割に上った。 

 ⼀⽅、核兵器によって⾃国が安全になると考えるミレニアル世代は、世界調査では
30％であるのに対して⽇本調査では８％であった。反対に危険になると考える割合
は、世界では 33％であるのに対して、⽇本では 44％にのぼった。 

 ⾃国の核兵器禁⽌条約への加⼊については、世界調査、⽇本調査ともに半数以上が
賛成と回答し、反対を⼤きく上回った。ただし、世界調査では「どちらでもない」
とする回答が反対意⾒とほぼ同数である点も留意すべきである。（図 5） 

 
図 5 わが国が核兵器禁⽌条約に加⼊することに賛成か 

 
4. 気候変動やデジタル・テクノロジーと紛争等：気候変動は戦争の発⽣に直接的な影響が

ないと考えるが、デジタル・テクノロジーには負のイメージも 
 気候変動が戦争を起こりやすくするかについては、世界調査、⽇本調査ともに「影

響がある」と「影響はない」がほぼ同数であった。 
 ドローンなど⾃律型ロボットの出現と、戦争における⺠間⼈の犠牲との関係につい

ては、世界調査では「少なくなる」（32％）「多くなる」（36％）がほぼ同数であっ
たが、⽇本調査においては「少なくなる」と考えるミレニアル世代は 12％にとどま
り、「多くなる」は世界調査とほぼ同数（35％）であった。しかし回答者の約半数が
「変わらない」「わからない」と回答した。（図 6） 

 ⼀⽅、デジタル・テクノロジーが戦争犠牲者のニーズ対応に役⽴つかについては、
世界調査では 58％が「そう思う」と回答し、⽇本調査の 38％を⼤きく上回った。 
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図 6　ドローンなど自律型ロボットの出現によって民間人の犠牲は増えると思うか
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図 6 ドローンなど⾃律型ロボットの出現によって⺠間⼈の犠牲は増えると思うか 

 
5. ジュネーヴ諸条約と戦争：ジュネーヴ諸条約の認知とその効果には相関関係が 
 ジュネーヴ諸条約の存在や⽬的の認識の有無は、同条約が戦争の被害軽減に有効

かの判断に影響を与えている。（図 7-1＆図 7-2） 

 
図 7-1 ジュネーヴ諸条約について聞いたことがあるか 
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 ジュネーヴ諸条約の存在や⽬的の認識の有無は、同条約が戦争の被害軽減に有効
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Ⅳ　

考　

察

調
査
の
結
果
、
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
関
心
は
、
世
界
調
査
と
国

内
調
査
の
結
果
と
も
に
自
国
内
の
問
題
へ
の
優
先
度
が
よ
り
高
い
こ

と
が
示
唆
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
身
近
に
起
こ
っ
て
い
る
問
題
に

よ
り
関
心
が
向
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
技

術
が
発
展
し
て
い
る
現
代
で
あ
っ
て
も
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
と
ベ
ビ
ー

ブ
ー
マ
ー
の
よ
う
な
そ
の
他
の
世
代
と
の
間
に
大
き
な
違
い
は
な
い

と
い
え
よ
う
。

一
方
、
世
界
の
ど
の
よ
う
な
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
と

い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
自
然
災
害
、

武
力
紛
争
、
地
球
温
暖
化
お
よ
び
貧
困
の
増
加
が
上
位
に
挙
が
っ
た

一
方
で
、
世
界
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
、
汚
職
や
貧
困
な
ど
政
治
・

経
済
の
問
題
へ
の
関
心
が
高
く
、
テ
ロ
や
武
力
紛
争
な
ど
が
そ
れ
に

続
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、H

ancock

（2011

）
が
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の

特
徴
と
し
て
挙
げ
た
政
治
へ
の
関
心
の
高
さ
や
多
様
性
へ
の
寛
容
さ

を
一
定
程
度
反
映
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

ま
た
、
戦
争
が
将
来
発
生
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
第
三
次
世
界

大
戦
の
よ
う
な
大
規
模
な
世
界
戦
争
が
勃
発
す
る
可
能
性
は
、
日
本

の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
は
世
界
に
比
べ
低
く
見
積
も
っ
て
い
る
が
、
戦

図 7-2　ジュネーヴ諸条約は戦争の被害減少の役に立つか
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図 7-2 ジュネーヴ諸条約は戦争の被害減少の役に⽴つか 

 

IV.考察 
調査の結果、ミレニアル世代の関⼼は、世界調査と国内調査の結果ともに⾃国内の問題へ

の優先度がより⾼いことが⽰唆された。このことは、⾝近に起こっている問題により関⼼が
向いているという点で、グローバル化や情報技術が発展している現代であってもミレニア
ル世代とベビーブーマーのようなその他の世代との間に⼤きな違いはないといえよう。 
 ⼀⽅、世界のどのような問題に関⼼を持っているかといった点については、⽇本のミレニ
アル世代は⾃然災害、武⼒紛争、地球温暖化および貧困の増加が上位に挙がった⼀⽅で、世
界のミレニアル世代は、汚職や貧困など政治・経済の問題への関⼼が⾼く、テロや武⼒紛争
などがそれに続いた。このことから、Hancock(2011)がミレニアル世代の特徴として挙げた
政治への関⼼の⾼さや多様性への寛容さを⼀定程度反映する結果となった。 

また、戦争が将来発⽣する可能性について、第三次世界⼤戦のような⼤規模な世界戦争が
勃発する可能性は、⽇本のミレニアル世代は世界に⽐べ低く⾒積もっているが、戦争⾃体の
発⽣の可能性に関しては⽇本の⽅がより悲観的な⾒⽅をしているという結果となった。今
回の調査ではその理由は明らかにならなかったが、⽇本のミレニアル世代のほとんどが戦
争の直接経験をもたず、他の質問において「戦争は回避可能」と回答した⽐率が世界調査の
約半分であったこととの関係が⽰唆される。 
 兵器に関する質問では、詳細は紙⾯の関係から省略しているが、核兵器、化学兵器、⽣物
兵器の使⽤について、世界調査と⽇本調査で共通して反対意⾒が多数を占めているが、対⼈
地雷とクラスター弾については「使⽤してはならない」という意⾒が多い⼀⽅、「状況によ
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争
自
体
の
発
生
の
可
能
性
に
関
し
て
は
日
本
の
方
が
よ
り
悲
観
的
な

見
方
を
し
て
い
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
は
そ
の

理
由
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の

ほ
と
ん
ど
が
戦
争
の
直
接
経
験
を
も
た
ず
、
他
の
質
問
に
お
い
て
「
戦

争
は
回
避
可
能
」
と
回
答
し
た
比
率
が
世
界
調
査
の
約
半
分
で
あ
っ

た
こ
と
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
。

兵
器
に
関
す
る
質
問
で
は
、
詳
細
は
紙
面
の
関
係
か
ら
省
略
し
て

い
る
が
、
核
兵
器
、
化
学
兵
器
、
生
物
兵
器
の
使
用
に
つ
い
て
、
世

界
調
査
と
日
本
調
査
で
共
通
し
て
反
対
意
見
が
多
数
を
占
め
て
い
る

が
、
対
人
地
雷
と
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
つ
い
て
は
「
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
意
見
が
多
い
一
方
、「
状
況
に
よ
っ
て
は
使
用
し
て
よ
い
」

と
い
う
意
見
の
割
合
は
、
世
界
調
査
の
方
が
顕
著
に
高
く
、
回
答
者

が
暮
ら
す
地
域
や
背
景
に
よ
っ
て
意
識
が
分
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
兵
器
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
意

見
は
、
国
際
人
道
法
が
戦
争
を
一
定
程
度
規
制
し
、
被
害
を
抑
制
す

る
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
か
つ

国
際
人
道
法
を
普
及
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
戦
争
を
直
接
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
に
関

す
る
世
界
調
査
と
日
本
調
査
の
違
い
（
二
七
％

：

二
％
）
も
影
響
し
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

質
問
項
目
全
体
を
通
じ
て
、
日
本
に
お
け
る
調
査
で
は
「
わ
か
ら

な
い
」「
答
え
た
く
な
い
」
と
い
う
回
答
の
比
率
が
世
界
調
査
と
比
較

し
て
多
い
点
も
注
視
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
は
回
答
者
の
立
場

を
表
明
す
る
う
え
で
保
障
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
回
答
は
筆
者
自
身
、
今
回
の
調
査
に
限
ら
ず
、
日

本
国
内
で
行
わ
れ
る
と
り
わ
け
繊
細
な
内
容
の
質
問
を
含
む
調
査
の

回
答
と
し
て
多
く
見
て
お
り
、
日
本
人
の
慎
重
な
意
見
表
明
の
一
面

を
示
唆
す
る
結
果
と
い
え
よ
う
。

加
え
て
、
日
本
に
お
い
て
は
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
以
前
の
世
代
に

も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
和
憲
法
下
、
特
に
公
教
育
の
場

に
お
い
て
、
戦
争
に
関
連
す
る
国
際
的
な
ル
ー
ル
を
積
極
的
に
教
育

に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
困
難
な
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
戦
争
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
獲
得
し
た
り
、
関

係
国
際
法
に
つ
い
て
議
論
す
る
う
え
で
何
ら
か
の
障
害
と
な
っ
た
可

能
性
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
ミ
レ
ニ
ア
ル
（
以
降
）
の
世
代
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

な
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
情
報
収
集
発
信
に
お
い
て
も

積
極
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
築
こ
う
と

す
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
発
信
す
る
内
容
に
つ
い

て
の
調
査
結
果
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を

活
用
し
た
世
論
形
成
や
政
治
へ
の
参
加
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
調
査
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

Ⅴ　

結　

論

以
上
の
考
察
か
ら
、
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
に
対
し
て
は
世
界
で
起
こ
る

戦
争
を
身
近
な
事
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
情
報
提
供
が
必
要

と
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
同
世
代
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
へ
の
親
和
性
が
高

く
、
様
々
な
情
報
を
効
率
的
に
入
手
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
か
は
個
々
人
の
興
味

関
心
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
か
つ
入
手
し
た
情
報
の
信
ぴ
ょ
う
性

の
検
証
（
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
）
の
個
人
差
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

ま
た
、
今
後
戦
争
が
起
こ
る
か
に
つ
い
て
の
予
測
に
つ
い
て
、
日

本
に
お
け
る
調
査
結
果
は
長
期
的
な
視
点
で
悲
観
的
な
立
場
が
多
い

結
果
と
な
っ
た
が
、
自
国
が
戦
争
に
加
わ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
核

兵
器
の
使
用
や
核
兵
器
禁
止
条
約
の
批
准
も
含
め
、
民
主
国
家
で
あ

る
は
ず
の
日
本
国
に
お
い
て
、
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
自
ら
も
そ
の
意
思

決
定
に
参
加
す
る
と
い
う
、
政
治
参
加
へ
の
意
識
の
醸
成
も
重
要
な

ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
国
際
人
道
法
の
認
知
の
度
合
い
は
、
そ
の
目
的
と
す
る

戦
争
犠
牲
者
の
保
護
へ
の
有
効
性
の
認
識
と
密
接
な
関
係
が
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
な

ど
の
情
報
ツ
ー
ル
を
活
用
し
、
広
く
国
民
に
国
際
人
道
法
を
普
及
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

注１　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
二
〇
一
九
年
に
実
施
し
た
世
界
調
査
（M

illennials on 
W

ar

）
の
対
象
一
六
カ
国
は
、
紛
争
国

：

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
シ
リ
ア
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ

；

非
紛
争
国

：

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ

ア
、
メ
キ
シ
コ
、
ロ
シ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
ス
イ
ス
、
英
国
、
米
国
で

あ
り
、
国
名
等
の
表
記
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
定
義
に
よ
る
。

２　

本
調
査
の
結
果
や
世
界
調
査
と
の
比
較
に
関
す
る
詳
細
は
、別
途
「
ミ

レ
ニ
ア
ル
世
代
の
考
え
る
戦
争
・
兵
器
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

：

世
界

調
査
（
二
〇
一
九
）
と
日
本
国
内
調
査
結
果
の
比
較
検
討
」
を
参
照
さ
れ

た
い
。

３　

調
査
地
域
の
選
定
な
ら
び
に
地
域
ご
と
の
回
収
比
率
の
設
定
に
あ

た
っ
て
は
、
先
行
研
究
お
よ
び
世
界
調
査
を
参
考
に
し
た
。
調
査
地
域

に
つ
い
て
、
村
上
（
二
〇
一
六
）
は
、
東
京
都
は
第
二
次
世
界
大
戦
中

激
し
い
空
襲
に
よ
る
大
き
な
被
害
か
ら
復
興
し
、
京
都
府
中
心
部
は
大

規
模
な
空
襲
を
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
、
広
島
県
は
原
子
爆
弾
に
よ
り

大
き
な
被
害
を
被
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
沖
縄
県
は
大
戦
中
米
軍
の
上
陸

に
よ
り
多
く
の
市
民
が
犠
牲
に
な
り
、
現
在
で
も
平
和
教
育
が
盛
ん
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で
は
広
島
県
と
同
様
に
原
子

爆
弾
の
被
害
を
受
け
、
平
和
教
育
が
盛
ん
な
長
崎
県
を
加
え
た
。
ま
た
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
（2019

）
の
調
査
で
は
、
各
国
内
で
の
調
査
対
象
を
都
市
部

八
〇
％
、
都
市
部
以
外
二
〇
％
に
割
り
当
て
て
い
る
た
め
日
本
国
内
の

調
査
も
こ
れ
と
同
様
の
割
合
と
し
た
。

４　

日
本
国
内
に
お
い
て
は
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
太
平
洋
戦
争
に
関

す
る
特
別
番
組
が
編
成
さ
れ
た
り
、
平
和
教
育
に
特
化
し
た
取
り
組
み
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が
全
国
的
に
増
え
、
回
答
者
に
反
戦
的
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
、
調
査
期
間
を
一
〇
月
と
し
た
。

５　

本
報
告
書
中
の
グ
ラ
フ
中
に
示
す
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
（
％
）
は
、
小

数
点
以
下
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
％
の
合
計
が
必
ず
し
も

一
〇
〇
％
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

６　

こ
の
設
問
に
お
け
る
戦
争
の
直
接
体
験
と
は
、
戦
闘
へ
の
参
加
・
負

傷
・
家
か
ら
の
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
、
親
族
と
音
信
不
通
に

な
る
こ
と
の
ほ
か
、
戦
争
に
起
因
す
る
そ
の
他
の
状
況
に
巻
き
込
ま
れ

た
体
験
を
指
す
。

７　

世
界
調
査
に
お
け
る
戦
争
の
体
験
に
つ
い
て
は
、
紛
争
国
と
非
紛
争

国
で
差
が
あ
り
、
紛
争
国
に
お
け
る
体
験
者
は
四
六
％
、
非
紛
争
国
に

お
い
て
は
一
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

８　

結
果
の
概
要
は
、
角
田
（
二
〇
二
二
）「
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
の
考
え
る

戦
争
・
兵
器
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

：

世
界
調
査
（
二
〇
一
九
）
と
日

本
国
内
調
査
結
果
の
比
較
検
討
」（pp.6-7
）
を
引
用
し
、
適
宜
図
表
を

加
え
て
い
る
。
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吉
宣
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中
治
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編
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争
と
国
際
シ
ス

テ
ム
所
収
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東
京
大
学
出
版
会

は
じ
め
に

本
稿
は
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
規
範
形
成
過
程
に
お
け
る
赤
十
字

運
動
内
の
議
論
を
分
析
し
、
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
対
立
が
あ
り
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
に
そ
の
対
立
を
解
決
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は
、
赤
十

字
の
基
本
原
則
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
展
開
を
概
観
す
る
。

第
五
節
で
は
、
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
形
成
過
程
か
ら
導
か
れ
る
示

唆
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

Ⅰ　

モ
ワ
ニ
エ
の
『
赤
十
字
と
は
な
に
か
？
』

赤
十
字
の
基
本
原
則
の
萌
芽
は
、『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い

出
』１

や
一
八
六
四
年
に
制
定
さ
れ
た
第
一
回
赤
十
字
条
約

２

に
見
ら

れ
る
が
、
赤
十
字
の
活
動
原
則
に
は
じ
め
て
言
及
し
た
の
は
、
ア
ン

リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
と
も
に
赤
十
字
を
創
設
し
た
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・

赤
十
字
の
基
本
原
則
の
歴
史
的
発
展

新
沼
　
剛

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
講
師
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

解
　
説
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モ
ワ
ニ
エ
で
あ
る
。
一
八
七
五
年
、
モ
ワ
ニ
エ
は
『
国
際
赤
十
字
社

紀
要
（Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge

）』
に
「
赤
十
字
と
は

な
に
か
？
」
と
題
す
る
論
考
を
寄
稿
し
、
各
国
赤
十
字
社
は
、
赤
十

字
の
一
員
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
原
則
に
基
づ
い
て
活
動
を
展
開
す

る
こ
と
で
、
互
い
に
結
ば
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

３

。
モ
ワ
ニ
エ

に
よ
る
と
、
そ
の
原
則
は
、
①
い
か
な
る
国
に
も
た
だ
一
つ
の
赤
十

字
社
し
か
あ
り
え
ず
（
中
央
集
権
的
統
治
）、
そ
の
活
動
は
そ
の
国
の

全
領
土
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
集
中

（centralization

）」、
②
各
国
の
救
護
社
は
、
戦
時
に
お
け
る
人
道
的
事

業
の
た
め
に
、
平
時
か
ら
準
備
を
整
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
「
先
見
（foresight

）」４

、
③
国
籍
を
問
わ
ず
、
傷
病
者
は
す
べ

て
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
相
互
性
（m

utuality

）」、
④
各

国
の
救
護
社
は
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
連

帯
性
（solidarity

）」
の
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
赤
十
字
国
際
委

員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
こ
れ
ら
の
原
則
の
守
護
者
と
し
て
影
響
力
を
行

使
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
の
ち
に
赤
十

字
の
基
本
原
則
の
「
単
一
」、「
公
平
」、「
世
界
性
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

し
か
し
、「
相
互
性
」
に
つ
い
て
は
、「
公
平
」
の
原
則
の
要
素
を
含
ん

で
い
る
も
の
の
、
む
し
ろ
完
全
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
各
国
赤
十

字
社
が
敵
国
の
傷
病
兵
を
互
い
に
救
護
し
合
う
「
世
界
性
」
を
意
味
し

て
い
た

５

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
原
則
の
精
緻
化
は
限
定
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。

Ⅱ　

不
文
律
の
原
則
の
「
要
約
」

人
道
支
援
の
行
動
規
範
が
成
文
化
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
一
年

に
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
定
款
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
本
定
款
は
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
理
念
、
法
的
地
位
、
組
織
、
役
割
な
ど
が
明
記
さ
れ
た

文
書
で
、
一
九
一
五
年
に
初
版
が
採
択
さ
れ
た
。
初
版
で
は
、
具
体

的
な
原
則
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
第
三
条
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
任
務
の
一
つ
と
し
て
、
組
織
の
基
盤
と
な
る
基
本
的
・

普
遍
的
原
則
の
保
護
が
盛
り
込
ま
れ
た

６

。
そ
し
て
、
改
定
さ
れ
た

一
九
二
一
年
の
定
款
に
は
、「
公
平
（im

partiality

）」、「
政
治
的
、
宗
教
的
、

経
済
的
独
立
（political

、 econom
ic independence

、）」、「
赤
十
字
運
動
の

世
界
性
（the universality of the M

ovem
ent

）」、「
赤
十
字
社
の
平
等
（the 

equality of its m
em

bers

）」
と
い
う
原
則
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の

原
則
は
、
一
九
五
五
年
に
ピ
ク
テ
が
著
す
『
赤
十
字
の
諸
原
則
（The 

Red Cross Principles

）』
の
「
要
約
」
と
い
わ
れ
て
い
る

７

。

「
要
約
」
は
、
一
九
二
〇
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
会
員
で
あ
っ
た
エ
ド
モ

ン
ド
・
ボ
ワ
シ
エ
が
『
赤
十
字
国
際
レ
ビ
ュ
ー
（Revie Internationale de la 

Croix-Rouge
）』
に
寄
稿
し
た
「
赤
十
字
の
将
来
」
と
い
う
論
考
を
基
礎
に

策
定
さ
れ
て
い
る

８

。
彼
は
そ
の
論
考
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

赤
十
字
の
旗
の
下
に
結
集
し
た
す
べ
て
の
赤
十
字
社
が
承
認

し
宣
言
し
た
原
則
は
、
宗
教
、
人
種
、
国
境
の
差
別
な
く
、
苦

し
む
人
た
ち
の
た
め
に
奉
仕
す
る
世
界
的
な
博
愛
で
あ
る
。
博

愛
と
世
界
性
と
は
、
独
立
と
公
平
と
共
に
、
赤
十
字
の
基
本
を

な
す
独
特
な
性
格
で
あ
る

９

。

の
ち
に
、「
要
約
」
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
赤
十
字
運
動
全

体
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
定
款
に
続
き
、
一
九
四
六
年
に

は
赤
十
字
社
連
盟
理
事
会
が
採
択
し
た
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
諸

原
則
（the O

xford Principles

）」10

、
一
九
五
二
年
に
は
第
一
八
回
赤
十

字
国
際
会
議
が
採
択
し
た
「
国
際
赤
十
字
規
約
」11

の
中
に
盛
り
込
ま

れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
八
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
七
回
赤
十
字
国

際
会
議
に
お
い
て
、「
要
約
」
を
構
成
す
る
四
つ
の
原
則
が
赤
十
字
社

の
承
認
条
件
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
。

Ⅲ　

ピ
ク
テ
の
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
赤
十
字
運
動
の
各
構
成
体
は
そ
の
活
動
の

基
盤
を
な
す
原
則
の
発
展
に
取
り
組
ん
で
き
た
も
の
の
、
必
ず
し
も

体
系
化
さ
れ
た
普
遍
的
原
則
を
策
定
で
き
て
は
い
な
か
っ
た
。
例
え

ば
、
ボ
ワ
シ
エ
は
、
上
記
し
た
「
要
約
」
を
構
成
す
る
四
つ
の
原
則
に

厳
密
な
解
説
を
加
え
な
か
っ
た
た
め
、そ
の
定
義
は
あ
い
ま
い
で
あ
っ

た
。
ま
た
、「
要
約
」
に
は
、
ボ
ワ
シ
エ
が
論
考
で
示
し
た
最
も
重
要

な
価
値
で
あ
る
「
博
愛
」（
も
し
く
は
「
人
道
」）
と
「
中
立
」
と
い
う
文
言

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
よ
り
体
系
的
か
つ
普
遍

的
な
原
則
の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
中
心
人

物
が
の
ち
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
副
総
裁
と
な
る
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
で
あ
る
。

一
九
五
五
年
、
彼
は
一
七
の
原
則
で
構
成
さ
れ
た
赤
十
字
の
諸
原
則

を
発
表
し
、
こ
れ
ら
の
原
則
を
、
赤
十
字
を
鼓
舞
し
、
そ
の
行
動
を

律
す
る
「
基
本
的
諸
原
則
」
と
、
赤
十
字
の
機
構
の
形
式
と
そ
の
運
営

方
法
を
規
定
す
る
「
機
構
的
諸
原
則
」
の
二
つ
に
分
類
し
た

12

。

表
１
が
示
す
通
り
、
赤
十
字
の
諸
原
則
の
多
く
は
、
モ
ワ
ニ
エ
や

ボ
ワ
シ
エ
が
提
示
し
た
原
則
を
精
緻
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
赤
十
字

の
諸
原
則
の
う
ち
、「
公
平
」、「
独
立
」、「
世
界
性
」、「
赤
十
字
社
の

平
等
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
定
款
や
国
際
赤
十
字
規
約
な
ど
に
盛
り
込
ま

れ
た
「
要
約
」（「
公
平
」、「
政
治
的
、
宗
教
的
、
経
済
的
独
立
」、「
赤
十
字
運

動
の
世
界
性
」、「
赤
十
字
社
の
平
等
」）
に
相
当
す
る
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、

「
単
一
」、「
先
見
」、「
平
等
」、「
連
帯
」
も
そ
れ
ぞ
れ
、
モ
ア
ニ
エ
が

提
示
し
た
「
集
中
」、「
先
見
」、「
相
互
性
」、「
連
帯
性
」
に
相
当
す
る
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表 1　赤十字の諸原則 13

基本的諸原則 人道

Humanity
赤十字は、苦痛と死とに対して戦う。赤十字は、

人間が、すべての場合において、人間らしく取り

扱われることを要求する。

平等

Equality
赤十字は、個人を平等かつ差別なく援助するため

に準備されている。

比例

Due Proportion
なし得る援助は、各個人の必要とその緊急の度合

いに応じて、分配されるものとする。

公平

Impartiality
赤十字は誰に対しても、個人的好みや偏見を持た

ずに行動する。

中立

Neutrality
赤十字は、軍事、政治、宗教および哲学の分野に

おいて、厳正に中立を守らなければならない。

独立

Independence
赤十字は、すべての権力に対し独立し、すべての

勢力に対し自由でなければならない。

世界性

Universality
赤十字の事業は、すべての人びと、すべての国々

に及ばなければならない。

機構的諸原則 無欲

Selflessness
赤十字は、その活動からいかなる利益も得てはな

らない。赤十字は援助を求める人びとの人道的利

益のみに関心を持つ。

無償

Free Service
赤十字は、無償で「サービス」を提供する。

奉仕

Voluntary Service
赤十字は私的な博愛と奉仕的精神の表れである。

赤十字は、奉仕的援助を行う機関である。

補助

Auxiliary
赤十字は公当局と協力する。

自治

Autonomy
赤十字は公当局に対し十分な自治を持たなければ

ならない。

大衆

Multitudinism
各国赤十字社は、その国のすべての市民に門戸を

開き、民主的に組織されなければならない。

赤十字社の平等

Equality of  the National 
Societies

すべての赤十字社は国際的に同一の権利を持つ。

単一

Unity
いかなる国にも、一つの中央委員会によって管理

されたただ一つの赤十字社しかありえない。赤十

字社はその活動をその国の全領土に及ぼさなけれ

ばならない。

連帯

Solidarity
同じ目的を追求する結果、各国赤十字社は、互い

に関係を結び、相互援助の義務を持つ。

先見

Foresight
赤十字は、いかなるときでも、直面する任務を果

たす用意ができていなければならない。

原
則
で
あ
る
。
ピ
ク
テ
は
一
世
紀
近
い
戦
時
救
護
活
動
に
お
い
て
暗

黙
裡
に
遵
守
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
に
明
確
な
定
義
を
与
え
た
。
特
に
、
赤
十
字

の
中
核
的
原
則
で
あ
る
「
人
道
」
に
明
確
な
定
義
を
付
与
し
た
こ
と
、

そ
し
て
「
中
立
」
の
原
則
に
軍
事
的
中
立
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
人
種
、

宗
教
な
ど
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
中
立
を
も
包
摂
し
た
点
は
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
刊
行
後
、
多
く
の
赤
十
字
の
関
係
者
は
ピ
ク

テ
が
示
し
た
諸
原
則
に
注
目
し
た
。

同
書
は
、『
赤
十
字
国
際
レ
ビ
ュ
ー
』
に
連
載
さ
れ
た
彼
の
私
的
な

論
文
を
ま
と
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、

「
日
赤
」）
は
ピ
ク
テ
が
示
し
た
諸
原
則
を
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
諸

原
則
」
に
代
わ
る
新
た
な
赤
十
字
運
動
の
公
式
な
原
則
に
す
る
よ
う

提
案
し
た
。

Ⅳ　

赤
十
字
の
基
本
原
則
宣
言

本
節
で
は
ピ
ク
テ
の
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
の
刊
行
か
ら
一
九
六
五

年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
『
赤
十
字
の
基
本

原
則
宣
言
』
が
採
択
さ
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
展
開
を
概
観
す
る
。

⑴
ピ
ク
テ
委
員
会
の
設
置

ピ
ク
テ
の
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
は
内
容
が
学
術
的
で
あ
っ
た
た
め
、

赤
十
字
活
動
に
関
わ
る
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
と
っ
て
平
易
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
赤
十
字
・
赤
新
月
常
置
委
員
会
（the 

Standing Com
m

ission of the Red Cross and Red Crescent

）」（
以
下
、「
常

置
委
員
会
」）
は
、
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
五
九
年
に
か
け
て
、
赤
十
字

運
動
の
各
構
成
体
が
共
有
す
る
諸
原
則
を
策
定
す
る
た
め
に
共
同
委

員
会
（
通
称
、「
ピ
ク
テ
委
員
会
（The Pictet Com

m
ission

）」）
を
立
ち
上
げ

た
14

。
ピ
ク
テ
委
員
会
は
早
速
草
案
を
作
成
し
、
一
九
五
九
年
六
月
に

各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
に
送
付
し
、
こ
の
う
ち
二
六
社
か
ら
回
答

が
あ
り
、
一
四
社
が
草
案
に
賛
同
の
意
向
を
示
す
一
方
、
一
二
社
が

意
見
を
提
示
し
た
。
各
社
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
ピ
ク
テ
委
員
会

は
第
二
草
案
を
策
定
し
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
六
日
、
常
置
委
員
会

に
提
出
し
た
。

ピ
ク
テ
委
員
会
の
草
案
作
成
者
は
、
次
項
で
述
べ
る
核
兵
器
の
禁

止
や
戦
争
の
廃
絶
と
い
っ
た
事
項
は
赤
十
字
の
活
動
を
決
定
す
る
基

準
と
な
る
「
原
則
」
で
あ
る
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
平
和
の
た
め
の
活
動
は
、
人
間
の
苦
痛
を
予
防
す
る
と
い

う
「
人
道
」
の
原
則
か
ら
自
然
と
湧
き
上
が
る
も
の
と
考
え
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
常
置
委
員
会
に
提
出
し
た
草
案
に
は
こ
れ

ら
の
文
言
は
存
在
し
な
か
っ
た

15

。
草
案
作
成
者
は
自
ら
の
使
命
を
赤
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十
字
の
活
動
を
列
挙
す
る
の
で
は
な
く
、
赤
十
字
の
活
動
を
導
き
出

す
規
範
を
明
ら
か
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る

16

。

⑵
常
置
委
員
会
に
お
け
る
議
論

常
置
委
員
会
の
会
合
に
お
い
て
、「
人
道
」
の
原
則
を
め
ぐ
り
、
各

国
赤
十
字
社
間
で
対
立
が
表
面
化
し
た
。
ソ
連
赤
十
字
赤
新
月
同
盟

（
以
下
、「
ソ
赤
」）
は
常
置
委
員
会
に
対
し
、「
人
道
」
の
原
則
の
最
後

に
、「
赤
十
字
は
す
べ
て
の
国
民
間
の
相
互
理
解
、
友
情
を
助
長
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
の
精
神
を
育
み
、
戦
争
の
廃
絶
に
貢
献
す

る
。」
と
い
う
文
言
を
追
加
す
る
よ
う
提
案
し
、
常
置
委
員
会
は
こ
れ

を
受
諾
し
た
（
表
２
左
欄
参
照
）17

。
ま
た
、
ソ
赤
は
、
一
九
六
一
年
三

月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
会
合
に
お
い
て
、「
平
和
愛
好
（Peace-loving 

Character

）」
と
い
う
原
則
を
新
た
に
追
加
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
否
決

さ
れ
た

18

。

⑶
代
表
者
会
議
に
お
け
る
議
論

常
置
委
員
会
は
七
つ
の
原
則
で
構
成
さ
れ
た
草
案
を
一
九
六
一
年

一
〇
月
三
日
と
五
日
に
プ
ラ
ハ
で
開
催
さ
れ
た
「
国
際
赤
十
字
・
赤

新
月
運
動
代
表
者
会
議
（the Council of D

elegates

）」（
以
下
、「
代
表
者

会
議
）」
に
提
出
し
た

19

。
一
〇
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
会
合
に

お
い
て
、
ソ
赤
は
、
そ
の
草
案
の
「
人
道
」
の
原
則
に
盛
り
込
ま
れ
て

い
た
平
和
に
関
す
る
文
言
を
削
除
す
る
代
わ
り
に
、
新
た
な
原
則
と

し
て
「
平
和
愛
好
」
の
原
則
を
追
加
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
の
原
則
は

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

赤
十
字
は
熱
心
な
平
和
の
守
護
者
で
あ
る
。
赤
十
字
は
、
多

く
の
犠
牲
者
と
苦
痛
を
常
に
も
た
ら
す
戦
争
を
深
く
永
久
に
嫌

悪
す
る
。
赤
十
字
は
国
民
間
の
理
解
、
友
好
、
相
互
協
力
の
促

進
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
意
見
の
相
違
を
も
た
ら
す
問
題
の

解
決
策
と
し
て
武
力
に
訴
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
ま
た
、
赤

十
字
は
、
特
に
核
兵
器
お
よ
び
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
の
禁

止
に
向
け
た
軍
縮
協
定
を
支
持
す
る

20

。

各
国
赤
十
字
社
は
、
代
表
者
会
議
に
お
い
て
、「
平
和
愛
好
」
の
原

則
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
再
び
激
し
く
対
立
し
た
。
ル
ー
マ
ニ

ア
赤
十
字
社
は
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
れ
ば
、
核
攻
撃
を
受
け
た
地

域
に
救
護
に
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
核
兵
器
の
禁
止
に

言
及
す
る
「
平
和
愛
好
」
の
原
則
を
追
加
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
21

。
ま
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
赤
十
字
社
も
、
同
様
の
理
由
で
、「
平
和

愛
好
」
の
原
則
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
た

22

。
こ
の
ほ
か
に
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
な
ど
の
東
側

諸
国
の
赤
十
字
社
も
「
平
和
愛
好
」
の
原
則
に
支
持
を
表
明
し
た
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
赤
十
字
社
は
、
軍
縮
や
核
兵
器
の
禁
止
と
い
っ

た
政
治
的
課
題
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
た

め
、
赤
十
字
が
こ
の
よ
う
な
政
治
的
課
題
に
介
入
す
べ
き
で
は
な
い

と
し
、「
平
和
愛
好
」
の
原
則
の
追
加
に
反
対
し
た

23

。
こ
れ
と
同
様
に
、

英
国
赤
十
字
社
も
人
道
的
活
動
と
政
治
的
主
張
は
峻
別
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
た

24

。
こ
の
よ
う
に
、
西
側
諸
国
の
赤
十
字
社
は
、
各
国

赤
十
字
・
赤
新
月
社
間
の
連
帯
を
弱
め
る
リ
ス
ク
が
あ
る
と
い
う
理

由
で
「
平
和
愛
好
」
の
原
則
の
追
加
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。

一
〇
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
会
合
で
は
、「
人
道
」
お
よ
び

「
平
和
愛
好
」
の
原
則
を
め
ぐ
り
、
各
国
赤
十
字
社
は
歩
み
寄
り
の
姿

勢
を
見
せ
た
。
第
二
回
会
合
に
先
立
ち
、
一
〇
月
四
日
、
米
国
赤
十

字
社
と
ソ
赤
の
代
表
は
非
公
式
会
合
を
開
催
し
、
双
方
と
も
赤
十
字

の
分
裂
を
回
避
す
べ
き
と
い
う
点
で
一
致
し
、
互
い
に
受
け
入
れ
可

能
な
解
決
策
を
議
論
し
た
。
そ
し
て
、
迎
え
た
第
二
回
会
合
で
、
双

方
の
赤
十
字
社
は
、「
平
和
愛
好
」の
原
則
を
撤
回
す
る
代
わ
り
に
、「
人

道
」
の
原
則
の
最
後
の
文
章
に
「
赤
十
字
・
赤
新
月
は
、
す
べ
て
の
国

民
間
の
相
互
理
解
、友
情
、協
力
、お
よ
び
堅
固
な
平
和
を
助
長
す
る
。」

と
い
う
文
言
を
盛
り
込
ん
だ
共
同
案
を
提
出
し
た
（
表
２
右
欄
参
照
）25

。

最
終
的
に
、
代
表
者
会
議
は
こ
の
妥
協
案
を
全
会
一
致
で
採
択
し

た
。
プ
ラ
ハ
の
代
表
者
会
議
で
採
択
さ
れ
た
草
案
は
、
一
九
六
五
年
、

表 2　「人道」の原則の文言の相違26

「常置委員会」で採択された草案

（1961 年 3 月 24 日）

「代表者会議」で採択された草案

（1961 年 10 月 5 日）

赤十字は、戦場において差別なく負傷者に

救護を与えたいという願いから生まれ、あ

らゆる状況下において人間の苦痛を予防し

軽減することに、国際的および国内的に努

力する。その目的は生命と健康を守り、人

間の尊重を確保することにある。赤十字は

すべての国民間の相互理解、友情を助長す

ることによって、平和の精神を育み、戦争

の廃絶に貢献する。

赤十字は、戦場において差別なく負傷者に

救護を与えたいという願いから生まれ、あ

らゆる状況下において人間の苦痛を予防し

軽減することに、国際的および国内的に努

力する。その目的は生命と健康を守り、人

間の尊重を確保することにある。赤十字は、

すべての国民間の相互理解、友情、協力、

および堅固な平和を助長する。
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ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い

て
、『
赤
十
字
の
基
本
原
則
宣
言
』
と
し
て
、
全
会
一
致
で
採
択

さ
れ
、
今
日
の
七
つ
の
原
則
で
構
成
さ
れ
る
赤
十
字
の
基
本
原

則
が
確
定
し
た
（
表
３
）。

Ⅴ　

赤
十
字
の
基
本
原
則
の
形
成
過
程

が
与
え
る
示
唆

前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
赤
十
字
の
基
本
原
則
は
、
各
国

赤
十
字
社
間
の
対
立
の
克
服
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
採
択
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
規
範
形
成
過
程
は
今
日
の

赤
十
字
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
う
る
だ
ろ
う
か
。

⑴
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
中
立
性
と
独
立
性

プ
ラ
ハ
の
代
表
者
会
議
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
「
人

道
」
お
よ
び
「
平
和
愛
好
」
の
原
則
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
原

則
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
中
立
と
独
立
の

維
持
の
難
し
さ
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

諸
条
約
締
約
国
は
核
兵
器
の
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
、

第
一
八
回（
一
九
五
二
年
、ト
ロ
ン
ト
）
お
よ
び
第
一
九
回（
一
九
五
七

年
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
）
の
赤
十
字
国
際
会
議
は
紛
糾
し
た
。
特
に
、

第
一
九
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
作
成
し
た
『
戦

表３　赤十字の基本原則 27

人道
Humanity

国際赤十字・赤新月運動（以下、赤十字・赤新月）は、戦場において差別な
く負傷者に救護を与えたいという願いから生まれ、あらゆる状況下において
人間の苦痛を予防し軽減することに、国際的および国内的に努力する。その
目的は生命と健康を守り、人間の尊重を確保することにある。赤十字・赤新
月は、すべての国民間の相互理解、友情、協力、および堅固な平和を助長する。

公平
Impartiality

赤十字・赤新月は、国籍、人種、宗教、社会的地位または政治上の意見による
いかなる差別をもしない。赤十字・赤新月はただ苦痛の度合いにしたがって個
人を救うことに努め、その場合もっとも急を要する困苦をまっさきに取り扱う。

中立
Neutrality

すべての人からいつも信頼を受けるために、赤十字・赤新月は、戦闘行為
の時いずれの側にも加わることを控え、いかなる場合にも政治的、人種的、
宗教的または思想的性格の紛争には参加しない。

独立
Independence

赤十字・赤新月は独立である。各国の赤十字社、赤新月社は、その国の政府
の人道的事業の補助者であり、その国の法律に従うが、常に赤十字・赤新月
の諸原則にしたがって行動できるよう、その自主性を保たなければならない。

奉仕
Voluntary Service

赤十字・赤新月は、利益を求めない奉仕的救護組織である。

単一
Unity

いかなる国にもただ一つの赤十字社あるいは赤新月社しかありえない。赤
十字社、赤新月社は、すべての人に門戸を開き、その国の全領土にわたっ
て人道的事業を行なわなければならない。

世界性
Universality

赤十字・赤新月は世界的機構であり、その中においてすべての赤十字社、
赤新月社は同等の権利を持ち、相互援助の義務を持つ。

時
一
般
住
民
の
被
る
危
険
を
制
限
す
る
た
め
の
規
則
案
（D

raft Rules 

of the Lim
itation of the D

angers Incurred by the Civilian Population in 

Tim
e of W

ar

）』
に
盛
り
込
ま
れ
た
核
兵
器
の
禁
止
を
示
唆
す
る
条
項

の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
東
側
諸
国
と
西
側
諸
国
の
政
府
代
表
の

間
で
激
し
い
対
立
が
表
面
化
し
た

28

。
こ
れ
と
類
似
す
る
よ
う
に
、
前

節
で
述
べ
た
代
表
者
会
議
で
は
、「
平
和
愛
好
」
の
原
則
を
盛
り
込
む

べ
き
と
す
る
東
側
諸
国
の
赤
十
字
社
と
盛
り
込
む
べ
き
で
は
な
い
と

す
る
西
側
諸
国
の
赤
十
字
社
と
の
間
で
対
立
が
表
面
化
し
た
。
こ
の

こ
と
は
、
厳
し
い
政
治
的
環
境
の
中
で
、
各
国
赤
十
字
社
の
中
立
性

と
独
立
性
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
国
政
府
の
外
交
政
策
の

影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

⑵
赤
十
字
の
世
界
性

プ
ラ
ハ
の
代
表
者
会
議
で
赤
十
字
の
基
本
原
則
が
採
択
で
き
た
の

は
、
各
国
赤
十
字
社
が
連
帯
を
堅
持
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
は
核
兵
器
の
禁
止
と
中
国

の
代
表
権
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
た
。
ペ
レ
と
ブ
ニ
ョ
ン

に
よ
る
と
、
常
置
委
員
会
が
一
九
六
一
年
に
プ
ラ
ハ
で
代
表
者
会
議

を
招
集
し
た
の
は
、赤
十
字
の
連
帯
を
再
興
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ

た
29

。
常
置
委
員
会
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
締
約
国
政
府
が
出
席
し

な
い
代
表
者
会
議
で
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
草
案
を
採
択
す
る
こ
と

で
、
赤
十
字
の
連
帯
を
示
す
と
と
も
に
、
一
九
六
三
年
に
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
で
予
定
さ
れ
て
い
た
第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
向
け
た
準
備

に
弾
み
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

30

。
プ
ラ
ハ
の
代
表
者
会
議

で
、
東
側
諸
国
と
西
側
諸
国
の
赤
十
字
社
は
「
平
和
愛
好
」
の
原
則
を

め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
が
、
最
終
的
に
共
同
案
の
提
出
で
合
意
で
き
た

の
は
、
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ボ
ワ
シ
エ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
お
よ
び
ア
ン
ド
レ
・

フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
ポ
ン
セ
常
置
委
員
会
議
長
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る

31

。
こ
の
よ
う
に
、
赤
十
字
運
動
の
各
構
成
体
が
対
話
を
通

じ
、
相
互
援
助
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
互
い
に
歩

み
寄
る
こ
と
で
、
連
帯
を
堅
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
中
立
性

一
九
六
〇
年
一
〇
月
の
常
置
委
員
会
の
会
合
か
ら
一
九
六
一
年

一
〇
月
の
代
表
者
会
議
ま
で
の
過
程
で
、
戦
争
の
廃
絶
と
い
う
文
言

の
削
除
に
よ
っ
て
、「
人
道
」
の
原
則
の
中
立
化
（
脱
政
治
化
）
が
図
ら

れ
た
も
の
の
、「
堅
固
な
平
和
を
助
長
す
る
」
と
い
う
文
言
は
残
さ
れ

た
。
こ
れ
は
「
中
立
」
の
原
則
の
観
点
か
ら
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

ピ
ク
テ
は
、
一
九
七
五
年
に
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
た
世

界
赤
十
字
平
和
会
議
で
作
成
さ
れ
、
一
九
七
七
年
の
代
表
者
会
議

で
採
択
さ
れ
た
『
平
和
の
要
素
と
し
て
の
赤
十
字
の
行
動
計
画
（the 
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Program

m
e of A

ction of the Red Cross as a Factor of Peace

）』
を
引
用

し
、
赤
十
字
が
展
開
す
る
平
和
の
た
め
の
活
動
を
「
直
接
的
活
動
」
と

「
間
接
的
活
動
」
に
分
類
し
て
い
る

32

。
直
接
的
活
動
と
は
、
差
し
迫
っ

た
平
和
へ
の
脅
威
の
除
去
、
敵
対
行
為
の
発
生
の
防
止
、
停
戦
と
い
っ

た
活
動
の
こ
と
を
い
う

33

。
一
方
、
間
接
的
活
動
と
は
、
紛
争
当
事

者
に
国
際
人
道
法
を
守
ら
せ
た
り
、
紛
争
犠
牲
者
の
苦
痛
を
和
ら
げ
、

敵
対
感
情
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
、
和
解
に
向
け
た
土
壌
を
作
る
活

動
の
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
間
接
的
活
動
と
は
赤
十
字
が
長
年

行
っ
て
き
た
保
護
と
支
援
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
人
道
」
の
原
則
の
「
堅
固
な
平
和
を
助
長
す
る
」
と
い

う
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
十
字
は
平
和
に
資
す

る
直
接
的
活
動
に
よ
り
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
プ
ラ
ハ
の
代
表
者
会
議
の
翌
年
の
一
九
六
二
年
に
発
生
し

た
キ
ュ
ー
バ
危
機
に
お
い
て
、
国
連
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
、
キ
ュ
ー
バ
に

向
か
う
船
舶
が
武
器
を
輸
送
し
て
い
な
い
か
を
調
査
す
る
臨
検
業
務

を
受
託
す
る
よ
う
要
請
し
た

34

。
当
時
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
の
レ
オ
ポ
ル

ド
・
ボ
ワ
シ
エ
は
速
や
か
に
総
会
を
招
集
し
、
そ
の
是
非
を
協
議
し

た
。
総
会
に
参
加
し
た
委
員
の
中
に
は
、
臨
検
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
マ
ン

デ
ー
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
反
対
す
る
者
も
い
た
。
し
か

し
、
議
論
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た

デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
シ
ン
ド
ラ
ー
の
発
言
で
あ
っ
た
。
彼
は
、「
我
々

は
核
災
害
の
瀬
戸
際
に
立
っ
て
い
る
。
も
し
核
災
害
が
発
生
す
れ
ば
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
そ
の
使
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま

り
、
赤
十
字
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
無
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
例
外
的
状
況
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
国
連
の
要
請
を
受

け
入
れ
る
ほ
か
な
い
。」
と
述
べ
た

35

。
最
終
的
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
プ

ラ
ハ
の
代
表
者
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
人
道
」
の
原
則
を
根
拠
に
臨
検

業
務
を
引
き
受
け
た

36

。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
国
連
と
協
力
し
、
紛

争
予
防
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
前
例
と
な
っ
た

37

。
の
ち
に
、

一
九
六
五
年
の
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い
て
、
世
界
平
和
に
向
け
た

赤
十
字
の
役
割
が
議
題
と
な
り
、
同
会
議
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
、
国

連
機
関
と
緊
密
に
連
絡
を
と
り
、
関
係
国
の
同
意
の
も
と
、
武
力
紛

争
の
予
防
・
解
決
に
寄
与
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
こ
と
を
奨

励
す
る
決
議
を
採
択
し
た

38

。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
を
契
機

に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
人
道
を
脅
威
に
さ
ら
す
よ
う
な
紛
争
を
予
防
す
る

活
動
に
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

だ
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
紛
争
予
防
を
目
的
と
し
た
直
接
的
活
動
に

無
制
限
に
関
与
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
翌
年
の

一
九
六
三
年
に
開
催
さ
れ
た
代
表
者
会
議
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は

各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
に
対
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
紛
争
予
防
活
動
に

関
与
す
る
場
合
の
条
件
と
し
て
つ
ぎ
の
四
つ
を
提
示
し
た

39

。

１
）
平
和
が
核
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

２
）
国
連
が
単
独
で
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

る
３
）
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
赤
十
字
の
原
則
に
基
づ
き
、
効
果
的
に
支
援
を

展
開
で
き
る
立
場
に
あ
る

４
）
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
が
、
上
記
三
つ
の
条
件
の
も
と
、
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
介
入
に
同
意
す
る

上
記
の
条
件
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
直
接
的
に
紛
争
予
防
に
関
与
で

き
る
の
は
極
め
て
例
外
的
状
況
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
仮
に
関
与

す
る
場
合
で
も
、
利
害
関
係
者
の
同
意
と
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
遵

守
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
も
こ
の
方
針
に
大
き
な

変
更
は
な
い
。
第
二
回
目
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
（
一
九
一
七
年
）
か
ら

一
〇
〇
周
年
の
記
念
講
演
で
、
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ウ
ラ
ー
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総

裁
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
紛
争
予
防
に
関
与
す
る
条
件
と
し
て
、
①
紛
争

予
防
・
解
決
の
第
一
義
的
責
任
を
持
つ
国
連
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
な

い
、
②
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
か
ら
の
同
意
を
得
る
、
③
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

の
人
道
的
任
務
や
紛
争
犠
牲
者
を
支
援
す
る
能
力
が
脅
か
さ
れ
な
い

こ
と
を
あ
げ
て
い
る

40

。「
人
道
」
の
原
則
に
盛
り
込
ま
れ
た
平
和
に

関
す
る
文
言
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
キ
ュ
ー
バ
危
機
に
お
け
る
臨
検
活
動

に
関
与
す
る
根
拠
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
文
言
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

に
よ
る
紛
争
予
防
へ
の
関
与
を
無
制
限
に
拡
大
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
中
立
」
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
を
許
す
も
の
で
も
な
い
。

お
わ
り
に

赤
十
字
の
基
本
原
則
は
冷
戦
期
の
厳
し
い
国
際
関
係
の
中
、
赤
十

字
運
動
の
各
構
成
体
が
連
帯
を
堅
持
し
た
こ
と
で
採
択
さ
れ
た
。
今

日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
に
直
面
す
る
国
際
社
会
は
冷
戦
期
以
来
の
分

断
の
危
機
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
各
国
赤
十
字
・

赤
新
月
社
が
ど
の
よ
う
に
組
織
と
し
て
の
中
立
性
と
独
立
性
を
維
持

し
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
赤
十
字
運
動
の
構
成
体
が
互
い
に
連
帯
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
今
回
の
危
機
で
、

紛
争
当
事
国
の
一
部
が
核
の
使
用
を
ち
ら
つ
か
せ
る
中
、
キ
ュ
ー
バ

危
機
の
と
き
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
紛
争
予
防
・
解
決
に
関
与
す

る
機
会
が
あ
る
の
か
も
注
目
さ
れ
る
。

注1　
『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
、
国
籍
に
よ
る
差
別
を
設
け
な
い
と
い
う
前
例
の

な
い
方
法
で
救
護
を
展
開
し
、
そ
れ
に
突
き
動
か
さ
れ
た
地
元
の
女
性

た
ち
が
、「
み
ん
な
兄
弟
で
す
（Tutti Fratelli

）」
と
い
っ
て
デ
ュ
ナ
ン
の

救
護
活
動
に
協
力
す
る
様
子
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
赤
十
字
の
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基
本
原
則
の
「
公
平
」
の
原
則
を
表
し
て
い
る
。

２　

第
一
回
赤
十
字
条
約
は
、
傷
病
兵
、
軍
の
衛
生
部
隊
、
野
戦
病
院
、

傷
病
兵
搬
送
車
な
ど
、
戦
闘
に
参
加
し
な
い
者
の
中
立
的
地
位
を
保
障

し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
〇
六
年
に
制
定
さ
れ
た
第
二
回
赤
十
字
条

約
は
、
中
立
的
地
位
の
適
用
範
囲
を
赤
十
字
の
要
員
に
も
拡
大
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
赤
十
字
の
要
員
に
は
厳
格
な
軍
事
的
中
立
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

３　

M
oynier, G

 
（1875

） “Ce que c ’est que la Croix-Rouge, ” Bulletin 
International, 21, pp.1-8.

４　

後
述
す
る
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
で
は
「
予
見
」
と
い
う
用
語
が
使
用

さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
日
赤
の
活
動
で
は
「
先
見
」
が
一
般
的
に
使

用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
用
語
を
変
更
し
た
。

５　

相
互
性
の
詳
細
は
以
下
を
参
照
。

　
　

ピ
ク
テ
，
ジ
ャ
ン
（1955

）
／
井
上
益
太
郎
訳
（2002

）『
赤
十
字
の
諸

原
則
』
日
赤
会
館
，
一
五
七
頁
．

６　

Blondel, J 

（1981

） “The Fundam
ental Principles of the Red Cross 

and Red C
rescent: Their O

rigin and D
evelopm

ent, ” International 
Review of the Red Cross, 31

（283

）, pp.351.

７　

赤
十
字
国
際
委
員
会
定
款
第4

条
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
５
の
附
録

9

頁
を
参
照
。
尚
、『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
述

す
る
。

８　

“ Revie Internationale de la Croix-Rouge” 

（
仏
語
）
は“ International Review 

of the Red Cross”

の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
書
５
に
お
い
て
、『
赤
十
字
国

際
雑
誌
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
事
務
所
の

定
訳
で
あ
る
『
赤
十
字
国
際
レ
ビ
ュ
ー
』
を
採
用
す
る
。

９　

前
掲
書
５
、一
六
頁
．

10　

赤
十
字
社
連
盟
は
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
諸
原
則
（the O

xford 

Principles

）」
に
盛
り
込
ま
れ
た
諸
原
則
を
「
基
本
的
諸
原
則
」
と
表
現

し
て
い
る
が
、
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の

諸
原
則
」
の
多
く
は
、
の
ち
に
ピ
ク
テ
が
「
機
構
的
諸
原
則
」
と
呼
ん
だ

原
則
（「
志
願
」、「
自
治
」、「
先
見
」
な
ど
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
要

約
」
を
構
成
す
る
四
つ
の
要
素
は
、「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
諸
原
則
」

そ
の
も
の
と
し
て
は
盛
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
前
文
に
示
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
前
掲
書
５
の
附
録
一
―
四
頁
を
参
照
。　

11　
「
赤
十
字
運
動
規
約
」
と
は
、
赤
十
字
運
動
の
理
念
お
よ
び
各
構
成
体

の
組
織
、
活
動
な
ど
を
規
定
し
た
規
約
で
、
一
九
二
八
年
に
は
じ
め
て

採
択
さ
れ
た
。

12　

前
掲
書
５
、一
六
八
頁
．

13　
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
で
示
さ
れ
た
一
七
の
原
則
に
は
、
現
代
の
日
本

社
会
に
馴
染
ま
な
い
表
現
が
あ
る
た
め
、
一
部
変
更
し
た
。

14　

赤
十
字
・
赤
新
月
常
置
委
員
会
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
赤
十
字
連
盟
の
連
携

を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
一
九
二
八
年
に
設
立
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
。

今
日
、
本
委
員
会
は
、
四
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
赤
十
字
国
際
会
議
の

調
整
や
赤
十
字
国
際
会
議
の
決
議
に
関
連
す
る
課
題
の
解
決
な
ど
が
主

な
役
割
で
あ
る
。

15　

日
赤
は
、「「
原
則
（principles

）」
と
「
活
動
（program

）」
は
明
確
に

区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
平
和
は
「
活
動
」
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る

こ
と
か
ら
、「
人
道
」
の
原
則
で
戦
争
の
廃
絶
を
言
及
す
る
の
は
不
適
切

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
代
表
者
会
議
で
表
明
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
以

下
を
参
照
。

　
　

C
ouncil of D

elegates of the International Red C
ross 

（1961

） 
V

erbatim Report, Prague, p.23.
16　

ピ
ク
テ
、
ジ
ャ
ン
（1979

）
／
井
上
忠
男
訳
（
二
〇
一
〇
）『
解
説　

赤
十
字
の
基
本
原
則

：

人
道
機
関
の
理
念
と
行
動
規
範
』
第
二
版
、
東

信
堂
、
三
〇
頁
．

17　

戦
争
の
廃
絶
を
「
人
道
」
の
原
則
に
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
対
し
、
日
赤

は
、
そ
れ
は
赤
十
字
の
目
的
で
は
な
い
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。
日
赤

の
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。https://

library.icrc.org/library/docs/CI/CD
_1961_009_TRI_009_JP.pdf

（
ア
ク
セ
ス
日

：

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
一
日
）。

18　

A
bove note 6, p.355.

19　

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
代
表
者
会
議
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
赤
十
字
社

連
盟
、
お
よ
び
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
の
代
表
で
構
成
さ
れ
、
国
際

赤
十
字
の
共
通
課
題
や
戦
略
な
ど
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
と
な
っ
て
い

る
。
二
年
に
一
回
開
催
さ
れ
る
。
詳
細
は
以
下
を
参
照
。

　
　

International Red Cross and Red Crescent M
ovem

ent 

（RCRC

） 

（2006

） Statutes of the International Red Cross and Red Crescent M
ovement. 

20　

以
下
の
文
書
を
筆
者
が
邦
訳
し
た
。

　
　

Soviet Red C
ross Society 

（SRC
S

） （1961

） Red Cross Principles 
(Corrected A

mended Text Submitted by the Soviet D
elegation) 

（https://
library.icrc.org/library/docs/C

I/C
D

_1961_010_E
N

G
_011_

SU.pdf

） （accessed on 28 January 2022

）. 

21　

A
bove note 15, pp.31-2.

22　

Ibid., pp.34-5. 

23　

フ
ラ
ン
ス
赤
十
字
社
代
表
の
ア
ン
ド
レ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
ポ
ン
セ
は
、

赤
十
字
が
政
治
的
課
題
に
介
入
す
れ
ば
、
国
連
の
よ
う
に
機
能
不
全
に

陥
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
各
国
の
利
害
対
立
で
団
結
で
き
な
い
国
連

（the U
nited N

ations

）
を
「
国
際
不
連
合
（the disunited nations

）」
と

揶
揄
し
て
い
る
。Ibid., pp.27-8.

24　

Ibid., pp.28-9. 

25　

こ
の
提
案
は
ソ
赤
側
か
ら
な
さ
れ
た
。Ibid., pp.39-40.

26　

網
掛
け
部
分
は
、
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
日
赤
の
定
訳
を
参
考
に
筆

者
が
邦
訳
し
た
。

27　

一
九
八
六
年
の
第
二
五
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い
て
、
赤
十
字
の

機
構
名
が
修
正
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、「
赤
十
字
（The Red Cross

）」

を
「
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
（The International Red Cross and 

Red Crescent M
ovem

ent

）」
お
よ
び
そ
の
略
語
で
あ
る
「
赤
十
字
運
動

（The M
ovem

ent

）」
に
修
正
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
六
五
年

の
赤
十
字
の
基
本
原
則
宣
言
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
修
正
で

は
な
い
。
尚
、
表
三
の
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
一
覧
は
、
一
九
八
六

年
版
の
日
赤
の
定
訳
を
掲
載
し
た
。
以
下
を
参
照
の
こ
と
。https://

w
w

w.jrc.or.jp/about/principle/

（
ア
ク
セ
ス
日

：

二
〇
二
一
年
一
一
月

一
六
日
）。

28　

東
側
諸
国
は
同
規
則
案
が
核
兵
器
の
禁
止
を
明
確
に
示
し
て
い
な
い

点
を
批
判
し
た
の
に
対
し
、
西
側
諸
国
は
軍
縮
を
相
互
検
証
す
る
仕
組

み
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
規
則
は
無
効
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

尚
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
改
定
に
関
す
る
外
交
会
議
に

お
い
て
、
既
に
ソ
連
は
核
兵
器
の
禁
止
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
に
盛

り
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
不
快
感
を
表
明
し
て
い
た
。
詳
細
は
以
下

を
参
照
。

　
　

Perret, F., Bugnion, F 

（2018

） From Budapest to Saigon: H
istory of the 

International Committee of the Red Cross 1956-1965, p.85, 94.

29　

Ibid., pp.411-2.

30　

実
際
に
は
、
中
国
の
代
表
権
問
題
を
め
ぐ
る
調
整
が
難
航
し
た
た
め
、

第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
は
一
九
六
五
年
に
延
期
と
な
っ
た
。
代
わ

り
に
、
一
九
六
三
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
国
際
赤
十
字
創
設
一
〇
〇
周
年

会
議
（the Centenary Congress of the International Red Cross

）
が

開
催
さ
れ
た
。



赤十字の基本原則の歴史的発展　238239　人道研究ジャーナルvol.12　 赤十字の基本原則の歴史的発展　238解説

31　

A
bove note 15, p.40; above note 28, p.417.

32　

前
掲
書16

，34-5

頁
．

33　
The W

orld Red Cross Conference on Peace 

（1975

）, the Programme 
of A

ction of the Red Cross as a Factor of Peace, Belgrade, pp.11-2.
34　

米
国
は
キ
ュ
ー
バ
周
辺
で
臨
検
を
実
施
し
、
事
実
上
の
「
海
上
封
鎖

（naval blockade

）」
措
置
を
敷
い
た
。
米
国
は
「
海
上
封
鎖
」
に
代
わ
り
、

「
隔
離
（quarantine

）」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
続
け
た
。
米
国
が
「
海
上

封
鎖
」
と
い
う
呼
称
を
避
け
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
自
衛
権
の
行
使

を
規
定
し
た
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
観
点
か
ら
、
実
際
に
武
力
攻
撃
を

受
け
れ
ば
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
武
力
攻

撃
の
予
防
の
た
め
に
、
海
上
封
鎖
を
含
め
た
強
制
的
軍
事
措
置
を
先

制
的
に
行
使
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
見
方
が
あ
っ
た
。
詳

し
く
は
以
下
を
参
照
。W

ight, Q
 

（1963

） “The Cuban Q
uarantine, ” 

A
merican journal of International Law, 57, pp.553-6.

35　

A
bove note 28, p.433.

36　

し
か
し
、
米
ソ
両
国
は
米
軍
の
艦
船
が
ソ
連
の
ミ
サ
イ
ル
撤
去
船
を

点
検
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
た
め
、ICRC

が
臨
検
業
務
に
関
与
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。Ibid., pp.435-6, 442.

37　

Ibid., p.439.

38　

第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
決
議
一
〇
．

39　

A
bove note 28, p.439.

40　

ICRC 

（2017

） H
umanitarian A

ction and the Pursuit of Peace: Speech 
on the A

nniversary of the N
obel Peace Prize 

（https://w
w

w.icrc.org/
en/docum

ent/hum
anitarian-action-and-pursuit-peace-speech-

anniversary-nobel-peace-prize

） （accessed on 30 Sep 2022

）.

は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
、
ロ
シ
ア
が
「
特
別
軍
事
作
戦
」
と
称
し
て
ウ
ク

ラ
イ
ナ
に
軍
を
派
遣
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
「
ロ

シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
」
や
「
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
」
と
言

わ
れ
る
も
の
で
す
。

毎
日
の
よ
う
に
建
物
が
破
壊
さ
れ
た
り
人
々
が
生
命
か
ら
が
ら
逃

げ
惑
っ
た
り
す
る
様
子
が
報
道
さ
れ
、
心
を
痛
め
て
お
ら
れ
る
方
は

本
当
に
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
方
で
、
赤
十
字
を
は
じ
め
と
す
る

人
道
支
援
機
関
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
そ
の
周
辺
国
で
活
動
す
る
姿
も
報

じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
応
援
す
る
た
め
に
多
額
の
救
援
金
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
な
か
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、「
日
赤
」）
の
現
場
で
は
、

今
回
の
人
道
危
機
を
様
々
な
形
で
多
く
の
人
に
伝
え
る
努
力
を
続
け

て
い
ま
す
。
現
地
に
赴
い
て
救
援
活
動
に
携
わ
っ
た
職
員
の
活
動
報

告
や
、
救
援
金
の
使
い
道
に
関
す
る
お
知
ら
せ
、
国
際
赤
十
字
全
体

の
活
動
概
要
、
さ
ら
に
は
赤
十
字
が
生
み
の
親
で
あ
る
、
武
力
紛
争

人
道
や
平
和
の
意
味
に
気
づ
き
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
、

実
行
す
る

森
　
正
尚

大
阪
赤
十
字
病
院
附
属
大
手
前
整
肢
学
園
事
務
部
長
／

Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

解
　
説

―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
を
通
じ
て
赤
十
字
が
伝
え
た
い
こ
と
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時
に
も
人
道
的
な
視
点
か
ら
「
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
な
ど
の

ル
ー
ル
が
書
か
れ
た
国
際
人
道
法
を
知
っ
て
も
ら
う
活
動
。
い
ず
れ

も
大
変
重
要
で
、
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
私
は
、
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
一
度
す
べ
て
の

原
点
に
戻
っ
て
「
人
道
支
援
の
意
味
と
原
則
」
や
「
平
和
」
を
考
え
て
み

る
の
は
、
と
て
も
意
義
深
く
大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

ん
な
折
、
数
多
く
の
日
赤
職
員
の
友
人
か
ら
「
今
回
の
こ
と
で
、
も
っ

と
身
近
で
大
切
な
こ
と
を
伝
え
た
い
が
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ

う
？
」
と
い
っ
た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
本
稿
を
書
く
契
機
と

な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
に
対
す
る
赤
十
字
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
基
本
部
分
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
な
が
ら
、
い
ま
だ

か
ら
こ
そ
考
え
て
み
た
い
、
人
道
支
援
の
意
味
と
原
則
、
さ
ら
に
は

平
和
の
意
味
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を

ど
の
よ
う
に
し
て
身
近
な
も
の
に
置
き
換
え
、「
自
分
に
で
き
る
こ
と
」

を
考
え
、
実
行
し
て
い
く
の
か
、
考
察
し
て
い
き
ま
す
。

Ⅰ　

赤
十
字
は
中
立
・
公
平
な
人
道
支
援

活
動
に
専
念
す
る
た
め
表
現
ひ
と
つ

に
も
気
を
配
っ
て
い
る

今
回
、
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
は
「
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
侵

攻
」、
そ
し
て
日
本
の
総
理
官
邸
や
国
会
は
「
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
略
」
と
し
て
い
ま
す
（
二
〇
二
二
年
一
二
月
現
在
）。
ま
た
、
ロ
シ

ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
互
い
に
戦
っ
て
い
る
事
態
に
「
戦
争
」
や
「
紛
争
」

と
い
う
表
現
も
あ
る
一
方
で
、
ロ
シ
ア
は
一
貫
し
て
「
特
別
軍
事
作

戦
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
意
味
に
聞
こ
え
る
た
め
、

多
く
の
人
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
表
現
の
違
い
は
と
て
も
分
か
り
に
く

く
感
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
中
、
赤
十
字
は
侵
攻
や
侵
略
と
い
っ
た
、
片
方
を
悪
者

扱
い
す
る
よ
う
な
表
現
は
使
用
し
ま
せ
ん
。
普
段
で
あ
れ
ば
、「
誰
と

誰
が
、
な
ぜ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
」
争
い
が
始
ま
っ
た
の
か
、

そ
し
て
「
誰
が
悪
者
で
、
誰
が
良
い
方
な
の
か
」
に
世
間
の
関
心
が
集

ま
り
そ
う
で
す
が
、
赤
十
字
は
そ
こ
に
は
着
目
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

赤
十
字
の
視
点
は
、
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
す
。「
い
ま
実
際

に
誰
か
と
誰
か
が
争
っ
て
い
る
こ
と
で
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
が
い

る
」
が
出
発
点
で
、
そ
の
背
景
に
あ
る
「
誰
が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し

て
始
め
た
の
か
」
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
で
、「
敵
味
方

の
区
別
な
く
、
国
籍
や
人
種
、
宗
教
な
ど
の
前
提
条
件
な
し
に
」「
一

番
苦
し
ん
で
い
る
人
か
ら
助
け
よ
う
」が
基
本
的
な
姿
勢
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
詳
し
く
は
後
述
し
ま
す
が
、
赤
十
字
の
基
本
原
則
の
「
中

立
」
と
「
公
平
」
を
維
持
す
る
、
と
て
も
大
切
な
ス
タ
ン
ス
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
赤
十
字
で
は
、「
紛
争
」
ま
た
は
「
戦
争
」
の
表
現
が
使
用

さ
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
紛
争
」
の
ほ
う
が
多
く
使
用
さ
れ

ま
す
が
、「
第
二
次
世
界
大
戦
（W

orld W
ar II

）」
や
「
湾
岸
戦
争
（G

ulf 

W
ar

）」
な
ど
、
状
況
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

本
稿
で
は
、
日
赤
本
社
の
使
用
法
に
倣
い
、「
紛
争
」
の
表
現
を
使
用

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
赤
十
字
は
、
い
つ
も
変
わ
ら
ぬ
姿
勢
で
中
立
・
公
平

な
人
道
支
援
活
動
に
専
念
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
表
現
ひ
と
つ
に

も
気
を
配
り
、当
事
者
双
方
に
配
慮
し
な
が
ら
使
用
し
て
い
る
の
で
す
。

Ⅱ　

赤
十
字
の
人
道
支
援
の
意
味
と
、
支

援
の
優
先
順
位

人
道
支
援
と
は
、
紛
争
や
災
害
な
ど
で
被
害
を
受
け
、
困
難
な
状

況
に
あ
る
人
を
「
人
道
の
視
点
で
」
支
援
す
る
活
動
を
言
い
ま
す
。

で
は
、
人
道
の
視
点
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
赤
十

字
に
と
っ
て
、
人
道
は
理
念
で
す
。
人
道
は
、
す
べ
て
の
文
化
や
風
習
、

宗
教
、
政
治
な
ど
を
越
え
て
「
人
と
し
て
」
大
切
な
、
唯
一
無
二
の
原

則
で
す
。

赤
十
字
で
は
、
人
道
と
は
次
の
四
つ
を
意
味
し
ま
す
。

⑴
生
命
を
守
る
こ
と

⑵
健
康
を
守
る
こ
と

⑶
苦
痛
を
軽
減
し
て
予
防
す
る
こ
と

⑷
人
間
の
尊
厳
を
守
る
こ
と

赤
十
字
は
ま
ず
、
い
か
な
る
状
況
下
で
も
、
人
の
生
命
を
守
り
ま

す
。
次
に
、
生
命
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
人
の
健
康
を

守
り
ま
す
。
生
命
な
く
し
て
健
康
は
守
れ
な
い
た
め
、
当
然
と
言
え

ば
当
然
の
順
序
で
す
。
第
三
は
、
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
前
提
に
、人
の
苦
痛
を
軽
減
し
て
予
防
し
ま
す
。「
痛
い
、つ
ら
い
」

と
い
っ
た
心
身
の
苦
痛
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
予
防
ま
で
す
る
の
が
、

赤
十
字
の
人
道
支
援
活
動
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
そ
し
て
第
四
、
人

間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
よ
う
、
尊
厳
を
守
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

赤
十
字
の
人
道
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
味
が
あ
り
、
順
序
が
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
支
援
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
赤
十
字
の
考
え
は
、
多
く
の
団
体
に
影
響
を
与
え
、
い
ま
や

世
界
基
準
の
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
九
九
一
年
に
は
、
国
連
総

会
決
議
で
「
人
道
支
援
は
人
道
、
中
立
、
公
平
と
い
う
原
則
に
の
っ

と
っ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
人
道
の
三
原
則
が
掲
げ

ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
各
国
の
団
体
が
協
働
し
て
支
援
の
あ
り
方

を
経
験
か
ら
ま
と
め
た
「
人
道
支
援
の
必
須
基
準
」（Core H

um
anitari-

an Standard, 

二
〇
一
四
年
発
表
）
に
も
「
人
道
支
援
の
要
は
人
間
で
あ
る
。

危
機
に
対
す
る
対
応
の
主
た
る
動
機
は
人
命
救
助
で
あ
り
、
人
々
の

苦
し
み
の
緩
和
で
あ
り
、
尊
厳
を
持
っ
て
生
き
る
権
利
を
サ
ポ
ー
ト
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す
る
こ
と
で
あ
る
」
や
「
人
道
支
援
は
、
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
人
道
四
原
則
（
人
道
性
・
公
平
性
・
独
立
性
・
中
立
性
）
に
従
う
も

の
で
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
決
議
や
基
準
が
赤

十
字
の
基
本
原
則
に
由
来
し
て
い
る
の
は
、言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
よ
う
に
「
人
の
生
命
と
健
康
、
尊
厳
を
守
り
苦
痛
を
軽
減

し
て
予
防
す
る
」
支
援
が
、
人
道
支
援
で
す
。
普
段
、
赤
十
字
が
行
っ

て
い
る
医
療
支
援
や
救
援
物
資
の
配
布
、
復
興
支
援
な
ど
の
活
動
を

思
い
出
し
て
み
る
と
、
す
べ
て
が
こ
の
意
味
に
合
致
し
、
順
序
も
守

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ　

赤
十
字
が
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
」
で
な

く
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
支
援
」
と

し
て
い
る
理
由

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
」
と
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
支
援
」、
こ
の

二
つ
は
同
じ
内
容
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
実
際
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。

赤
十
字
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
」
で
は
な
く
、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危

機
支
援
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
両
者
に
は
、
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
」
は
、
文
字
通
り
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
い
う
国
を
支

援
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
し
か
し
赤
十
字
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
起

こ
っ
て
い
る
危
機
に
よ
り
影
響
を
受
け
、
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
を

支
援
す
る
活
動
」
と
し
て
、
国
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
に
焦
点
を

当
て
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
対
象
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
籍
の
人
に

限
定
す
る
こ
と
な
く
、
今
回
の
危
機
に
よ
り
直
接
大
き
な
影
響
を
受

け
て
苦
し
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
で
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
在
住
で
こ
の
危
機
に
巻
き
込
ま
れ
た
日
本
人
や
、
ほ
か
の
国
の

人
た
ち
も
、
支
援
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
赤
十
字
の
人
道
支
援
活
動
は
、
国
籍
や
人
種
、
宗
教
、

敵
か
味
方
か
な
ど
の
前
提
条
件
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま

で
も
「
苦
痛
の
度
合
い
」
に
従
っ
て
の
み
、
支
援
の
優
先
順
位
が
決
め

ら
れ
ま
す
。
実
は
こ
れ
が
、
赤
十
字
の
基
本
原
則
で
あ
る
「
公
平
」
を

実
際
に
形
に
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
最
も
急
を
要
す
る
困
苦
を
真
っ

先
に
取
り
扱
う
」
姿
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
支
援
し
て
い
る
と
誤
解
さ

れ
る
よ
う
な
行
動
は
、
控
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
国
旗
色
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
赤
十
字
と
し
て
実
施
し
た
り
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
旗
を
添
え
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
救
援
金
を
募
集

し
た
り
す
る
の
は
、
こ
の
考
え
方
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
行
っ
て
し
ま
え
ば
、
赤
十
字
の
中
立
や
公
平
の
活
動
が

多
く
の
人
に
誤
解
さ
れ
て
し
ま
い
、
極
端
な
場
合
は
現
場
で
の
人
道

支
援
活
動
に
支
障
を
き
た
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
す
。

Ⅳ　

赤
十
字
は
、
い
つ
も
現
場
で
直
接
支

援
を
行
う
た
め
に
、
中
立
や
公
平
の

基
本
原
則
を
厳
守
し
て
い
る

赤
十
字
が
人
道
支
援
活
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
一
番
大
切
に
し

て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
「
現
場
で
、
苦
し
ん
で
い
る
人
に
直
接
救
い

の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
」
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

場
合
に
も
現
場
入
り
で
き
る
環
境
を
作
っ
て
ア
ク
セ
ス
権
を
確
保
し
、

同
時
に
現
場
で
活
動
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
安
全
確
保
が
不
可
欠
で
す
。

現
場
に
入
り
、
安
全
に
人
道
支
援
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
す
べ

て
の
人
（
敵
対
行
為
の
場
合
は
、
互
い
に
争
う
両
方
の
側
）
に
赤
十
字
が
知

ら
れ
、
理
解
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
に
赤
十
字
は
、
平
和
な
時
代
か
ら
の
普
及
活
動
を
と
て
も
大
切

に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
紛
争
が
発
生
し
た
時
点
で
、
赤
十
字
は
あ
ら
た
め
て
双
方

の
当
事
者
に
対
し
て
、
支
援
を
求
め
る
人
が
い
る
現
地
に
入
る
こ
と
、

支
援
活
動
を
行
う
ス
タ
ッ
フ
を
攻
撃
し
な
い
こ
と
な
ど
を
依
頼
し
ま

す
。し

か
し
、
人
道
支
援
活
動
を
行
お
う
と
す
る
団
体
が
、
紛
争
当
事

者
の
一
方
に
の
み
肩
入
れ
し
て
い
る
状
況
で
は
、
も
う
一
方
の
側
は

そ
の
団
体
の
現
地
入
り
を
了
解
し
な
い
ば
か
り
か
、
ス
タ
ッ
フ
の
安

全
確
保
も
保
証
し
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
団
体
を
現
場
に
入

れ
る
こ
と
で
、
例
え
ば
武
器
を
搬
入
し
た
り
、
現
場
の
機
密
情
報
を

得
た
り
し
て
、
不
利
な
状
況
を
招
く
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
で
す
。

今
回
の
状
況
で
も
、
ロ
シ
ア
に
制
裁
を
科
し
て
い
る
国
が
関
係
す

る
多
く
の
支
援
団
体
が
現
場
に
入
れ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
が

あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
赤
十
字
は
、
い
つ
い
か
な
る
時
も
「
中
立
」
で
あ
り
「
公
平
」

で
あ
る
こ
と
を
、
世
界
中
の
人
が
知
っ
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
国

と
地
域
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、
世
界
共
通
の
基
本
原
則
を
真
面

目
に
守
り
な
が
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現
場
に
入
っ
て
活
動
を
続
け

て
き
ま
し
た
。

先
述
の
通
り
、
赤
十
字
は
「
争
い
ご
と
が
起
こ
っ
た
原
因
に
は
着

目
せ
ず
、
そ
れ
が
起
こ
っ
て
し
ま
い
、
多
く
の
人
が
苦
し
ん
で
い
る

事
実
関
係
に
の
み
目
を
向
け
る
」
こ
と
が
基
本
に
な
り
ま
す
。
現
場

で
は
常
に
「
国
籍
や
宗
教
な
ど
に
関
係
な
く
、
最
も
急
を
要
す
る
困

苦
を
真
っ
先
に
取
り
扱
う
」
姿
勢
を
守
り
通
し
て
い
る
の
で
す
。

今
回
の
事
態
で
は
、
国
際
社
会
は
ロ
シ
ア
を
非
難
し
、
厳
し
い
経

済
制
裁
を
科
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
赤
十
字
は
、
国
際
人
道
法
の
遵

守
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
が
「
ロ
シ
ア
に
よ
る
軍
事
侵
攻
」
や
「
戦
争

犯
罪
」
と
い
っ
た
表
現
は
使
用
せ
ず
、
ま
た
固
有
の
国
名
を
挙
げ
そ

の
個
別
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
合
法
か
違
法
か
と
い
う
判
断
や
、
い
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ず
れ
か
を
非
難
し
て
い
る
と
取
ら
れ
る
行
動
は
、
一
切
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。
こ
れ
に
よ
り
中
立
を
維
持
し
、
現
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保

し
て
い
る
の
で
す
。

実
際
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
都
市
マ
リ
ウ
ポ
リ
か
ら
住
民
が
避
難

す
る
際
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
が
直
接
現
場
に
入
っ
て

避
難
を
手
助
け
し
た
シ
ー
ン
は
、
そ
の
象
徴
で
す
。

こ
の
よ
う
に
赤
十
字
は
、
中
立
と
公
平
を
厳
密
に
守
る
こ
と
で
、

苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
現
場
で
、
安
全
に
直
接
支
援
す
る
た
め
の
環

境
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
す
。

Ⅴ　

「
平
和
と
は
？
」
を
考
え
る
た
め
に
必

要
な
こ
と

本
稿
の
前
半
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
道
危
機
を
例
に
、
赤
十
字
の

人
道
支
援
の
意
味
や
基
本
原
則
を
ひ
も
解
い
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
か

ら
は
「
平
和
」
の
意
味
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
道
危
機
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
大
き
な
衝

撃
で
し
た
。
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
「
二
一
世
紀
に
な
っ
て
、

こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
声
が

聞
か
れ
ま
し
た
。
実
際
は
、
毎
年
の
よ
う
に
ど
こ
か
の
国
や
地
域
で

紛
争
が
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
ほ
ど
大
き
く
報
道
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
多
く
の
人
は
知
ら
な
い
か
、
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
の

で
す
。
そ
れ
で
も
、
多
く
の
人
は
こ
の
世
界
が
平
和
で
な
い
こ
と
は

ぼ
ん
や
り
と
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
自
分
に
は
直
接
影
響
が
な
い
た

め
、
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
私
は
こ
こ
に
、
大

き
な
問
題
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
人
道
の
敵
の
ひ
と
つ
、「
無

関
心
」
で
す
。

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
は
毎
年
、
世
界
各
地

の
様
々
な
人
道
危
機
に
対
し
て
緊
急
救
援
ア
ピ
ー
ル
を
発
表
し
、
国

際
社
会
に
対
し
て
資
金
や
物
資
な
ど
の
協
力
を
求
め
て
い
ま
す
。

二
〇
二
一
年
に
出
さ
れ
た
一
九
の
ア
ピ
ー
ル
の
う
ち
、「
誰
か
と
誰
か

が
争
う
こ
と
で
人
々
が
苦
し
ん
だ
」
こ
と
で
出
さ
れ
た
も
の
は
、
少

な
く
と
も
五
つ
は
あ
り
ま
す
。
人
々
が
住
む
場
所
を
追
わ
れ
た
「
人

口
移
動
」
が
エ
チ
オ
ピ
ア
や
ジ
ブ
チ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
、
そ

し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
「
複
合
的
な
人
道
危
機
」。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
出

来
事
は
、
比
較
的
大
き
く
報
道
さ
れ
た
た
め
思
い
出
し
た
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
は
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
記
憶
す
ら
定

か
で
な
い
、
そ
ん
な
状
態
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
間
は
、
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け
報
道
さ
れ

て
も
記
憶
に
残
り
ま
せ
ん
。
野
球
に
関
心
の
な
い
人
が
、
地
元
チ
ー

ム
の
勝
敗
や
順
位
を
知
ら
な
い
の
は
、
そ
の
一
例
で
す
。

実
際
、
人
々
に
知
ら
れ
て
い
な
い
災
害
や
人
道
危
機
の
ア
ピ
ー
ル

に
対
す
る
世
間
の
反
応
は
非
常
に
薄
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
ア
ピ
ー
ル
は
、
募
集
さ
れ
た
金
額
に
対
す
る
充
足
率
は

五
八
％
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は
軒
並
み
一
〇
％
台
か
ら
良
く
て
も

三
〇
％
程
度
し
か
集
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
毎
年
、
平
和
と
は
言
え
な
い
状
況
が
世
界
各
地
で
発

生
し
て
い
ま
す
が
、
支
援
が
集
ま
ら
ず
人
道
支
援
活
動
を
十
分
に
行

え
な
い
の
が
、
赤
十
字
の
悩
み
で
す
。
し
か
し
多
く
の
人
は
、
そ
の

現
実
を
ほ
と
ん
ど
知
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
は
、

多
く
の
人
の
目
や
耳
に
触
れ
た
こ
と
で
多
額
の
救
援
金
が
寄
せ
ら
れ
、

様
々
な
人
道
支
援
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
数
少
な

い
例
外
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
平
和
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
世
界
の

様
子
に
関
心
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
無
関
心

か
ら
脱
却
し
て
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、
様
々
な
「
気
づ
き
」
が
得
ら
れ

ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
た
ち
に
は
何
が
で
き
る

の
か
を
「
考
え
」、
そ
れ
を
実
際
に
「
行
動
」
に
移
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
、
人
道
の
敵
を
ひ
と
つ
、
克
服
で
き
ま
す
。

Ⅵ　

赤
十
字
は
、
究
極
的
に
は
平
和
を
探

求
し
て
い
る

実
は
赤
十
字
は
、
究
極
的
に
は
「
す
べ
て
の
国
や
地
域
が
平
和
に

な
っ
て
、
赤
十
字
が
必
要
と
さ
れ
な
い
世
界
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と

願
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
を
必
要
と
し
な
い
世
界
の
実
現
を
目
指
す
組

織
な
ん
て
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
か
。

赤
十
字
の
理
念
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
「
人
道
の
実
現
」
で
す
。
人
道

と
は
、
先
述
の
通
り
人
の
生
命
と
健
康
と
尊
厳
を
守
り
、
苦
痛
を
軽

減
し
て
予
防
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
そ
の
人
道
が
、
こ
の
地
球
上

で
達
成
さ
れ
た
ら
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。
す
べ
て
の
人
の
生
命
と

健
康
と
尊
厳
が
守
ら
れ
、
苦
痛
が
軽
減
さ
れ
予
防
さ
れ
て
い
る
世
界
、

そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
平
和
が
達
成
さ
れ
て
い
る
証
で
あ
り
、
目
指
す

も
の
が
な
く
な
っ
た
赤
十
字
自
体
も
不
要
に
な
る
世
界
の
実
現
で
す
。

と
こ
ろ
が
現
実
は
、
赤
十
字
を
必
要
と
す
る
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。
実
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
た
直
後
、
世
界
中
の
誰
も
が

平
和
の
到
来
を
喜
び
、
も
う
二
度
と
あ
の
よ
う
な
戦
争
は
起
き
な
い

し
、
起
こ
さ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。「
赤
十
字
は
本
当
に
必
要
な

の
か
」
と
い
う
声
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
も
世

界
各
地
で
紛
争
が
発
生
し
、
赤
十
字
の
役
割
は
変
わ
る
こ
と
な
く
今

日
ま
で
続
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人

道
危
機
で
す
。

そ
う
な
る
と
「
そ
も
そ
も
世
界
平
和
を
探
求
す
る
こ
と
自
体
、
ま
っ

た
く
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
赤
十
字
は
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
非

現
実
的
な
理
念
を
掲
げ
て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
意
見
も
出
て
き
そ
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う
で
す
。
し
か
し
赤
十
字
は
、
過
去
一
五
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
紛
争
や
人
道
危
機
の
現
場
で
、
苦
し
ん
で
い
る
人
た

ち
に
直
接
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
常
に
人
の
苦
し

み
や
悲
し
み
に
寄
り
添
い
、
生
命
や
健
康
を
守
る
大
切
さ
を
誰
よ
り

も
理
解
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
苦
し
み
や
悲
し
み
は
、
多
く
の
人

が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
緩
和
で
き
る
こ
と
も
経
験
か
ら
知
っ
て

い
ま
す
。
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
で
も
、
赤
十
字
は
同
じ
想

い
で
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
各
地
の
様
々
な
人
道
危
機
を
現
場
で
目
の

当
た
り
に
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
赤
十
字
は
大
き
な
目
標
を
掲
げ
て
、

少
し
で
も
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
日
々
努
力
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

す
ぐ
に
は
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
み
ん
な
で
力
を

合
わ
せ
て
「
い
ま
、
で
き
る
こ
と
を
」
着
実
に
こ
な
し
な
が
ら
一
歩
一

歩
前
進
し
て
い
く
の
が
、
赤
十
字
の
本
来
の
姿
な
の
で
す
。

Ⅶ　

平
和
と
は
、
み
ん
な
が
安
心
し
て
暮

ら
し
、
笑
顔
で
い
ら
れ
る
こ
と

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
平
和
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、「
戦
争
（
紛
争
）
で
な
け
れ
ば
平
和
」。
紛
争

が
終
わ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
平
和
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
平
和

学
習
の
授
業
で
話
を
す
る
と
き
は
、
何
枚
か
の
写
真
を
見
て
も
ら
い

１枚目の写真。自分の故郷で戦闘が行わ
れていたが、それも終わり「平和になっ
た！」と喜んで自宅に戻ったら、裏の畑
にどくろマークの看板があった。そう、
この周辺には地雷が埋まっているという
サイン。ウクライナの戦闘が去った地域
や世界各地で、実際に起こっている現実
です。これで、本当に平和と言えるので
しょうか？

２枚目の写真。大きな地震が発生して、
自分の住んでいる家が被害を受けてし
まった。この地域で紛争は行われていま
せんが、これは平和と言えるのでしょう
か？

筆者撮影（2010 年・ハイチ）

な
が
ら
、
児
童
・
生
徒
の
意
見
を
聞
き
出
す
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
も
、
児
童
・
生
徒
は
「
平
和
じ
ゃ
な
い
」
と
答
え

て
く
れ
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、「
な
ぜ
、
平
和
じ
ゃ
な
い
と
思
う
？
両

方
と
も
紛
争
は
な
い
ん
だ
よ
」
と
聞
い
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
次
の

よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。

「
地
雷
と
か
災
害
で
け
が
を
す
る
人
が
い
る
し
、
怖
い
し
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
な
い
か
ら
」

「
誰
も
笑
顔
に
な
れ
な
い
か
ら
」

こ
の
よ
う
に
、
写
真
を
二
枚
見
せ
る
だ
け
で
児
童
・
生
徒
は
い
ろ

い
ろ
情
報
を
自
ら
読
み
取
っ
て
認
識
し
、
想
像
力
を
働
か
せ
、
そ
し

て
何
か
に
気
づ
き
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
次
々
と
出
し
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
こ
ち
ら
か
ら
提
示
す
る
の
で

は
な
く
、
あ
え
て
児
童
・
生
徒
に
認
識
さ
せ
、
想
像
力
を
働
か
せ
て

も
ら
い
、
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
。
そ
う
、「
気
づ
き
」
に
必
要
な
の
は
、

関
心
を
持
つ
こ
と
の
他
に
、
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
、
そ
し
て
想
像

力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
人
道
の

敵
で
あ
る
「
無
関
心
・
認
識
不
足
・
想
像
力
の
欠
如
」
を
克
服
す
る
こ

と
が
、「
気
づ
き
」
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

こ
の
場
面
で
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、安
心
と
笑
顔
。
次
に
、「
み

ん
な
が
安
心
し
た
り
、
笑
顔
に
な
っ
た
り
し
た
ら
、
平
和
に
な
っ
た

と
言
え
る
の
？
」
と
問
い
か
け
て
み
ま
す
。

そ
れ
に
対
す
る
児
童
・
生
徒
の
答
え
は
、
だ
い
た
い
「
た
ぶ
ん
、

そ
う
」。
ま
だ
確
信
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
災
害
が
起
こ
っ

た
外
国
の
出
来
事
は
、
自
分
た
ち
の
日
常
か
ら
遠
く
て
、
イ
メ
ー
ジ

し
に
く
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
、
も
う
少
し
自
分
の
足
元
に
テ
ー
マ
を
近
づ
け
て
、
考
え
て

み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。「
た
と
え
ば
、
み
ん
な
の
住
ん
で
い
る
町

は
平
和
？
」「
み
ん
な
の
通
っ
て
い
る
学
校
や
、こ
の
ク
ラ
ス
は
平
和
？
」

と
い
っ
た
身
近
な
環
境
を
想
定
し
た
問
い
か
け
を
続
け
れ
ば
、
い
ろ
い

ろ
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
り
、
ど
ん
ど
ん
意
見
が
出
て
く
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
こ
う
し
て
、「
平
和
と
は
」と
い
う
一
見
壮
大
で
縁
遠
い
ト
ピ
ッ

ク
を
、
自
分
自
身
の
足
元
に
落
と
し
込
む
作
業
を
行
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、
本
当
の
平
和
と
は
「
み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
て
、
み
ん
な
が
笑
顔
に
な
る
世
界
」
だ
と
い
う
こ
と
に
、

気
づ
い
て
い
き
ま
す
。

Ⅷ　

平
和
に
な
る
た
め
に
私
（
た
ち
）
が
で
き

る
こ
と

私
の
平
和
学
習
は
、
こ
こ
か
ら
が
本
番
。
平
和
と
は
何
か
、
の
結

論
は
出
て
い
ま
す
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
。
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
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ま
え
ば
、
児
童
・
生
徒
も
「
ふ
ぅ
ー
ん
、
そ
う
な
ん
だ
」
以
上
の
も
の

は
残
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
気
づ
き
」
の
段
階
で
、
ま
だ
始
ま
っ

た
ば
か
り
。
こ
の
学
習
は
、「
ど
う
す
れ
ば
平
和
に
な
る
の
か
考
え
、

そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
」
で
初
め
て
、
完
結
し
ま
す
。
せ
っ
か
く

平
和
の
意
味
に
気
づ
い
た
の
で
す
か
ら
、
次
に
世
界
や
自
分
の
住
ん

で
い
る
国
、
地
域
、
学
校
、
家
庭
な
ど
が
平
和
に
な
る
た
め
に
、
私
（
た

ち
）
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
、
実
際
に
行
動
に
移
す
の
で
す
。
私
が
長

年
携
わ
っ
た
青
少
年
赤
十
字
で
も
、「
気
づ
い
た
の
に
、
そ
の
先
を
考

え
ず
、
何
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
」

と
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の
問
い
は
、「
も
し
、
み
ん
な
の
住
ん
で
い
る
町
や
学
校
、
学
級

が
本
当
の
意
味
で
平
和
で
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
平
和
に
な

る
か
考
え
て
み
よ
う
」
で
す
。
そ
う
す
る
と
、「
町
で
困
っ
て
い
る
お

年
寄
り
が
い
た
ら
、
声
か
け
を
し
て
み
る
」
や
、「
は
じ
め
て
小
学
校

に
き
て
戸
惑
っ
て
い
る
新
一
年
生
が
い
た
ら
、
積
極
的
に
声
を
か
け

て
み
る
」
な
ど
、
前
向
き
で
具
体
的
な
意
見
が
次
か
ら
次
へ
と
出
て

く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

次
に
そ
れ
ら
を
出
し
合
っ
て
ま
と
め
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
優
先

順
位
を
決
め
て
、
実
際
に
行
動
に
移
す
作
戦
を
考
え
ま
す
。
最
後
に

は
「
こ
れ
ら
を
行
動
に
移
す
こ
と
で
、
町
や
学
校
、
学
級
の
み
ん
な

が
安
心
し
て
、
笑
顔
が
増
え
る
。
だ
か
ら
平
和
と
安
心
、
笑
顔
は
つ

な
が
っ
て
い
る
！
」
と
い
う
結
論
が
見
え
て
、
約
五
〇
分
の
授
業
は

終
了
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
平
和
学
習
の
本
質
は
、
一
人
ひ
と
り
が
平
和
を
願

う
心
を
育
み
、
そ
の
た
め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と
か
ら
行
動
に
移
し

て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

多
く
の
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
る
平
和
学
習
は
、
外
国
や
過
去
に

日
本
が
経
験
し
た
戦
争
の
様
子
を
「
聞
く
・
知
る
」
だ
け
で
終
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
形
で
は
、
遠
い
国
の
出

来
事
で
歴
史
や
文
化
的
な
こ
と
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
り
、
日
本
で

あ
っ
て
も
自
分
の
生
ま
れ
る
ず
っ
と
昔
の
出
来
事
で
時
代
の
背
景
や

価
値
観
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
り
と
、
子
ど
も
た
ち
の
中
で
共
感
で

き
る
部
分
が
非
常
に
少
な
い
状
態
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
感
想
文
の
多
く
が
「
平
和
の
大
切
さ
を
理
解
で
き
た
」

と
い
う
当
た
り
前
の
内
容
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で「
自

分
に
で
き
る
こ
と
」
を
聞
い
て
も
、「
み
ん
な
に
話
を
す
る
」
や
「
募
金

を
す
る
」
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
解
答
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
自

体
は
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
私
は
物
足
り
な
い
と
感
じ
ま
す
。
中
に
は

「
平
和
な
日
本
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
」
や
「
今
の
時
代
に
生
ま
れ
て

よ
か
っ
た
」
と
い
う
、
他
人
事
の
よ
う
な
感
想
ま
で
混
ざ
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
平
和
学
習
の
目
的
は
達
成
し
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
子

ど
も
た
ち
は
、
経
験
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
知
ら
な
い
た
め
に
具
体

的
な
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
ず
、「
自
分
事
」
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

人
間
は
、
自
分
の
経
験
や
、
す
で
に
知
っ
て
い
る
身
近
な
環
境
を

物
差
し
に
し
て
物
事
を
比
較
し
、
判
断
を
行
っ
た
り
行
動
し
た
り
し

ま
す
。
こ
れ
を
逆
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
自
分
に
経
験
が
な
く
、
未

知
の
出
来
事
や
知
ら
な
い
遠
い
国
の
出
来
事
ば
か
り
伝
え
る
と
、
比

較
す
る
対
象
が
な
く
て
戸
惑
い
、
判
断
が
つ
か
な
い
た
め
に
思
考

が
停
止
し
て
関
心
を
失
い
、「
無
難
な
感
想
を
書
い
て
お
く
」
や
「
他

人
事
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
し
ま
う
」
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
自
分
の
身
近
な
状
況
を
設
定
し
、

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、「
自
分
事
」
と
し
て
捉
え
る

よ
う
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
平
和
学
習
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
を
き
っ
か
け
と
し
て

展
開
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
を
触
れ
て
終
わ
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
必
ず
、
最
後
は
自
分
の
足
元
に
す
と
ん
と
落
と
し
込
む
作
業

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

Ⅸ　

関
心
を
持
ち
続
け
忘
れ
な
い
こ
と
が

「
人
道
」、そ
し
て
「
平
和
」
の
は
じ
ま
り

以
上
の
よ
う
に
、
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
は
私
た
ち
に
「
人

を
助
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
」
や
「
平
和
と
は
何
か
」
な
ど
、
様
々

な
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
続
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

過
程
で
、
大
切
な
「
気
づ
き
」
を
得
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
し
か
し

気
づ
く
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
気
づ
き
を
も
と
に
自
分
が
で
き

る
こ
と
を
考
え
、
実
行
に
移
す
こ
と
の
大
切
さ
は
、
ご
理
解
い
た
だ

け
た
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
意
識
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

「
関
心
を
持
ち
続
け
、
忘
れ
な
い
こ
と
の
大
切
さ
」
で
す
。
い
く
ら
そ

の
始
ま
り
が
衝
撃
的
で
、
実
際
に
何
か
を
行
動
に
移
し
た
と
し
て
も
、

多
く
の
人
は
新
た
に
大
き
な
こ
と
が
起
こ
る
と
す
ぐ
に
関
心
を
失
い
、

そ
し
て
忘
れ
ま
す
。

赤
十
字
が
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
道
支
援
活
動
を
経
験
し
て
き
た
中

で
、
ど
こ
の
国
で
も
地
域
で
も
、
共
通
し
て
地
元
の
皆
さ
ん
が
一
番

心
配
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
世
間
が
関
心
を
失
う
こ

と
、
忘
れ
る
こ
と
」
で
す
。
世
間
の
関
心
が
失
わ
れ
る
と
、
資
金
援

助
の
額
や
物
資
の
量
、
支
援
す
る
人
の
数
が
急
激
に
減
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
で
も
一
方
で
、
ど
の
現
場
で
も
言
え
る
こ
と
は
、
復
興
に
一

番
時
間
も
労
力
も
お
金
も
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
が
元
の
場
所
で
、
ま

た
新
た
な
場
所
で
生
活
を
再
建
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
か
ら
何

年
も
の
時
間
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
私
た
ち
は
、
決
し
て
忘
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
心
を
持
ち
続
け
、
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
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の
痛
み
に
寄
り
添
っ
て
、
効
果
的
な
人
道
支
援
活
動
を
継
続
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

関
心
を
持
ち
続
け
、
忘
れ
な
け
れ
ば
、
支
援
は
続
き
ま
す
。
支
援

が
続
け
ば
、
多
く
の
人
の
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
、
苦
痛
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
が
人
道
の
は
じ
ま
り
で
す
。
そ
し
て
一
人
、ま
た
一
人
、

笑
顔
に
な
る
人
た
ち
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
平
和
の
始
ま
り

で
す
。

赤
十
字
が
目
指
す
「
人
道
」
に
近
づ
け
ば
、「
平
和
」
に
も
近
づ
き
ま

す
。
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
、一
歩
ず
つ
前
進
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
通
じ
た
平
和
と
人
道
の
学
び

吉
田
明
生

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
館
長

Ⅰ　

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
に
つ
い
て

一
九
七
一
年
四
月
、
一
つ
の
偶
然
の
出
会
い
が
日
本
で
最
初
の
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
（
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
）
を
伝
え
る
子
ど
も

の
た
め
の
教
育
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
（
以
下
記

念
館
）
設
立
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

親
善
演
奏
旅
行
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
れ

て
い
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
合
唱
団
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
小
さ
な
町
ナ
タ

ニ
ヤ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
を
取
っ
て
い
た
時
、
一
人
の
上
品
な
老

紳
士
が
声
を
か
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

「
皆
さ
ん
は
日
本
か
ら
来
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
私
は
日
本
に

多
く
の
ペ
ン
フ
レ
ン
ド
を
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
ユ
ダ
ヤ
人
で

す
。
家
族
で
た
だ
一
人
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
生
還
し
ま

し
た
。
皆
さ
ん
は
私
の
娘
が
書
い
た
日
記
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
？
私
は
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
父
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ

ラ
ン
ク
で
す
。」

驚
き
と
感
動
が
広
ま
り
ま
し
た
。

一
九
五
二
年
に
「
光
ほ
の
か
に
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
た
日

本
語
版
「
ア
ン
ネ
の
日
記
」
を
、
そ
の
場
に
い
た
多
く
の
団
員
が
読
ん

特
集

：

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
記
憶

―
日
本
で
最
初
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
と
そ
の
活
動
の
紹
介
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で
い
ま
し
た
。
あ
の
ア
ン
ネ
の
お
父
さ
ん
が
今
目
の
前
に
居
ら
れ
る

こ
と
に
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。

合
唱
団
メ
ン
バ
ー
は
、
歓
迎
の
思
い
を
込
め
て
「
荒
城
の
月
」
を

歌
っ
て
差
し
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
出
会
い
が
、
そ
の
場
に
い
た
多
く
の
団
員
に
と
っ
て
、
特
に

後
に
記
念
館
設
立
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
理
事

長
大
塚
信
（
前
館
長
）
に
と
っ
て
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
の
出
会
い
と
な

り
ま
し
た
。

思
い
も
か
け
な
い
こ
の
出
会
い
の
後
、
大
塚
や
当
時
の
合
唱
団
メ

ン
バ
ー
は
一
九
八
〇
年
に
オ
ッ
ト
ー
氏
が
九
一
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、

数
回
ス
イ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
で
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り
、
交
流
を
深

め
ま
し
た
。

そ
の
交
流
の
中
で
、
オ
ッ
ト
ー
氏
か
ら
は
貴
重
な
家
族
写
真
や
、

ア
ン
ネ
を
記
念
し
て
名
前
が
付
け
ら
れ
た
バ
ラ
「
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン

ク
の
形
見
」
が
日
本
に
贈
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
資
料
と
共

に
オ
ッ
ト
ー
氏
の
言
葉
が
あ
る
時
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「
私
の
娘
ア
ン
ネ
を
始
め
と
す
る
百
五
十
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
子

ど
も
た
ち
の
犠
牲
者
に
、
た
だ
同
情
す
る
だ
け
で
な
く
、
平
和
を
つ

く
り
だ
す
た
め
に
何
か
を
す
る
人
に
な
っ
て
下
さ
い
。」

こ
の
言
葉
は
大
塚
を
始
め
、
オ
ッ
ト
ー
氏
と
出
会
い
、
資
料
や
ア

ン
ネ
の
バ
ラ
を
受
け
取
っ
た
人
々
の
心
に
深
く
留
ま
り
ま
し
た
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
牧
師
で
も
あ
る
大
塚
は
ア
ン
ネ
や
家
族

の
写
真
資
料
を
基
に
「
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
写
真
展
」
を
各
地
で
開
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
九
四
年
五
月
、
赴
任
先
で
あ
っ
た
広
島
県
福
山
市
御
幸
町
の

教
会
で
「
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
写
真
展
」
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
四
日
間

で
二
千
四
百
名
の
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
。
地
域
の
方
た
ち
や
子
ど

も
た
ち
、
特
に
学
校
の
先
生
な
ど
教
育
関
係
の
方
た
ち
が
と
て
も
深

い
感
動
を
受
け
な
が
ら
見
学
し
て
お
ら
れ
る
様
子
を
見
て
、
大
塚
は

「
こ
こ
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
通
じ
て
平
和
を

伝
え
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
が
建
て
ら
れ
る
！
」
と
確
信
し
、
記

念
館
設
立
の
計
画
が
動
き
始
め
ま
し
た
。

大
塚
は
学
ん
で
い
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
生
か
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
生

還
者
や
そ
の
家
族
、
ま
た
世
界
中
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
関
連
施
設
に
手

書
き
の
手
紙
を
二
百
通
出
し
、「
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
に
つ
い
て
伝
え
る
た
め
に
、
当
時
の
遺
品
が
あ
れ
ば
送
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
お
願
い
を
し
ま
し
た
。

す
る
と
出
会
っ
た
こ
と
も
な
い
方
た
ち
か
ら
、
一
点
、
ま
た
一
点

と
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
で
使
わ
れ
て
い
た
収
容
者
服
」
な

ど
、
貴
重
な
当
時
の
遺
品
が
贈
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ど
の
遺
品
も
、
贈
っ
て
下
さ
っ
た
方
た
ち
の
深
い
思
い
と
期
待
が
込

め
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
し
た
。

そ
の
翌
年
、
戦
後
五
十
年
の
節
目
の
年
で
も
あ
っ
た
一
九
九
五
年

六
月
、
大
塚
が
赴
任
し
て
い
た
教
会
の
敷
地
内
に
つ
い
に
日
本
で
最

初
の
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
」
が
設
立
、
開
館
し
ま
し
た
。

そ
の
理
念
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
犠
牲
と

な
っ
た
、
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
を
始
め
と
す
る
百
五
十
万
人
の
ユ
ダ

ヤ
人
の
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。

開
館
当
初
は
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
遠
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
た
出

来
事
で
あ
り
、
す
で
に
戦
後
五
十
年
経
っ
て
い
る
の
で
、
年
間
二
、

三
百
名
で
も
来
館
者
あ
れ
ば
」
と
の
見
通
し
か
ら
始
め
ら
れ
ま
し
た

が
、
い
ざ
開
館
す
る
と
、
学
校
や
学
年
単
位
で
子
ど
も
た
ち
が
来
館
し
、

五
十
名
し
か
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
館
内
の
各
部
屋
は
、
し
ば
し
ば

あ
ふ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

記
念
館
を
知
り
、
励
ま
し
て
下
さ
る
多
く
の
方
た
ち
の
思
い
に
支

え
ら
れ
、
二
〇
〇
七
年
九
月
「
新
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
」
が
建
設
さ

れ
、
開
館
し
ま
し
た
。

ホ
ー
ル
で
は
百
名
が
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
は
五

倍
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
学
校
な
ど
の
団
体
で
も
、
余
裕
を
も
っ

て
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

交
通
の
便
が
決
し
て
よ
く
な
い
郊
外
に
立
地
し
て
い
る
記
念
館
で

す
が
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
広
ま
る
前
ま
で
は
、
日
本
国
内
外
よ
り
年

ホロコースト記念館外観
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間
八
千
名
ほ
ど
の
来
館
者
を
迎
え
、
約
半
分
が
小
・
中
・
高
校
生
な

ど
の
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

Ⅱ　

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
で
の
学
び

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
人
間
が
人
間
に
対
し
て
行
っ
た
、
恐
ろ
し
い
差

別
と
迫
害
、
虐
殺
の
歴
史
で
す
。
そ
の
中
心
が
、
当
時
も
っ
と
も
文

明
が
進
み
、
科
学
技
術
が
盛
ん
な
ド
イ
ツ
で
し
た
。

記
念
館
を
訪
れ
る
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
」
と
い
う
人
類
の
悲
劇
的
な
出
来
事
に
つ
い
て
知
る
初
め
て
の
機

会
と
な
り
ま
す
。

学
校
な
ど
で
訪
れ
て
い
た
だ
く
際
に
は
、
必
ず
事
前
学
習
を
お
願

い
し
、
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
や
、
数
千
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
っ
た
日

本
人
外
交
官
杉
原
千
畝
な
ど
に
つ
い
て
、
記
念
館
制
作
の
映
像
や
プ

リ
ン
ト
な
ど
を
通
し
て
学
ん
で
き
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
事

前
学
習
を
通
し
て
い
だ
い
た
疑
問
や
感
想
を
携
え
て
、
子
ど
も
た
ち

は
来
館
し
て
く
れ
ま
す
。

記
念
館
で
は
、
大
塚
が
一
九
七
一
年
の
奇
跡
的
な
オ
ッ
ト
ー
氏
と

の
出
会
い
に
つ
い
て
紹
介
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
教
訓
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。

そ
の
後
、
記
念
館
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
館
内

を
案
内
し
ま
す
。

ア
ン
ネ
が
隠
れ
家
の
屋
根
裏
か
ら
見
て
い
た
「
マ
ロ
ニ
エ
の
木
」
の

二
世
の
木
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
以
前
に
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ

人
の
子
ど
も
た
ち
の
姿
、
差
別
の
法
律
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
付
け
さ
せ
ら

れ
た
「
黄
色
い
星
」、
切
り
裂
か
れ
た
「
聖
書
の
巻
物
」、
赤
い
「
Ｊ
」
の

文
字
が
押
さ
れ
た
身
分
証
明
書
、
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
「
強
制
居
住
区

の
壁
」、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
の
レ
ン
ガ
」、
収
容
所
で
使
わ

れ
て
い
た
「
収
容
者
服
や
食
器
」、
…
…
。

た
だ
単
に
写
真
や
解
説
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
当
時
の
遺
品
や
立

体
展
示
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
感
覚
や
心
で
当
時
何
が
起
き
て

い
た
か
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
過
ご
し
て
い

た
か
を
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
て
、
展
示
が
構
成
さ
れ
、
説
明

が
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
当
時
の
遺
品
は
ど
の
よ
う
な
説
明
よ
り
も

力
強
く
差
別
と
迫
害
の
実
相
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
ま
す
。

展
示
室
の
中
ほ
ど
に
あ
る
「
記
念
室
」
で
は
、
ガ
ス
室
の
前
で
遺
さ

れ
て
い
た
「
十
五
セ
ン
チ
の
子
ど
も
の
靴
」
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
何

歳
く
ら
い
の
子
ど
も
が
履
い
て
い
た
の
か
、
男
の
子
だ
っ
た
の
か
、

女
の
子
だ
っ
た
の
か
、
捕
ら
え
ら
え
れ
、
収
容
所
に
連
れ
て
来
ら
れ

た
時
、
ど
の
よ
う
な
思
い
だ
っ
た
の
か
、
ガ
ス
室
に
入
れ
ら
れ
た
時

の
気
持
ち
は
…
…
。

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
で
犠
牲
と
な
っ
た
百
五
十
万
人
の
子
ど
も
た

Ⅲ　

ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
と
ミ
ー
プ
・
ヒ
ー
ス

記
念
室
に
続
い
て
、
来
館
者
が
見
る
の
が
「
ア
ン
ネ
の
展
示
室
」
で

す
。
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
と
そ
の
家
族
に
つ
い
て
紹
介
す
る
展
示
が

な
さ
れ
、
ア
ン
ネ
が
十
三
歳
の
誕
生
日
に
お
父
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た

チ
ェ
ッ
ク
の
日
記
帳
の
精
巧
な
複
製
品
（
オ
ラ
ン
ダ
・「
ア
ン
ネ
・
フ
ラ

ン
ク
・
ハ
ウ
ス
」
制
作
）
や
、
隠
れ
家
の
模
型
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
展
示
室
の
一
角
に
は
、
ア
ン
ネ
が
一
九
四
二
年
七
月
か
ら

一
九
四
四
年
八
月
ま
で
の
二
年
一
カ
月
を
過
ご
し
た
隠
れ
家
の
部
屋

が
実
寸
大
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ン
ネ
が
切
り
抜
き
し
て
貼
っ
た

写
真
や
プ
ロ
マ
イ
ド
、
日
記
や
童
話
を
書
い
た
机
な
ど
が
あ
り
、
子

ど
も
た
ち
が
そ
の
部
屋
に
入
っ
て
見
て
も
ら
う
こ
と
で
、
ア
ン
ネ
が

十
三
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
過
ご
し
た
隠
れ
家
で
の
様
子
を
、
よ
り
実

際
的
に
体
感
し
て
、
ア
ン
ネ
の
気
持
ち
に
思
い
を
馳
せ
て
も
ら
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
ン
ネ
達
八
人
の
隠
れ
家
の
住
人
の
生
活
を
支
え
た
の
が
、
オ
ッ

ト
ー
氏
の
同
僚
で
あ
っ
た
ミ
ー
プ
・
ヒ
ー
ス
を
始
め
と
す
る
五
人
の

勇
気
あ
る
人
た
ち
で
す
。
彼
ら
は
保
安
警
察
に
捕
ま
る
リ
ス
ク
を
冒

し
な
が
ら
、
食
料
や
生
活
必
需
品
を
調
達
し
、
情
報
を
提
供
し
続
け

ま
し
た
。

二階記念室
（撮影 K. Nomura）

ち
を
象
徴
す
る
こ
の
一
つ
靴
の
前
で
、
見
学
す
る
子
ど
も
た
ち

は
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
考
え
、
想
像
し
、
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
悲
し
い
こ
と
が
二
度
と
起
き
な
い
た
め
に
は
、
自
分
に
は

何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
く
れ
ま
す
。



ホロコーストを通じた平和と人道の学び　256257　人道研究ジャーナルvol.12　特集 ホロコーストを通じた平和と人道の学び　256ホロコーストの記憶

オ
ッ
ト
ー
氏
か
ら
隠
れ
家
に
入
る
こ
と
を
打
ち
明
け
ら
れ
、
協
力

を
依
頼
さ
れ
た
時
、
彼
ら
は
「
も
ち
ろ
ん
協
力
し
ま
す
」
と
き
っ
ぱ
り

と
答
え
、
二
年
一
カ
月
の
隠
れ
家
生
活
を
支
え
続
け
ま
し
た
。
彼
ら

の
命
が
け
の
支
援
が
な
け
れ
ば
、
ア
ン
ネ
達
八
人
は
一
週
間
と
生
き

な
が
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
さ
に
八
人
に
と
っ
て
、

彼
ら
の
存
在
は
命
綱
で
あ
り
、
そ
の
称
賛
す
べ
き
人
道
的
な
働
き
は

勇
気
と
行
動
力
に
満
ち
た
も
の
で
し
た
。

支
援
者
の
中
心
的
人
物
、
ミ
ー
プ
・
ヒ
ー
ス
は
後
に
「
私
は
当
然

の
こ
と
を
し
た
ま
で
で
す
。」
と
語
り
ま
し
た
。

ミ
ー
プ
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
重
要
な
働
き
を
し
ま
し
た
。

一
九
四
四
年
八
月
四
日
、
隠
れ
家
が
保
安
警
察
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
隠
れ
て
い
た
八
人
は
逮
捕
、
連
行
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
時
同
じ
建
物
に
い
ま
し
た
が
、
逮
捕
を
免
れ
た
ミ
ー
プ
は
、
秘
密

警
察
の
捜
索
に
よ
り
散
乱
し
た
物
を
片
付
け
ま
し
た
が
、
ア
ン
ネ
の

部
屋
に
入
っ
た
時
、
ア
ン
ネ
が
大
事
に
書
い
て
い
た
日
記
帳
や
ノ
ー

ト
が
床
に
散
乱
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
そ
れ
ら
を
集
め
、「
や
が
て

ア
ン
ネ
が
帰
っ
て
き
た
ら
返
し
て
あ
げ
よ
う
」
と
大
事
に
保
管
を
し

て
い
ま
し
た
。

や
が
て
終
戦
を
迎
え
、
一
九
四
五
年
六
月
、
オ
ッ
ト
ー
氏
だ
け
が

家
族
で
た
だ
一
人
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
絶
滅
収
容
所
か
ら
奇
跡
的
に

生
還
し
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
オ
ッ
ト
ー

アンネの隠れ家の再現
（撮影 K. Nomura）

氏
に
、
ミ
ー
プ
は
「
ア
ン
ネ
の
形
見
で
す
」
と
言
っ
て
、
保
管
し
て
い

た
日
記
帳
等
を
手
渡
し
ま
し
た
。
こ
の
日
記
を
元
に
オ
ッ
ト
ー
氏
は

「
ア
ン
ネ
の
日
記
」
を
出
版
し
、
こ
の
本
は
今
で
は
七
十
の
言
語
で
訳

さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
っ
て
「
世
界
の
記
憶
」
に
登

録
さ
れ
ま
し
た
。

ミ
ー
プ
が
ア
ン
ネ
を
思
い
、
散
乱
し
て
い
た
日
記
帳
等
を
大
事
に

集
め
、
保
管
し
て
く
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
今
私
た
ち
は
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
の
時
代
を
生
き
た
一
人
の
少
女
の
思
い
と
理
想
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
の
で
す
。

Ⅳ　

「
諸
国
の
中
の
正
義
の
人
」

ミ
ー
プ
は
一
九
九
五
年
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
立
「
ヤ
ド
・
ヴ
ァ
シ
ェ
ム
」

（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
）
が
認
定
す
る
「
諸
国
の
中
の
正
義
の
人
」
賞
を

受
け
ま
し
た
。
こ
の
賞
は
杉
原
千
畝
も
一
九
八
五
年
に
受
け
て
い
ま

す
が
、
こ
の
賞
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

①
非
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
。

②
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
間
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
る
た
め
に
自
分
の
命

の
危
険
を
冒
し
て
い
る
こ
と
。

③
ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
る
に
あ
た
っ
て
、
金
品
な
ど
を
受
け
取
っ
て

い
な
い
こ
と
。

二
〇
二
二
年
一
月
現
在
、
五
十
一
か
国
の
二
八
、二
一
七
名
が
「
諸

国
の
中
の
正
義
の
人
」
賞
を
受
け
て
い
ま
す
。
受
賞
者
に
贈
ら
れ
る

メ
ダ
ル
に
は「
一
人
の
命
を
救
う
こ
と
は
、全
世
界
を
救
う
に
等
し
い
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

迫
害
に
直
面
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
助
け
方
は
様
々
で
す
が
、

ど
の
人
も
目
の
前
の
人
の
命
を
助
け
る
た
め
に
、
置
か
れ
た
状
況
の

中
で
最
善
を
尽
く
し
、
勇
気
あ
る
行
動
を
取
っ
て
い
き
ま
し
た
。

杉
原
千
畝
も
「
人
道
・
博
愛
精
神
第
一
」
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
救
出
に
当

た
っ
た
と
後
に
手
記
で
記
し
て
い
ま
す
。

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
、
多
く
の
人
が
人
権
を
否
定
さ
れ
、
非

人
間
的
な
扱
い
を
受
け
、
殺
さ
れ
て
い
っ
た
恐
ろ
し
い
歴
史
の
中

で
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
忘
れ
ず
、
他
者
の
命
を
尊
び
、
思
い
や
り
、

命
を
懸
け
て
他
者
を
助
け
て
い
っ
た
こ
れ
ら
の
正
義
の
人
々
の
物
語

を
学
ぶ
こ
と
は
、
未
来
を
担
う
青
少
年
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
大
切

な
学
び
と
な
る
こ
と
を
日
々
感
じ
て
い
ま
す
。

Ⅴ　

平
和
を
つ
く
り
出
す
た
め
に

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
絶
滅
収
容
所
を
生
き
延
び
ら
れ
た
オ
ッ
ト
ー

氏
の
腕
に
は
、「
収
容
者
番
号
」
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
オ
ッ

ト
ー
氏
は
戦
後
も
そ
の
番
号
を
残
し
、
ご
自
身
の
体
験
を
若
い
世
代
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に
伝
え
て
い
ま
し
た
。

オ
ッ
ト
ー
氏
と
三
度
お
会
い
し
た
大
塚
は
、「
オ
ッ
ト
ー
氏
の
口
か

ら
一
度
も
恨
み
や
憎
し
み
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
述
懐

し
て
い
ま
す
。

差
別
を
受
け
、
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
言
語
に
絶
す
る
苦
し
み
を
体

験
し
、
最
愛
の
妻
や
娘
た
ち
を
奪
わ
れ
た
悲
し
み
、
辛
さ
は
私
た
ち

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
人
で
あ
れ
ば
、
恨
み
と
憎
し
み
の
思

い
で
心
が
荒
れ
、
平
穏
な
生
活
は
送
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
オ
ッ
ト
ー
氏
は
「
恨
み
、
憎
し
み
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
」
と
語

ら
れ
、
そ
れ
よ
り
も
「
ア
ン
ネ
が
願
っ
て
い
た
平
和
の
仕
事
を
今
日

も
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
毎
朝
起
き
て
い
ま
し
た
。

オ
ッ
ト
ー
氏
か
ら
は
、
ア
ン
ネ
を
記
念
し
て
命
名
さ
れ
た
「
ア
ン

ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
形
見
」
と
い
う
バ
ラ
が
、
一
九
七
二
年
と
一
九
七
六

年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、合
計
二
十
本
が
日
本
に
贈
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

春
と
秋
を
中
心
に
花
を
咲
か
せ
、
赤
、
オ
レ
ン
ジ
、
黄
色
、
ピ

ン
ク
と
花
び
ら
の
色
を
変
え
て
い
く
こ
の
バ
ラ
は
、
ア
ン
ネ
を
伝

え
、
ア
ン
ネ
と
同
じ
よ
う
に
差
別
の
結
果
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

百
五
十
万
の
子
ど
も
た
ち
と
、ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
出
来
事
を
知
る
き
っ

か
け
を
多
く
の
人
に
与
え
て
い
ま
す
。

記
念
館
の
「
ア
ン
ネ
の
バ
ラ
園
」
で
も
、
五
十
株
が
植
え
ら
れ
て
い

る
こ
の
バ
ラ
は
、
オ
ッ
ト
ー
氏
か
ら
の
平
和
の
バ
ト
ン
と
し
て
、
今

アンネのバラ園

子
ど
も
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
接
ぎ
木
で
増
や
さ
れ
、
全
国
に
贈
ら
れ

て
い
ま
す
。

オ
ッ
ト
ー
氏
の
私
た
ち
や
、
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
思
い
は
、
前

述
し
た
「
同
情
す
る
だ
け
で
な
く
、
平
和
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
何

か
を
す
る
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
の
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

平
和
と
は
、
自
分
の
事
だ
け
で
な
く
、
他
者
に
目
を
向
け
、
思
い

や
り
、違
い
を
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
す
。

困
難
に
直
面
し
て
い
る
人
を
見
る
時
に
、
自
分
は
ど
の
よ
う
に
行

動
す
る
べ
き
か
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
極
限
の
状
況
に
置
か
れ
た

人
々
が
取
っ
た
勇
気
あ
る
行
動
か
ら
、
希
望
と
勇
気
を
与
え
ら
れ
ま

す
。
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
人
が
い
る
時
に
、
自
分
の
こ
と
と
し

て
そ
の
人
に
寄
り
添
い
、
支
え
、
時
と
し
て
自
分
を
犠
牲
に
し
て
で

も
助
け
る
こ
と
の
大
切
さ
、
人
と
し
て
の
尊
さ
を
思
わ
さ
れ
ま
す
。

Ⅵ　

子
ど
も
た
ち
と
共
に

記
念
館
で
は
、
小
、
中
、
高
校
生
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
「Sm

all H
ands

」
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
年

に
三
回
ほ
ど
、
定
期
的
に
集
ま
り
（
コ
ロ
ナ
下
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
が
中

心
で
し
た
が
）、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
学
び
、
感
想
を
分
か
ち
合

い
、
さ
ら
に
実
際
に
平
和
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
「
平
和
を
つ
く
り

だ
そ
う
、
小
さ
な
手
で
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、「
新
聞
づ
く
り
」、「
ア
ン

ネ
の
バ
ラ
の
接
ぎ
木
と
贈
呈
」、「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
発
信
」、

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
」
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

「
平
和
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
自
分
に
は
何
が
で
き
る
か
」、
そ

れ
は
大
人
が
子
ど
も
に
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が
自

分
で
考
え
、
生
み
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
思
い
、
ア
イ
デ
ィ
ア
、
決
意
は
強
く
、
い
つ
ま
で
も
残
る
も
の

と
な
り
ま
す
。
私
た
ち
大
人
は
、
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
活
動
の
場
を
備
え
、
支
え
、
励
ま
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

Ⅶ　

コ
ロ
ナ
下
で
の
活
動

二
〇
二
〇
年
初
頭
よ
り
、
記
念
館
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大

の
影
響
を
受
け
始
め
て
い
き
ま
し
た
。

毎
年
一
月
に
は
「
ア
ン
ネ
の
形
見
の
バ
ラ
」
の
接
ぎ
木
会
を
、「Sm

all 

H
ands

」
の
子
ど
も
た
ち
に
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
感
染
対
策

を
考
慮
し
、
他
県
な
ど
遠
方
か
ら
の
参
加
は
控
え
て
も
ら
い
、
近
隣

在
住
の
数
名
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
接
ぎ
木
会
と
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
伴
い
、
接
ぎ
木
の
本
数
も
例
年
の
百
本
の
半
分
に
減
ら
さ
ざ
る

を
得
ず
、そ
の
後
贈
呈
で
き
る
株
数
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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学
校
な
ど
の
団
体
で
の
来
館
も
減
り
、
年
ご
と
の
来
館
者
数
は
例

年
の
三
割
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
取
り
組
み
始
め
た
の
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
で
す
。

「Sm
all H

ands

」
の
例
会
、
学
校
な
ど
へ
の
講
話
や
館
内
紹
介
、
特

別
講
演
会
や
公
開
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
、
そ
れ
ま
で
、
館
内
で
、
ま
た
対

面
で
行
っ
て
き
た
行
事
を
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
る
よ
う
に
取
り
組

み
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
海
外
か
ら
も
行
事
に
参
加
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
、「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
の
状
況
に
な
っ
て
も
、「
リ
ア
ル
」
と
「
オ

ン
ラ
イ
ン
」
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
、
各
行
事
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

コ
ロ
ナ
下
で
の
生
活
、
活
動
が
少
し
ず
つ
動
き
始
め
て
い
る
昨
今
、

学
校
訪
問
も
再
び
増
え
、
来
館
者
数
も
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

記
念
館
制
作
の
特
別
展
示
会
用
パ
ネ
ル
の
貸
出
や
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
映
像
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
二
十
種
類
ほ
ど
の
テ
キ
ス
ト
・
絵
本
を
用
い
た
学

び
が
、
学
校
や
個
人
で
進
ん
で
い
ま
す
。

記
念
館
制
作
の
資
料
に
関
心
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

Ⅷ　

平
和
な
未
来
を
願
っ
て　

争
い
が
続
く
世
界
の
状
況
、
ま
た
身
近
な
社
会
で
起
き
る
様
々

な
困
難
を
見
る
時
に
、
一
人
一
人
の
力
は
小
さ
く
、
無
力
さ
を
感
じ

る
時
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
二
人
、
三
人
と
手
を
取
り
合
い
、
思

い
を
合
わ
せ
て
行
動
し
て
い
く
時
に
、
輪
が
広
が
り
、
仲
間
が
で
き
、

一
人
で
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

人
類
の
過
去
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
べ
き
教
訓
を
次
世
代
に
伝
え
、
平

和
な
未
来
に
向
け
た
取
り
組
み
を
希
望
を
も
っ
て
続
け
て
い
き
た
く

願
っ
て
い
ま
す
。

皆
様
の
ご
協
力
と
お
支
え
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

「
も
し
あ
な
た
が
そ
れ
を
望
む
な
ら
、
そ
れ
は
夢
で
は
な
い
」

 

（
セ
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル
ツ
ル
）

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館

　

広
島
県
福
山
市
御
幸
町
中
津
原
八
一
五

　

入
館
無
料

　

https://w
w

w.hecjpn.org/

常設展示室
（撮影 K. Nomura） 



アウシュヴィッツの「殉教の死」　262263　人道研究ジャーナルvol.12　特集 アウシュヴィッツの「殉教の死」　262ホロコーストの記憶

日
本
で
の
布
教
活
動
の
後
、
一
九
三
六
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
帰
国
、

一
九
四
一
年
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
で
身
代
わ
り
と
な

り
殉
教
し
た
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
マ
リ
ア
・
コ
ル
ベ
神
父
（
一
八
九
四

～
一
九
四
一
）。
彼
の
慈
愛
に
満
ち
た
生
涯
の
足
跡
を
記
念
し
た
の
が

「
聖
コ
ル
ベ
記
念
館
」（
聖
母
の
騎
士
修
道
会
内
）
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」

の
舞
台
と
な
っ
た
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
は
、
人
類
の
「
負

の
遺
産
」
と
し
て
世
界
の
人
々
の
脳
裏
に
強
く
焼
き
付
け
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
赤
十
字
に
と
っ
て
は
、
防
ぎ
え
な
か
っ
た
惨
劇
と
し
て
そ

の
輝
か
し
い
人
道
史
に
刻
ま
れ
た
汚
点
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
。

こ
こ
に
収
容
さ
れ
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ほ
か
、
政
治
犯
、
ロ
マ
、

精
神
障
が
い
者
や
身
体
障
が
い
者
、
捕
虜
や
聖
職
者
な
ど
、
そ
の
出
身

国
は
二
八
カ
国
に
及
び
、
犠
牲
者
は
一
一
〇
万
人
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
。

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
殉
教
の
死
」

特
集

：

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
記
憶

―
聖
コ
ル
ベ
記
念
館
を
訪
ね
て

マクシミリアン・マリア・コルベ神父
　写真：小崎登明著『身代わりの愛』（聖母文庫）より

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
は
逃
亡
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
人

逃
げ
る
毎
に
一
〇
人
を
身
代
わ
り
と
し
て
餓
死
刑
に
処
す
と
い
う
厳

し
い
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
た
。
コ
ル
ベ
神
父
が
収
容
さ
れ
て
か
ら
三
カ

月
後
の
一
九
四
一
年
の
夏
、
一
人
の
収
容
者
が
逃
亡
し
た
こ
と
か
ら
、

無
作
為
に
選
ば
れ
た
一
〇
人
が
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

う
ち
の
一
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
軍
曹
ガ
ヨ
ヴ
ィ
ニ
チ
ェ
ク
の
身
代
わ

り
と
な
り
処
刑
さ
れ
た
の
が
コ
ル
ベ
神
父
で
あ
る
。

『
身
代
わ
り
の
愛
』（
小
崎
登
明
著

：

聖
母
文
庫
）
に
記
さ
れ
た
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
生
存
者
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
そ
の
顛
末
は
次
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
ガ
ヨ
ヴ
ィ
ニ
チ
ェ
ク
の
証
言

（
コ
ル
ベ
神
父
が
身
代
わ
り
と
な
り
処
刑
を
免
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍

軍
曹
）

「
あ
れ
は
一
九
四
一
年
八
月
（
実
際
は
七
月
）
の
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
麦
刈
り
の
頃
で
し
た
。
ド
イ
ツ
人
が
来
て
『
採
り
入
れ
に
行

き
た
い
人
』
と
い
っ
た
。
私
は
そ
の
時
、
誰
か
が
逃
げ
る
の
を

知
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
日
、
私
は
採
り
入
れ
に
行
か
な

か
っ
た
。
そ
し
て
一
人
が
逃
げ
た
。
…
作
業
に
出
て
い
た
一
四

ブ
ロ
ッ
ク
の
者
た
ち
は
、
逃
亡
者
が
で
た
と
い
う
こ
と
で
、
炊

事
場
の
前
の
広
場
に
連
れ
戻
さ
れ
ま
し
た
。」

「
…
逃
亡
者
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
夜
、
点
呼
が
終
わ
っ
て

も
一
四
ブ
ロ
ッ
ク
の
人
た
ち
は
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他

の
ブ
ロ
ッ
ク
は
棟
に
戻
っ
た
。
夜
中
に
倒
れ
て
死
ぬ
人
も
出
た
。

…
一
番
の
ボ
ス
、フ
リ
ッ
チ
（
所
長
）
が
来
た
と
き
は
明
る
か
っ

た
。
…
フ
リ
ッ
チ
は
一
〇
人
を
罰
と
し
て
殺
す
と
発
表
し
、
列

の
前
を
通
っ
て
全
く
自
分
な
り
の
好
み
で
、
指
さ
し
て
選
ん
で

い
っ
た
の
で
す
。
…
…
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
に

は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
の
た
め
、
第
一
と
第
二
の
所
長
が
い

た
。
そ
の
第
一
の
所
長
が
カ
ー
ル
・
フ
リ
ッ
チ
で
、
ル
ド
ル
フ
・

ヘ
ス
は
全
体
の
所
長
兼
司
令
官
で
あ
っ
た
。」

処
刑
さ
れ
る
た
め
に
選
ば
れ
た
一
〇
人
の
一
人
と
な
っ
た
四
〇

歳
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
軍
曹
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
ガ
ヨ
ビ
ニ
チ
ェ
ク
は
、

選
ば
れ
た
時
、「
あ
あ
、
俺
に
は
妻
子
が
い
る
。
別
れ
る
の
は
寂
し
い
。

家
族
が
可
哀
相
だ
」
と
呻
き
声
を
挙
げ
る
と
、
こ
れ
を
聞
い
て
「
あ
な

た
の
身
代
わ
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
名
乗
り
出
た
の
が
マ
ク
シ
ミ

リ
ア
ン
・
コ
ル
ベ
神
父
で
あ
っ
た
。

「
一
〇
人
が
選
ば
れ
て
列
外
に
揃
っ
た
時
、
列
か
ら
前
に
進
み

出
た
人
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
マ
キ
シ
ミ
リ
ア
ン
神
父
様
で
し

た
。
多
分
、
神
父
様
は
私
の
声
を
聞
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
フ
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リ
ッ
チ
は
大
層
び
っ
く
り
し
て
、『
何
だ
、
お
前
は
。

何
を
す
る
の
か
』
と
聞
き
ま
し
た
。
マ
キ
シ
ミ
リ

ア
ン
神
父
様
は
、『
選
ば
れ
た
う
ち
の
一
人
に
な

り
た
い
の
で
す
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
…
…
そ
れ

か
ら
フ
リ
ッ
チ
は
暫
く
考
え
て
、『
誰
の
代
わ
り

に
な
り
た
い
の
か
』
と
聞
き
ま
し
た
。
神
父
様
は

私
を
指
さ
し
て
、『
彼
の
代
わ
り
に
』
と
言
っ
て
下

さ
っ
た
の
で
す
。『
行
き
た
け
れ
ば
、
行
け
』
と
フ

リ
ッ
チ
は
怒
鳴
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
で
、
で
す
。

そ
し
て
『
承
知
し
た
』
と
言
っ
た
。」

　
ブ
ル
ー
ノ
・
ボ
ル
ゴ
ヴ
ィ
エ
ツ
の
証
言

（
餓
死
の
地
下
室
で
コ
ル
ベ
神
父
の
最
後
を
見
届
け
、
遺
体

を
運
ん
だ
人
物
）

「
一
九
四
一
年
七
月
、
夜
の
点
呼
の
後
、
一
四

ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
一
〇
人
の
収
容
者
が
連
れ
て
こ
ら

れ
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
の
前
で
裸
に
さ
せ
ら
れ
た
。
…

背
中
を
押
さ
れ
て
暗
い
独
房
に
入
れ
ら
れ
た
。
…

扉
を
閉
め
る
時
に
ナ
チ
ス
の
兵
士
は
笑
い
な
が
ら

次
の
よ
う
に
言
っ
た
。『
お
前
た
ち
は
、
チ
ュ
ー

10 人が処刑のため選別された場所

リ
ッ
プ
の
よ
う
に
枯
れ
て
し
ま
う
ん
だ
ぞ
』

そ
の
日
か
ら
不
幸
な
人
た
ち
は
一
碗
の
食
事

も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
毎
日
、
兵
士
た
ち

は
部
屋
を
み
な
が
ら
、
亡
く
な
っ
て
い
く
人

を
注
意
し
て
見
て
い
た
。」　

「
私
は
毎
日
、
こ
れ
ら
の
不
幸
な
人
た
ち

の
祈
り
の
声
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
大
き
な
声

で
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
や
讃
美
歌
が
聞
こ
え

た
。」「
扉
を
閉
め
る
時
、
不
運
な
人
た
ち
は

泣
き
な
が
ら
大
声
で
哀
願
し
た
。『
パ
ン
を

少
し
で
も
く
だ
さ
い
』『
水
を
く
だ
さ
い
』
け

れ
ど
も
、
何
一
つ
、
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。」

「
三
週
間
目
に
入
っ
た
時
に
、
四
人
だ
け

（
＊
ガ
ヨ
ヴ
ィ
ニ
チ
ェ
ク
の
証
言
で
は
コ
ル
ベ
神

父
一
人
だ
け
、
と
あ
る
）。
そ
の
中
に
マ
キ
シ

ミ
リ
ア
ン
・
コ
ル
ベ
神
父
も
い
た
。
当
局
は

あ
ん
ま
り
長
く
生
き
過
ぎ
る
と
話
し
合
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
次
の
新
し
い
犠
牲
者
を
入
れ

る
た
め
に
、
地
下
室
の
独
房
を
開
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
、
病

棟
か
ら
ド
イ
ツ
人
の
管
理
者
を
連
れ
て
き
た
。

日本滞在時のコルベ神父
の部屋（再現）

聖母の騎士修道会
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…
管
理
者
は
四
人
に
次
々
に
注
射
を
行
っ
た
。
ど
ん
な
注
射
か
、

カ
ル
ボ
ロ
ヴ
ェ
ゴ
（
フ
ェ
ノ
ー
ル
石
灰
酸
）
で
あ
る
。」

「
マ
キ
シ
ミ
リ
ア
ノ
・
コ
ル
ベ
神
父
は
祈
り
な
が
ら
、
自
分

で
腕
を
死
刑
執
行
人
の
方
へ
向
け
た
。
私
は
側
に
い
た
が
、
ま

と
も
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。」　

「
注
射
を
受
け
た
後
の
コ
ル
ベ
神
父
は
坐
っ
た
姿
で
、
後
ろ

の
壁
に
背
中
を
付
け
て
、
目
を
開
い
た
ま
ま
、
頭
は
横
に
か
し

げ
て
い
た
。
顔
は
安
ら
か
で
、
清
ら
か
で
、
美
し
く
輝
い
て
い

た
。
私
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
髪
係
と
一
緒
に
『
英
雄
』
の
遺
体
を
運

ん
だ
。」

こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
コ
ル
ベ
神
父
は
、

一
九
四
一
年
八
月
一
四
日
、
四
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
し
く
愛
を
実
践
し
た
殉
教
の
死
で
あ
っ
た
。　

住
所

：

長
崎
県
長
崎
市
本
河
内
町
二
丁
目
二
―
一

電
話

：

〇
九
五
―
八
二
五
―
二
〇
七
五

開
館
時
間

：

九

：

〇
〇
～
一
七

：

〇
〇

休
館
日

：

無
休

観
覧
料

：

無
料

ア
ク
セ
ス

：

県
営
バ
ス
「
番
所
」
下
車
徒
歩
五
分
。「
本
河
内
低

部
ダ
ム
」
下
車
徒
歩
一
〇
分
。
路
面
電
車
「
蛍
茶
屋
」
下
車
、

徒
歩
で
国
道
三
四
号
線
を
山
手
へ
登
り
、
県
営
バ
ス
「
番
所
」

バ
ス
停
よ
り
右
折
し
狭
い
道
を
登
る
。

併
せ
て
見
た
い
記
念
館
に
大
浦
天
主
堂
に
至
る
坂
の
途
中
に
あ

る
「
大
浦　

聖
コ
ル
ベ
館
」（
長
崎
市
南
山
手
町
二
‐
六　

電
話
〇
九
五
‐

八
二
一
‐
八
〇
八
一
）
が
あ
る
。
コ
ル
ベ
神
父
の
日
本
で
の
活
動
の
様

子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
（
井
上
忠
男
記
）

世界はそれをいかに知り、
救援に乗り出したか

歴史ドキュメント：関東大震災 100 年

今から100年前の大正12年（1923年）9月1日正午2分前に首都圏を襲ったマグニ
チュード7.9の巨大地震は、近代化した日本が初めて体験した都市型大震災だった。その
被害は、南関東から東海地域に及び、死者105,385人、全壊全焼、流出家屋は293,387
棟に上り、電気、水道、道路、鉄道等のライフラインにも甚大な被害が発生した。1

この巨大地震から今日まで、わが国はさらなる大地震に度々襲われた。中でも2011
年 3月 11日に東北地方から関東地方を襲った東日本大震災は、その規模、被害におい
て関東大震災を髣髴とさせるものがあった。この地震の被災地となった福島県南相馬市
原町を含む一体は、地震直後に発生した福島第一原発事故の被害を受けた。しかし、こ
の地は、100年前のあの日、日本で発生した巨大地震の一報を世界に伝えた「日本と世界
を結んだ地」でもある。
テレビもラジオもなく、首都圏の新聞社も壊滅的打撃をうけた当時、世界は、いかに

して未曾有の大震災を知り、いかにして救済活動に乗り出したのか。国内唯一の国際無
線基地のあった福島県の原町に、その足跡を追った。

米村嘉一郎磐城無線局長
（写真提供：福島県南相馬市博物館）

福島県南相馬市原町区に聳え立ってい
た原町無線塔。高さ 201メートルの東
洋一の鉄塔は昭和 57年、老朽化のため
解体された。

（写真提供：南相馬市博物館）

―関東大震災と情報通信―
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Ⅰ　

東
洋
で
大
地
震
か
？

東
洋
の
一
地
域
、
恐
ら
く
は
日
本
あ
た
り
で
相
当
大
き
な
地
震
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
最
初
に
予
感
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ

ン
ト
ン
に
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
地
震
学
研
究
所
の
フ
ラ
ン
シ

ス
・
Ａ
・
ト
ン
ド
ー
フ
教
授
だ
っ
た
。
一
九
二
三
年
、
八
月
三
一
日
、

ア
メ
リ
カ
東
部
標
準
時
の
午
前
十
時
十
二
分
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ

よ
り
先
、
香
港
で
は
東
京
が
激
震
に
襲
わ
れ
て
か
ら
五
分
三
十
秒
後

に
、
そ
し
て
ウ
ィ
ー
ン
の
地
震
計
で
も
十
一
分
後
に
地
球
の
反
対
側

の
激
し
い
揺
れ
を
記
録
し
て
い
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
気
象
台
の
Ｈ
・
Ｈ
・
タ
ー
ナ
ー
は
、
九
月
二
日
、『
タ

イ
ム
ズ
』
の
編
集
長
宛
に
「
今
朝
、
地
震
計
の
フ
ィ
ル
ム
を
引
き
伸
ば

し
て
い
た
ら
、
ど
こ
か
で
大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
貴
社
も
遅
か
ら
ず
、
こ
の
地
震
の
ニ
ュ
ー
ス
を
日
本
か
ら
聞

く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。」
と
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

時
、
世
界
の
誰
一
人
と
し
て
、
日
本
の
首
都
圏
を
襲
っ
た
未
曽
有
の

大
災
害
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。『
タ
イ
ム
ズ
』
が
タ
ー
ナ
ー
か

ら
の
書
簡
を
紙
面
で
紹
介
し
た
の
は
、
九
月
四
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

　震災直後の丸の内（撮影者不明）
（国会国立図書館デジタルコレクションより）　

至
急
救
援
を
求
む

日
本
、
九
月
一
日
の
横
浜
。
時
刻
は
正
午
少
し
前
だ
っ
た
。
神
奈

川
県
警
察
部
長
（
現
在
の
警
察
本
部
長
）
を
務
め
る
森
岡
二
郎
は
、
神
奈

川
県
庁
構
内
に
あ
っ
た
事
務
所
の
一
室
で
、
突
如
、
天
地
が
炸
裂
し

た
よ
う
な
大
音
響
に
棒
立
ち
と
な
っ
た
。
地
鳴
り
と
も
つ
か
ぬ
異
様

な
鳴
動
の
直
後
に
、
上
下
動
を
伴
っ
た
大
地
震
が
襲
い
、
身
を
転
が

せ
た
。

激
震
は
約
五
分
間
も
続
い
た
。
第
一
震
が
鎮
ま
る
と
、
再
び
余

震
が
相
次
い
だ
。
森
岡
は
急
遽
、
各
課
長
を
招
集
し
、
警
察
本
部
を

横
浜
公
園
に
移
動
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
同
公
園
に
移
っ
た
森
岡

は
、
こ
こ
で
緊
急
措
置
な
ど
即
座
に
指
揮
を
執
っ
た
。
再
び
県
庁
視

察
の
た
め
、
午
後
二
時
二
十
分
頃
、
燃
え
盛
る
街
並
を
突
破
し
て
単
身
、

県
庁
に
辿
り
着
い
た
。

レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
に
避
難
場
所
を
求
め
て
来
た
数
百
人
の
市
民

が
押
し
か
け
て
い
た
。
県
庁
に
迫
っ
た
火
の
手
は
や
が
て
警
察
署
に

も
及
ん
だ
。
森
岡
は
人
々
を
避
難
先
へ
と
誘
導
し
、
税
関
構
内
か
ら

新
港
岸
壁
に
火
を
避
け
た
。
し
か
し
、
火
の
手
は
岸
壁
ま
で
迫
っ
て

い
た
。

沿
岸
地
帯
に
あ
っ
た
石
油
タ
ン
ク
は
既
に
爆
発
炎
上
中
で
、
逃
げ

場
を
失
っ
た
森
岡
ら
は
、
重
油
と
炎
の
海
へ
身
を
投
じ
た
。
や
が
て

一
隻
の
ラ
ン
チ
に
救
い
上
げ
ら
れ
、
同
日
夕
刻
六
時
半
頃
、
森
岡
ら

は
日
本
の
貨
物
船
「
こ
れ
あ
丸
」
に
収
容
さ
れ
た
。「
こ
れ
あ
丸
」
は
、

こ
の
後
、
約
千
百
人
の
市
民
を
救
助
、
収
容
し
て
い
る
。

森
岡
は
、
午
後
九
時
頃
、
船
上
か
ら
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
千
葉
県
、

茨
城
県
の
各
知
事
、
横
須
賀
に
停
泊
中
の
艦
船
及
び
大
阪
朝
日
新
聞

社
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
あ
て
に
救
助
要
請
の
打
電
を
す
る
が
、
こ
の

無
線
が
銚
子
無
線
局
、
潮
岬
無
線
局
や
海
上
の
船
舶
に
傍
受
さ
れ
、

容
易
な
ら
ざ
る
事
態
が
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
森
岡
が
打
っ
た
電

文
は
「
本
日
午
後
大
地
震
起
こ
り
、
次
い
で
大
火
災
を
生
じ
、
全
市

火
の
海
と
化
し
、
死
傷
算
な
し
。
輸
送
機
関
は
全
て
破
壊
さ
れ
、
通

信
機
関
は
断
絶
。
水
も
食
糧
も
な
し
。
至
急
救
援
を
乞
う
。
東
京
は

森岡二朗
（国会国立図書館デジタルコレクションより）
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不
明
な
る
も
、
多
分
同
様
な
ら
ん
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

森
岡
は
そ
の
後
、
島
根
県
、
青
森
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
の
知
事

を
歴
任
し
、
昭
和
一
一
年
に
は
日
本
の
プ
ロ
野
球
創
立
に
参
画
し
て

日
本
野
球
連
盟
初
代
会
長
に
就
任
し
、
昭
和
四
四
年
に
は
、
野
球
殿

堂
入
り
し
て
い
る
。

日
本
と
世
界
を
結
ん
だ
男

森
岡
が
発
し
た
こ
の
無
線
を
傍
受
し
た
者
の
中
に
、
磐
城
無
線
局

（
現
福
島
県
富
岡
町

：

磐
城
無
線
局
は
、
原
町
送
信
所
と
富
岡
受
信
所
の
総

称
）
の
局
長
だ
っ
た
米
村
嘉
一
郎
と
い
う
男
が
い
た
。
米
村
は
、
磐
城

無
線
局
が
日
本
で
唯
一
外
国
に
打
電
で
き
る
無
線
局
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
。
磐
城
局
は
、
大
正
九
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
対
米
通

信
の
大
無
線
局
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、
米
村
は
地
震
発
生
後
、

ホ
ノ
ル
ル
へ
問
い
合
わ
せ
、
太
平
洋
海
底
ケ
ー
ブ
ル
、
そ
の
他
の
通

信
回
線
が
不
通
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

米
村
は
事
の
重
大
さ
を
直
感
、
ま
た
、
横
浜
に
は
外
国
人
居
留
者

も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
未
曽
有
の
大
災
害
を
海
外
に
伝
え
る

こ
と
を
決
意
し
た
。
米
村
は
、
午
後
十
一
時
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
Ｒ

Ｃ
Ａ
（
ラ
ジ
オ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
）
支
局
あ
て
に

打
電
し
た
。
電
文
は
「
本
日
、
正
午
、
横
浜
に
大
地
震
つ
い
で
大
火

災
あ
り
。
事
実
上
全
市
が
炎
上
。
死
傷
お
び
た
だ
し
。
交
通
機
関
全
滅
」

原町区高見町（現：高見公園内）に大正 12（1923）年、アメリカとの無線通信のために建
設された原町電波送信塔。昭和 57（1982）年に解体された。

南相馬市博物館提供

と
い
う
英
文
で
二
十
文
字
の
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
世
界
に

初
め
て
打
電
さ
れ
た
震
災
の
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も

な
く
「
横
浜
大
地
震
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
遠
い
ア
メ
リ
カ
で
関
東
大
震
災
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
地

震
発
生
か
ら
十
二
時
間
後
の
現
地
時
間
九
月
一
日
の
夕
刊
に
掲
載
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
世
界
が
関
東
大
震
災
を
知
っ
た
第
一
報

で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
『
タ
イ
ム
ズ
』
は
、
九
月
三
日
付
同
紙
で
初

め
て「
日
本
で
地
震
、二
大
都
市
が
壊
滅
、東
京
炎
上
し
、死
者
数
千
人
」

と
見
出
し
を
付
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
扱
い
は
、
ア
メ
リ
カ
に
比
べ

小
さ
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
実
態
を
把
み
き
れ
な
か
っ
た
た
め
と
思

わ
れ
る
。

米
村
嘉
一
郎
の
こ
の
英
雄
的
行
為
を
讃
え
、
九
月
四
日
の
『
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
、
米
村
局
長
と
富
岡
（
磐
城
）
無
線
局
を
「
日

本
と
他
の
世
界
と
の
間
に
あ
る
唯
一
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
リ
ン
ク
」
と
紹

介
し
、「
世
界
の
歴
史
に
永
久
に
記
念
せ
ら
る
べ
き
日
の
英
雄
」
と
題

す
る
記
事
を
載
せ
た
。

当
時
、
東
京
に
は
二
十
人
余
り
の
外
国
人
特
派
員
が
い
た
と
言
わ

れ
る
が
、
彼
ら
は
通
信
機
関
が
途
絶
し
た
た
め
、
世
紀
の
大
ニ
ュ
ー

ス
を
本
国
に
送
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
米
村
か
ら
の
無
線
に
よ

り
日
本
の
大
震
災
を
知
っ
た
各
国
の
報
道
機
関
は
必
死
に
特
派
員
と

連
絡
を
と
ろ
う
と
す
る
が
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
米
村
の
も
と
に
災
害
の
続
報
を
送
る
よ
う
無
線
で
依
頼
が
続

き
、
米
村
は
九
月
七
日
ま
で
、
毎
日
数
回
、
ア
メ
リ
カ
へ
状
況
を
無

線
連
絡
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
当
初
、
世
界
が
知
り
え
た
関
東
大

震
災
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
全
て
米
村
か
ら
送
ら
れ
た
極
め
て
断
片
的
な

情
報
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
か
も
、
米
村
が
送
っ
た
情
報
は
、
仙
台

の
新
聞
や
地
元
紙
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
を
焼
き
直
し
た
も
の
が
多
く
、

そ
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
正
確
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

の
ち
に
米
村
は
、
こ
の
時
の
功
績
に
よ
り
、「
日
本
と
世
界
を
結
ん

だ
男
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
無
線
電
信
技
術
協
会
か
ら
表
彰
を
受
け
て

い
る
。
米
村
の
無
線
に
よ
り
、
世
界
は
史
上
最
大
の
日
本
救
援
作
戦

を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

政
治
の
空
白
を
直
撃

九
月
一
日
午
前
。
内
閣
総
理
大
臣
・
山
本
権
兵
衛
は
、
築
地
の
水

交
社
二
階
で
平
沼
騏
一
郎
（
後
の
司
法
大
臣
）
と
対
談
し
て
い
た
。
一
週

間
程
前
の
八
月
二
十
四
日
、
病
床
に
あ
っ
た
加
藤
友
三
郎
首
相
は
大

腸
が
ん
で
急
死
し
、
加
藤
内
閣
は
八
月
二
十
六
日
、
総
辞
職
し
て
い
た
。

内
田
康
哉
外
務
大
臣
は
八
月
二
十
五
日
、
皇
室
儀
制
令
に
則
り
内
閣

総
理
大
臣
代
理
に
任
命
さ
れ
、
八
月
二
十
八
日
に
は
、
組
閣
の
大
命

が
山
本
権
兵
衛
に
下
っ
た
。
そ
し
て
、
運
命
の
九
月
一
日
午
前
十
一

時
五
十
八
分
、
九
月
二
日
に
は
何
と
し
て
も
組
閣
を
完
了
し
よ
う
と
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考
え
て
い
た
山
本
は
、
平
沼
と
水
交
社
の
一
室
で
最
後
の
詰
め
の
交

渉
に
あ
た
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
運
命
の
時
を
迎
え
る
。

突
然
の
猛
烈
な
揺
れ
に
身
を
転
が
せ
た
二
人
は
、
揺
れ
が
弱
ま
る

の
を
待
っ
て
屋
外
に
飛
び
出
し
、
藤
棚
の
下
に
身
を
隠
し
た
。
そ
の

後
も
激
し
い
余
震
を
突
い
て
二
人
は
藤
棚
の
下
の
藤
枕
子
に
腰
を
か

け
、
粘
り
強
く
話
を
続
け
る
が
、
揺
れ
が
ひ
ど
く
、
火
の
手
が
追
っ

て
き
た
た
め
、
翌
日
の
再
会
を
約
し
て
話
を
打
ち
切
っ
た
。

加
藤
首
相
の
死
と
内
閣
総
辞
職
、
そ
し
て
突
然
の
大
災
害
と
い
う

三
重
苦
を
背
負
っ
た
山
本
は
、
余
震
と
大
火
の
渦
巻
く
中
、
組
閣
に

奔
走
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
第
二
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
は
九
月
二
日
午
後
七
時
す

ぎ
、
余
震
を
避
け
て
、
赤
坂
離
宮
（
東
宮
御
所
）
の
芝
生
の
上
で
の
組

閣
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
電
灯
は
全
て
消
え
た
ま
ま
で
、
警
手
ら
が
持
つ

提
灯
の
明
か
り
だ
け
が
頼
り
の
薄
暗
闇
の
中
で
の
内
閣
就
任
式
だ
っ

た
。信

任
式
に
続
き
、
同
所
で
最
初
の
閣
議
が
開
か
れ
、
一
千
万
円
の

特
別
救
済
資
金
の
支
出
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
晩
、
帝
都
は
最
初
の

戒
厳
令
の
夜
を
迎
え
た
。

そ
の
時
、
外
国
特
派
員
は
…
…

震
災
直
後
、
外
国
通
信
社
の
東
京
支
局
員
ら
は
、
懸
命
に
本
国
へ

記
事
を
送
ろ
う
と
努
め
た
。
Ｉ
Ｎ
Ｓ
通
信
の
デ
ユ
ー
ク
・
バ
リ
ー
特

派
員
の
場
合
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
彼
の
ケ
ー
ス
は
多
く
の
外

国
特
派
員
に
も
共
通
す
る
。

通
信
手
段
と
首
都
圏
の
交
通
が
途
絶
し
た
た
め
本
国
に
記
事
を
送

れ
な
か
っ
た
バ
リ
ー
記
者
は
、
意
を
決
し
て
東
京
か
ら
西
へ
歩
き
始

め
る
。
や
っ
と
の
思
い
で
た
ど
り
着
い
た
の
が
、
富
士
山
麓
の
富
士

裾
野
駅
だ
っ
た
。
彼
は
、
こ
こ
か
ら
大
阪
行
き
の
汽
車
に
乗
り
、
大

阪
か
ら
は
じ
め
て
本
国
に
記
事
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
震
か
ら

三
日
目
の
こ
と
だ
っ
た
。

Ａ
Ｐ
通
信
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
デ
ニ
ー
記
者
の
場
合
も
同
様
だ
っ
た
。

彼
も
郊
外
の
駅
ま
で
歩
き
、
そ
こ
か
ら
長
崎
行
の
汽
車
に
乗
り
込
ん

だ
。
当
時
、
長
崎
に
あ
っ
た
グ
レ
ー
ト
・
ノ
ー
ザ
ン
無
電
会
社
か
ら

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
モ
ス
ク
ワ
経
由
で
記
事
を
送
ろ
う
と
考
え
た
の

だ
。
し
か
し
、
長
崎
に
着
い
た
記
者
は
、
料
金
先
払
い
証
明
書
が
な

い
た
め
、
長
崎
の
無
電
局
長
に
打
電
を
拒
否
さ
れ
、
記
事
を
送
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
本
国
の
Ａ
Ｐ
通
信
は
、
米
村
の
無
線
局
を
通
じ

て
同
記
者
と
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
震
災
後
三
日
目
に
初
め
て

デ
ニ
ー
記
者
は
目
撃
記
事
を
米
村
を
通
じ
て
本
国
に
送
っ
た
。
こ
れ

が
、ア
メ
リ
カ
人
特
派
員
に
よ
る
最
初
の
震
災
の
取
材
記
事
と
な
っ
た
。

Ⅱ　

ア
メ
リ
カ　

救
援
に
乗
り
出
す

こ
の
史
上
最
大
の
自
然
災
害
に
対
し
、
逸
早
く
救
援
に
乗
り
出
し

た
の
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
だ
っ
た
。

米
村
嘉
一
郎
が
発
し
た
無
線
を
最
初
に
傍
受
し
た
の
が
、

一
九
〇
六
年
四
月
一
八
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
震
災
に
襲
わ
れ
、

日
本
か
ら
も
多
大
な
援
助
を
受
け
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
Ｒ
Ｃ
Ａ

局
だ
っ
た
こ
と
は
偶
然
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

九
月
三
日
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
「
か
か
る
事
態
を

迎
え
、
今
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
震
に
際
し
、
日
本
赤
十
字
社
（
以

下
、
日
赤
）
か
ら
即
座
に
十
万
ド
ル
を
合
衆
国
に
送
っ
て
く
れ
た
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
本
日
午
後
、
太
平
洋
沿
岸
諸
都
市
の
赤

十
字
支
部
は
、
本
社
に
対
し
、
日
本
に
速
や
か
に
看
護
婦
と
救
護
要

員
を
送
る
準
備
を
進
め
て
い
る
と
伝
え
て
き
た
」
と
書
い
て
い
る
。

米
赤
に
日
本
救
済
本
部

ワ
シ
ン
ト
ン
時
間
の
九
月
二
日
、
日
曜
日
。
日
本
の
大
震
災
の

ニ
ュ
ー
ス
を
前
日
の
報
道
で
知
っ
た
カ
ル
ビ
ン
・
ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統

領
は
、
自
ら
総
裁
を
務
め
る
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
の
幹
部
会
を
招
集
し

た
。
そ
し
て
大
統
領
令
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
に
「
日
本
救
済

事
務
所
本
部
」
が
設
置
さ
れ
、
五
百
万
ド
ル
（
現
在
換
算
約
三
〇
〇
億
円
）

を
目
標
と
す
る
日
本
震
災
羅
災
者
救
済
募
金
の
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。

東
日
本
大
震
災
の
時
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統
領
の

関
東
大
震
災
救
済
策
を
参
考
に
『
ト
モ
ダ
チ
作
戦
』
を
立
案
し
た
と
言

わ
れ
る

２

。
関
東
大
震
災
の
日
本
救
済
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
立
案
に
は
、

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
の
Ｊ
・
Ｌ
・
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
長
代
理
、
フ
ー
バ
ー

商
務
長
官
、
ワ
ッ
ズ
ワ
ー
ス
財
務
次
官
、
そ
れ
に
日
本
の
埴
原
政
直

駐
米
大
使
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統
領
は
、
直
ち
に
ラ

ジ
オ
で
大
統
領
教
書
を
発
し
、
国
民
に
対
し
、
日
本
救
済
へ
の
協
力

を
訴
え
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
長
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
ベ
イ
ン

と
米
国
商
務
長
官
フ
ー
バ
ー
は
連
名
で
、
実
業
界
と
国
民
に
対
し
次

の
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。

「
日
本
を
今
回
の
災
害
か
ら
早
く
復
活
さ
せ
る
に
は
、
日
本

の
経
済
と
信
用
が
強
固
な
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
、
米

国
の
実
業
家
は
平
時
と
同
様
に
日
本
と
取
引
す
べ
き
で
あ
る
。」

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
『
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
』
紙
は
、
次
の
よ
う
な
評
論

を
掲
載
し
た
。

「
日
本
は
今
回
の
大
震
災
の
た
め
に
、
世
界
の
一
強
国
と
し

て
の
位
置
に
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
者
が
あ
る
が
、

我
等
は
決
し
て
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
往
年

の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
震
災
と
同
様
、
日
本
が
確
実
に
、
し
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か
も
迅
速
に
完
全
な
回
復
を
見
る
べ
き
こ
と
は
、

奇
跡
と
も
い
う
べ
き
程
の
日
本
の
近
代
的
進
歩
に

照
ら
し
て
も
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。」

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
こ
う
し
た
対
応
は
、
日

本
の
そ
の
後
の
復
興
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
。
震
災
直

後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
場
で
は
、
日
本
の
公
債
が
一
時
、

二
十
ド
ル
下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
報

道
が
伝
わ
る
や
、
回
復
に
転
じ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
伝
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
は
未
曽
有
の
大
災

害
を
体
験
し
つ
つ
も
、
外
国
に
対
す
る
日
本
の
経
済
的

信
用
に
関
し
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
ず
に
済
ん
だ
の
で

あ
る
。

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
の
日
本
救
済
募
金
は
、
当
初
の

目
標
額
五
百
万
ド
ル
を
ま
た
た
く
間
に
超
え
、
十
月

二
十
四
日
に
は
一
千
万
ド
ル
に
達
し
、
最
終
的
に
は

二
千
五
百
万
ド
ル
（
約
一
、五
〇
〇
億
円
）
に
も
及
ん
だ
。

こ
の
額
は
、
当
時
と
し
て
は
想
像
を
絶
す
る
額
で
あ
っ

た
。
こ
れ
だ
け
の
救
援
金
が
米
国
一
国
だ
け
で
集
め
ら

れ
た
の
だ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
で
ア

メ
リ
カ
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
救
援
金
七
億
三
千
万
ド
ル
（
約

九
八
〇
億
円
、
米
赤
か
ら
は
約
三
〇
億
円
）
と
比
べ
て
も
募

各国の支援状況を伝える日本の新聞記事　
（国立国会図書館デジタルコレクションより）

金
額
の
巨
額
さ
が
わ
か
る
。

ア
ジ
ア
艦
隊
提
督
動
く

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
本
土
が
日
本
救
済
を
開
始
す
る
よ
り
早
く
、

日
本
救
済
に
乗
り
出
し
た
ア
メ
リ
カ
人
が
い
た
。

森
岡
二
朗
が
「
こ
れ
あ
丸
」
か
ら
打
電
し
た
最
初
の
無
線
を
傍
受
し

た
者
の
中
に
、
当
時
、
中
国
の
大
連
に
寄
港
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
海

軍
ア
ジ
ア
艦
隊
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
提
督
が
い
た
。
提
督
は
九
月
一
日

の
夜
、
積
め
る
だ
け
の
物
資
を
艦
隊
に
積
み
込
み
、
マ
ニ
ラ
の
僚
艦

を
従
え
て
日
本
に
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
四
十
八
時
間
後
に
横
浜
に

到
着
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
提
督
ら
の
艦
隊
は
、
奇
妙
な
光
景
に

遭
遇
し
て
い
る
。
日
本
か
ら
外
海
に
向
か
う
日
本
海
軍
の
船
団
と
す

れ
違
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
日
本
艦
隊
は
東
京
の
軍
令
部
か
ら

の
中
止
命
令
の
な
い
ま
ま
、
定
期
演
習
を
続
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
海
軍
は
、
東
京
湾
に
入
港
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
軍
艦
に
対

し
、
港
外
退
去
命
令
を
出
し
て
い
る
。
国
内
に
は
非
常
時
に
乗
じ
て
、

外
国
が
侵
略
し
て
く
る
と
い
う
風
聞
が
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
、
日
本
海
軍
の
退
去
命
令
は
無
視
さ
れ
、
そ
の
後
、
外
国
艦

船
が
次
々
と
救
援
物
資
を
満
載
し
て
、
東
京
、
横
浜
へ
と
寄
港
し
た
。

九
月
一
日
夜
、
関
西
に
寄
港
し
て
い
た
日
本
海
軍
の
艦
船
は
京
浜
地

域
へ
の
救
助
に
向
か
っ
た
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
提
督
は
、
そ
の
後
、
こ
の
時
の
功
績
に
よ
り
、
日

赤
か
ら
特
別
社
員
に
推
薦
さ
れ
、有
功
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

米
国
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
駐
屯
司
令
官
リ
ー
ド
将
軍
は
、
軍
医
、
看
護
婦

を
率
い
て
、「
メ
リ
ッ
ト
号
」
で
来
航
し
、
横
浜
・
新
山
下
町
と
東
京
・

築
地
、そ
し
て
神
戸
に
そ
れ
ぞ
れ
仮
設
病
院
を
建
て
救
助
に
あ
た
っ
た
。

九
月
四
日
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
の
最
高
顧
問
マ
ッ
コ
イ
少
将

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
将
校
三
十
人
、
兵
士
百
二
十
人
、
医
員
七
人
、
看

護
婦
五
十
人
、
看
護
人
十
八
人
と
と
も
に
来
日
し
、
日
赤
と
協
力
し
て
、

リ
ー
ド
将
軍
ら
が
建
て
た
仮
設
病
院
の
運
営
監
督
に
あ
た
っ
た
。マ
ッ

コ
イ
少
将
は
、
日
赤
に
対
し
最
も
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
人
物
で
あ

り
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
提
督
ら
と
と
も
に
、
後
に
有
功
章
を
授
与
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
九
月
四
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
か
ら
の
緊
急

義
援
金
十
万
ド
ル
が
ア
メ
リ
カ
大
使
か
ら
外
務
大
臣
を
介
し
て
日
赤

本
社
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
額
は
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
震
に
際
し
、

日
赤
が
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
に
贈
っ
た
金
額
と
同
額
だ
っ
た
。
九
月
十

日
に
は
、
青
島
方
面
か
ら
戦
艦
「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ク
」
が
品
川
に
入
港

し
、
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
の
「
ホ
ー
キ
ン
号
」
も
相
前
後
し
て
到
着
し
た
。

九
月
十
九
日
に
は
、
米
艦
「
ベ
ガ
」
が
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
取
扱
い

の
寄
贈
品
を
満
載
し
て
来
日
し
た
。
総
額
五
十
七
万
ド
ル
の
中
身
は
、

米
八
万
四
千
七
百
六
十
六
袋
、
砂
糖
六
十
六
ト
ン
、
焼
豆
二
十
ト
ン
、
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無
糖
練
乳
百
二
十
五
ト
ン
、
小
麦
粉
七
百
五
十
六
ト
ン
、
挽
木
材

百
二
十
三
ト
ン
、
石
け
ん
二
十
ト
ン
、
鋼
鉄
材
四
十
六
ト
ン
な
ど
多

種
多
量
に
わ
た
っ
た
。
現
在
も
日
赤
本
社
情
報
プ
ラ
ザ
に
保
管
さ
れ

て
い
る
ア
メ
リ
カ
産
の
バ
ー
ボ
ン
ウ
イ
ス
キ
ー
一
瓶
は
、
こ
の
時
の

救
援
物
資
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
前
日
の
十
八
日
に
も
、
米

赤
の
寄
贈
品
で
あ
る
下
着
二
十
二
万
五
千
枚
、
毛
布
十
万
枚
が
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
日
本
船
「
天
洋
丸
」
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
各
地
か
ら
送
ら
れ
た
救
援
品
は
、
当
時
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
港
と
シ
ア
ト
ル
港
か
ら
日
本
に
送
ら
れ
た
が
、
両
港
ま
で
の

国
内
輸
送
は
、
南
太
平
洋
鉄
道
会
社
と
モ
ル
ガ
ン
汽
船
会
社
が
全
て

無
料
で
扱
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」

ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統
領
の
日
本
救
済
の
呼
び
か
け
は
、
燎
原
の
火
の

如
く
全
米
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
九
月
二
日
は
日
曜
日
だ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
市
民
が
な
ぜ
か
、

い
つ
も
の
よ
う
に
出
勤
し
た
。
日
本
の
京
浜
地
方
全
滅
の
ニ
ュ
ー
ス

を
前
日
の
夕
刊
で
知
っ
た
市
民
ら
が
、
こ
の
日
の
賃
金
を
全
て
義
援

金
に
提
供
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
救
世
軍
は
、
提
灯
を
手
に
し
て
街
頭
に

立
ち
、「
日
本
を
救
え
」
と
大
声
で
叫
び
、
桜
の
造
花
を
通
行
人
に
売

アメリカ赤十字から日赤に贈られたバーボンウイスキー
（ © 日本赤十字社）

り
つ
け
た
。
こ
れ
を
拒
む
市
民
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

市
は
、胸
に
桜
の
造
花
を
つ
け
た
市
民
で
満
ち
あ
ふ
れ
た
と
い
う
。「
一

分
早
け
れ
ば
、
一
人
多
く
助
か
る
」
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
日
本
救

済
募
金
の
標
語
だ
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
限
ら
ず
、
全
米
の
各
州
が
大
統
領
教
書
を
受

け
て
同
様
の
布
告
を
出
し
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
黄
禍
論

の
高
ま
り
に
よ
る
日
本
人
排
斥
の
機
運
が
強
か
っ
た
が
、
そ
の
渦
中

に
あ
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
ハ
ー
ス
ト
系
排
日
新
聞
の
『
エ

グ
ザ
ミ
ナ
ー
』
紙
が
社
説
を
掲
げ
、「
今
回
の
よ
う
な
凄
惨
な
天
災
に

直
面
し
て
は
、
人
種
差
別
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
意
味
を
失
っ
て

し
ま
う
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
民
は
、
貧
富
を
問
わ
ず
、
日
本
人

の
救
助
に
全
力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
」
と
呼
び
か
け
た
。
排
日
気

運
の
高
か
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
米
穀
組
合
も
米
五
十
万
俵
を
日

本
に
送
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
全
米
の
多
く
の
映
画
館
や
劇
場
は
寄
付
金
を
募
集
し
、

新
聞
は
連
日
、
日
本
救
済
論
を
掲
載
し
た
。

各
国
か
ら
続
々
と
救
援
の
波

ア
メ
リ
カ
の
国
民
的
な
日
本
救
済
運
動
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
大
き

な
救
援
の
輪
が
世
界
中
に
広
が
り
、
日
本
国
民
に
深
い
感
銘
を
与
え
、

人
道
博
愛
に
国
境
の
な
い
こ
と
を
痛
感
せ
し
め
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
劇
場
や
映
画
館
、
そ
の
他
の
娯
楽
施
設
が
興
行

を
全
て
取
り
や
め
、
国
民
は
半
旗
を
掲
げ
て
日
本
に
弔
意
を
示
し
た
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
は
、
イ
タ
リ
ア
艦
隊
と
と
も
に
横
浜
港
へ
救

援
に
か
け
つ
け
た
。
フ
ラ
ン
ス
赤
十
字
社
も
、十
五
万
フ
ラ
ン
を
送
っ

て
き
た
。
ロ
シ
ア
は
、
外
務
省
極
東
局
長
ド
ウ
ホ
ー
フ
ス
キ
ー
を
議

長
と
す
る
日
本
震
災
救
護
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
軍
艦
で
救
援
品

を
日
本
に
送
っ
た
。

中
国
で
は
、
北
京
紅
十
字
会
の
荘
篠
理
理
事
長
ら
二
十
六
人
か
ら

な
る
救
護
団
が
来
日
し
、
二
万
元
を
日
赤
に
寄
付
し
た
。
中
国
政
府

も
速
や
か
に
二
十
万
元
の
救
援
金
を
送
っ
て
き
た
ほ
か
、
日
本
救
済

の
た
め
、
閣
議
で
米
穀
禁
輸
令
の
撤
廃
を
可
決
し
、
さ
ら
に
救
助
資

金
を
調
達
す
る
た
め
一
年
間
、
全
国
の
海
上
関
税
を
一
割
引
き
上
げ
、

こ
の
付
加
税
の
半
額
を
日
本
に
送
る
こ
と
も
決
め
て
い
る
。
当
時
の

宣
統
帝
（
清
朝
最
後
の
皇
帝
）
は
、
自
ら
の
所
持
金
の
全
額
一
万
元
を
寄

付
し
、
西
太
后
愛
蔵
の
家
宝
約
三
十
万
点
の
ほ
と
ん
ど
、
約
十
五
万

元
相
当
も
寄
付
し
、
資
産
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
投
げ
出
し
て
い
る
。

当
時
、
排
日
新
聞
と
し
て
知
ら
れ
た
東
三
省
民
報
も
「
日
本
羅
災

後
の
支
那
の
責
任
」
と
題
す
る
社
説
を
掲
げ
、「
吾
人
は
同
種
同
文
の

関
係
上
、
そ
の
救
済
の
責
任
は
他
国
で
は
な
く
、
そ
の
大
半
を
支
那

が
負
う
べ
し
」
と
訴
え
か
け
た
。
ま
た
、
弔
意
を
表
す
べ
く
、
数
日
間
、
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演
劇
を
休
止
し
、
そ
の
後
、
劇
場
の
三
日
間
の
収
入
を
全
額
義
援
金

に
提
供
し
た
。

中
米
の
メ
キ
シ
コ
か
ら
も
、
即
座
に
国
民
か
ら
の
募
金
五
万
ペ
ソ

の
義
援
金
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
現
在
単
純
換
算
で
も
一
億
円
以
上
の

大
金
だ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
管
理
下
に
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、「
百
万
ペ
ソ
募

金
運
動
」
が
一
カ
月
間
実
施
さ
れ
た
。

イ
タ
リ
ア
赤
十
字
は
、
三
万
二
千
円
（
現
在
の
約
一
億
円
）
を
寄
付
し

た
ほ
か
、
艦
隊
に
積
ん
で
き
た
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
十
棟
を
上
野
池
の
端

に
建
設
し
、
翌
年
二
月
十
六
日
に
完
成
さ
せ
、
こ
れ
を
日
赤
本
社
に

引
き
渡
し
た
。

イ
ン
ド
で
も
、
総
督
レ
ジ
ン
ク
卿
が
全
イ
ン
ド
国
民
に
対
し
、
義

援
金
を
呼
び
か
け
た
。
そ
の
他
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、パ
ナ
マ
、キ
ュ
ー

バ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
チ
リ
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、

サ
ン
マ
リ
ノ
な
ど
、
実
に
四
十
ヵ
国
か
ら
義
援
金
や
見
舞
い
が
寄
せ

ら
れ
た
。

当
時
、
パ
リ
に
本
部
が
あ
っ
た
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）

か
ら
は
二
万
フ
ラ
ン
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
創
設
間
も
な
い
赤
十

字
社
連
盟
（
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
）
か
ら
は
、
十
万
フ
ラ
ン
の
援
助
と
日
本
震
災

救
援
金
の
設
置
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
が
、
日
赤
本
社
は
、
既
に
臨

時
震
災
救
護
部
を
特
設
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
申
し
出
を
深
謝
し
て

断
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
合
同
委
員
会
と

し
て
二
千
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
が
日
赤
に
寄
贈
さ
れ
た
。
で
き
た
ば
か
り

の
赤
十
字
社
連
盟
の
日
本
救
済
は
、
連
盟
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
で
行

う
最
初
で
最
大
の
救
援
活
動
だ
っ
た
。

国
境
越
え
た
人
道
の
絆

 

こ
う
し
た
諸
外
国
の
多
大
な
援
助
に
対
し
、
日
本
政
府
は
国
民
を

代
表
し
て
深
い
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
特
に
物
心
両
面
ら

多
大
な
援
助
と
友
愛
の
情
を
示
し
て
く
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
山

本
首
相
は
、
震
災
後
、
初
め
て
開
か
れ
た
国
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
が
悲
嘆
と
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
て
お

り
ま
し
た
時
に
当
り
、
ア
メ
リ
カ
の
政
府
と
国
民
が
示
し
て
く

れ
ま
し
た
純
粋
な
る
友
情
は
、
必
ず
や
両
国
民
間
の
友
好
関
係

を
増
進
し
、
ひ
い
て
は
、
世
界
平
和
の
へ
の
絆
と
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。」

十
万
人
を
超
え
る
死
傷
者
を
出
し
た
史
上
ま
れ
に
見
る
大
自
然

災
害
は
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
も
等
し
く
大

き
な
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
一
国
の
危
急

に
際
し
、
世
界
は
国
籍
、
主
義
主
張
を
超
え
て
人
道
の
名
の
も
と
に

手
を
つ
な
ぎ
あ
え
る
こ
と
を
実
証
し
た
と
も
い
え
る
。
関
東
大
震
災

か
ら
八
八
年
後
に
再
び
日
本
を
襲
っ
た
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
も
、

世
界
の
同
胞
か
ら
多
大
の
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

い
。関

東
大
震
災
は
そ
の
後
の
防
災
体
制
の
整
備
に
も
多
く
の
教
訓
を

残
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
通
信
手
段
が
壊
滅
し
た
中
で
唯
一
威

力
を
発
揮
し
た
無
線
（
電
）
通
信
の
見
直
し
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
ら

れ
な
い
。
震
災
後
、
政
府
は
無
線
通
信
体
制
の
整
備
に
全
力
を
注
ぐ

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

財
政
危
機
を
克
服
し
た
佐
野
常
民
の
先
見

関
東
大
震
災
で
本
館
、
倉
庫
、
そ
の
他
の
一
切
を
焼
失
し
、
被
害

額
が
約
十
一
万
円
に
達
し
た
日
赤
本
社
で
は
あ
っ
た
が
、
直
ち
に
救

護
の
本
務
を
遂
行
す
べ
く
立
ち
あ
が
っ
た
。
九
月
九
日
に
は
、
本
社

で
常
議
会
が
招
集
さ
れ
、
臨
時
震
災
救
護
部
の
設
置
と
五
百
万
円
の

救
護
予
算
の
編
成
が
決
定
さ
れ
た
。
当
初
の
予
算
総
額
は
三
百
万
円

だ
っ
た
が
、石
黒
忠
悳
常
議
員
が
修
正
発
議
を
行
い
五
百
万
円
に
な
っ

た
。ま

た
、
桑
田
熊
蔵
常
議
員
は
緊
急
に
必
要
な
場
合
に
は
会
計
規
則

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
適
宜
柔
軟
な
予
算
執
行
が
で
き
る
よ
う
に
発
議
を

行
い
、
こ
れ
も
了
承
さ
れ
た
。

五
百
万
円
と
い
う
巨
費
は
、
日
赤
が
日
露
戦
争
の
救
護
で
支
出

し
た
五
百
十
四
万
円
に
匹
敵
す
る
額
で
、
政
府
の
特
別
救
済
基
金

一
千
万
円
と
比
較
し
て
も
思
い
切
っ
た
決
断
だ
っ
た
と
い
え
る
。
現

在
換
算
で
約
一
五
十
億
円
に
の
ぼ
る
巨
費
を
、
当
時
の
日
赤
は
い
か

に
し
て
調
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
背
景
に
は
初
代
社
長
・
佐
野

常
民
の
先
見
に
富
ん
だ
構
想
が
あ
っ
た
。

佐
野
は
不
測
の
事
態
に
備
え
る
活
動
財
源
と
す
る
た
め
、
一
千
万

円
を
積
み
立
て
る
こ
と
を
計
画
し
た
が
、
実
現
を
見
な
い
ま
ま
明

治
三
十
五
年
十
二
月
七
日
、
八
十
一
歳
で
逝
去
し
た
。
第
二
代
の

松
方
正
義
社
長
は
、
佐
野
の
意
思
を
継
い
で
五
百
万
円
増
額
し
、

一
千
五
百
万
円
を
目
標
と
す
る
十
ヵ
年
の
根
基
資
金
の
積
立
計
画
を

立
て
、
明
治
三
十
五
年
か
ら
十
年
間
で
積
立
て
を
完
了
し
た
。
こ

の
資
金
に
病
院
船
「
博
愛
丸
」
と
「
弘
済
丸
」
の
売
却
代
金
（
当
初
、
こ

れ
で
新
た
な
大
型
船
の
購
入
を
計
画
し
て
い
た
が
そ
の
後
、
計
画
を
変
更
し

た
）
を
加
え
、
こ
の
資
金
は
、
大
正
十
二
年
九
月
一
日
の
震
災
時
に
は

在
高
約
千
九
百
万
円
に
達
し
て
い
た
。
当
時
の
本
社
救
護
準
備
資
金

は
百
六
十
八
万
円
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
根
基
資
金
の
中
か
ら

三
百
三
十
万
円
を
繰
替
借
と
し
て
歳
入
に
充
て
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
思
わ
ぬ
障
害
が
待
ち
う
け
て
い
た
。
震
災
直
後
で
経
済

は
混
乱
し
、
債
券
は
暴
落
、
金
融
活
動
が
全
面
停
止
し
た
た
め
、
日

赤
は
多
額
の
債
権
を
持
ち
な
が
ら
現
金
化
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
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し
ま
っ
た
。
当
時
の
第
五
代
平
山
成
信
社
長
は
、
か
か
る
状
況
下
で

は
日
本
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
る
道
し
か
な
い
と
判
断
し
、
日
銀
の

木
村
副
総
裁
と
深
井
理
事
に
相
談
し
た
。
結
果
、
日
銀
の
理
解
が
得

ら
れ
、
日
赤
の
根
基
資
金
の
公
債
を
担
保
と
し
て
融
資
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
銀
の
性
格
上
、
直
接
、
日
赤
本
社
に
融

資
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
日
銀
は
日
赤
本
社
の
取
引
銀
行
で

あ
っ
た
安
田
銀
行
小
舟
町
支
店
（
現
み
ず
ほ
銀
行
小
舟
町
支
店
）
に
資
金

を
貸
し
つ
け
、
同
行
か
ら
日
赤
社
長
に
手
形
割
引
の
形
で
貸
付
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
銀
は
、
担
保
に
差
し
出
し
た
四
％

の
利
付
公
債
四
百
万
円
分
を
七
掛
評
価
し
、
二
百
八
十
万
円
を
融

資
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
安
田
銀
行
は
手
数
料
等
を
差
し
引
い
た

二
百
五
十
万
円
を
日
赤
本
社
に
貸
付
け
た
。
こ
う
し
て
、
日
赤
は
第

一
の
財
政
的
難
局
を
辛
う
じ
て
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

関
東
大
震
災
か
ら
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
今
日
、
日
本
は
度
重
な
る

震
災
に
見
舞
わ
れ
、
多
く
の
被
災
者
を
出
し
続
け
て
い
る
。
関
東
大

震
災
、
そ
し
て
記
憶
に
新
し
い
東
日
本
大
震
災
な
ど
が
投
げ
か
け
た

教
訓
を
防
災
、
減
災
、
そ
し
て
救
援
活
動
に
い
か
に
生
か
し
て
ゆ
く

か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
忠
男
記　

（
本
稿
は
、
拙
稿
『
世
界
が
動
い
た
関
東
大
震
災
』（
昭
和
六
三

年
九
月
、「
赤
十
字
の
動
き
」
掲
載
）
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
。）

注１　

内
閣
府
、
報
告
書
（
一
九
二
三 

関
東
大
震
災
） 

： 

防
災
情
報
の
ペ
ー

ジ
― 

内
閣
府 

（bousai.go.jp

）

２　

関
東
大
震
災
の
ち
ょ
っ
と
い
い
話　

ア
メ
リ
カ
の
「
関
東
大
震
災
・

ト
モ
ダ
チ
作
戦
」 （bo-sai.co.jp

）

【
主
要
参
考
文
献
】

・
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿

・
大
正
大
震
大
火
の
記
念
（
毎
日
通
信
社
出
版
部
・
一
九
二
四
年
）

・
神
奈
川
県
警
察
史
（
神
奈
川
県
警
察
本
部
・
一
九
七
〇
―
七
四
年
）

・
関
東
電
信
電
話
百
年
史
（
関
東
電
気
通
信
局
編
・
一
九
六
八
年
）

・
郵
政
百
年
史
（
郵
政
省
編
、
岩
崎
美
術
社
・
一
九
八
三
年
）

・
関
東
大
震
災
後
に
お
け
る
逓
信
事
業
の
復
旧
と
善
後
策
（
田
原
啓
祐
著
、

逓
信
総
合
博
物
館　

研
究
紀
要　

第
四
号 

（
二
〇
一
三
年
三
月
））

・
正
午
二
分
前
（
ノ
エ
ル
・
Ｆ
・
ブ
ッ
シ
ュ
著
、
早
川
書
房
・
一
九
六
七
年
）

・
日
本
無
線
史
全
一
三
巻
（
電
波
監
理
委
員
会
・
一
九
五
〇
―
五
一
年
）

・
日
本
内
閣
史
録
（
林
茂
編
・
第
一
法
規
・
一
九
八
一
年
）

・
大
正
震
災
美
績
（
東
京
府
・
一
九
二
四
年
）

・
大
正
震
災
志
（
岩
波
書
店
・
一
九
二
六
年
）

・
大
正
大
震
災
大
火
災
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
・
一
九
二
三
年
）

・N
ew

 York Tim
es

、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
（
一
九
二
三
年
九
月

一
日
～
九
日
）

・The Tim
es

ザ
・
タ
イ
ム
ズ
（
一
九
二
三
年
九
月
三
日
～
八
日
）

・
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

・
無
線
塔
予
備
調
査
報
告
書
（
一
九
七
七
年
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一
九
四
五
年
八
月
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
代
表
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
博
士

大
川
四
郎

愛
知
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科　

教
授

は
じ
め
に

一
九
四
五
年
年
九
月
初
め
に
、
被
爆
後
の
広
島
に
大
量
の
医
薬
品

を
連
合
国
軍
に
空
輸
さ
せ
、
実
地
に
組
織
的
な
救
護
活
動
を
実
施
し

た
こ
と
で
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

１

と
略
）
駐
日
代

表
部
首
席
代
表
で
あ
っ
た
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
の
名
が
つ
と

に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
、
事
前
に
広
島
入
り
し
、

実
地
に
惨
状
を
確
認
し
た
者
が
至
急
電
報
を
打
電
し
な
け
れ
ば
、
実

現
し
得
な
か
っ
た
。
こ
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代

表
の
一
人
だ
っ
た
フ
リ
ッ
ツ
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
博
士
（
一
九
〇
〇
―

一
九
九
三
）
で
あ
る

２

。
し
か
し
、
彼
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
と
し
て

そ
の
他
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
実
施
し
た
の
か
は
、
全
く
知
ら
れ
て

い
な
い

３

。
本
稿
で
は
、
内
外
の
資
料
を
使
い
、
こ
の
点
を
明
か
に
し

て
い
く
。Ⅰ　

出
自
そ
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
就

任
ま
で

一
九
〇
一
年
一
月
三
〇
日
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
ス
イ
ス
国
内
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
生
ま
れ

寄
稿
論
文―

彼
の
広
島
県
内
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て

た
４

。
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
家
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
移
住
し
、
一
九
一
四
年

に
ス
イ
ス
の
市
民
権
を
取
得
し
て
い
る

５

。
実
家
は
、
ス
イ
ス
に
移
住

し
て
か
ら
も
ド
イ
ツ
国
内
に
多
大
な
資
産
を
残
し
て
い
た

６

。
こ
の

こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
国
内
の
土
木
建
設
業
界
で
著
名
な
ビ
ル
フ
ィ
ン

ガ
ー
・
ベ
ル
ガ
ー
建
設
会
社
を
創
業
し
た
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
一
族
が

出
自
か
も
し
れ
な
い

７

。
ち
な
み
に
、
後
に
同
名
の
企
業
で
彼
は
研
修

を
受
け
て
い
る
。
彼
自
身
は
次
の
よ
う
な
履
歴
を
後
に
記
し
て
い
る
。

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
市
内
の
初
等
学
校
に
就
学
し
た
後
、
コ
ロ

ン
ビ
ェ
ー
ル

８

の
中
等
学
校
に
一
年
半
、
次
い
で
、
英
国
内
ダ

ン
ス
テ
ー
ブ
ル
の
中
等
学
校
に
学
ん
だ
。
尚
も
チ
ュ
ー
リ
ッ

ヒ
市
内
の
工
業
学
校
（
実
科
高
等
学
校
）
を
卒
業
し
た
後
、
私
は

一
九
二
〇
年
に
高
校
卒
業
証
書
（
大
学
入
学
資
格
）
を
取
得
し
た
。

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
連
邦
工
科
大
学
に
二
学
期
間
、（
ド
イ
ツ
国
内
）

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
工
科
大
学
に
四
学
期
間
学
び
、（
ド
イ
ツ

国
内
）
マ
ン
ハ
イ
ム
の
グ
リ
ュ
ン
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
株
式
会

社
に
お
い
て
一
年
間
の
技
術
者
研
修
を
積
ん
だ
。
五
学
期
目
を

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
で
学
ん
だ
後
、
私
は
経
済
学
博
士
号
を
取

得
し
た

９

。

そ
の
後
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・

ロ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ル
」10

社
に
就
職
し
、
中
国
・
上
海
に
お
け
る
勤
務

を
始
め
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
頃
に
は
、
同
社
の
上
海

工
場
の
業
務
執
行
取
締
役
（m

anaging director

）
に
昇
進
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
同
社
の
資
本
金
の
う
ち
、
三
分
の
一
は
ス
イ
ス
国
籍

の
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ェ
ル
ケ
・
フ
ュ
ア
・
ヒ
ー
ナ
」
社

か
ら
出
資
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
三
分
の
二
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
カ
ン
パ
ニ
ー
」
お
よ
び
カ
ナ
ダ

の
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ユ
ニ
オ
ン
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
」
か
ら
出
資
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
た
め
、
上
海
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
日
本
政
府
は
、

「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ル
」
社
を
「
敵

産
企
業
」
と
見
做
し
、
一
九
四
二
年
一
〇
月
に
、
軍
の
管
理
下
に
置

い
た
。
軍
そ
し
て
当
時
の
興
亜
院
華
中
連
絡
部
を
経
て
、
住
友
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
株
式
会
社
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

11

。

そ
こ
で
、「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ル
」

社
に
関
わ
る
ス
イ
ス
権
益
を
保
護
す
る
た
め
に
動
き
だ
し
た
の
が
、

当
時
の
駐
日
ス
イ
ス
公
使
カ
ミ
ー
ユ
・
ゴ
ル
ジ
ェ
で
あ
る

12

。
お
り
し

も
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
の
業
務
が
拡

大
し
、
代
表
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
人
事
に
関
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
と
頻
繁
に
連
絡
を
交
わ
し
て
い

た
ゴ
ル
ジ
ェ
公
使
は
、
上
海
在
住
の
ス
イ
ス
居
留
民
の
中
か
ら
適
任

者
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
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Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
は
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
対
し
て
、
赤
十
字
活
動

の
理
念
と
具
体
的
な
業
務
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ル
」
社
本
部

を
通
じ
て
、
代
表
就
任
後
の
少
な
い
給
与
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
い

る
。
本
人
は
い
ず
れ
に
も
諒
解
を
示
し
た
よ
う
で
あ
る

13

。

も
っ
と
も
、
ゴ
ル
ジ
ェ
公
使
は
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
事
務
処
理

能
力
を
評
価
し
つ
つ
も
、「
む
つ
か
し
い
性
格
」（caractère difficile

）
が

原
因
で
、
駐
日
ス
イ
ス
公
使
館
員
の
み
な
ら
ず
、
他
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
代

表
ら
と
の
協
力
が
円
滑
に
進
む
か
ど
う
か
不
安
だ
と
の
見
解
を
示
し

て
い
た

14

。

イ
ン
ゲ
夫
人
を
同
伴
し
、
上
海
か
ら
南
京
、
ソ
ウ
ル
、
釜
山
、
下

関
を
経
た
末

15

、
来
日
し
た
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
一
九
四
五
年
一
月
よ

り
、
東
京
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
代
表
の
任
務
に
就
い
た
。

最
初
の
住
居
は
、
三
月
十
日
の
大
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
た
。
友
人

を
介
し
て
一
軒
家
（
東
京
都
麻
生
区
東
鳥
井
坂
一
四
番
地
）
を
確
保
し
た
。

大
き
な
住
宅
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
空
襲
で
焼
け
出
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、駐
日
代
表
部
の
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
数
名
を
同
居
さ
せ
て
い
る
。

当
時
、
愛
知
県
名
古
屋
市
内
の
民
間
人
抑
留
所
で
、
イ
タ
リ
ア
人

民
族
学
者
フ
ォ
ス
コ
・
マ
ラ
イ
ー
ニ
が
そ
の
家
族
と
共
に
劣
悪
な
条

件
の
ま
ま
拘
束
さ
れ
て
い
た

16

。
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐

日
代
表
部
と
連
携
し
て
い
た
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、「
日
赤
」
と
略
）
宛

に
、
四
月
二
七
日
付
の
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
一

家
を「
博
愛
ノ
立
場
カ
ラ
…
…
抑
留
生
活
ヨ
リ
解
放
ス
ル
コ
ト
」（From

 

a hum
anitarian standpoint, the best solution would be to have this fam

ily 

released from
 cam

p life

）17

を
関
係
当
局
に
働
き
か
け
て
ほ
し
い
、
と
。

日
赤
は
社
内
の
日
赤
俘
虜
救
恤
委
員
部
を
通
じ
て
内
務
省
警
保
局
に

要
請
を
伝
え
た
。
し
か
し
、
マ
ラ
イ
ー
ニ
一
家
が
解
放
さ
れ
る
の
は
、

日
本
敗
戦
後
と
な
る
。

同
じ
く
四
月
の
時
点
で
、
五
月
三
、四
、七
日
に
日
本
国
内
の
民
間

人
抑
留
所
を
視
察
す
る
こ
と
へ
の
許
可
を
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
ペ

ス
タ
ロ
ッ
チ
代
表
と
共
に
軽
井
沢
署
に
申
請
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

視
察
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た

18

。

ま
た
、
八
月
九
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
よ
り
遠
路
来
日
し
た
ば
か
り
の

図版 1　ICRC駐日代表部代表時　
　代のビルフィンガー

（ICRC アーカイブ所蔵写真）

マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
首
席
代
表
、
お
よ
び

技
術
助
手
の
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
・
ス
ト
レ
ー
ラ
ー
女
史
を
彼
は
都
内
麻

生
区
内
の
自
宅
に
宿
泊
さ
せ
て
い
る

19

。

Ⅱ　

 

一
九
四
五
年
八
月
の
中
国
地
方
に
お
け

る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
と
し
て
の
活
動

一
九
四
五
年
八
月
中
旬
よ
り
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
ジ
ュ
ノ
ー
首

席
代
表
か
ら
の
指
示
に
よ
り
、
中
国
地
方
に
向
け
出
発
し
た
。
そ
の

目
的
は
、
中
国
地
方
各
地
に
散
在
す
る
捕
虜
収
容
所
お
よ
び
民
間
人

抑
留
所
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
連
合
国
軍
将
兵
お
よ
び
連
合
国
籍
民
間

人
を
解
放
し
、彼
ら
の
本
国
帰
還
を
支
援
す
る
た
め
だ
っ
た
。
彼
に
は
、

利
益
保
護
国
代
表
と
し
て
ス
イ
ス
人
マ
ル
ク
ス
・
ヴ
ァ
イ
デ
ン
マ
ン

20

、

通
訳
と
し
て
富
野
康
治
郎

21

が
同
行
し
た
。
一
行
の
日
程

22

は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
八
月
二
三
日　

二
一
〇
〇
時
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
集

合
。
業
務
訓
令
（
附
録
第
一
号
）23

を
受
領
し
、
こ
れ
に
関
す

る
説
明
あ
り
。

旅
費
お
よ
び
救
援
業
務
に
関
わ
る
費
用
と
し
て
日
本
円
に

し
て
金
二
〇
、〇
〇
〇
円
を
支
給
さ
れ
る
。

八
月
二
四
日　

〇
八
三
〇
時
に
東
京
駅
発
の
（
鉄
道
省
）
東
海
道
本
線

車
両
に
て
神
戸
へ
向
か
う
。

八
月
二
五
日　

〇
三
〇
〇
時
に
神
戸
着
。
シ
ュ
ト
ゥ
ン
ツ
ィ
博
士

24

宅

に
て
一
泊
。

必
要
な
指
示
を
大
阪
地
区
担
当
者
ら
（
ブ
ル
ン
ナ
ー
、
カ
ザ
ー

ル
、
ビ
ョ
ル
ン
ス
テ
ッ
ド

25

）
に
与
え
る
。

ブ
ル
ン
ナ
ー
と
共
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
連
絡
資
金
を
配
分
。

ブ
ル
ン
ナ
ー
に
金
五
〇
〇
〇
円
を
支
給
し
た
。
更
に
、
現

地
無
国
籍
困
窮
者
へ
の
救
援
金
と
し
て
二
〇
〇
〇
〇
円
を

追
加
支
給
し
た
。

一
五
三
〇
時
に
福
山
へ
向
け
て
出
発
し
た
。
ヴ
ァ
イ
デ
ン

マ
ン
博
士
と
ヴ
ァ
ル
デ
ン
氏

26

が
同
行
。

八
月
二
六
日　

二
二
五
〇
時
に
福
山
着
。
こ
れ
よ
り
乗
用
車
に
て
府

中
町
へ
向
か
う
。

八
月
二
七
日　

〇
〇
一
五
時
に
府
中
町
に
到
着
。

戸
出
村
捕
虜
収
容
所

27

の
近
藤
大
佐

28

、
そ
の
補
佐
で
あ
る

細
谷
大
尉

29

、
朝
吹
通
訳
と
連
絡
を
取
る
。
輸
送
手
段
の

確
保
を
要
請
し
た
。

目
下
収
容
さ
れ
て
い
る
総
て
の
捕
虜
に
向
け
て
通
報
第
一

号
（
そ
の
見
本
を
添
付
）
を
速
達
便
に
て
配
信
（
附
録
第
二
号
）。

（
速
達
便
の
配
信
予
定
（
附
録
第
三
号
）。

八
月
二
十
八
日　

民
間
人
抑
留
者
向
け
に
通
報
第
一
号
（
附
録
第
六
号
）
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を
三
次
抑
留
所
に
配
信
。

三
次
民
間
人
抑
留
所

30

を
視
察
。

特
別
列
車
の
編
成
を
求
め
て
、
現
地
鉄
道
当
局
と
折
衝
。

当
抑
留
所
視
察
報
告
書
（
附
録
第
四
号
）
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ

病
院
船
「
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ル
ト
号
」
に
乗
船
し
、
当
抑
留
所

で
抑
留
さ
れ
て
い
た
四
四
名
の
船
員
お
よ
び
医
療
従
事
者

に
つ
い
て
言
及
。

当
抑
留
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
添
付
地
図
（
附
録
第
五
号
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

八
月
二
九
日　

〇
七
〇
〇
時
に
、
広
島
へ
向
け
て
出
発
。

広
島
県
知
事
高
野
氏

31

、
陸
軍
中
将
谷
氏

32

、
お
よ
び
県
庁

な
ら
び
に
中
国
軍
管
区
当
局
者
ら
と
共
に
、
原
爆
に
関

し
て
面
談
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
途
報
告
書

33

を
参
照
さ
れ
た

い
）34

。

八
月
三
〇
日　

広
島
を
再
訪
。
原
爆
が
広
島
市
と
そ
の
住
民
に
与
え

た
影
響
に
つ
い
て
調
査
。

臨
時
救
護
所
二
カ
所
を
視
察
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
広
島
県
支
部
と
接
触
。

府
中
町
に
戻
る
。

原
爆
被
爆
者
ら
に
向
け
た
医
療
救
護
に
関
し
、
首
席
代
表

宛
に
打
電

35

。

八
月
三
一
日　

三
次
抑
留
所
に
向
け
た
医
薬
品
お
よ
び
救
恤
品
の
配

給
を
準
備
。

通
信
系
統
に
各
種
支
障
が
生
じ
た
た
め
、
当
代
表
部
支
部

を
尾
道
に
移
動
す
る
こ
と
が
妥
当
と
判
断
。

向
島
収
容
所

36

捕
虜
の
ヨ
ー
マ
ン
・
フ
ァ
リ
ス
氏
が
協
力

を
申
し
出
て
下
さ
っ
た
。

九
月
一
日　

当
代
表
部
尾
道
支
部
を
設
置

37

。

運
搬
手
段
と
し
て
、
二
な
い
し
三
台
の
自
動
車
を
確
保
。

東
京
か
ら
の
電
報
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
に
考
慮
し
、
都

合
の
つ
く
日
本
側
警
察
官
を
使
い
、
当
代
表
部
首
席
代
表

と
の
通
信
手
段
を
確
保
。

玉
野
捕
虜
収
容
所

38

を
視
察
（
視
察
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
附

録
第
七
号
を
参
照
）;

二
〇
〇
名
の
英
国
籍
者
を
確
認
。

降
下
さ
れ
て
き
た
救
恤
物
資
と
の
接
触
事
故
に
よ
り
、
捕

虜
兵
士
の
う
ち
、
二
名
が
重
傷
、
五
名
が
軽
傷
を
負
う
。

九
月
二
日　

様
々
な
収
容
所
お
よ
び
抑
留
所
か
ら
入
所
者
お
よ
び
病

者
の
氏
名
リ
ス
ト
が
到
着
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
包
括
リ
ス

ト
を
作
成
（
附
録
第
八
号
及
び
同
九
号
を
参
照
）。

九
月
三
日　

四
国
管
内
の
収
容
所
を
視
察
。
〇
八
〇
〇
時
に
尾
道
を

出
発
。
宇
野
港
よ
り
連
絡
船
に
乗
り
、
高
松
港
へ
向
か
う
。

善
通
寺
俘
虜
収
容
所

39

を
視
察
。
入
所
者
一
〇
九
名
の
大

半
は
ア
メ
リ
カ
国
籍
者
（
当
収
容
所
視
察
報
告
書
（
附
録
第

一
〇
号
）
を
参
照
）。

九
月
四
日　

新
居
浜
に
移
動
し
、
当
地
の
捕
虜
収
容
所

40

を
視
察
（
入

所
者
六
四
三
名
の
内
訳
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
者
お
よ

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
籍
者
（
当
収
容
所
視
察
報
告
書
（
附
録
第

一
一
号
）
を
参
照
）。

空
中
よ
り
救
恤
物
資
が
降
下
さ
れ
て
く
る
現
場
を
目
撃
。

高
松
に
戻
る
た
め
に
機
動
艇
を
利
用
し
た
も
の
の
、
瀬
戸

内
海
に
機
雷
が
浮
遊
し
て
い
た
た
め
、
六
時
間
を
要
し
た
。

九
月
五
日　

 

新
居
浜
に
て
降
下
さ
れ
た
救
恤
物
資
を
三
次
民
間
人
抑

留
所
へ
転
送
配
給
す
る
準
備
を
し
た
。
同
抑
留
所
が
今
回

の
救
恤
配
給
対
象
か
ら
漏
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

通
報
第
三
号
（
附
録
第
一
二
号
）
を
各
収
容
所
に
宛
て
て
配

信
し
、
当
代
表
部
支
部
の
移
転
先

41

を
周
知
し
た
。

撃
墜
さ
れ
、
向
島
俘
虜
収
容
所
に
捕
虜
と
し
て
収
容
中
の

Ｂ
29
爆
撃
機
乗
員
ら
（
一
〇
名
）
の
消
息
に
つ
い
て
調
査
。

九
月
六
日　

ヴ
ァ
イ
デ
ン
マ
ン
博
士
お
よ
び
ヴ
ァ
ル
デ
ン
氏
は
山
口

県
内
下
関
市
近
郊
の
捕
虜
収
容
所
（
大
峰

42

、
宇
部

43

本
山

44

、

大
浜

45

）
を
視
察
の
た
め
に
、
出
発
。

九
月
七
日　

三
庄
俘
虜
収
容
所

46

を
視
察
（
入
所
者
一
八
五
名
。
そ
の
大

半
は
英
国
兵
）（
当
収
容
所
視
察
報
告
書
（
附
録
第
一
三
号
）
を
参

照
））。

九
月
八
日　

ヴ
ァ
イ
デ
ン
マ
ン
博
士
お
よ
び
ヴ
ァ
ル
デ
ン
氏
が
山
口

県
内
捕
虜
収
容
所
の
視
察
か
ら
戻
る
。

疾
病
者
に
つ
い
て
の
最
終
名
簿
を
準
備
し
た
。

九
月
九
日　

ジ
ュ
ノ
ー
博
士
、
六
機
の
米
軍
用
機
と
共
に
広
島
に
到

着
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
米
軍
機
に
よ
り
原
爆
被
爆
者
救
援

の
た
め
の
医
薬
品
一
五
ト
ン
が
搬
入
さ
れ
た
。

神
戸
に
向
け
て
出
発
し
た
。
神
戸
で
は
一
夜
を
シ
ュ
ト
ゥ

ン
ツ
ィ
博
士
宅
に
て
宿
泊
し
た
。

九
月
一
〇
日　

大
阪
に
移
動
し
た
。

 

当
代
表
部
大
阪
支
部
（
ブ
ル
ン
ナ
ー
、
カ
ザ
ー
ル
、
ビ
ョ
ル
ン

ス
テ
ッ
ド
）
と
連
絡
を
取
っ
た
。

新
大
阪
ホ
テ
ル
内
の
米
第
六
軍
司
令
部
を
訪
ね
た
。
ミ
ッ

チ
ェ
ル
准
将
と
面
会
し
た
。
同
准
将
は
米
第
八
軍
救
援
部

隊
の
一
員
で
あ
り
、
東
京
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
た
。

当
代
表
部
が
作
成
し
た
（
捕
虜
お
よ
び
抑
留
者
の
）
本
国
帰
還

支
援
業
務
計
画
に
つ
き
、
同
准
将
か
ら
同
意
を
得
た
。

オ
ル
ソ
ン
大
尉
と
日
本
側
逓
信
局
員
ら
（
一
名
欠
員
、
一
二

名
補
充
）
と
共
に
当
代
表
部
尾
道
支
部
に
移
動
し
た
。

九
月
一
一
日　

当
代
表
部
代
表
ら
と
オ
ル
ソ
ン
大
尉
と
協
議
の
末
、

以
後
の
本
国
帰
還
支
援
業
務
は
同
大
尉
が
担
当
す
る
こ
と
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と
な
っ
た
。

業
務
承
継
担
当
者
ら
は
捕
虜
に
関
す
る
報
告
書
類
を
受
領

し
た
（
附
録
第
一
五
号
を
参
照
）。

九
月
一
二
―
一
三
日　

以
後
の
（
捕
虜
お
よ
び
抑
留
者
の
）
本
国
帰
還
支

援
業
務
は
オ
ル
ソ
ン
大
尉
に
よ
る
報
告
書
を
参
照
（
附
録
第

一
四
号
）。

ジ
ュ
ノ
ー
博
士
、
大
阪
に
到
着
し
、
傷
病
者
の
帰
還
業
務

を
支
援
し
た
。

下
関
近
郊
の
四
捕
虜
収
容
所
の
入
所
者
ら
は
旅
程
ど
お
り

に
帰
国
の
途
に
つ
く
（
附
録
第
一
六
号
を
参
照
）。

九
月
一
四
日　

当
代
表
部
尾
道
支
部
は
大
阪
に
移
動
し
、
米
第
八
軍

救
援
部
隊
を
指
揮
す
る

ミ
ッ
チ
ェ
ル
准
将
に
報
告
。

Ａ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
米
国
領
事
に
面
会
し
、
兵
庫
地
区
に
お

い
て
本
国
帰
国
待
機
中
の
連
合
国
籍
民
間
人
へ
の
支
援
に

つ
い
て
、
協
議
し
た
。

マ
ー
カ
ス
大
佐
に
面
会
し
た
。

九
月
一
五
日　

米
軍
の
Ｃ
47
輸
送
機
に
便
乗
し
、
大
阪
よ
り
厚
木
基

地（
横
浜
近
郊
）に
移
動
し
た
。
当
日
夜
に
は
東
京
に
戻
っ
た
。

以
上
が
一
九
四
五
年
八
月
中
旬
か
ら
九
月
中
旬
に
か
け
て
、
中
国

地
方
に
お
け
る
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
一
行
の
日
程
で
あ
る
。
計
一
七
点

の
附
録
資
料
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
、
本
稿

で
は
、
附
録
第
四
号
を
次
に
、
附
録
第
五
号
は
本
稿
「
図
版
２
」
と
し
、

ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
宛
に
提
出
し
た
総
括
報
告
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
引

用
す
る
。

附
録
第
四
号
は
、
広
島
県
三
次
市
内
の
民
間
人
抑
留
所
を
視
察
し

た
後
に
、
彼
が
ま
と
め
た
報
告
書
で
あ
る
。

在
三
次
民
間
人
抑
留
所
視
察
報
告

47

一
．
視
察
実
施
日
時

：

一
九
四
五
年
八
月
二
八
日

二
．
収
容
所
長

：

Ｓ
・
ク
リ
ハ
ラ

三
．
抑
留
者
代
表

：

イ
ェ
ー
・
ツ
ィ
ズ
ィ
ン
ハ
（
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ル

ト
号
船
長
）

四
．
収
容
者
数

：

男
性
二
九
名
、
女
性
一
五
名
、
計
四
四
名

五
．
捕
獲
さ
れ
た
場
所

：

オ
ラ
ン
ダ
船
籍
病
院
船
オ
プ
テ
ン
ノ
ー

ル
ト
号
船
上

六
．
到
着
日

：

一
九
四
二
年
一
二
月
一
九
日
に
横
浜
港
着
、
同
年

一
二
月
二
〇
日
に
三
次
着

七.
収
容
所
所
在
地

：

広
島
県
三
次
市
郊
外
所
在
の
幼
稚
園
舎

48

。

十
分
な
空
間
あ
り
。

八
．
収
容
所
内
に
お
け
る
通
訳
者
の
確
保
状
況

：

極
め
て
稀
だ
っ

た
。
最
近
に
通
訳
が
配
さ
れ
た
の
は
一
九
四
五
年
五
月
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
抑
留
者
ら
は
収
容
所
長
に

身
振
り
で
訴
え
て
い
た
。

九
．
食
糧
状
況

：

著
し
く
悪
か
っ
た

49

。

一
〇
．
疾
病
者
状
況

：

な
し
。
も
っ
と
も
、
二
件
の
外
科
手
術
を

近
隣
の
医
院
で
実
施
し
た
。
執
刀
者
は
日
本
人
医
師
だ
っ
た
。

一
一
．
所
内
に
お
け
る
医
療
状
況

：

抑
留
者
中
の
オ
ラ
ン
ダ
船
医

が
担
当
し
た
。

　
　

収
容
所
内
医
療
を
担
当
す
る
日
本
人
医
師
が
最
後
に
来
所
し

た
の
は
一
九
四
五
年
一
月
だ
っ
た
。

一
二
．
医
薬
品
供
給
状
況

：

非
常
に
少
な
か
っ
た
。

一
三
．
歯
科
医
配
置
の
有
無
に
つ
い
て

：

な
し
。
こ
の
た
め
、
抑

留
者
中
の
オ
ラ
ン
ダ
人
歯
科
医
が
担
当
し
た
。

一
四
．
救
恤
品
の
配
給
状
況

：

赤
十
字
国
際
委
員
会
か
ら
の
食
糧

小
包
、
医
薬
品
い
ず
れ
も
一
度
と
し
て
届
い
て
い
な
か
っ
た
。

一
五
．
外
部
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
到
達
状
況

：

ラ
ジ
オ
も
新
聞
も
提

供
さ
れ
な
か
っ
た
。

一
六
．
郵
便
物
の
到
達
状
況

：

郵
便
物
の
配
達
は
皆
無
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
郵
便
物
を
受
け
取
る
こ
と
も
、
送
る
こ
と
も
許
可
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

一
七
．
所
内
で
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

：

抑
留
所
外
へ
の
散
歩
が

一
度
だ
け
許
可
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
四
月
二
〇
日
頃
で

あ
る
。

一
八
．
所
外
と
の
接
触
状
況

：

当
収
容
所
に
抑
留
さ
れ
て
い
た

人
々
は
所
外
と
の
接
触
を
全
く
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
更
に
は
、

赤
十
字
国
際
委
員
会
は
も
と
よ
り
利
益
保
護
国
代
表
ら
も
こ
れ

ら
の
抑
留
者
の
存
在
を
関
知
だ
に
で
き
な
か
っ
た
。
後
者
す
な

わ
ち
、
利
益
保
護
国
代
表
ら
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
籍
病
院
船
オ
プ

テ
ン
ノ
ー
ル
ト
号
の
乗
組
員
お
よ
び
乗
船
者
ら
の
消
息
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
説
明
を
求
め
て
き
た

50

。
も
っ
と
も
、

こ
の
う
ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
乗
組
員
三
四
名
は
、
一
九
四
二

年
一
二
月
一
九
日
に
当
該
病
院
船
が
横
浜
に
到
着
す
る
や
否
や
、

他
の
収
容
所
に
移
送
さ
れ
た
。

一
九
．
全
体
的
所
見

：

抑
留
者
ら
は
外
観
上
、
総
じ
て
痩
せ
こ
け

て
い
た
。
そ
の
原
因
は
供
給
さ
れ
て
い
た
食
事
の
量
が
少
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
、
彼
ら

は
健
康
そ
う
だ
っ
た
。
人
々
は
意
気
揚
々
と
し
て
い
た
。
彼
ら

が
特
に
喜
ん
で
い
た
の
は
入
所
以
来
、
初
め
て
所
外
と
接
触
で

き
た
か
ら
で
あ
る
。

二
〇
．
当
代
表
部
代
表
が
実
施
し
た
活
動

：

連
合
国
軍
最
高
司
令
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部
と
の
連
絡
ル
ー
ト
を
開
設
し
た
。

　
　

戸
出
に
所
在
す
る
（
広
島
俘
虜
収
容
所
）
本
所

51

か
ら
医
薬
品
が

支
給
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
た
。
幸
い
に
も
食
糧
を
内
容

物
と
す
る
小
包
が
、
玉
野
お
よ
び
新
居
浜
の
両
収
容
所
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
。

　
　

郵
便
物
を
受
取
り
か
つ
発
送
で
き
る
よ
う
取
計
ら
っ
た
。
地

元
当
局
者
ら
と
協
議
し
、
食
糧
供
給
を
即
時
に
改
善
さ
せ
た
。

当
代
表
部
尾
道
支
部
と
の
連
絡
系
統
を
設
定
し
た
。

二
一
．
法
的
諸
問
題

：

こ
れ
ら
抑
留
者
ら
の
法
的
資
格
お
よ
び
彼

ら
の
船

52

の
法
的
位
置
づ
け

53

に
関
し
て
、
別
添
え
の
報
告
書
を

参
照
さ
れ
た
い
。

以
上
は
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
ま
と
め
た
三
次
民
間
人
抑
留
所
視

察
報
告
書
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
一
九
二
九

年
七
月
二
七
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
日
本
は
批
准
し
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
一
九
四
二
年
初
頭
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
を
通
じ
て
、
交
戦
国

籍
民
間
人
に
対
し
て
は
、
こ
の
条
約
を
で
き
る
だ
け
「
準
用
」
す
る
と

通
告
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
交
戦
国
籍
に
属
す
る
非
戦
闘
員
を

ど
の
よ
う
に
処
遇
す
る
か
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

図版 2　三次抑留所の位置を示す略図
（ビルフィンガー作成。ICRC アーカイブ所蔵史料）

最
後
に
、
計
一
六
日
間
に
お
よ
ぶ
中
国
地
方
で
の
任
務
を
終
え
た

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
一
九
四
五
年
九
月
一
七
日
に
、
当
時
、
軽
井

沢
に
疎
開
し
て
い
た
駐
日
代
表
部
に
て
、
次
の
よ
う
な
総
括
報
告
書

を
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
に
提
出
し
た
。

広
島
地
区
に
お
け
る
捕
虜
お
よ
び
抑
留
市
民
の
本
国
帰
還
支
援
業

務
に
つ
い
て

54

　
　

一
六
日
間
の
準
備
期
間
を
経
た
後
、
広
島
地
区
に
お
い
て
、

全
一
〇
カ
所
の
収
容
所
よ
り
、
計
三
〇
〇
一
名
か
ら
な
る
捕
虜

お
よ
び
抑
留
市
民
は
、
総
て
解
放
さ
れ
、
四
日
間
以
内
に
所
定

港
よ
り
海
路
帰
国
の
途
に
就
い
た
。

一
．
通
信
状
況

：

当
広
島
地
区
に
お
け
る
顕
著
な
問
題
は
、
通
信

障
害
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
対
象
と
し
た
諸
収
容
所
が
本

州
（
中
国
地
方
）
お
よ
び
四
国
地
方
に
ま
た
が
り
、
散
在
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
（
添
付
地
図
を
参
照
の
こ
と
）。
広
島
市
を
も
含
め
、

瀬
戸
内
海
に
面
し
て
い
た
様
々
な
諸
都
市
が
、
戦
時
中
に
激
し

い
爆
撃
に
晒
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
電
話
お
よ
び
電
報
に
よ
る

通
信
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
っ
た
。
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、

人
海
戦
術
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
最
も
遠

隔
の
収
容
所
へ
の
通
信
に
は
一
二
時
間
を
要
し
た
。

　
　

当
代
表
は
担
当
地
区
内
の
全
収
容
所
を
視
察
し
た
。（
も
っ
と

も
、
自
動
車
、
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
、
ラ
ン
チ
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
と
い
っ

た
移
動
手
段
を
確
保
す
る
に
あ
た
り
、
困
難
が
伴
っ
た
。
最
終
的
に
は
、

旧
日
本
海
軍
の
通
信
設
備
を
借
用
し
た
）

二
．
連
携
状
況

：

日
本
軍
収
容
所
当
局
の
対
応
は
満
足
す
べ
き
状

況
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
何
の
手
助
け
と
な
ら
な
か
っ
た
。

広
島
俘
虜
収
容
所
所
長
の
近
藤
大
佐
は
（
東
京
の
）
俘
虜
情
報
局

か
ら
何
ら
の
指
示
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

　
　

当
初
の
予
定
に
反
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
広
島
支
部
は
有
効

な
支
援
を
提
供
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
広

島
を
見
舞
っ
た
惨
劇

55

に
よ
る
。
同
支
部
と
の
連
絡
は
、
儀
礼

訪
問
の
域
内
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
　

首
席
代
表
と
の
連
絡
は
極
め
て
不
十
分
と
な
っ
た
。
そ
の
原

因
は
、
東
京
ま
で
の
電
信
電
報
回
線
が
脆
弱
に
な
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
当
代
表
部
の
九
州
地
区
、
大
阪
地
区
に
お
け
る
そ

れ
ぞ
れ
の
支
部
へ
の
通
信
を
試
み
た
が
、
同
じ
原
因
に
よ
り
、

つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

　
　

捕
虜
収
容
所
お
よ
び
民
間
人
抑
留
所
と
の
間
で
直
ち
に
連
絡

を
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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絶
妙
の
時
期
に
捕
虜
側
と
（
当
代
表
部
当
支
部
が
）
面
会
で
き
た
た

め
に
、
捕
虜
側
と
地
元
住
民
と
の
間
で
不
都
合
な
事
件
は
一
切

起
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
捕
虜
側
が
最
終
的
に
解
放
さ

れ
る
こ
と
を
辛
抱
強
く
待
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
代
表
部

の
こ
と
を
知
ら
ぬ
ま
ま
収
容
所
な
い
し
は
抑
留
所
を
去
る
捕
虜

な
い
し
は
抑
留
者
は
、
誰
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　

当
代
表
部
は
大
阪
区
域
を
管
轄
す
る
連
合
国
軍
部
隊
と
直
接

に
連
絡
を
取
る
こ
と
を
決
め
た
。
結
果
的
に
は
こ
の
判
断
で
正

し
か
っ
た
。
大
阪
に
司
令
部
を
置
く
ア
メ
リ
カ
第
八
軍
司
令
部

の
救
援
部
隊
と
の
連
携
が
完
璧
だ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
捕
虜
ら

の
解
放
を
迅
速
か
つ
平
穏
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
メ

リ
カ
第
八
軍
司
令
部
救
援
部
隊
側
の
行
動
は
、
事
前
の
準
備
を

や
や
欠
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当
初
の
計
画
で
は
、
ア
メ
リ

カ
第
六
軍
部
隊
が
こ
の
活
動
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
第
六
軍
の
日
本
上
陸
が
遅
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
大
阪
地
区
に
駐
屯
す
る
連
合
国
軍
部

隊
は
、
当
代
表
部
当
支
部
が
尾
道
に
所
在
し
て
い
る
こ
と
を
把

握
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
大
阪
地
区
連
合
国
軍
部
隊

は
、
広
島
地
区
の
捕
虜
解
放
を
独
自
に
実
施
し
よ
う
と
す
る
寸

前
だ
っ
た
。
も
し
も
、
こ
れ
が
実
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
実
際
の

捕
虜
解
放
は
一
週
間
遅
れ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
赤
十

字
国
際
委
員
会
と
利
益
保
護
国
代
表
と
が
連
携
し
て
捕
虜
解
放

を
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
の
事
前
連
絡
が
連
合
国
軍
最

高
司
令
部
側
か
ら
転
送
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三
．
傷
病
者

：

広
島
区
域
の
一
〇
の
収
容
所
で
は
、
軽
病
人
が

一
七
八
件
、
担
架
を
必
要
と
す
る
病
人
が
四
一
件
だ
っ
た
。
後

者
の
患
者
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
配
慮
が
払
わ
れ
た
。

四
．
空
中
降
下
に
よ
る
物
資
給
与

：

空
中
降
下
に
よ
る
物
資
給
与

に
関
し
、
通
常
、
電
信
報
告
が
首
席
代
表
の
事
務
所
に
転
送
さ

れ
た
。
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
連
絡
が
為
さ
れ
た
。
物
資
に

関
し
、
一
方
の
収
容
所
に
余
分
が
あ
り
、
他
方
の
収
容
所
で
枯

渇
し
て
い
る
場
合
に
は
、
提
言
が
為
さ
れ
た
。

五
．
救
援

：

ア
メ
リ
カ
第
八
軍
司
令
部
救
援
部
隊
か
ら
の
指
示
に

従
い
、
お
よ
そ
総
て
の
余
っ
た
救
援
物
資
は
輸
送
車
両
に
て
出

国
予
定
港
ま
で
搬
送
さ
れ
た
。
続
い
て
、
こ
の
命
令
は
撤
回
さ

れ
た
。
残
余
の
物
資
は
神
戸
市
内
の
倉
庫
に
転
送
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
管
理
の
下
で
、
今
だ
解
放
を
待
っ

て
い
る
連
合
国
籍
民
間
人
に
対
し
て
、
救
援
物
資
と
し
て
配
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

六
．
総
括

：

当
代
表
部
と
連
合
国
軍
と
の
間
の
連
携
が
完
璧
だ
っ

た
こ
と
に
加
え
、
今
回
の
（
捕
虜
お
よ
び
抑
留
民
間
人
）
帰
還
支
援

業
務
を
円
滑
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
当
代
表
部

内
に
お
い
て
、
当
代
表
と
利
益
保
護
国
代
表
と
の
間
で
完
璧
な

意
思
疎
通
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
デ
ン
氏
は
、
全
行

程
中
、
オ
ラ
ン
ダ
国
籍
者
ら
の
世
話
を
完
璧
に
こ
な
し
て
下

さ
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
デ
ン
マ
ン
博
士
の
場
合
は
、
最
も
緊
迫
し
た

時
で
あ
っ
た
が
、
下
関
近
郊
の
四
収
容
所
か
ら
捕
虜
を
移
送
す

る
際
の
錯
綜
し
た
業
務
を
監
督
し
て
下
さ
っ
た
。
業
務
が
錯
綜

し
た
理
由
は
、
以
下
の
事
実
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
合
国
軍

最
高
司
令
部
が
広
島
を
経
由
し
て
捕
虜
ら
を
移
送
す
る
こ
と
を

禁
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
代
表
部
と
し
て
は
、
日

本
海
沿
岸
に
沿
っ
た
迂
回
ル
ー
ト
を
編
成
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
結
果
的
に
、
捕
虜
ら
に
と
っ
て
、
一
三
時
間
に
お

よ
ぶ
鉄
路
で
の
移
動
と
な
っ
た
。

　
　

捕
虜
お
よ
び
抑
留
民
間
人
の
第
一
陣
は
横
浜
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に
移
送
さ
れ

た
。
続
い
て
、
彼
ら
は
こ
こ
で
二
手
に
分
け
ら
れ
た
上
、
和
歌

浦
港
に
移
送
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
捕
虜
ら
は
こ
こ
で
無
事
に

乗
船
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
を
提
出
後
、
大
阪
を
経
て
、
空
路
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

ら
は
東
京
に
帰
着
し
た
。

Ⅲ　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
解
任

一
九
四
五
年
九
月
一
五
日
、
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
は
被
爆
地
広
島

視
察
を
終
え
、
帰
京
し
た
。
そ
の
足
で
、
軽
井
沢
の
駐
日
代
表
部
に

移
動
し
た
。
彼
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
部
（
以
下
、

「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
と
略
）
か
ら
の
苦
情
だ
っ
た
。
当
時
、
海
外
と
の
通
信
、
金

融
は
総
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
許
可
な
し

に
は
海
外
へ
の
電
報
打
電
、
送
金
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
、「
ビ
ル
フ
ィ

ン
ガ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
」
と
い
う
発
信
者
名
で
、「
チ
ャ
イ
ニ
ー

ズ
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ル
」
社
の
上
海
支
社
や
、
ロ
ー

ザ
ン
ヌ
本
社
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
自
宅
に
宛
て
て
私
信
を
打
電
し
て

い
た

57

。
そ
れ
ば
か
り
か
、
イ
ン
ゲ
夫
人
の
所
有
す
る
日
本
円
を
上
海

へ
持
ち
出
す
た
め
に
、
彼
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
代
表
と
い
う
資

格
を
使
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
筋
に
働
き
か
け
て
い
た
。
不
審
を
抱
い
た
Ｇ

Ｈ
Ｑ
か
ら
の
指
摘
で
、
事
態
が
明
る
み
に
な
っ
た
。

九
月
一
七
日
、
駐
日
代
表
部
に
お
け
る
会
議
中
、
ジ
ュ
ノ
ー
と
ビ

ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
間
で
、
一
連
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
激
し
い
口
論
と

な
っ
た
。
ジ
ュ
ノ
ー
が
激
怒
し
た
理
由
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
首
席
代
表
で
あ
る
自
分
の
諒
承
を
取
り
付
け
ず
に
、
赤
十
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字
代
表
と
い
う
資
格
を
口
実
に
海
外
へ
電
報
を
発
電
し
た
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
の
内
容
が
赤
十
字
業
務
と
は
関
係
し
な
い
私
信
だ
っ
た
こ

と
に
よ
る
。　

こ
れ
に
加
え
て
、
ジ
ュ
ノ
ー
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
住
居
を
代

表
部
事
務
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
疎
開
先
の
軽
井
沢
か
ら

東
京
都
心
部
へ
事
務
所
を
移
転
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、

「
東
京
都
麻
生
区
東
鳥
井
坂
一
四
番
地
」
と
い
う
位
置
は
、
各
種
在
外

公
館
に
近
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
住
居
は
十
分
な
部
屋
数
を
有
し
、

オ
フ
ィ
ス
機
能
が
抜
群
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対

し
て
は
、
敗
戦
直
後
の
都
内
の
困
難
な
住
宅
事
情
を
理
由
に
、
ビ
ル

フ
ィ
ン
ガ
ー
が
猛
烈
に
反
対
し
た
。

こ
う
し
た
対
立
を
反
映
し
、
駐
日
代
表
部
内
の
雰
囲
気
も
と
げ

と
げ
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表

部
の
業
務
が
停
滞
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
と
し
て

も
、
戦
後
の
混
乱
で
不
自
由
を
強
い
ら
れ
る
日
本
よ
り
も
、
本
来
の

勤
務
地
で
あ
る
上
海
へ
一
刻
も
早
く
戻
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ

た
。
二
人
の
間
で
、
何
度
か
話
し
合
い
を
し
、
ま
た
、
多
数
の
書
簡
、

覚
書
を
取
り
交
わ
し
た
末
、
次
の
内
容
で
妥
協
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、（
一
）
ジ
ュ
ノ
ー
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日

代
表
か
ら
解
任
す
る
、
し
か
し
同
人
が
離
日
す
る
ま
で
は
そ
の
資
格

を
認
め
る
、（
二
）
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
そ
の
保
有
す
る
自
動
車
二
台

と
、
賃
借
し
て
い
た
「
東
京
都
麻
生
区
東
鳥
井
坂
一
四
番
地
」
の
住
居

を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
に
提
供
す
る
、（
三
）「
戦
時
中
の
日
本
国
内

で
担
当
し
た
業
務
報
告
」、「
被
爆
後
の
広
島
に
関
す
る
報
告
」、「
広

島
地
区
で
の
連
合
国
軍
捕
虜
帰
還
業
務
に
関
す
る
報
告
」、
計
三
点
の

文
書
を
提
出
す
る
、
以
上
の
内
容
で
あ
る

58

。
な
お
、
対
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の

関
係
で
は
、
ゴ
ル
ジ
ェ
公
使
が
介
入
し
、
事
態
を
鎮
静
化
さ
せ
た

59

。

一
〇
月
三
一
日
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
に
宛

て
て
次
の
よ
う
な
文
面
を
書
き
送
っ
て
い
る
。

大
き
な
感
慨
と
深
い
遺
憾
の
念
を
も
っ
て
、
私
は
こ
の
書
簡

を
あ
な
た
に
宛
て
て
し
た
た
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
私
は
驚
き

の
あ
ま
り
何
と
言
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
だ
。
と
い
う

の
は
、
自
分
で
は
完
全
に
間
違
い
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
自
ら

の
行
為
が
、
あ
な
た
や
、
ゴ
ル
ジ
ェ
公
使
閣
下
、（
中
略
）
に
多

大
の
御
迷
惑
を
か
け
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
と
り

わ
け
て
も
私
が
残
念
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
赤
十
字
国
際
委
員

会
へ
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
私
と
し
て
も

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
私
は
衷
心
よ
り
お
詫
び
申
し

上
げ
る
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
は
痛
烈
な
ま
で
の
教

訓
と
な
っ
た
。
今
の
私
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
ら
し

で
か
し
て
し
ま
っ
た
不
始
末
に
対
す
る
苦
い
教
訓
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
私
は
あ
ら
ゆ
る
非
難
を
拒
ま
な
い
。
お

別
れ
に
際
し
て
、
最
も
悲
し
ん
で
い
る
の
は
あ
な
た
で
あ
る
と

信
ず
る

60

。

離
日
に
先
立
ち
、
彼
は
二
点
の
報
告
書
を
ジ
ュ
ノ
ー
に
提
出
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
被
爆
後
の
広
島
に
関
す
る
報
告
」61

、「
広
島
地
区
で
の

連
合
国
軍
捕
虜
帰
還
業
務
に
関
す
る
報
告
」62

で
あ
る
。も
っ
と
も
、「
戦

時
中
の
日
本
国
内
で
担
当
し
た
業
務
報
告
」は
終
に
提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。
本
稿
「
二
．
出
自
そ
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
就
任
ま
で
」
で

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
一
月
に
着
任
し
て
か
ら
同
年
七
月

ま
で
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
代
表
と
し
て
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
活
動
し
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
期
間
に
「
ビ
ル
フ
ィ
ン

ガ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
」
名
で
ス
イ
ス
国
内
に
宛
て
て
、
電
報
の

中
に
、
赤
十
字
業
務
と
は
関
係
し
な
い
私
信
の
電
報
を
打
電
し
て
い

た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か

63

。

お
わ
り
に

一
九
四
五
年
一
一
月
初
め
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
夫
妻
は
離
日
し
た
。

い
っ
た
ん
上
海
に
戻
っ
た
上
で
、一
九
四
九
年
、渡
米
し
た
。「
カ
ナ
ダ
・

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
本
拠
を
置
く
ア
ル
キ
ャ
ン（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
の

図版3　日本軽金属社とアルキャンとの提携契約締結時のビルフィンガー（後列、左より2番目）
（『日本軽金属二十年』掲載写真）
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多
国
籍
企
業
）
の
極
東
担
当
副
社
長
と
な
り
、
ボ
ス
ト
ン
を
拠
点
と
し

て
」64

、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
五
一
年
、
日
本
軽
金
属
株
式
会
社
、
住
友
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
株

式
会
社
、
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
株
式
会
社
と
の
提
携
契
約
締
結
の
た

め
に
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
再
来
日
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
三
年

五
月
よ
り
一
九
六
六
年
五
月
ま
で
日
本
軽
金
属
社
取
締
役
の
一
員
を

務
め
た

65

。
こ
の
間
、
住
居
は
東
京
都
心
の
日
活
国
際
会
館
内
の
一
室

を
使
用
し
た

66

。
イ
ン
ゲ
夫
人
に
よ
る
と
、
こ
の
間
、「
二
度
と
広
島

を
訪
ね
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
一
九
六
六
年
に
ア
ル
キ
ャ

ン
を
退
職
し
、
一
九
九
三
年
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ

で
没
し
た

67

。

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
関
し
て
、
在
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
赤
十
字
国
際
委
員

会
ア
ー
カ
イ
ヴ
以
外
に
、在
ベ
ル
ン
・
ス
イ
ス
連
邦
公
文
書
館
に
保
管
・

公
開
さ
れ
て
い
る
関
連
史
料
全
点
を
筆
者
は
閲
覧
し
た
。
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
関
係
で
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
経
て
き
た

だ
け
に
、
そ
の
大
半
が
ス
イ
ス
国
内
外
に
残
し
た
資
産
管
理
に
関
す

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
詳
細
す
ぎ
る
ほ
ど
品
目
を
列
挙
し
て
い
る

点
を
見
る
と
、
吝
嗇
な
人
物
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
い
。

だ
が
、
被
爆
直
後
の
広
島
入
り
は
、
そ
も
そ
も
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

が
自
ら
志
願
し
た
こ
と
で
あ
る

68

。
更
に
、
一
九
四
五
年
八
月
三
十
一

日
付
で
、
尾
道
か
ら
在
京
の
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
に
宛
て
た
郵
便
書

簡
の
中
で
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
ど
も
は
広
島
に
一
日
と
半
日
の
間
、
滞
在
し
た
。
こ
の

と
き
の
こ
と
を
、
私
は
生
涯
忘
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
現
時
点

ま
で
に
、
私
が
打
電
し
た
電
報

69

を
あ
な
た
は
受
信
し
て
い
る

は
ず
だ
。
打
電
し
た
内
容
は
決
し
て
誇
張
し
た
も
の
で
は
な
い
。

で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
、
現
地
に
来
て
こ
の
惨
状
を
あ
な
た

自
身
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
を
、
私
は
強
く
進
言
す
る
。
連
合

軍
側
も
医
療
班
を
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
現
地
へ
派
遣
す
べ

き
で
あ
る
。
更
に
、
連
合
国
軍
最
高
指
令
部
が
、
医
薬
品
お
よ

図版 4　日本軽金属社取締役時代の
　ビルフィンガー

（『日本軽金属二十年』掲載写真ｊ）

び
包
帯
材
料
を
た
ず
さ
え
、
治
療
活
動
を
直
ち
に
開
始
す
る
な

ら
ば
、
将
来
、
日
本
国
民
か
ら
の
支
持
を
と
り
つ
け
る
上
で
絶

大
な
効
果
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
医
療
が
な
い
こ
と
と
は
別
に
、

多
く
の
被
害
者
ら
が
手
当
や
包
帯
を
施
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ

て
お
り
、
彼
ら
の
体
表
の
か
な
り
の
部
分
が
火
傷
を
負
い
、
む

き
出
し
の
患
部
に
は
蠅
が
た
か
っ
て
る
。
何
ら
か
の
処
置
を
急

い
で
執
ら
ね
ば
な
ら
な
い

70

。

前
述
し
た
二
カ
所
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
残
る
多
数
の
ビ
ル
フ
ィ
ン

ガ
ー
関
係
文
書
の
う
ち
、
こ
の
一
節
は
唯
一
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に

富
む
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
広
島
の
被
爆
者
ら
に
寄
せ
る
憐
憫

の
感
情
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
特
に
「
何
ら
か
の
処
置
が
急
い
で
執
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（Som

ething should be done and quickly

）
と
の
一
文

に
は
切
迫
感
さ
え
こ
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の

言
葉
に
い
つ
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、彼
が
打
電
し
た
電
報
と
、

日
本
外
務
省
経
由
で
届
け
ら
れ
た
被
爆
地
の
写
真
を
携
え
、ジ
ュ
ノ
ー

首
席
代
表
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
訪
ね
、
医
薬
品
一
二
ト
ン
の
空
輸
を
実
現
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
六
六
年
一
一
月
四
日
付
で
、
日
本
政
府
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

に
対
し
て
、
勲
三
等
旭
日
中
綬
章
を
授
与
す
る
こ
と
を
発
令
し
た
。

実
際
に
は
、
在
ベ
ル
ン
の
日
本
大
使
館
で
本
人
に
授
与
さ
れ
た

71

。
叙

勲
理
由
は
、
彼
が
「
戦
災
者
の
救
援
に
尽
力
ま
た
、
戦
後
、
実
業
家

と
し
て
我
が
国
の
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
産
業
の
再
建
発
展
に
寄
与
」72

し

た
こ
と
で
あ
る
。「
実
業
家
と
し
て
（
中
略
）
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
産
業
の

再
建
発
展
に
寄
与
」
し
た
と
あ
る
の
は
、
ア
ル
キ
ャ
ン
社
か
ら
派
遣

さ
れ
て
、
日
本
国
内
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
業
界
を
育
成
し
、
戦
後
復
興

に
貢
献
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、「
戦
災
者
の
救
援
」
の
具
体

的
内
容
は
、
推
薦
官
庁
の
外
務
省
に
よ
る
と
、「
広
島
の
原
爆
投
下
後

の
被
災
者
の
救
援
」（
被
災
後
の
現
地
調
査
の
結
果
、
壊
滅
し
た
病
院
の
再

建
が
急
務
と
判
断
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
し
て
援
助
要
請
を
行
っ
た
こ
と
）
と
説

明
し
て
い
る

73

。
実
際
に
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
し
て
援
助
要
請
を
行
っ
た
」

の
は
、
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
で
あ
っ
て
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
で
は
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
緊
急
電
報
な
く
し
て
、「
広
島
の
原
爆
投
下
後
の
被
災

者
の
救
援
」
は
有
り
得
な
か
っ
た
。

生
前
の
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
広
島
で
の
活
動
を
公
的
に
何
も
語
ら

な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
広
島
へ
出
発
す
る
直
前
に
受
け
た
訓

令
の
中
の
守
秘
義
務
を
遵
守
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う

74

。と
同
時
に
、ジ
ュ

ノ
ー
首
席
代
表
と
の
間
に
起
こ
っ
た
対
立
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
か
。

今
日
、
被
爆
直
後
の
広
島
へ
の
医
薬
品
搬
送
を
要
請
し
て
ビ
ル

フ
ィ
ン
ガ
ー
が
打
電
し
た
緊
急
電
報
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る

75

。
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（
後
記　

在
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ア
ー
カ
イ
ヴ
所
蔵
史
料
の
分
類
記
号
に

つ
い
て
、
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
の
フ
ァ
ブ
リ
ッ
イ
オ
・
ベ
ン
シ
氏
に
御
確
認
い

た
だ
い
た
。
日
本
赤
十
字
社
国
際
部
よ
り
戦
中
社
内
文
書
引
用
に
つ
い
て
御

許
可
を
得
た
。
藤
井
靖
氏
（
共
同
通
信
社
）
か
ら
は
多
々
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

日
本
軽
金
属
株
式
会
社
広
報
課
か
ら
は
、
同
社
取
締
役
時
代
の
フ
リ
ッ
ツ
・

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
写
真
を
本
稿
で
引
用
す
る
こ
と
に
御
許
可
を
得
た
。
こ

こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
）

注１　

当
時
の
略
語
で
は
「IRCC (International Red Cross Com

m
ittee)

」

と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
今
日
の
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
」
で
表

記
を
統
一
す
る
。

２　

藤
井
靖
記
者
（
共
同
通
信
）
執
筆
「
ヒ
ロ
シ
マ
想
像
絶
す
る
惨
状　

大

量
の
包
帯
必
要　

赤
十
字
に
原
爆
報
告
書　

四
五
年
八
月
駐
日
職
員
物

資
求
め
電
報
」
記
事
（
二
〇
〇
二
年
六
月
一
六
日
付
中
国
新
聞
日
刊
記

事
第
一
面
掲
載
）、
同
記
者
執
筆
「
被
爆
者
救
援
『
陰
の
功
労
者
』
赤
十

字
報
告
書
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
氏　

核
の
非
合
法
化
訴
え
」
記
事
（
同
日

付
日
刊
第
四
面
掲
載
）。

３　

マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
は
そ
の
回
顧
録
で
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

か
ら
の
連
絡
を
待
ち
、
届
け
ら
れ
た
電
報
を
見
た
こ
と
に
つ
い
て
記
す

の
み
で
あ
る
（
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
著
（
丸
山
幹
正
訳
）『
ド
ク
タ
ー
・

ジ
ュ
ノ
ー
の
戦
い　

エ
チ
オ
ピ
ア
の
毒
ガ
ス
か
ら
ヒ
ロ
シ
マ
の
原
爆
ま

で
』、
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
六
三
―
二
六
五
頁
）。
日
本
側
の

記
録
で
は
、
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
が
「（
前
略
）
余
の
友
人
で
、
ビ
ル
フ
ィ
ン

ガ
ー
と
い
う
宣
教
師
が
尾
道
に
居
る
筈
に
つ
き
所
在
を
確
め
連
絡
を
乞

う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
広
島
市
役
所
編
『
広
島
原
爆
戦
災
誌
第
五
巻
資

料
編
』、
広
島
市
役
所
発
行
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
年
）、
六
二
〇
頁
）。

４　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
記
載「
履
歴
」（
同
著『
自
動
車
税
に
つ
い
て
―
特
に

イ
ギ
リ
ス
を
考
慮
し
て
』、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
法
学
・
国
家
学
学
部

経
済
学
博
士
号
請
求
論
文
、チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
、一
九
二
七
年
、巻
末
掲
載
）

（Cf., Bilfinger (Fritz), ‘Curriculum
 vitae ’, Idem

., D
ie A

utomobilsteuer 
mit besonderer Berücksichtigung G

roßbritanniens, Inaugural-D
issertation 

der rechts- und staatsw
issenschaftlichen Fakultät der U

niversität 
Z

ürich zur E
rladung der W

ürde eines D
octor oeconom

iae publicae, 
Z

ürich, 1927, à la fin de la dissertation

）

５　

Cf., Familiennamenbuch der Schweiz/Repertoire des noms de famille suisses/
Repertorio dei nomi de famiglia svizzeri/Register of Swisse Surnames, dritte, 
verbesserte und korrigierte A

uflage 1989, Band I 

（A
ab-G

orsky

）, 
Schluthess Polygraphischer Verlag, Z

ürich, p.163.

第
一
次
世
界
大
戦

勃
発
に
よ
る
ド
イ
ツ
国
内
で
の
徴
兵
を
避
け
る
た
め
に
、
一
九
一
四
年

に
ス
イ
ス
市
民
権
を
取
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

６　

二
〇
一
九
年
八
月
に
、
在
ベ
ル
ン
の
ス
イ
ス
連
邦
公
文
書
館
に
て
、

筆
者
（
大
川
）
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
関
す
る
多
数
の
公
文
書
を
閲
覧

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
の
ド
イ
ツ
国
内
各
地

に
残
る
資
産
を
、
連
合
国
軍
あ
る
い
は
社
会
主
義
勢
力
か
ら
の
侵
害
に

備
え
て
、
保
全
措
置
を
ス
イ
ス
政
府
に
求
め
る
内
容
が
大
半
で
あ
る
。

７　
C

f., Stier (B
ernhard)/K

rauß (M
artin), D

rei W
urzeln –  ein 

U
nternehmen (125 Jahre Bilfinger Berger A

G
), H

eidelberg/U
bstadt-

W
eiher/Basel, Institut für U

nternehm
ensgeschichte, pp.1-59.

８　

ス
イ
ス
国
内
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
州
内
の
町
で
あ
る
。
同
州
は
フ
ラ
ン
ス

語
圏
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
研
修
を
も
兼
ね
て
の
就
学
で
あ
ろ
う
。

９　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
記
載
前
掲
（
注
４
）「
履
歴
」（
同
著
前
掲
（
注
四
）
博

士
論
文
、
巻
末
掲
載
）。

10　

同
社
は
、
一
九
二
五
年
に
ス
イ
ス
国
内
ヴ
ォ
―
州
コ
ワ
ー
ル
に
設
立

さ
れ
た
。
上
海
共
同
租
界
に
開
設
し
た
工
場
で
は
、
タ
バ
コ
包
装
用
箔

お
よ
び
家
庭
器
物
用
ア
ル
ミ
箔
を
製
造
し
た
。
多
国
籍
の
経
営
陣
を
除

く
と
、
工
員
す
べ
て
は
現
地
中
国
人
だ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
、
同
社
は

中
国
政
府
に
よ
り
買
収
さ
れ
、
改
称
の
上
、
中
国
企
業
と
し
て
就
業
中

で
あ
る
（『
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
株
式
会
社
五
十
年
史
』、
昭
和
五
七
年

（
一
九
八
二
年
）、
六
六
頁
。Cf., Journal de G

enè ve, l ’édition du sam
edi 

13 – dim
anche 14 août 1960, N

o.189, p.8 ;  G
azette de Lausanne et 

journal suisse, N
.189, l ’édition sam

edi-dim
anche 13/14 août 1960, p.7, 

dans les A
rchives de la G

azette de Lausanne et du Journal de G
enè ve 

（U
RL : 

https://w
w

w.letem
psarchives.ch, consulté le 1

er octobre 2022

））。

11　
『
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
株
式
会
社
五
十
年
史
』、
六
六
―
六
七
頁
。

12　

Cf., G
eschäftsbericht der Schweizerischen G

estandschaft in Japan 
für das Jahr 1944, pp.47-48, A

rchives fédérales suisses 

（Berne

）, 
E

-2400.

現
在
、
こ
の
史
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
ス
イ
ス
外
務

省
外
交
史
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」（D

ocum
ents diplom

atiques 
suisses 

（D
odis

））
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Cf., https://dodis.

ch/51411, consulté le 11 octobre 2022.

）。

13　

時
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
法
務
部
長
で
あ
っ
た
シ
オ
ル
デ
が
「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ル
」
本
社
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
る

（Cf., La lettre de Frédéric Siordet adressée au Président du Conseil 
d ’adm

inistration de la Chinese A
lm

inium
 Rolling M

ills ltd. en date 
du 17 août 1944, carton 335, “G

 8/76 V
III D

élégation au Japon 
octobre – décem

bre 44 ”, ACICR à G
enève

）。

14　

当
時
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
人
事
部
長
で
あ
っ
た
シ
オ
ル
デ
が
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
副
総
裁
に
あ
て
た
覚
書
に
よ
る
（Cf.,  N

ote pour M
. le Prof. C.J. 

Burkhardt par F.Shiordet en date du 21 juin 1944, carton 335, “G
8/76 

V
III D

élégation au Japon octobre – dédem
bre 1944 ”, ACICR.

）。

15　

藤
井
靖
記
者
は
前
掲
（
注
２
）
記
事
を
脱
稿
す
る
直
前
に
、
二
〇
〇
二

年
六
月
一
一
日
に
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
自
宅
に
お
い
て
イ
ン
ゲ
夫
人

（
一
九
一
三
年
生
）
に
取
材
し
て
い
る
（
同
年
六
月
一
一
日
、
藤
井
記
者

の
夫
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
（
要
旨
）
に
よ
る
）。
な
お
、
イ
ン
ゲ
夫

人
は
横
浜
生
ま
れ
の
日
本
育
ち
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
あ
り
、
日
本

語
が
堪
能
だ
っ
た
（Cf., Télégram

m
e (N

o.D
9807) de la D

élégation 
du CICR adressé à Frédéric Siordet en date du 31 août 1944, carton 
334, “G

/8 76 D
élégation au Japon juin-septem

bre 44 ”, ACICR à 
G

enève

）。
当
時
、
夫
人
の
父
親
の
Ａ
・
ガ
ー
ツ
（A

.G
erdts

）
氏
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
系
ガ
デ
リ
ウ
ス
商
会
（G

adelius &
 Co.

本
社
横
浜
）

社
長
だ
っ
た
（Cf., Lettre de Bilfinger adresseé au D

r.Junod en datu 
du 23 octobre 1945 (dossier 3 annexé au 5

e rapport par D
r.Junod 

adressé au CICR en date du 9 novem
bre 1945), N

o du Carton 219, 
«cotes G

.3/51, M
issions – D

élégations/Japon Junod-Straehler Juin 
1945», ACICR à G

enève

）。
妻
が
日
本
育
ち
で
あ
り
、
岳
父
が
横
浜

在
住
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部

代
表
就
任
を
承
諾
し
た
理
由
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

16　

拙
稿
「
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
国
内
捕
虜
お
よ
び
抑
留
民
間
人
の
待

遇　

―
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
報
告
を
も
と
に
」
論
文
、『
人
道
研
究

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
第
六
号
（
二
〇
一
七
年
）、
一
四
九
―
一
七
四
頁
、
特

に
一
五
八
―
一
六
六
頁
。

17　

徳
川
（
日
赤
）
社
長
・（
俘
虜
救
恤
委
員
部
）
島
津
委
員
長
他
名
で
内

務
省
警
保
局
長
宛
「
伊
太
利
人
被
抑
留
者
マ
ラ
イ
ニ
及
其
家
族
ニ
関
ス
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ル
件
」（
一
九
四
五
年
五
月
九
日
付
、
俘
秘
第
一
〇
号
）
に
添
付
さ
れ

て
い
る
英
文
書
簡
に
よ
る
（「
俘
虜
・
被
抑
留
伊
太
利
人
関
連
」（
昭
和

一
九
年
四
月
―
二
一
年
七
月
）
内
に
収
録
、
日
本
赤
十
字
社
本
社
赤
十

字
情
報
プ
ラ
ザ
、
同
社
国
際
部
管
理
）。

18　

渥
美
（
鉄
三
）
外
事
課
長
・
渡
辺
調
査
課
長
名
で
内
務
省
警
保
局
外

事
課
・
警
視
庁
外
事
課
宛
「
赤
十
字
国
際
委
員
会
駐
日
代
表
ペ
ス
タ
ロ

ヂ
ー
及
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
両
氏
ノ
五
月
三
日
、
四
日
、
七
日
ノ
抑
留
所

視
察
報
告
文
移
諜
案
」（
一
九
四
五
年
七
月
履
行
、
俘
第
九
二
号
）
に
添

付
さ
れ
て
い
る
英
文
電
報
写
と
そ
の
和
訳
に
よ
る
（「
俘
虜
・
抑
留
者
救

恤
関
係
文
書　

整
理
番
号
―
一
九　

赤
十
字
国
際
委
員
会
特
別
使
節
団

関
係
資
料
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
―
二
〇
年
一
〇
月
）
内
に
収
録
、
日

本
赤
十
字
社
本
社
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
、
同
社
国
際
部
管
理
））。

19　

Cf., «H
ousing in Tokyo», docum

ent par Bilfinger en date du 30 
septem

ber 1945, 

（dossier 1
er annexé 5

e rapport par D
r.Junod adressé 

au CICR en date du 9 novem
bre 1945), «Certificat du résidence de 

M
onsieur et M

adam
e Bilfinger» décerné au nom

 du vice-consul 
Légation Suisse en date du 10 novem

bre 1945, N
o du Carton 219, 

«cotes G
.3/51, M

issions – D
élégations/Japon Junod-Straehler Juin 

1945», ACICR à G
enève.

20　

マ
ル
ク
ス
・
ヴ
ァ
イ
デ
ン
マ
ン
（M

arus W
eidennm

ann, 
一
九
一
〇

-?

）
は
、
戦
前
に
日
本
シ
ー
カ
株
式
会
社
に
駐
在
員
と
し
て
来
日
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
に
よ
り
、
勤
務
先
が
閉
鎖
と
な
り
、
し
か
も
ス

イ
ス
帰
国
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ス
イ
ス
公
使
館
臨
時
職

員
と
し
て
勤
務
し
た
。
こ
の
間
、
連
合
国
側
利
益
代
表
者
と
し
て
、
日

本
国
内
に
設
置
さ
れ
た
俘
虜
収
容
所
、
民
間
人
抑
留
所
を
視
察
し
た
。

一
九
四
五
年
一
二
月
に
離
日
し
、ス
イ
ス
へ
帰
国
し
て
い
る
（E

2001-02 
1968/80, carton 19, Schweizerisches Bundesarchives(Bern)/A

rchives 

fédérales suisses (Berne)/A
rchivio federale svizzero(Berna)/A

rchiv 
federal svizzer(Berm

a)

）。
な
お
、
ヴ
ァ
イ
デ
ン
マ
ン
は
一
九
四
五
年

八
月
二
九
―
三
〇
日
に
か
け
て
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
よ
る
被
爆
後
の

広
島
視
察
に
同
行
し
て
い
る
（
Ｆ
・
Ｗ
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
執
筆
（
邦

訳
）「
広
島
の
原
爆
被
害
の
報
告
」、
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
第
二
号
、

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
七
―

一
四
五
頁
、
特
に
一
三
七
頁
）。

21　

富
野
康
治
郎
（
一
八
九
一
―
一
九
四
五
）
は
愛
媛
県
大
洲
の
出
身
で

あ
る
。
香
港
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（
現
在
の
香
港
大
学
）
を
卒
業
後
、

外
資
系
ダ
ラ
ー
汽
船
株
式
会
社
に
入
社
し
、
同
社
改
称
後
の
ア
メ
リ
カ

ン
・
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
・
ラ
イ
ン
社
横
浜
総
支
配
人
を
務
め
た
。
第
二
次

世
界
大
戦
勃
発
後
、
同
社
閉
鎖
と
な
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
で
通

訳
を
務
め
た
。
一
九
四
五
年
九
月
以
後
、
広
島
に
空
輸
さ
れ
た
医
薬
品

配
分
に
従
事
中
、
枕
崎
台
風
に
遭
遇
し
、
宿
泊
先
の
宮
島
で
殉
職
し
た

（
大
佐
古
一
郎
著
『
ド
ク
タ
ー
・
ジ
ュ
ノ
ー
武
器
な
き
勇
者
』、
新
潮
社
、

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）、
二
〇
〇
―
二
〇
六
頁
）。

22　

一
九
四
五
年
九
月
一
七
日
付
ビ
ル
フ
ィ
ガ
ー
作
成
「
報
告
日
程　

―
広
島
地
区
に
お
け
る
捕
虜
お
よ
び
抑
留
者
の
本
国
帰
還
支
援
業

務
に
関
す
る
報
告
書
」（Cf., Bilfinger 

（Fritz

）, ‘D
iary to the Report 

– Report on the E
vacuation of PO

W
 &

 C
I in the H

iroshim
a 

Sector ’, Septem
ber 17

th, 1945, ACICR, C SC, ‘Japon : m
ission de F. 

Bilfinger  et M
. Junod ’, volum

e 1352, RR

）。

23　

一
九
四
五
年
八
月
二
三
日
付
で
、
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

駐
日
代
表
部
首
席
代
表
よ
り
次
の
よ
う
な
訓
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

「
Ⅰ
―　

任
務

　
　

捕
虜
お
よ
び
抑
留
民
間
人
ら
が
安
全
に
解
放
さ
れ
て
い
る
か
を
監

督
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
最
終
責
任
は
日
本
軍
当
局
が
負
う
も

の
と
す
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
あ
た
り
、
当
代
表
部
各
代
表

は
以
下
の
任
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
収
容
所
当
局
に
以
下
の
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

一
．
収
容
所
お
よ
び
国
籍
に
分
け
ら
れ
た
、
包
括
的
か
つ
最
新
の
被

収
容
者
名
簿
。

二
．
収
容
所
ご
と
に
病
人
、
負
傷
者
、
就
労
不
能
者
に
つ
い
て
の
最

新
名
簿
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
現
在
の
症
状
、
移
動
に
耐
え

う
る
か
否
か
、
も
し
も
移
動
に
耐
え
う
る
場
合
に
は
、
横
臥
も

し
く
は
起
居
い
ず
れ
の
状
態
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
言
及

し
て
お
く
こ
と
。

三
．
国
籍
別
の
入
所
者
名
簿
。
移
送
で
き
ず
、
引
き
続
き
残
置
す
べ

き
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
診
断
名
と
現
在
の
居
住
場
所
に
つ
い

て
言
及
し
て
お
く
こ
と
。

四
．
国
籍
お
よ
び
こ
れ
ま
で
日
本
に
在
留
中
で
あ
っ
た
か
否
か
で
区

別
の
上
、
民
間
人
抑
留
者
の
名
簿
。

五
．
解
放
後
の
総
て
の
捕
虜
お
よ
び
民
間
人
抑
留
者
に
つ
い
て
、
国

籍
別
の
名
簿
。

　
　
　

当
代
表
部
が
把
握
し
て
い
る（
各
収
容
所
）の
定
員
表
示
は
、（
日

本
側
）
俘
虜
情
報
局
が
一
九
四
五
年
六
月
三
〇
日
付
で
集
計
し
た
数

字
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
数
字
と
、
各
収
容

所
当
局
か
ら
提
出
さ
れ
る
数
字
と
の
間
に
差
異
が
出
て
く
る
可
能

性
が
あ
る
。

　
　

以
上
指
示
し
か
つ
言
及
し
た
数
字
は
、
上
京
し
た
当
代
表
部
各
代

表
よ
り
当
代
表
部
首
席
代
表
に
提
出
さ
る
べ
き
こ
と
。

（
ｂ
）
収
容
所
当
局
か
ら
収
容
者
解
放
に
際
し
て
全
体
計
画
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
。

（
ｃ
）
収
容
者
が
全
員
解
放
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。
そ
の

際
に
は
、
格
別
の
注
意
を
払
い
、
収
容
所
、
病
院
を
も
含
め
今
迄
拘

束
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
施
設
の
外
に
誰
一
人
と
し
て
放
置

さ
れ
る
こ
と
が
な
き
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
ｄ
）
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
乗
り
越
え
る
こ
と
。
帰
国
船
出
港
地
に
最
も
近

く
に
位
置
し
て
い
る
収
容
所
か
ら
の
引
揚
か
ら
業
務
を
始
め
、
そ
の

後
に
、
よ
り
遠
方
に
位
置
し
て
い
る
収
容
所
か
ら
の
引
揚
業
務
に
取

り
組
む
こ
と
。

（
ｅ
）
引
揚
港
へ
引
揚
船
が
到
着
し
て
か
ら
初
め
て
捕
虜
が
移
送
さ
れ
る

よ
う
に
注
意
を
払
う
こ
と
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
移
送
に
必
要
な
諸
々

の
設
備
品
が
適
切
な
形
で
そ
ろ
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
ｆ
）（
捕
虜
ら
の
）健
康
状
態
に
関
す
る
判
断
は
し
な
い
こ
と
。
む
し
ろ
、

移
送
に
関
し
て
、
捕
虜
側
の
軍
医
士
官
の
判
断
に
任
せ
る
こ
と
、
あ

る
い
は
、
軍
医
士
官
不
在
の
場
合
、
日
本
側
の
衛
生
担
当
人
員
の
判

断
に
任
せ
る
こ
と
。

（
ｇ
）
疾
病
状
態
に
あ
っ
た
り
、負
傷
し
て
い
た
り
、身
体
障
碍
者
と
な
っ

て
い
る
捕
虜
は
、
誰
で
あ
れ
、
そ
の
軍
服
に
以
下
の
よ
う
な
指
標
が

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
注
意
を
払
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
病
名
、
お
よ

び
、
移
送
に
際
し
て
横
臥
、
起
居
も
し
く
は
起
立
い
ず
れ
か
の
状
態

で
為
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
英
語
で
表
記
し
て
あ
る
こ
と
。
な

お
、
そ
の
よ
う
な
指
標
は
捕
虜
側
の
軍
医
士
官
に
記
載
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
。

（
ｈ
）
ど
の
捕
虜
が
移
送
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
、
そ
の
事
前
に
、
疾
病
状

態
に
あ
っ
た
り
、
負
傷
し
て
い
た
り
、
身
体
障
碍
者
と
な
っ
て
い
る

捕
虜
の
正
確
な
人
数
を
確
定
し
お
き
、
必
要
と
す
る
数
の
担
架
お
よ

び
救
急
車
を
確
保
す
べ
き
こ
と
。

（
ｉ
）
解
放
さ
れ
た
捕
虜
が
引
揚
げ
る
際
に
は
当
代
表
部
各
代
表
が
立
ち

会
う
べ
き
こ
と
。
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（
ｊ
）
当
代
表
部
各
代
表
は
、
捕
虜
総
て
の
引
揚
が
済
め
ば
、
直
ち
に
自

ら
の
任
期
が
終
了
し
た
こ
と
に
つ
き
、
在
京
の
首
席
代
表
に
対
し

て
、
電
報
ま
た
は
電
話
に
よ
り
連
絡
を
試
み
、
そ
の
任
務
に
関
し
て
、

最
終
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅱ
―
連
絡
諸
事
項

当
代
表
部
各
代
表
は
以
下
の
用
務
を
実
施
す
べ
き
こ
と
。

（
ａ
）
当
該
捕
虜
収
容
所
側
先
任
将
校
お
よ
び
当
該
地
区
を
管
轄
す
る
日

本
軍
司
令
官
に
連
絡
し
、
以
後
継
続
的
に
連
絡
を
取
り
合
う
べ
く
務

め
る
こ
と
。

（
ｂ
）
救
援
業
務
を
開
始
し
た
最
も
早
い
時
期
に
お
い
て
、
捕
虜
側
の
代

表
者
と
連
絡
を
取
る
べ
き
こ
と
。
そ
し
て
、
当
代
表
部
各
代
表
は
そ

の
業
務
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
捕
虜
代
表
者
と
連
合
国
軍
側

に
立
ち
会
わ
せ
る
べ
き
こ
と
。

（
ｃ
）
当
該
地
区
の
日
本
赤
十
字
社
支
部
に
連
絡
を
取
り
、（
収
容
所
内

の
）
病
人
、
傷
病
者
、
身
体
障
碍
者
に
対
す
る
救
援
物
資
の
提
供
を

求
め
る
べ
き
こ
と
。
日
本
赤
十
字
社
側
に
、
捕
虜
引
揚
日
程
の
ど
の

時
点
に
あ
っ
て
も
、
以
下
列
挙
す
る
物
品
が
提
供
可
能
な
よ
う
に
備

蓄
要
請
す
べ
き
こ
と
。

　

カ
ン
フ
ル
お
よ
び
モ
ル
ヒ
ネ
を
注
入
す
る
た
め
の
必
要
キ
ッ
ト

　

救
急
用
医
薬
品
（
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
、
枕
を
も
含
む
）

　

飲
料
品
（
冷
茶
な
ど
）

（
ｄ
）
当
代
表
部
各
代
表
は
利
益
保
護
国
代
表
と
常
に
連
絡
を
取
る
べ
き

こ
と
、
お
よ
び
、
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
関
し
、
両
者
合
意
の
上
で
判
断

す
べ
き
こ
と
。

（
ｅ
）
協
議
必
要
な
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
在
京
の
首
席
代
表
に

宛
て
て
電
報
又
は
電
話
に
て
連
絡
を
試
み
る
べ
き
こ
と
。

Ⅲ
―
そ
の
他

（
ａ
）
捕
虜
引
揚
に
使
用
さ
れ
る
鉄
道
車
両
の
う
ち
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

は
二
等
客
車
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
客
車
は
第
一
に
は
疾
病
者
、
負
傷

者
、
身
体
障
碍
者
、
第
二
に
は
将
校
に
当
て
ら
れ
る
。

（
ｂ
）
捕
虜
ら
は
自
己
の
所
持
品
を
携
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｃ
）
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
か
ら
の
救
恤
品
（
具
体
的
に
は
食
糧
品
お
よ
び

医
薬
品
）
は
捕
虜
に
支
給
さ
れ
る
。
も
し
も
捕
虜
ら
が
希
望
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
救
恤
品
を
捕
虜
ら
に
支
給
し
、
彼
ら
が
携
行

す
る
こ
と
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｄ
）
捕
虜
名
義
の
預
貯
金
お
よ
び
死
亡
捕
虜
の
遺
骨
に
関
す
る
諸
問
題

の
処
理
は
利
益
保
護
国
代
表
が
管
轄
す
る
。（
も
っ
と
も
、
妥
当
な

金
額
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
そ
の
所
持
金
の
一
部
を
日
本
側
通
貨
で
保

持
す
る
こ
と
を
捕
虜
に
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

Ⅳ
―
報
道
対
応

　
　

い
か
な
る
こ
と
で
あ
れ
、
当
代
表
部
各
代
表
は
、
そ
の
知
り
得
た

情
報
や
、
自
己
の
意
見
を
報
道
関
係
者
ら
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

Ⅴ
―
食
事
お
よ
び
住
居

 　
　

任
務
遂
行
中
の
食
事
お
よ
び
住
居
は
、
日
本
側
当
局
あ
る
い
は
日

本
赤
十
字
社
支
部
当
局
に
提
供
を
要
請
す
べ
き
こ
と
。

Ⅵ
―
注
意
事
項

　
　

当
代
表
部
各
代
表
は
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
間
、
客
観
性
、
中

立
性
、
調
整
の
精
神
で
現
場
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
赤
十
字
の
一
員
に
ふ
さ
わ
し
く
ふ
る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
作
成
「
捕
虜
お
よ
び
抑
留
民
間
人
解
放

支
援
目
的
で
派
遣
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
各
代
表
に
対
す
る
要
請
項
目
」

（Cf., Junod 

（M
arcel

）, ‘Instructions to International Com
m

ittee 
D

elegates for assistance in evacuating Prisoners of W
ar and Civil 

Internees ’, Septem
ber 23

rd, 1945, ACICR, C SC, ‘Japon : m
ission 

de F. Bilfinger  et M
. Junod ’, volum

e 1352, RR

）。

24　

ロ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ゥ
ン
ツ
ィ
（
一
八
七
七
―
一
九
六
一
）
は
、
当
時
、

ジ
ィ
ベ
ル
・
ヘ
グ
ナ
ー
社
の
支
配
人
だ
っ
た
（
同
社
は
明
治
以
後
に
横

浜
に
進
出
し
て
き
た
ス
イ
ス
系
貿
易
商
社
で
あ
る
。
現
在
の
ス
イ
ス
商

社
Ｄ
Ｋ
Ｓ
Ｈ
社
の
前
身
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献

を
参
照
さ
れ
た
い
。
横
浜
開
港
資
料
館
編
『
ブ
レ
ン
ワ
ル
ド
の
幕
末
・

明
治
ニ
ッ
ポ
ン
日
記
』、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
五
年
）。
戦
後
、
神
戸

に
て
ス
イ
ス
名
誉
総
領
事
を
務
め
る
（「
サ
カ
エ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ン
ツ
ィ
基

金
」（”G

rand Tour of Sw
itzerland in Japan ”

（
在
日
ス
イ
ス
大
使
館
管

理
）, U

RL: https://grandtourofsw
itzerland.jp/jp/about/,

二
〇
二
一

年
七
月
二
八
日
に
閲
覧
）。
大
堀
聡
著
『
心
の
糧
（
戦
時
下
の
軽
井
沢
）』、

銀
河
書
籍
発
行
、
二
〇
二
〇
年
、
八
四
―
八
五
頁
）。

25　

ブ
ル
ン
ナ
ー
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
代
表
、
カ
ー
ザ
ル
は
ス
イ
ス
公
使
館
職

員
、
ビ
ョ
ル
ン
シ
ュ
テ
ッ
ド
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
公
使
館
職
員
で
あ
る

（Cf., D
elegates for Repatriation of Prisoners of W

ar and Civilian 
Internees, A

CICR, C SC, ‘Japon : m
ission de F. Bilfinger  et M

. 
Junod ’, volum

e 1352, RR

）。

26　

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

27　

中
国
、
四
国
地
方
に
あ
っ
た
福
岡
俘
虜
収
容
所
分
所
と
、
善
通
寺

俘
虜
収
容
所
と
を
吸
収
し
、「
広
島
県
芦
品
郡
戸
出
村
戸
出
実
業
学
校

構
内
」
に
「
広
島
俘
虜
収
容
所
」
と
し
て
「
昭
和
二
〇
年
四
月
」
に
設
置

さ
れ
た
（
茶
園
義
男
編
『
大
日
本
帝
国
内
地
俘
虜
収
容
所
』、
不
二
出
版
、

一
九
八
六
年
、
一
三
、
二
〇
頁
。「
Ｐ
Ｏ
Ｗ
研
究
会
」（U

RL: http://
w

w
w.pow

research.jp/jp/archive/cam
plist/index.htm

l#
hiroshim

a

、

二
〇
二
一
年
七
月
三
〇
日
に
閲
覧
））。

28　

近
藤
玉
衛
大
佐
（
陸
士
第
二
六
期
、
東
京
出
身
）
の
こ
と
で
あ
る
（
松

原
慶
治
編
『
終
戦
時
帝
国
陸
軍
全
現
役
将
校
職
務
名
鑑
』、
戦
誌
刊
行
会
、

一
九
八
五
年
、
一
七
一
五
頁
）。

29　

細
谷
雄
平
大
尉
の
こ
と
で
あ
る
（
Ｐ
Ｏ
Ｗ
研
究
会
笹
本
妙
子
（
執

筆
）「
広
島
第
一
分
所
（
善
通
寺
）
メ
モ
」（pow

research.jp/new
s/w

p-
content/uploads/

善
通
寺
メ
モ.pdf, 

二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
〇
日
閲

覧
））。

30　

三
神
國
隆
著
『
海
軍
病
院
船
は
な
ぜ
沈
め
ら
れ
た
か
―
第
二
氷
川
丸

の
航
跡
』、
芙
蓉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
七
―
二
六
〇
頁;

小
宮

ま
ゆ
み
著
『
敵
国
人
抑
留
―
戦
時
下
の
外
国
人
抑
留
』、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
九
年
、
九
七
、一
四
三
―
一
四
七
頁;

和
田
勝
恵
執
筆
「（
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
愛
光
園
の
人
々
」、『
文
芸
ひ
ろ
し
ま　

－
市
民
文
芸

作
品
集
第
一
五
号
』、
財
団
法
人
広
島
市
文
化
振
興
事
業
団
、
平
成
八

年
（
一
九
九
六
年
）、
一
七
三
―
一
九
五
頁
。

31　

高
野
源
信
知
事
（
在
任
期
間
は
一
九
四
五
年
六
月
よ
り
同
年
九
月

ま
で
）
の
こ
と
で
あ
る
（『
広
島
県
庁
原
爆
被
災
史
』、
昭
和
五
一
年

（
一
九
七
六
年
）、
広
島
県
、
六
四
―
六
八
頁;

秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現

代
人
物
履
歴
事
典
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
〇
二
頁
）。

32　

谷
寿
夫
中
将
（
当
時
、
中
国
軍
管
区
司
令
官
）
の
こ
と
で
あ
る
（
広
島

県
原
爆
医
療
史
編
集
委
員
会
編
『
広
島
県
原
爆
医
療
史
』、
財
団
法
人
広

島
原
爆
障
害
対
策
協
議
会
、
昭
和
三
六
（
一
九
五
一
）
年
、
五
五
頁
（
こ

の
記
述
は
『
広
島
市
史
（
第
二
巻
）』、
七
〇
七
頁
の
記
述
を
も
と
に
し

て
い
る
）;

秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
（
第
二
版
）』、
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
一
頁
）。

33　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
執
筆
（
邦
訳
）「（
秘
）
広
島
の
原
爆
被
害
の
報
告
」、

人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
第
二
号
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
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タ
ー
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
七
―
一
四
五
頁
。

34　
「
八
月
二
九
日
、
中
立
国
利
益
代
表
団
が
来
広
し
て
、
被
爆
状
況
を

視
察
し
、
広
島
県
知
事
を
訪
問
し
た
」（
広
島
市
役
所
編
『
広
島
原
爆
戦

災
誌
第
一
巻
（
総
説
）』、
広
島
市
役
所
発
行
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一

年
）、
五
六
三
頁
）
と
い
う
日
本
側
記
述
と
も
符
合
す
る
。
も
っ
と
も
、

日
本
側
で
は
、
八
月
二
九
日
当
日
に
、
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
博
士

が
広
島
入
り
し
た
旨
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
（
広
島
市
役
所
編
前
掲
書
、

前
掲
頁
）。
当
時
の
混
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
八
月
二
九

日
当
日
の
宿
泊
先
は
宮
島
の
老
舗
旅
館
「
岩
惣
」
で
あ
ろ
う
（
大
佐
古
著

前
掲
（
注
16
）
書
、
二
〇
五
頁
。「
ご
宿
泊
記
録
」（「
み
や
じ
ま
の
宿　

岩
惣
」（U

RL:https://w
w

w.iwaso.com
/history/

、
二
〇
二
二
年
一
一

月
七
日
に
参
照
））。

35　

被
爆
者
救
援
を
要
請
し
た
緊
急
電
報
で
あ
る
。
邦
訳
は
以
下
を
参
照
。

マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
著
（
丸
山
幹
正
訳
）
前
掲
（
注
３
）
書
、
二
六
四

―
二
六
五
頁
。
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
執
筆
（
邦
訳
）
前
掲
（
注
20
）
報
告
書
、

一
四
四
頁
。

36　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
四
分
所
」（
広
島
県
御
調
郡
向
島
西

村
に
所
在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

37　

一
九
四
五
年
八
月
三
十
一
日
付
で
尾
道
よ
り
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が

ジ
ュ
ノ
ー
宛
に
あ
て
た
書
簡
に
は
、「
当
地
尾
道
は
、
私
ど
も
に
と
っ

て
地
の
利
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
非
常
に
快
適
だ
。
再
び
完
全

に
日
本
様
式
の
生
活
で
あ
る
が
、
私
ど
も
は
こ
れ
が
気
に
入
っ
て
い

る
。
同
封
し
た
ス
ケ
ッ
チ
は
、
尾
道
で
の
私
ど
も
の
拠
点
の
位
置
を
示

し
て
い
る
。
芝
生
に
は
木
製
板
を
組
み
合
わ
せ
た
白
い
十
字
を
標
識
と

し
て
掲
げ
て
お
い
た
。
飛
行
機
か
ら
は
我
々
の
位
置
を
簡
単
に
視
認
で

き
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
（Cf.,  Lettre de Bilfinger adressé e 

au D
r.Junod en date du 31 aoû t 1945, carton 219, « G

. 3/51 D
ossiers 

Junod, Reçu du Junod 

（26.06.45 – 20.02.46

）», ACICR à G
enève

）。

宮
島
で
は
、
老
舗
旅
館
「
岩
惣
」
が
宿
舎
と
し
て
手
配
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、尾
道
で
も
、同
水
準
で
あ
り
、館
内
に
広
い
「
芝

生
」
庭
園
を
備
え
た
和
風
旅
館
が
宿
舎
と
し
て
、
か
つ
、
こ
こ
に
赤
十

字
国
際
委
員
会
駐
日
代
表
部
尾
道
支
部
が
設
置
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

38　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
三
分
所
」（
岡
山
県
玉
野
市
日
比

四
四
八
に
所
在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

39　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
一
分
所
」（
香
川
県
善
通
寺
市
に
所

在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

40　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
二
分
所
」（
愛
媛
県
新
居
浜
市
磯
浦

に
所
在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

41　

尾
道
支
部
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

42　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
六
分
所
」（
山
口
県
美
祢
郡
大
峰
町

に
所
在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

43　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
七
分
所
」（
山
口
県
美
祢
郡
大
峰
町

に
所
在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

44　
「
八
幡
仮
俘
虜
収
容
所
宇
部
分
所
本
山
派
遣
所
」
の
こ
と
で
あ

る
（
Ｐ
Ｏ
Ｗ
研
究
会
編
「
日
本
国
内
の
捕
虜
収
容
所
」（U

RL: 
w

w
w.

pow
research.jp/archive/cam

plist, 

二
〇
二
二
年
九
月
二
二
日
に
閲

覧
））。

45　
「
八
幡
仮
俘
虜
収
容
所
宇
部
分
所
大
浜
派
遣
所
」
と
し
て
開
設

（
一
九
四
二
年
）
さ
れ
、「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
九
分
所
」
と
改
組

さ
れ
た
（
Ｐ
Ｏ
Ｗ
研
究
会
編
前
掲
（
注
44
）「
日
本
国
内
の
捕
虜
収
容

所
」）
。

46　

正
確
に
は
「
広
島
俘
虜
収
容
所
第
五
分
所
」（
広
島
県
御
調
郡
三
庄
村

に
所
在
）
で
あ
る
（
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

47　

C
f., B

ilfinger, ‘C
am

p Report on C
ivilian Internees C

am
p 

M
iyoshi ’, 8

th Septem
ber, 1945, ACICR, C SC, ‘Japon : m

ission de F. 
Bilfinger  et M

. Junod ’, volum
e 1352, RR.

48　

三
次
愛
光
保
健
園
（
昭
和
一
三
年
一
一
月
開
設
）
の
こ
と
で
あ
る
（
三

神
著
前
掲
（
注
30
）
書
、
二
四
〇
頁
）。

49　

も
っ
と
も
、
日
本
側
で
は
、
欧
米
人
の
「
肉
食
生
活
に
鑑
み
、
当
時

一
般
家
庭
で
は
入
手
困
難
な
牛
肉
等
を
特
配
し
」
た
と
こ
ろ
、「
現
地
一

部
町
民
の
激
憤
」
を
招
い
た
と
い
う
（
広
島
県
警
察
史
編
修
委
員
会
編

『
新
編
広
島
県
警
察
史
』、
広
島
県
警
察
連
絡
協
議
会
発
行
、
昭
和
二
九

年
（
一
九
五
四
年
）、
六
〇
〇
―
六
〇
二
頁
）。「
日
本
側
の
思
惑
」
と
オ

ラ
ン
ダ
側
の
「
受
け
止
め
」
に
「
隔
た
り
が
あ
っ
た
」
ら
し
い
（
三
次
市
史

編
集
委
員
会
編
『
三
次
市
史
Ⅲ 

近
代
現

代
通
史
、
近
現
代
資
料
、
三
次
市
史
年
表
、
そ
の
他
』、
三
次
市
発
行
、

平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）、
二
八
七
―
二
九
五
、
特
に
二
九
四
頁
）。

本
稿
で
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
が
、
将
来
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
側
で
ま
と

め
ら
れ
た
記
録
と
も
対
照
さ
せ
て
み
た
い
。
な
お
、
二
〇
一
七
年
八
月

二
五
日
、
東
海
地
方
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
に
て
「
金
と
く　

追

跡
！　

巨
大
沈
没
船
ミ
ス
テ
リ
ー
」
と
題
し
て
、
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ル
ト

号
の
行
方
と
、
オ
ラ
ン
ダ
人
抑
留
者
の
遺
族
に
取
材
し
て
い
た
。

50　

一
九
四
二
年
二
月
の
ス
ラ
バ
ヤ
沖
海
戦
で
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ル
ト
号
は
、

日
本
海
軍
に
よ
り
拿
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
に
回
航
さ
れ
、
横
浜

で
改
装
が
施
さ
れ
た
。
天
応
丸
、
次
い
で
第
二
氷
川
丸
と
改
称
さ
れ
た

上
、
日
本
側
の
病
院
船
と
し
て
使
役
さ
れ
た
。
敗
戦
後
、
舞
鶴
沖
若
狭

湾
内
で
密
か
に
自
沈
処
分
さ
れ
た
（
三
神
著
前
掲
（
注
30
）
書
、
五
九
―

二
二
六
、二
六
一
―
二
九
六
頁
）。

51　
「
広
島
県
芦
品
郡
戸
出
村
戸
出
実
業
学
校
内
」
に
設
置
さ
れ
て
い
た

（
昭
和
二
〇
年
四
月
時
点
。
茶
園
編
前
掲
（
注
27
）
書
、
二
〇
頁
）。

52　
「
オ
プ
テ
ン
ノ
ー
ル
ト
号
」
を
意
味
す
る
。

53　
「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」（
一
九
〇
七

年
、オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
に
て
調
印
、日
本
で
は
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二

年
）
に
公
布
）
第
一
条
で
病
院
船
を
拿
捕
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拿
捕
後
、
オ
ラ
ン
ダ
船
籍
に
あ
っ
た
オ
プ
テ

ン
ノ
ー
ル
ト
号
を
違
法
に
改
装
・
改
称
し
、
日
本
側
の
病
院
船
と
し
て

使
役
し
た
。
こ
れ
を
秘
匿
す
る
た
め
、
敗
戦
直
後
に
日
本
側
が
同
号

を
自
沈
処
分
さ
せ
た
。
戦
後
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
か
ら
賠
償
請
求
を
求

め
ら
れ
、
こ
の
件
は
長
く
日
蘭
間
の
外
交
問
題
と
し
て
く
す
ぶ
っ
た
。

一
九
七
八
年
、
日
本
側
か
ら
一
億
円
の
見
舞
金
が
支
払
わ
れ
る
形
で
、

解
決
に
至
っ
た
（
三
神
著
前
掲
（
注
30
）
書
、
二
六
一
―
二
七
五
頁
）。

54　

Bilfinger 

（Fritz

）, Report ‘ POW
 &

 CI E
vacuation of H

iroshima Sector’  
addressed to the Chief D

elegater of the Japan D
elegation of the International 

Red Cross Committee, Septem
ber 17

th, 1945, ACICR, C SC, ‘Japon : 
m

ission de F. Bilfinger  et M
. Junod ’, volum

e 1352, RR.

55　

一
九
四
五
年
八
月
六
日
の
原
爆
投
下
に
よ
る
被
害
を
意
味
す
る
。

56　

原
文
で
は
「
横
浜
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
添
付
さ
れ
て
い
る
移
送
ル
ー

ト
地
図
と
対
照
す
る
と
、「
和
歌
山
」
の
誤
記
で
あ
る
。

57　

通
常
、
世
界
各
地
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
代
表
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

本
部
に
打
電
さ
れ
た
電
報
の
発
信
者
は
単
に
「
イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
」
と

な
っ
て
い
る
。
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
来
日
以
前
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表

部
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ア
ン
グ
ス

ト
、
そ
し
て
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
三
名
で
あ
る
。
そ
の
一
人
で
あ
る
ビ

ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
発
信
者
で
あ
る
こ
と
を
特
定
す
る
点
に
お
い
て
、「
ビ

ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
」
と
い
う
表
示
は
、
一
定
の
合
理

性
が
あ
る
。
事
実
、一
九
四
五
年
四
月
二
五
日
に
、「
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
・

イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
」
の
発
信
者
者
表
示
で
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
宛
に
電
報
を

打
電
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
来
日
に
必
要
な
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査
証
手
配
に
関
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
当
初
、
赤
十
字
業
務
で
発
信

し
て
い
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
、
私
信
を
も
こ
の
発
信
名
で
ビ
ル
フ
ィ

ン
ガ
ー
は
打
電
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

58　
5

e rapport par D
r.Junod adressé au CICR en date du 9 novem

bre 
1945

）, N
o du Carton 219, “cotes G

.3/51, M
issions – D

élégations/
Japon Junod-Straehler Juin 1945 ”, pp.13-14, ACICR à G

enève.　

拙

訳
を
参
照
さ
れ
た
い
（「
Ｄ
ｒ
・
ジ
ュ
ノ
ー
の
一
九
四
五
年
一
一
月
九
日

付
報
告
」、『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
第
二
号
、
日
本
赤
十
字
人
道

研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
、
一
四
九
―
一
五
〇
頁
）。
な
お
、
拙

訳
で
は
ジ
ュ
ノ
ー
と
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
間
の
口
論
が
あ
っ
た
日
付
を

「
八
月
一
七
日
」
と
し
て
い
る
が
、
関
連
す
る
史
料
と
対
照
し
た
結
果
、

「
九
月
一
七
日
」
と
訂
正
す
る
。
本
稿
本
文
で
は
、「
九
月
一
七
日
」
と

し
て
お
い
た
。

59　

C
f., Télégram

m
e du M

inistre G
orgé adressé au D

épartm
ent 

poltique suisse en date du 14 novem
be 1945 

（https://dodis.
ch/10270, consulté le 11 novem

bre 2022

）.

60　

Cf., Lettre peronnelle de Fritz Bilfinger adressée au D
r. Junod 

en date du 31 octobre 1945 

（16
e dossier annexé au 5

e rapport par 
D

r.Junod adressé au CICR en date du 9 novem
bre 1945

）, N
o du 

Carton 219, «cotes G
.3/51, M

issions – D
élégations/Japon Junod-

Straehler Juin 1945», ACICR à G
enève.

61　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
執
筆
（
邦
訳
）
前
掲
（
注
33
）「（
秘
）
広
島
の
原
爆
被

害
の
報
告
」。

62　

本
稿
「
三
．
一
九
四
五
年
八
月
の
中
国
地
方
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐

日
代
表
と
し
て
の
活
動
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

63　
「
赤
十
字
国
際
雑
誌
」（
一
九
四
五
年
一
月
、
通
巻
三
一
三
号
）
に
は

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
の
構
成
員
と
し
て
「
首
席
代
表
（
近
時
着
任
予

定
）
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
博
士
、
代
表
マ
ッ
ク
ス
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
、

代
表
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ア
ン
グ
ス
ト
、
代
表
フ
リ
ッ
ツ
・
ビ
ル
フ
ィ
ン

ガ
ー
博
士
」
と
掲
載
し
て
い
る
（Cf., Revue internationale de la Croix-

Rouge (ci-après, RICR), G
enève, janvier 1945, N

o313, p.118

）。
同

誌
九
月
号
（
通
巻
三
二
一
号
）
に
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
写
真
を
掲
載

し
、
彼
が
広
島
県
内
の
捕
虜
収
容
所
お
よ
び
抑
留
所
を
視
察
し
、
捕
虜

お
よ
び
抑
留
者
ら
の
解
放
・
帰
還
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
を
記
載
し
て

い
る
（Cf., RICR, Septem

ber 1945, p.684, 688-689

）。
し
か
し
、
ビ

ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
自
身
が
報
告
書
を
出
し
て
い
な
い
た
め
、
一
九
四
五
年

一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
彼
の
業
務
内
容
は
同
誌
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
。　
　

64　

藤
井
靖
記
者
が
イ
ン
ゲ
夫
人
に
取
材
し
た
内
容
に
よ
る
。

65　

前
掲
（
注
10
）『
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
株
式
会
社
五
〇
年
史
』、

九
六
、三
五
二
―
三
五
三
頁
。『
日
本
軽
金
属
社
二
〇
年
史
』、
日
本
軽

金
属
社
、一
九
五
九
年
、二
六
一
―
二
六
二
、三
四
六
―
三
四
七
頁
。『
日

本
軽
金
属
社
五
〇
年
史
』、
日
本
軽
金
属
社
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
二

―
三
〇
三
頁
。

66　

廣
瀬
弘
監
修
『
第
十
九
版　

大
衆
人
事
録
（
東
京
編
）』、
初
出
（
帝
国

秘
密
探
偵
社
、
一
九
五
六
年
）、『
昭
和
人
名
辞
典
Ⅱ
第
一
巻
（
東
京
編
）』

（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
よ
り
一
九
八
九
年
に
復
刻
）、
六
八
三
頁
。
な
お
、

日
活
国
際
会
館
（
竹
中
工
務
店
設
計
施
工
、
一
九
五
三
年
に
建
築
学
会

賞
受
賞
、
二
〇
〇
三
年
に
解
体
）
は
、
映
画
の
ロ
ケ
地
に
使
わ
れ
た
り
、

小
説
の
舞
台
に
も
な
っ
た
（
大
佛
次
郎
著
『
旅
路
』
な
ど
）。

67　

藤
井
靖
記
者
が
イ
ン
ゲ
夫
人
に
取
材
し
た
内
容
に
よ
る
。

68　

ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
に
宛
て
た
報
告
書
の
中
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
被
爆
後
の
町
の
状
況
と
人
体
へ
の
影
響
と

を
現
地
で
調
査
し
て
く
る
こ
と
を
私
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
要
請
し

て
お
り
ま
し
た
（
と
い
い
ま
す
の
は
、
せ
ん
だ
っ
て
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

本
人
が
こ
の
任
務
を
希
望
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
私
は
彼
に
こ
の

任
務
を
託
し
た
の
で
す
）」（
傍
線
部
は
引
用
者
。
前
掲
（
注
五
七
）
拙
訳
、

一
四
八
頁
）。

69　

一
九
四
五
年
八
月
三
〇
日
に
尾
道
よ
り
在
京
の
ジ
ュ
ノ
ー
宛
に
打
電

さ
れ
た
緊
急
電
報
で
あ
る
（
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
著
（
丸
山
幹
正
訳
）

前
掲
（
注
３
）
書
、
二
六
四
―
二
六
五
頁
。
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
執
筆
（
邦

訳
）
前
掲
（
注
28
）「（
秘
）
広
島
の
原
爆
被
害
の
報
告
」、
一
四
四
頁
。
英

語
原
文
は
拙
訳
ブ
ノ
ワ
・
ジ
ュ
ノ
ー
（
執
筆
）「
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー

―
一
人
の
『
第
三
の
兵
士
』
と
し
て
」、
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
第

一
六
六
号
、
二
〇
〇
四
年
、
九
三
頁
、（
注
18
）
に
所
収
）。

70　

Cf.,  Lettre de Bilfinger adressé e au D
r.Junod en date du 31 aoû t 1945, 

carton 219, « G
. 3/51 D

ossiers Junod, Reçu du Junod 

（26.06.45 – 
20.02.46

）», ACICR à G
enève.

藤
井
靖
記
者
に
よ
る
前
掲
（
注
２
）「
被

爆
者
救
援『
陰
の
功
労
者
』　

赤
十
字
報
告
書
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
氏　

核

の
非
合
法
化
訴
え
」
記
事
に
も
、
こ
の
書
簡
の
一
部
抄
訳
が
引
用
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

71　

藤
井
靖
記
者
が
イ
ン
ゲ
夫
人
に
取
材
し
た
内
容
に
よ
る
。

72　

二
〇
〇
二
年
七
月
一
六
日
付
で
筆
者
（
大
川
）
に
宛
て
た
内
閣
府
賞

勲
局
総
務
課
総
務
係
か
ら
の
回
答
文
に
よ
る
。

73　

二
〇
〇
二
年
八
月
二
日
付
で
筆
者
（
大
川
）
に
宛
て
た
外
務
省
官
房

儀
典
官
室
栄
典
班
か
ら
の
回
答
文
に
よ
る
。

74　

本
稿
前
「
注
23
」
に
提
示
し
た
ジ
ュ
ノ
ー
首
席
代
表
「
訓
令
」
中
の
「
Ⅳ

　

報
道
対
応
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

75　

今
日
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
打
電
し
た
至
急
電
報
と
、
広
島
の
被
害

状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
た
報
告
書
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
（
日

本
語
版
『
赤
十
字
国
際
レ
ビ
ュ
ー　

核
兵
器

：

人
類
が
払
う
代
償
』、
赤

十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
駐
日
代
表
部
、
二
〇
二
一
年
、
五
―

六
、二
二
九
―
二
五
九
頁
、「
フ
リ
ッ
ツ
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー　

紛
争
当

事
者
以
外
で
原
爆
の
惨
状
を
目
撃
し
た
最
初
の
人
」（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
国
際
平
和
拠
点
ひ
ろ
し
ま
」（https://hiroshim

aforpeace.com
/icrc-

bilfinger

）
二
〇
二
三
年
二
月
三
日
参
照
）。
ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
郊

外
コ
ロ
ニ
ー
の
ボ
ド
マ
ー
財
団
運
営
「
古
文
書
博
物
館
」
で
開
催
さ
れ

た
企
画
展
示
「
戦
争
と
平
和
」（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
五
日
―
二
〇
二
〇

年
三
月
一
日
）
で
も
、
こ
れ
ら
二
点
の
文
書
が
公
開
さ
れ
て
い
た
。
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は
じ
め
に

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
は
、
本
格
的
な
軍
事
戦
争
の
様

相
を
呈
し
、
市
民
も
含
め
双
方
に
数
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
て
、
や
は
り
二
一
世
紀
に
お
い
て
も
本
格
的
な
軍
事
戦
争

は
起
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
国
家
を
防
衛
す
る
た
め
の
軍

事
力
を
維
持
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
の
意
見
も
多
く
聞
か

れ
る
。
こ
れ
を
一
概
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に

は
と
ど
ま
ら
な
い
、
も
っ
と
大
き
な
教
訓
が
今
回
の
一
連
の
事
象
の

中
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
五
年
間
陸
上
自
衛
隊

に
お
い
て
軍
事
の
実
務
に
携
わ
っ
て
き
た
筆
者
の
観
点
か
ら
、
本
稿

で
は
今
回
の
侵
略
戦
争
が
二
一
世
紀
の
国
際
社
会
に
提
起
し
た
新
し

い
安
全
保
障
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
軍
事
戦

争
を
引
き
起
こ
そ
う
と
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ

る
ま
い
。
二
月
二
四
日
に
国
境
を
越
え
た
軍
事
侵
攻
が
始
ま
っ
た
当

初
、プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
三
日
間
程
度
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
狙
っ

て
い
た
と
の
報
道
が
数
多
く
な
さ
れ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
三
日

間
程
度
で
終
わ
る
こ
と
を
狙
っ
た
作
戦
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

寄
稿
論
文

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
が
世
界
に
も
た
ら
し
た

新
し
い
安
全
保
障
問
題

松
村
五
郎

元
陸
上
自
衛
隊
東
北
方
面
総
監
・
陸
将

な
も
の
で
そ
れ
が
成
功
し
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
結
果

的
に
そ
れ
が
成
功
せ
ず
長
期
間
に
わ
た
る
軍
事
戦
争
に
な
っ
た
の
は

何
故
な
の
か
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
て
い
く
こ
と
が
、
二
一
世
紀

の
世
界
に
お
い
て
平
和
と
安
全
を
確
保
し
て
い
く
た
め
の
カ
ギ
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
と
い
う
新
し

い
戦
争
概
念
を
導
入
し
て
今
回
の
一
連
の
動
き
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

二
一
世
紀
の
新
し
い
安
全
保
障
の
問
題
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み

た
い
と
思
う
。

Ⅰ　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を

ど
う
見
る
か

 

⑴
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
解
す
る
と
見
え
て
く
る
問
題
点

今
回
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
は
、
大
き
く
三
つ
の

フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
事
侵
攻
は
二
〇
二
二
年
二

月
二
四
日
に
起
き
た
わ
け
だ
が
、
第
一
フ
ェ
ー
ズ
は
そ
の
半
年
以
上

前
か
ら
お
き
て
い
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
戦
争
を
、「
本
格
的
軍
事
戦
争
に
な
る
の
を
意
図
的
に
避

け
て
、
軍
事
・
非
軍
事
の
多
様
な
手
段
を
組
み
合
わ
せ
て
戦
略
的
目

標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
戦
争
の
形
態
」
と
定
義
す
る
。
そ

の
多
様
な
手
段
に
は
、
世
論
誘
導
や
影
響
工
作
な
ど
の
心
理
的
な
情

報
戦
や
貿
易
制
限
な
ど
を
含
む
社
会
・
経
済
的
手
段
、
サ
イ
バ
ー
・

電
磁
波
・
無
人
機
・
宇
宙
な
ど
の
分
野
の
技
術
的
手
段
、
そ
し
て
義

勇
兵
や
民
間
軍
事
会
社
な
ど
の
偽
装
勢
力
の
活
用
や
正
規
軍
・
ミ
サ

イ
ル
な
ど
の
展
開
演
習
等
に
よ
る
恫
喝
と
い
っ
た
軍
事
的
手
段
な
ど
、

利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
法
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ

て
累
積
効
果
を
高
め
、
本
格
的
な
軍
事
戦
争
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る

の
を
巧
妙
に
避
け
つ
つ
、
相
手
国
に
意
思
を
強
要
す
る
の
が
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
戦
争
な
の
で
あ
る
。

プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
、
そ
れ
ま
で
の
周
到
な
準
備
の
下
に
、
軍
事

侵
攻
後
三
日
で
決
着
を
付
け
よ
う
と
狙
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
よ
る
勝
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
え
る
。
し
か
し
米

英
等
に
支
援
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
対
抗
策
に
よ
っ
て
、こ
の
プ
ー

チ
ン
大
統
領
の
企
み
は
失
敗
に
終
わ
る
。
情
報
機
関
主
導
で
計
画
さ

れ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
お
い
て
、
軍
の
役
割
は
あ
く
ま
で
も
恫

喝
で
あ
っ
た
た
め
、
本
格
的
戦
争
準
備
を
し
て
い
な
か
っ
た
ロ
シ
ア

軍
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
こ
れ
が
三
月
か
ら
の
第
二
フ
ェ
ー
ズ
で
あ

る
。
そ
し
て
三
月
末
か
ら
四
月
初
頭
に
至
り
、
や
っ
と
軍
事
的
な
統

一
指
揮
官
が
指
名
さ
れ
、
ロ
シ
ア
軍
は
キ
ー
ウ
正
面
か
ら
撤
退
の
上
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
東
部
に
対
す
る
統
一
の
と
れ
た
軍
事
作
戦
を
開
始
し

た
。
こ
れ
以
降
が
第
三
フ
ェ
ー
ズ
の
本
格
的
軍
事
戦
争
と
な
る
。
以

下
そ
の
経
緯
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
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⑵
第
一
フ
ェ
ー
ズ
に
お
け
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争

二
〇
二
一
年
七
月
、
連
邦
保
安
局
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
で
旧
ソ
連
諸
国
を
担

当
す
る
第
五
局
に
、
二
〇
〇
人
規
模
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
担
当
部
署
、
第

九
部
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
の
任
務
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
各
地
の
親
ロ
派
・

反
ロ
派
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
上
で
、
地
域
ご
と
に
親
ロ
派
を
有
利

に
す
る
た
め
の
政
治
工
作
を
行
う
こ
と
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、秋
か
ら
冬
に
か
け
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
上
昇
を
画
策
し
、
国
民
の
不
満
を
あ
お
る
工
作
も
実
施
し
た
よ

う
で
あ
る
。ま
た
一
月
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
自
動
車
保
険
会
社
を
ハ
ッ

キ
ン
グ
し
て
顧
客
リ
ス
ト
を
入
手
す
る
こ
と
に
よ
り
、
拘
束
す
べ
き

反
ロ
派
の
住
所
を
特
定
し
た
と
い
う
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

二
月
の
軍
事
侵
攻
に
向
け
て
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
も
活
発
に
行
わ
れ

た
。
一
月
一
三
～
一
四
日
の
第
一
次
サ
イ
バ
ー
攻
撃
で
は
、
政
府
機

関
の
シ
ス
テ
ム
破
壊
を
狙
い
と
し
た
攻
撃
が
行
わ
れ
た
。
二
月
一
五

日
の
第
二
次
攻
撃
で
は
、
軍
や
政
府
機
関
と
と
も
に
銀
行
へ
の
攻
撃

が
行
わ
れ
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
停
止
等
の
被
害
が
出
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
侵
攻
当
日
の
二
月
二
三
～
二
四
日
、
軍
・
官
民
諸
機
関
に
広

範
な
攻
撃
が
行
わ
れ
、
こ
の
際
に
は
衛
星
通
信
や
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
対
す
る

妨
害
も
実
施
さ
れ
た
。 

二
月
二
四
日
の
軍
事
侵
攻
の
狙
い
は
、
全
正
面
か
ら
の
大
部
隊

の
突
進
に
よ
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
を
恫
喝
す
る
と
同
時
に
、
親
ロ

派
や
潜
入
し
た
工
作
員
の
手
引
き
に
よ
り
、
キ
ー
ウ
郊
外
に
降
着
し

た
空
挺
部
隊
が
、
迅
速
に
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
要
人
を
含
む
反
ロ
派

を
拘
束
し
、
親
ロ
派
政
権
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
一
二
月
に
は
Ｆ
Ｓ
Ｂ
第
五
局
と
空
挺
部
隊
の
共
同
図
上
演
習
が

行
わ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
手
順
を
確
認
す
る
演
習
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
空
挺
部
隊
は
ヘ
リ
に
よ
る
先
遣
部
隊
の
送
り

込
み
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
本
隊
を
載
せ
た
大
型
輸
送
機
二
機
が

撃
墜
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
計
画
通
り
の
作
戦
が
で
き
ず
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
側
の
適
切
な
対
応
に
よ
り
、
親
ロ
派
の
動
き
も
封
じ
ら
れ

た
。
結
果
と
し
て
、
全
正
面
か
ら
突
進
し
た
陸
軍
部
隊
は
目
標
の
な

い
戦
闘
を
戦
う
こ
と
と
な
り
、
キ
ー
ウ
北
方
で
は
六
〇
㎞
以
上
に
わ

た
る
車
列
が
一
〇
日
間
以
上
も
道
路
上
に
停
止
し
た
ま
ま
に
な
る
と

い
う
大
失
態
を
演
じ
る
な
ど
、
混
乱
状
態
の
第
二
フ
ェ
ー
ズ
に
陥
っ

た
の
で
あ
る
。

三
月
中
旬
に
は
Ｆ
Ｓ
Ｂ
第
五
局
の
局
長
が
拘
束
さ
れ
、
四
月
に
は

Ｆ
Ｓ
Ｂ
職
員
一
五
〇
名
が
解
雇
さ
れ
る
と
と
も
に
、
軍
に
お
い
て
四

月
九
日
に
統
一
指
揮
官
が
指
名
さ
れ
、
第
三
フ
ェ
ー
ズ
で
あ
る
東
部
・

南
部
で
の
本
格
的
軍
事
戦
争
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ロ
シ
ア
は
な
ぜ
第
一
フ
ェ
ー
ズ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦

争
に
失
敗
し
た
の
か
。
単
に
ロ
シ
ア
側
の
読
み
が
甘
く
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
を
侮
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
第

一
フ
ェ
ー
ズ
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
そ
し
て
そ
れ
を
支
援
す
る
米
英
等
諸

国
に
よ
る
能
動
的
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
の
勝
利
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
以
降
、
米
国
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て
サ
イ
バ
ー

防
衛
機
能
を
含
む
多
大
な
軍
事
的
支
援
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ロ

シ
ア
軍
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
境
へ
の
大
規
模
集
結
が
顕
著
と
な
っ
た

二
〇
二
一
年
一
一
月
に
は
、
米
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ

の
攻
撃
対
策
の
た
め
の
タ
イ
ガ
ー
チ
ー
ム
が
設
立
さ
れ
、
国
防
省
、

国
務
省
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
、
財
務
省
の
担
当
者
が
外
交
・
経
済
・
軍

事
等
多
岐
に
わ
た
る
対
応
策
の
検
討
を
始
め
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

一
〇 

月
に
は
、
米
サ
イ
バ
ー
軍
部
隊
と
民
間
企
業
技
術
者
が
ウ
ク
ラ

イ
ナ
を
訪
問
し
具
体
的
な
サ
イ
バ
ー
対
策
の
強
化
を
支
援
し
た
と
い

う
。
ま
た
こ
の
頃
か
ら
、
米
英
両
国
政
府
は
、
ロ
シ
ア
の
侵
攻
計
画

や
偽
旗
作
戦
に
対
す
る
積
極
的
な
情
報
開
示
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

更
に
英
国
発
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
一
二
月
に
米
英
両
国
の
情
報
機

関
と
軍
特
殊
部
隊
の
混
成
チ
ー
ム
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
派
遣
さ
れ
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
要
人
警
護
、
心
理
戦
、
国
外
か
ら
の
武
器
搬
入
支
援
の
準

備
を
始
め
た
。
そ
し
て
侵
攻
後
は
、実
際
に
英
陸
軍
特
殊
空
挺
部
隊（
Ｓ

Ａ
Ｓ
）
が
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
身
辺
警
護
に
協
力
し
て
い
る
と
も

報
道
さ
れ
て
い
る
。

一
月
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
し
て
は
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
の
検
知
・
排

除
や
シ
ス
テ
ム
の
復
旧
に
当
た
っ
て
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
技
術
者

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
侵
攻
直
前
の
二
月
一
七
日
に
は
、
ブ

リ
ン
ケ
ン
国
務
長
官
が
国
連
安
保
理
で
「
ロ
シ
ア
の
侵
攻
シ
ナ
リ
オ
」

を
暴
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
ロ
シ
ア
が
「
偽
旗
作
戦
」
で
ロ
シ

ア
系
住
民
保
護
の
必
要
性
を
訴
え
た
上
で
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
と
通
信

妨
害
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
、
地
上
部
隊
が
キ
ー

ウ
他
の
主
要
都
市
に
向
け
て
進
軍
す
る
と
い
う
内
容
で
、
一
週
間
後

に
実
際
に
起
き
た
事
態
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
。
こ
れ
を
予
測
し
て

い
た
米
英
両
国
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
処
要
領
の
指
南
を
し
て
い
た

こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
支
援
が
功
を
奏
し
、
第
１
フ
ェ
ー
ズ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
戦
争
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
が
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、

す
で
に
大
規
模
な
戦
力
を
侵
攻
さ
せ
て
い
た
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、

そ
こ
で
一
度
退
却
さ
せ
て
態
勢
を
立
て
直
す
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
皮
肉
に
も
両
者
が
望
ま
な
い
泥
沼
の
戦
争
状

態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
侵
略
に
お
い
て
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
率
い
る
ロ
シ
ア
が
、

思
惑
通
り
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
を
成
功
さ
せ
て
い
た
場
合
、
軍
事
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侵
攻
三
日
後
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
親
ロ
政
権
が
樹
立
さ
れ
、
ゼ
レ
ン

ス
キ
ー
大
統
領
は
生
き
延
び
た
と
し
て
も
、
亡
命
政
権
と
し
て
国
外

か
ら
政
治
的
に
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
米
英
両
国
等
の
支
援
を
得
て
、
こ
れ
を

許
さ
ず
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
勝
利
し
た
意
義
は
非
常
に
大
き
い
と

言
え
る
。
今
後
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
を
仕
掛
け
よ
う
と
し
て
い
る
国

は
、
ロ
シ
ア
の
失
敗
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
成
功
の
原
因
に
つ
い
て
徹
底

的
な
研
究
を
行
い
、
よ
り
巧
妙
な
手
段
を
用
い
て
く
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
防
ぐ
側
も
こ
の
教
訓
の
下
に
よ
り
効
果
的
な

対
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

⑶
意
図
せ
ぬ
本
格
的
軍
事
戦
争
と
し
て
の
第
二
フ
ェ
ー
ズ

第
一
フ
ェ
ー
ズ
に
お
け
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
で
、
最
大
一
九
万

人
と
言
わ
れ
る
ロ
シ
ア
軍
侵
攻
兵
力
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
月
二
四
日
の
侵
攻
開
始
時
、
全
正
面
に
分

散
し
た
兵
力
が
、
一
斉
に
国
境
を
越
え
て
道
路
上
を
主
要
都
市
に
向

け
て
突
進
す
る
姿
は
、
お
よ
そ
合
理
的
な
軍
事
作
戦
と
は
思
え
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
国
境
か
ら
キ
ー

ウ
に
向
か
っ
た
三
万
人
と
も
言
わ
れ
る
大
部
隊
の
戦
闘
車
両
や
支
援

車
両
が
、
六
〇
㎞
以
上
に
も
わ
た
っ
て
道
路
上
に
密
集
し
て
停
止
し

た
ま
ま
一
〇
日
間
以
上
も
動
け
な
い
と
い
う
醜
態
を
曝
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
の
各
部
隊
が
予
め
ま
と
も
な
作
戦
計
画
を
立

て
て
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
、
軍
に
よ
る
国
境
越
え
の

突
進
を
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
等
の
情
報
機
関
が
主
導
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争

の
一
部
と
し
て
の
軍
事
的
恫
喝
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
だ

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
三
日
程
度
の
短
期
で
作
戦
が
終
了

す
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
緒
戦
に
お
い
て
、

第
一
線
の
ロ
シ
ア
兵
の
多
く
が「
戦
争
に
行
く
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ

た
」
と
証
言
し
て
い
る
の
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
の
恫
喝
手
段
と
し
て
実
際
に
国
境
を
越
え
て
投

入
さ
れ
た
軍
の
部
隊
は
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
失
敗
し
た
後
、
退

却
命
令
が
な
い
以
上
、
そ
の
ま
ま
戦
い
続
け
る
し
か
な
い
。
三
月
に

入
っ
て
か
ら
月
末
ま
で
の
ロ
シ
ア
軍
の
混
乱
し
た
戦
い
ぶ
り
は
、
そ

れ
を
表
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
辻
褄
が
合
う
。

キ
ー
ウ
近
郊
の
ブ
チ
ャ
等
で
生
起
し
た
虐
殺
、
強
姦
、
略
奪
等

の
戦
争
犯
罪
も
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
一
部
だ
と
い
う
側
面
も
あ
ろ

う
。
全
く
自
覚
が
な
い
ま
ま
突
如
戦
争
の
渦
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
兵

士
の
多
く
は
戦
意
を
失
っ
て
い
た
と
の
住
民
の
証
言
も
あ
る
が
、
食

料
等
の
補
給
も
殆
ど
な
い
中
で
苛
烈
な
戦
闘
に
曝
さ
れ
、
逆
に
極
端

に
乱
暴
な
行
為
に
走
っ
た
兵
士
も
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き

る
。
と
も
に
非
人
道
的
な
行
為
と
し
て
決
し
て
許
し
て
は
な
ら
な
い

行
為
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
軍
紀
の
乱
れ
に
起
因
す
る
個
々
の

兵
士
の
行
為
と
、
意
図
的
に
民
間
の
ア
パ
ー
ト
等
非
軍
事
目
標
を
砲

撃
し
た
り
、
情
報
を
得
る
た
め
に
拷
問
し
た
り
す
る
組
織
的
行
動
と

は
性
格
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
を
き
ち
ん
と
解
明

し
た
上
で
責
任
を
追
及
し
、
今
後
の
武
力
紛
争
に
お
け
る
再
発
の
防

止
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
今
次
侵
略
に
お
け
る
ロ
シ
ア
軍
の
動
き
に
立
ち
戻
っ
て
考

え
る
と
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
失
敗
し
た
段
階
で
軍
事
侵
攻
を
停

止
し
て
態
勢
を
立
て
直
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
軍
事
的
な
威
嚇
手
段
と
し
て
一
九
万
人
に
も
上

る
大
規
模
な
兵
力
を
国
境
沿
い
に
展
開
す
る
ば
か
り
か
、
そ
の
兵
力

を
実
際
に
国
境
を
越
え
て
相
手
国
深
く
ま
で
突
入
さ
せ
た
点
に
あ
る
。

最
大
限
の
威
嚇
効
果
を
狙
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
引
き

起
こ
さ
れ
た
混
乱
下
で
の
第
二
フ
ェ
ー
ズ
の
戦
闘
は
、
プ
ー
チ
ン
大

統
領
に
と
っ
て
も
誤
算
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
武
力
に
よ
る
威

嚇
」
は
、
そ
れ
が
ブ
ラ
フ
（
虚
勢
）
で
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
時
の
み
な
ら
ず
将
来
に
わ
た
っ
て
効
果
が
削
が
れ
る
た
め
、
本
来

の
意
図
に
反
し
て
も
武
力
行
使
に
至
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
常
に
存

在
す
る
。
今
後
の
世
界
で
は
、
侵
略
を
防
ご
う
と
す
る
側
も
こ
の
点

を
よ
く
認
識
し
、
早
期
か
ら
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」
の
兆
候
を
つ
か
ん

で
こ
れ
を
許
さ
ず
に
直
ち
に
や
め
さ
せ
る
、
ま
た
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ

せ
な
い
た
め
の
方
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 

⑷
組
織
的
な
本
格
的
軍
事
戦
争
と
し
て
の
第
三
フ
ェ
ー
ズ

混
乱
に
陥
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
軍
で
は
あ
る
が
、
三
月
末
に
は
キ
ー

ウ
正
面
か
ら
撤
退
が
命
じ
ら
れ
、
四
月
九
日
に
ド
ボ
ル
ニ
コ
フ
南
部

軍
管
区
司
令
官
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
作
戦
全
般
を
指
揮
す
る
司
令
官
に
任

命
さ
れ
て
、
軍
が
主
体
と
な
っ
た
従
来
型
の
軍
事
作
戦
が
開
始
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
道
路
沿
い
に
後
先
構
わ
ず
突
進
し
た
侵
攻
当
初
の

作
戦
と
は
異
な
り
、
部
隊
が
相
互
に
連
携
し
て
面
的
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ

南
東
部
の
占
領
地
域
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
作
戦
で
あ
る
。

今
後
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
よ
っ
て
侵
略
を
企
図
す
る
国
は
、
今

回
の
ロ
シ
ア
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
頼
り
過
ぎ
な

い
方
策
を
取
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
威
嚇
が
功
を
奏
さ
な
い
場
合

に
実
際
の
武
力
行
使
に
踏
み
切
っ
て
も
効
果
的
な
本
格
的
軍
事
戦
争

に
勝
ち
切
る
た
め
、
十
分
な
軍
事
的
準
備
を
行
う
で
あ
ろ
う
。
今
回

の
ロ
シ
ア
は
、
両
者
の
間
で
中
途
半
端
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

今
後
こ
の
教
訓
に
学
ん
だ
国
が
、
本
格
的
軍
事
戦
争
を
勝
ち
切
る
こ

と
を
考
え
て
く
る
可
能
性
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
の
各
種
手
段
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
本
格
的
軍
事
戦

争
勝
利
と
い
う
目
標
の
た
め
に
統
一
的
に
使
用
さ
れ
て
、
今
回
ロ
シ

ア
が
う
ま
く
実
行
で
き
ず
に
、
む
し
ろ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
が
実
践
し
て
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い
る
よ
う
な
宇
宙
、
無
人
機
、
そ
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
情
報
収
集
や

対
外
発
信
な
ど
も
含
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
多
領
域
（
マ
ル
チ
ド
メ
イ
ン
）
作

戦
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

Ⅱ　

見
え
て
き
た
新
し
い
安
全
保
障
上
の

課
題
に
ど
う
対
処
す
る
か

 

⑴
平
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
ど
う
対
処
す

る
か

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
見
ら
れ
る
「
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
」
こ
と
こ
そ

上
策
と
い
う
考
え
方
は
『
孫
子
』
の
頃
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
、
な
ぜ
今

こ
と
さ
ら
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
と
し
て
問
題
に
す
る
の
か
と
い
う

疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
に
お
い
て
は
、
①
兵
器
の
威
力

強
大
化
と
人
道
意
識
の
高
ま
り
に
よ
り
武
力
行
使
の
禁
止
が
国
際
規

範
と
な
っ
た
こ
と
、
②
経
済
構
造
の
変
化
に
よ
り
植
民
地
等
と
し
て

領
土
を
獲
得
す
る
意
味
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
③
情
報
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）

の
発
達
に
よ
り
情
報
伝
達
速
度
が
格
段
に
上
が
る
と
と
も
に
伝
達
対

象
も
拡
大
し
た
こ
と
で
相
手
国
指
導
者
の
意
思
決
定
に
直
ち
に
影
響

を
及
ぼ
す
多
種
多
様
な
手
段
が
利
用
可
能
に
な
っ
た
こ
と
の
三
点
か

ら
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
が
安
全
保
障
上
の
大
き
な
問
題
と
し
て
浮

上
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
日
本
を
は
じ
め
、
自
由
で
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
に
基
づ
く
現
在

の
国
際
秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
国
々
は
、
力
を
合
わ
せ
て
こ
の
よ
う

な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
よ
る
現
状
変
更
の
試
み
に
対
抗
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
心
理
的
な
情
報
戦
や
貿
易
な
ど
を

含
む
社
会
・
経
済
的
手
段
、
サ
イ
バ
ー
・
電
磁
波
・
無
人
機
・
宇
宙

な
ど
の
技
術
的
手
段
、
そ
し
て
軍
事
的
手
段
と
し
て
の
義
勇
兵
な
ど

偽
装
勢
力
の
活
用
、
部
隊
や
ミ
サ
イ
ル
の
展
開
演
習
に
よ
る
恫
喝
な

ど
、
各
種
手
段
が
連
携
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
各
国
政
府

が
一
貫
し
た
方
針
の
下
、
総
合
的
に
対
処
で
き
る
態
勢
を
築
い
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

⑵「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」を
抑
制
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」

が
実
際
の
武
力
侵
攻
に
繋
が
っ
た
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
台

湾
海
峡
や
朝
鮮
半
島
を
巡
っ
て
、
大
規
模
な
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」
が

武
力
行
使
に
発
展
す
る
危
険
性
は
常
に
存
在
す
る
。
そ
れ
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め
に
は
、「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」
に
当
た
る
行
為
が
国
際

秩
序
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
る
と
い
う
国
際
規
範
を
明
確
化
し
、
威
嚇

に
当
た
る
軍
事
的
動
向
を
早
期
に
探
知
し
て
警
告
を
発
す
る
こ
と
が

可
能
な
官
民
の
監
視
能
力
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
事

態
に
お
い
て
当
該
国
に
有
効
な
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
外
交

的
枠
組
み
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
向
け

て
日
本
が
米
国
及
び
域
内
各
国
に
強
く
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
資
す
る
た
め
、
威
嚇
的
な
軍
事
装
備
や
行
動

を
相
互
に
制
限
す
る
た
め
の
軍
備
管
理
条
約
や
、
互
い
の
意
図
を
誤

認
し
な
い
た
め
の
信
頼
醸
成
措
置
も
、
粘
り
強
く
追
求
し
て
い
く
意

義
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
武
力
行
使
の
未
然
防
止
を
確
実
に
す
る
た
め
に
は
、

軍
事
的
な
抑
止
態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
も
同
時
に
必
要
と
な
る
が
、

こ
れ
は
単
純
な
軍
事
力
の
優
越
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
抑
止

に
は
「
信
ぴ
ょ
う
性
と
安
定
性
の
ジ
レ
ン
マ
」
が
存
在
す
る
。
優
越
を

追
求
す
る
あ
ま
り
、
太
平
洋
戦
争
前
の
日
本
の
よ
う
に
、
相
手
が
「
早

く
攻
撃
し
な
い
と
自
国
に
不
利
に
な
る
」
と
脅
威
感
を
抱
く
よ
う
で

は
安
定
し
た
抑
止
は
達
成
で
き
ず
、「
こ
ち
ら
か
ら
攻
撃
し
な
け
れ
ば

相
手
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
安
心
さ
せ
る
こ
と
も
必
要

に
な
る
。
そ
の
間
で
軍
事
的
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
、
外
交
的
に
安

定
し
た
状
況
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
静
的
な
抑
止
態
勢
の
み
な
ら
ず
、
危
機
的

な
事
態
に
お
い
て
外
交
力
と
軍
事
力
を
連
携
さ
せ
、「
武
力
に
よ
る
威

嚇
」
が
武
力
行
使
に
至
ら
な
い
よ
う
に
導
く
動
的
な
抑
止
態
勢
が
重

要
と
な
る
。そ
の
た
め
に
は
軍
事
的
優
位
の
確
保
と
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
避
け
る
慎
重
な
軍
事
力
運
用
の
両
面
を
外
交
と
連
携
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
日
本
と
し
て
も
米
国
と
連
携
し
て
こ
の
点
を
意

識
し
た
自
衛
隊
の
運
用
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 

⑶
本
格
的
軍
事
戦
争
に
ど
う
備
え
る
か

今
回
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
上

で
、
何
と
か
し
て
自
国
に
都
合
の
良
い
現
状
変
更
を
狙
お
う
と
す
る

国
は
、
最
初
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
に
よ
る
目
的
達
成
を
試
み
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
阻
止
さ
れ
た
場
合
に
、
威
嚇
の
延
長
と

し
て
意
図
せ
ず
し
て
、
あ
る
い
は
予
め
十
分
な
準
備
を
し
た
上
で
意

図
的
に
、
本
格
的
軍
事
戦
争
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る

国
が
出
て
く
る
こ
と
は
、今
後
も
覚
悟
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
が
本
格
的
軍
事
戦
争

に
移
行
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
の
多
様
な
手
段

が
突
然
用
い
ら
れ
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
度
は
軍
事
的
効
果

を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
い
う
次
の
目
的
の
下
に
、
情
報
戦
、
サ
イ

バ
ー
戦
、
非
正
規
手
段
な
ど
が
総
合
的
に
使
用
さ
れ
る
多
領
域
（
マ
ル

チ
ド
メ
イ
ン
）
作
戦
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
総
合
的
な
侵
略
か

ら
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
は
、
一
国
の
力
で
は
限
界
が
あ
る
。
人
権

の
保
護
や
民
主
主
義
な
ど
共
通
の
価
値
観
を
持
つ
同
盟
国
、
友
好
国

が
互
い
に
協
力
し
て
、
そ
の
よ
う
な
侵
略
に
打
ち
勝
っ
て
い
け
る
総

合
的
な
能
力
を
養
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
今
回
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
如
実
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
力
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行
使
が
違
法
化
さ
れ
て
い
る
現
代
の
本
格
的
軍
事
戦
争
に
お
い
て
は
、

軍
と
市
民
の
区
別
が
明
確
で
あ
っ
た
時
代
と
は
異
な
り
、
逆
説
的
に

市
民
の
被
害
が
か
え
っ
て
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
時
代
に
市
民
を
保
護
し
つ
つ
国
家
の
防
衛
を
達
成
す
る
た
め

の
軍
事
作
戦
と
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
真
剣
に

追
求
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

Ⅲ　

今
後
の
安
全
保
障
に
関
す
る
国
際
法

上
の
新
し
い
課
題

 

⑴
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
手
段
の
行
使
を
ど
う
制
限
し
て
い
く
か

一
九
二
九
年
に
発
効
し
た
不
戦
条
約
で
、
そ
れ
ま
で
は
国
家
間
紛

争
解
決
の
正
当
な
手
段
で
あ
っ
た
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
、
更
に
第
二

次
世
界
大
戦
で
五
〇
〇
〇
万
以
上
の
命
が
失
わ
れ
た
後
の
一
九
四
五

年
、
国
連
憲
章
に
よ
っ
て
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
」

が
一
般
に
違
法
で
あ
る
こ
と
が
国
際
社
会
の
共
通
認
識
と
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
違
法
な
「
武
力
の
行
使
」
と
自
衛
行
動
の
差
に
つ
い
て
は

微
妙
な
点
が
あ
る
と
と
も
に
、「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
範
囲
の
行
動
を
含
む
の
か
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ

る
。
そ
し
て
更
に
、本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
近
年
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
戦
争
の
た
め
に
軍
事
・
非
軍
事
の
多
様
な
手
段
が
行
使
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
国
家
の
主
権
や
国
民
の
安
全

が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
、
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
。

そ
の
典
型
で
あ
り
、
既
に
国
際
的
な
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
も

の
と
し
て
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
し
て
は
、

エ
ス
ト
ニ
ア
の
首
都
タ
リ
ン
に
各
国
の
専
門
家
が
個
人
の
資
格
で
集

ま
っ
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
す
る
国
際
法
的
ル
ー
ル
を
ま
と
め
た
タ

リ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
二
〇
一
三
年
）
及
び
タ
リ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
二
・

〇
（
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
未
だ
政
府
間
の
取
り
決
め
に
は

至
っ
て
い
な
い
。国
連
の
場
に
お
い
て
も
、政
府
専
門
家
会
合（
Ｇ
Ｇ
Ｅ
）

で
サ
イ
バ
ー
空
間
に
既
存
の
国
際
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
確

認
し
た
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
今
後
二
〇
二
五
年
ま
で

の
間
、
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
作
業
部
会
（
Ｏ
Ｅ
Ｗ
Ｇ
）
で
議
論
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
利
用
に
関
す
る
国
家
の

役
割
に
つ
い
て
各
国
の
考
え
方
の
開
き
が
大
き
い
こ
と
も
あ
り
、
条

約
化
に
至
る
道
筋
は
見
え
て
い
な
い
。

宇
宙
に
関
し
て
は
、
一
九
六
七
年
に
発
効
し
一
〇
〇
ヵ
国
以
上
が

批
准
し
て
い
る
宇
宙
条
約
に
よ
り
、
核
兵
器
等
の
大
量
破
壊
兵
器
を

衛
星
軌
道
に
乗
せ
た
り
、
宇
宙
空
間
や
天
体
に
配
備
し
た
り
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
天
体
へ
の
軍
事
基
地
の
設
置
も
禁
止

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
通
常
兵
器
の
宇
宙
空
間
へ
の
配
備
や
そ
の
他

の
軍
事
利
用
、
ま
た
宇
宙
空
間
に
お
け
る
交
戦
を
制
限
す
る
条
約
は

な
く
、
宇
宙
の
軍
事
化
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
ル
ー

ル
作
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、
い
ま
だ
そ
の
動
き
は
鈍
い
ま
ま

で
あ
る
。

こ
の
他
、
電
磁
波
に
関
し
て
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合
憲
章
の
下

で
細
部
に
わ
た
る
国
際
的
な
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
中
で
、
同

憲
章
四
八
条
が
「
構
成
国
は
、
軍
用
無
線
設
備
に
つ
い
て
、
完
全
な

自
由
を
保
有
す
る
」
と
規
定
す
る
等
、
軍
事
利
用
に
関
し
て
は
原
則

例
外
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
他
に
も
、
国
家
に
よ
る
偽

情
報
の
意
図
的
な
流
布
や
、
民
間
軍
事
会
社
の
活
用
に
よ
る
国
家
責

任
の
回
避
等
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
の
各
種
手
段
を
禁
止
あ
る
い
は

制
限
す
る
た
め
に
、
今
後
何
ら
か
の
国
際
取
り
決
め
が
必
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
分
野
は
多
数
存
在
す
る
。

国
際
社
会
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
手
段
を
規
制
す
る
ル
ー
ル
作
り
に

つ
い
て
問
題
意
識
が
高
ま
っ
た
と
し
て
も
、
個
人
の
権
利
よ
り
も
国

家
に
よ
る
統
制
を
重
ん
じ
る
権
威
主
義
国
家
が
抵
抗
す
る
中
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
、
明
文
化
さ
れ
た
有
用
な
条
約
の
早
期
締

結
に
至
る
望
み
は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
も
「
武
力

に
よ
る
威
嚇
」
も
含
め
、
各
種
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
手
段
を
行
使

し
て
現
状
変
更
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
て
、
参
加
国
が

限
ら
れ
て
も
何
ら
か
の
条
約
化
に
よ
っ
て
制
限
を
加
え
た
り
、
こ
れ

に
反
対
す
る
多
国
間
の
共
同
宣
言
や
共
同
声
明
等
を
積
み
重
ね
た
り

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
行
使
を
律
す
る
国
際
慣
習
を
打
ち
立
て

て
い
く
努
力
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
に
対
す
る
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め

の
民
間
団
体
が
各
国
で
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
の
み
な
ら
ず

市
民
団
体
等
に
よ
る
監
視
・
警
告
の
動
き
を
強
め
て
い
く
こ
と
も
重

要
な
役
割
を
果
た
し
得
る
。
同
時
に
、
ス
ペ
ー
ス
Ｘ
社
の
ス
タ
ー
リ

ン
ク
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
通
信
機
能
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
、

情
報
通
信
や
宇
宙
の
分
野
を
中
心
に
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
手
段
を
行
使

し
た
り
防
止
し
た
り
す
る
主
体
と
し
て
民
間
企
業
の
比
重
は
ま
す
ま

す
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
代
の
特
徴
を
踏
ま
え

る
と
、
今
後
は
国
家
と
い
う
枠
組
み
と
は
別
に
、
企
業
等
の
法
人
も

巻
き
込
ん
だ
新
た
な
国
際
規
範
形
成
も
必
要
な
時
代
に
入
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑵
武
力
行
使
違
法
化
の
下
で
の
市
民
の
自
衛
行
動
を
ど
う
考
え
る
か

戦
争
が
国
家
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
違
法
で
な
か
っ

た
時
代
に
は
、「
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
自
体
を
規
律
す
る
規
範
（jus ad 

bellum

）」
と
「
戦
時
に
お
け
る
戦
闘
の
手
段
・
方
法
を
規
律
す
る
規
範

（jus in bello

）」
は
相
互
に
影
響
し
合
わ
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
。

そ
の
下
で
当
事
国
の
戦
闘
員
は
ど
ち
ら
の
側
で
あ
ろ
う
と
、
後
者
の

戦
闘
手
段
・
方
法
に
関
す
る
規
範
を
守
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
の

中
に
は
非
戦
闘
員
で
あ
る
文
民
を
攻
撃
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
こ
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と
も
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
原
則
は
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
た
後
も
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て

お
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
民
族
解
放
戦
争
等
が
多
発
し
た
こ
と

に
よ
り
、
制
服
を
着
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
リ
ラ
兵
士
等
も
公
然

と
武
器
を
携
行
し
て
い
る
限
り
戦
闘
員
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
の
、
こ
れ
は
戦
闘
員
と
し
て
文
民
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ

て
い
る
。
戦
闘
員
は
直
接
戦
闘
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
と
同
時

に
、
敵
に
捕
ら
え
ら
れ
た
際
、
捕
虜
と
し
て
の
保
護
を
享
受
す
る
資

格
を
有
す
る
。
文
民
に
は
そ
の
よ
う
な
資
格
は
な
い
反
面
、
攻
撃
の

対
象
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
今
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
違
法
な
侵
略

行
動
に
対
し
て
自
衛
の
一
環
と
し
て
抵
抗
す
る
市
民
は
ど
の
よ
う
に

扱
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
力
行
使
違
法
化
以
前
か
ら
、「
敵
の

接
近
に
当
た
り
正
規
の
軍
隊
を
編
成
す
る
時
日
が
な
く
、
侵
入
す
る

軍
隊
に
抵
抗
す
る
た
め
に
自
発
的
に
武
器
を
執
る
者
」
は
群
民
兵
と

し
て
戦
闘
員
と
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る

文
民
は
、
戦
闘
員
と
は
異
な
る
の
で
捕
ら
え
ら
れ
て
も
捕
虜
と
し
て

の
権
利
は
持
た
ず
、
犯
罪
の
実
行
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
得
る
も
の
の
、

敵
対
行
為
へ
の
参
加
間
を
除
き
文
民
と
し
て
の
保
護
の
対
象
に
は
含

ま
れ
る
と
見
做
さ
れ
て
き
た
。

問
題
は
、
前
項
で
も
述
べ
た
よ
う
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
手
段
が
、

本
格
的
軍
事
戦
争
の
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
も
多
領
域
（
マ
ル
チ
ド
メ
イ

ン
）
作
戦
手
段
と
し
て
火
力
戦
闘
を
補
完
す
る
戦
争
手
段
と
し
て
積
極

的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
お
い
て
は
、
市
民
に
よ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
投
稿
や
ド
ロ
ー
ン
撮
影
に

よ
る
情
報
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
が
組
織
的
な
情
報
収
集
手
段
と
し
て
活

用
す
る
と
と
も
に
、
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
Ｉ
Ｔ
軍
と
し
て
組
織

化
し
て
ロ
シ
ア
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
行
っ
て
い
る
。「
武
器
」
が
火

力
発
揮
以
外
の
各
種
手
段
に
拡
散
し
て
い
く
中
に
あ
っ
て
、
市
民
の

戦
争
へ
の
か
か
わ
り
方
の
形
態
も
多
様
化
す
る
と
と
も
に
増
大
し
つ

つ
あ
る
。

今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状
況
で
は
、
侵
略
を
受
け
た
市
民
が
抵
抗

し
て
い
る
と
い
う
構
図
な
の
で
、
彼
ら
の
権
利
を
守
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や

イ
ラ
ク
で
米
軍
が
経
験
し
た
よ
う
に
、
市
民
が
「
テ
ロ
組
織
」
を
支

援
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
手
段
の
一
般

化
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
市
民
に
よ
る
多
様
な
手
段
で
の
戦
争
参
加

の
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
中
で
ダ
ブ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
に
よ
る
恣
意
的
な
法
適
用
を
避
け
る
た
め
に
は
、
国
際

的
に
合
意
さ
れ
た
何
ら
か
の
規
範
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
単
に
行
為
の
主
体
と
形
態
に
注
目
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
行
為
が
大
局
と
し
て
国
際
的
に
人
権
を
増
進
す
る
上
で

正
当
な
立
場
に
立
つ
側
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
規

範
を
加
味
す
る
（
す
な
わ
ちjus in bello 

と
し
て
の
非
戦
闘
員
保
護
の
原
則

にjus ad bellum
 

の
要
素
を
加
味
す
る
）
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
が
今
後
の
世
界

の
安
全
保
障
に
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
問
題
を
提
起
す
る
の
か
と
い

う
点
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
き
た
。
累
次
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、

こ
の
侵
略
は
そ
の
帰
趨
が
今
後
の
国
際
安
全
保
障
環
境
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
過
程
で
新
し
い
多
く
の
問
題
を
世

界
に
提
起
し
て
い
る
と
考
え
る
。
今
後
よ
り
安
全
な
世
界
の
実
現
に

向
け
て
、
こ
れ
ら
の
各
論
点
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
と
こ
れ
に
伴
う
民
間
人
へ
の
被
害
は
、
日
本
社
会
に
大
き
な

衝
撃
を
与
え
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
を
支
援
し
た
い
と
い
う
思
い

は
、
政
府
の
み
な
ら
ず
、
自
治
体
、
企
業
、
市
民
団
体
、
大
学
、
一

般
の
人
々
を
含
む
社
会
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
支
援
と
な
っ
た
。
中
で

も
、
日
本
へ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
は
異
例
の
人
道
支
援

で
あ
る
。
侵
攻
後
約
八
か
月
の
間
に
、
日
本
に
入
国
し
た
ウ
ク
ラ
イ

ナ
人
の
数
は
一
、九
二
五
名
に
上
る

１

。
欧
米
諸
国
と
比
べ
れ
ば
小
規

模
で
は
あ
る
も
の
の
、
難
民
認
定
数
の
低
さ
か
ら
「
難
民
鎖
国
」
と
呼

ば
れ
、避
難
者
及
び
難
民
受
け
入
れ
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な
か
っ

た
日
本
に
お
い
て
異
例
の
対
応
で
あ
る
。

な
ぜ
、
異
例
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
が
可
能
と
な
っ

た
の
か
。
本
稿
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
の
経
緯
と
要
因

を
、日
本
政
府
と
日
本
社
会
を
軸
に
考
察
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
を
可
能
と
し
た
の
は
、
日
本
政
府
の

「
外
交
と
し
て
の
人
道
主
義
」、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
気
持
ち
い
い
」

人
道
主
義
、
そ
し
て
戦
争
・
被
爆
体
験
を
持
つ
日
本
社
会
の
人
道
主

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
対
応
に
み
る
日
本
の
人
道
主
義

川
口
智
恵

東
洋
学
園
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部　

専
任
講
師

　
寄
稿
論
文―

日
本
政
府
と
社
会
の
対
応
を
中
心
に

義
の
「
呼
び
覚
ま
し
」
と
い
う
３
つ
の
人
道
主
義
の
相
互
作
用
で
あ
る

と
主
張
す
る
。
最
後
に
、
今
後
の
日
本
の
人
道
主
義
に
つ
い
て
展
望

す
る
。
本
稿
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
後
約
六
か
月
と
い
う
短
期
間
の

情
報
を
基
に
作
成
し
て
お
り
、
受
け
入
れ
の
過
程
や
支
援
内
容
を
包

括
的
に
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
に
お
け
る
人
道
主
義
（hum

anitarianism

）
と
は
、
他
者
の
不
当

な
苦
痛
に
直
面
し
た
時
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
は
人
間
が
共
通
し

て
持
つ
普
遍
的
な
価
値
で
あ
り
、
義
務
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
人

道
支
援
は
、
人
道
主
義
に
基
づ
き
危
機
の
最
中
お
よ
び
危
機
後
に
お

け
る
人
命
救
助
、
苦
痛
の
軽
減
、
そ
し
て
人
間
の
尊
厳
を
維
持
し
保

護
す
る
援
助
行
動
と
す
る

２

。

Ⅰ　

「
外
交
と
し
て
の
人
道
主
義
」
と
日
本

社
会
に
お
け
る
人
道
主
義

ま
ず
、
日
本
政
府
に
よ
る
「
外
交
と
し
て
の
人
道
主
義
」
と
日
本
社

会
に
お
け
る
人
道
主
義
に
関
す
る
先
行
研
究
を
簡
単
に
整
理
す
る
。

『
グ
ロ
ー
バ
ル
人
道
支
援
報
告
書
（
二
〇
二
二
年
）』
に
よ
る
と
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
が
始
ま
る
前
の
二
〇
二
一
年
、
日
本
は
人
道
支

援
を
行
う
政
府
ド
ナ
ー
の
中
で
（
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
英
国
に
次
ぐ
）
第

四
位
の
資
金
拠
出
国
で
あ
っ
た
。
前
年
よ
り
も
一
〇
三
・
八
％
増
の
約

一
二
億
米
ド
ル
を
拠
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
五
年
以
来
最

も
高
い
拠
出
で
前
年
の
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
高
所
得
国
の
中

で
は
国
民
総
所
得
に
占
め
る
人
道
支
援
の
割
合
が
〇
・
〇
二
％
と
低
く

抑
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
日
本
は
、
人
道
支
援
に
資
金
拠
出
を

行
う
ド
ナ
ー
と
し
て
一
定
の
存
在
感
を
持
つ
と
い
え
る
。

一
方
で
、
ゴ
メ
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
日
本
政
府
に
よ
る
人
道

支
援
は
、
国
際
機
関
や
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
へ
の
資
金
拠
出
が
基

本
で
あ
り
、
具
体
的
な
制
度
や
活
動
は
自
然
災
害
時
の
緊
急
お
よ

び
復
旧
・
復
興
支
援
、
そ
し
て
武
力
紛
争
後
の
平
和
構
築
に
お
け
る

開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
に
偏
在
し
て
い
る

３

。
武
力
紛
争
影
響
下
で
被
災

し
た
人
々
に
対
す
る
緊
急
人
道
支
援
に
つ
い
て
は
、
資
金
拠
出
に
加

え
、
国
際
平
和
協
力
法
に
も
と
づ
く
物
資
協
力
や
後
方
支
援
、
お
よ

び
難
民
受
け
入
れ
国
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
開
発
援
助
と
い
っ

た
間
接
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
外
交

は
、
人
道
主
義
を
理
由
に
戦
略
的
利
益
を
確
保
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
外

交
と
し
て
の
人
道
主
義
（hum

anitarianism
 as diplom

acy

）」
を
積
極
的
に

採
用
す
る
欧
米
の
人
道
援
助
潮
流
の
「
周
辺
」
に
位
置
し
て
い
る
と
み

な
さ
れ
て
き
た

４

。

こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
人
道
外
交
の
形
は
、
近
代
以
前
か
ら
公

的
権
威
が
人
道
支
援
を
独
占
す
る
と
い
う
歴
史
に
よ
っ
て
公
的
機
関

を
正
統
な
人
道
ア
ク
タ
ー
と
み
な
す
社
会
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と

長
は
分
析
す
る

５

。「
官
」
で
あ
る
政
府
の
人
道
支
援
は
、
普
遍
的
な
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人
道
主
義
よ
り
も
、
日
米
同
盟
や
国
連
中
心
主
義
と
い
っ
た
外
交
方

針
に
基
づ
い
て
お
り
、
人
道
危
機
が
生
じ
る
度
に
求
め
ら
れ
る
国
際

貢
献
に
政
府
と
し
て
対
応
す
る
。
そ
の
た
め
、「
人
道
復
興
支
援
活
動
」

を
目
的
と
し
た
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
な
ど
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
時
に

欧
米
と
は
異
な
る
「
人
道
」
支
援
が
実
施
さ
れ
て
き
た

６

。
そ
の
結
果
、

「
官
」
の
自
衛
隊
、
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
に
日
本
型
の
「
人
道
支

援
」
を
担
わ
せ
て
き
た

７

。
堀
江
は
、
日
本
外
交
の
方
針
と
し
て
掲
げ

る
価
値
観
外
交
が
、
日
本
の
開
発
・
人
道
援
助
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

で
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
人
を
救
う
と
い
う
人
道
行
為
が
政
治
化
さ

れ
、
普
遍
的
な
人
道
主
義
を
ゆ
が
め
て
い
る
と
批
判
す
る

８

。
つ
ま
り
、

日
本
政
府
は
、
武
力
紛
争
を
起
因
と
す
る
政
治
性
の
高
い
人
道
危
機

へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
結
果
、
持
て
る
資
源
を
人
道
支
援
に
応
用
す

る
と
い
う
実
践
を
重
ね
る
と
同
時
に
、
外
交
の
人
道
主
義
化
を
進
め

て
き
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
日
本
社
会
に
お
け
る
人
道
主
義
を
み
て
い
く
。
日
本
社
会

は
、
政
府
が
国
外
の
人
道
危
機
に
対
す
る
資
金
拠
出
、
人
的
・
物
的

貢
献
を
行
う
人
道
支
援
を
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
望
ま
し
い

在
り
方
と
し
て
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
国
内
の
難
民
受
け
入
れ
に
つ

い
て
は
、
賛
否
両
論
、
入
り
混
じ
っ
た
感
情
を
持
っ
て
い
る
。

人
道
的
理
由
に
よ
り
日
本
へ
避
難
し
て
き
た
人
々
の
受
け
入
れ
を

み
る
と
、
政
府
と
し
て
は
「
難
民
鎖
国
」
と
呼
ば
れ
る
消
極
的
対
応
、

そ
し
て
日
本
社
会
に
は
難
民
へ
の
「
冷
め
た
目
」「
無
関
心
」
が
あ
る
と

さ
れ

９

、
人
道
主
義
が
根
付
い
て
い
な
い
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。
こ

う
し
た
日
本
人
の
人
道
主
義
は
、
実
証
的
と
い
う
よ
り
単
一
民
族
性

な
ど
印
象
諭
で
語
ら
れ
て
き
た
が
、
興
味
深
い
研
究
が
あ
る
。Fraser

とM
urakam

i

は
、
二
〇
一
九
年
に
日
本
で
行
っ
た
調
査
（
一
八
～
七
九

歳
、
二
四
五
七
人
を
対
象
）
に
お
い
て
、K

atz and H
ass

の
人
道
主
義

―
平
等
主
義
（H

um
anitarian-E

galitarianism
 scale

）
を
使
用
し
て
日
本
人

の
人
道
主
義
の
度
合
い
を
測
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
に
行
く
ほ
ど
人

道
度
が
高
く
な
る
尺
度
に
お
い
て
九
〇
％
の
参
加
者
が
中
～
高
程
度

（
〇
・
四
～
〇
・
八
）
の
人
道
度
を
示
し
た

10

。
他
国
で
の
同
様
の
調
査
を

確
認
で
き
な
い
た
め
、
一
概
に
高
低
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
日
本
人
の
人
道
主
義
の
現
状
を
考
え
る
一
助
に
な
る
。

他
の
資
料
と
し
て
、
内
閣
府
が
毎
年
行
う
『
外
交
に
関
す
る
世
論

調
査
』11

の
「
日
本
の
果
た
す
べ
き
役
割
」（
複
数
回
答
）
を
み
る
。「
難

民
・
避
難
民
に
対
す
る
人
道
的
な
支
援
」
を
選
ん
だ
回
答
者
の
数
を

二
〇
二
一
年
ま
で
の
一
〇
年
間
み
る
と
、
最
も
多
い
時
三
九
・
〇
％

（
二
〇
一
四
年
）、
最
も
少
な
い
時
で
二
七
・
二
％
（
二
〇
二
一
年
）、
平

均
す
る
と
三
五
・
六
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
で
一
〇
あ
る
選
択
肢

の
中
で
、
こ
の
回
答
は
、
毎
回
七
～
八
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、

四
～
六
位
の
選
択
肢
と
の
比
較
に
お
い
て
大
き
な
差
は
な
い
。
つ
ま

り
、
外
交
手
段
と
し
て
の
「
難
民
・
避
難
民
に
対
す
る
人
道
的
な
支
援
」

に
は
一
定
の
国
民
に
よ
る
支
持
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

同
じ
く
内
閣
府
の
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
た
『
基
本
的
法
制
度
に

関
す
る
世
論
調
査
』（
二
〇
一
九
年
）12

は
、
国
内
へ
の
「
難
民
お
よ
び
人

道
上
の
配
慮
が
必
要
な
人
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
今
後
、
日
本
は
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
か
、
そ

れ
と
も
慎
重
に
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
か
」
と
質
問
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、「（
ア
）
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
八
・
四
％
、

「（
イ
）
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

一
五
・
六
％
に
対
し
、「（
ウ
）
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
」
一
五
・
八
％
、「（
エ
）

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
慎
重
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
三
二
・
三
％
、

「（
オ
）
慎
重
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
二
四
・
六
％
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た

13

。
積
極
派
（
ア
）（
イ
）
の
合
計
は
二
四
％
、
慎
重
派
（
エ
）（
オ
）

は
五
六
・
九
％
で
あ
る
。
積
極
派
の
理
由
は
、「
国
際
社
会
の
一
員
と

し
て
の
責
務
」
が
六
二
・
三
％
で
あ
り
、
慎
重
派
の
理
由
は
「
犯
罪
者

が
混
ざ
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
治
安
が
悪
化
す
る
心
配
が
あ
る
」
が

六
七
・
二
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
は
「
難
民
お
よ
び
人
道
上
の
配
慮

が
必
要
な
人
の
受
け
入
れ
」
を
問
う
も
の
だ
が
、
難
民
の
定
義
や
発

生
理
由
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
調
査
に
は
積

極
派
が
選
ぶ
選
択
肢
に
、
人
道
的
配
慮
に
関
す
る
項
目
が
無
い
。
そ

の
た
め
回
答
者
の
難
民
へ
の
理
解
や
人
道
主
義
に
対
す
る
判
断
に
は

留
意
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
日
本
社
会
に
よ
る
難
民
お
よ
び
人
道

上
の
配
慮
が
必
要
な
人
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
慎
重
派
が
優
勢
だ

が
、
国
際
社
会
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
と
い
う
理
由
か
ら
受
け
入
れ
に

積
極
的
な
態
度
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
、
人
道
危
機
の
種
類
に
対
す
る
反
応
の
差
異
に
つ
い
て

も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
日
本
は
数
多
く
の
自
然
災
害
を
経
験
し
て

き
た
。
そ
の
た
め
、
自
然
災
害
由
来
の
危
機
に
関
心
が
高
く
、
企
業

や
民
間
人
か
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
寄
付
は
自
然
災
害
に
偏
り
が
ち
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
政
治
的
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
武
力
紛
争
起
因
の
危
機
に

対
す
る
人
道
支
援
を
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う

14

。
先
に
紹
介
し

たFraser

ら
の
日
本
に
お
け
る
外
国
人
受
け
入
れ
の
可
否
と
人
道
主

義
に
関
す
る
調
査
で
は
、
政
治
的
闘
争
や
経
済
的
な
理
由
で
は
な
く
、

自
然
災
害
や
武
力
紛
争
な
ど
一
時
的
か
つ
突
然
生
じ
た
危
機
に
よ
り

避
難
し
た
人
々
は
、
保
護
に
値
す
る
弱
者
と
み
な
し
、
人
道
的
理
由

か
ら
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
と
す
る
傾
向
が
存
在
し
た
と
い
う

15

。

つ
ま
り
、
日
本
社
会
は
、
人
道
危
機
の
原
因
に
よ
っ
て
異
な
る
反
応

を
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
自
然
災
害
由
来
の
人
道
危
機
に
、
よ
り
高

い
関
心
を
示
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
人
道
外
交
の
現
状
、
そ
し
て
日
本
社
会
の
人
道

主
義
の
傾
向
を
踏
ま
え
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
に
対
す
る
日
本

政
府
と
日
本
社
会
の
対
応
を
検
討
す
る
。
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Ⅱ　

ど
の
よ
う
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
を

受
け
入
れ
た
の
か

⑴
日
本
政
府
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

が
始
ま
っ
た
。
政
府
は
国
家
安
全
保
障
会
議
を
開
催
、
翌
日
に
は
主

要
七
か
国
（
Ｇ
７
）
と
と
も
に
金
融
や
輸
出
に
関
す
る
制
裁
を
発
表
し

た
。
二
七
日
米
国
ら
Ｇ
７
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
国
際
銀
行
通
信
協
会
（
Ｓ

Ｗ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
）
排
除
制
裁
に
も
参
加
す
る
意
を
示
し
、
翌
日
に
は
ロ
シ
ア

中
央
銀
行
と
の
取
引
の
制
限
も
加
え
た
。
ま
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
お
よ
び

周
辺
国
に
、
国
際
機
関
お
よ
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
経
由
し
て
一
億
ド
ル
（
約

一
一
五
億
円
）
規
模
の
緊
急
人
道
支
援
を
行
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
国

際
社
会
に
よ
る
ロ
シ
ア
制
裁
に
対
し
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
核
戦

力
を
念
頭
に
「
抑
止
力
の
特
別
態
勢
」
命
令
を
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け

て
岸
田
首
相
は
「
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
、
と
り
わ
け
被
爆
地
・
広
島

出
身
の
首
相
と
し
て
核
に
よ
る
威
嚇
も
使
用
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
強
調
し
た

16

。
三
月
二
日
、
岸
田
首
相
は
国
外
に
避
難
し
た
ウ
ク
ラ

イ
ナ
国
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
記
者
会
見
で
は
「
国

際
社
会
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
重
要
な
局
面
に
お
い
て
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
人
々
と
の
連
帯
を
さ
ら
に
示
す
」「
ま
ず
は
親
族
や
知
人
が
日
本

に
い
る
方
々
の
受
け
入
れ
を
想
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

ず
人
道
的
な
観
点
か
ら
対
応
し
て
い
く
」
と
語
っ
た

17

。
こ
こ
ま
で
二

月
二
四
日
の
侵
攻
か
ら
三
月
二
日
ま
で
の
約
一
週
間
の
間
に
、
日
本

政
府
の
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
対
応
は
、
邦
人
避
難
、
経
済
制
裁
、
緊

急
人
道
支
援
へ
の
資
金
提
供
、
そ
し
て
避
難
民
受
け
入
れ
と
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
三
月
一
五
日
、
日
本
政
府
は
一
時
的
に
日
本
に
避
難
し

て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
に
つ
い
て
、
一
年
間
就
労
で
き
る
在
留
資
格

へ
の
変
更
を
認
め
る
と
発
表
し
、
情
勢
が
改
善
す
る
ま
で
資
格
の
延

長
も
認
め
る
と
し
た
。
一
六
日
に
は
、
官
房
長
官
や
関
係
閣
僚
か
ら

な
る
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
対
策
連
絡
調
整
会
議
」
を
新
設
し
、
関
連

省
庁
の
司
令
塔
と
し
た
。ま
た
、現
地
で
避
難
民
支
援
ニ
ー
ズ
を
把
握
・

支
援
す
る
た
め
の
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
チ
ー
ム
」
も
結
成
さ
れ

た
。
四
月
一
日
に
は
、
身
寄
り
の
な
い
人
を
対
象
と
し
た
生
活
支
援

を
決
定
し
、
滞
在
場
所
や
生
活
費
の
提
供
は
、
ア
ジ
ア
福
祉
教
育
財

団
の
難
民
事
業
本
部
に
委
託
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
四
月
五

日
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
訪
問
し
た
林
外
相
が
政
府
専
用
予
備
機
に
日

本
に
身
寄
り
が
な
い
人
を
含
む
二
〇
人
の
希
望
者
を
乗
せ
て
帰
国
し

避
難
民
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
中
央
官
庁
お
よ
び
被
災
地
に
お
い
て

避
難
民
受
け
入
れ
の
た
め
の
調
整
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ

る
。以

上
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
政
府
が
政
府
と
し
て
の
受
け
入
れ

態
勢
を
整
え
、
日
本
に
知
人
な
ど
が
い
な
い
避
難
民
も
含
め
て
、
就
労
、

社
会
保
障
、
住
居
や
支
援
金
と
い
っ
た
支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
決
定
す

る
ま
で
の
期
間
は
約
一
か
月
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
迅
速
か
つ
積
極

的
に
日
本
政
府
が
避
難
民
支
援
を
行
っ
た
前
例
は
な
く
、
異
例
の
人

道
支
援
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑵
日
本
社
会
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ

今
回
の
日
本
社
会
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ
は
、

中
央
政
府
だ
け
で
な
く
地
方
自
治
体
や
民
間
に
よ
る
支
援
が
迅
速
に

表
明
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
地

方
自
治
体
、
市
民
団
体
、
大
学
、
民
間
企
業
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危

機
へ
の
反
応
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
行
動
に
着
目
し
、
そ

の
動
向
を
整
理
す
る
。

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、
遠
く
離
れ
た
日
本
に
も

衝
撃
を
与
え
、
多
く
の
日
本
人
が
抗
議
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
連
帯
を

示
す
行
動
に
参
加
し
た
。
在
京
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
館
に
は
一
か
月
未

満
で
二
〇
億
円
の
寄
付
が
集
ま
り
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
旗
を
ス
タ
ン
プ
す
る
運
動
が
広
ま
っ
た
。
三
月
五

日
の
渋
谷
で
の
抗
議
集
会
に
は
約
四
千
人
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。
各

自
治
体
は
、
議
会
で
非
難
決
議
を
採
択
、
在
京
ロ
シ
ア
大
使
館
に
抗

議
文
を
送
付
す
る
な
ど
し
、
公
共
施
設
が
黄
と
青
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

さ
れ
た
。
政
府
が
避
難
民
受
け
入
れ
を
表
明
す
る
と
、
全
国
の
自
治

体
が
次
々
に
受
け
入
れ
表
明
を
し
、
公
営
住
宅
の
手
配
、
寄
付
や
募

金
、
地
域
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
始
め
た
。
四
月
に
入
る
と
自
治
体

へ
の
受
け
入
れ
が
徐
々
に
本
格
化
し
た
。
侵
攻
か
ら
お
よ
そ
一
か
月

で
、
支
援
を
申
し
出
た
自
治
体
や
企
業
は
六
七
九
件
に
上
っ
た

18

。
受

け
入
れ
表
明
を
し
た
自
治
体
は
、
例
え
ば
東
京
都
の
例
に
あ
る
よ
う

に
、
相
談
受
付
、
情
報
提
供
、
在
留
資
格
、
住
居
、
生
活
支
援
、
子

育
て
・
教
育
、
医
療
、
就
労
、
日
本
語
学
習
、
異
文
化
理
解

19

な
ど

の
支
援
を
整
備
し
た
。
こ
う
し
た
各
都
道
府
県
の
支
援
や
受
け
入
れ

態
勢
の
情
報
を
共
有
し
、
国
と
調
整
す
る
た
め
、
全
国
知
事
会
は

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
入
に
関
す
る
連
絡
調
整
本
部
」
を
設
置
し
た
。

東
京
、
神
奈
川
、
大
阪
、
福
岡
な
ど
都
市
に
集
中
し
て
い
る
が
、
ほ

ぼ
す
べ
て
の
都
道
府
県
が
受
け
入
れ
を
行
っ
た

20

。
幅
広
い
自
治
体
が

迅
速
に
避
難
民
支
援
を
表
明
し
、
支
援
体
制
を
整
備
、
受
け
入
れ
を

実
践
し
て
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

次
に
、
一
般
市
民
や
市
民
団
体
の
動
向
を
み
て
い
こ
う
。
一
般

的
に
、
市
民
が
連
帯
を
示
す
行
動
と
し
て
署
名
や
寄
付
が
あ
る
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
場
合
、
難
民
の
就
業
支
援
を
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
代
表
を
発
起
人
と
し
た
「
日
本
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
想
う
市
民
の

会
」
が
立
ち
上
が
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
る

よ
う
政
府
に
求
め
る
ネ
ッ
ト
上
の
署
名
活
動
が
開
始
後
三
日
で
四
万
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人
を
集
め
た
。
国
立
大
学
協
会
が
非
難
声
明
を
出
す
な
ど
、
三
月
末

ま
で
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
対
す
る
抗
議
声
明
を
出

し
た
大
学
等
は
一
五
一
に
の
ぼ
る

21

。
在
日
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
館
に

は
、
四
月
一
日
ま
で
に
約
二
〇
万
人
か
ら
五
〇
億
円
に
上
る
寄
付
金

が
寄
せ
ら
れ
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
ネ
ッ
ト
で

の
募
金
を
始
め
た
「
楽
天
ク
ラ
ッ
チ
募
金
」
に
は
六
月
二
七
日
ま
で

に
約
一
二
億
円
が
集
ま
り
、
日
本
赤
十
字
社
に
は
八
月
五
日
ま
で
に

七
二
、四
六
九
件
、
約
六
三
億
円
が
寄
せ
ら
れ
た
。
寄
付
文
化
に
な
じ

み
が
薄
い
と
評
さ
れ
る
日
本
と
し
て
は

22

、
驚
く
べ
き
金
額
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

一
般
的
に
署
名
、
寄
付
と
い
っ
た
行
動
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機

に
対
し
て
何
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
人
道
主
義
の
表
れ
と

し
て
観
察
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
一
方
で
、
興
味
深

い
の
は
、
二
度
の
原
爆
投
下
、
ソ
連
に
よ
る
侵
攻
、
原
発
事
故
の
経

験
、
戦
争
・
被
災
体
験
と
い
っ
た
日
本
独
自
の
経
験
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ

危
機
へ
の
連
帯
表
明
や
支
援
行
動
に
結
び
付
け
ら
れ
た
言
説
が
観
察

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
は
、
各
地
で
行
わ
れ
る
戦
争

慰
霊
関
連
行
事
や
平
和
教
育
、
太
平
洋
戦
争
終
結
後
七
七
年
関
連
記

事
・
番
組
に
お
い
て
、
戦
時
の
日
本
国
内
に
お
け
る
民
間
人
被
害
や

戦
争
捕
虜
の
ソ
連
で
の
強
制
労
働
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
と
重
ね
合
わ

せ
、
痛
み
を
分
か
ち
合
い
、
不
戦
を
誓
う
人
々
の
様
子
を
報
道
し
た
。

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
時
の
被
災
支
援
へ
の
恩
返
し
と
し
て
受
け
入

れ
を
表
明
し
た
自
治
体
や

23

、
二
度
の
原
爆
投
下
、
福
島
第
一
原
発
事

故
な
ど
原
子
力
に
よ
る
被
害
経
験
の
あ
る
地
域
に
よ
る
支
援
表
明
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

24

。
被
爆
地
で
あ
る
広
島
大
学
と
長
崎
大
学
は
、

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
、
特
に
核
兵
器
使
用
を
示
唆
す
る
態
度

に
強
い
抗
議
を
い
ち
早
く
示
し

25

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
研
究
者
や
学
生
を

受
け
入
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
日
本
企
業
の
行
動
を
み
て
い
き
た
い
。
危
機
発
生
後
、

日
本
企
業
か
ら
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
近
隣
国
に
逃
れ
た

人
々
へ
の
寄
付
や
募
金
が
実
施
さ
れ
た
。
同
時
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
活

動
す
る
現
地
日
本
企
業
数
十
社
は
従
業
員
や
家
族
の
安
全
確
保
に
奔

走
し
た
。
欧
米
諸
国
企
業
は
、
人
道
的
理
由
お
よ
び
人
道
的
判
断
を

し
な
い
こ
と
に
対
す
る
世
界
の
消
費
者
か
ら
の
リ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

リ
ス
ク
を
恐
れ
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
撤
退
や
事
業
停
止
を
次
々
に
表
明

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
企
業
も
ロ
シ
ア
国
内
で
の
事
業
継
続

に
つ
い
て
判
断
を
迫
ら
れ
る
な
ど
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
人
道
主
義

の
実
践
が
試
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た

26

。

一
方
で
、
国
内
に
お
け
る
避
難
民
受
け
入
れ
に
対
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
な
い
積
極
的
な
支
援
行
動
が
観
察
さ
れ
た
。
日
本
企
業
の
中

で
「
積
極
的
に
人
道
支
援
を
行
う
」
と
し
、
い
ち
早
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避

難
民
支
援
を
表
明
し
た
の
は
、
パ
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
Ｐ
Ｐ
Ｉ
Ｈ
）
で
あ
る
。
一
〇
〇
世

帯
に
住
居
の
無
償
提
供
、
支
援
物
資
や
就
労
機
会
の
提
供
な
ど
を
行

い
、
二
三
名
を
店
舗
で
雇
用
し
て
い
る
。
今
後
長
期
的
な
支
援
を
表

明
す
る
な
ど
、
他
企
業
が
寄
付
や
物
品
支
援
と
い
っ
た
一
時
的
支
援

を
行
う
中
で
特
徴
的
で
あ
る
。
も
と
も
と
グ
ル
ー
プ
会
社
が
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
拠
点
を
持
っ
て
い
た
人
材
派
遣
大
手
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

も
一
〇
〇
世
帯
受
け
入
れ
を
表
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
東
欧
の
シ

リ
コ
ン
バ
レ
ー
」
と
も
呼
ば
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
Ｉ
Ｔ
人
材
を
見
込

ん
だ
国
内
外
で
の
就
労
支
援
・
雇
用
も
活
発
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
支
援
は
一
部
で
あ
り
、
規
模
に
関
わ

ら
ず
多
く
の
日
本
企
業
が
寄
付
や
物
資
提
供
な
ど
何
ら
か
の
支
援
を

行
っ
た
。
避
難
民
受
け
入
れ
に
対
す
る
支
援
と
し
て
は
異
例
の
こ
と

で
あ
る
。
今
回
の
企
業
の
人
道
支
援
に
は
、
コ
ア
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
は

別
に
社
会
的
貢
献
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
し
た
も
の
、
自
社
商
品
の

販
売
と
寄
付
を
兼
ね
る
な
ど
コ
ア
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
の
両
立
を
図
り
つ

つ
支
援
を
行
う
も
の
も
あ
っ
た
。
欧
州
で
の
難
民
支
援
は
労
働
者
確

保
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
今
回
の
企
業
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民

支
援
、
受
け
入
れ
行
動
に
お
け
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
人
道
主
義
」

の
実
践
に
つ
い
て
注
視
す
る
必
要
が
あ
る

27

。

Ⅲ　

な
ぜ
受
け
入
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
か 

⑴「
人
権
」外
交
と
し
て
の
人
道
主
義

日
本
政
府
に
と
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ
は
、
日

本
政
府
が
推
し
進
め
て
き
た
自
由
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
と
い
っ

た
欧
米
的
か
つ
リ
ベ
ラ
ル
な
世
界
と
の
「
共
通
の
価
値
観
」
に
も
と
づ

く
外
交
（
以
下
、
価
値
観
外
交
）
を
、
国
内
外
に
目
に
見
え
る
形
で
実
践

す
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
以
前
、
中
国
政
府
の
ウ
イ
グ
ル
族
や
香
港
で
の

弾
圧
、ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
伴
う
人
々
へ
の
暴
力
と
い
っ

た
看
過
で
き
な
い
政
府
に
よ
る
人
権
弾
圧
に
対
し
て
日
本
は
ど
の
よ

う
な
対
応
を
取
る
べ
き
か
が
重
要
な
外
交
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
人

権
擁
護
を
求
め
る
世
界
的
潮
流
と
国
内
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
権
意

識
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
ア
ジ
ア
特
殊
論
、「
対
話
」
や
「
橋
渡
し
」
と

い
っ
た
従
来
の
説
明
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
自
民
党
は
、
外
交
部
会
初
の
人
権
外
交
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
Ｐ
Ｔ
）
を
発
足
さ
せ
提
言
を
出
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｔ

の
第
１
次
提
言
は
、
日
本
が
人
権
外
交
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
の

「
仕
掛
け
」
が
必
要
と
し
、
中
長
期
的
に
強
化
・
実
現
す
べ
き
事
項
の

中
に
「
難
民
受
け
入
れ
改
革
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
改
め
る
べ
き
は
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改
め
る
」
と
い
う
も
の
で
具
体
的
内
容
に
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い

28

。

第
三
次
提
言
で
は
、避
難
民
受
け
入
れ
体
制
の
強
化
と
政
府
機
関
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
の
限
界
を
反
省
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
を
ひ
な
型

と
し
て
次
な
る
難
民
状
況
に
対
応
す
る
必
要
性
に
言
及
が
あ
る

29

。
第

一
次
提
言
は
武
力
紛
争
に
よ
る
避
難
民
発
生
を
想
定
し
て
は
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
提
言
で
「
難
民
受
け
入
れ
改
革
」
と
並
ん

で
中
長
期
的
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
政
府
開
発
援
助
に
お
け

る
人
権
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
拡
充
、
在
外
公
館
・
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
在
外
事
務

所
な
ど
へ
の
人
権
問
題
担
当
官
の
設
置
、
国
内
の
在
留
外
国
人
へ
の

支
援
強
化
は
、
平
時
の
み
な
ら
ず
、
究
極
の
人
権
侵
害
で
あ
る
武
力

侵
攻
に
よ
る
避
難
民
発
生
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
結
果
的
に
、
政
府
与
党
の
人
権
外
交
促

進
案
の
有
用
性
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
政
府
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
を
後
押
し
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
一
次
お
よ
び
第
三
次
提
言
が
、
人
権
外

交
の
推
進
に
不
可
欠
と
認
識
す
る
国
民
世
論
で
あ
る
。
第
三
次
提
言

は
、「
難
民
や
外
国
人
労
働
者
の
健
全
な
受
け
入
れ
」
が
、「
日
本
が

国
際
社
会
で
尊
敬
さ
れ
る
た
め
」
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
認
識
し
、

「
人
権
政
策
お
よ
び
人
権
外
交
が
国
益
に
資
す
る
と
の
認
識
を
国
民
と

共
有
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
設
計
」
を
行
う
と
し
て
い
る
。
外
務
省
は
三

月
に
「
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
つ
い
て
、
日
本
は
ど
の

よ
う
な
措
置
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
」
を
世
論
調
査
で

尋
ね
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
日
本
へ
の
避
難
民
の

受
け
入
れ
推
進
」
を
回
答
者
の
六
割
以
上
が
選
択
し
た

30

。
こ
う
し
た

検
討
や
調
査
か
ら
、
人
権
外
交
の
推
進
を
必
要
と
す
る
与
党
案
と
世

論
の
高
ま
り
が
相
ま
っ
て
、
政
府
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ

と
い
う
「
外
交
と
し
て
の
人
道
主
義
」
を
後
押
し
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵「
気
持
ち
の
い
い
」人
道
主
義
と
戦
争
・
被
爆
体
験
に
基
づ
く
人

道
主
義
の「
呼
び
覚
ま
し
」

日
本
社
会
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
に
か
か
る
行
動
は
、

普
遍
的
な
人
道
主
義
に
基
づ
く
行
動
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
更

な
る
実
証
研
究
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
前
述
ま
で
の
整
理
か
ら
、

日
本
社
会
に
は
、
二
種
類
の
人
道
主
義
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
一
つ
は
「
気
持
ち
の
い
い
」
人
道
主
義
、
も
う
一
つ

は
日
本
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
共
有
す
る
戦
争
・
被
爆
体
験
に
基
づ
く
人

道
主
義
で
あ
る
。

日
本
赤
十
字
社
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
前
後
に
お
け
る
紛
争

や
人
道
危
機
へ
の
意
識
、
支
援
行
動
の
実
態
な
ど
を
把
握
す
る
調
査

を
二
〇
二
二
年
七
月
に
実
施
し
た

31

。
い
く
つ
か
の
選
択
肢
を
用
意

し
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
前
後
に
お
け
る
関
心
の
変
化
」
を
問
う
と
、

「
現
在
海
外
で
発
生
し
て
い
る
人
道
危
機
に
つ
い
て
」
六
四
・
三
％
、

「
今
後
日
本
で
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
人
道
危
機
に
つ
い
て
」

六
五
・
四
％
、「
海
外
の
人
道
危
機
が
発
生
し
て
い
る
現
地
に
い
る

人
へ
の
支
援
に
つ
い
て
」
六
〇
・
八
％
、「
海
外
の
人
道
危
機
が
発
生

し
て
い
る
現
地
か
ら
隣
国
な
ど
に
避
難
し
た
人
へ
の
支
援
に
つ
い

て
」
六
〇
・
三
％
、「
海
外
の
人
道
危
機
が
発
生
し
て
い
る
現
地
か
ら

日
本
に
避
難
し
た
人
へ
の
避
難
に
つ
い
て
」
六
二
・
八
％
と
、
軒
並
み

六
〇
％
以
上
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
後
、
日
本
国
外
で
の
人
道
危
機
お

よ
び
避
難
民
に
対
す
る
関
心
が
以
前
よ
り
高
く
な
っ
た
と
回
答
し
て

い
る
。
ま
た
、
個
人
で
何
ら
か
の
支
援
を
し
た
人
は
四
〇
・
三
％
に
及

び
、「
寄
付
や
募
金
」
三
一
・
一
％
、「
支
援
に
つ
な
が
る
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
」
一
七
・
四
％
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
一
一
・
三
％
、

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
関
す
る
情
報
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
の
シ
ェ
ア
」

一
〇
・
四
％
、「
チ
ャ
リ
テ
ィ
イ
ベ
ン
ト
や
催
し
へ
の
参
加
」
七
・
四
％

な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
に
関
す
る
情
報
源
で
最
も

影
響
を
う
け
た
も
の
を
問
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
世
代
が
テ
レ
ビ
、
次

い
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
多
か
っ
た
。
世
代
で
異
な
る
傾
向
に
あ
り
、

一
五
～
一
九
歳
お
よ
び
二
〇
代
は
二
〇
％
近
く
が
テ
レ
ビ
に
つ
い
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
回
答
し
た
が
、
四
〇
代
以
上
は
、
テ

レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
新
聞
と
回
答
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
か
ら
の
影
響

は
一
～
二
％
に
留
ま
っ
た
。

こ
の
調
査
結
果
を
、
前
述
の
積
極
的
な
連
帯
行
動
と
併
せ
て
考
え

る
と
、人
道
危
機
は
遠
い
出
来
事
で「
官
」が
行
う
と
い
う「
お
ま
か
せ
」

人
道
主
義
や
「
冷
た
い
目
」
か
ら
、
自
分
に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
と
し

て
認
識
し
行
動
す
る
「
自
分
事
」
人
道
主
義
へ
の
行
動
変
容
が
あ
る
か

の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
行
動
を
促

す
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
デ
ィ
バ
イ
ス
の
存
在
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。Chouliaraki

が
「
ポ
ス
ト
人
道
主
義
」
と
呼
ん

で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
デ
ィ
バ
イ
ス
を
通
じ
て

被
害
を
知
り
、
コ
メ
ン
ト
す
る
、
ス
タ
ン
プ
を
押
す
、
ネ
ッ
ト
上
で

署
名
や
寄
付
を
す
る
と
い
っ
た
行
為
は
、
被
災
者
の
苦
し
み
に
対
す

る
共
感
や
連
帯
だ
け
で
な
く
、
手
軽
な
自
己
表
現
に
よ
る
自
己
報
酬

を
目
的
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

32

。
加
え
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
接
続
さ
れ
た
携
帯
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手

段
の
普
及
、
繰
り
返
さ
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
関
連
報
道
、
危
機
を
劇
場

化
し
て
注
目
を
集
め
る
メ
デ
ィ
ア
戦
略
が
重
な
り
、「
気
持
ち
の
い
い

（feel-good

）」
人
道
主
義

33

を
実
践
し
や
す
い
環
境
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。加

え
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
攻
が
原
因
で
あ

る
た
め
、
ソ
連
の
北
方
領
土
侵
攻
、
捕
虜
の
収
容
・
抑
留
と
い
っ
た

戦
争
体
験
を
持
つ
日
本
人
が
共
感
し
や
す
い
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
も

指
摘
し
た
い
。
核
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
被

害
を
受
け
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
二
度
の
原
爆
投
下
と
福
島
第
一
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原
発
事
故
と
い
う
原
子
力
被
害
経
験
を
彷
彿
と
さ
せ
た
。
テ
レ
ビ
や

新
聞
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
は
、
例
年
八
月
の
終
戦
に
向
け
て
太
平
洋

戦
争
に
か
か
わ
る
報
道
を
増
や
す
。
二
〇
二
二
年
二
月
一
日
か
ら
八

月
末
ま
で
の
間
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
関
す
る
報
道
が
行
わ
れ
た
テ
レ

ビ
ニ
ュ
ー
ス
番
組
に
つ
い
て
、
そ
の
要
約
を
収
集
し
た

34

。
こ
の
短
期

間
で
約
四
万
件
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
関
連
報
道
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
中

で
太
平
洋
戦
争
と
関
連
し
た
報
道
は
約
七
〇
件
あ
っ
た
。
多
く
が
太

平
洋
戦
争
の
追
悼
式
、
平
和
教
育
、
個
人
の
戦
争
体
験
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
現
状
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
人
々
の
中
で
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
広
島
、
長
崎
、
福
島
と
い
っ
た
被
災
地
域

に
よ
る
迅
速
な
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
へ
の
抗
議
、
避
難
民
受
け
入
れ
行

動
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
を
生
々
し
く
伝
え
る

連
日
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
と
日
本
社
会
の
戦
争
・
被
爆
経
験
が
折
り
重

な
り
、
日
本
人
の
人
道
主
義
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に 

本
小
論
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
以
降
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道

危
機
に
対
す
る
日
本
政
府
お
よ
び
日
本
社
会
の
対
応
を
検
討
し
、
日

本
政
府
の
「
外
交
と
し
て
の
人
道
主
義
」、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
気

持
ち
い
い
」
人
道
主
義
、
そ
し
て
人
道
主
義
の
「
呼
び
覚
ま
し
」
の
３

つ
が
相
互
作
用
し
、
稀
に
見
る
日
本
の
人
道
主
義
の
実
践
と
し
て
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ
が
実
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
主

張
し
た
。
具
体
的
に
は
、
日
本
政
府
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入

れ
行
動
の
背
景
に
、
人
権
外
交
の
推
進
に
取
り
組
も
う
と
す
る
政
府

与
党
の
方
針
と
世
論
の
後
押
し
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
た
情
報
が
被
災
者
へ
の
共
感
を

呼
び
起
こ
し
、
連
帯
行
動
を
容
易
に
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
日
本

社
会
の
戦
争
や
被
爆
経
験
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
の
境
遇
と
結
び
付

け
ら
れ
た
こ
と
が
、
日
本
社
会
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
に

対
す
る
積
極
行
動
を
可
能
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析
し
た
。

最
後
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
受
け
入
れ
は
、
今
後
の
日
本
の
人

道
主
義
・
人
道
支
援
に
何
を
示
唆
す
る
か
を
短
く
述
べ
る
。

日
本
社
会
の
人
道
支
援
が
、
普
遍
的
な
人
道
主
義
よ
り
も
日
本
の

外
交
的
役
割
を
重
視
し
た
り
、
自
己
報
酬
行
動
を
し
た
り
、
過
去
の

経
験
に
起
因
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
困
難
に
あ
る
人
々
の

苦
痛
を
和
ら
げ
る
一
助
に
な
る
の
な
ら
ば
、
少
な
く
な
い
価
値
が
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
豊
か
な
国
の
人
道
主
義
の
高
揚
や
「
気

持
ち
い
い
」
人
道
主
義
に
基
づ
く
支
援
が
、
必
ず
し
も
危
機
の
原
因

を
作
り
出
し
て
い
る
世
界
規
模
の
不
正
義
、
不
平
等
や
政
治
的
問
題

の
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
現
実
と
も
日
本
政
府
お
よ
び
社
会
は

向
き
あ
う
必
要
が
あ
る
。
政
府
が
価
値
観
外
交
を
推
し
進
め
る
こ
と

は
、
そ
の
価
値
の
外
に
あ
る
国
と
の
対
立
を
前
提
と
し
て
い
る
。
急

ご
し
ら
え
の
人
権
外
交
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
難
民
受
け
入
れ
政

策
か
ら
見
る
と
「
固
く
閉
ざ
し
た
門
戸
を
無
理
や
り
開
け
て
ま
で
」
と

評
価
さ
れ
る
ほ
ど
に
異
な
り
、
ま
た
日
本
に
避
難
し
て
い
る
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
難
民
な
ど
と
の
差
別
的
待
遇
に
対
す
る
「
二
重
基
準
」
を
内

包
し
て
い
る

35

。
こ
の
こ
と
は
、
人
道
主
義
や
人
権
擁
護
と
は
相
い
れ

な
い
結
果
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
日
本
社
会
は
、
難
民
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
「
外
国
人
と

の
共
生
」
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
受
け
入
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ

避
難
民
、
そ
し
て
そ
の
他
の
人
道
的
配
慮
が
必
要
な
人
々
は
増
加
し
、

滞
在
期
間
は
長
期
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
持
続
的
な
人
道
支
援
と

は
何
か
、「
外
国
人
と
の
共
生
」
と
い
う
中
長
期
的
な
課
題
と
併
せ
て
、

官
民
が
連
携
し
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ
は
、
日
本
政
府
そ
し
て
日
本
社

会
の
人
道
主
義
と
は
何
か
、
実
践
を
通
じ
て
考
え
る
機
会
を
提
供
し

て
い
る
。

＊
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
「『
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
』
に
お
け

る
国
際
人
権
法
の
発
展

：

行
為
規
範
と
し
て
の
明
確
性
と
実
効
性
」

（19H
01441

）、
及
び
「
平
和
構
築
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
間
相
互
作
用
と

非
リ
ベ
ラ
ル
国
家
化
の
関
係
性
の
解
明
」（22K

01377

）
に
よ
る
成
果
で

あ
る
。
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つ
長
崎
大
学
は
、
付
属
の
核
兵
器
廃
絶
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

核
リ
ス
ク
に
対
す
る
見
解
を
出
し
、
三
月
二
日
に
は
「
核
の
恫
喝
」
に

対
し
て
抗
議
声
明
を
出
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
学
生
や
研
究
者
の
受
け
入
れ

を
行
っ
て
い
る
。

26　

エ
ー
ル
大
学
に
よ
る
ロ
シ
ア
か
ら
撤
退
、
事
業
停
止
、
事
業
停
止
し

て
い
な
い
海
外
企
業
の
リ
ス
ト　

https://som
.yale.edu/story/2022/

over-1000-com
panies-have-curtailed-operations-russia-som

e-
rem

ain;

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
「
日
本
企
業
『
脱
ロ
シ
ア
』
後
退　

ロ
シ
ア

事
業
撤
退　

主
要
国
で
最
低
水
準
～
」
二
〇
二
二
年
六
月
二
二
日; 

帝

国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
「
侵
攻
六
月
『
脱
ロ
シ
ア
』
欧
米
も
下
火　

日
本
企

業
『
露
事
業
』
見
直
し
、
二
か
月
連
続
ゼ
ロ
」
二
〇
二
二
年
八
月
二
三
日

extension://elhekieabhbkpm
cefcoobjddigjcaadp/https://w

w
w.tdb.

co.jp/report/watching/press/pdf/p220809.pdf　

27　

川
口
智
恵
、
研
究
会
報
告
「
平
和
構
築
と
『
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
』」「
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
お
け
る
国
際
人
権
法
の
発
展

：

行
為
規
範
と
し

て
の
明
確
性
と
実
効
性
研
究
会
二
〇
二
二
年
九
月
一
八
日
、https://

bhrts2019-2022.org/

28　

自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
「
外
交
部
会　

わ
が
国
の
人
権
外
交
の
在

り
方
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム　

第
一
次
提
言
」
二
〇
二
一
年
五

月
二
七
日
、https://jim

in.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com
/pdf/

new
s/policy/201677_1.pdf　

29　

自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
「
外
交
部
会　

わ
が
国
の
人
権
外
交
の
在

り
方
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム　

第
三
次
提
言
」
二
〇
二
二
年
六
月

七
日
、https://jim

in.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com
/pdf/new

s/
policy/203822_1.pdf

30　

外
務
省
『
令
和
三
年
度　

外
交
に
関
す
る
国
際
世
論
調
査
報
告
書
』

二
〇
二
二
年
三
月
、https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/press/release/

press25_000029.htm
l

31　

日
本
赤
十
字
社
『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
と
支
援
に
関
す
る
調
査
』

二
〇
二
二
年
、https://w

w
w.jrc.or.jp/press/2022/0721_027381.

htm
l

32　

Lilie C
houliaraki, The Ironic Spector: Solidarity in the A

ge of Post-
H

umanitarianism, Polity Press, 2013.

33　

Chouliaraki, Ibid. 

34　

Ｊ
Ｓ
Ｓ
株
式
会
社
提
供
に
よ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
及
び
民
放
五
局
の

ニ
ュ
ー
ス
報
道
番
組
（
二
〇
二
二
年
二
月
一
日
～
八
月
三
一
日
）
の
要

約
、
二
〇
二
二
年
九
月
七
日
提
供
。

35　

酒
井
啓
子
「『
侵
攻
』
を
め
ぐ
る
二
重
基
準　

ゆ
が
め
ら
れ
る
国
際
規

範
」『
毎
日
新
聞
（
デ
ジ
タ
ル
記
事
）』
二
〇
二
二
年
四
月
一
四
日
。
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は
じ
め
に

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
か
ら
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
て

「
特
別
軍
事
作
戦
」
を
開
始
し
た
の
を
受
け
、
三
月
二
日
に
国
連
総
会

は
決
議
に
て
ロ
シ
ア
の
行
為
を
侵
略
と
断
じ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
の
即

時
撤
退
を
求
め
た

１

。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
略
の
開
始
か
ら
既

に
七
か
月
以
上
が
過
ぎ
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
九
日
現
在
）、
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ

Ｒ
の
統
計
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
日
時
点
）
で
は
市
民
犠
牲
者
の
数
は

一
五
、二
四
六
人
に
も
上
る
と
さ
れ
て
い
る

２

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
都
市

や
民
用
物
に
も
ロ
シ
ア
軍
の
ミ
サ
イ
ル
が
多
数
着
弾
し
、
ブ
チ
ャ
や

イ
ジ
ュ
ー
ム
等
の
ロ
シ
ア
が
撤
退
し
た
占
領
地
で
は
市
民
の
遺
体
や

集
団
墓
地
が
発
見
さ
れ
、
中
に
は
拷
問
や
性
暴
力
を
伺
わ
せ
る
痕
が

遺
さ
れ
た
遺
体
も
確
認
さ
れ
た
。
国
連
人
権
理
事
会
が
設
置
し
た
ウ

ク
ラ
イ
ナ
独
立
調
査
委
員
会

３

は
二
〇
二
二
年
九
月
二
三
日
に
理
事
会

へ
報
告
を
行
い
、
市
民
へ
の
無
差
別
攻
撃
、
拷
問
、
性
暴
力
の
他
に

住
民
の
強
制
移
動
や
子
供
の
養
子
縁
組
な
ど
の
証
拠
や
証
言
が
あ
っ

た
こ
と
を
挙
げ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
戦
争
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
結
論
付

け
た

４

。

他
方
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
は
国
の
防
衛
に
貢
献
も
し
て
い
る
。

ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
略
を
受

け
た
そ
の
日
の
内
に
総
動
員
令
を
発
布
し
、
一
八
～
六
〇
歳
の
男
性

の
出
国
を
禁
じ
た

５

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
更
に
市
民
に
抗
戦
を
呼
び

か
け
、
希
望
者
全
員
に
武
器
を
提
供
す
る
と
発
表
し
た

６

。
市
民
の
国

防
意
識
は
高
く
、
二
〇
二
二
年
三
月
一
日
にRating

に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
た
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
、二
〇
〇
名
）
で
は
八
〇
％
の
ウ
ク
ラ

寄
稿
論
文

ロ
シ
ア
侵
攻
に
お
け
る
抵
抗
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
の
地
位
と

そ
の
保
護

川
上
　
愛

一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程

イ
ナ
人
回
答
者
が
武
器
を
手
に
取
り
領
土
を
守
る
つ
も
り
だ
と
回
答

し
て
い
る

７

。
火
炎
瓶
の
製
造
と
投
擲
な
ど
の
古
典
的
な
抵
抗
の
他
に

も
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
偵
察
や
ロ
シ
ア
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
な
ど

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
に
よ
り
市
民
の
抵
抗
や
武
力
紛
争
の
参
加
形

態
は
多
様
化
し
て
い
る
が
、
文
民
に
よ
る
こ
れ
ら
の
行
為
が
国
際
人

道
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
は
明
瞭
で
は
な
い
。
殆
ど
の
場

合
、
国
際
人
道
法
の
規
定
を
知
ら
な
い
ま
ま
市
民
は
法
の
間
隙
を
突

く
よ
う
な
曖
昧
な
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
文
民
は
戦
闘
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
攻
撃
の

禁
止
対
象
と
い
う
非
戦
闘
員
特
権
を
失
い
、
ロ
シ
ア
軍
の
軍
事
目
標

と
な
る
。
戦
争
犯
罪
を
は
じ
め
国
際
人
道
法
違
反
の
様
々
な
行
為
が

報
告
さ
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
軍
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
危
険

に
晒
さ
れ
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
も
ま
た
国
際
人
道
法
の
正
し
い

理
解
が
必
要
で
あ
る
。
保
護
喪
失
の
境
界
線
を
市
民
が
自
覚
し
非
戦

闘
員
資
格
を
失
わ
な
い
方
法
で
抗
戦
す
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
が
、

彼
ら
が
軍
事
目
標
と
な
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
場
合
に
も
自
己
の
保
護

が
停
止
す
る
期
間
や
根
拠
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
ロ
シ
ア
側
の
戦
争
犯
罪
の
告
発
や
証
拠
を
保
全
す
る
上
で
も

有
益
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
双
方
の
国
家
も
、

軍
事
目
標
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
文
民
に
照
準
が
当
て
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

政
府
は
市
民
に
よ
る
抗
戦
を
呼
び
か
け
る
な
ら
ば
非
戦
闘
員
特
権
の

喪
失
と
回
復
に
つ
い
て
同
時
に
言
及
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
ロ
シ

ア
に
至
っ
て
は
人
道
法
の
原
則
で
あ
る
文
民
保
護
と
軍
事
目
標
主
義

を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
文
民
に
よ
る
戦
闘
参
加
の
中
で
も
特
殊

な
技
能
を
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
広
く
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
る
火
炎
瓶

の
製
造
・
投
擲
、
ド
ロ
ー
ン
偵
察
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
情
報
共
有
、
サ
イ
バ
ー

攻
撃
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
文
民
の
非
戦
闘
員
特
権
を
判

断
す
る
上
で
不
明
瞭
な
領
域
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
進

歩
す
る
科
学
技
術
と
国
際
人
道
法
規
則
と
の
間
で
法
解
釈
の
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
が
生
じ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
文
民
が
誤
判
や
恣
意
的
な
解

釈
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
リ
ス
ク
を
最
小
化
し
且
つ
国
際

人
道
法
に
則
っ
た
戦
闘
行
為
の
促
進
す
る
た
め
に
も
文
民
の
無
害
的

性
格
の
視
認
性
に
立
ち
戻
る
こ
と
提
言
し
た
い
。

な
お
、
敵
対
行
為
の
開
始
と
同
時
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
が
批

准
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
、
慣
習
国
際
人
道

法
の
適
用
が
開
始
と
な
る
。
地
雷
な
ど
の
兵
器
に
関
す
る
条
約
や
難

民
条
約
、
人
権
諸
条
約
な
ど
も
適
用
さ
れ
る
が
本
稿
で
は
専
ら
文
民

の
戦
闘
参
加
と
非
戦
闘
員
特
権
に
焦
点
を
置
く
た
め
に
、
こ
れ
ら
の

法
は
扱
わ
な
い
。
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Ⅰ　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
に
よ
る
抵
抗

ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
が
市
民
抗
戦
を
呼
び
か
け
た
そ
の
日
の
内
に

七
〇
、〇
〇
〇
挺
、
翌
日
に
は
一
八
、〇
〇
〇
挺
の
ラ
イ
フ
ル
が
首
都

キ
ー
ウ
の
予
備
役
に
配
布
さ
れ
、
テ
レ
ビ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
火
炎
瓶
の

製
造
方
法
と
効
果
的
な
攻
撃
方
法
が
市
民
に
共
有
さ
れ
た

８

。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
国
内
で
は
「
火
炎
瓶　

作
り
方
」
の
検
索
回
数
が
急
増
し
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
や
メ
デ
ィ
ア
等
で
市
民
が
火
炎
瓶
を
製
造
し
使
用
す
る
映
像
が
拡

散
さ
れ
た

９

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防
省
は
ロ
シ
ア
軍
の
動
向
や
ウ
ク
ラ
イ

ナ
人
民
・
市
街
の
被
害
の
把
握
の
た
め
に
キ
ー
ウ
市
民
に
民
間
ド
ロ
ー

ン
の
提
供
と
ロ
シ
ア
軍
の
監
視
を
呼
び
か
け
て
い
る

10

。

市
民
に
よ
る
抵
抗
は
仮
想
空
間
に
も
広
が
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防

省
は
侵
攻
初
日
に
ハ
ッ
カ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て
民
間
の
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
家
に
重
要
イ
ン
フ
ラ
の
防
衛
と
ロ
シ
ア
軍
へ
の
攻

撃
を
呼
び
か
け
る
広
告
を
出
し
た

11

。
二
日
後
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
副

首
相
兼
デ
ジ
タ
ル
革
新
大
臣
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
や
テ
レ
グ
ラ

ム
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
ア
プ
リ
）
に
て
同
様
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
を
含
む
全
世

界
に
向
け
て
参
加
を
呼
び
掛
け
た

12

。
同
投
稿
に
て
参
加
を
呼
び
か
け

ら
れ
た
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
Ｉ
Ｔ
軍
（IT A

RM
Y

 of U
kraine

）」
は
攻
撃
対
象

の
リ
ス
ト
を
公
開
し
、D

D
os

攻
撃
（
サ
ー
ビ
ス
に
負
荷
を
か
け
正
常
な

稼
働
を
妨
げ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
）
を
す
る
よ
う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
働
き
か
け
、
同
時
に
自
ら
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ

る
情
報
収
集
も
行
う
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
家
も
Ｉ
Ｔ
軍
も
両
者
の
間
の

関
係
を
公
表
し
て
お
ら
ず
、
Ｉ
Ｔ
軍
参
加
者
の
属
性
や
そ
の
数
も
発

表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
内
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
参
加

し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

市
民
に
よ
る
火
炎
瓶
やD

D
os

攻
撃
が
対
ロ
シ
ア
の
戦
局
に
お
い

て
功
を
奏
し
て
い
る
か
否
か
は
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
行
為
が
市
民
の
文
民
た
る
地
位
に
及
ぼ
し
得
る
影
響
に
つ
い

て
は
検
討
と
周
知
が
必
要
で
あ
る
。
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
交
戦
国

は
軍
事
的
必
要
性
と
人
道
的
考
慮
の
観
点
か
ら
軍
事
目
標
と
非
軍
事

物
を
区
別
し
、
前
者
の
み
に
対
し
て
の
攻
撃
が
許
容
さ
れ
て
い
る
が
、

文
民
は
後
者
に
分
類
さ
れ
、
直
接
敵
対
行
為
に
参
加
し
て
い
な
い
限

り
は
彼
ら
へ
の
攻
撃
は
禁
止
さ
れ
る
。
例
え
敵
に
対
す
る
効
果
が
薄

か
っ
た
と
し
て
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
の
行
為
が
「
直
接
敵
対
行
為
（D

i-

rect Participation in H
ostilities: D

PH

）」
に
参
加
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ

れ
ば
、
文
民
と
し
て
の
保
護
を
喪
失
し
攻
撃
対
象
に
含
ま
れ
て
し
ま

う
。
他
方
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
該
当
し
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
彼

ら
に
対
す
る
故
意
の
攻
撃
又
は
無
差
別
攻
撃
は
国
際
人
道
法
の
重
大

な
違
反
と
な
り
戦
争
犯
罪
を
構
成
す
る
。

Ⅱ　

軍
事
目
標
・
非
軍
事
物
、
戦
闘
員
・

文
民
の
二
元
論
と
細
分
化

軍
事
目
標
と
非
軍
事
物
の
区
別
原
則
は
、
一
八
六
三
年
リ
ー

バ
ー
法
典
第
二
二
条
、
一
八
九
九
年
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
二
五
条
や

一
九
〇
七
年
「
戦
時
海
軍
力
を
以
て
す
る
砲
撃
に
関
す
る
条
約
」
第

一
条
に
て
無
防
守
都
市
・
地
域
に
対
す
る
攻
撃
の
禁
止
と
い
う
形
で

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
起
草
前
の
時
代
か
ら
実
定
法
上
に
存
在
す
る
。ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
は
第
四
八
条
に
て
「
紛
争
当
事
者

は
、
文
民
た
る
住
民
及
び
民
用
物
を
尊
重
し
及
び
保
護
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
、
文
民
た
る
住
民
と
戦
闘
員
と
を
、
ま
た
、
民
用
物

と
軍
事
目
標
と
を
常
に
区
別
し
、
及
び
軍
事
目
標
の
み
を
軍
事
行
動

の
対
象
と
す
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。
第
一
追
加
議
定
書
は
第
五
一

条
二
項
「
文
民
た
る
住
民
そ
れ
自
体
及
び
個
々
の
文
民
は
、
攻
撃
の

対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
し
、
第
八
五
条
三
項
⒜
に
て
当
該
行

為
は
議
定
書
に
対
す
る
重
大
な
違
反
行
為
を
構
成
す
る
と
し
た
。
非

国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
同
様
の
規
定
は
第
二
追
加
議
定
書
第

一
三
条
二
項
に
置
か
れ
て
い
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
「
核
兵
器
の

威
嚇
又
は
使
用
の
合
法
性
事
件
」
勧
告
的
意
見
（
一
九
九
六
年
）
に
て
区

別
原
則
は
人
道
法
の
枢
要
な
規
則
で
あ
り

13

、
逸
脱
の
許
さ
れ
な
い
人

道
法
の
諸
原
則
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
た

14

。
区
別
原
則
違
反
と
文
民

に
対
す
る
攻
撃
の
違
反
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
で
も
罰
則
規
定

の
中
に
戦
争
犯
罪
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

15

。

国
際
人
道
法
に
お
い
て
「
戦
闘
員
」
と
は
「
紛
争
当
事
国
の
軍
隊
の

構
成
員
」
と
定
義
さ
れ

16

、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る
権
利
と
そ

の
行
為
を
敵
国
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
免
除
特
権
を
有

す
る
。
軍
隊
構
成
員
以
外
に
も
戦
闘
員
資
格
四
条
件
（
責
任
あ
る
指
揮

官
の
存
在
、
遠
方
識
別
可
能
な
特
殊
標
章
の
着
用
、
公
然
武
器
携
行
、
戦
争

の
法
規
及
び
慣
例
の
遵
守

17

）
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
戦
闘
員
の
特
権
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、「
文
民
」
の
定
義
と
そ
の
範
囲
は

「
～
で
は
な
い
」
と
い
う
消
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
で
は
交
戦
国
の
権
力
内
に
あ
る
敵
国
民
ま
た

は
中
立
国
や
共
同
交
戦
国
の
国
民
が
対
象
と
さ
れ
、
か
つ
既
に
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
第
一
か
ら
第
三
条
約
の
被
保
護
者
と
な
る
も
の
は
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
（
第
四
条
）18

。
第
一
追
加
議
定
書
で
は
「
第
三
条
約
第
四

条
Ａ
⑴
か
ら
⑶
お
よ
び
⑹
［
捕
虜
資
格
］
並
び
に
こ
の
議
定
書
の
第

四
三
条
［
軍
隊
］
に
規
定
す
る
部
類
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
者
を
い

う
。（
第
五
〇
条
）」
と
し
、
か
つ
難
民
と
無
国
籍
者
も
被
保
護
者
に
加

え
た
（
第
七
三
条
）。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
同
議
定
書
第
四
三
条
は
軍
隊

を
定
義
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
〇
条
の
文
民
定
義
の
範
囲
か
ら
除

外
さ
れ
る
第
三
条
約
第
四
条
の
規
定
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
軍
隊
構
成

員
（
同
条
Ａ
⑴
）、
交
戦
国
に
属
し
軍
隊
の
一
部
を
成
さ
な
い
民
兵
隊
・
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義
勇
軍
（
同
条
Ａ
⑵
）、
正
規
の
軍
隊
の
構
成
員
で
抑
留
国
が
承
認
し
て

い
な
い
政
府
ま
た
は
当
局
に
忠
誠
を
誓
っ
た
も
の
（
同
条
Ａ
⑶
）、
群
民

兵
（Levée en masse

）（
同
条
Ａ
⑹
）
と
な
る
。

文
民
は
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て
い
な
い
限
り
（unless and for 

such tim
e

）
文
民
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
（
第
一
追
加
議
定
書
第
五
一

条
三
項
）。
回
転
ド
ア
理
論
と
呼
ば
れ
る
厳
密
な
解
釈
で
は
、
敵
対
行

為
を
停
止
し
た
時
か
ら
ま
た
文
民
は
そ
の
保
護
を
回
復
す
る
と
さ
れ
、

時
間
的
範
囲
が
制
限
さ
れ
る
。

Ⅲ　

 

直
接
敵
対
行
為
（
Ｄ
Ｐ
Ｈ
）
と
は

Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
参
加
し
て
い
る
か
否
か
が
、
文
民
が
そ
の
地
位
か
ら
生

ず
る
保
護
を
受
け
る
上
で
決
定
的
な
要
素
と
な
る
。
こ
の
概
念
の
国

際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
長
ら
く
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
明
確
化
す

べ
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
を
中
心
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
軍
関
係
者
や
法
曹
関
係

者
な
ど
の
専
門
家
が
集
い
二
〇
〇
九
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
か
ら
「
国
際
人

道
法
上
の
敵
対
行
為
へ
の
直
接
参
加
の
概
念
に
関
す
る
解
釈
指
針
（
以

下
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
）」
が
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
解
釈
指
針
は
国
家
に
対
し
て
法
的
解
釈
を
提
言
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
。
世
界
各
国
の
専
門
家

に
よ
る
五
年
以
上
の
議
論
を
元
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
現
代
の
武
力
紛
争
の

文
脈
に
て
国
際
人
道
法
の
遵
守
を
促
進
さ
せ
る
目
的
で
作
成
し
た
文

書
で
あ
る
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
を
過
度
に
限
定
的
に
解
釈
し
て
い
る
と
い
っ

た
指
摘
や
、
文
民
保
護
に
比
重
が
偏
り
過
ぎ
て
い
る
と
の
批
判
も
存

在
す
る

19

。
更
に
言
え
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
は
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、

「
必
ず
し
も
専
門
家
た
ち
の
一
致
し
た
見
解
や
多
数
派
の
意
見
を
反
映

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

20

。」

し
か
し
な
が
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
を
参
照
し
て
い
る
実
行
も
存

在
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
タ
ー
ケ
ル
委
員
会
報
告
書
（
二
〇
一
一
年
）
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
に
よ
っ
て
負
傷
・
殺
害
さ
れ
た
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ

ラ
号

21

の
乗
員
が
Ｄ
Ｐ
Ｈ
を
行
っ
た
か
判
断
す
る
上
で
イ
ス
ラ
エ
ル
高

等
裁
判
所
「
標
的
殺
害
」
事
件
（
二
〇
〇
六
年
）22

の
判
断
基
準
を
用
い
つ

つ
も
、
当
該
案
件
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
の
基
準
で
も

同
じ
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る

23

。
欧
州
安
全
保
障
協

力
機
構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
や
国
連
人
権
理
事
会
の
文
書
で
も
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈

指
針
が
参
照
さ
れ
て
お
り

24

、
一
つ
の
国
際
的
な
指
針
と
し
て
機
能

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
文
民
の
被
害
を
減
ら
す
た
め
に

ど
の
よ
う
に
国
際
人
道
法
が
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
た
め
、

同
様
の
目
的
意
識
を
持
つ
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
を
参
照
す
る
。

当
解
釈
指
針
は
「
敵
対
行
為
へ
の
直
接
参
加
の
構
成
要
素
」
の
項
目

で
は
累
積
基
準
を
示
す
。

１
．
当
該
行
為
は
、
武
力
紛
争
当
事
者
の
軍
事
行
動
も
し
く
は
軍

事
能
力
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
、
ま
た
は

直
接
の
攻
撃
か
ら
保
護
さ
れ
る
人
や
物
に
対
し
て
、
死
、
傷
害

も
し
く
は
破
壊
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
危
害
の
敷
居
）。

２
．
当
該
行
為
と
、
当
該
行
為
ま
た
は
当
該
行
為
が
不
可
分
の
一

部
を
な
す
協
同
軍
事
行
動
の
い
ず
れ
か
か
ら
生
じ
る
お
そ
れ
の

あ
る
危
害
と
の
間
に
、
直
接
的
な
因
果
関
係
の
結
び
つ
き
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
直
接
因
果
関
係
）。

３
．
当
該
行
為
は
、
一
方
の
紛
争
当
事
者
を
支
援
し
か
つ
他
方
の

当
事
者
を
害
す
る
形
で
必
要
な
危
害
の
敷
居
を
直
接
引
き
起
こ

す
こ
と
が
明
確
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
交

戦
者
と
の
つ
な
が
り
）。

 

（
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針p.37

よ
り
引
用
）

危
害
の
敷
居
は
「
明
確
に
軍
事
的
な
性
質
を
有
す
る
危
害
を
引
き

起
こ
す
か
、
あ
る
い
は
直
接
の
攻
撃
か
ら
保
護
さ
れ
る
人
や
物
に
対

し
て
、
死
、
傷
害
ま
た
は
破
壊
を
与
え
る
か
（p.37

）」
の
い
ず
れ
か
に

設
定
さ
れ
、
危
害
の
実
体
化
で
は
な
く
そ
の
よ
う
な
危
害
を
起
こ
す

だ
ろ
う
と
い
う
客
観
的
な
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る
（pp.37-38

）。
軍

事
的
な
性
質
を
有
す
る
危
害
は
、
殺
傷
に
よ
ら
な
い
軍
事
能
力
に
不

利
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
も
含
ま
れ
、
破
壊
行
動
や
妨
害
や
標
的
情

報
の
送
信
も
範
疇
に
含
ま
れ
う
る
（pp.38-39

）。
次
に
直
接
因
果
関
係

は
「
当
該
行
為
と
発
生
す
る
危
害
と
の
間
に
十
分
か
つ
密
接
に
結
び

つ
い
た
因
果
関
係
」
が
求
め
ら
れ
、
一
つ
の
原
因
段
階
で
引
き
起
こ

さ
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
（pp.41-42

）。
紛
争
当
事
者
の
資
産
を
剥

奪
す
る
こ
と
は
最
終
的
に
は
軍
事
能
力
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ

ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
直
接
因
果
関
係
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
複

数
の
人
物
が
協
同
し
て
敵
対
行
為
を
行
う
ケ
ー
ス
で
は
、
そ
の
個
人

が
分
担
す
る
範
囲
で
は
危
害
の
敷
居
を
越
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と

し
て
も
、
危
害
を
直
接
引
き
起
こ
す
行
為
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す

の
で
あ
れ
ば
、
直
接
因
果
関
係
の
要
件
は
充
足
さ
れ
る
（p.43

）。
交
戦

者
と
の
つ
な
が
り
で
は
「
一
方
の
紛
争
当
事
者
を
支
援
し
か
つ
他
方

の
当
事
者
を
害
す
る
意
図
」
が
求
め
ら
れ
る
が
、
主
観
的
意
図
で
は

な
く
行
為
の
客
観
的
な
目
的
と
の
関
連
で
判
断
さ
れ
る
（p.47

）。
た
だ

し
自
己
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
知
ら
な
い
、
又
は
行
動
の
自
由
を

完
全
に
奪
わ
れ
て
い
る
文
民
は
意
図
が
存
在
し
な
い
為
、
攻
撃
対
象

と
は
な
ら
な
い
（p.48

）。
意
図
の
有
無
は
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る
が
、

判
断
の
誤
り
を
防
ぐ
た
め
に
も
全
て
の
実
行
可
能
な
予
防
措
置
と
疑

い
が
あ
る
場
合
に
は
直
接
攻
撃
か
ら
の
保
護
が
適
用
さ
れ
る
と
推
定

さ
れ
る
（p.49

）。
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（
Ａ
）ウ
ク
ラ
イ
ナ
文
民
と
は
見
な
さ
れ
な
い
者

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
軍
の
構
成
員
は
当
然
と
し
て
文
民
と
見
な
さ
れ
な

い
。
第
三
条
約
第
四
条
Ａ
⑵
項
［
交
戦
国
に
属
し
軍
隊
の
一
部
を
成

さ
な
い
民
兵
隊
・
義
勇
軍
］
は
つ
ま
り
、
組
織
的
抵
抗
運
動
団
体
の

構
成
員
を
含
む
不
正
規
兵
を
指
し
、
戦
闘
員
資
格
の
四
条
件
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
。
交
戦
国
に
属
す
る
軍
隊
の
一
部
を
な
さ
な
い
民
兵
隊

又
は
義
勇
隊
は
、
そ
の
領
域
が
占
領
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ

ず
、
そ
の
領
域
の
内
外
で
行
動
し
、
尚
且
つ
交
戦
資
格
四
条
件
を
全

て
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
交
戦
国
に
属
す
る
」
の
所
属
要
件

は
軍
隊
に
は
編
入
さ
れ
て
は
い
な
い
が
交
戦
国
に
帰
属
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。一
九
六
〇
年
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は「
属
す
る
」

要
件
は
事
実
上
の
関
係
で
十
分
で
あ
り
、
抵
抗
勢
力
が
ど
ち
ら
の
側

に
味
方
し
て
戦
っ
て
い
る
か
を
明
確
に
示
す
軍
事
作
戦
で
示
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る

25

。
二
〇
二
〇
年
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、「
①
実
際
に
そ

の
当
事
国
の
た
め
に
戦
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」「
②
当
事
国
は
そ
の

集
団
の
戦
闘
の
役
割
と
戦
闘
が
当
事
国
を
代
表
し
て
行
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
の
双
方
を
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

26

」
と
の
二
つ

の
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
つ
目
の
当
事
国
に
よ
る
承
認

は
明
示
的
で
も
黙
示
的
で
も
成
り
立
つ
。

二
〇
一
四
年
ク
リ
ミ
ア
危
機
を
受
け
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
数
多

く
の
領
土
防
衛
に
関
連
す
る
市
民
組
織
が
設
立
さ
れ
た
。
国
防
省
は

市
民
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
義
勇
民
兵
に
地
方
レ
ベ
ル
で
の
領
土
防
衛

大
隊
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ

27

）
の
結
成
を
呼
び
掛
け
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
後
に
解

散
若
し
く
は
軍
隊
や
警
察
に
編
入
さ
れ
二
〇
一
五
年
に
は
消
え
て

い
っ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
非
公
式
な
後
援
が
Ｔ
Ｄ
Ｂ
に
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
が
、
立
法
や
文
書
で
の
編
入
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
構

成
員
の
加
入
や
活
動
実
態
も
多
様
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｔ
Ｄ
Ｂ
の
段
階

で
は
正
規
軍
構
成
員
の
一
部
ま
で
の
形
式
性
を
満
た
し
て
は
い
な
い
。

二
〇
一
五
年
に
当
時
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
参
謀
総
長
が
Ｔ
Ｄ
Ｂ
を
領
土

防
衛
軍
（
Ｔ
Ｄ
Ｆ

28

）
と
し
て
再
編
し
、
二
〇
二
二
年
国
家
防
衛
法
に

よ
っ
て
公
的
に
Ｔ
Ｄ
Ｆ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
陸
軍
に
編
入
さ
れ
た
。

Ｔ
Ｄ
Ｆ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
軍
参
謀
総
長
の
指
揮
下
に
あ
り
、
軍
の

一
部
門
を
成
す
上
に
Ｔ
Ｄ
Ｆ
指
揮
官
は
空
軍
や
特
殊
作
戦
部
隊
の
指

揮
官
と
同
等
の
地
位
を
有
す
る

29

。
現
在
四
つ
の
地
方
司
令
部
が
あ

り
、
各
地
域
の
領
土
防
衛
旅
団
司
令
官
を
監
督
す
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

国
内
法
で
は
Ｔ
Ｄ
Ｆ
は
一
万
人
の
現
役
兵
（
現
役
予
備
兵
）
と
戦
闘
経
験

の
な
い
民
間
人
か
ら
な
る
受
動
予
備
兵
（passive reserves

）
で
構
成
さ

れ
、
平
時
で
は
後
者
は
週
末
に
射
撃
練
習
等
に
参
加
す
る

30

。
Ｔ
Ｄ
Ｆ

部
隊
の
主
な
任
務
は
政
府
機
関
の
機
能
継
続
の
確
保
、
検
問
、
重
要

イ
ン
フ
ラ
設
備
の
防
衛
、
戦
闘
の
支
援
等
で
あ
り
、
ド
ネ
ツ
ク
州
の

町
シ
ュ
ミ
の
Ｔ
Ｄ
Ｆ
は
ロ
シ
ア
軍
装
備
の
破
壊
に
三
月
に
成
功
し
て

い
る

31

。
ハ
リ
コ
フ
、
キ
ー
ウ
、
イ
ル
ピ
ン
地
区
等
の
各
Ｔ
Ｄ
Ｆ
が
国

軍
の
軍
事
作
戦
に
参
加
し
、
死
傷
者
も
出
た
が
戦
果
を
挙
げ
た

32

。

Ｔ
Ｄ
Ｆ
に
は
二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
の
時
点
で
約
七
万
人
の
一

部
不
完
全
で
は
あ
る
が
武
装
と
装
備
を
持
つ
軍
人
が
所
属
し

33

、
三
月

に
は
一
〇
万
人
を
超
え
た

34

。
な
お
、
こ
の
数
字
に
は
志
願
兵
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
公
的
に
Ｔ
Ｄ
Ｆ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
陸
軍
に
編
入
さ
れ
る

前
は
第
三
条
約
第
四
条
Ａ
⑵
項
に
該
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
に
も
有
志
ド
ロ
ー
ン
操
縦
士
と
Ｉ
Ｔ
起
業
家
が
二
〇
一
四
年
に

創
設
し
た
エ
ア
ロ
ロ
ズ
ヴ
ィ
ド
カ
（A

erorozvidka

）
は
非
政
府
組
織
で

あ
り
、
現
在
も
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
地
位
の
ま
ま
ウ
ク
ラ
イ
ナ
陸
軍
と
共
同
し

て
ド
ロ
ー
ン
攻
撃
や
偵
察
を
行
っ
て
い
る

35

。

（
Ｂ
）群
民
兵（levée en m

asse

）

第
三
条
約
第
四
条
A
六
項
は
群
民
兵
の
規
定
で
あ
り
「
占
領
さ
れ

て
い
な
い
領
域
の
住
民
で
、
敵
の
接
近
に
当
り
、
正
規
の
軍
隊
を
編

成
す
る
時
日
が
な
く
、
侵
入
す
る
軍
隊
に
抵
抗
す
る
た
め
に
自
発
的

に
武
器
を
執
る
も
の
」
と
定
義
す
る
。
こ
の
分
類
の
人
々
は
、
公
然

と
武
器
を
携
行
し
、
戦
争
の
法
規
お
よ
び
慣
例
を
遵
守
す
る
こ
と
を

条
件
に
戦
闘
員
資
格
が
認
め
ら
れ
る
。
同
様
の
規
定
は
リ
ー
バ
ー
法

典
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
に
も
設
け
ら
れ
て
い

る
36

。群
民
兵
は
国
家
や
正
規
軍
と
の
関
係
性
に
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、

国
家
へ
の
何
ら
か
の
帰
属
要
件
も
そ
の
定
義
に
は
必
要
と
さ
れ
な
い

唯
一
の
集
団
で
あ
る
が

37

、
組
織
さ
れ
ず
ま
た
自
発
的
と
い
う
性
格
か

ら
自
然
発
生
的
で
あ
り
、
単
独
ま
た
は
少
数
に
よ
る
連
携
攻
撃
を
行

う
主
体
に
限
ら
れ
る
。
指
揮
命
令
系
統
や
固
着
の
標
章
を
必
要
と
し

な
い
上
に
、
文
民
と
も
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
な
い

38

。

群
民
兵
は
戦
闘
員
資
格
が
緩
和
化
さ
れ
た
一
方
で
、
時
間
的
範
囲

は
非
常
に
狭
く
な
っ
て
い
る
。「
占
領
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
」「
敵

の
接
近
に
当
た
り
、
正
規
の
軍
隊
を
編
成
す
る
時
日
が
な
く
」
と
敵

の
侵
攻
初
期
に
限
定
さ
れ
、
地
域
が
占
領
さ
れ
た
り
、
正
規
軍
も
し

く
は
組
織
的
抵
抗
運
動
団
体
の
編
成
す
る
に
十
分
な
時
間
が
経
過
し

た
り
す
れ
ば
住
民
は
群
民
兵
の
資
格
を
失
い
文
民
に
戻
り
、
か
つ
Ｄ

Ｐ
Ｈ
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
攻
撃
対
象
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
占
領

は
占
領
国
が
領
域
の
管
理
に
対
す
る
支
配
力
を
有
し
て
い
る
状
況
を

指
し
、
支
配
力
を
失
え
ば
再
度
「
占
領
さ
れ
て
い
な
い
地
域
」
と
な

る
39

。
こ
の
「
自
発
的
に
」
は
正
規
軍
や
国
に
よ
る
編
成
を
待
た
ず
に
、

と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る

40

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
も
群
民
兵
に

つ
い
て
は
多
く
の
解
釈
指
針
を
示
し
て
お
ら
ず
、
中
に
は
現
代
に
お

い
て
群
民
兵
は
重
要
性
を
有
さ
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
が

41

、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
市
民
の
活
躍
を
群
民
兵
や
サ
イ
バ
ー
群
民
兵
（
Ｉ
Ｔ
軍
）42

と

し
て
こ
れ
ら
を
捉
え
な
お
し
、
交
戦
資
格
や
捕
虜
資
格
へ
の
道
筋
を

見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
検
討
も
存
在
す
る

43

。
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た
だ
し
、
非
常
に
限
ら
れ
た
地
理
的
・
時
間
的
制
約
に
加
え
、
国

家
実
行
や
議
論
の
少
な
さ
か
ら
誰
が
群
民
兵
に
該
当
す
る
の
か
を
正

確
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
ず
同
規
定
は
「
非
占
領
地

域
の
住
民inhabitant

」
と
し
て
い
る
が
、
住
民
の
定
義
は
第
三
条
約

や
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
存
在
し
な
い
。inhabitant

は
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
第
一
条
約
の
第
一
八
条
（
住
民population

の
協
力
）
に
登
場
し
、

文
民
た
る
住
民civilian population

と
の
言
い
換
え
が
同
条
二
段
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
条
約
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
住
民
を
「
あ
る
場
所
で
日
常
生
活
を
営
む
者
」
と
定
義
す
る

な
ら
ば
文
民
の
中
で
も
居
住
実
態
が
あ
る
者
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
と

解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

次
に
サ
イ
バ
ー
作
戦
に
お
い
て
住
民
は
群
民
兵
た
り
う
る
の
か
が

問
題
と
な
る
。
群
民
兵
に
はen m

asse 

（
集
団
）
と
い
う
語
が
含
ま
れ

る
が
、
多
く
の
国
民
を
巻
き
込
む
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
サ
イ
バ
ー
作
戦
を
効
果
的
に
行
う
専
門
的
知
識
と
手
段

は
住
民
の
中
で
も
有
し
て
い
る
者
は
限
ら
れ
て
お
り
群
を
形
成
で
き

る
か
は
疑
問
で
あ
る

44

。
次
に
戦
闘
員
資
格
要
件
の
公
然
武
器
携
行
義

務
に
関
し
て
言
え
ば
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
デ
バ
イ
ス
が
武
器
と
な
る

が
そ
の
よ
う
な
も
の
を
公
然
と
携
行
し
た
と
し
て
も
識
別
性
が
向
上

し
た
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
地
理
的
要
件
も
馴
染
み
が
悪
い
様
に
思

わ
れ
る
。
敵
の
接
近
に
伴
い
自
発
的
に
蜂
起
す
る
非
占
領
地
の
住
民

と
い
う
構
図
に
は
、
従
来
の
概
念
を
サ
イ
バ
ー
領
域
で
適
用
し
よ
う

と
す
る
こ
と
の
欠
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
仕
掛
け

る
住
民
の
居
住
地
に
占
領
せ
ん
と
す
る
敵
軍
が
接
近
し
て
い
た
と
し

て
も
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
先
は
必
ず
し
も
目
の
前
の
部
隊
で
は
な
く
敵

国
本
国
と
い
っ
た
別
の
場
所
に
物
理
的
施
設
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
住
民
が
必
ず
し
も
侵
略
時
に
居
住

地
に
い
る
と
は
限
ら
ず
、
他
の
地
域
や
国
外
か
ら
も
サ
イ
バ
ー
攻
撃

で
あ
れ
ば
住
民
は
攻
撃
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

45

。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
条
約
は
「
非
占
領
地
の
住
民
（the inhabitants of a non-occupied 

territory

）」
と
す
る
の
み
で
あ
り
、
文
言
か
ら
は
そ
の
場
に
住
民
が
居

合
わ
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
は
読
み
取
れ
な
い
。

Ⅳ　

抵
抗
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
は
ど
の

分
類
に
該
当
す
る
か

（
Ａ
） 

火
炎
瓶
の
製
造
・
使
用

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防
省
や
国
内
メ
デ
ィ
ア
は
火
炎
瓶
の
作
り
方
や
効

果
的
な
投
擲
箇
所
を
紹
介
し
、
防
衛
副
大
臣
が
呼
び
か
け
を
行
う
と

「
火
炎
瓶
の
作
り
方
」
の
検
索
数
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
急
上
昇
し
た
。
市

民
が
火
炎
瓶
を
製
造
し
、
時
に
は
使
用
し
て
い
る
姿
が
報
道
や
動
画

配
信
で
確
認
さ
れ
て
い
る

46

。
こ
う
し
た
呼
び
か
け
に
応
じ
た
火
炎
瓶

の
使
用
は
Ｄ
Ｐ
Ｈ
の
構
成
要
素
の
全
て
を
満
た
し
て
お
り
、
市
民
が

火
炎
瓶
に
着
火
し
投
擲
す
る
そ
の
瞬
間
は
文
民
と
し
て
の
保
護
を
失

い
、
攻
撃
対
象
と
な
る
。

他
方
、
武
器
の
製
造
や
移
動
は
原
則
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
Ｄ
Ｐ

Ｈ
と
は
見
な
さ
れ
ず
、「
必
要
と
さ
れ
る
危
害
の
敷
居
を
直
接
引
き
起

こ
す
こ
と
を
意
図
し
た
特
定
の
軍
事
行
動
と
不
可
分
の
一
部
と
し
て

遂
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
限
り
（
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針p.42

）」
は
武
器
や

装
備
の
研
究
や
設
計
、
生
産
や
輸
送
も
「
間
接
的
な
」
敵
対
行
為
へ
の

参
加
に
分
類
さ
れ
、
従
事
す
る
文
民
は
そ
の
保
護
を
停
止
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
た
だ
し
、
正
規
軍
に
よ
る
戦
闘
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
、製
造
場
所
が
軍
事
目
標
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、

武
器
を
生
産
す
る
文
民
作
業
員
の
犠
牲
は
軍
事
目
標
に
対
す
る
攻
撃

に
附
随
す
る
損
害
と
し
て
国
際
人
道
法
の
諸
原
則
に
違
反
し
な
い
限

り
は
合
法
化
さ
れ
る
。

 （
Ｂ
）ド
ロ
ー
ン
偵
察
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
情
報
共
有

七
月
五
日
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
市
街
戦
に
関
す
る
会
議
に
て
ス
ペ
ン

サ
ー
米
軍
大
佐
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
が
ロ
シ
ア
軍
の
拠
点
を
ウ
ク

ラ
イ
ナ
司
令
部
に
伝
達
し
、
そ
の
情
報
を
元
に
国
家
レ
ベ
ル
の
戦
力

が
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
攻
撃
す
る
」
可
能
性
を
示
唆
し
た

47

。
ウ
ク

ラ
イ
ナ
国
防
省
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
「
ド
ロ
ー
ン
を
持
っ
て
い
ま

す
か
？
経
験
豊
か
な
操
縦
士
に
渡
し
ま
し
ょ
う
！
ド
ロ
ー
ン
の
操
縦

が
で
き
ま
す
か
？
第
一
一
二
独
立
領
土
防
衛
旅
団
の
偵
察
に
参
加
し

よ
う
！
…
こ
の
惨
禍
で
キ
ー
ウ
を
守
る
た
め
に
は
貴
方
と
貴
方
の
持

つ
ド
ロ
ー
ン
が
必
要
だ
！
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
公
式
ペ
ー
ジ
か
ら
第

一
一
二
旅
団
に
連
絡
し
て
だ
さ
い

48

。」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
独
立

領
土
防
衛
旅
団
の
偵
察
へ
の
参
加
の
程
度
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
単
に
市
民
ド
ロ
ー
ン
操
縦
者
が
自
律
的
に
偵
察
を
行
い
情

報
の
み
を
共
有
す
る
の
か
、
ま
た
は
軍
の
統
率
下
で
行
わ
れ
て
い
る

の
か
が
不
明
で
あ
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
戦
闘
員
と
し
て
の
地
位
を
獲

得
す
る
余
地
が
存
在
す
る
が
、
前
者
で
あ
れ
ば
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
含
ま
れ
る

か
否
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。

占
領
地
で
の
遺
体
や
墓
地
の
撮
影
で
は
な
く
、
提
供
さ
れ
た
情
報

が
軍
事
攻
撃
の
位
置
情
報
の
入
力
に
使
わ
れ
た
際
に
は
ド
ロ
ー
ン
偵

察
行
為
は
危
害
の
敷
居
を
明
ら
か
に
超
え
、
更
に
十
分
密
接
な
因
果

関
係
も
充
足
す
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
で
は
「
待
ち
伏
せ
の
間
に
複

数
の
見
張
り
役
の
一
人
と
し
て
行
動
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
寄

与
が
危
害
の
原
因
と
不
可
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
（p.42

）」
で
あ
る

と
し
、
上
記
の
第
一
一
二
旅
団
に
協
力
す
る
市
民
ド
ロ
ー
ン
協
力
者

は
更
に
交
戦
国
と
の
繋
が
り
も
明
白
で
あ
る
た
め
、
偵
察
に
従
事
す

る
間
は
文
民
と
し
て
の
保
護
を
失
う
。

専
門
的
技
能
や
ド
ロ
ー
ン
を
有
し
な
い
一
般
市
民
で
も
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
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に
画
像
を
投
稿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
敵
国
軍
の
位
置
や
装
備
内
容
を

自
国
軍
に
共
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
デ
ジ
タ

ル
改
革
大
臣
は
官
製
ア
プ
リ
「Дія

（
デ
ィ
ヤ
）」
に
ロ
シ
ア
軍
の
位
置
情

報
を
共
有
す
る
よ
う
推
奨
し
て
い
る

49

。
市
民
は
「
デ
ィ
ヤ
」
ア
プ
リ

を
経
由
し
て
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
（
自
動
応
答
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
）
に
ア
ク
セ
ス
し
、
部
隊
の
数
や
車
両
の
種
類
な
ど
を

会
話
に
答
え
る
形
で
入
力
し
動
画
や
画
像
な
ど
も
あ
れ
ば
送
信
す
る

50

。

市
民
が
敵
の
位
置
を
ア
プ
リ
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
当
局
に
連
絡
し
、
結
果

と
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
の
攻
撃
に
繋
が
れ
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
の
累
積
基
準

を
全
て
満
た
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
の
一
般
的

な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
全
世
界
に
向
け
て
投
稿
す
る
こ
と
は
「
一

方
の
紛
争
当
事
者
を
支
援
し
か
つ
他
方
の
当
事
者
を
害
す
る
形
で
必

要
な
危
害
の
敷
居
を
直
接
引
き
起
こ
す
こ
と
が
明
確
に
意
図
」
し
た

も
の
で
あ
る
と
は
判
断
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
は
該
当
し
な

い
。
し
か
し
、「
交
戦
者
と
の
繋
が
り
」
は
心
理
状
態
に
依
拠
す
る
も

の
で
は
な
く
行
為
の
客
観
的
な
目
的
と
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
敵
軍

の
位
置
情
報
の
公
開
は
そ
の
よ
う
な
性
質
も
し
く
は
自
国
軍
に
よ
る

攻
撃
に
活
用
さ
れ
る
客
観
的
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

51

。
例
え
ば
、
投

稿
者
に
は
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
く
「
ロ
シ
ア
軍
の
盗
撮
チ
ャ
レ
ン

ジ
」
と
い
っ
た
度
胸
試
し
や
愚
弄
す
る
企
画
等
に
参
加
し
た
つ
も
り

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
企
画
元
が
交
戦
当
事
者
で
あ
れ
ば
彼
ら
の
手
先

と
し
て
行
動
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｈ
解
釈
指
針
は
遠
隔
操

作
爆
弾
が
積
み
込
ま
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
や
強
制
的
に
人
間
の

盾
に
さ
れ
た
人
物
の
例
を
挙
げ
、
全
く
知
ら
ぬ
間
に
敵
対
行
為
に
組

み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
文
民
は
「
意
図
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
る
」

つ
ま
り
何
ら
か
の
行
動
を
遂
行
し
て
い
る
と
は
見
な
さ
な
い
と
す
る

（p.48

）。
俯
瞰
的
に「
交
戦
者
と
の
繋
が
り
」要
件
は
満
た
し
て
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
文
民
を
攻
撃
対
象
に
し
て
は

な
ら
な
い
が
（p.48

）、
強
制
的
な
人
間
の
盾
の
事
例
に
比
べ
る
と
、
動

画
や
画
像
の
撮
影
・
投
稿
者
が
自
覚
的
に
ア
プ
リ
等
で
自
国
軍
に
情

報
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
自
覚
な
の
か
は
外
形
か
ら
把
握

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
敵
側
に
位
置
情
報
を
知
ら
れ
る
こ
と
は

空
爆
さ
れ
る
危
険
性
を
意
味
し
敵
軍
に
取
っ
て
死
活
問
題
と
な
る
た

め
に
、
敵
軍
を
撮
影
す
る
文
民
に
対
し
て
拙
速
な
評
価
が
成
さ
れ
る

恐
れ
が
あ
る
。

敵
軍
部
隊
の
動
き
を
示
す
写
真
を
文
民
が
撮
影
し
送
信
・
配
信
す

る
際
に
、
ど
の
瞬
間
か
ら
文
民
保
護
の
適
用
が
喪
失
し
、
ま
た
ど
の

時
点
で
回
復
す
る
と
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
写
真
を
送
信
・
配
信

し
な
け
れ
ば
因
果
関
係
は
発
生
し
な
い
た
め
に
撮
影
の
み
に
留
ま
れ

ば
文
民
の
保
護
を
失
わ
な
い
と
い
え
る
が
、
他
方
、
写
真
そ
の
も
の

が
軍
事
目
標
と
な
り
撮
影
者
の
負
傷
や
死
は
付
随
的
損
害
と
し
て
処

理
さ
れ
合
法
化
さ
れ
う
る
。
文
民
保
護
を
回
復
す
る
時
期
を
判
断
す

る
の
は
、
①
実
際
の
軍
事
行
動
に
情
報
が
活
用
さ
れ
た
か
、
②
活
用

さ
れ
た
軍
事
行
動
が
終
了
し
た
の
は
い
つ
か
、
等
の
点
を
考
慮
し
な

く
て
は
な
ら
ず
、
更
に
困
難
と
な
る
。

（
Ｃ
） 

サ
イ
バ
ー
攻
撃（D

D
os

攻
撃
）

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
防
省
は
侵
攻
初
日
に
民
間
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
専
門
家
に
イ
ン
フ
ラ
の
防
衛
と
ロ
シ
ア
軍
へ
の
攻
撃
を
呼
び
か

け
る
広
告
を
ハ
ッ
カ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
し
、
そ
の
二
日
後
に
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
副
首
相
兼
デ
ジ
タ
ル
革
新
大
臣
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）

や
テ
レ
グ
ラ
ム
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
ア
プ
リ
）
に
て
同
様
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内

を
含
む
全
世
界
に
向
け
て
参
加
を
呼
び
掛
け
た 

。
デ
ジ
タ
ル
革
新
大

臣
が
設
立
を
発
表
し
た「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
Ｉ
Ｔ
軍（IT A

RM
Y of U

kraine

）」

は
民
間
で
も
軍
用
で
も
な
く
、
公
で
も
私
で
も
な
く
、
現
地
に
根
差

し
て
い
る
と
も
国
際
的
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
、
更
に
合
法
で
も
非

合
法
で
も
な
い
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
構
成
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る

52

。

Ｉ
Ｔ
軍
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
外
の
人
々
に
協
力
を
呼
び
掛
け
て
お
り
、

外
国
人
も
Ｉ
Ｔ
軍
の
指
示
の
下
で
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
を
行
っ
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
革
新
省
が
公
式
テ
レ
グ
ラ
ム
に
二
〇
二
二
年
二
月
二
六
日

に
Ｉ
Ｔ
軍
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
、
投
稿
の
末
尾
に
は
「
ロ
シ
ア
の
リ

ソ
ー
ス
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
やD

D
os

攻
撃
の
あ
ら
ゆ
る
ベ
ク

タ
ー
を
駆
使
す
る
よ
う
要
請
し
ま
す

53

。」
と
参
加
を
促
し
て
い
る
。
Ｉ

Ｔ
軍
の
テ
レ
グ
ラ
ム
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
登
録
な
し
に
誰
で
も

ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
管
理
者
か
らD

D
oS

攻
撃
を
仕

掛
け
る
標
的
リ
ス
ト
（
ロ
シ
ア
政
府
機
関
や
政
府
系
企
業
等
）
が
毎
日
更

新
と
共
に
表
示
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
や
ベ
ラ
ル
ー

シ
の
鉄
道
網
も
ロ
シ
ア
軍
の
輸
送
を
妨
害
す
る
た
め
に
標
的
と
さ
れ
、

ロ
シ
ア
国
民
の
反
戦
機
運
を
高
め
る
た
め
に
ロ
シ
ア
国
内
の
銀
行
や

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
も
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
る
。（
民
用
物
や
中
立
国
（
ベ
ラ
ル
ー
シ
）
に
対
す
る
攻
撃
は

国
際
人
道
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
。）
同
サ
イ
ト
に
はD

D
oS

攻
撃
の

手
順
や
自
動
化
さ
れ
たbot

が
配
布
さ
れ
、
誰
で
も
私
物
の
パ
ソ
コ

ン
で
Ｉ
Ｔ
軍
の
攻
撃
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
上
記
の
経
緯
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｔ
軍
と

の
関
係
性
を
否
定
し
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
革
新
大
臣
は
「（
Ｉ
Ｔ
軍
は
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、
軍
隊
で
は
な
い
」
と
コ
メ

ン
ト
を
出
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
防
衛
軍
と
協
力
す
る
Ｉ
Ｔ
起
業
家
に
よ

れ
ば
、
現
在
テ
レ
グ
ラ
ム
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
管
理
し
て
い
る
の
は
民
間

の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
家
で
あ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
治
安

当
局
と
の
協
力
は
な
い
と
い
う

54

。
一
方
で
、
Ｉ
Ｔ
軍
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
治
安
機
関
、
サ
イ
バ
ー
警
察
、
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
と
の

つ
な
が
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
の
分
析
も
存
在
す
る

55

。

こ
の
分
析
が
正
し
い
の
な
ら
事
実
上
の
関
係
性
が
あ
る
た
め
に
Ｉ
Ｔ
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軍
は
「
交
戦
国
に
属
し
軍
隊
の
一
部
を
成
さ
な
い
民
兵
隊
・
義
勇
軍
」

に
該
当
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
交
戦
資
格
四
条
件
の
い
ず
れ
も
満
た

す
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
一
方
的
に
投
稿
で
標
的
を
指
示
し
成
果
を
褒

め
る
だ
け
で
は
指
揮
系
統
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
不
特
定
多
数
に
よ

る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
性
質
上
「
遠
方
認
識
可
能
な
固
着
の
特
殊
標
章

の
着
用
」
も
恐
ら
く
行
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
指
示

も
テ
レ
グ
ラ
ム
上
に
は
な
い
。
公
然
と
武
器
を
携
行
す
る
こ
と
は
サ

イ
バ
ー
攻
撃
に
は
そ
ぐ
わ
ず
、
攻
撃
標
的
に
民
間
企
業
等
が
多
数
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
戦
争
の
法
規
・
慣
例
を
遵
守
し
て
い
る
と
も

言
え
な
い
。

よ
っ
て
、
Ｉ
Ｔ
軍
でD

D
os

攻
撃
を
行
う
文
民
は
Ｉ
Ｔ
軍
と
い
う

枠
組
で
は
な
く
個
々
人
が
協
同
し
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
行
っ
て
い
る

と
評
価
さ
れ
る
。D

D
os

攻
撃
が
直
接
敵
対
行
為
に
該
当
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
交
戦
国
と
の
繋
が
り
以
外
の
要
件
が
問
題
と
な
る
。
危

害
の
敷
居
は
「
武
力
紛
争
当
事
者
の
軍
事
行
動
も
し
く
は
軍
事
能
力

に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
、
ま
た
は
直
接
の
攻
撃

か
ら
保
護
さ
れ
る
人
や
物
に
対
し
て
、
死
、
傷
害
も
し
く
は
破
壊
を

与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
が
、D

D
os

攻
撃
が
標
的
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
軍
事
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
民
用
物
・
サ
ー

ビ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
直
接
の
攻
撃
か
ら
保
護
さ
れ
る
物
に
該
当

す
る
が
そ
の
後
に
続
く
「
死
、
傷
害
も
し
く
は
破
壊
を
引
き
起
こ
す
」

に
は
医
療
や
基
礎
イ
ン
フ
ラ
な
ど
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
想
定

さ
れ
る
。
単
に
市
民
生
活
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
不
便
を
齎
す
だ
け
の

効
果
を
予
定
す
る
の
み
で
あ
る
な
ら
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
は
該
当
せ
ず
ウ
ク
ラ

イ
ナ
国
内
法
や
同
国
が
批
准
す
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
上
の
違
法
な

ア
ク
セ
ス
や
デ
ー
タ
の
妨
害
と
な
る
。
次
に
直
接
因
果
関
係
で
あ
る

がD
D

os

攻
撃
と
サ
ー
ビ
ス
停
止
状
態
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る

と
肯
定
で
き
る
一
方
、
協
同
軍
事
行
動
と
み
な
し
て
も
サ
ー
ビ
ス
負

荷
は
個
人
レ
ベ
ル
に
分
割
す
れ
ば
微
々
た
る
も
の
に
な
り
、
一
時
的

な
サ
ー
ビ
ス
の
停
止
と
い
う
実
害
の
軽
さ
と
非
戦
闘
員
の
保
護
を
失

う
文
民
の
数
は
比
例
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
国
際
人
道
法
は
責

任
の
分
割
の
限
度
を
定
め
て
い
な
い
が
、
通
常
の
攻
撃
と
サ
イ
バ
ー

の
も
の
は
こ
の
点
か
ら
も
別
の
Ｄ
Ｐ
Ｈ
判
断
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

最
後
にD

D
os

攻
撃
にbot

等
の
自
動
稼
働
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用

し
た
際
の
Ｄ
Ｐ
Ｈ
と
し
て
判
断
さ
れ
る
時
間
的
範
囲
に
つ
い
て
も
問

題
が
残
る
。bot

使
用
者
は
自
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
起
動
の
瞬
間
の
み

に
物
理
的
動
作
を
行
いbot

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
長
時
間
に
渡
っ
て
実
行

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
の
完
了
時
点
を
ど
こ
に
設
定
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
の
能
動
的
・
物
理
的
行
為
に
着
目
す
れ
ば

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
起
動
と
操
作
時
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｈ

解
釈
指
針
で
は
Ｄ
Ｐ
Ｈ
の
実
施
か
ら
の
帰
還
に
つ
い
て
「
参
加
し
た

個
人
が
、
た
と
え
ば
使
用
し
た
武
器
そ
の
他
の
装
備
を
放
棄
し
、
格

納
ま
た
は
隠
蔽
し
て
当
該
行
動
と
は
別
の
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
っ
て
、
当
該
行
動
か
ら
物
理
的
に
離
脱
し
た
時
点
で
完
了
す

る
（p.53

）」
と
の
見
解
を
示
す
が
、
こ
れ
は
上
記
の
起
動
時
限
定
の

解
釈
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
攻
撃

の
継
続
性
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
確
な
正
当
化
理
由
も
な
く
文

民
特
権
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
者
に
与
え
て
い
る

こ
と
に
な
る
と
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
期
間
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
期
間
全
体

に
延
長
す
る
と
の
提
案
を
す
る
論
者
も
存
在
す
る

56

。
こ
の
解
釈
で

は
配
布
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
自
動
化
と
簡
易
化
が
進
め
ら
れ
て
い

れ
ば
い
る
程
、
文
民
は
気
づ
か
ず
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に

従
事
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
今
般
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
Ｉ
Ｔ
軍
に
よ
る

D
D

os

攻
撃
で
あ
れ
ば
一
人
が
担
う
攻
撃
の
寄
与
度
は
少
な
い
た
め

に
、bot

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
者
が
軍
事
目
標
と
な
る
こ
と
は
想
定

さ
れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
内
容
や
自
動

化
の
程
度
に
よ
っ
て
は
文
民
が
容
易
に
戦
力
化
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る

が
故
に
、
自
動
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
つ
い
て
解
釈
の
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅴ　

文
民
の
犠
牲
を
減
ら
す
た
め
に

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
よ
り
広
く
多
く
の
市
民
に
戦
闘

参
加
方
法
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、ま
た
そ
の
方
法
も
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
起
草
者
の
想
定
を
越
え
つ
つ
あ
る
。
文
民
の
犠
牲
は

限
り
な
く
少
な
い
方
が
望
ま
し
く
ゼ
ロ
を
目
指
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

今
般
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
間
の
武
力
紛
争
の
よ
う
に
、
自
ら
の

意
思
で
祖
国
防
衛
の
た
め
に
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
敵
対
行

為
に
参
加
す
る
文
民
も
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
危
険
性
や
保
護
の
一
時
的
喪
失
を
文
民
自
身
が
認
識

し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
や
追
加
議
定

書
は
条
約
本
文
と
人
道
法
の
諸
原
則
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
平
時
・

戦
時
共
に
事
項
の
全
て
の
住
民
に
知
ら
せ
る
普
及
努
力
義
務
を
締
約

国
に
課
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

57

、
政
府
が
市
民
に
銃
を
配
布
し
、
製

造
し
た
火
炎
瓶
を
投
擲
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
の

行
為
が
敵
軍
に
Ｄ
Ｐ
Ｈ
と
判
断
さ
れ
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も
同

時
に
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Ｄ
Ｐ
Ｈ
判
断
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に

位
置
す
る
行
為
の
推
奨
に
関
し
て
も
、
文
民
保
護
の
原
則
に
立
ち
戻

れ
ば
慎
重
な
検
討
が
要
す
る
。

戦
争
犯
罪
の
多
く
が
ロ
シ
ア
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、

第
一
に
そ
し
て
早
急
に
個
々
の
ロ
シ
ア
兵
に
対
し
て
国
際
人
道
法
の

教
育
が
な
さ
れ
、
同
法
の
正
し
い
運
用
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
交
戦
者
は
軍
事
行
動
を
実
施
す
る
前
に
文
民
の
被
害
を
回
避
ま

た
は
最
小
限
に
し
、
当
該
攻
撃
が
国
際
人
道
法
上
違
法
と
さ
れ
る
も
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の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
全
て
の
実
行
可
能
な
予
防
措

置
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

58

。
次
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｈ
文
民
が
軍
事
目
標

と
見
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
予
期
さ
れ
る
軍
事
的
利
益
と
比
較
し
て

不
均
衡
と
な
る
攻
撃
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る

59

。
文
民
犠
牲
者
の
数
は
、

条
約
で
要
求
さ
れ
る
慎
重
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
非
常
に
抑
制

さ
れ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
Ａ
）国
際
人
道
法
の
正
し
い
理
解
の
普
及

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
側
の
み
な
ら
ず
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
で

も
普
及
が
正
し
く
行
わ
れ
た
の
か
は
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
が
自
己
の
行
う
抵
抗
活
動
が
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
該
当
す

る
か
否
か
、
そ
し
て
時
に
は
文
民
の
保
護
を
喪
失
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
当
局

が
抵
抗
を
呼
び
か
け
る
投
稿
等
に
は
国
際
人
道
法
上
の
規
則
に
関
す

る
記
載
や
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
な
ど
の
言
及
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
二
〇
二
一
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
国
際
法
律

事
務
所G

lobal Rights Com
pliance

に
よ
る
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け

る
国
際
人
道
法
の
国
内
履
行
（
二
〇
二
一
年
度
）」
報
告
書
は
軍
や
警
察

機
関
な
ど
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
家
に
よ
る
国
際
人
道
法
の
普
及
努
力
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
一
般
市
民
や
メ
デ
ィ
ア

の
知
識
レ
ベ
ル
は
比
較
的
低
い
と
し
て
い
る

60

。
メ
デ
ィ
ア
団
体
や

市
民
社
会
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社
が
セ
ミ
ナ
ー
等
を
開
催
し
て
い

た
が
、
戦
争
犯
罪
や
人
道
的
ニ
ー
ズ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
主
眼
で
あ
り
、

市
民
の
文
民
と
し
て
の
保
護
と
Ｄ
Ｐ
Ｈ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
か
は

疑
わ
し
い
。
二
〇
二
一
年
二
月
の
段
階
で
同
報
告
書
は
「
現
在
ま
で

の
と
こ
ろ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
よ
る
一
般
市
民
へ
の
国
際
人
道
法

教
育
の
た
め
の
重
要
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。」
と

し
て
い
る

61

。

ま
た
交
戦
当
事
者
だ
け
で
は
な
く
、
第
三
国
の
市
民
も
国
際
人
道

法
の
正
し
い
理
解
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
人
権
団
体「
ア

ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
が
二
〇
二
二
年
八
月
に
発

表
し
た
調
査
報
告
で
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ

：

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
闘
戦
術

が
市
民
を
危
険
に
晒
す
」
と
の
題
名
の
下
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
が
市
民

居
住
地
に
拠
点
を
置
き
攻
撃
を
行
う
こ
と
で
、
市
民
や
民
用
物
を
軍

事
目
標
に
変
え
、
自
国
市
民
を
危
険
に
晒
し
て
い
る
と
指
摘
し
た

62

。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
こ
の
戦
術
は
国
際
人
道
法
違
反
で
あ
る
と
し
、
ロ

シ
ア
の
行
為
に
対
す
る
批
判
も
報
告
に
は
含
ま
れ
て
い
た
が
、
結
果

と
し
て
世
界
中
か
ら
批
判
の
声
が
上
が
っ
た
。
都
市
防
衛
戦
に
お
い

て
は
民
用
物
に
近
い
場
所
で
軍
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
あ

り
、
報
告
は
個
々
の
事
例
の
詳
細
を
示
さ
な
か
っ
た
た
め
に
こ
れ
が

直
ち
に
国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は

更
な
る
情
報
収
集
が
必
要
と
な
る
。
他
方
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
向
け

ら
れ
た
非
専
門
家
か
ら
の
反
発
は
「
ロ
シ
ア
の
正
当
化
に
使
わ
れ
る
」

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
人
間
の
盾
を
使
っ
た
と
い
う
の
か
」「
加
害
者
が
利

す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
な
」「
頑
張
っ
て
い
る
被
害
者
を
責
め
る
な
」

と
い
っ
た
趣
旨
の
も
の
が
多
く
、
国
際
人
道
法
（jus in bello

）
と
武
力

行
使
の
適
法
性
（jus ad bellum

/jus contra bellum

）
の
分
離
独
立
的
関

係
性
や
前
者
の
平
等
適
用
は
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
に
よ
る
国
際
人
道
法
違
反
は
二
〇
二
二
年
九
月
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
独
立
調
査
委
員
会
の
報
告

63

で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
ア

ム
ネ
ス
テ
ィ
の
題
名
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
っ
た
が
故
に
反
感

を
買
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
該
指
摘
の
国
際
法
解
釈
が
適
切
で

あ
る
か
は
別
と
し
て
、
国
際
社
会
の
こ
の
よ
う
な
反
応
は
報
道
機
関

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
萎
縮
さ
せ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
の
国
際
人
道
法
違
反
や
戦

争
犯
罪
を
指
摘
・
報
道
す
る
こ
と
に
非
積
極
的
に
さ
せ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
り
、
第
三
国
の
市
民
の
国
際
人
道
法
知
識
の
普
及
も
真
実
の

解
明
や
不
履
行
の
是
正
の
取
り
組
み
に
無
関
係
で
は
な
い
。

（
Ｂ
） 

文
民
の
無
害
に
関
わ
る
識
別
性
の
再
考

文
民
の
犠
牲
の
責
任
の
殆
ど
は
ロ
シ
ア
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

以
下
に
筆
者
が
述
べ
る
こ
と
は
ロ
シ
ア
や
ロ
シ
ア
軍
の
行
為
を
正
当

化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
戦
争
犯
罪
を
行
っ
た
国
家
や
個
人
は
処
罰

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
文
民
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
が
難
し
い
場
合

に
は
文
民
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
攻
撃
の
是
非
を
慎
重
に
検
討

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
犠
牲

者
が
出
な
い
こ
と
を
第
一
に
考
え
た
際
に
は
、
一
度
「
善
良
な
」
ロ
シ

ア
人
の
兵
士
の
視
点
に
立
つ
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
憎
悪
や
加
虐

心
に
駆
ら
れ
た
犯
罪
行
為
や
単
な
る
法
の
不
知
を
除
け
ば
、
自
己
保

存
の
本
能
に
従
っ
て
早
ま
っ
た
判
断
を
し
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
中

に
は
一
つ
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
文
民
は
攻
撃
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
規
範

に
立
ち
返
れ
ば
、
非
戦
闘
員
や
非
軍
事
物
に
対
す
る
攻
撃
は
敵
愾
心

を
高
め
る
だ
け
で
精
力
集
中
の
観
点
か
ら
非
効
率
的
で
あ
る
と
い
う

現
実
的
な
理
由
も
存
在
す
る
が
、
彼
ら
は
無
害
（
無
抵
抗
）
で
あ
る
か

ら
と
い
う
理
由
付
け
が
第
一
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
八
世
紀
後
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
「
無
抵
抗
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
殺
害
、
虐
待
、
暴
力
を
一
切
振
る
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
非

戦
闘
員
に
保
護
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
た

64

。
元
来
、
そ
う
し
た

無
害
な
者
は
聖
職
者
、
農
民
、
妊
婦
や
母
子
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
お

り
65

、
一
見
し
て
戦
闘
員
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
者
達
で
あ
っ
た
。

区
別
原
則
と
文
民
の
保
護
を
定
め
た
リ
ー
バ
ー
法
典
第
二
二
条
で
も

「
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
数
世
紀
の
間
に
文
明
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
て
、

特
に
陸
上
戦
に
お
い
て
は
、
敵
対
国
に
属
す
る
文
民
と
戦
闘
員
を
従

え
た
敵
対
国
そ
の
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
、
同
様
に
着
実
に
進
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歩
し
た
。
非
武
装
の
市
民
は
、
戦
争
の
緊
急
事
態
が
許
す
限
り
、
人
、

財
産
、
お
よ
び
名
誉
が
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
、
ま

す
ま
す
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
原
則
が
漸
進

的
に
受
容
さ
れ
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
非
武
装
市
民
と
戦
闘
員
の

視
認
性
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
戦
闘
員
資
格
も

公
然
武
器
携
行
や
遠
方
か
ら
認
識
の
で
き
る
固
着
の
特
殊
標
章
の
着

用
を
求
め
る
よ
う
に
、
容
易
に
確
認
で
き
る
視
覚
情
報
こ
そ
が
伝
統

的
な
識
別
方
法
で
あ
っ
た
。

国
際
人
道
法
の
原
則
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ハ
ー
グ

法
や
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
は
空
戦
や
サ
イ
バ
ー
戦
、
起
草
当
時
に
は
想
定

し
て
い
な
か
っ
た
新
型
兵
器
の
規
制
に
至
る
ま
で
理
論
の
精
緻
化
や

法
適
用
の
技
術
的
な
議
論
は
さ
れ
て
も
、
こ
れ
ら
の
法
の
妥
当
性
に

疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
理
論
や
技
術
は
向
上
し
て
も

生
身
の
人
間
の
方
が
追
い
付
い
て
い
な
い
現
状
に
振
り
返
り
、
人
道

法
教
育
や
訓
練
の
改
善
に
並
行
し
て
、
切
迫
し
た
精
神
状
態
で
も
視

認
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■長引くコロナ禍とウクライナ戦争、そして世界的な食糧、エネルギー危機と物価高騰など数々

の災禍が人々の平和な暮らしに影を落としている。「待ったなし」の地球温暖化対策もこうし

た現実の中で進展の兆しは見えない。世界中が沈鬱な空気に包まれ、人々は疲弊している。歴

史は繰り返す、と言われるが、現代の状況を第一次世界大戦前の世界や、ナチス台頭への警鐘

を笑い飛ばしていた第二次大戦前の世界と酷似するといった言説もある。決して繰り返して欲

しくない戦争だが、ウクライナ戦争での数多の戦争犯罪を前にすると先の大戦を思わざるを得

ない。暗い話ばかりになってしまったが、こんな時代に時代の空気や風聞に流されずにいるこ

とは容易でない。そんな中でも負の歴史を繰り返さないために我々はどうあるべきか。常に問

われている時代のようである。2023 年が明るい世界への転機となることを只管願うばかりであ

る。（T）

■今年、関東大震災から 100 年を迎えた。この震災について内閣府は、「近代化した首都圏を襲っ

た唯一の巨大地震であり、その被害の大きさ、社会的インパクトとも比較を絶する災害であっ

た」とした。その後も東日本大震災など大規模な災害が起こるたび、「想定を超える」といっ

た言葉で、国民の生命や財産を守る責任の所在をあいまいにしては来なかっただろうか。

　　2022 年 2 月から始まったロシア・ウクライナ戦争では、人類が人の尊厳を守るため長年か

けて築いてきた国際法・慣習を蔑ろにし、その責任を他者に転嫁し続けているようだ。赤十字

など国際人道法の普及を担う関係者は、東西冷戦終結以降、非国家主体による意図的な国際法

違反の増加により履行確保の困難さを経験してきたが、今日のように国家が違反を繰り返す事

態を我々は「想定」できただろうか。改めて「想定を超える」事態への備えについていま一度

考える時期に来ているのではないだろうか。（K）

■今回も多くのご寄稿・ご投稿をいただき「人道研究ジャーナル」第 12 号発行の運びとなりま

した。制作にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。コロナ禍が続く中で、社会・

経済状況の悪化により紛争や災害がもたらす人道危機がより深刻化しています。引き続き様々

な観点に立つ論考のご投稿をお待ちしています。（事務局）
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阿

部

達

也	

五
七
〇
〇
円

為
替
操
作
、政
府
系
フ
ァ
ン
ド
、途
上
国
債
務
と
国
際
法	

中

谷

和

弘	

一
〇
〇
〇
円

イ
ラ
ン
の
核
問
題
と
国
際
法	

	

浅

田

正

彦	

一
〇
〇
〇
円
　

も
う
一
つ
の
国
際
仲
裁	

	
	

中

谷

和

弘	

一
〇
〇
〇
円

化
学
兵
器
の
使
用
と
国
際
法
―
シ
リ
ア
を
め
ぐ
っ
て
―	

浅

田

正

彦	

一
〇
〇
〇
円
　

国
際
刑
事
裁
判
所
―
国
際
犯
罪
を
裁
く
―	

	

尾

﨑

久

仁

子	

一
〇
〇
〇
円

　

〔
上
〕
二
九
〇
〇
円

〔
下
〕
二
七
〇
〇
円

松
井
・
薬
師
寺
・

坂
元
・
小
畑
・
徳
川

香

西

　

茂

安

藤

仁

介

編
集

編
集

代
表

編
集

代
表

編
集

松
井
・
富
岡
・
田
中
・
薬
師
寺
・

坂
元
・
高
村
・
西
村

編
集

代
表

松
井
・
富
岡
・
坂
元
・

薬
師
寺
・
桐
山
・
西
村

編
集

稲
垣
　
治

柴
田
明
穂

薬
師
寺
・
坂
元
・

浅
田
・
酒
井

編
集

浅
田
・
桐
山
・
德
川
・

西
村
・
樋
口

編
集

松
井
芳
郎
・
木
棚
照
一
・

薬
師
寺
公
夫
・
山
形
英
郎

松
田
竹
男
・
田
中
則
夫
・

薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹

編
集

松
田
竹
男
・
田
中
則
夫
・

薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹

編
集

国
際
法
・
外
交
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

編
集

代
表

朝
鮮
半
島
と
台
湾
海
峡	

有
事
へ
の
対
応
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浅
田
正
彦

玉
田
　
大



ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
教
訓
と
日
本
の
安
全
保
障	

　
　
　  

 

　 

著 

一
八
〇
〇
円

「
ソ
連
社
会
主
義
」か
ら
ロ
シ
ア
資
本
主
義
へ 

岡

田

　

進 

三
六
〇
〇
円

─
ロ
シ
ア
社
会
と
経
済
の
１
０
０
年

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
の
国
際
比
較	

　
　
　
　
　
　
　
　  

  

編
著 

二
〇
〇
〇
円

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
政
治
学	

	

石

井

貫

太

郎 

一
六
〇
〇
円

２
０
０
８
年
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
　
　
　
　
　
　
　 

  

編
著 

二
〇
〇
〇
円

─
オ
バ
マ
の
当
選
は
何
を
意
味
す
る
の
か

オ
バ
マ
政
権
は
ア
メ
リ
カ
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
　
　
　
　 

 
 

編
著 

二
六
〇
〇
円

─
支
持
連
合
・
政
策
成
果
・
中
間
選
挙

オ
バ
マ
政
権
と
過
渡
期
の
ア
メ
リ
カ
社
会
　
　 

　
　
　   

 

編
著 

二
四
〇
〇
円

─
選
挙
、
政
党
、
制
度
、
メ
デ
ィ
ア
、
対
外
援
助

オ
バ
マ
後
の
ア
メ
リ
カ
政
治
　
　 

 

　
　
　   

 

編
著 

二
五
〇
〇
円

─
二
〇
一
二
年
大
統
領
選
挙
と
分
断
さ
れ
た
政
治
の
行
方

危
機
の
ア
メ
リ
カ「
選
挙
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」　 

　
　   

 

編
著 

二
七
〇
〇
円

─
社
会
経
済
変
化
か
ら
ト
ラ
ン
プ
現
象
へ

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
広
報
戦
略 

 

　
　
　    

 

二
八
〇
〇
円

─
大
統
領
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
国
民
に
伝
え
る
た
め
に

「
帝
国
」の
国
際
政
治
学
―		

	

山

本

吉

宣	

四
七
〇
〇
円

ア
メ
リ
カ
の
介
入
政
策
と
米
州
秩
序 

草

野

大

希 

五
四
〇
〇
円

─
複
雑
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
国
際
政
治

国
際
関
係
入
門
―
共
生
の
観
点
か
ら	

	

黒

澤

　

満

編	

一
八
〇
〇
円

国
際
共
生
と
は
何
か
―
平
和
で
公
正
な
社
会
へ	
黒

澤

　

満

編	

二
〇
〇
〇
円

国
際
共
生
と
広
義
の
安
全
保
障	

	
黒

澤

　

満

編	

二
〇
〇
〇
円

現
代
ア
メ
リ
カ
の
ガ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス			
鵜

浦

　

裕 

二
〇
〇
〇
円

暴
走
す
る
ア
メ
リ
カ
大
学
ス
ポ
ー
ツ
の
経
済
学		

	

宮

田

由

紀

夫 

二
六
〇
〇
円

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
地
域
金
融	

	
 
 
 
 
 
 
 

編
著 

三
二
〇
〇
円

現
代
国
際
協
力
論
―
学
融
合
に
よ
る
社
会
科
学
の
試
み	

柳
田
辰
雄
編
著 

三
二
〇
〇
円

揺
ら
ぐ
国
際
シ
ス
テ
ム
の
中
の
日
本	

柳
田
辰
雄
編
著 
二
〇
〇
〇
円

貨
幣
ゲ
ー
ム
の
政
治
経
済
学	

	

柳

田

辰

雄 

二
〇
〇
〇
円

相
対
覇
権
国
家
シ
ス
テ
ム
安
定
化
論	

柳

田

辰

雄 

二
四
〇
〇
円

―
東
ア
ジ
ア
統
合
の
行
方

冷
戦
後
の
国
際
シ
ス

テ
ム
と
ア
メ
リ
カ

川
上
高
司

石
井
貫
太
郎

吉
野

　
孝

前
嶋
和
弘

吉
野

　
孝

前
嶋
和
弘

吉
野

　
孝

前
嶋
和
弘

Ｍ
・
Ｊ
・
ク
マ
ー

吉
牟
田
　
剛
訳

吉
野

　
孝

前
嶋
和
弘

内
田
真
人

福
光 

寛

吉
野
　
孝

前
嶋
和
弘

神

余

隆

博

松

村

五

郎

牛

渡

　

淳

牛

渡

　

亮
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